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質 疑 内 容 （通告要旨）

【９月７日】

代表質疑

１ 尾崎邦洋（緑風会） ３５～４４ページ

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ 総括について

（１）今回の決算をどのように受け止めているのか

（２）今後の予算編成にどのように活かしていくのか

（３）主要事業の進捗状況について

２ 財政運営について

３ 第１次亀山市行財政改革大綱の評価と検証について

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

１ 総括について

（１）今回の決算をどのように受け止めているのか

（２）今後の予算編成にどのように活かしていくのか

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

１ 総括について

（１）赤字について

（２）病院事業管理者について

代表質疑

２ 中村嘉孝（新和会） ４４～５７ページ

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ 決算の評価について

２ 決算収支について

（１）実質収支と実質単年度収支について

（２）プライマリーバランス（基礎的財政収支）について

（３）市税収入の減少について

３ 財政分析指標について

（１）経常収支比率と財政力指数について

（２）公債費負担比率について

４ 財務書類４表について

（１）総務省による統一的な基準による地方公会計の整備促進について

５ 今後の財政運営について
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代表質疑

３ 西川憲行（ぽぷら） ５７～７１ページ

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

１ 地方公営企業会計の会計基準の見直しによる変化について

（１）決算報告書について

（２）損益計算書について

（３）貸借対照表について

２ 医業収益が減少している要因について

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について及び報告第１４号 決

算に関する附属書類の提出について

１ 財政指標について

２ 基礎的財政収支について

３ 経常収支比率について

４ 受益者負担の見直しの成果について

５ 亀山市独自の政策について

６ 基金の運用について

７ 行政経営に係る施策評価シートについて

４ 新 秀隆（公明党） ７１～７９ページ

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

１ 改正による変化点について

２ 改正の必要性について

議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

１ 料金設定について

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

１ 第２款 総務費、第３項 戸籍住民基本台帳費、第１目 戸籍住民基本台帳費、個人番号

カード交付事業について

報告第３０号～報告第３３号 専決処分の報告について

１ 専決処分の内容について

（１）請求方法と経緯について

（２）改善策について

５ 豊田恵理（創政クラブ） ７９～８７ページ

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

１ 第８款 土木費、第２項 道路橋梁費、第２目 道路維持修繕費５，０００千円の増額及

び第４目 道路舗装費２５，０００千円の増額について
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議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ 平成２６年度決算をどのように評価しているのか

２ プライマリーバランスについて

３ 基金について

４ 税収と滞納額について

５ 今後の財政運営について

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

１ 資金が減少しているが、今後の運営をどのように考えているのか

６ 今岡翔平（ぽぷら） ８７～９５ページ

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ 第１０款 教育費、第５項 社会教育費、第７目 文化振興費、かめやま文化年事業につ

いて

７ 宮崎勝郎（緑風会） ９５～１０３ページ

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

１ 条例制定の意義、目的について尋ねる

２ なぜ今亀山市立関認定こども園アスレに変えるのか

３ 幼稚園児と保育園児とを一緒に教育、保育ができるのか

４ 利用者負担額について

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

１ 社会保障・税番号制度が導入されることによる条例の一部改正の内容について尋ねる

２ 今回、条例の一部改正を行うが、新たな条例制定の考えはなかったのか

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

１ 第８款 土木費、第２項 道路橋梁費、第２目 道路維持修繕費５，０００千円の増額に

ついて

２ 第８款 土木費、第２項 道路橋梁費、第４目 道路舗装費２５，０００千円の増額につ

いて

３ 第９款 消防費、第１項 消防費、第３目 消防施設費３４，２２６千円の事業名及び財

源内訳の変更について

８ 岡本公秀（新和会） １０４～１０９ページ

議案第７１号 工事請負契約の締結について

１ 直近１年間において、衛生公苑で処理している生し尿と浄化槽汚泥の量と比率について

２ 過去３年間の運転状況と鈴鹿川への放流水の水質について

３ 二酸化炭素排出削減対象機器に関する交付金の金額と二酸化炭素の排出量の削減程度につ
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いて

４ 電力量の削減について

５ 設備改良後の鈴鹿川への放流水の水質について

６ 将来、生し尿処理量が０になっても設備・機器に支障はないのか

７ 下水道の普及により、衛生公苑の設備が過大になることはないのか

８ 今回の設備改良により、管理委託費の削減に繋がるのか

９ 福沢美由紀（日本共産党） １０９～１１６ページ

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

１ 認定こども園への移行を国は強制をしていないが、関乳幼児センターアスレから認定こど

も園へ変えなければならない理由は何か

２ 市町村が児童福祉法第２４条第１項の規定で市町村が保育の実施責任を負うのは保育所の

みだが、認定こども園を設置する以上、市はどのように実施責任を負うのか

３ 認定こども園の設置主体が市町村であるか民間であるかで、保育の質の担保をするのに大

きな違いがあるが、将来的に引き続き市が設置・運営を行っていくつもりはあるのか

４ 生活リズムの異なるこどもたちが同じクラスになることによる支障はないのか

５ 定員はどうなるのか

６ 関幼稚園で行っていた預かり保育はどうなるのか

７ モデルケースとのことだが検証はいつ、どのようにされるのか
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質 疑 内 容 （通告要旨）

【９月８日】

１ 櫻井清蔵（ぽぷら） １２１～１３０ページ

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

１ 条例設置について

２ 定義について

３ 亀山市子ども・子育て支援事業計画に認定こども園の導入を位置づけているが、今後「ア

スレ」以外についての市長の見解を知りたい

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ 平成２６年度は７億２，５４５万円の黒字決算となっているが、市長としての見解を知り

たい

報告第２３号～報告２８号 専決処分の報告について

１ 市道川崎白木線における車両物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて

（１）これまでの同様の事案の件数を知りたい

（２）このような事案について、たびたび定例会に専決処分の報告がされているが、過去の経

緯をどのように認識しているのか、また担当室にどのような指示をしているのか、市長

の姿勢を知りたい

２ 服部孝規（日本共産党） １３０～１３８ページ

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について、議案第５９号 亀山市手数料条例

の一部改正について及び議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）につい

て

１ 亀山市個人情報保護条例の一部改正で、個人情報の流出やなりすまし犯罪を完全に防ぐも

のになるのかについて

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

１ リニア基金は平成２６年度決算で１５億円にもなるが、積立てが市民要求に沿ったものか

について
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質 問 内 容 （通告要旨）

【９月８日】

１ 福沢美由紀（日本共産党） １４２～１５４ページ

学童保育（放課後児童クラブ）について

１ 昼生小学校区放課後児童クラブの移転改築について

２ ひとり親家庭への助成について

３ 放課後児童支援員等処遇改善等事業について

４ 待機児童について

認定こども園について

１ そもそもアスレ建設時の幼保合築のメリット、デメリットはどうであったのか

２ 新 秀隆（公明党） １５４～１６５ページ

安心・安全対策について

１ 亀山市の安全対策について

（１）児童の登下校時の安全対策について

（２）児童の市内での安全対策について

（３）児童の安全指導策について

２ 災害時の安全対策について

（１）避難所運営について

（２）災害時の情報伝達について

（３）ＡＥＤ配備先の周知について

ＩＣＴ環境整備について

１ ＩＣＴ環境の充実について

（１）小中学校のＩＣＴ環境の現状について

（２）公衆無線ＬＡＮの環境の整備促進について

（３）テレワークス活用のワークスタイルについて

３ 豊田恵理（創政クラブ） １６５～１７３ページ

空き家に関することについて

１ 空き家の現状について

２ 他市の動きについて

３ 予防措置対策の必要性について

ＮＰＯ等の他団体との連携について

１ ＮＰＯ等の他団体と亀山市の現状について
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２ 連携の必要性について

４ 今岡翔平（ぽぷら） １７４～１８６ページ

若い世代の意見を市政に反映する仕組みづくりについて

１ １２月議会で質問したが、その後どういった取り組みが行われたのか

２ 「まち×デザｉｎかめやま」の実施について

（１）８月９日に開催されたワークショップの内容について

（２）市職員が参加者の半数近くを占めているように見えたが、参加者の集まり具合は予定通

りだったのか

（３）集約された若い世代の意見は具体的に市政のどの部分に反映されるのか

（４）参加者から柔軟な発想が出るように主催側はどのように工夫したのか

（５）今後このような取り組みを続ける必要性を感じているか

経営会議について

１ 経営会議の概要について

２ 経営会議の役割分担について

（１）経営会議における副市長の役割について

５ 髙島 真（緑風会） １８６～１９４ページ

市道川崎白木線（フラワー道路）の道路改良について

１ 現在の現状について

２ 騒音調査について

３ 道路改良に向けて

防犯カメラの必要性について

１ 現状について

２ 通学路に設置することの重要性について

防災井戸設置について

１ 井戸設置の取り組みについて
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質 問 内 容 （通告要旨）

【９月９日】

１ 中﨑孝彦（新和会） １９６～２０６ページ

生活困窮者の自立支援について

１ 生活困窮状態の市民への対応について

（１）過去３年間の相談件数について

（２）相談後の対応とその成果について

２ 市民のＳＯＳをどのように把握していくのか

３ 市が行う必須事業と任意事業について

４ 相談窓口となる社会福祉協議会への支援をどのように行っていくのか

子どもの貧困対策について

１ 児童扶養手当について

（１）受給可能な世帯数と受給世帯数について

（２）満額支給対象の世帯数について

２ 児童扶養手当以外のひとり親家庭に対する福祉制度の主な事業と現状について

３ シングルマザーの就労支援対策について

４ 新たな給付型の奨学金制度の創設について

５ 経済的に塾に通えない子どもたちに無料で勉強を教える場を提供できないか

２ 服部孝規（日本共産党） ２０６～２１８ページ

デリバリー方式による中学校給食について

１ デリバリー方式がスタートする直前の伊東靖男前教育長の議会答弁について

２ 平成２０年９月の市立幼稚園及び小学校における学校給食の実施方針について

３ 旧関町と旧亀山市が合併して１０周年を迎えるのになぜ中学校給食だけは別々なのかにつ

いて

椋川流域で進む宅地開発について

１ この十年間の椋川流域での宅地開発について

２ 宅地開発により椋川への排水がどれだけ増えたのかについて

３ 宅地開発を進めることで空き家がさらに増加するという認識はあるのかについて

３ 西川憲行（ぽぷら） ２１９～２３２ページ

亀山市の将来像について

１ 文化振興ビジョンについて

（１）市の施策における文化振興ビジョンの重要性と優先順位について確認するとともに「亀
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山市歴史的風致維持向上計画」との整合はどのように図られているのか、また、市民力

を生かしたまちづくりの中で文化と伝統の継承を今後どのように発展させていくのかを

問う

２ 亀山市定員適正化計画について

（１）地方創生を掲げ、独自の政策が大切になっていく中で、今後の職員の仕事量は増加して

いくと思うが、定員適正化計画に掲げる定員の根拠と現状の仕事量に対する定員の妥当

性について、また、将来の亀山市の職員数はどのようにイメージされているのかを問う

３ 亀山市の広報のあり方について

（１）市の広報は、市民の目線に立って行われているのか、広報紙の配布や、ホームページの

閲覧に工夫はされているのか、また、今後の市広報のあり方について問う

４ 国民宿舎関ロッジについて

（１）検討委員会の進捗状況と今後の方向性について問う

４ 尾崎邦洋（緑風会） ２３２～２４１ページ

主要事業評価シートについて

１ 評価について

全国学力・学習状況調査（学力テスト）について

１ 亀山市の結果について

２ 結果からみた課題・問題点について

３ 今後の取り組みについて

５ 櫻井清蔵（ぽぷら） ２４２～２５３ページ

ザ・点検～亀山モデル～について

１ 亀山市事務事業点検制度のあり方について知りたい

（１）検討結果の効果の検証について

（２）判定による齟齬について

（３）判定委員への事業内容の説明のあり方について

関ロッジについて

１ 施設の現状について知りたい

次世代の子どもたちに市長はどのような方針で臨むのかについて

１ 川崎小学校の新築において空調機設置を判断されたが、他の未設置の施設の今後の対応に

ついて知りたい

亀山市の行事について

１ 行政の関与する事業がたびたび重複することが見受けられるが、庁内でどのように調整さ

れているのか知りたい

開発事業について

１ 開発申請における亀山市の判断基準について知りたい（羽若町地内）
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６ 宮崎勝郎（緑風会） ２５３～２６５ページ

教育行政について

１ 大阪府寝屋川市での中学生誘拐事件を教育委員会としてどのように受け止めているか

２ 岩手県の中学生自殺問題を教育委員会としてどのように受け止めているか

３ 児童・生徒の通学路整備の進捗状況について

４ 学校施設整備について

（１）川崎小学校への空調設備の導入が報告されているが、他の学校はどうするのか

（２）学校グラウンドの芝生化について、南小学校の経過と今後の芝生化をどうするのか

５ 家族交換日記、家庭約束手帳の取り扱いについて

６ 全国学力テストの結果をどのように受け止めているのか

７ 歴史博物館での夏休み企画の成果について

８ 亀山市子ども条例制定の考えはあるのか

高齢者生活支援について

１ 亀山ＱＯＬ支援モデル事業について

２ 高齢者敬老手帳について
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質 問 内 容 （通告要旨）

【９月１０日】

１ 小坂直親（緑風会） ２６８～２８０ページ

関ロッジについて

１ 経過と検証について

２ 現状と今後の対応について

公共関連事業について

１ 主要幹線道路の整備について

２ 防災関連事業について

２ 前田耕一 ２８０～２９１ページ

スポーツ施設の充実について

１ 天皇賜杯第７０回全日本軟式野球大会の開催について

（１）具体的な開催内容と認識について

（２）開催に向けての会場整備について

２ 西野運動公園野球場の現状とこれまでの改修経過について

３ 第７６回国民体育大会「三重とこわか国体」に向けての施設の改修計画について
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質 問 内 容 （通告要旨）

【９月２５日】

１ 服部孝規（日本共産党） ３２２～３２９ページ

亀山市国民宿舎関ロッジの今後の方針について

１ 今回の事態に至った経緯や原因の検証について

２ 指定管理者制度の導入は誤りではなかったのかについて

３ 今後の見通しについて

２ 西川憲行（ぽぷら） ３２９～３３８ページ

亀山市国民宿舎関ロッジの今後の方針について

１ あり方検討委員会の意見書と市長の思いは同じだったのか。今までの議論で積み上げてき

たものは何か。市長が持続可能な経営を目指して努力した結果に責任はないのか。

３ 宮崎勝郎（緑風会） ３３８～３４２ページ

亀山市国民宿舎関ロッジの今後の方針について

１ 亀山市国民宿舎関ロッジ在り方検討委員会からの提言をどのように受け止めたのか

２ 国民宿舎関ロッジの再生について

４ 櫻井清蔵（ぽぷら） ３４２～３４９ページ

亀山市国民宿舎関ロッジの今後の方針について

１ 今回の方針について、市の決定イコール市長の決定と理解してよいか

２ 関ロッジについては、運営を継続しないものとするとは、施設の指定管理を行わないとい

うことか

３ ブルートレインについては、早期に売却等の処分を進めるとあるが、「等」とは何か

４ 観音山公園の位置づけを検討とあるが、どのようなことか

５ 市により更地化する土地への民間事業者による新たな施設建設の誘致を行うとともに、併

せて、民間事業者による現施設の活用についての募集を行うとあるが、募集期間はどの程

度を考えているのか

６ 公園整備などについて検討するとあるが、山の中に公園を造るのか
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●議事日程（第１号）

平成２７年８月２７日（木）午前１０時 開会及び開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 現況報告

第 ５ 議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

第 ６ 議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

第 ７ 議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

第 ８ 議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

第 ９ 議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

第 １０ 議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

第 １１ 議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

第 １２ 議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

第 １３ 議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

第 １４ 議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

第 １５ 議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

第 １６ 議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

第 １７ 議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて

第 １８ 議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

第 １９ 議案第７１号 工事請負契約の締結について

第 ２０ 議案第７２号 財産の取得について

第 ２１ 議案第７３号 市道路線の認定について

第 ２２ 議案第７４号 市道路線の認定について

第 ２３ 議案第７５号 市道路線の認定について

第 ２４ 議案第７６号 市道路線の認定について

第 ２５ 報告第１４号 決算に関する附属書類の提出について

第 ２６ 報告第１５号 健全化判断比率の報告について

第 ２７ 報告第１６号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について

第 ２８ 報告第１７号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について

第 ２９ 報告第１８号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について

第 ３０ 報告第１９号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について

第 ３１ 報告第２０号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について
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第 ３２ 報告第２１号 平成２６年度亀山市一般会計継続費精算報告について

第 ３３ 報告第２２号 専決処分の報告について

第 ３４ 報告第２３号 専決処分の報告について

第 ３５ 報告第２４号 専決処分の報告について

第 ３６ 報告第２５号 専決処分の報告について

第 ３７ 報告第２６号 専決処分の報告について

第 ３８ 報告第２７号 専決処分の報告について

第 ３９ 報告第２８号 専決処分の報告について

第 ４０ 報告第２９号 専決処分の報告について

第 ４１ 報告第３０号 専決処分の報告について

第 ４２ 報告第３１号 専決処分の報告について

第 ４３ 報告第３２号 専決処分の報告について

第 ４４ 報告第３３号 専決処分の報告について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●出席議員（１８名）

１番 今 岡 翔 平 君 ２番 西 川 憲 行 君

３番 髙 島 真 君 ４番 新 秀 隆 君

５番 尾 崎 邦 洋 君 ６番 中 﨑 孝 彦 君

７番 豊 田 恵 理 君 ８番 福 沢 美由紀 君

９番 森 美和子 君 １０番 鈴 木 達 夫 君

１１番 岡 本 公 秀 君 １２番 宮 崎 勝 郎 君

１３番 前 田 耕 一 君 １４番 中 村 嘉 孝 君

１５番 前 田 稔 君 １６番 服 部 孝 規 君

１７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●欠席議員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議に出席した説明員職氏名

市 長 櫻 井 義 之 君 副 市 長 広 森 繁 君

企 画 総 務 部 長 山 本 伸 治 君 財 務 部 長 上 田 寿 男 君

健康福祉部長（兼）
市 民 文 化 部 長 石 井 敏 行 君 伊 藤 誠 一 君

医療センター理事

環 境 産 業 部 長 西 口 昌 利 君 建 設 部 長 高 士 和 也 君
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医 療 セ ン タ ー
落 合 浩 君 危 機 管 理 局 長 井 分 信 次 君

事 務 局 長

文 化 振 興 局 長 広 森 洋 子 君 関 支 所 長 坂 口 一 郎 君

子 ど も 総 合
若 林 喜美代 君 上 下 水 道 局 長 草 川 博 昭 君

セ ン タ ー 長

財 務 部 参 事 松 本 昭 一 君 市民文化部参事 深 水 隆 司 君

健康福祉部参事 水 谷 和 久 君 会 計 管 理 者 西 口 美由紀 君

消 防 長 中 根 英 二 君 消 防 次 長 服 部 和 也 君

消 防 署 参 事 平 松 敏 幸 君 教育委員会委員長 肥 田 岩 男 君

教 育 長 伊 藤 ふじ子 君 教 育 次 長 佐久間 利 夫 君

監 査 委 員 渡 部 満 君 監査委員事務局長 宮 﨑 吉 男 君

選挙管理委員会
松 村 大 君

事 務 局 長

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●事務局職員

事 務 局 長 松 井 元 郎 議 事 調 査 室 長 渡 邉 靖 文

書 記 山 川 美 香

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議の次第

（午前１０時００分 開会）

○議長（前田 稔君）

おはようございます。

ただいまから平成２７年９月亀山市議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、

３番 髙 島 真 議員

１２番 宮 崎 勝 郎 議員

のご両名を指名します。

次に日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

今期定例会の会期は、本日から９月２５日までの３０日間としたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

会期は本日から９月２５日までの３０日間と決定しました。
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次に日程第３、諸報告をします。

まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおりそれぞれ出席を得ておりますので、

ご了承願います。

次に、監査委員から例月出納検査結果報告書４件が、また教育委員会から平成２６年度教育に関

する事務の点検・評価報告書が提出されておりますので、ごらんおきください。

次に日程第４、現況報告を行います。

初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

平成２７年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。

さて、我が国の経済につきましては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中、緩やかに回復してい

くことが期待されるものの、中国経済を初めとした海外景気の下振れなど、景気を下押しするリス

クにも留意が必要な状況となっております。

政府においては、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、

経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくため、去る６月３０日に経済財政運営と改革の

基本方針２０１５を閣議決定されました。

この方針は、経済再生なくして財政健全化なしという基本哲学のもと、取り組むべき今後の経済

財政運営の方針を示したものであり、経済の好循環を拡大させ、潜在的な成長力を強化し、まち・

ひと・しごとの創生等によって財政健全化を実現しようとするもので、本市の地域経済や行財政運

営にも大きく影響いたしますことから、引き続き情報収集を行うなど、その動向に注視してまいり

ます。

一方、社会保障・税番号制度、マイナンバー制度につきましては、平成２８年１月からの制度開

始が近づく中、本市におきましても、来る１０月５日から市民へ通知カードを発送いたしますとと

もに、希望者への個人番号カードの交付手続の受け付けを開始いたします。これに伴い、個人情報

の適正な取り扱いを確保するためなど、本議会に関係条例の改正を提案いたしております。

この制度の運用により、社会保障制度・税制度の効率性・透明性が高まり、国民にとって利便性

の高い公平・公正な社会の実現につながるものと期待されておりますことから、円滑な導入に向け

た諸準備を進めるとともに、市民への周知を図ってまいります。

さて、平成２６年度一般会計の決算につきましては、後期基本計画を着実に進めるとともに、限

られた財源を有効かつ適切に活用し執行してまいりまして、歳入総額が２１０億８,５０８万円、

歳出総額が２０１億９,８３１万円となり、実質収支は７億２,５４５万円の黒字決算となったとこ

ろであります。

全体といたしましては、財政調整基金を５億２,７３５万円取り崩ししましたことから、実質単

年度収支は前年度の１,１７９万円の黒字から７億８,９６４万円の赤字に転じるとともに、基礎的

財政収支、プライマリーバランスは９億７,６７０万円から２,２３３万円へと大きく黒字が減少し

ております。
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一方、財政指標等については、公債費の減少などから、経常収支比率や公債費負担比率は前年度

より好転しており、実質公債費比率などの健全化判断比率も、国が定める基準を大幅に下回ってお

ります。

さらに、自主財源の根幹である市税収入は、前年度比で約４億円の減収となったものの、財政調

整基金は前年度とほぼ同水準となる約４４億５,０００万円を確保し、市債残高についても６年連

続で減少しており、厳しい財政状況下にありながらも、一定程度の財政健全性は確保できたものと

考えております。

しかしながら、中期的には多額の財源不足が見込まれる厳しい財政状況でありますことから、新

たに策定した第２次亀山市行財政改革大綱を着実に進め、持続可能な行財政運営の確立に取り組ん

でまいります。

それでは、市政の各部門にわたり、第１次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿ってご説明申し

上げます。

まず、「快適な都市空間の創造」についてでございますが、にぎわいの場の創造・商店街の活性

化のうち、亀山市プレミアム付き商品券発行事業につきましては、ウェルカメ商品券の予約申込方

法や市内取扱店等について市民へ周知を図り、商品券の予約受け付けも終盤を迎えているところで

あります。来る１０月１日からは、商品券の利用が開始されますので、地域における消費喚起や市

内商業の活性化に向け効果的な取り組みとなるよう、事業主体である亀山商工会議所とさらなる連

携を図ってまいります。

次に、農林業の振興につきましては、認定農業者１５件、営農組織４件を含む２００件の経営所

得安定対策の申請がなされ、主食用米の価格低下の影響などから、飼料用米の作付への申請が増加

しているところであります。こうした国の制度などを活用し、引き続き、担い手農家の経営安定化

の取り組みを支援してまいります。

次いで、上下水道の整備のうち、流域関連公共下水道事業につきましては、本年度から事業認可

区域の第６負担区内の整備工事に着手し、平成２８年３月末に一部供用開始する予定となっており

ますことから、同負担区における受益者負担金を定めるため、本議会に関係条例の改正を提案いた

しております。

次に、道路網の整備のうち、野村布気線整備事業につきましては、難航しておりました用地につ

いて、去る６月３０日に売買契約を締結いたしましたことから、長田池から西側区間の工事着手を

見込める状況であり、平成２８年度からの本線工事の着手に向け、鋭意取り組んでまいります。

また、市道川崎白木線につきましては、近年の交通量の急激な増加により舗装のひび割れなどの

損傷が進んでいることから、早急な対応を行うため、本議会に関係経費の予算補正を提案いたして

おります。

次いで、公共交通機関の整備のうち、地域生活交通再編事業につきましては、現行の東部ルート

を路線再編し、来る１０月１日からＪＲ井田川駅へのアクセス等を含む新たな運行を開始いたしま

すことから、円滑に移行できるよう諸準備に万全を期すとともに、市民への周知や利用促進に努め

てまいります。

また、ＪＲ下庄駅前につきましては、駐輪スペースを確保するため、１４０台分の駐輪用ライン

引き工事を行い、来月１日から自転車置き場として供用開始いたします。管理においては地域の協
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力を得ながら行うこととしており、かねてよりの課題でありましたＪＲ下庄駅の利用環境の改善に

つながるものと考えております。

続きまして、「市民参画・協働と地域づくりの推進」についてご説明申し上げます。

まず、地域コミュニティの活性化のうち、地区コミュニティセンター充実事業につきましては、

本年６月に関南部地区コミュニティセンターの建設に係る工事請負契約を締結いたしたところであ

り、本年度末の竣工に向け着実に進めてまいります。

次に、市民参画・協働と交流の場の創造のうち、市民活動応援事業につきましては、平成２５年

度及び平成２６年度に地区コミュニティ等へ交付いたしました応援券に対する初めての交付金を交

付いたしました。市が最初に応援券を交付した地区コミュニティ等では、総交付枚数５万７,２５

５枚のうち５０.８％となる２万９,１０４枚を利用いただき、そのうち約８７％に当たる２万５,

３３０枚分が市民活動団体からの交付金申請につながり、全体として４４.２％を活用いただいた

ところであります。今回の結果を踏まえて課題を整理し、審査検証委員会での検証を行ってまいり

ます。

次いで、人権の尊重につきましては、一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例に基づ

き策定作業を進めてまいりました亀山市人権施策基本方針について、今月１８日に亀山市人権施策

審議会への諮問を行い、近く答申を受ける予定であります。審議会からの意見等を踏まえ、９月か

らのパブリックコメントの実施に向け諸準備を進めてまいります。

続きまして、「健康で自然の恵み豊かな環境の創造」についてご説明申し上げます。

まず、健康づくりの推進につきましては、先月２８日、２９日の両日、愛媛県八幡浜市で開催さ

れました第１１回健康都市連合日本支部総会及び大会へ、地域まちづくり協議会の方々とともに参

加いたしました。大会においては、他都市の取り組みに触れるとともに、全国から集まった健康づ

くりに携わる団体の方々と交流を深めていただいたところであります。今後も、健康都市間のネッ

トワークを生かしながら、地域が取り組む健康づくり活動を支援するなど人に優しい健康都市の実

現に向けた取り組みを進めてまいります。

次に、循環型社会の形成・エコシティの実現のうち、衛生公苑し尿処理施設につきましては、農

業集落排水処理施設等の浄化槽汚泥に対応した処理機能の改善と主要な設備等の老朽更新を行い、

施設の長寿命化を図るべく改良工事に着手してまいります。このほど、基幹的設備の改良工事に係

る仮契約を締結いたしましたので、本議会に工事請負契約の締結を提案いたしております。

また、刈り草コンポスト化センターにつきましては、平成２９年度のし尿処理施設の統合により

関衛生センターの廃止を予定しておりますことから、そのあり方を検討いたし、効率的・効果的な

運営に資するため、民間への運営移譲を図ることといたしました。今後は、事業者の選定方法の検

討など、諸準備を進めてまいります。

次いで、自然との共生のうち、中山間地域等直接支払事業につきましては、本年度より第４期対

策が始まっており、地域へ事業説明を行ったところ、事業の継続を中止した集落がある一方、取り

組み面積の拡大や新規に取り組む集落がありましたことから、計画以上の取り組み面積となったと

ころであります。そのため、本議会に関係経費の予算補正を提案いたしております。

次に、防災力の強化につきましては、来る１１月２２日に亀山東小学校を会場に、総合防災訓練

を実施いたします。この訓練は、防災関係機関と市民が一体となった実践的な訓練として、特に、
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亀山東小学校を指定避難所とする３１自治会の方々には徒歩による集団避難訓練を行っていただき、

地域特性を再認識していただくことで地域防災力の向上につなげてまいります。

次いで、消防力の充実・強化につきましては、大規模災害発生時に迅速かつ的確な活動を展開で

きるよう、来る１０月２３日、２４日の両日、桑名市をメーン会場として開催されます三重県総合

防災訓練及び緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練に参加いたします。この訓練では、三重県と連

携した他県の緊急消防援助隊の受け入れなどの図上訓練や、県内応援隊としての実動訓練を行って

まいります。この訓練を通じて、三重県や緊急消防援助隊との連携を確認するとともに、事後検証

を十分に行い、より実効性の高い応援・受援体制の確立に努めてまいります。

また、先月１９日に北東分署を会場に開催いたしました市消防操法大会におきましては、日ごろ

より地域の安全・安心を確保するため、各分団が地道な訓練を精力的に重ねられた成果を十分に発

揮いただいたところであります。

続きまして、「生きがいを持てる福祉の展開」についてご説明申し上げます。

まず、スポーツの推進のうち、平成３３年開催予定の三重国体につきましては、先月２７日に開

催された三重県準備委員会第４回総会において、愛称が「三重とこわか国体」と決定されたところ

であり、本市といたしましては、本年度予定されております中央競技団体視察への対応準備を進め

ているところであります。

次に、高齢者の多様な生活スタイルの支援につきましては、来月からの５カ月間にわたり、シャ

ープ株式会社を代表団体とする共同事業体による実証実験事業、亀山ＱＯＬ支援モデル事業が本市

において行われます。この事業は経済産業省の公募委託事業であり、高齢者が住みなれた地域で安

心して生き生きと生活できるよう、民間事業者とシルバー人材センターが連携し、一定の利用者負

担をいただきながら、健康相談や買い物支援等の生活支援サービスを提供するヘルスケアビジネス

モデルを実証するものであります。

本市も協力団体としてこの事業に参加しておりますことから、まちづくり協議会等地域の団体へ

の説明や利用者の募集等に協力しているところであり、引き続き事業主体である共同事業体との連

携を図り取り組んでまいります。

次いで、障がい者の社会参加の促進のうち、障がい者職場実習事業につきましては、２年間の試

行を経て本年度から本格実施いたします。本事業は、一般就労に向けた支援として、障がい者１名

を総合保健福祉センターなど市の施設へ受け入れ、事務補助などの軽作業を行っていただくものと

して、来月からの３カ月間で実施いたします。こうした実習を契機に一般就労へつなげてまいりた

いと考えております。

次に、社会保障の充実のうち、臨時福祉給付金につきましては、申請受け付け期間を来月１日か

ら来年１月２９日までとして、今月末には対象となる可能性のある方への申請書等が届くよう進め

ているところであります。また、市内２１カ所で申請に関する相談会の開催を予定しており、円滑

な給付に向けて制度の周知に努めてまいります。

一方、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、約３,７００名から申請書を受理したところ

であり、来る１０月に給付を予定しております。未申請の方に対しましては、通知を行うなど制度

の周知を図るとともに、適切な支給に努めてまいります。

さらに、生活困窮者自立支援事業につきましては、支援に直接携わる亀山市社会福祉協議会の職
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員に専門的な知識・技術を習得していただくなど支援体制の強化を図っており、先月末までに目標

や支援内容について４件のプランを決定したところであります。引き続き、亀山市社会福祉協議会

と連携しながら、支援を行ってまいります。

また、戦後７０周年に当たる特別な機会を捉え、国として弔意の意をあらわすため戦没者等の遺

族に対する特別弔慰金の支給につきましては、前回の受給者の半数以上の申請を受け付け、三重県

に送付しております。請求の期限は平成３０年４月２日までとなっており、時効による失権者が生

じることのないよう請求手続の周知を図るとともに、円滑な事務に努めてまいります。

続きまして、「次世代を担う人づくりと歴史文化の振興」についてご説明申し上げます。

まず、子育て支援につきましては、関幼稚園及び関保育園を平成２８年度から認定こども園へ移

行することといたしました。移行に当たりましては、市民の方々に施設や制度に関する理解を深め

ていただくため、昨年度に引き続き２回目のシンポジウムを先月開催し、１５１名の方々にご参加

いただいたところであります。これに伴い、本議会に関係条例の制定を提案いたしております。

なお、今回のケースをモデルとして、認定こども園の運用における課題等の検証を行ってまいり

ます。

一方、里親制度等につきましては、先月、県の里親説明会が開催され、制度について詳細な話し

合いが行われたところであります。親の病気や養育困難等により、保護者と一緒に暮らすことがで

きない子供など、里親のもとで養育されるケースも少しずつ増加しており、引き続き、社会的養護

が必要な子供たちを地域が一体となって育てることができるよう、取り組んでまいります。

次に、文化芸術の振興につきましては、市制施行１０周年記念事業として、「亀山薪能」を今月

２９日に亀山西小学校グラウンドにて開催いたします。多くの市民の方々がすぐれた文化芸術に触

れることで、感性や心の豊かさを育み文化力の向上につなげられるよう進めてまいります。

次いで、歴史文化の継承につきましては、来る１０月１０日から歴史博物館において、市制施行

１０周年記念事業となる秋の企画展を開催いたします。これまで国史跡指定に向けた発掘調査を行

ってまいりました鈴鹿関跡をテーマに、文献資料と発掘調査の成果を展示することとしており、諸

準備を進めてまいります。

続きまして、「行政経営」についてご説明申し上げます。

まず、自立した行政経営の推進のうち、入札・契約制度の改革につきましては、入札参加者の選

定における格付等級の改定とあわせ、１０月１日より一般競争入札の対象拡大を図り、適切な運用

に努めてまいります。

次に、亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきましては、先月２３日に第２回亀山

市地方創生会議を開催するなど、庁内外での検討を進めているところであります。今月９日には、

若者ワークショップ「まち×デザｉｎかめやま」を開催いたし、市内の未婚の男女２９名に参加い

ただき、結婚や子育てに関する率直な意見を聞かせていただく機会となったところであります。

また、市内の事業所約２００社を対象としたアンケート調査を実施しており、先に行いました中

学生・高校生アンケートもあわせ、把握した市民意向を総合戦略等の策定に生かしてまいります。

一方、休館中となっております国民宿舎関ロッジにつきましては、現在、外部委員による亀山市

国民宿舎関ロッジ在り方検討委員会及び庁内調査研究グループを設置し、今後のあり方について検

討を進めているところであります。今月１０日に開催いたしました第１回の委員会に続き、来月に
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も委員会を予定しており、その検討結果を踏まえ、今後のあり方についての方針を決定してまいり

たいと考えております。

さて、本年は、５年ごとに実施される国勢調査の実施年でありますことから、当該調査の基準日

である１０月１日に向け、亀山市実施本部を中心に、諸準備を進めているところであります。今回

の調査においては、調査困難世帯や外国人世帯への対応として実施本部に関係部局で構成する協力

会議を設置し、全庁的に取り組んでまいります。

なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。

最後に、本年５月２１日から８月１５日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円以

上１億５,０００万円未満の工事請負契約の状況は別紙のとおりでございましたので、ご高覧賜り

たいと存じます。

以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

市長の現況報告は終わりました。

続いて、教育委員会委員長に教育行政の現況について報告を求めます。

肥田教育委員会委員長。

○教育委員会委員長（肥田岩男君登壇）

おはようございます。

平成２７年９月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況と今後の見通しについてご報

告し、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

まず、教育に関する国の情勢でありますが、本年３月に学習指導要領の一部が改正され、それに

伴い、中央教育審議会の特別部会や専門家会議の中で、小・中学校における学習評価の観点の見直

しや、考え、議論する道徳への転換に向けて検討がなされています。特に、道徳については、いじ

めの問題への対応や生命のとうとさ、国際理解・国際親善、社会参画、よりよく生きる喜びなどの

内容項目の充実が図られます。子供たちの道徳性を育むために、小学校は平成３０年度、中学校は

平成３１年度から教科書を導入した道徳科の授業が始まることとなっております。

次に、県の情勢でありますが、本年６月にリーフレット「三重のキャリア教育の推進のために」

が県教育委員会から小・中学校教職員、経済団体や事業所等に配付されています。子供たちが働く

ことや職業についての理解を深め、将来自立した社会人として積極的に社会に参画できるよう、地

域の教育力を活用したキャリア教育の推進が図られております。

また、１０月３１日、１１月１日には、県営サンアリーナをメーン会場として、工業・商業高校

等の生徒による学習成果の発表の場として、第２５回全国産業教育フェア三重大会も開催されます。

一方、本年度、三重県子ども条例に基づく取り組みの一環として、「希望がかなうみえ 子ども

スマイルプラン」の目指すべき社会像の実現に向け、子供や保護者、地域の大人等の意識や生活実

態を把握するため、みえの子供・家庭白書（仮称）の作成が予定されております。

このような情勢を踏まえ、教育委員会といたしましては、教育を取り巻く環境の変化を的確に見

きわめつつ、各種計画における事業を着実に進展させるとともに、平成２９年度からの亀山市学校
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教育ビジョン及び亀山市生涯学習計画の次期計画の策定準備を進めてまいります。

それでは、最初に学校教育関係についてご説明申し上げます。

まず、この夏も猛暑に見舞われ、児童・生徒の安全確保や健康保持につきましては、熱中症や食

中毒等に関する注意報及び警報発令時の対応等について注意をしてまいりました。命にかかわるよ

うな事故報告もなく、子供たちが保護者や地域の皆様に支えられながら、有意義な夏休み生活が送

れておりますことに、深く感謝を申し上げます。

次に、児童・生徒の通学路につきましては、本年度、ＰＴＡから改善要望のありました５９カ所

について、先月下旬から今月上旬にかけて、警察や道路管理者、学校代表者等、関係者の方々と合

同現場確認を行いました。この結果を受けまして、子供たちの交通安全対策について、各関係機関

で協議を進めてまいります。

次いで、学習支援事業につきましては、今月２４日から生活困窮者自立支援制度による学習教室

を開始いたしました。亀山中学校区の公共施設を活用して、講師・スタッフに登録のあった方々を

計画的に派遣し、生徒の学びを支援いたしております。１１月ごろからは、中部中学校区、関中学

校区におきましても学習支援を開始してまいります。

続きまして、教育研究関係についてご説明申し上げます。

まず、先月に開催されました平成２７年度鈴亀地区中学校総合体育大会の結果でございますが、

団体の部で、亀山中学校の軟式野球、ハンドボール男女、剣道男女、柔道女子、中部中学校の剣道

男女が県大会出場を果たしました。個人の部では、テニス男子、ソフトテニス女子、水泳男子、器

械体操男子、剣道男女、柔道男女の８種目で１３名が県大会へ進み、そのうち、水泳競技男子飛び

込み種目では、見事優勝を果たして全国大会へ出場しました。

また、第６１回中学校通信陸上競技三重大会への出場者のうち、男子１年１,５００メートル種

目で３位に入賞し東海大会へ、女子走り幅跳び種目では標準記録を突破しての２位に入賞し、全国

大会へ出場しました。各大会での選手の健闘をたたえるとともに、今後も生徒が活躍できるよう支

援を行ってまいります。

次に、生徒指導につきましては、岩手県矢巾町の中学生がいじめを苦にした自殺の事案を重く受

けとめ、先月１３日、教育委員会から各学校に対して、アンケートや個人ノートの内容、面談の記

録などからいじめの兆候をいち早く把握するとともに、学校全体で情報を共有し、組織的に対処し

ていくことを徹底するよう指示いたしました。

また、いじめやその他の悩み相談に対する教育委員会や関係諸機関による相談窓口について、夏

休み前に児童・生徒及び保護者へ改めて周知をいたしたところです。今後も、いじめ問題及びその

他の問題行動につきましては、教育委員会と学校が連携を図りながら、未然防止と早期把握・早期

対応に向けた組織体制の充実を図り、子供たちが安心して学校生活を送ることができるように努め

てまいります。

次いで、児童・生徒の学力向上につきましては、本年実施のレディネステストの結果から、小学

校においては多くの学年で目標値を達成し、小・中学校ともに無解答が減るなどの改善が見られま

した。しかし、国語における書く力や算数・数学における考える力に課題がありました。

今後は、全国学力学習状況調査の結果もあわせて課題を明らかにし、教職員全体での共通認識を

持つとともに、保護者にもお知らせして、家庭の協力を得ながら、学力向上に向けた授業改善と学
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習習慣の定着を図るための取り組みを進めてまいります。

続きまして、学校施設の整備関係についてご説明申し上げます。

まず、川崎小学校改築事業につきましては、本年１０月の設計完成に向けて実施設計に取り組ん

でいるところであります。空調機に関しましては、設計業務の中でさまざまな設備の導入による効

果を検討するとともに、学校環境のあり方、気候状況などを総合的に勘案した結果、全ての普通教

室に設置することとして設計を進めております。また、来年度に予定している校舎改築工事に向け、

新規取得用地の造成工事発注の準備も進めているところであります。

次に、中部中学校クラブハウス建設事業につきましては、本年６月から順調に工事を進めており、

現在、基礎工事を施工しているところで、来年３月に完成する予定であります。

また、非構造部材の耐震化対策といたしまして、市内学校施設の屋内運動場のうち、つり天井を

有する加太小学校屋内運動場について、その改修工事を先月から実施しており、来月に完成する予

定であります。

続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。

「亀山っ子市民宣言」の趣旨である子供たちのために大人が何をなすべきかの具現化に向けて、

この夏休み期間に関係の諸団体によりサマーキャンプや宿泊体験、ソフト・キックボール大会など

のさまざまな行事を実施していただき、多くの子供たちが各種体験活動に参加いたしました。

また、家族交換日記、家庭約束手帳を夏休み前にご希望のご家庭に配付して、子供の基本的生活

習慣や居場所の確立に家庭が果たす役割を再認識する取り組みを実践していただいているところで

あります。

続きまして、図書館でございますが、学校の夏休み期間中には、子供たちを中心に大勢のご利用

をいただいております。これからも、利用者にとって楽しむ読書から調べ学習まで、幅が広く、奥

の深い市立図書館となるよう、さらなるサービスの充実を図ってまいります。

以上、教育行政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜

りますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

教育委員会委員長の現況報告は終わりました。

説明の途中ですが、１０分間休憩します。

（午前１０時４４分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午前１０時５４分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に日程第５、議案第５７号から日程第４４、報告第３３号までの４０件を一括議題とします。

市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。



－１２－

まず、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定についてでございますが、市では、亀山市子

ども・子育て支援事業計画に、認定こども園の導入を位置づけ、設置を推進することとしておりま

す。平成２８年４月から関幼稚園及び関保育園を新たに認定こども園とするため、本条例を制定す

るものでございます。

制定内容は、まず１つ目といたしまして、市は、認定こども園を設置することを定めます。

２つ目といたしまして、条例における用語の意義を定めます。

３つ目といたしまして、新たに設置する認定こども園の名称を「亀山市立関認定こども園アス

レ」とし、その位置及び類型を定めます。

４つ目といたしまして、認定こども園の利用者負担額は、政令で定める額を限度として規則で定

める額といたします。

５つ目といたしまして、認定こども園において教育または保育を受けた子供の支給認定保護者か

ら、利用者負担額を徴収することとし、月の中途に入園し、または退園した場合は日割りで徴収す

ることなどを定めることといたします。

６つ目といたしまして、市長が特別の理由があると認めるときに、利用者負担額を減額し、また

は免除することができることといたします。

７つ目といたしまして、認定こども園において延長保育を受けた子供の支給認定保護者から、規

則で定める延長保育料を徴収することといたします。

８つ目といたしまして、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。

なお、施行日は平成２８年４月１日とし、附則において認定こども園への入所申し込み等の必要

な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることなど経過措置を設けること

といたします。また、関認定こども園アスレの設置に伴い、亀山市関乳幼児センターアスレ条例を

廃止するなど関連する条例の整備を行うことといたします。

次に、議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正についてでございますが、社会保障、税

及び災害対策分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会

を実現するための社会基盤として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律、いわゆる番号法でございますが、これに基づく社会保障・税番号制度が導入されます。

番号法において、地方公共団体は、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置

を講ずるものとされております。また、地方公共団体が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用

の停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとされております。これら

に対応するため、所要の改正を行うものでございます。

改正内容は、まず１つ目といたしまして、番号法において定義されている「特定個人情報」「情

報提供等記録」などの用語について、番号法と同様の定義を行います。また、「個人情報」などの

用語について、番号法と整合を図るため意義を改正いたします。

次に２つ目といたしまして、実施機関は、新たに特定個人情報ファイルを作成し、または取得し

ようとするときは、あらかじめ特定個人情報ファイルの名称、特定個人情報の利用目的等の事項を

市長に届け出なければならないことといたします。また、市長は、当該届け出に係る事項を記載し

た帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものといたします。

次に３つ目といたしまして、特定個人情報の目的外利用と提供については、従来の個人情報より
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も厳しく制限を行う規定を設けることから、個人情報の目的外利用等の制限については、特定個人

情報を対象外とすることといたします。また、実施機関は、個人情報の目的外利用等を行うときは、

本人または第三者の権利利益を不当に侵害してはならないことといたします。

次に４つ目といたしまして、特定個人情報の目的外利用については、人の生命、身体または財産

の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難

であるときに限ることといたします。

次に５つ目といたしまして、特定個人情報の外部提供を原則として禁止し、番号法第１９条各号

に規定する場合にのみ提供できることといたします。

次に６つ目といたしまして、何人も、自己を本人とする保有特定個人情報について、自己を本人

とする保有個人情報、以後、自己情報と申し上げますが、これと同様に開示などを請求することが

できることとし、本人、法定代理人及び任意代理人による請求を認めることといたします。また、

何人も、番号法に違反している場合に、特定個人情報の利用の停止、消去及び提供の停止を請求す

ることができることといたします。

次に７つ目といたしまして、特定個人情報に係る自己情報の開示、自己情報の記録の訂正などの

請求は、当該請求があった日から３０日以内といたします。また、やむを得ない理由により期間内

に決定することができないときは、請求があった日の翌日から起算して６０日を限度として延長す

ることができる旨を明記いたします。

次に８つ目といたしまして、実施機関は、自己情報の記録の訂正または削除をした場合において、

必要があると認めるときは、当該記録の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のといたします。また、情報提供等記録の訂正または削除をした場合において、必要があると認め

るときは、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者または情報提供者に対し、遅

滞なく、その旨を書面により通知するものといたします。

次に９つ目といたしまして、開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否

かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしな

いで、当該開示を拒否することができることといたします。

最後に、番号法において特定個人情報は、情報提供等記録の閲覧ができるため、他の制度との調

整の規定を適用しないことといたします。

なお、施行日は平成２７年１０月５日といたします。ただし、用語の定義の改正規定については

公布の日とし、情報提供等記録の改正規定については、番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日といたします。

次いで、議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正についてでございますが、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、平成２７年１０月から亀山

市に住民登録がある市民全員に通知カードの交付による個人番号の通知が行われ、平成２８年１月

から個人番号カードの取得を希望する方に個人番号カードの交付が行われることとなります。

通知カード及び個人番号カードの初回の交付については無料となりますが、再交付については有

料となることから、通知カード及び個人番号カードの再発行に係る手数料について、所要の改正を

行うものでございます。

また、個人番号カードの交付を開始することに伴い、住民基本台帳カード、いわゆる住基カード
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でありますが、これについては交付を終了することから、住基カードに係る手数料について、あわ

せて所要の改正を行うものでございます。

改正内容は、まず第１条関係でございますが、手数料を徴収する事務に通知カードの再交付の規

定を加え、その手数料の金額を５００円とすることといたします。

次に、第２条関係でございますが、１つ目といたしまして、手数料を徴収する事務に個人番号カ

ードの再交付の規定を加え、その手数料の金額を８００円とすることといたします。

２つ目といたしまして、住基カードの交付を終了することにより、住基カードの交付及び再交付

に係る手数料の規定を削ることといたします。

なお、施行日は、第１条関係については平成２７年１０月５日とし、第２条関係については平成

２８年１月１日といたします。

次に、議案第６０号亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてでござい

ますが、公共下水道事業の受益者負担金については、現在、下水道法第４条の規定により事業計画

を定めた区域を第１負担区から第６負担区までに区分し、第５負担区までについて負担金額を定め

ております。今回、新たに平成２８年３月末から順次供用を開始する第６負担区について、負担金

額を定めるため、所要の改正を行うものでございます。

改正内容は、第６負担区の単位負担金額を１平方メートル当たり５２０円と定めます。

なお、施行日は公布の日といたします。

続きまして、議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてでございま

すが、補正額は歳入歳出それぞれ７,９２７万４,０００円を追加し、補正後の予算総額を２０８億

７,９５２万４,０００円といたしております。

最初に、歳出の主な補正内容からご説明申し上げます。

総務費では、社会保障・税番号制度による個人番号カード交付に係る経費を計上いたし、民生費

では、入所枠の拡充及び障がい児支援を行うため保育所費を増額いたしました。

農林水産業費では、補助対象面積の拡大に伴い中山間地域等直接支払事業を増額いたし、土木費

では、市道川崎白木線の道路舗装事業を増額いたしました。

教育費では、県委託事業の言語活動実践研究事業を計上いたし、災害復旧費では、農林水産業施

設の復旧費等を計上いたしております。

一方、歳入でございますが、国庫支出金では、個人番号カード交付事業費補助金や子ども・子育

て支援交付金を計上し、県支出金では、関南部地区コミュニティセンター建設に係る森林整備加速

化・林業再生基金事業費補助金を計上いたしました。

そのほか、補正財源といたしまして、前年度繰越金を計上いたしております。

次に、議案第６２号平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてでござ

いますが、収益的収入を７２０万円増額し、補正後の予定額を９億５,８１０万円といたし、また

資本的収入を７７４万２,０００円減額し、補正後の予定額を１４億２,７０１万８,０００円とい

たしております。

一方、収益的支出を７２０万円増額し、補正後の予定額を９億５,８１０万円といたしておりま

す。

主な補正内容は、納付税額の確定により消費税及び地方消費税を増額いたしております。
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以上が、今回提案いたしました一般会計補正予算及び企業会計補正予算の主な内容でございます。

なお、詳細につきましては、副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。

続きまして、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございま

すが、歳入総額２１０億８,５０８万２,８３６円に対し、歳出総額は２０１億９,８３０万６,３９

８円となり、歳入歳出差し引き額は８億８,６７７万６,４３８円となっております。

このうち、翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、１億６,１３２万８,６００円を差し引き

ました実質収支額は７億２,５４４万７,８３８円の黒字となっております。

また、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定により、３億７,０００万円を財政調

整基金に繰り入れております。

次に、議案第６４号平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額４８億５５８万５,７５７円に対し、歳出総額は４７億３,７７３万１,

８３７円となり、歳入歳出差し引き額は６,７８５万３,９２０円の黒字となっております。

次に、議案第６５号平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございますが、歳入総額８億６,５４４万９,２１７円に対し、歳出総額は８億６,３５５万６,

１５１円となり、歳入歳出差し引き額は１８９万３,０６６円の黒字となっております。

次に、議案第６６号平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

でございますが、歳入総額７億８,５３３万７５３円に対し、歳出総額は７億８,０７０万６,０８

１円となり、歳入歳出差し引き額は４６２万４,６７２円の黒字となっております。

次に、議案第６７号平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますが、歳入総額１５億３,０６７万８,３０１円に対し、歳出総額は１４億４１５万２,０

０１円となり、歳入歳出差し引き額は１億２,６５２万６,３００円となっております。このうち、

翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして、７３万５,０００円を差し引きました実質収支額は１

億２,５７９万１,３００円の黒字となっております。

なお、歳入歳出差し引き額１億２,６５２万６,３００円は、公共下水道事業特別会計について、

地方公営企業法第２条第３項及び地方公営企業法施行令第１条第２項の規定により財務規定等が適

用されたことに伴い、公共下水道事業会計へ引き継ぎいたしました。

以上が、平成２６年度の一般会計並びに各特別会計の決算の状況でございます。

詳細につきましては、会計管理者から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。

次に、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでご

ざいますが、収益的収入の決算額は１３億６,４７１万９,０６８円、同支出は１２億４,５８９万

９５４円で、消費税を差し引いた当年度純利益は９,８７７万１,７０１円となり、前年度繰越利益

剰余金６,７１３万５,５１９円及び地方公営企業会計制度の見直しに伴い発生したその他未処分利

益剰余金変動額２６億８,９０３万７,２３５円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は２８億５,

４９４万４,４５５円となっております。

なお、その他未処分利益剰余金変動額２６億８,９０３万７,２３５円については、資本金に組み

入れ、残余を繰り越すものといたします。
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また、資本的収入の決算額は６,３０８万８,２００円、同支出は５億６１１万５,８９９円で、

収支差し引きで不足する額４億４,３０２万７,６９９円については、過年度分損益勘定留保資金な

どで補填いたしました。

次に、議案第６９号平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てでございますが、収益的収入の決算額は８,０３０万６,９４３円、同支出は６,９１４万６,８６

６円で、消費税を差し引いた当年度純利益は１,１１６万７７円となり、前年度繰越利益剰余金２,

５４８万９,０２０円及び地方公営企業会計制度の見直しに伴い発生したその他未処分利益剰余金

変動額１,６３９万８,４２８円と合わせて、当年度未処分利益剰余金は５,３０４万７,５２５円と

なっております。

なお、その他未処分利益剰余金変動額１,６３９万８,４２８円については、資本金に組み入れ、

残余を繰り越すものといたします。

また、資本的収入はなく、同支出の決算額は５,４３３万８,８８３円となっており、収支差し引

きで不足する額５,４３３万８,８８３円については、過年度分損益勘定留保資金などで補填いたし

ました。

次に、議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定についてでございますが、収益

的収入の決算額は１５億２,８３２万５,９０９円、同支出は１７億９３３万１,６４６円で、消費

税を差し引いた当年度純損失は１億７,９３１万２,１７６円となり、前年度繰越欠損金２億９,１

７１万２３１円及び地方公営企業会計制度の見直しに伴い発生したその他未処分利益剰余金変動額

４２２万６,０８７円と合わせて、当年度未処理欠損金は４億６,６７９万６,３２０円となってお

ります。

また、資本的収入の決算額は３,７８６万８,３６０円、同支出は８,８１３万１,６０８円となっ

ており、収支差し引きで不足する額５,０２６万３,２４８円については、過年度分損益勘定留保資

金で補填いたしました。

以上、各企業会計決算の詳細につきましては、所管するそれぞれの担当部・局長から説明いたし

ますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第７１号工事請負契約の締結についてでございますが、亀山市衛生公苑し尿処

理施設基幹的設備改良工事について、平成２７年７月２１日付で仮契約いたしましたので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

契約の方法は事後審査型一般競争入札で、契約の金額は７億９５６万円、契約の相手方は愛知県

名古屋市東区葵一丁目２５番１号、浅野環境ソリューション株式会社、名古屋営業所所長 山之内

福正でございます。

次に、議案第７２号財産の取得についてでございますが、消防力の充実・強化を図るため、小型

動力ポンプつき水槽車の取得につきまして、平成２７年８月３日付で仮契約いたしましたので、地

方自治法第９６条第１項第８号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

取得の方法は指名競争入札で、取得価格は３,４２２万５,２００円、契約の相手方は津市岩田２

番８号、株式会社山口商会、代表取締役社長 山口久彦でございます。
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次に、議案第７３号から議案第７６号までの市道路線の認定についてでございますが、開発行為

により設置された新規路線である田村２３号線、田村２４号線、鷲山起し２号線及び徳原３５号線

の市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。

続きまして、報告第１４号決算に関する附属書類の提出についてでございますが、決算の認定に

関連いたしまして、地方自治法及び同法施行令の規定により、主要施策の成果報告書など附属書類

をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

次に、報告第１５号健全化判断比率の報告についてでございますが、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項の規定により、健全化判断比率とされる実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率及び将来負担比率をご報告するものでございます。

平成２６年度決算に基づく健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきま

しては、実質収支額、資金不足額ともに赤字となっておりませんので、指標なしとなっております。

また、実質公債費比率は、元利償還額及び準元利償還金の標準財政規模に対する割合をあらわし、

３.２％となっております。

さらに、将来負担比率は、将来負担額に対し、充当可能財源等が上回るため、指標なしとなって

おります。

このように、平成２６年度決算に基づく健全化判断比率は、早期財政健全化及び財政再生の両基

準に対して、十分に余裕を持った指標となっております。

次に、報告第１６号から報告第２０号までの資金不足比率の報告についてでございますが、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、公営企業各会計の資金不足比

率をご報告するものでございます。

平成２６年度決算に基づく資金不足比率は、資金不足額の営業収益に対する割合をあらわしてお

り、各会計ともに資金不足が生じていないため、全て指数なしとなっております。

次に、報告第２１号平成２６年度亀山市一般会計継続費精算報告についてでございますが、平成

２４年度から平成２６年度の３カ年継続事業として実施いたしましたごみ溶融処理施設長寿命化整

備事業が終了いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するもので

ございます。

続きまして、報告第２２号専決処分の報告についてでございますが、総合環境センター場内にお

いて発生した庁用車両による物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、平成２７年８月

１３日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により報告するものでございます。

次に、報告第２３号から報告第２８号までの専決処分の報告についてでございますが、市道川崎

白木線において発生した車両物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、平成２７年８月

１３日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定

により報告するものでございます。

次いで、報告第２９号専決処分の報告についてでございますが、関消防署訓練施設管理により発

生した物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、平成２７年７月３１日に地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するもので
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ございます。

次に、報告第３０号から報告第３３号までの専決処分の報告についてでございますが、市営鹿島

住宅、市営羽若住宅、市営和賀住宅及び市営住山住宅の市営住宅に係る建物明け渡し請求及び滞納

家賃請求の訴えの提起について、平成２７年８月１１日に地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。

以上、簡単ではございますが、本議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何

とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

市長の提案理由の説明は終わりました。

次に、副市長に平成２７年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。

広森副市長。

○副市長（広森 繁君登壇）

それでは、今議会に提出をいたしました補正予算の主な項目につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。

初めに、一般会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。

補正予算書の４ページをお開きいただきたいと存じます。

第２表の債務負担行為補正の東名阪自動車道跨道橋点検業務６１６万７,０００円につきまして

は、平成２８年度の東名阪リフレッシュ工事にあわせまして、東名阪自動車道をまたぐ農道橋の点

検を実施するに当たり、本年度中の協定締結が必要となりましたことから、債務負担行為を追加す

るものでございます。

次に、第３表 地方債補正でございますが、農林水産業施設災害復旧事業を追加いたしておりま

す。それと、緊急防災事業及び防災対策事業につきましては、限度額を変更いたしております。詳

細につきましては、後ほど歳入でご説明を申し上げます。

続きまして、予算に関する説明書の歳出から説明欄をごらんいただきながら、順次ご説明いたし

ます。

補正予算書の１７ページをお開きいただきたいと存じます。

第２款総務費の下段、個人番号カード交付事業１,８９０万円につきましては、国の補助金を財

源といたしまして、社会保障・税番号制度の施行によりまして、本年１０月に市民全員に対し個人

番号を通知するとともに、平成２８年の１月から希望者の方に対しまして個人番号カードを交付す

るための経費を計上いたしております。

次に、１９ページでございますが、中ごろの第３款民生費、施設管理費３００万円につきまして

は、あいあい南側隣地の宅地開発に伴いまして、白鳥の湯露天風呂に目隠しを追加する工事が必要

となりましたので、今回計上をさせていただきました。

次に、２１ページをお願いいたします。

中ほどの児童家庭支援事業１７４万８,０００円につきましては、子ども支援室の正規職員産休

による代替といたしまして、心理相談員を任用する賃金を計上いたしました。

次に、２３ページをお開きいただきたいと存じます。

上段の母子生活支援施設措置費２９７万６,０００円につきましては、新たに施設へ入所措置を
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したことから、措置費用を増額いたしました。

次に、一般管理費７２９万１,０００円につきましては、正規職員の産休代替及び関保育園のゼ

ロ・１歳児入所枠の拡充に伴う保育士の賃金を計上いたし、次の障がい児支援事業１７８万７,０

００円につきましては、障がい児の入所により加配する保育士及び介助員の賃金を計上いたしまし

た。

次に、２５ページをお願いいたします。

下段の第６款農林水産業費の中山間地域等直接支払事業２２２万４,０００円につきましては、

県補助金を財源といたしまして、集落で取り組む補助対象面積が拡大されたために増額をいたして

ございます。

次に、２７ページでございます。

中段の第７款商工費の施設管理費８０万円につきましては、観音山公園内排水路に堆積をいたし

ました土砂等の撤去費用を計上いたしてございます。

次に、下段の第８款土木費の道路維持修繕費５００万円及び次の道路舗装事業２,５００万円に

つきましては、舗装の損傷が進んでおります市道川崎白木線の舗装復旧工事費などを増額いたした

ところでございます。

次に、２９ページでございます。

下段の第９款消防費の一般管理費のうち、消耗品費１２０万円につきましては、勧奨退職等によ

りまして来年度の新規採用が増加したことから、被服等の購入費を増額いたしてございます。

次の車両整備費につきましては、小型動力ポンプつき水槽車の購入について、より有利な財源が

活用できる緊急防災事業の対象になったことから、防災基盤整備事業より組み替えをするものでご

ざいます。

次に、３３ページでございます。

下段の第１０款教育費の言語活動実践研究事業１１５万４,０００円につきましては、亀山東小

学校及び中部中学校を拠点校として、言語活動を重視した指導の充実を図るための実践教育に取り

組むもので、県の委託事業として計上をいたしてございます。

次に、３５ページでございます。

上段の第１２款諸支出金の市民まちづくり基金積立金１０万円につきましては、自治振興のため

にご寄附をいただきましたので、基金に積み立てするものでございます。

次に、下段の第１４款災害復旧費の農業用施設等災害復旧事業１５０万円につきましては、去る

８月６日の豪雨で被災をした関町新所地内の農地復旧に係る工事請負費を計上いたしました。

次の観光施設災害復旧事業１４８万９,０００円につきましては、これも同様に去る８月６日の

豪雨により、観音山公園内の災害復旧工事現場が引き渡し前に損害を受けたために、工事請負契約

書条項に基づきまして、その損害額の補償をするものでございます。

続きまして、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。

戻りまして、９ページをお願いいたします。

上段の第１２款分担金及び負担金の農林水産業費分担金につきましては、三寺農道舗装事業に係

ります補助メニューの変更によりまして組み替えを行うものでございます。

次に、中段の第１４款国庫支出金の母子生活支援施設措置費負担金１４８万８,０００円につき
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ましては、母子生活支援施設への入所措置に対する国庫負担金を計上いたしてございます。

次に、下段の個人番号カード交付事業費補助金１,７２７万８,０００円及び個人番号カード交付

事務費補助金１５６万１,０００円につきましては、社会保障・税番号制度の施行に伴う個人番号

カード等の交付経費に対する国の補助金を計上いたしました。

次に、その下の民生費国庫補助金でございますが、子ども・子育て支援新制度がスタートしたこ

とから補助金等に変更が生じてございます。

まず、地域子ども・子育て支援等事業補助金１,８０５万４,０００円の減額につきましては、地

域子育て支援センターの運営等が、下段でございますが、子ども・子育て支援交付金の対象として

移行をしたことから、その全額を減額いたしております。

次に、子ども・子育て支援交付金３,８９１万４,０００円につきましては、先ほどの地域子ど

も・子育て支援等事業補助金からの移行に加えまして、これまで県補助金でございました放課後児

童健全育成事業費補助金が当交付金の対象に移行したことから新たに計上するものでございます。

次に、１１ページをお願いいたします。

上段の農業基盤整備促進事業補助金１,２５０万円の減額につきましては、先ほどの分担金と同

様に補助メニューの変更により県補助金に移行をしたため、全額を減額し、新たに県補助金で計上

をいたしてございます。

次に、下段の第１５款県支出金の森林整備加速化・林業再生基金事業費補助金３,２００万円に

つきましては、関南部地区コミュニティセンターを木造公共施設として整備することに対し、新た

に県補助金の交付決定がございましたので、計上するものでございます。

次の放課後児童健全育成事業費補助金４,５０５万４,０００円の減額につきましては、９ページ

下段の子ども・子育て支援交付金及びその下段の地域子ども・子育て支援等事業補助金２,０８６

万円のほうに移行をいたしましたことから減額をし、予算を組み替えしているものでございます。

次に、安心こども基金保育基盤整備事業補助金１７６万６,０００円の減額につきましては、め

くっていただきまして１３ページ上段の障がい児保育環境改善事業費補助金１７１万５,０００円

に移行をいたしましたことから、減額をいたしました。

次に、高度水利機能確保基盤整備促進事業費補助金１,２５０万円につきましては、三寺農道舗

装事業の補助メニューの変更によりまして、国庫補助金から移行したものでございます。

次の地域づくり支援補助金８２万２,０００円につきましては、亀山薪能の開催に対しまして県

補助金の交付決定があったため、計上をいたしてございます。

次に、中段の言語活動実践研究委託金１１５万円につきましては、亀山東小学校及び中部中学校

を拠点校とした言語活動を重視した指導の実践研究の委託金を計上いたしました。

次に、下段の第１７款寄附金の自治振興費寄附金につきましては、自治振興のため、ご寄附をい

ただいた１０万円を計上いたしたものでございます。

次に、１５ページをお開きをお願いいたします。

上段の第１９款繰越金の前年度繰越金でございますが、今回の補正予算の財源といたしまして２,

７６７万１,０００円を計上いたしました。

次に、中段の第２０款諸収入のスポーツ振興くじ助成金１０８万円の減額及び公共スポーツ施設

等活性化助成金１７０万７,０００円の減額につきましては、それぞれ助成対象事業の制約などか
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ら、いずれも採択をされなかったということで減額をするものでございます。

次に、下段の第２１款市債の消防債につきましては、小型動力ポンプつき水槽車整備の財源とし

て、交付税算入率の高い市債の活用を図るため、防災対策事業債から緊急防災事業債に変更しよう

とするものでございます。

以上、簡単ではございますが、一般会計補正予算（第２号）の説明を終わらせていただきます。

続きまして、公共下水道事業会計補正予算（第１号）でございます。

４１ページをごらんいただきたいと存じます。

上段の収益的収入でございますが、資本費繰入収益７７４万２,０００円につきましては、会計

基準に基づきまして、裏面の下段のほうに資本的収入で計上をいたしました県補助金から収益的収

入に組み替え計上したものでございます。

次に、４１ページ下段の収益的支出では、固定資産の確定により有形固定資産減価償却費を２２

９万円増額するとともに、消費税の納付額確定により、消費税及び地方消費税４９１万円を増額計

上いたしております。

次に、４２ページをごらんいただきたいと存じます。

資本的収入の企業債及び国庫補助金につきましては、下水の枝線管渠の整備が本年度から国の補

助対象外となったことから、国庫補助金８,７８０万円を減額するとともに、その代替財源といた

しまして公共下水道事業債を同額増額いたしてございます。

以上をもちまして、補正予算の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお

願いを申し上げます。

○議長（前田 稔君）

副市長の補足説明は終わりました。

次に、平成２６年度各会計決算について補足説明を求めます。

まず、会計管理者に平成２６年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算についての補足説明を求

めます。

西口会計管理者。

○会計管理者（西口美由紀君登壇）

それでは、議案第６３号から議案第６７号までの平成２６年度一般会計及び各特別会計歳入歳出

決算についてご説明申し上げます。

先ほど市長から提案理由の説明がございましたが、私からは歳入の主なものと、歳出は主要事業

の中から主なものについて決算状況のご説明をさせていただきます。

お手元の一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書並びに決算の附属書類の一般会計歳入歳出決算

事項別明細書の３６、３７ページをごらんください。

まず、一般会計歳入の主なものでございますが、第１款市税は、個人及び法人市民税が増収とな

ったものの、固定資産税、償却資産の減収により調定額１１７億８,４３９万７８２円に対しまし

て、収入済額は１０９億３,０３２万４,０４２円、不納欠損額は３,１７２万５,２４９円、収入未

済額は８億２,２３４万１,４９１円で、調定額に対します収納率は９２.７％でございます。

また、市税の主な税目の収納率は、市民税は９２.６％、固定資産税は９４.４％、軽自動車税は

８６.７％、都市計画税は９４.３％でございます。
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なお、一般会計及び国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計の市税等の収入済

額には、備考欄に記載しておりますが、還付未済額が含まれた額となっております。

次に、４０、４１ページをごらんください。

第１０款地方交付税の収入済額は１５億２,５２４万２,０００円でございます。

次に、４６、４７ページ下段をごらんください。

第１４款国庫支出金の収入済額は２０億６,７６１万５,７７９円で、主なものは社会資本整備総

合交付金及び臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金事業費などの補助金でございます。

次に、５２、５３ページ下段の第１５款県支出金の収入済額は１０億９,１９８万７,３９０円で、

主なものは障がい者自立支援給付費などでございます。

次に、６４、６５ページ、第１８款繰入金の収入済額は７億６,１８７万５,３８６円で、主なも

のは財政調整基金からの繰入金でございます。

次に、６６、６７ページ、第１９款繰越金の収入済額は６億４,２７４万８,３４６円で、前年度

繰越金でございます。

次に、７４、７５ページ、第２１款市債の収入済額は１９億４,７８０万円で、主なものといた

しましては、臨時財政対策債を初め一般廃棄物処理施設整備事業債、北東分署整備事業に伴います

合併特例債、緊急防災事業債などでございます。

同ページ下段の歳入合計は、予算現額２１０億２,２１７万５,４５７円に対しまして、調定額は

２２１億７,５４８万６,７０６円で、収入済額は２１０億８,５０８万２,８３６円でございます。

また、不納欠損額は３,１８５万１,２４９円、収入未済額は１０億５,８５５万２,６２１円でご

ざいます。

続きまして、一般会計の歳出についてご説明させていただきます。

第２款総務費でございますが、１０１ページ下段をごらんください。

地区コミュニティセンター充実事業は、神辺地区コミュニティセンターの改築工事費及び関南部

地区コミュニティセンター建設用地費などに要した経費で、１０３ページの繰越明許費を含め９,

１２９万２,２７４円、また１０５ページ下段の行政事務システム管理費の住民情報系システム事

業で１億２２０万１,２８５円、１０７ページの内部情報系システム事業で６,４２８万７,６６９

円などが主なものでございます。

次に、第３款民生費でございます。

１２５ページ下段をごらんください。

臨時福祉給付金給付事業で９,６１５万３,２８０円、１２７ページ、子育て世帯臨時特例給付金

給付事業で７,２２８万３,１６２円、また１２９ページ、福祉医療費助成事業の心身障がい者医療

費などで１億８,３９２万７,９６４円が主なものでございます。

続きまして、第４款衛生費でございます。

１５７ページ上段をごらんください。

がん検診推進事業で９,１３０万１,１５２円、１６９ページ下段の施設長寿命化事業は、総合環

境センター溶融施設基幹的設備改良工事費に要した経費、３億３,７００万７,５００円が主なもの

でございます。

次に、第６款農林水産業費でございます。
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１７９ページ上段をごらんください。

有害鳥獣対策事業は、獣害被害防止対策事業で補助金等に要した経費１,７５３万６,５２６円、

１８５ページ、林業総合センター費、施設管理費で林業総合センター復旧工事費等に要した経費７,

６５５万６,１１７円が主なものでございます。

次に、第７款商工費でございます。

１８９ページ中ほどをごらんください。

地域生活交通再編事業は、さわやか号などの運行等に要した経費１億８８０万９,９０２円など

が主なものでございます。

次に、第８款土木費でございます。

２０３ページ下段をごらんください。

社会資本整備総合交付金事業は、道野１２号線整備事業で、繰越明許費を含め３,８９５万２,０

３９円、また２０５ページの名越７号線整備事業で、繰越明許費を含め３,６７８万１,２０５円な

どが主なものでございます。

次に、第９款消防費でございます。

２２３ページ下段をごらんください。

合併特例事業の北東分署建設事業で、用地購入費及び工事請負費等で５億９,５０１万９,３２８

円、また２２５ページ、緊急防災事業の消防救急無線デジタル化整備事業で２億８,４２７万６４

８円が主なものでございます。

次に、第１０款教育費でございます。

２３１ページをごらんください。

下段の学校整備事業は、川崎小学校改築事業の設計等委託料など３,１４８万９,１２２円、東小

学校教室増設等事業で３,７１３万４００円、２３３ページ、合併特例事業、白川小学校耐震化事

業で工事請負費など１億８８３万４,９００円、また２５９ページ中ほどの文化振興事業のかめや

ま文化年事業で１,６２９万８,５２８円などが主なものでございます。

次に、第１１款災害復旧費でございます。

２７７ページ下段をごらんください。

現年発生補助災害復旧事業の農業用施設等災害復旧事業で、工事請負費等３,００３万３,７２０

円、林業施設災害復旧事業で繰越明許費を含め３,５０１万４,６４０円、また単独災害復旧事業の

農業用施設等災害復旧事業で５,９７９万１６１円が主なものでございます。

次に、第１２款公債費でございます。

２８１ページ上段をごらんください。

元金償還金が２２億２２７万８,７８５円、利子償還金が１億９,５９１万６,１１１円でござい

ます。

次に、第１３款諸支出金でございます。

財政調整基金ほか１０基金への積立金で１億９１６万１,８７５円でございます。

２８４、２８５ページ下段をごらんください。

歳出合計は、予算現額２１０億２,２１７万５,４５７円に対しまして、支出済額は２０１億９,

８３０万６,３９８円、継続費逓次繰越は５６８万円、繰越明許費は２億５,２８７万９,３９６円、
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事故繰越は７,７６１万２,３４８円、不用額は４億８,７６９万７,３１５円でございます。

続きまして、国民健康保険事業特別会計でございます。

まず、歳入でございますが、２８８、２８９ページをごらんください。

第１款国民健康保険税の収入済額は９億５,６６５万３,２６９円、不納欠損額は３,７４５万４,

８０３円、収入未済額は５億２,９７１万６,０９３円で、調定額に対します収納率は６２.８％で

ございます。

２９０、２９１ページ中ほどの第３款国庫支出金の収入済額は９億３,４７６万３,４０６円、２

９２、２９３ページ中ほどの第６款前期高齢者交付金の収入済額は１２億４,６０７万７２１円、

第７款共同事業交付金の収入済額は７億２,３７７万３,３３２円で、第８款繰入金は、一般会計及

び基金からの繰入金で３億１,１４１万７,３７１円でございます。

２９６、２９７ページ下段の歳入合計をごらんください。

予算現額４８億１,８８３万６,０００円に対しまして、調定額は５３億７,２７５万６,６５３円、

収入済額は４８億５５８万５,７５７円、不納欠損額は３,７４５万４,８０３円、収入未済額は５

億２,９７１万６,０９３円でございます。

一方、歳出でございますが、３００、３０１ページ中ほどをごらんください。

第２款保険給付費の支出済額は３０億６,２１５万８,８３２円、３０４ページ中ほどの第３款後

期高齢者支援金等の支出済額は５億６,５７５万５,１８７円、３０６ページ下段の第７款共同事業

拠出金の支出済額は７億２,８８２万４３円でございます。

３１０、３１１ページ下段の歳出合計は、予算現額４８億１,８８３万６,０００円に対しまして、

支出済額は４７億３,７７３万１,８３７円、不用額は８,１１０万４,１６３円でございます。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

３１４、３１５ページをごらんください。

まず、歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料の収入済額は３億３,９４０万３,６３

１円、不納欠損額は２８万６,１８６円、収入未済額は３２７万６,５２５円で、調定額に対します

収納率は９８.８％でございます。

第３款繰入金は一般会計からの繰入金で、収入済額は４億９,７３１万１,０００円でございます。

歳入合計は、下段にございますとおり、予算現額８億８,６２４万９,０００円、調定額は８億６,

９０１万１,９２８円、収入済額は８億６,５４４万９,２１７円、不納欠損額は２８万６,１８６円、

収入未済額は３２７万６,５２５円でございます。

一方、歳出でございますが、３１６、３１７ページ下段をごらんください。

第２款後期高齢者医療広域連合納付金が支出の大半を占めており、その支出済額は８億２,１３

１万２,１８０円でございます。

歳出合計は、３１８、３１９ページ下段にございますとおり、予算現額８億８,６２４万９,００

０円に対しまして、支出済額８億６,３５５万６,１５１円、不用額は２,２６９万２,８４９円でご

ざいます。

次に、農業集落排水事業特別会計でございます。

３２２、３２３ページをごらんください。

歳入でございますが、第２款使用料及び手数料は、施設使用料などで、収入済額は９,６３０万
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４,９２４円、不納欠損額２３万８,１８０円、収入未済額は１１９万８,５３１円で、調定額に対

します収納率は９８.５％でございます。

第３款県支出金の収入済額は１億１,８１６万円でございます。

第５款の繰入金は、一般会計及び基金からの繰入金で、収入済額は３億７２７万７,０００円で

ございます。

歳入合計は、３２４、３２５ページ下段にございますとおり、予算現額７億９,３３４万７,００

０円に対しまして、調定額７億８,６７６万７,４６４円、収入済額７億８,５３３万７５３円、不

納欠損額２３万８,１８０円、収入未済額は１１９万８,５３１円でございます。

一方、歳出でございますが、第１款事業費では、３２７ページ下段の処理施設維持管理費に要し

た経費１億９,６７０万６,７３９円、３２９ページ下段の昼生地区整備事業に要した経費３億３,

８４９万８１７円が主なものでございます。

歳出合計は、３３０、３３１ページ下段にございますとおり、予算現額７億９,３３４万７,００

０円に対しまして、支出済額は７億８,０７０万６,０８１円、不用額は１,２６４万９１９円でご

ざいます。

最後に、公共下水道事業特別会計でございます。

３３４、３３５ページをごらんください。

歳入でございますが、第１款分担金及び負担金の収入済額は６,１３７万３,４４０円、不納欠損

額は６４万３,４００円、収入未済額は１,１４８万４,１２５円で、調定額に対します収納率は８

３.５％でございます。

第２款使用料及び手数料は、下水道使用料等で、収入済額は３億５,４２３万８,１１８円、不納

欠損額５１７万７８７円、収入未済額は４,５０６万３,８３３円で、調定額に対します収納率は８

７.６％でございます。

第３款国庫支出金の収入済額は２億７,３１１万円、収入未済額は、繰越明許費に伴う未収入特

定財源６３５万円で、歳入合計は、３３６、３３７ページ下段にございますとおり、予算現額１６

億１,３１９万円に対しまして、調定額は１６億１,８１７万４,４４６円、収入済額は１５億３,０

６７万８,３０１円、不納欠損額は５８１万４,１８７円、収入未済額は８,１６８万１,９５８円で

ございます。

一方、歳出でございますが、第１款事業費は、３４１ページ下段の施設整備事業で井田川・能褒

野処理分区下水道管渠布設工事及び東部処理分区下水管渠布設工事、小野北部処理分区下水管渠布

設工事などに要した経費で、繰越明許を含む５億５,６８４万１,１０５円が主なものでございます。

３４２、３４３ページ下段の歳出合計は、予算現額１６億１,３１９万円に対しまして、支出済

額は１４億４１５万２,００１円、繰越明許費は４,０５８万５,０００円、不用額は１億６,８４５

万２,９９９円でございます。

なお、歳入合計１５億３,０６７万８,３０１円から歳出合計１４億４１５万２,００１円を差し

引いた１億２,６５２万６,３００円は、地方公営企業法第２条第３項及び地方公営企業法施行令第

１条第２項の規定により財務規定等が適用されたことに伴い、公共下水道事業会計へ引き継ぎを行

いました。

また、３４６ページから３５０ページにかけましては、一般会計及び各特別会計の実質収支に関
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する調書でございます。各会計は黒字決算となっており、一般会計実質収支額のうち地方自治法第

２３３条の２の規定により財政調整基金への繰入額は３億７,０００万円でございます。

なお、３５１ページ以降の財産に関する調書、別冊の一般会計及び各特別会計決算資料について

は、ごらんおきいただきたいと存じます。

以上、簡単ではございますが、平成２６年度亀山市一般会計及び各特別会計決算についてご説明

申し上げました。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

会計管理者の補足説明は終わりました。

説明の途中ですが、午後１時まで休憩します。

（午後 ０時０５分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 １時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、上下水道局長に平成２６年度亀山市水道事業会計決算について及び平成２６年度亀山市工

業用水道事業会計決算についての補足説明を求めます。

草川上下水道局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

それでは、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につきま

してご説明申し上げます。

平成２６年度亀山市水道事業会計決算書の３ページ、４ページをお開きください。

まず、収益的収入及び支出でございますが、収入、第１款水道事業収益の決算額は１３億６,４

７１万９,０６８円となっております。

第１項営業収益の決算額は１１億９,３３１万５,３９７円で、その大半が給水収益でございます。

第２項営業外収益の決算額は１億６,２４２万４,９８７円で、主なものは水道事業施設を工業用

水道事業が一部利用していることに対する使用料や会計基準の見直しにより、長期前受金戻入分を

収益に計上しております。

一方、支出につきましては、第１款水道事業費用の決算額１２億４,５８９万９５４円となって

おります。

第１項営業費用の決算額は１１億４,５１６万１,３９３円で、主なものとして県企業庁への受水

費や水道施設の維持管理費などに要した費用でございます。

第２項営業外費用の決算額は９,４１６万７,０８５円で、主なものは企業債利息でございます。

次に、５ページ、６ページの資本的収入及び支出でございますが、まず収入、第１款資本的収入

の決算額は６,３０８万８,２００円となっております。

第１項工事負担金の決算額は５,５２０万８,５２０円で、主なものは公共下水道事業及び農業集

落排水事業に伴う配水管移設工事及び舗装の工事負担金でございます。

第２項負担金の決算額は７８７万９,６８０円で、主なものとして消火栓設置に伴う一般会計か

らの負担金でございます。



－２７－

次に、支出でございますが、第１款資本的支出の決算額は５億６１１万５,８９９円となってお

ります。

第１項建設改良費の決算額は３億２,８１９万６,７０８円で、１６ページから１８ページに記載

の工事を施行いたしております。

第２項企業債償還金の決算額は１億７,７９１万９,１９１円でございます。

以上により、資本的収入から資本的支出を差し引きし、不足する額４億４,３０２万７,６９９円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,９６２万３,２４８円、過年度分損益勘定

留保資金７,７３３万６,４０７円、当年度分損益勘定留保資金２億９,２０６万１,６２７円及び建

設改良積立金５,４００万６,４１７円で補填いたしております。

次に、８ページの平成２６年度亀山市水道事業損益計算書につきまして、平成２６年４月１日か

ら平成２７年３月３１日までの期間における状況を示しているものでございまして、この経理期間

における純利益は、下から４行目に記載の９,８７７万１,７０１円でございます。

次に、９ページ、１０ページの上段、平成２６年度亀山市水道事業剰余金計算書につきましては、

会計基準の見直しにより借入資本金制度、固定資産のみなし償却制度、組み入れ資本金制度が廃止

となったことから、借入資本金及び償却資産に係る資本剰余金が負債の部に移動し、その他未処分

利益剰余金変動額が発生しております。

同じく、９ページ下段の平成２６年度亀山市水道事業剰余金処分計算書につきましては、当年度

未処分利益剰余金２８億５,４９４万４,４５５円のうち、固定資産のみなし償却制度及び組み入れ

資本金制度の廃止に伴い発生したその他未処分利益剰余金変動額２６億８,９０３万７,２３５円を

資本金に組み入れ、残余を繰り越すものでございます。

次に、１１ページの貸借対照表につきましてご説明申し上げます。

まず、資産の部ですが、１．固定資産のうち有形固定資産合計額は９８億６,２６０万８,１７３

円となっており、これらの詳細につきましては、２７ページ、２８ページに記載のとおりでござい

ます。

２．流動資産は、現金預金、未収金及び貯蔵品で、合計額は９億５,０３１万２,５２３円で、資

産合計１０８億１,４７２万５,９９６円でございます。

１２ページ負債の部につきましては、４．固定負債の企業債及び５．流動負債の企業債につきま

しては、２９ページから３２ページの企業債明細書により、１年以内に償還する分が流動負債であ

り、残りが固定負債となっております。

６．繰延収益につきましては、会計基準の見直しにより、固定資産のみなし償却制度が廃止とな

ったことから、新たな科目として４０億７,１１９万８４４円を計上しております。

また、同様に資本の部、７．資本金が前年度より減少となり、８．剰余金の利益剰余金合計が３

１億６,２１１万５,４８６円と増加しております。

以上、負債資本合計１０８億１,４７２万５,９９６円となり、１１ページの資産合計と一致して

おります。

なお、水道事業会計の平成２６年度決算では、純利益が９,８７７万円となっておりますが、長

期前受金戻入など現金を伴わない収入もあり、現金預金は２２ページのキャッシュフロー計算書の

下から３行目のとおり、前年度から１億２,５１９万１,９７２円減少している状況でございまして、
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今後も同額程度の減少が見込まれるものと考えております。

以上が、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての

補足説明でございます。

続きまして、議案第６９号平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

につきましてご説明申し上げます。

平成２６年度亀山市工業用水道事業会計決算書の３ページ、４ページをお開きください。

まず、収益的収入でございますが、第１款工業用水道事業収益の決算額は８,０３０万６,９４３

円となっております。

第１項営業収益の決算額は７,２９８万５,０６７円で、２事業所からの給水収益でございます。

第２項営業外収益は、会計基準の見直しにより長期前受金戻入分を収益に計上しております。

次に、収益的支出でございますが、第１款工業用水道事業費用の決算額は６,９１４万６,８６６

円となっております。

第１項営業費用５,８９６万４,５６９円は、施設の維持管理等に要した経費でございます。

第２項営業外費用１,０１８万２,２９７円は、企業債利息及び借入金利息でございます。

次に、５ページ、６ページの資本的支出でございますが、決算額は５,４３３万８,８８３円で企

業債償還分でございます。

資本的収入額の決算額ゼロに対しまして、資本的支出額に不足する５,４３３万８,８８３円につ

きましては、過年度分損益勘定留保資金３,５２９万１７１円及び当年度分損益勘定留保資金１,９

０４万８,７１２円で補填いたしております。

次に、８ページの平成２６年度工業用水道事業損益計算書につきましては、平成２６年４月１日

から平成２７年３月３１日までの期間における損益の状況を示しておりまして、純利益は、下から

４行目に記載の１,１１６万７７円となっております。

次に、９ページ、１０ページ上段の平成２６年度亀山市工業用水道事業剰余金計算書につきまし

ては、会計基準の見直しにより借入資本金制度、固定資産のみなし償却制度、組み入れ資本金制度

が廃止となったことから、借入資本金及び資本剰余金が負債の部に移動し、その他未処分利益剰余

金が発生しております。

同じく９ページ下段の平成２６年度亀山市工業用水道事業剰余金処分計算書につきましては、当

年度未処分利益剰余金５,３０４万７,５２５円のうち、固定資産のみなし償却制度及び組み入れ資

本金制度の廃止に伴い発生したその他未処分利益剰余金変動額１,６３９万８,４２８円を資本金に

組み入れ、残余を繰り越すものでございます。

次に、１１ページの貸借対照表につきましては、資産の部、１．固定資産の有形固定資産合計額

は５億６,３９７万３,０２１円となっております。詳細につきましては、決算書の２１ページ、２

２ページに記載のとおりでございます。

２．流動資産は、現金預金及び未収金で、合計は１億５,１１６万３,７７４円で、資産合計は７

億１,５１３万６,７９５円でございます。

１２ページの負債の部につきましては、３．固定負債の企業債及び４．流動負債の企業債につき

ましては、２３ページ、２４ページの企業債明細書により、１年以内に償還する分が流動負債であ

り、残りが固定負債でございます。
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５．繰延収益につきましては、会計基準の見直しにより、新たな科目として１億８,５９９万２,

２０２円を計上しております。

また、同様に資本の部の資本金がゼロとなり、６．剰余金の利益剰余金合計が１億３,４０４万

７,５２５円となっております。

負債資本合計額は７億１,５１３万６,７９５円となり、１１ページの資産合計と一致しておりま

す。

以上が、議案第６９号平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いての補足説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

上下水道局長の補足説明は終わりました。

次に、医療センター事務局長に平成２６年度亀山市病院事業会計決算についての補足説明を求め

ます。

落合医療センター事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

それでは、議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について補足説明を申し上

げます。

平成２６年度亀山市病院事業会計決算書の１、２ページをごらんください。

まず、収益的収入及び支出のうち収入につきましては、第１款病院事業収益の決算額が１５億２,

８３２万５,９０９円で、その内訳は第１項の入院・外来等の医業収益決算額１２億３,３６６万１,

０６９円と、第２項の他会計負担金や補助金等の医業外収益決算額の２億９,４６６万４,８４０円

でございます。

支出につきましては、第１款病院事業費用の決算額が１７億９３３万１,６４６円で、その内訳

は、第１項医業費用として、給与費、材料費、施設維持管理費等の決算額が１６億６７２万５７６

円と、第２項医業外費用として、企業債支払利息等の決算額が６,０２２万１,２４６円、第３項の

特別損失決算額が４,２３８万９,８２４円となっております。

次に、３、４ページをごらんください。

資本的収入及び支出のうち収入につきましては、第１款資本的収入の決算額が３,７８６万８,３

６０円で、その内訳は第１項出資金の企業債償還金に対する他会計出資金３,７１４万８,３６０円

と、第２項長期貸付金返還金７２万円でございます。

支出につきましては、第１款資本的支出の決算額が８,８１３万１,６０８円で、第１項建設改良

費の医療センター給湯配管改修工事や防災アンプ更新工事などで２,５２０万９,０６８円となって

おります。

第２項企業債償還金は５,５７２万２,５４０円で、第３項投資の決算額７２０万円は、看護師の

修学資金貸付金でございます。

これを収支いたしますと５,０２６万３,２４８円の不足が生じ、過年度分損益勘定留保資金で補

填いたしております。

次に、５ページの平成２６年度亀山市病院事業損益計算書をごらんください。

ここからは、法定書式によりまして消費税抜きで記載しております。
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１の医業収益は１２億３,０２３万４,１９９円で、これに対し２の医業費用が１５億７,８８１

万１,９１２円となり、差し引きしました医業収支は３億４,８５７万７,７１３円の医業損失とな

ります。

一方、３の医業外収益は２億９,４１１万９,５１４円で、４の医業外費用が８,２４６万８,９９

３円でありますので、医業外収支におきましては２億１,１６５万５２１円の利益となっておりま

す。

したがいまして、医業損失と医業外利益を差し引きいたしました１億３,６９２万７,１９２円が

経常損失となり、そこに特別損失４,２３８万４,９８４円を算入いたしますと、平成２６年度の純

損失は１億７,９３１万２,１７６円となります。

これに、前年度繰越欠損金の２億９,１７１万２３１円と、会計基準の見直しにより、その他未

処分利益剰余金変動額４２２万６,０８７円を合わせますと、当年度未処理欠損金は４億６,６７９

万６,３２０円となっております。

続きまして、６ページの平成２６年度亀山市病院事業剰余金計算書をごらんください。

表の資本金欄、自己資本金は、政府債償還金元金の３分の２を補填いただく他会計出資金３,７

１４万８,３６０円を加えまして、３４億５,４５２万２,９０２円となっております。

借入資本金は政府債の残高でありますが、会計基準の見直しにより負債に計上することとなった

ため、当年度末残高はゼロとなっております。

次に、剰余金欄、資本剰余金につきましては、同じく会計基準の見直しによりまして、補助金等

により取得した資産のみなし償却廃止に伴う８０５万１,６１１円が減少しまして、１,７７７万８,

１７０円を計上しております。

利益剰余金につきましては、当年度純損失１億７,９３１万２,１７６円と、その他未処分利益剰

余金４２２万６,０８７円を計上し、利益剰余金の当年度末残高がマイナス４億６,６７９万６,３

２０円となり、資本合計は３０億５５０万４,７５２円となっております。

次に、下段の平成２６年度亀山市病院事業欠損金処理計算書につきましては、当年度の処分額が

ありませんでしたので、当年度末残高と処分後残高に変更はございません。

最後に、７、８ページの平成２６年度亀山市病院事業貸借対照表をごらんください。

まず、資産の部ですが、１．固定資産につきましては、土地、建物、構築物、器械備品等の有形

固定資産と電話加入権の無形固定資産及び長期貸付金、投資有価証券、長期前払消費税の投資で、

合わせまして２９億５,９５３万７,６５３円となっております。

２．流動資産は、現金預金、未収金、薬品・診療材料の貯蔵品等で、合計５億４,５１０万８４

円となっております。

３．繰延勘定の控除対象外消費税額につきましては、会計基準の見直しにより、１．固定資産の

投資において長期前払消費税に計上することとなったため、ゼロとなっております。

以上、資産合計は３５億４６３万７,７３７円となっております。

次に、８ページの負債の部ですが、４．固定負債の企業債につきましては、これも会計基準の見

直しにより資本から負債に計上することとなり、平成２７年度償還元金を除く債務２億６,８３５

万４０８円を計上しております。

５．流動負債の企業債につきましても、会計基準の見直しにより資本から負債に計上することと
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なりまして、平成２７年度償還元金５,９１５万４,１３４円を計上しております。

また、引当金につきましては、賞与引当金４,９５０万円を計上し、未払金及びその他の流動負

債と合わせて２億２,７３９万２,５２２円となっております。

６．繰延収益につきましては、補助金等により取得した資産のみなし償却廃止に伴い新たに設け

られたもので、３３９万５５円を計上しております。

以上、負債合計は４億９,９１３万２,９８５円となっております。

次に、８ページ下段の資本の部ですが、７．資本金は、自己資本金３４億５,４５２万２,９０２

円となっております。

なお、借入資本金の企業債は、会計基準の見直しにより資本から負債に計上することとなったた

め、ゼロとなっております。

９ページの８．剰余金は、資本剰余金１,７７７万８,１７０円と欠損金が４億６,６７９万６,３

２０円で、合計がマイナス４億４,９０１万８,１５０円となり、資本の合計は３０億５５０万４,

７５２円となっております。

そして、負債資本の合計は３５億４６３万７,７３７円となり、資産の合計額と合致しておりま

す。

以上、議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の補足説明とさせていただきます。

なお、１０ページ以降の附属書類も、あわせてご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

医療センター事務局長の補足説明は終わりました。

以上で、上程各案に対する提案説明は終わりました。

お諮りします。

本日の会議は、この程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

そのように決定しました。

続いて、お諮りします。

あす２８日から９月６日までの１０日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

あす２８日から９月６日までの１０日間は、休会とすることに決定しました。

次の会議は９月７日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。

本日はこれにて散会します。

（午後 １時２４分 散会）



平成２７年９月７日

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ２ 号 ）
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●議事日程（第２号）

平成２７年９月７日（月）午前１０時 開議

第 １ 諸報告

第 ２ 上程各案に対する質疑

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

議案第７１号 工事請負契約の締結について

議案第７２号 財産の取得について

議案第７３号 市道路線の認定について

議案第７４号 市道路線の認定について

議案第７５号 市道路線の認定について

議案第７６号 市道路線の認定について

報告第１４号 決算に関する附属書類の提出について

報告第１５号 健全化判断比率の報告について

報告第１６号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について

報告第１７号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について

報告第１８号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について

報告第１９号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について

報告第２０号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について

報告第２１号 平成２６年度亀山市一般会計継続費精算報告について

報告第２２号 専決処分の報告について
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報告第２３号 専決処分の報告について

報告第２４号 専決処分の報告について

報告第２５号 専決処分の報告について

報告第２６号 専決処分の報告について

報告第２７号 専決処分の報告について

報告第２８号 専決処分の報告について

報告第２９号 専決処分の報告について

報告第３０号 専決処分の報告について

報告第３１号 専決処分の報告について

報告第３２号 専決処分の報告について

報告第３３号 専決処分の報告について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●出席議員（１７名）

１番 今 岡 翔 平 君 ２番 西 川 憲 行 君

３番 髙 島 真 君 ４番 新 秀 隆 君

５番 尾 崎 邦 洋 君 ６番 中 﨑 孝 彦 君

７番 豊 田 恵 理 君 ８番 福 沢 美由紀 君

９番 森 美和子 君 １０番 鈴 木 達 夫 君

１１番 岡 本 公 秀 君 １２番 宮 崎 勝 郎 君

１３番 前 田 耕 一 君 １４番 中 村 嘉 孝 君

１６番 服 部 孝 規 君 １７番 小 坂 直 親 君

１８番 櫻 井 清 蔵 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●欠席議員（１名）

１５番 前 田 稔 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議に出席した説明員職氏名

市 長 櫻 井 義 之 君 副 市 長 広 森 繁 君

企 画 総 務 部 長 山 本 伸 治 君 財 務 部 長 上 田 寿 男 君

健康福祉部長（兼）
市 民 文 化 部 長 石 井 敏 行 君 伊 藤 誠 一 君

医療センター理事

環 境 産 業 部 長 西 口 昌 利 君 建 設 部 長 高 士 和 也 君

医 療 セ ン タ ー
落 合 浩 君 危 機 管 理 局 長 井 分 信 次 君

事 務 局 長
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文 化 振 興 局 長 広 森 洋 子 君 関 支 所 長 坂 口 一 郎 君

子 ど も 総 合
若 林 喜美代 君 上 下 水 道 局 長 草 川 博 昭 君

セ ン タ ー 長

財 務 部 参 事 松 本 昭 一 君 市民文化部参事 深 水 隆 司 君

健康福祉部参事 水 谷 和 久 君 会 計 管 理 者 西 口 美由紀 君

消 防 長 中 根 英 二 君 消 防 次 長 服 部 和 也 君

消 防 署 参 事 平 松 敏 幸 君 教育委員会委員長 肥 田 岩 男 君

教 育 長 伊 藤 ふじ子 君 教 育 次 長 佐久間 利 夫 君

監 査 委 員 渡 部 満 君 監査委員事務局長 宮 﨑 吉 男 君

選挙管理委員会
松 村 大 君

事 務 局 長

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●事務局職員

事 務 局 長 松 井 元 郎 議 事 調 査 室 長 渡 邉 靖 文

書 記 村 主 健太郎

─────────────────────────────────────

●会議の次第

（午前１０時００分 開議）

○副議長（鈴木達夫君）

皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

本日は、議長の都合により、副議長の私が議長の職務をさせていただきます。どうぞよろしくお

願いします。

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。

日程第１、諸報告をします。

監査委員から、例月出納検査結果報告書が２件提出されておりますので、ご報告します。

次に、日程第２、上程各案に対する質疑を行います。

初めに申し上げておきます。

質疑に当たっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求め

るもので、議題の範囲を超えて、また一般質問にならないようにご注意をお願いします。

通告に従い、順次発言を許します。

５番 尾崎邦洋議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

緑風会の尾崎でございます。

５年目にして初めて議会の質疑、トップバッターということで、光栄に感じながら、また緊張し

ております。

それでは、通告に従いまして、質疑をさせていただきたいと思います。

今回は、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてと議案第６８号
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平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議案第７０号平成２６年

度亀山市病院事業会計決算の認定について、これをこの順序で行いたいと思います。

まず、平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、質疑を行います。

平成２６年度は、後期基本計画第１次実施計画の最終年度であるとともに、市制施行１０周年の

節目の年であり、市税の減収など、厳しい財政状況の中にあっても、第１次総合計画後期基本計画

の着実な推進、行財政改革大綱の強力かつ着実な実践、中期財政見通しとの整合、基金の有効活用

による財源確保の４点を重点的事項として掲げ、予算編成され執行されたものであります。

また、平成２６年度の行政経営の重点方針では、戦略プロジェクトの推進力と地域医療再生への

取り組みの強化、行財政改革推進本部を核とした行財政改革の実行、コミュニケーション・スピー

ド・透明性の質的充実と考動の定着の３つの方針を掲げるとともに、新年度を「創意の年」と位置

づけ、具現化に向け職員一人一人が深く考え、英知を結集して取り組んでいくとされております。

そのような中で、一般会計決算では、歳入が２１０億８,５００万円、歳出が２０１億９,８００

万円、差し引き額が８億８,７００万円で、翌年度への繰越財源１億６,１００万円を除いた実質収

支は７億２,５００万円となり、２５年度と比較すると２億６,７００万円の減少となっていますが、

さまざまな財政指標を見ますと、財政の健全化はある程度確保されていると思います。また、今後

の財政状況については、中期財政見通しを見ますと、毎年１０億円強の財源不足が見込まれ、向こ

う５年間で５５億円の財源不足が生じるなど、これまで以上の厳しい財政運営を強いられることが

見込まれております。

このようなことから、今後の財政運営は消費税率の引き上げや社会保障制度改革などの国の動向、

経済情勢等を十分に見きわめながら、第２次行財政改革大綱の具現化、施策・事業等の選択と集中

による見直しを進めるとともに、２６年度決算の黒字部分についても長期的な視点に立ち、効果的

に活用する必要があるかと考えます。また、本年度からは合併に伴う普通交付税の特例措置が段階

的に縮小されておりますが、こういったことからも今後の財政運営はますます難しいものになるこ

とが想定されることから、将来を見据えた予算編成が求められます。

そこでお伺いします。「創意の年」と位置づけられ、行政経営をされた平成２６年度決算をどの

ように受けとめているのかお聞かせください。

○副議長（鈴木達夫君）

５番 尾崎邦洋議員の質疑に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。

尾崎議員のご質問にお答えをさせていただきます。

今回の決算をどのように受けとめ、総括をされるのかということのお尋ねでございます。

平成２６年度一般会計決算の総括でありますが、行政経営の重点方針において、「創意の年」と

位置づけて創意工夫を図りながら後期基本計画を着実に進めるとともに、持続可能な行財政構造を

構築するため、財政の健全化に全力で取り組んだ１年でもございました。その結果、北東分署の建

設事業、白川小学校の耐震化、神辺地区コミュニティセンターや亀山東小学校のグラウンド改修な

どのハード事業、一方で市制施行１０周年記念事業、放課後児童クラブ整備事業やかめやま文化年
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事業などのソフト事業など、第１次実施計画事業はおおむね計画どおりの進捗を図ることができた

と考えております。

なお、当初の予算編成の段階におきまして、約２億９,０００万円の経常的経費を削減するとと

もに、これは議会でもご議論をいただきましたが、白鳥の湯の入浴料など、受益者負担の一部見直

しなど、徹底した行財政改革を推進してまいりました。

一方で財務指標でございますが、少しお触れもいただきましたけれども、経常収支比率は８７.

０％と前年度から１.５ポイント好転し、公債費負担比率についても１.４ポイント好転した１４.

５％となりました。また、財政調整基金につきましては、前年度とほぼ同水準となる約４４億５,

０００万円を確保し、市債残高も６年連続で減少しておりまして、厳しい財政状況下にありながら

も一定の財政健全化を確保できた、そんな１年であったというふうに考えておるものであります。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

先ほど総括していただきましたけれども、先ほどの話にはなかったんですけれども、いつも次年

度の予算編成をつくっていくについては、決算の評価・検証を行った上で次年度の予算編成に反映、

つなげていきたいというようなご答弁を聞きますが、来月には後期基本計画の最終年度に当たり、

平成２８年度予算の編成が始まると思いますけれども、この２６年度予算をどのように生かして、

どのようにつなげていくのか、その基本的な考え方についてお聞かせ願いたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

この２６年度決算を２８年度の予算編成にどうつなげていくのかというご質問でございますけれ

ども、平成２８年度予算につきましては、第１次総合計画の最終年度となりますことから、これを

踏まえまして行政経営の重点方針を定めた上で予算編成に取り組んでまいりたいと基本的に考える

ものでございます。

また、先ほどのご質問でもございました平成２６年度決算におきましては、一定の財政の健全化

は確保できたものの、中期的には多額の財源不足が見込まれる厳しい財政状況でございますので、

引き続き行財政改革を推し進めて、持続可能な行財政運営の確立に取り組んでまいりたいと考えて

ございます。

いずれにいたしましても、これらの決算を踏まえて次年度以降にしっかり将来を見据えて展開を

していきたいというふうに現時点で考えておるものであります。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

財政運営については、この後質問させていただきますけれども、とりあえず平成２６年度は後期

基本計画の中間年、また第１次実施計画の最終年度であります。そのような中で、提出されている

主要施策の成果報告書の施策評価シートを見ますと、３５の基本施策のうち３２の基本施策がＢ評

価であり、わずかに３個の基本施策がＡ評価という結果です。このような成果で、あと２年を切っ
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た後期基本計画の具現化ができるのか危惧します。市長は、選択と集中と言われておりますが、財

政も厳しさを増す中で、あれもこれもといったわけにはいかないと思います。今後、どういった考

えでどのような施策を重点的に進めていかれるのか、お聞きしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

おはようございます。

今、尾崎議員ご指摘のとおり、主要施策の成果報告書におけます評価シートの中で、Ａ評価が３

つ、Ｂ評価が３２ということでございまして、現在Ａ評価となっておりますのは、新たな国土軸の

形成、歴史文化の継承、歴史的なまちなみ保存整備の３つでございます。この総合判定の中でＡと

いうのは順調に進んでいる、Ｂはまずまず順調に進んでいる、Ｃは余り進んでいない、Ｄは進んで

いない、この４段階に分類しておりまして、今回、全ての基本施策がＡもしくはＢの総合判定とい

うことでございまして、おおむね順調に進捗しているものと考えているところでございます。

一方で今後の後期基本計画推進の考え方といたしましては、本年度から議員ご指摘のとおり、後

期基本計画の最終２カ年を期間とする実施計画を策定しておりまして、後期基本計画のさらなる施

策推進を図ってまいりたいと考えております。具体的な施策としましては、亀山駅周辺整備計画の

策定事業や、西野公園運動施設、合併特例債を活用した和賀白川線及び野村布気線の整備事業、ま

た川崎小学校の改築事業などにも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

先ほどから財政運営についての答弁をいただいて、説明もいただいておりますが、財政構造指標

を見てみますと、先ほどお話がありましたが、財政力指数は市税収入が約４億円減収したものの、

０.９７６であり、また経常収支比率は昨年度より１.５％改善し、８７％となっております。公債

費負担比率においても昨年度より１.５％改善し、１４.５％となっております。基金残高について

は２億５４７万円減少したものの、２５年とほぼ同額の１０１億５,０００万円を保持しておりま

す。このような財政指標の数字を見る限りでは、財政の健全化は確保されているように見えますが、

経常収支比率や公債費負担比率は大きな事業に充てた市債の償還が終わったことによるものであり、

消費的経費が増加していることからも、特に削減努力をされての改善ではないと考えます。

今後、市の財政は中期財政見通しのとおり、交付税の段階的縮減、扶助費などの消費的経費の増

加も見込まれ、厳しさを増してくるものと考えられます。そこで今後持続可能な健全財政を進めて

いくためには、施策・事業の選択、見直しを厳しく行うとともに、行財政活動全般にわたる一層の

効率化等に取り組まなければならないと考えます。

そこでお尋ねしますが、このような厳しい財政状況におかれていても、財政悪化を理由に消極的

な行財政運営に陥ることは許されないと思います。２６年度の財政運営の総括を踏まえて、今後の

財政運営はどのように考えておられるのかお聞かせください。

○副議長（鈴木達夫君）
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答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後の財政運営についてどのように考えるのかということでありますが、先ほども議員ご指摘を

いただきました、例えば平成２７年度から合併算定がえによります地方交付税の増加分が縮減され

ると、これに加えまして市税の減収傾向が見込まれております。先ほどご指摘のさまざまな状況変

化も想定できるところでございます。これらをしっかり見据えて、行財政運営を進めてまいりたい

というふうに考えておるものでございます。

また、平成２６年度決算におきましては、財政調整基金は前年度とほぼ同水準となります４４億

５,０００万円の確保ができましたものの、例えば本年度、平成２７年度の当初予算におきまして、

１０億９,２００万円の基金からの取り崩しを予算計上させていただいて、本年度の事業展開をし

ておるという状況でございます。当然、あれもこれもからあれかこれか、選択と集中の視点は大変

重要であろうと思って事業展開を進めてまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても

限られた財源を有効に活用しまして、後期基本計画の具現化に向けた取り組みでありますとか、市

民生活に密着をした行政サービスを安定的に提供することは極めて重要な視点であろうというふう

に考えてございます。

いずれにいたしましても、削減努力をしてきてこれにつながっておるんではないというようなご

指摘もいただきましたが、例えば２６年度決算においては予算編成の段階で、先ほど申し上げまし

た２億数千万円の経常経費の削減でありますとか、ここ３年にわたりまして予算編成段階において

約６億を超える経費の削減を果たしてきておるところでございますが、今後におきましても将来を

しっかり見据えて、計画的かつ持続可能な財政運営を行うことが肝心でございますので、平成２８

年度は第１次総合計画の最終年度ということもございますので、この必達に向けてしっかりと財政

運営に取り組んでまいらなくてはならないというふうに現時点で考えておるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

監査委員の審査意見書を見ますと、全庁を挙げた行財政改革に取り組まれ、持続可能な自治体経

営を目指し取り組まれたいとありますが、２６年度を最終年度とする第１次行財政改革大綱の評価

と検証をなされたのか。また、それを２７年度以降の第２次行財政改革大綱にどのようにつなげて

いかれるのかお聞かせください。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

おはようございます。

私のほうから第１次行財政改革大綱の評価・検証を行ったのかということについてお答えをさせ

ていただきます。

第１次亀山市行財政改革大綱につきましては、平成２２年度から２６年度までの５カ年において、
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透明な市政運営の推進、効果的・効率的な行政システムの構築、財政改革の推進の３つの政策を掲

げ、開かれた市政の推進と行財政運営の強化を目標に取り組んでまいったところでございます。こ

の５年間の評価でございますが、実施計画に上げました延べ５９の実施事業のうち完了、または計

画どおり実施された事業は４５事業でございまして、７６.３％の達成率でございました。これま

でに市税のコンビニ収納の開始、行政評価の拡大や「一室一事務改善」による職員の意識改革、受

益者負担の見直しなどに取り組み、さらには平成２５年４月に市長を本部長とする行財政改革推進

本部を設置し、改革のスピードを加速させてきたところでございます。

一方で、予算編成改革やイベントのあり方の見直し、補助金の適正化など、課題の整理に時間を

要するものや見直しによる影響が大きい１４事業につきましては、一部未完了となっておるところ

でもございます。これらの実施事業につきましては、第２次行財政改革大綱を策定するに当たり、

各部署へのヒアリングも行いながら、１事業ずつ検証を行い、担当部署で推進していくもの、第２

次行財政改革大綱へ引き継ぐものを整理しております。今後につきましては、本年２月に策定をい

たしました中期財政見通しでもお示しをしたとおり、ますます財政運営は厳しさを増すと予測をい

たしておりますことから、行財政改革推進本部を中心に全庁一丸となって、持続可能な行財政運営

が確立できるよう、さらなる改革に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

行政運営には財政の健全性といったことが重要で、現在、総合戦略や第２次総合計画の策定に取

り組んでおられると思いますが、すばらしい計画や戦略を立てられても、予算の調整ができていな

ければ絵に描いた餅になってしまうというようなことがありますので、どうか第２次行財政改革大

綱の実行、断行といった取り組みを進めていただき、持続可能で健全な財政を堅持していただきた

いと思います。

では続きまして、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついての質疑に入ります。

監査委員から提出されております審査意見書を見ますと、事業収益が約１２億８,０００万円、

総費用は約１１億８,０００万円で差し引き当年度純利益は約１億円となっておりますが、これは

地方公営企業会計基準の見直しにより繰延収益の長期前受金を収益化した長期前受金戻入１億６,

０００万円を収益として計上したためとあります。今回の決算について、どのように受けとめてい

るのかお聞かせ願うとともに、長期前受金戻入１億６,０００万円とは何か、この２点についてお

聞かせください。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

草川上下水道局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

おはようございます。

今回の水道事業会計決算をどのように受けとめているのかということでございますが、平成２６

年度亀山市水道事業会計の決算につきましては、まず給水収益は有収率が前年度より０．６ポイン
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ト上昇したものの、近年節水型の給水設備の普及等により、前年度より６万７,０００立方メート

ル減少し、収益も４３８万円程度減少しております。一方、営業費用につきましては、水道ビジョ

ンに基づき野登配水池、第３水源、第４水源地の送水ポンプの取りかえ工事などの維持経費、県企

業庁への受水費や値上がりする電力使用料などの支出により、前年度より２,６７０万円程度増加

しております。

また、経営内容といたしまして、平成２６年度の水道１立方当たりの給水原価、これは費用でご

ざいますが、年々増加傾向にあり、昨年度より４.１円増の１３４.２円でございます。一方、供給

単価、これは収益でございますが、昨年度とほぼ同額の１１５.７円となり、給水原価が供給単価

を１８.５円上回っている状況でもございます。その結果、会計処理上では公営企業会計制度の見

直しにより、現金を伴わない長期前受金戻入１億６,０６１万円を収益として計上したため、当年

度純利益は９,８７７万円でございますが、現金預金の状況をあらわすキャッシュ・フロー計算書

では、前年度より１億２,５１９万円減少しております。平成２６年度末の現金預金残高は７億８,

２６９万円で年間の運転資金として少なくとも３億円程度必要となりますので、この状況が続きま

すと、あと数年で現金預金が底をつき、水道事業の運営が困難となることが見込まれますので、危

機感を持って事業経営を行っていく必要があるものと受けとめております。

それから、長期前受金につきましてご質問いただいております。

長期前受金でございますが、平成２５年度までは補助金、工事負担金等の収入を資本剰余金とし

て取り扱っていましたが、会計制度の見直しにより、平成２６年度からは長期前受金として取り扱

うこととなりました。この長期前受金戻入でございますが、補助金、工事負担金等の収入を固定資

産の償却年数で分割して、各年度に収益として計上するものでございまして、会計処理上現金を伴

わない収益でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

先ほど、長期前受金については、現金収入を伴わないということでお聞きしました。これは現金

収入に影響しないということは、実質的には２６年度、単純計算しますと６,０００万円ぐらいの

赤字になるといったふうにとれると思うんですけれども、この件についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

草川局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

先ほども申し上げましたが、長期前受金戻入につきましては、補助金、工事負担金等の収入を固

定資産の償却年数で分割して、各年度に収益として計上するものでございまして、現金を伴わない

収益として、今後も計上されるものでございます。なお、仮にこの長期前受金戻入１億６,０６１

万円がなければ６,１８４万円の純損失となるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）
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これからも施設の維持や、建設改良事業、これらを計画的に進めていかなければならないと思い

ますが、水道料金の見直しや値上げといったことについて考えておられるのかお聞かせ願いたいと

思います。

○副議長（鈴木達夫君）

草川局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

水道料金の見直し、値上げにつきましてですけれども、水道料金につきましては、消費税の引き

上げ分を除いては、合併後から現在まで据え置いてまいりました。そのような経緯から、現在の水

道料金は県下１４市では２番目に低い料金体系となっている状況でございます。今後におきまして

も、水の安定供給を図る上で定期的な修繕や改良工事が必要不可欠でございます。そのような中で、

先ほどもご答弁申し上げておりますが、決算状況から会計処理上は黒字決算となっておりますが、

現金預金につきましてはあと数年で底をつき、経営が困難となることが見込まれますことから、今

後財政状況と照らし合わせて、アセットマネジメント、これは資産管理でございますけれども、そ

の手法により水道ビジョンを見直していくとともに、水道料金の見直しについて検討する時期に来

ているものと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

営業というか、収支のほうは実質は赤字だったということなんですけれども、市民にとって大切

な水ですので、できる限り値上げしなくて済むような方法を今後も重ねて検討をしていただきたい

と思います。

次に、議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定についての質疑に移ります。

病院事業会計決算を見ると、入院・外来患者とも平成２５年度より減少しており、医業収益も７,

１００万円の減少となっております。これに伴い当期の純損失は一般会計から１億５,０００万円

の補填を受けているものの、昨年度より１億２,０００万円増の１億８,０００万円の赤字となって

おり、厳しい経営環境にあるものと考えております。１億８,０００万円の赤字となった要因につ

いて、お聞かせ願いたいと思います。また、赤字の解消に向けて、どのような取り組みを進めてい

くのかについてもお聞きしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

落合医療センター事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

平成２６年度決算における当年度純損失は１億７,９３１万２,１７６円でありまして、平成２５

年度決算の純損失５,８４５万３,１１１円と比較しまして約１億２,０００万円増加しております。

この要因としまして、１つは地方公営企業会計基準の見直しによるものとしまして、賞与引当金の

計上の義務づけによりまして、平成２７年６月賞与支給分に係る４,９５０万円の引当金の計上が

主な影響であります。

また、医業収益におきましては、約７,１００万円減少しており、合わせて約１億２,０００万円

の純損失が昨年度に比べて増加しているものであります。そして、医業収益の減収７,１００万円
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につきましては、患者数の減少に伴うものでありまして、入院患者数においては前年度の１万９,

９４２人から１,３５８人減の１万８,５８４人であり、外来患者数におきましては、前年度の４万

１,６６９人から１,５０３人減の４万１６６人となっております。

また、透析患者数につきましては、前年度末の５８人に対しまして平成２６年度末は５３人で、

５名減少しており、延べ患者数におきましても３２０人減少しております。透析につきましては、

三重大学等から定期的に医師を派遣していただいておりますが、常勤の透析専門医が不在であるこ

とが大きな課題であります。

また、手術件数につきましては、前年度の３３３件に対しまして、平成２６年度は３８０件であ

り、４７件増加しておりますが、整形外科手術が前年度の１０６件に対しまして平成２６年度は７

９件であり、２７件減少していることも医業収益の減収要因となっていると考えられます。

これらの医業収益の赤字の解消につきましては、非常に難しいものがありますが、医療職員の安

定した人材確保が第一でありまして、特に透析専門医の常勤配置に向けて引き続き三重大学への働

きかけを行ってまいります。今後におきましては、亀山市地域医療再構築プランに基づき、平成２

８年度から病院事業管理者の権限と責任のもとに病院事業を推進してまいります。

また、現在、県で策定作業中の地域医療構想を踏まえ、病床利用方法などを見直すなど、地域医

療を担う中核としての医療センターの役割を果たし、あわせて病院経営の健全化に努めていくとい

うことであります。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

亀山市医療センターのこの内容については、過去にも質問させていただいているんですけれども、

まず入院患者がやっぱり減っているということも大きなあれだし、医師不足ということと、そこで

働く看護師さんの不足も上げられると思います。これは過去何度聞いても大体同じような答えに行

き着くんですけれども、やっぱり地域医療、亀山市民が安心して受診できるような環境をやってい

ただきたいと思います。

先ほどの答弁の中で、現在、県が策定作業中の地域医療構想という言葉が出てきましたが、それ

を踏まえて病床利用方法を見直すというご答弁がありましたけれども、この地域医療構想というの

はどのようなものかお聞かせ願いたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

落合事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

地域医療構想と申しますのは、昨年６月に成立しました医療介護総合確保推進法に基づきまして

県が策定するものでありまして、その内容といいますのは、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者

となる２０２５年の医療需要を推計して、病床数の必要量など、地域の医療提供体制のあるべき姿

を示すというふうなものであります。

現在、県において策定作業中でありまして、来年３月には策定するとのことであります。現在の

ところ、まだ全く不透明ということであります。医療センターにつきましては、このうち医療構想

を踏まえた上で、病床利用方法の見直しについて検討していくということであります。
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○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

次に、今後第２次地域医療再構築プランの実施計画に基づき、経営の健全化を図っていくわけで

すけれども、その中で地方公営企業法の全部適用により、新しく病院事業管理者を配置するという

ことですが、管理者を配置することにより何がどう変わるのかというのをお聞かせ願いたいと思い

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

落合局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

医療センターにおきましては、来年度から地方公営企業法の全部を適用し、新たに病院事業管理

者を配置する準備を進めております。

病院事業管理者は、病院における組織や契約に関する権限など、病院事業にかかる特定の権限が

市長から付与されることになります。その結果、病院事業管理者は業務の執行に関し広範囲の独立

した権限を持つこととなるため、刻々と変化する医療環境の状況に合わせた組織づくりを行えるな

ど、柔軟な対応が可能となり、自主的かつ効率的な病院運営につながっていくものと考えておりま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

かなり権限を病院事業の中で占められる方と受け取らせていただきました。また、こういう病院

事業管理者を配置することになった以上は、ぜひとも赤字経営から抜け出して、健全化に向けて取

り組んでいただきたいと思います。地域医療については市民の健康、命を守るということが最も重

要な要素ではないかと考えており、医療センターの経営健全化を図り、市民がいつも安心して医療

を受けられる体制を供給することが市民満足度の向上に資するものだと思いますので、ぜひ効果の

ある改革を実行していただきたいと思います。

以上で質疑を終わります。

○副議長（鈴木達夫君）

５番 尾崎邦洋議員の質疑は終わりました。

質疑の途中ですが、１０分間休憩します。

（午前１０時４２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午前１０時５３分 再開）

○副議長（鈴木達夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１４番 中村嘉孝議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

新和会の中村でございます。
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通告に従い、質疑をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、まず１点目に決算の評

価ということでございます。

先ほど決算の評価といいますか、総括に関しましては、尾崎議員の質問であらかた市長の総括の

ご答弁がございましたので、私は少し別の角度から質疑をしたいと思います。

なお、先般内閣府が発表いたしました４月から６月の実質ＧＤＰ（国内総生産）の速報値という

のが出たんですが、マイナス０.４％と、年率に換算いたしますとマイナス１.６％と３期ぶりのマ

イナスを発表したところでございます。国の財政収支も急速な高齢化と社会保障費の増加や税収の

落ち込み等によりまして、債務残高が１,０００兆を超えると、大変厳しい状況でございます。

また普通交付税大綱によりますと、２６年度の不交付団体は全国で約１,７６６団体のうちたっ

たの５５団体だと聞いております。こういった状況下、当亀山市も市税収入の減少、シャープ関連

の固定資産税もそれぞれ約４億円近く減少しておるところでございまして、厳しい財政状況の中、

財政の根幹をなすこの市税の減収というのは、今後大きな問題と、そのように考えます。

そういった中で、増収に向けての市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

１４番 中村嘉孝議員の質疑に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

中村議員のご質問にお答えをさせていただきます。

市税の収入についての基本的な考え方や評価ということでございましたが、平成２６年度の市税

収入は約１０９億３,０００万円となりまして、前年度と比較いたしますと約４億円の減収となっ

たところでございます。

主な要因でありますが、固定資産税の家屋なんかでありますと、ここしばらくは新規住宅着工の

件数は、本市は非常に高いレベルで推移しておりまして、これはいい流れでございます。そういう

中で、新築、増築の増加分によりまして、約３,８００万円の増収となったものの、一方で固定資

産税の償却資産が約４億４,０００万円の減収となりまして、市全体といたしまして前年度より約

４億円の減収となったという決算でございました。

平成２６年度におけます市税動向を見ますと、当市におきましては、個人所得の緩やかな回復が

おくれていると感じているところでございます。また、これはご案内のように本市の税収構造の大

きな特徴でありますが、民間企業のいわゆる固定資産税の償却資産の動きが大きく変化いたします

ので、なかなか予測が難しいという構造の中に私どもはおるわけでございます。その中で、ちょう

ど昨年度におきましては、工業団地におきまして１社が創業をいただいたところでございますのと、

これとは別に平成２６年度中に３社、３つの企業立地の協定締結に至ったところでございます。今

後におきましても持続可能な行財政運営を構築するために、市税の確保というのは非常に重要なと

ころでありますが、とりわけ企業誘致にしっかりと努めるとともに、財政の健全化に今後におきま

しても全力で取り組んでまいることが肝要であろうというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。
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○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございました。

今後、企業誘致に力を入れられるということで理解させていただきました。確かに、税の確保と

いうのは大変難しいことだと、そのように考えます。

ところで、その決算書類の中に亀山市の行政評価外部委員会の外部評価結果というのが公表され

ておりました。その評価結果につきまして、どんな見解をお持ちかお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

外部評価委員による評価結果につきましては、施策評価の要素となる事務事業評価の客観性、妥

当性向上のために実施しているものでございまして、同一の施策ごとに関連する複数の事務事業を

事業群として評価しております。今回の総括評価におきましては、個々の事業はおおむね適切にな

されていると評価されたことは担当室長による事務事業評価の熟度も上がってきたものと認識をし

ております。さらに、事業群として一体的に評価することは後期基本計画の施策の推進に非常に効

果的なシステムであったと示されたことは、行政評価の目的であります総合計画の計画的、総合的

かつ効率的な進捗を図るという観点において、この評価システムが大変有用であり、総合計画後期

基本計画の推進にもつながっているものと考えているところでございます。

一方で、抽出による事務事業評価の課題をどのように他の事業評価に反映し、計画全体の推進に

つなげていくかという指摘に対しましては、庁内での情報共有の手法を検討し、今後の事業展開に

生かしてまいりますとともに、行政評価システムのより適切な運用に努めてまいる所存でございま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございます。

この亀山市の行政評価外部委員会の要綱の第４条に委員は１５人以内で組織すると、そのような

表記がございますけど、現在５名ですね。その５名でかなり広範囲な、先ほど言われましたそうい

った評価をするに当たりまして、人材不足ではないのかと、その人数で機能を果たしているのかと、

その辺のところについてお尋ねしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

現在の亀山市行政評価外部評価委員会につきましては、議員ご指摘のように５名の識見を有する

者を委嘱しているところでございます。この外部評価の導入当初におきましては、総合計画審議会

委員を外部評価委員として委嘱することも視野に入れておりましたことから、その対応が可能な人

数として１５名と規定したところでございます。その後、正式に委員会を設置するに当たり、以前

よりおおむね現在と同程度の委員数により設置しているところでございます。

こうしたことから、現在５名の委員による外部評価委員会において評価いただいているところで
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ございまして、現在十分にその職責を果たしていただいているものと考えておるところでございま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

はい、わかりました。

次に、２番目の決算収支についてでございます。

１番目の実質収支と実質単年度収支ということで、平成２６年度決算で歳入決算額が２１０億８,

５０８万円、歳出の決算額が２０１億９,８３１万円で、実質収支が７億２,５４５万円の黒字とい

うこと。しかしながら、単年度収支は２億６,７０３万円の赤字。ましてその実質単年度収支は、

昨年は１,１７９万円の黒字ということでしたんですが、２６年度は７億８,９６４万円の赤字とな

っているわけでございます。結局は赤字ということでございます。

このことについて、どういったご見解をお持ちかお伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

まず、実質収支についてお答えをさせていただきます。

議員おっしゃられたとおり、実質収支額は約７億２,５００万となったところでございますが、

歳出における予算現額と支出済額との比較は約８億２,０００万円、その内訳は不用額が約４億８,

０００万円、翌年度への繰越額が約３億４,０００万円となっております。一方、歳入におきまし

ては、予算現額と収入済額との比較は約６,０００万円の差、増となっておりまして、翌年度へ繰

り越すべき財源、約１億６,０００万円を考慮した約７億２,５００万円が実質収支となったところ

でございます。この実質収支額は、ここ５年の中で一番少ない額となったところでございまして、

できるだけ歳入確保に取り組んだりした結果がこのような形になったんだろうというふうに思って

おるところでございます。

また、実質単年度収支でございますが、実質単年度収支は単年度収支が約２億６,７００万円の

赤字、これは実質収支額が約７億２,５００万円から前年度の実質収支額約９億９,２００万円を除

いた額に財政調整基金の積立金約４７０万円を加え、財政調整基金の取り崩し額約５億２,７００

万円を除いた額となり、前年度の議員おっしゃったとおり、約１,０００万円の黒字から約７億９,

０００万円の赤字に転じたところでございます。この要因でございますが、歳入において、平成２

５年度は財政調整基金の取り崩しを行わず財源の確保ができましたが、平成２６年度は財政調整基

金を約５億３,０００万円取り崩したことが主な要因でございまして、なお不要となった一般財源

につきましては、繰越金として翌年度の補正予算の財源として他の事業に使っていくという考えで

ございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

先ほど、答弁の中で不用額の件もご答弁されたんですけど、不用額も昨年よりはある程度減って
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おるわけでございますけど、２６年度決算におきましてもかなりの不用額が出ております。とにか

く財政運営が厳しい中、財源の有効活用を図るために予算計上のときに精度の高い諸経費の見積も

りを行いまして、事業の進捗状況を的確に把握するとともに、適切な時期に速やかに補正を行った

りして、効率的な予算執行が重要だと、そのように考えます。この平成２６年度の不用額につきま

して、昨年よりは若干減ったんですが、どのようなお考えを持ってみえますか、お伺いいたしたい

と思います。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

平成２６年度の予算執行に当たりましては、さまざまな行政需要に的確に対応させていただいた

と考えているところでございます。その結果として、的確な減額補正等により不用額の減少に努め

ておりますものの、決算では総額で予算現額に対して２.３％、約４億８,７７０万円の不用額が生

じております。平成２５年度の不用額は１２億４,８６３万円でございましたが、平成２４年度か

らの繰越明許費の野村布気線整備事業の不用額約６億９００万円を含んでおりますので、これを除

いた不用額６億３,９６３万円と比較しても、平成２６年度は１億５,１９３万円減少したところで

ございます。

このように不用額の減少につきましては、日々努力をさせていただきますけれども、どうしても

不用額が出るものというふうに考えていまして、扶助費なんかですと予定があるかないかわからな

いものは予算を残しておかなければならないということもございまして、不用額は出てくるもんだ

ろうというふうに認識をいたしておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

不用額は出てくるもだろうと、そのように認識しておるというご答弁でございました。

決算における不用額の検証というのは、先ほど検証されておるわけでございますけど、大変重要

なことだと、そのように考えております。決算内容の分析を行いまして、不用額の状況を十分精査

して、真に必要な最小限の経費を見積もった予算要求をすることが大切だと、そのように思います。

次は、プライマリーバランスでございますが、基礎的財政収支ということで、このプライマリー

バランスはよく言われますんですが、政策的な支出を新たな借金に頼らず、その年度の税収等で賄

われているかどうか、子供たちや孫たちの次の世代に負担を先送りしているかどうかと、そういっ

たことを示す指標だと、そのように思っております。借り入れを除く税収等の歳入から市債の発行

や過去の借り入れに対する元利償還金を除いた歳出を差し引いた財政収支ということ。詳しく言い

ますと、繰越金やら地方債の発行額、財調及び減債基金の取り崩し額を除いた歳入と、地方債償還

額、財調及び減債基金への積立金を除いた歳出とのバランスだと認識しておるところでございます

が、２６年度決算は、財調、先ほどお触れになりましたが、約５億３,０００万を取り崩したこと

から、プライマリーバランスも前年度より大幅に赤字となったということでございますが、このこ

とにつきましても、どういった見解をお持ちかお尋ねいたします。

○副議長（鈴木達夫君）
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答弁を求めます。

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

地方自治体におけますプライマリーバランス、基礎的財政収支は、議員おっしゃられたとおり、

地方債元利償還額、財政調整基金及び減債基金への積立金を除いた歳出と繰越金、地方債発行額、

財政調整基金及び減債基金の取り崩し額を除いた歳入のバランスを見るもので、起債や財政調整基

金からの繰り入れに頼らず、その年度の税収等で資金が賄われているかを示す指標でございます。

平成２６年度の基礎的財政収支、プライマリーバランスは２,０００万円の黒字となり、前年度

の９億８,０００万円の黒字から大幅に減少をいたしております。その要因でございますが、実質

単年度収支が赤字に転じた要因と同様に、財政調整基金から５億３,０００万円取り崩さないと運

営ができなかったということが主な要因でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

はい、わかりました。

政府も国と地方のプライマリーバランスを２０２０年までに黒字化すると、そのようにマスコミ

等では言っておりますが、現在国のプライマリーバランスは黒字化どころか悪化の一途をたどって

いるということでございます。黒字にはなるわけはないと私としては考えております。プライマリ

ーバランスは単年度ごとの経営の結果を示す指標でございまして、大規模な投資があれば単年度収

支は当然赤字になるということでございます。また、地方債発行額や、その年の財調の繰り入れな

どによりまして、その年の事業規模によりまして変動するものだと、そういうわけでございますが、

将来的に安定的な黒字化を視野に入れるということも大切なことだと、そのように考えるところで

ございます。そのことにつきまして、どのようにお考えかお尋ねいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

プライマリーバランス、基礎的財政収支につきましては、地方債のその発行額のほか、財政調整

基金からの繰り入れなど、その年度の事業規模により変動もあり得るものと認識をいたしておりま

す。地方債の発行につきましては、プライマリーバランス、基礎的財政収支の黒字化だけでなく、

将来の公債負担を抑制するためにも、引き続き地方債の発行を含め十分注視した上で財政運営を行

っていきたいと考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございます。

このプライマリーバランスが均衡するということが、市債発行残高の増加をとめるための条件と

なるということで、なぜならプライマリーバランスの赤字が続いている限り、それを埋めるために
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市債発行残高が増加せざるを得ないと、そういうことだと思います。プライマリーバランスを黒字

化しようとするということは、過去の借金を返しつつ、次世代への負担を軽減しようということで

ございまして、このことは現在の行政サービスを減らすということにもなりかねないということも

ありますけど、この均衡をいかにとりながら暮らしやすい市民生活を保障していくかと、そういう

ことが現在置かれている亀山市の行政の役目だと、そのようにも考えます。

次に、市税収入の減少についてでございます。

自主財源につきまして、特に根幹をなす市税収入が１０９億３,０３２万、前年度に比べまして、

先ほどご答弁もございましたんですが、４億円の減、中でも固定資産税が４億円の減と減少してお

るわけでございます。主な要因につきまして、何であったのかお伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

市税収入の減少でございますが、主なものは固定資産税の償却資産の減収が主なものでございま

すが、各税目について、少しご説明をいたしたいというふうに思います。

まず、個人市民税でございますが、滞納繰越分が約２,８００万円の増額、特別徴収加入促進に

より特別徴収者は約５,０７９人増加しましたことから、特別徴収の４月、５月分が翌年度の税収

となりますことから、約１,５００万円の減額となり、合計で約１,３００万円の増額となったとこ

ろでございます。

また、法人につきましては、企業業績が少し好転し、約３００万円の増額でございました。

次に、固定資産税の土地は、評価がえの前年度に当たるため、評価の見直しは行っていませんが、

地価下落による減額となり、約１,１００万円の減額となったところでございます。

また、家屋につきましては、平成２５年度中の新築、増築分による増加により約３,８００万円

の増額となったところでございます。

また、償却資産は、平成２５年度は平成２４年度中に液晶関連企業２社による大規模設備投資が

ございましたが、平成２５年度においては、設備投資額が減少したため、約４億４,０００万円の

減少となったところでございます。

次に、軽自動車税は、軽四輪乗用車の登録が約６３９台増加をいたしました結果、約４００万円

の増額となったところでございます。

次に、市たばこ税は、健康意識の高まりやたばこ料金の引き上げから、喫煙者の減少によりまし

て約１,０００万円の減額となったところでございます。

最後に都市計画税は、約５００万円の増額となったところでございまして、このようなことから

平成２６年度の市税収入は合計で約４億円の減少となったところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

詳しくありがとうございました。

この歳入歳出額約２１０億円のうち、自主財源が約１３４億円、依存財源が約７７億円と認識し

ております。自主財源の歳出決算額に占める割合が６３.５％でありまして、そのうち市税が約４
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億円減少ということで、依存財源の歳入歳出額に占める割合というのは３６.５％になっておりま

す。依存財源は地方交付税や国・県支出金と、そういうことでございますけど、やはりこれは流動

的なものだと思います。自主財源をふやすことは、とにかく税収をふやさなければならないという

ことで、大変難しいと先ほども言ったわけでございますけど、そこでお尋ねしたいと思うんですけ

ど、当市におきまして自主財源の比率、現在６３.５％ですが、妥当な数値はどれぐらいか、わか

る範囲で結構ですので、どのようにお考えかお尋ねしたいと思います。簡単で結構です。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

自主財源の率がどれぐらいが一番いいのかということでございますが、少し過去をさかのぼって

みますと、平成２０年度が６７.１％、一番税収が多かった平成２１年度ですが、７６.６％自主財

源の比率がございました。ここ３年ぐらいを見てみますと、６５％前後ぐらいを推移しておるとこ

ろでございます。どれぐらいがいいのかということは、なかなか難しいことでございますけれども、

やはりこの自主財源の率が高いほうが一番いいんだろうというふうに思っていますけれども、なか

なか今の状況ではこれを過去の七十数％になるというのは、なかなか難しいことなんだろうという

ふうに思っています。

そういうことから、自主財源というのは市税もありますけれども、あと負担金とか分担金、使用

料・手数料などがございますので、できることは受益者負担の見直しとか、分担金や負担金の見直

しなども行いつつ、先ほど市長が申し上げたとおり、企業誘致にも努力し、自主財源の比率を高め

るように努力をいたしたいというふうに考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

次に、３番目の財政の分析指標ということでございますが、経常収支比率と財政力指数、先ほど

お触れにもなりましたんですが、経常収支比率は前年度８８.５％に比べまして１.５ポイント減少

した８７％ということで、望ましいとされております７０から８０％、行革大綱に目指す８５％を

若干ではありますけど超えている状況でございます。なかなか目標値まで達しないという状況でご

ざいまして、財政力指数というのも０.９８ということで、極端に悪いわけではございませんで、

こういった数値の現状については先ほどお触れになりましたんで、確かに極端な悪い数字じゃない

と思います。経常収支比率は目標値は８５％としているわけでございますけど、本来妥当な数値と

いうのは、理想的な数値というのは８０％ぐらいかと思っておりますが、今後も上昇傾向にはある

と考えます。投資的事業や新規事業をする余力が徐々に減っていくと、そのような状況であると思

いますが、今後、数年先の傾向といたしまして、予測される範囲、どのように思ってみえますのか、

お尋ねしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

経常収支比率でございますが、当市は８５％以下を目指すという形で努力をいたしておるところ
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でございます。現在、平成２６年度決算で見てみますと、県下の市の中で経常収支比率は亀山市が

一番いい数字であります。この８７で県下の中では一番いいというところにおるということは事実

でございますが、やはり議員おっしゃるように、経常収支比率が上がってくると、なかなか自由に

使えるお金がなくなってくるということで、８５％を目標に努力をしていきたいというふうに思っ

ていますけれども、今後やはり他市と同じように経常収支比率は少し悪化をしていくんだろうとい

うふうな思いを持っています。しかし、財政当局としては、何とかこれを８５％以下に抑えるよう

に努力をしていきたいというふうに考えていますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいという

ふうに思います。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

何とか努力していっていただきたいと、そのように思います。

次に公債費負担比率でございますが、この公債費負担比率も前年度に比べまして、これも先ほど

市長からもご答弁がありましたが、１.４ポイント減少をしておるということで、１４.５％でござ

います。望ましいとされる１５％をやや下回っていると、そういった状況でございます。まあまあ

の数字だと、そのように考えておるわけでございますが、この公債費負担比率というのは、減債基

金の繰り入れが一番大きくそれに影響すると考えます。この減債基金もかなり減少しておる状況で

ございます。今後の減債基金につきましての考え方をお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

減債基金の考え方でございますが、ことしの２月に基金の活用指針の見直しをさせていただいて、

減債基金についても、少し見直しをさせていただきました。減債基金については、返済金、要する

に当市として借金の返済額を約２２億ぐらいに抑えるような形で、まずは減債基金の取り崩しをや

っていきたいと。しかし、何年かすると、この減債基金も枯渇しますので、それ以降については一

般財源で返済をしていかなければならないと考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございます。

長期的ないろんなそういった財政を考慮するならば、どちらかといえば先ほど長々と申しました

プライマリーバランスよりも、この公債費負担比率の推移を検証するほうが重要かなと、個人的に

はそのように思います。

次に、大きく４番の財務書類４表についてお尋ねしたいと思います。

本年度も決算の財政指標の添付資料といたしまして財務書類４表、貸借対照表、行政コスト計算

書、純資産変動計算書、資金収支計算書、これでございますけど、提出していただいておるところ

でございます。
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また、今回も連結の財務書類４表も近年提出されまして、年々充実してきたと考えているところ

でございます。

しかしながら、減価償却等々、一般企業に比べますと、やはりまだ決算書におきまして少し乖離

があるんじゃないかと、そのように思っておりますし、少し課題もあると考えます。これは、平成

１８年度以降に総務省の指導のもとに発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入が図られたもの

でございます。そういった状況下、本年度総務省より原則として平成２７年度、ことしから２９年

度までの３カ年の間で統一的な基準による財務書類を整備しなさいと、そういった要請が総務省の

ほうからあったと思います。

例えば、現状では固定資産台帳の整備は必ずしも前提ではないということでございますが、今後

はこれを整備することによりまして、公共施設等のマネジメントの活用が図れると。また、資産の

評価方法等も以前とかなり異なってくると、そのように考えますが、この一連のことにつきまして

具体的にご説明をお願いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

まず、これまでの経緯、財務書類４表につきましては、現金主義、単式簿記によりますこれまで

の自治体の会計制度に発生主義、複式簿記といった企業会計的要素を取り入れ、資産、負債などの

情報や減価償却費などの見えにくいコストを把握し、自治体の財政状況をよりわかりやすくすると

ともに、他市との比較や職員のコスト意識を高めるということから、平成２０年度決算から総務省

方式改定モデルで作成をいたしております。統一的な基準による公会計の整備といたしましては、

新たな基準による財務書類を原則として、議員おっしゃられたとおり平成２７年度から２９年度ま

での３年間で全ての地方公共団体で作成するよう、本年１月に総務省から要請があったところでご

ざいます。

現在、本市が採用している総務省方式改定モデルでは、決算統計データを活用し財務書類を作成

しておりますが、総務省の新たな基準による財務書類の作成に当たっては、固定資産台帳の整備が

前提となっているところでございます。このことから、現在、固定資産台帳の整備をすべく努力を

しているところでございまして、現時点でこの８月末に各担当室に対しまして、どれぐらいの台帳

等が整っておるのか、誰が担当としてやっていくのかを決めたところでございまして、また台帳整

備には公認会計士や税理士などの専門的な支援が必要となってきますことから、８月１７日に株式

会社ぎょうせい東海支社と固定資産台帳整備支援業務委託を締結し、これから資産評価ルールの策

定等をやっていきたいというふうに思っています。固定資産台帳、特に建物とか土地については、

今までもある程度把握はしてきましたが、今回国が言うておる中では、市道や林道や農道、公園、

リース物件なども含めて検討をせいというような指示が出ていますので、少し資産評価を行う上で、

取得原価がわからないものもございますので、その点も含めて、今後この固定資産台帳の整備に努

めていきたいと。なかなか資産評価ルールをつくっていくのが難しいんだろうというふうに考えて

いますけど、国のほうから新たな総務省のモデルの資料が届くというふうになっていますけど、現

在のところ総務省からの資料もおくれてまいっておりますので、少しおくれぎみであるということ

は現在のところなっておりまして、最善の努力で何とか固定資産台帳の整備につなげたいと、今の
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ところ考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

わかりました。

固定資産台帳の未整備の団体は平成２７年度に速やかに整備ができるかどうかがポイントという

ことで、当市の現状につきましては、先ほど部長からご答弁があったんですけど、今のところは固

定資産台帳は全く整備はできていないと、そのように理解させていただいてよろしいですか。これ

から今後つくっていかれると。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

固定資産台帳でございますが、建物とか土地については大部分が台帳管理をしていますので、固

定資産台帳の整備は行っているところでございます。しかし、今度林道とか赤道、青道等も考慮せ

いということも言われておりますので、少し昔の古い状況が確認できないものもあるだろうという

ふうに思っていまして、今現在、大部分が整備をしておりますけれども、一部今年度整理をして、

少し考え方なり、どうなっているのか調査が必要なものもございますので、それについて努力をし

ていきたいというふうに考えているところでございます。

なお、全庁的な取り組みといたしましては、財務部の契約管財室が事務局となって、各部門があ

るんでございますが、今４５名の各部署から１名ずつ作業を進めていく上での担当者を決めていた

だいて、何とか全庁一丸となってこのことに取り組んでいきたいというふうに考えておるところで

ございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございます。

この資産の評価方法として、有形固定資産も先ほど言われましたんですけど、老朽化しておりま

して、取得原価等の把握も大変難しいと、そのような問題があると思います。統一的な基準による

財務書類を作成するための補助簿として、耐用年数やら取得原価が記載されている固定資産台帳、

先ほども言われました整備が確かに必要でありまして、これによりまして、資産の一元管理が可能

となると思います。

これを整備するに当たりましては、先ほど部長がお触れになりましたけど、全庁的な取り組み体

制というのも必要だと。大変重要なことだと思いますが、いろんな計画やら準備をしたり、棚卸し

やらデータの作成やら、いろいろ作業というのは必要になると思いますが、こういったことを一連、

大きな事務の大変な負担になると、そのようにも考えておりますが、この事務的な負担、それと棚

卸しやらデータ作成等につきまして大変な作業が重なると理解するわけでございますが、このこと

についてお考えをお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）
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上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

議員おっしゃられるように、固定資産台帳の整備は、全庁的な取り組みをやっていかないと、な

かなか整備ができないものだろうというふうに認識をいたしています。また、その細かい過去の資

料を探し出したり、いろんなものを取り組むことは大変難しいことでもあるんだろうというふうに

思っています。そういう意味で、先ほど申し上げましたとおり、各部門から担当者１名を出してい

ただいて契約管財室が事務局となって全庁一丸となって取り組んでいく必要があるんだろうと。先

ほど、うちだけではなかなか資産評価のルールがそれでいいのかどうかということもございますの

で、業者に支援業務の委託をしまして、公認会計士や税理士からうちの資産ルールのつくり方のア

ドバイスをいただいたり、いろんな支援をいただく中で、何とか作成をやっていきたいというふう

に考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ありがとうございます。

なかなか３カ年の間で完全に整備するというのは難しいことかなと、そのようにも理解します。

今後の地方公会計の整備というのは、大きな事務的負担やら経費の負担もかかると思いますし、

そういった中で国からの財政支援や、またそういった事務に関しまして、通常事務以外にもかなり

の負担がかかると思いますが、そういった中で国から人材的な支援とか、そういうものがあるのか。

その財政支援と人材的な支援につきまして、その辺についてわかる範囲で結構ですが、お伺いいた

します。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

まず第１点目の財政支援でございますが、国のほうはこの３年間においては、交付税の算入措置

に入れるというようなことを言われております。またそれで固定資産台帳をつくって、公共施設の

統廃合をやるという場合、解体費についても起債の対象としていこうというような形でいただいて

おるところでございます。

次に、人材育成支援でございますが、総務省自治大学校等を活用した職員向けの研修が実施をさ

れる予定というふうに聞いていますけど、まだいつ開いていただけるのかという通知はいただいて

いないところでございます。

また、私、少し間違えまして、交付税の算入対象は２６年度から２９年度までの４年間、交付税

の算入対象にしていただけるということでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

はい、わかりました。

なかなか難しい問題だと、なかなか３カ年でこれをやるということは非常に通常事務以外にかな
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りの負担がかかるので大変だと、そのように思います。

次に、もう最後の今後の財政運営ということでございます。

これも、先ほど尾崎議員のご質問の中でご答弁もあったんですが、とにかく平成２６年度決算と

いうのは、実質単年度収支におきましても約７億円の赤字になりました。またプライマリーバラン

スも前年度と比べるとはるかに赤字になったわけでございます。経常収支比率も依然として目標値

の８５％を下回らないと、そういった現状。それと、また自主財源につきましても根幹をなす市税

が減少しておると。いろいろ本市の財政構造の硬直化というのは進みつつあると、そのように考え

ます。

また、本年２月に公表されました中期財政見通し、５年間では、今後市税の増収というのは余り

期待できないと。そういった中、地方交付税も減少傾向にある中、さらに２７年度から普通交付税

の合併算定がえによります増加分、段階的に縮減となると、そういうことでもございまして、なか

なかプラス要因がない、マイナス要因ばかりが重なっておると、そういうことが現状だと思います。

こういった中、財調が約２８億円減少しまして、その残高が５年後には約１７億円とかなり少な

くなると、そういった見込みが出ております。そういった中で、１７億円はあるんですが、これは

結局ゼロとなるような状況になれば、ほとんど新規事業も何もできないと、そういった大変難しい

時期を迎えていくと、そういった想像もできないわけでもございません。

そういった大変な状況の中で、今のうちに対策をとっておかないと、今後五、六年、特に１０年

先には大変なことになるんじゃないかと。先のことですので、確定的ではないんですけど、今のう

ちに本当にきちっとした財政運営をやっていかないと、そういった危惧を持っておるわけでござい

ます。

今後もこういった大変な状況を踏まえまして、市長は今後どういった財政運営、特に力を入れて

いきたいということがございましたらお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後の財政運営についての考え方でございますけれども、先ほども尾崎議員のご質問にご答弁さ

せていただきましたが、中期財政見通しで既にお示しをさせていただいておりますように、市税の

増収は期待できない、今議員ご指摘のとおりでございます。さらに平成２７年度からは、普通交付

税の合併算定がえによる増加分が段階的に減少と、こういう状況の中にございます。

これらの理由から一般財源の総額におきましては、平成３１年度では平成２７年度から約６億円

の減額となる見込みをいたしてございまして、財源確保の厳しさが一段と増すという認識のもとに

行財政運営を進めてまいりたいと考えております。

こういう中で限られた財源を有効に活用し、将来を見越した計画的かつ持続可能な財政運営を行

っていくことが肝心でございますので、施策におけます事業効果をしっかり見きわめて、あれもこ

れもできない時代でございますので、あれかこれかしっかり見きわめてその効果を十分検証する財

政運営の考え方が大切であろうと、考えてございます。

特に何をかというご質問でございましたが、今ご議論の新しい公会計の考え方はやっぱりしっか
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り入れていくとか、今回第２次の行財政改革大綱を議会の皆様、市民の皆様にお示しをさせていた

だいております。広範囲にわたる具体的な取り組みをしっかりやっていくということに尽きようか

と思いますので、引き続きましての皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げる次第であり

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

中村議員。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

どうもありがとうございました。

とにかくマイナス要因が多い中、大変厳しいとは思うんですが、今後しっかりと財政運営に取り

組んでいただきますようにご要望いたしまして、質疑を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。

○副議長（鈴木達夫君）

１４番 中村嘉孝議員の質疑は終わりました。

質疑の途中ですが、午後１時まで休憩をします。

（午前１１時４２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 １時００分 再開）

○副議長（鈴木達夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、２番 西川憲行議員。

○２番（西川憲行君登壇）

ぽぷらの西川憲行でございます。

代表質疑ということで、本日は議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定につい

て、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、ご質問をさせていた

だきます。

まず、平成２６年度の病院事業の会計決算の資料ですけれども、ちょっと映していただけますで

しょうか。

病院の医業収益と、それから医業費用、それで出てくる医業損失についてということで、この資

料を見ていただきたいんですけれども、１２億３,０００万円の医業収益があります。医業費用と

して１５億出ておりまして、３億４,８５７万７,７１３円が医業損失ということで、２６年度の決

算が出ているわけです。この中には、一般会計から他会計負担金、他会計補助金という名目で、合

わせて２億８,１８７万１,４５９円が入れられているわけなんですけれども、しかし、当期の純損

失として１億７,９３１万２,１７６円が損失ということで、いわゆる赤字ということになっている

わけです。

これを見ていただいて、これからいろいろ聞いていきたいなあと思うんですけれども、まず２６

年度の特徴としましては、地方公営企業会計基準というのが全部適用になりました。これがまず１

点。それからもう１点、亀山市地域医療再構築プランの第２次計画が２６年度よりスタートしてい

るという、この２点が２６年の特徴なのかなあと私は思っております。



－５８－

この決算を見て、まず今言いました１点目の地方公営企業会計の全適ということに対しまして、

変化についてお伺いしようと思っているんですけれども、その前にこの決算を見て、市長の所感と

いいますか、その辺についてまずお聞かせいただいて、そこから順次質疑を深めていきたいなと思

っております。

市長は、この医業損益、また当年度純損失が１億７,９３１万２,１７６円出ていることについて、

どのように感じていらっしゃるのかお聞かせいただきたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

２番 西川憲行議員の質疑に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

西川議員のご質問にお答えをさせていただきます。

病院事業会計決算について、市長の認識はいかがか。特に損失につきましてどうだということで

ございます。

ご案内のように、平成１７年、１８年ぐらいの本市の医療センターを取り巻く地域医療の環境と

いうのは大変厳しい状況にございました。そういう中から、開院以来、既に２０年を超えておると

ころでありますが、従来から私どもの亀山市の病院事業会計につきましては、毎年度の損失につき

ましては、全額これを補填するという会計処理を開院以来約２０年にわたって進めてまいりました。

しかしながら、それぞれの単年度の損失状況であるとか、累積の損失につきまして、正確に把握す

る必要があるということで、２２年度の２１年度の決算以降、このように最終の純損失を一般会計

から全額を補填するという形態を転換してきたところでございます。

しかしながら、今日に至る過程で、さまざまな医療センターの経営健全化に向けた取り組みを進

めてきておるところでございますけれども、平成２６年度におきましても議員触れていただきまし

た状況につきましては、ご指摘のとおりでございます。いずれにいたしましても、市民の皆さんの

医療センターとしての機能をしっかり担保するために、マンパワーの確保、さらには経営健全化に

向けた関係医療機関との連携とか、このところさらにその質を高めながら、経営健全化に向けても

次にしっかりと展開をしていかなくてはならない大事な局面であろうというふうに考えておるもの

でございまして、平成２６年度の決算につきましては、１億７,０００万という純損失につきまし

ては、さらにこれを縮小させる方向で、医療の質と経営健全化を果たす使命が私どもの医療センタ

ーにあるということを強く認識をさせていただいておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

市長の決意もお聞かせいただきました。

それでは、この２６年度の決算を改めて振り返って見ていきたいと思います。

この中で、まず全部適用されたということが１つのキーワードだと思いますので、この２５年度

の決算と比較しますと、２６年度は大きく変わっている部分もあるかと思います。この点について

のご説明をいただきたいので、まずは決算報告書、損益計算書、貸借対照表とそれぞれございます。

その中で決算報告書について、どの辺が変わったのか、特徴としてお聞かせいただきたいと思いま
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す。

○副議長（鈴木達夫君）

落合医療センター事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

平成２６年度から新しい地方公営企業会計基準になっております。これにつきましては、１１項

目の見直しがなされておりますけれども、そのうち当市にとって金額の大きい主なものについて説

明させていただきます。

決算報告書ということでしたので、その明細であります収益費用明細書についてご説明申し上げ

ます。

収益費用明細書につきまして、１点目は賞与引当金繰入額４,９５０万円であります。これは、

賞与引当金の計上が義務づけされたことによるものでありまして、平成２７年６月賞与支給分のた

めの引当金であります。

２点目は、特別損失における手当４,０５７万３,０１３円であります。これは、平成２６年度の

賞与支給分でありますが、平成２５年度までは引当金の計上義務がなかったことから、特別損失と

して計上したものであります。なお、今後におきましては、毎年度賞与引当金を計上していくこと

から、この特別損失は平成２６年度決算限りの措置であります。

この２点が決算報告書明細であります収益費用明細書における金額の大きい主なものでございま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今ご報告いただいたように、決算報告書の中においては、その明細である収益費用明細書に変わ

ったところがこの特別損失として出ている賞与の部分だということであります。これ、両方を足す

と９,０００万近くありますので、この分で赤字が膨らんだ部分もあるのかなあというふうに感じ

ています。

それでは、次に損益計算書についてお願いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

落合事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

損益計算書といいますのは、医業損失、経常損失、当年度純損失などを算出したものでございま

す。影響を受けた主な点といたしましては、その他の未処分利益剰余金変動額４２２万６,０８７

円であります。これは、国等の補助金により取得した固定資産において、従前は補助金相当部分に

ついて償却することは任意でありましたが、会計基準の見直しによりまして償却することが義務づ

けられました。当市におきましては過去から償却していたことから、これまでの償却分４２２万６,

０８７円については収益となり、損失から控除されるというものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）
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今、ご説明いただきました損益計算書の中の部分についても、これも過去の分の精算という意味

では、２６年度の特徴であるのかなあというふうに感じております。

では、貸借対照表についてお願いします。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

落合事務局長。

○医療センター事務局長（落合 浩君登壇）

貸借対照表、これは資産、負債、資本の３つから構成されていまして、資産の額と負債と資本の

合計額が一致するもので、バランスシートと呼ばれております。この資産、負債、資本の３つにつ

いて、金額の大きい主なものについて説明いたします。

資産につきましては、会計基準の見直しによるものとしましては、資産内による勘定科目の変更

はありますが、特に大きな変動はございません。資産の残高につきましては、平成２６年度末が約

３５億円であり、平成２５年度末の３８億円と比較し、約３億円減少しております。その内訳とし

ましては、現金預金の約１億８,０００万円の減少と減価償却による有形固定資産の約１億円の減

少によるものであります。

負債につきましては、会計基準の見直しによるものとしましては、従前は資本に計上されていた

企業債が負債に計上することとなったこと、また賞与引当金の計上が大きな点であります。負債の

残高につきましては、平成２６年度末が約５億円であり、平成２５年度末の３億円と比較し、約２

億円増加しております。その内訳としましては、企業債の平成２６年度末残高約３億２,０００万

円、賞与引当金４,９５０万円の増加と、平成２５年度の医療センター改修工事の未払い金約１億

７,０００万円の減少によるものであります。

次に、資本につきましては、会計基準の見直しによるものとしましては、ただいま申し上げまし

た企業債が負債に計上することとなったことが大きな点であります。資本の残高につきましては、

平成２６年度末が約３０億円であり、平成２５年度末の約３５億円と比較して約５億円減少してお

ります。その内訳としましては、企業債の平成２５年度末残高約３億８,０００万円の減少と、欠

損金約１億８,０００万円の増加によるものであります。

以上が貸借対照表における会計基準の見直しにおける影響と金額の変動でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今、ご説明を聞きますと、収益費用明細書、損益計算書、貸借対照表の中におきましては、赤字

がふえている、資産が減少している、負債が増加している、資本が減少していると、マイナス面ば

かりが出てきております。地方公営企業の会計基準を変えたということによって、このマイナス面

が大きく出てきたのかなあというふうに感じますが、公立病院ということもありますので、企業の

経済性だけではなくて、やっぱり地域に根差した病院ということで、必要な病院とされるべきもの

でありますので、これからはこの赤字とか経営がどうとかというだけにとらわれずに、やっぱり福

祉の増進とか、市民のサービスのための病院ということでやっていかなければいけないだろうとい

うふうに思います。
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その点については、また市長にお伺いしたいんですけれども、ちょっと先ほどの表をもう一度見

ていただきたいんですけれども、こちらには今度は一番下段には患者数の表もつけております。こ

れを見ますと、２６年度の実績ですと、入院患者数が１万８,５８４人、外来患者数が４万１６６

人となっております。これに対して、それの右側ですけれども、これは予算書のほうから引っ張っ

てまいりましたけれども、入院・外来の患者数の当初の予定の数でございます。そうすると、入院

患者数２万３,７２５人、外来患者数４万５,６７６人、端的に言いまして、両方とも５,０００人

ずつ、合わせて１万人の患者数が減少していると考えていいのかなあというふうに感じております。

これは、あくまで予算上のものと決算のもので比較していますので、２５年度実績とはちょっと数

値が違いますので、その辺はご了承ください。これはあくまで予算ですので、目標値であるかもし

れませんけれども、これぐらいの患者を見込んでいると。これは決算上の見込みでもあると同時に、

やはり亀山市の医療センター、公立病院としての責務を果たすためには、これぐらいの患者さんに

来ていただければいいのかなあということではないのかなあと思います。

それで、私の質問の第２項は、医業収益の減少要因についてということで上げているんですけれ

ども、こちらについては、先ほど午前中の尾崎議員の質疑の中でありまして、市長のほうからご答

弁いただきました。尾崎議員の感想は、何か今までいろんな質疑があって、医療センターのことを

聞いてきた中で、同じような答えが多いというふうに答えられていましたけれども、確かにそのと

おりで、ドクター、ナースの数の確保をすることによる患者数を増加させていくという、まず診療

の問題点をクリアしていくということだったと思うんです。医業収益を見てみますと、確かにドク

ターとナースの数がふえて、その中で医業費用の中で給与費が増加しています。だけれども、経費

全体は２５年度よりも減少しています。ということは、やっぱり患者さんが来ていないので経費も

少ないかわりに収益も少なくなっていると思います。

現在、医師と看護師については、まあまあ充足できてきたというご答弁をいただいておりました

ので、その中で、ではなぜ患者数がふえていかないのか。この辺にやっぱりこれからの問題点があ

るのかなあというふうに、先ほどのやりとりを聞いていて感じたところでございます。

また、この医師と患者数が充足してきたら６０床運用を見直すということも、先ほどの中でも病

床の見直しということが、先ほど尾崎議員の質疑の中でありましたね。病床利用の検討ということ

で、地域医療構想の中でそういうことも考えていくんだということがありました。最初に言いまし

たように、２６年度は亀山市地域医療再構築プランが新たにスタートした年であって、ここに幾つ

かの課題が出されております。そしてこの課題をクリアしていくことによって、病院の経営改善を

図っていくというようなご答弁を、市長も先ほどされておりました。この中で、市長が今課題とし

て上がっている中で、今最も重要で病院を再生していく、地域医療を構築していく中で重要ではな

いかと考えておられるところを市長にお伺いして、今後の病院事業のあり方というものを、この決

算から見えるところで少しお伺いしたいのですが、まず、市長が考える病院のあり方、それから現

在の課題の中でどこが大事なのかという点についてお考えをお聞かせください。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）
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今後の病院の展開についての市長の考え方をということであろうと思いますが、まずは現在の医

療センターの経営においては、ご指摘のように医業収益の減少でありますとか、累積の欠損金の増

加など、大変厳しい状況の流れの中にあるということであります。これも少し触れていただきまし

たが、今後におきましても当然医療センターは自治体病院としての役割を果たしていくんだと。ま

さに地域医療の核として亀山医師会でありますとか開業医の先生、あるいは２次医療機関との連携

によりまして、救急医療、それから在宅医療を推進する、これはもちろんでありますが、今の社会、

今後の少子・高齢社会の非常に大きなテーマとなっております医療の分野に福祉、あるいは保健、

こういうものに横串を刺した上で、これを一体的なものと捉える地域包括ケアシステムに寄与する

ような地域医療提供体制を、やっぱり亀山に合った形で構築をさせようと、その経営基盤を確立す

る必要があるというふうに考えておるものでございます。

当面、例えば医療のドクターのマンパワーにつきましても、これは以前にもお話しさせていただ

いておりますが、三重大学から定期的に、大変いい連携ができておると思っておりますが、しかし

透析の専門医が今おっていただけませんので、この透析専門医の常勤医の不在、これが大変大きな

テーマになっております。いずれにいたしましても、大学病院との連携、あるいは医師の確保、看

護師もそうでありますが、マンパワーとしてしっかり対応すると。これは直近の大きなテーマでご

ざいまして、なかなか実現いたしておりませんけれども、引き続いてこれは努力をしていく必要が

あろうと思います。

いずれにいたしましても、今後の病院の経営形態につきましては、地方公営企業法の一部適用か

ら全部適用に転換をさせて、病院現場の実態に応じた機動的な体制を構築したいということで、現

在までその準備を進めてきておるところでございまして、新年度新たな体制構築に向けて、効率的

かつ効果的な運営の中で病院の健全経営を目指していきたいというふうに考えておるものでござい

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

市長の大変大きなお話の中で、やっぱり大事なところは地域医療、自治体病院としての役割をし

っかりと果たしていくということが１つあったと思います。それから、先ほど言われました地方公

営企業法を全部適用することによって、健全な病院経営を目指していくと、その２点が大きな部分

だったのかなあと。

ただ、理想は十分わかるんですけれども、結果として大きな赤字が出ているということですね。

この赤字に対して、ではどのように考えられるのか。２６年度の決算を見ていって、マンパワーと

いうことを言われました。それから三重大病院との連携も進んでいる。地域の中の医療としてよく

なっているんだという部分がありました。ただ、この決算の数字を見ると、２５年度の決算と見て、

非常に２６年度は後退している結果になっているんだと。

この中で私が非常に気になるのは、自治体病院としての市民サービスを重点に置いていくとなれ

ば、今現在３億円近いお金が一般会計から医療センターに補助金というか負担金という名目で入っ

ているわけですけれども、自治体病院としての市民サービスを重視していくのであれば、この３億

円という数字が今後膨れ上がっていく可能性があると。それから、そうじゃないんだと。経営基盤
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の安定化をしていくに当たっては、最初に市長が言われましたように、今後の赤字を今まで一般会

計で５億というお金を入れながら、今までは損益を出さないような決算を出していたのを改善した

のも市長ですから、もとに戻すことは多分ないと思うんですね。ということは、今後どのような形

になっていくのか。具体的に見えてくるようなお話をしていただきたいなあと思うんですけれども、

お願いできますでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

まず、私が就任をさせていただいた平成２１年の時点で、とにかく年間４億円の医業損失が出て

おりました。先ほど申し上げたように、病院への一般会計からいわゆる負担金として、これは法定

の中で入れられる負担金、それ以外に損失を補填する補助金という形で、最終的には長い間、これ

を毎年度の損失をゼロにする、こういう会計処理で医療センターは展開をいたしてまいりました。

そこは改善をする必要があるということで、青天井で４億、５億と上がっていくことは問題が生じ

ようということの中で、年間２億という上限をもって補助金の設定をして、毎年の損失については

これは市民の皆さんにオープンにしていくという中での運用に転換をさせていただいてまいりまし

た。

しかしながら、医療の損失の状況については大変厳しい状況が続いておるところでございますけ

れども、一方で、例えばあの時点で、救急医療の受け入れのドクターが１２名の体制の折には、年

間１，０００名近い救急医療を医療センターは受け入れができておりましたが、平成２０年度の時

点では３００名を切ると、こういう危機的状況の中でさまざまな取り組みを強化してきたところで

あります。

こういう流れの中で、地域医療再構築のプランも自治体病院改革のプランもしっかり展開をして

まいりましたけれども、現時点で残念ながら損失が出ておるということにつきましては、これは受

けとめてまいりたいと思います。しかしながら、今後におきまして、当然医療の質と、先ほど申し

上げた地域包括ケアとか、在宅医療の仕組みをつくっていくとか、こういう自治体病院としての取

り組みと、なおかつ毎年度の医業損失の縮小に向けたバランスをしっかりとれるような体制をつく

っていきたいと考えておるところでありまして、その意味で、新年度の全適への転換というのは、

ある意味より機動性を高める意味で大変重要なものでございますので、議員ご指摘の医業の損失の

部分につきましては、これを縮小させる方向で、なおかつ医療の質を維持していく、充実していく

という両面から取り組んでいく必要があろうかというふうに考えておるものでございます。その点

はぜひ深いご理解をいただきたいと存じます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

まさに市長が就任されてから医療センターの改革というものに着手されて、実際に医療センター

の医師の数がふえ、看護師の数がふえ、そして入院患者数がふえという部分は出ていると思うんで

すよ。その点は確かに評価できると私は思っています。実際に亀山市地域医療再構築プランのデー
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タを見ましても、その辺はしっかりと出ているのは確かであります。ただ、若干問題点も出てきた

のかなあということは否めないのかなあと。

それから、先ほどの中で、全部適用によって機動性を高めるというようなご答弁をいただきまし

たけど、この機動性という部分について、ちょっと私は理解できないんですけれども、医療センタ

ーにおける機動性というものは何を指してみえるのかなあと。予算を決めて執行していくという医

療センターにおいて、途中で何らかを変えることはできないと思うんですけれども、やっぱりそれ

は計画に順次沿ってやっていくのかなあと思っているんですけれども、機動性を高めることで、年

度途中で何かを変えるとか、そういうことではないと思うんですけれども、どういう意味合いの機

動性なのか、ちょっとその辺だけもう一度ご説明をいただきたいと思うんですけど。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

伊藤理事。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

現在、議員がおっしゃられた全部適用による病院事業管理者を配置することによって機動性がい

かに増すのかということでございますが、先ほどの答弁でございました、市長が申された市長に属

する権限のほとんどの部分、議会提案権とか予算調製権、一部を除いてほとんど部分の権限が病院

事業管理者に付与されることになります。それによって、年度途中において機動的に病院が動ける

体制になるということでございます。

例えば、大学との折衝においても病院事業に関する責任のもとに折衝ができるという体制がとれ

るということでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

機動性を高めるということの１点が病院事業管理者に権限を委譲すると、そういう認識でよろし

いですかね。市長でなくてはいけないということではないと私も思いますけれども、今現在の中で

病院事業管理者を置くことが機動性を高める、それから三重大病院との折衝をその方に任せるとい

うような理解で済みますか。それとも、もっと根本的な部分で機動性を高めることで、病院事業の

質、先ほど市長が言われました質、それから経営のバランスというものの両面を進めていくという

上で、どの点が変わるのか。もう少し具体的にご説明いただきたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

伊藤理事。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

先ほど申し上げました大学との折衝も１つでございますが、医師・看護師等を確保するために、

いろんな職員の処遇であったり、あるいは病院の経営体制につきまして、病院事業管理者のもとに

執行することが可能となります。現在であれば、市長の権限の中で健康福祉部初め、いろんな部の

中の一つとして病院が存在いたしますが、来年４月につきましては、権限と責任のもとに執行する

病院事業管理者を配置いたします。それによって、機動性が増すというふうに考えておるところで

ございます。
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もう１点よろしいですか。議員、先ほど来申し上げておられます病床利用についても、病院事業

管理者のもとに、例えば地域包括ケア病床への変更であったり、そういうことが機動的に可能とな

るというふうに考えておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

何となくわかったんですけど、病院事業管理者を置くことによって、先ほど午前中に尾崎議員の

ところで説明してみえましたように、独立した権限委譲をするんだということで、端的に言って市

長に許可をもらわなくても、あるいは庁内での会議とは別にこうするんだというところである程度

その権限の中において組織を自由に動かせる、そういう権限が与えられるので、庁内会議を経ずに

決定権があるという意味で機動的だというふうに理解させていただいてよろしいでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

基本的にはそのようにご理解いただきたいと思いますし、今の地方公営企業法の一部適用と申し

ますのは、財務に関する部分、これだけを適用させておるということでございます。そういう意味

で全部適用ということの中で、財務はもちろんでありますが、先ほど人に関する、組織に関するこ

と、あるいは職員のあるいはドクターの給与とか、そういう人に関する問題でありますとか、さま

ざまな現場により近いところで、それらを病院経営として判断をしたり、意思決定を柔軟にすると

いう考え方で医療センターの機能を上げていこうということでございますので、今議員ご指摘いた

だいたようなご理解をいただけたらよろしいかというふうに思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今後の亀山市の医療センターの全部適用による変化というものについて、理解を深めさせていた

だきました。ただ、私はこの中で非常に感じるところは、今の管理体制では、まず経営体系の見直

しができないのか、あるいは組織の抜本的な改革ができないのか。組織づくりは病院事業管理者が

いなければできないのかということがまず１点です。せっかく再構築プランをつくって、前進させ

てきた市長の力で、なぜ今以上にプランを推し進めることができないのかというのが、今の答弁を

聞いてちょっと普通に感じたところであります。法律の問題もありますので、それはあるのかもし

れません。

ただ、今の段階で医療センターにおいては留保資金が約３億円しか残っていないということが問

題であろうかなと思っております。年間約１億７,０００万、あるいは１億８,０００万近いお金が

赤字として出てくると、留保資金の３億円分は２年と持たずになくなってしまう。そうなったとき

に、今後どうされるのか。その見通しはどうなのか。それから、今のまま累積赤字を続けていった

ときに、本当に病院は市民サービスの質を維持したまま経営改善ができていくのか。それは全て今

言われた病院事業管理者にかかってくるのか。あるいは市長の責任においてされるのか。その市長

のお立場と、今後への考え方をちょっとお伺いしたいと思います。お願いします。
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○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

経営形態の転換におきましても、当然市長としての、例えば予算の調製権でありますとか、この

部分はまた議会の皆様、あるいは行政の長としての責務として、その中で医療の質とかトータルの

判断をしていくことは当然のことであろうかというふうに思っております。

また、今日まで取り組んできた取り組み、この延長線上で改善ができないのかというようなご趣

旨でございましたが、さまざまな取り組みを進めてまいりました。昨年度からは第２次の地域医療

再構築プランを動かしております。また、午前中のご質問にありましたように、国の制度、病床の

配置等の再配分の動きが動き出しております。それから地域包括ケアの本格的な運用が私ども地方

自治体に問われておるところであります。こういうものをひっくるめて、ぜひ私どもは地域医療と

の限られた資源の中で市民の皆様にこの医療センターが自治体病院としての機能を発揮しながら、

より亀山に合った形で病院が健全に経営ができますよう、その取り組みを当然本市としては確実に

前へ進めていきたいというふうに考えておるものでございまして、今後の取り組みにつきましても、

従来から申し上げておりますが、その方向はぜひご理解を頂戴いただきたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

市長の極めて重いご発言だったと思います。やはりこれからも地域医療を前へ進めていただく、

それから国の制度が変わってきたものに合わせて、やっぱり医療センターを機能的なものにしてい

っていただくということは大事であると。まさにそのとおりだと思いますので、このご答弁のとお

りに医療センターの改革、地域医療そのものの構築をしっかりとやっていただきたいということを

ここでは申し述べます。

それでは、次の質問のほうに行かせていただきます。

亀山市の一般会計決算についてということでございますが、こちらも午前中にお２人の議員から

質疑がございまして、多くのところで質問が出されております。

私は、１番目の財政指標についてなんですけれども、こちらのほうも先ほどご答弁がございまし

たので、この中で１点だけ、財政指標の中で今現在０.９７と言われる数値が出てまいります。こ

の数字が１に近いほど財政は健全に近くなっている。そして財政的余裕が出ているというふうに大

体判断されるわけでありますけれども、現在、亀山市は０.９７、９８の間をいっておりますので、

非常にいい数字ではないかと私は思っています。その中で、しかしご答弁の中では厳しい財政状況

であるという言葉がよく出てまいります。なぜこれだけ１に近い数字でも財政状況が悪いという判

断をされるのか、この点についてご答弁をお願いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）
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財政力指数についてお答えをさせていただきます。

１を切って、他市と比べると財政力指数はいいじゃないかと。それやのに何で苦しいんだという

話でございますけれども、財政力指数は、国が一般的に亀山ぐらいの規模の市ですと、どれぐらい

収入があって、どれぐらい支出が見込まれると。それを見たときに自分のところの収入で賄えるか、

賄えやんか、１を超えるということは賄えるというような判断をされます。それの中で基準財政需

要額と、需要額というのは支出として要る額、収入額は、それの差で見るんですけれども、亀山市

の場合は、ここ３年ぐらい１を切ったような状況で、横ばいで推移をしておると。

しかし、亀山市の市税収入を見てみますと、一番ここ最近で合併後よかった年が１４６億円の税

収がございました。それが現在、２６年度決算で１０９億に落ちてきておると。一時期１０３億ま

で下がりましたが、少し回復をしてきたという中で、なぜ苦しいという話でございますが、その財

政１４６億円の市税収入があったときに、支出を随分広げてきたということがございます。市民ニ

ーズに合った事業を随分やってきて、それが現在、亀山市の特徴にもなっておるところでございま

す。

そういう中で、市税収入は落ちてきていますが、事業規模の縮小がなかなかされていないという

こともあって、要するに先ほどありました自主財源がどんどん減ってきて、依存財源になってきて

おると。そういうこともあって、事業と市税収入のバランスが少し苦しいような状況になっておる

というのが、なぜ苦しいのかというと、そういうところから関係しているんだろうというふうに思

っています。

それともう１点は、いろんなことが関係してまいりますけれども、起債の償還額、借金をしたお

金が一番今まで多かった時期を、ピーク時を越えました。平成２６年度からは借金を返していくお

金が少し減ってきて、２３億ぐらいに落ちてきましたけれども、今後、今のままでいくと、少しそ

れを横ばいぐらいでいけるんだろうと。そういうことがあって、経常収支比率が少し改善をした。

経常収支比率が改善したのは、その借金を返すのが減ったおかげで市税収入が減ったけれども、借

金を返す額が減ったので、経常収支比率が好転をしたということであります。しかしよく考えてみ

ますと、２６年度決算を見ると市税収入は約４億円落ち込んで、財政調整基金も５億３,０００万

取り崩さなやっていくことができなかった。これがうちの姿なんだろうというふうに思っています。

そういう意味で２６年度決算を見たときに、２５年度よりは財調の取り崩しをしないとやっていけ

ないような状況であったということは事実でございますので、そういう点からいうと２５年度より

２６年度は少し苦しくなったというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

いろいろ言われましたけれども、要は市税収入が多かったときは１４６億円、それに対して１０

９億円まで下がってきたと。約三十数億円の差が出てきたので、それに対して広げてしまった支出

の分が収縮できていないのが、この数字にはあらわれていない部分だということであります。

では、その次に２つ目が基礎的財政収支についてということですが、こちらも中村議員のほうが

聞かれておりました。その中では、プライマリーバランスというものがどういうものやというと、

先ほども少し答弁の中にありましたけど、財調と起債という部分で、年によって変わる場合がある
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よということを言われておりました。ただ、これも県下ナンバーワンといういい数字なんだよとい

う答弁もございましたんで、ということは、他市に比べればまだまだ亀山市は自由に使えるお金が

あるんじゃないのかというふうに感じました。

先ほども言われましたけれども、支出が多過ぎて今ちょっと財政が苦しいんだ、厳しいんだとい

う言い方をしているというのであれば、このプライマリーバランスは、数字的には県下で一番いい

んだと。ということは、まだまだ自由に使える、政策的予算は使えるということになるのかなあと

いうふうに聞こえたんですけれども、その点について、今回は黒字額が減っていますけれども、実

際にプライマリーバランスを見た限りではまだまだいいようになっているのかなあというふうに考

えるんですけれども、これもまだ悪い、厳しいということなんでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

プライマリーバランスのことについてお答えをさせていただきます。

私、今年度は８７になって、１位になったということを申し上げさせていただきましたけれども、

昨年は８８.５で６位でありました。１位にはなっておりますけれども、微妙なところで他市と似

通ったところで変動がございますので、そういう状況になっておるということもございまして、国

が言うような８５％以下にするのが一番健全性が高いということでございますので。

（発言する者あり）

○財務部長（上田寿男君登壇）

プライマリーバランスでございますが、基礎的財政収支は歳入歳出のバランスを見る指標でござ

いまして、昨年度と比べて平成２６年度は２,０００万円の黒字でございました。そういうことで、

前年度の９億８,０００万から大幅に減少いたしたところでございます。これは、実質単年度収支

などは２６年度の実質収支から前年度の実質収支を控除してしますが、やはりプライマリーバラン

スが悪くなったのは、財政調整基金から５億３,０００万取り崩すことになったことが大きな要因

でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

要は、予算の段階で５億３,０００万円財調から入れなければいけないというところが、プライ

マリーバランスの悪くなっている要因だと。結局、単年度における事業規模、その中で大きな事業

をすればするほどプライマリーバランスが悪くなるという意味では、大きな事業をしなければ当然

よくなるということだと思うんです。２６年度に関していえば、やっぱりその点が出てきているの

かなあと。

先ほど、ちょっとまじってしまいまして申しわけなかったです。経常収支比率とプライマリーバ

ランスをまぜて言ってしまいました。経常収支比率については、１.５ポイント改善されて８７％

になっていて県下ナンバーワンだと。先ほどの答弁で、それがその前の２５年度は６位だったんだ

ということでございますので、ちょっと私の質問の仕方が悪かったので申しわけなかったと思いま

す。
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ただ、県下ナンバーワンで８７と向上しているということでございます。ただ、午前中の答弁で

は、今後悪化が予想されると言われておりました。この悪化が予想されるという、その予想の要因

は何か、お願いします。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

今後、プライマリーバランスが悪化する要因ですが、まず川崎小学校の建設事業とか、大規模事

業が今後出てまいりますので、それに対して補助金が少ないですから、起債を借りないとなかなか

やっていけないと。その返還金もふえてまいりますので、今後はプライマリーバランスが悪化する

要因になるだろうというふうに予測をしています。

（発言する者あり）

○財務部長（上田寿男君登壇）

済みません。

経常収支比率が悪化するというふうに見込んでいるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

よくわかりました。

結局、プライマリーバランスについても、経常収支比率についても、大型事業がキーポイントに

なるんだというふうに理解をさせていただきました。

それでは、次の点ですけれども、２６年度は受益者負担を見直しされました。この受益者負担の

見直しによって、白鳥の湯とか動物の火葬費とか、いろいろなところでされているわけですけれど

も、この改正によって収支への影響はどのように出たのかについて、お願いします。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長、簡潔に。

○財務部長（上田寿男君登壇）

平成２６年度におきましては、１０月から白鳥の湯入浴料及び斎場焼却施設の動物火葬について、

使用料の見直しをさせていただいたところでございます。

見直しによる成果は、６カ月分になりますが、白鳥の湯入浴料は前年比で２２７万４,９００円

の増、斎場焼却施設使用料は６６万１,７５０円の増となり、合わせて２９３万６,６５０円の増収

となったところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

行財政改革の一環として、この受益者負担の見直しが行われたわけですけれども、先ほどの数字

を聞いていますと、両方足しても３００万にいっていないということで、私の質問はこれが収支へ

の影響はという質問なので、数字だけではなくて、どういう影響が出たかというのが聞きたかった

わけですけれども、数字を聞いただけでは、やはり大して影響は出ていないのが現状なのかなあと
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いうふうに感じます。

やっぱり大事なのは、亀山市がどれだけの市民サービスを考えてみえるかということであろうと

思うんですけれども、そういう意味では、次の質問は独自の政策についてということで、先ほどか

ら言っているように、プライマリーバランスや経常収支の比率を見ていく中で、大型事業をしなけ

れば財政自体はそんなに悪くないよということで、また８７％ということは、まだまだ政策予算と

して使える部分もあるということだと私は思うんです。その中で、市長がよく言われる亀山モデル、

亀山発信ということで、いろんな政策をされています。そんなところでは、今のままでは独自性が

発揮されなくなってくる。悪化していく、財政状況が厳しいというお話の中では、当然どんどんで

きなくなっていくよと。それから最初に言われましたように、事業規模を縮小していかなければい

けないんだと。１４６億円の市税収入があったときとは違ってくるんだということであれば、どん

どん住民サービスは縮小されていくのか。その点については、どのようにお考えなのかをお聞きし

たいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

先ほど、財政状況が悪化していく中で、事業が縮小していくというご懸念でございます。

しかしながら、現在、第１次総合計画の平成２６年度におきましては第１次実施計画の最終年度

でございますし、平成２７年、２８年につきましては、第２次実施計画を策定し、推進していくこ

ととしておりまして、総合計画に位置づけられた事業をしっかりと進めてまいるということでござ

います。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今の答弁を聞いていますと、総合計画に書いてある事業をしていくんだということでございます

けれども、計画をしていくのは当然大事で、計画を遂行していくために行政の予算は運営されてい

るんだと、執行されているんだというのはわかります。ただ、先ほどの医療センターの中でも、機

動性を発揮して云々という答弁がありましたけれども、やっぱり市の政策そのものに機動性がなけ

ればいけないのではないかなあと。これだけ国が変化して、世の中が変化していく中で、市長の答

弁には時々出てくるのが、国、あるいは周りの他市、地方自治体、県などの動向を見きわめて適時

適切な判断をしていくというようなご答弁を時々されますけれども、そういう意味では、やっぱり

櫻井市長がやりたい政策、亀山モデル、亀山しかできない独自性のある政策というものに予算をあ

る程度つぎ込んでいくことが櫻井市政の大事なところかなあと私は感じています。そういう意味で

は、市長もいろいろされてみえましたんで、今後それができなくなっていくというのは、ちょっと

不安に感じるんですけれども、市長はその点、今後はもう計画どおりやっていくだけで、私のオリ

ジナリティーは発揮できないよと考えてみえるのか。あるいは、いやいやまだまだ私はこういうこ

ともやっていきたいんだという、何か夢といいますか、市の経済状況を好転させたら、こういう事

業でもって亀山オリジナル、櫻井市政のこういうところがいいところだというようなことを考えて
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みえるのかという点について、いかがでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

いずれにいたしましても、環境変化にしっかりと本市が適応して持続的にこれが成長できるよう

な、そういう行財政の運営をしていかなくてはならない。あるいは政策判断をしていかなくてはな

らないということに尽きようかというふうに思います。そういう意味でしっかりとそこは、この決

算を踏まえて私どもはやるべきことをやっていく必要はあろうと思います。

ただ、今おっしゃられた亀山モデル、亀山の特徴に応じた亀山独自の施策、これは今日までも極

めて意識をしながら展開をしてきたつもりでございますし、今後におきましても当然、これは二元

代表制でございますので、これは私のマニフェストだけではいかない、そこの部分は当然議決をい

ただいて、この議論の結果として市政が回っておりますので、そういうことを重視しながら、でも

なおかつ亀山独自の政策や財政が許す限り、こういうものを本当に考えながら未来をつくっていく

必要があろうと思っております。天からお金が降ってくるわけではございませんので、こういうも

のをしっかり見きわめて、最善の政策判断や行財政運営をしていく必要が今後もあるというふうに

感じております。

○副議長（鈴木達夫君）

西川議員、最後まとめてください。

○２番（西川憲行君登壇）

櫻井市長が言われたように、やっぱりやっていかなければいけないということをおっしゃられま

した。でも、尾崎議員の質疑のときに、一番最初に市長が言われた言葉は一定の健全化を確保でき

た、そういうふうに答弁されました。で、行政サービスの安定的な提供をこれからしていくんだと

いうことを言われました。一定の健全化を確保できたんであれば、やっぱりもう一歩前へ進んで、

積極的な住民サービス、市政の運営というものにこれから邁進していっていただきたい、そのよう

にお願いをいたしまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。

○副議長（鈴木達夫君）

２番 西川憲行議員の質疑は終わりました。

質疑の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 １時５６分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ２時０６分 再開）

○副議長（鈴木達夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、４番 新 秀隆議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

４番、公明党、新でございます。

それでは、議案質疑に入らせていただきます。
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まず一番初めに、今回は議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正についてでございます。

まず個人情報でございますが、個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法、正確に

は個人情報の保護に関する法律、そしてまた行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、ま

た独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、各地方公共団体において制定される個

人情報保護条例、このような形で完全実施にいろいろ構成されておるわけでございますが、２００

５年４月１日に施行されたわけでございますが、２０１５年、ことしで１０年になってくるわけで

ございますが、これでさまざまな課題があると指摘されたのも、この法律にて、また３月１０日、

第１８９回通常国会においての改正案も出てきまして、衆議院のほうでも２０１５年５月２１日に

可決されましたが、この５月２１日を過ぎて、５月末に日本年金機構の多大なデータの流出という

ことで、今回新たに亀山市といたしましても、個人情報保護条例の一部改正ということで上程され

てまいりました。

まず初めに、改正による大きな変化点でございますが、こちらについてお伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

４番 新 秀隆議員の質疑に対する答弁を求めます。

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回の条例改正につきましては、国のマイナンバー制度導入に伴うものでございます。

本マイナンバー制度は、社会保障、税及び災害対策分野における行政運営の効率化を図り、国民

にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものでござい

ます。これを担保するため、議員からもございましたが、個人情報保護法や、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称番号法と言いますが、この法律が平成

２７年１０月５日から施行されるところでございます。この番号法の施行に伴い、所要の改正を行

うものでございます。

主な改正内容といたしましては、特定個人情報、個人番号をその内容に含む個人情報でございま

すが、この適正な取り扱いを確保するため、特定個人情報の目的外利用及び提供の制限に係る規定

を設けます。また、市が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を

実施するために必要な規定を設けるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

さまざまな定義がなされてまいりますが、その中でちょっと１点確認なんですけど、お伺いいた

しますが、第１章の総則、第２条の第１号のところにございますけど、図画、そして写真、フィル

ム、磁気テープ及び云々とずうっとありまして、これがどういうふうな形で、媒体的なものがどこ

の部分で変更されてきたのかということについてご説明いただきたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

ただいま議員からは、改正前の第２条第１号におきまして、図画、写真、フィルムその他これに
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類するものがどこに規定されるかというご質問でございます。

改正後の条例におきましては、個人情報の用語の意義は、改正前の条例より詳細に規定しており

まして、第２条第１号の個人情報と同条第５号の保有個人情報、この２つにおいて規定していると

ころでございます。図画、写真、フィルム等の規定につきましては、第２条の中の第５号におきま

して、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が

組織的に利用するものとして保有しているもので、公文書に記録されているものと規定していると

ころでございます。この公文書の中に、先ほどご指摘がありました図画、写真、フィルム等が含ま

れているものと解釈しているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

その点につきましては、図画、写真、フィルム、磁気テープ、いろんな電子媒体があると思うん

ですけれども、その辺は第２条第５号の中で公文書という中で入るということで理解させていただ

きました。

またその中で、多々情報ファイルとか文書がよく出てくるんですけど、個人情報ファイルとか、

特定個人情報ファイルとか、さまざまな区分の表現があるんですけど、こちらについては先ほど説

明いただいた中でもありましたんですけど、特定個人ファイルの、番号法の第２条第９項にも見て

みると出ているんですけど、これは特定個人情報ファイルに準じたものと理解させてもらったらよ

ろしいんでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

議員ご所見のとおり、個人情報ファイルは個人情報を含む集合物のことでございまして、特定個

人情報ファイルは、今ございました番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルのことで、

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

大体説明していただいてまいりましたんですけど、その中で、どうしてもここはやっぱりやって

おかなくちゃいけない、守らなくてはいけないという中で、改正の必要性について、この点につい

てお伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回の個人情報保護条例の一部改正につきましては、番号法の規定に基づき、特定個人情報の適

正な取り扱いを確保するため必要な措置を講じるものでございます。個人番号につきましては、重

複することなく全ての人に付与される１２桁の番号でございますので、特定の個人を識別すること

が容易になります。そのため、個人番号が番号法に基づき適切に取り扱われれば市民の利便性の向
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上につながりますが、一方で、個人番号を適切に取り扱わなければ個人情報の流出などの懸念がさ

れます。このことから、個人情報保護条例につきましては、番号法の趣旨に沿った従来の個人情報

よりも、より厳格な取り扱いを行う規定を設けるために改正を行うものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

ありがとうございました。

後ほど出てくる、私は今回の質疑の中で、また後ほど個人番号カードの件についてもちょっと触

れていくわけですけど、その部分においても山本部長のほうからちょっとご説明いただきましたけ

ど、やはりそういう中で、全て個人情報的なものというのが、昨今、扱いについては非常に慎重に

なってきております。本年の日本年金機構の個人情報の流出ということに始まって、非常に件数と

いたしましても１２５万件とか、そういうふうなこともうたわれておりまして、昨今インターネッ

トの検索とかでもよく表示されているんですけど、ほとんど毎日というほど、どこかの会社とか、

どこかの団体とか、何かのものが非常に漏れてきているというのがネット上で上げられております。

やはり今回も、個人情報保護条例の一部改正についてセキュリティー的なもの、大半は今回のこ

れで言うのは媒体というか帳票が多いと思うんですけど、最終的には電子データにまとめられてい

くわけでございますんですけど、その点につきましても、日本年金機構でも厚労省とか、そういう

ところでも今までの事態の収拾をもって、いろいろネットワークの不備とか、そういうものを調査

した結果もまた出てきております。そういう中におきまして、日本年金機構を例にとっては何です

けど、情報のシステムの設計とか運用につきましては、機構においての、機構ＬＡＮシステムの個

人情報に関する処理を行わないことをシステム構成の前提とした。しかしながら、業務上の必要を

理由に、個人情報が機関ＬＡＮ上の共有のフォルダに保管されてしまうようになるという文言が一

つ出ておるわけなんですけど、やはり仕事を進めていく流れの中で、１つのサーバー、また１つの

サーバー、これが５あると、引き出すのに非常にあっちのシステム、こっちのシステムと。人間的

に考えると、やっぱり効率化を図れて仕事もはかどりやすくするためには、一つのラインに載せる

と一遍に見られるで便利やないかと。そういう基本的なところをやっぱり崩してしまったというこ

とが、今回のそういう運用でもありますし、セキュリティーにおきましても、それぞれの個々のス

キルも大切なことですけど、業者とか協力会社に委託したりとか、そういう面につきましても、非

常に近ごろでは厳しいセキュリティーの契約を交わして機密保持に努力されていると思います。

今回の亀山市の個人情報保護条例の中でのセキュリティーについての考え、また施策等ございま

したら、お伺いいたしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

特定個人情報の取り扱いにつきましては、原則的に番号法の規定に基づき適正に取り扱うことと

なっております。マイナンバー制度全体に係る全国システムのセキュリティーにつきましては、個

人情報の一元管理は行わず、行政機関ごとに分散して管理を行い、情報のやりとりを行う際は、マ

イナンバーを直接利用せず暗号化した連携符号を利用するとともに、通信につきましては全て暗号
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化されることとなっております。

しかしながら、議員ご指摘の日本年金機構につきましては、こうした情報の中でインターネット

に接続をしております端末で通常の作業を行ったということが、一つ漏えいの大きな要因となって

おりまして、これにつきましては、亀山市も含めて全国的にもこういった事例はございます。これ

につきましては、総務省のほうから、この日本年金機構の問題を受けて、すぐこういった対応をや

めるようにという通知が入ってまいりまして、そのような形ですぐに対応したところでございます。

また万が一、情報漏えいの可能性が疑われる不審な通信が確認された場合につきましては、三重

県、総務省を通じ、内閣サイバーセキュリティーセンター及び地方公共団体システム機構へ迅速に

報告するとともに、本市の保有する各システムのインターネットへの接続を一旦遮断し、原因及び

被害状況の調査に当たり、安全が確認された上でインターネットの遮断を解除することとしており

ます。

いずれにいたしましても、新制度の運用に当たりましては、こうしたシステム面での対策はもち

ろんのこと、留意すべきことを職員に周知徹底することを含め、情報漏えいの防止に全力で当たっ

てまいりたいと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

とにかくウイルスとか、そういうものは人間の風邪と一緒で、幾ら潰しても新しいワクチンが出

ても、また新しいのが出てくるという今の時代でございます。かなりイタチごっこという言葉がい

いのか悪いのかわかりませんが、そういう面につきましても、最低限の基本を忠実に遂行できるよ

うな形で職員の教育にも徹していただきたいなあと思っております。

それでは、次のところに移らせていただきます。

議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正についてでございますが、今回手数料、ナンバー制度

が出てくることにつきましての、通知カードの再発行の手数料５００円と、そして個人番号カード

の再交付の手数料は８００円というような形で出てきておりますが、こちらの金額につきましてで

ございますが、各事業についての、今回の価格の設定の根拠について説明いただきたいと同時に、

もうちょっと時間的に押してきておりますので、もう１つ、他市や全国の価格の状況について、亀

山市との比較、この金額の根拠、そして他市との状況比較、この２点についてお伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

石井市民文化部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

料金設定でございますが、本年１０月からマイナンバー制度が導入されます。この制度の導入に

伴いまして、個人番号をお知らせするための通知カードを順次通知いたします。また、翌年１月か

らは、希望者の申請によりまして、個人番号や本人写真などが記載された身分証明書として利用で

きる個人番号カードの交付が始まります。今後個人番号は、雇用保険、医療保険の手続、生活保護、

児童手当その他の福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書等に個人番号を記載するよう

になりますので、通知カード及び個人番号カードを紛失しないように大切に保管していただきたい
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と考えております。

ご質問の通知カード及び個人カードの初回の交付につきましては無料となりますが、紛失したり

損傷した場合の再交付手数料は有料となることから、今回、再交付手数料について規定するもので

ございます。

料金の設定といたしましては、平成２７年４月１７日付総務省からの事務連絡、通知カード及び

個人カードの交付手数料の取り扱いについてにおいて、通知カード及び個人番号カードの再交付手

数料相当経費については、それぞれの原資、ＩＣカードの購入原価等を考慮されまして、通知カー

ドは５００円、個人番号カードは８００円と示されたところでございます。本市は、これに基づき

料金設定を行ったところでございます。全国的な状況については状況把握はしてございませんが、

県内２９市町の状況につきましては、総務省が示されている同額の手数料を設定する予定であると

確認しております。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

金額の設定につきましては、先ほども部長からもございましたが、総務省から４月に出た、それ

に準じていると。全国的に同じだとは思うんですけど、ただこの普通一般で考えると、俗に言う、

どこかのビデオ屋さんのカード発行とか、何かのカード発行というと、確かに労力はかかるという

ものの、媒体、紙とか印字自体についてはそんなにかかるんだろうか、１００円ぐらいでもいいん

じゃないかと。ただというのも、その個人管理もかなり甘くしてしまうというのもあると思うんで

すけど、その金額の設定、国が出されたもんだからしようがないやというのもあるとは思うんです

けど、作成する労力については、次の予算のところでもちょっと出るとは思うんですけど、労力的

には、賃金は対価は既に払われておるわけですから、サービスの一環として、ただ現物自体はどう

しても費用がかかるもんだと思うんですけど、その金額について、どうしても反対というわけじゃ

ないんですけど、この金額の見直しの考え的なものは、この先も含めてございますんでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

石井部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

再交付手数料の見直しということでございますが、今後の見直しにつきましては、現在のところ

未定でございますが、先ほども申しましたように、国からの情報等に十分注意してまいりたいと考

えております。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

なかなか譲れないというのは、とりあえず理解させていただきます。

それでは、先ほどからちょっと引き続くような形にはなるんですけど、議案第６１号平成２７年

度亀山市一般会計補正予算（第２号）についてでございますが、今回、その中でもございますんで

すけど、個人番号カードの交付についてでお伺いいたしたいんですけど、先ほど部長から少し話も

あったんですが、マイナンバー制度、まさにこの１０月に発行されて、１月から運用的なカードが
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配られていくという形にはなっておるんですけど、その中でマイナンバー、赤ちゃんからお年寄り、

全ての方にという形になって、そういう中で非常に管理がどうなっていくんだろうとちょっと心配

されるところもあるんですけど、こういうことによって、マイナンバーが必要な場合ということで、

社会保障関連の手続、税務関係の手続、災害対策に関する手続等ございますんですけど、そういう

中で、今回の行程といたしまして、住所を確認するとか、簡易書留で届きますとか、個人番号カー

ドの申請をすると。そしていよいよ手元にいただけるという行程があると思うんですけど、この中

におきまして、補正予算の中で出てきております１,８９０万円、国庫補助金のほうで、国から、

県から支出で１,８８３万９,０００円と、ほぼ１００％に近いほど国のほうから支出されてくるわ

けなんですけど、この中におきまして項目がいろいろあるわけですね。臨時の雇用とか、それから

また普通旅費、通信運搬費等、そして最後に大半の１,７００万ほどの金額が入ります通知カード、

個人番号カード関連事業の委託交付金、この辺につきまして、この流れが一体どういうものを指し

ているのか、ちょっと詳細をお伺いしたいんですけど、よろしくお願いします。

○副議長（鈴木達夫君）

石井部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

今回の補正予算でございますが、マイナンバー制度開始に伴う個人宛ての通知カード及び個人番

号カード関連事務の委任に係る経費及び事業を実施するための経費を計上したところでございます。

まず、個人番号カード関連事務の委任に係る経費１,７２７万８,０００円でございますが、地方

公共団体情報システム機構に事務委任をして行う事業に係る経費でございまして、通知カード等の

作成・発送事業、個人番号カードの申し込み処理事業及び製造・発行事業、その他市民からの電話

対応の事業等を計上するものでございます。

次に、個人番号カード交付事務費に関する経費１６２万２,０００円につきましては、非常勤職

員の賃金と郵送費、旅費を計上したところでございます。非常勤職員の賃金につきましては、住

所・氏名変更による通知カードの記載業務や窓口・電話対応、個人番号カード交付に係る業務が煩

雑することから、窓口サービスが滞ることのないよう配置するものでございます。

旅費につきましては、本年１０月初旬に個人番号送付先情報を格納いたしました媒体を地方公共

団体情報システム機構に持ち込む経費として２名分を、個人番号カード郵送費につきましては、本

人確認をするために、市役所窓口に来庁いただく際に、交付準備ができた旨を通知するはがきや個

人番号カードを個人宛てに送付するための経費として計上するものでございます。

また、これらの財源につきましては、個人番号カード交付事業費補助金、事務費補助金として、

本年８月１１日に交付決定されたところでございます。今後、個人番号カードの交付事業におきま

して、通知カード及び個人番号カードを着実に交付できるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

今の詳細な説明ありがとうございます。

臨時の賃金とか、こうやってみますと、はがきとか案内とかありますけど、大半は委任のお金だ
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と。だから、先ほどちょっと戻りますが、カードの再発行とか番号の発行も、やっぱり亀山市内で

簡単に小回りしてつくれるものではなく、委託になってくるから、やっぱりその辺が高くなってく

るのかなというふうな思いを走らせております。わかりました。

ここでは最後になりますけど、これらを市民への周知徹底についてお伺いしたいんですけど、内

閣府が９月３日に発表いたしました調査の内容でございますが、「知らなかった」とか「内容は知

らないが言葉は聞いたことがある」、要は実体的に余りようわからんよというように答えた方が、

全体的な調査をした中では５６.８％にも上っておると。こういう中で、亀山市として独自の周知

徹底をどのように進めていくのか、もう一度お伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

石井部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

市民への周知ということでございますが、まず９月１日号の広報に掲載をいたしております。そ

れと、１２月１日号にも掲載をする予定で進めております。また、ホームページ、本年６月２９日

に掲載をいたしております。それと、９月１８日から９月２３日のケーブルテレビの「マイタウン

かめやま」にて放映する予定をしてございます。それと、ポスターの掲示やチラシの配布、９月１

日号の全自治会への回覧にて周知をいたしたところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

さまざまな形で大分目に触れるようにはなってきておるんですけど、まだまだ書面で理解できな

いという場合もあると思うんですけど、窓口のほうもしっかりできるということでございますので、

そちらのほうにつきましては今後努力いただきたいなあと思います。

最後でございますんですけど、報告第３０号から３３号専決処分の内容についてでございますが、

ちょっとお時間が押してきておりますので、幾分かまとめさせていただきたいと思いますので、今

回、市営住宅の退去につくものでございますが、個別なことはちょっとここでは差し控えさせてい

ただきますが、気になるところは、やはり昨年９月に千葉のほうで、これは県営住宅ではございま

したんですけど、ある母親と娘さんの家族が、非常に家庭の厳しい貧困な状態の中で、お母さんが

娘さんをあやめてしまわなくてはならないという状況まで追い込まれてしまったというところの記

事を見て、非常に感慨深いものがありました。

今回の次のところにつきましては、専決のここに至った背景と、それぞれのいろんな部署もかか

わってきておると思います。現在につきましては、亀山市におきましても、生活的な困窮につきま

してのさまざまな手当も出てきております。こういうものの背景と他の部署との連携について、お

伺いいたしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

今回の専決処分につきましては、長期にわたり家賃を滞納している入居者に対し、市営住宅の明
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け渡し請求訴訟を提起するに当たり、ご報告するものでございます。

これらの滞納者に対する家賃の請求方法と経緯でございますが、市営住宅の滞納整理フローチャ

ートに基づき、毎月発送する督促状に加え、催告書の発送及び戸別訪問による徴収、納付指導を約

２年間継続して行ってまいりました。しかしながら、家賃の支払いに対する誠意が見られず、連帯

保証人を通じての納付指導を試みましたが、効果がなく、その後も滞納家賃がふえ続けているとい

うことから、建物明け渡し請求訴訟の提起にまで至ったものでございます。

また、他室との連携でございますが、入居者の生活状況の全てを把握することはなかなか難しい

ところはございますが、今後につきましても、福祉部門との生活保護や生活困窮者自立支援事業等

により連携を図ってまいりたいというふうには考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

先ほどの背景というのは聞かせていただきましたが、決して亀山市において、千葉の事例のよう

なことは絶対ないように、いいかげんなといいますか、軽はずみな対応というか、そのことによっ

て多大なことにつなげてしまうようなことのないように、そこをいかにするかというのは、退去さ

れると、次からもう住むところがないわけですから、その辺もしっかりと見られるように、最後で

ございますので、今回のことを機に今後の対応とか、また新しい再発防止、その辺の考えについて

最後お伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

今後の再発防止策でございますが、お住まいの方、それぞれの入居者の生活状況を把握すること

は非常に難しいというふうには考えております。ですから、滞納が発生した早期にその方とお会い

するといったことが一番重要かなあというふうに考えておりますので、早期に対応できる範囲でや

るといったところで考えております。

○４番（新 秀隆君登壇）

ありがとうございました。

○副議長（鈴木達夫君）

４番 新 秀隆議員の質疑は終わりました。

次に、７番 豊田恵理議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

創政クラブの豊田です。

通告に従い、質疑をさせていただきます。

まず大きく議案３つ上げさせていただきましたが、議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補

正予算（第２号）のうち、第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目道路維持修繕費５００万円の

増額、これどういった内容の補正かということについて、まずお聞きをしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

７番 豊田恵理議員の質疑に対する答弁を求めます。
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高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

ご質問の第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目の道路維持修繕費５００万円の増額につきま

しては、今議会で専決処分でご報告させていただいております市道川崎白木線におきましての車両

物損事故が起きましたので、道路パトロールで舗装の陥没箇所の補修は、その都度行ってはおりま

すが、陥没の発生箇所数が急激にふえていくため、道路パトロールは職員だけで行っていくには負

担が大きく、特に雨天時には舗装面の陥没が発生する頻度が多くありますことから、休日や勤務時

間外などを含めた道路パトロールの強化を図るために、道路修繕単価契約業者に道路パトロールを

依頼する費用及び陥没発生時の部分的な緊急修繕として、その都度、常温合材での穴埋めを行うた

めの工事費を道路維持修繕費として計上したものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

この修繕費５００万円の増額については、陥没が急激にふえて、パトロールの強化に対して出し

た補正ということでございました。

続きまして、第４目、同じところですけれども、道路舗装費の２,５００万円の増額について、

こちらも理由と内容の説明を求めます。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

第４目の道路舗装費２,５００万の増額につきましては、先ほど申し上げました道路パトロール

で発見しました陥没部を中心に損傷が見受けられます区間や舗装の損傷が激しい区間など、陥没を

抑制するために表層の打ちかえやオーバーレイによる工事費を補正要求させていただいたものでご

ざいます。

この要因といたしましては、川崎白木線は、当初農免道路として片側車線の１日当たり大型交通

量２５０台未満で企画された舗装構成でありましたが、現在は、東名阪自動車道の慢性的な渋滞を

回避した車両など、片側車線の１日当たり大型交通量が４００台を超えた、このような状況の中で、

舗装の損傷が厳しくなってきたと感じております。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

続きまして、補正理由についてお聞きいたしましたので、しかし、市道川崎白木線の一部につい

て、残りの今舗装されております、実際私も２日前に通ってまいりましたけれども、残りの部分全

て舗装をし直すには、どのぐらいの延長、そしてどのぐらいの予算が必要となるのでしょうか。こ

としの４月から６月までに、乗用車が道路の陥没によりパンクする事故が６件起きているというふ

うに報告を受けております。いずれも雨天時です。これ、いずれも同じような箇所で相次いでおり

ますが、被害を受けた相手との示談交渉も市の職員さんが対応していると聞いております。短期間

でこれほどの被害が出ていること、また今後も再発が容易に予想されることを鑑みても、早急に全
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線を直す必要があると思いますが、なぜしないのか、お答えください。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

舗装の状態を適宜判断していきますと、未整備延長約４.２キロのうち、今後二、三年のうち優

先的に整備を必要とする延長が約３.３キロ程度と考えております。今後は、その区間を社会資本

整備交付金事業を活用して整備をしてまいりたいというふうに考えておりますが、事業費といたし

まして、３.３キロを整備するには約３億程度必要であるものというふうに考えています。

それと事故等の示談交渉、これ市職員が行っておるんですけれども、道路事故の示談交渉は、保

険会社が提示してくれます事故の過失割合をもとに市職員で行っております。市職員が示談交渉を

行っておりますのは、委託しております保険会社は、弁護士法により被害者との直接交渉を行うこ

とができないからでございます。交渉を行っていく中で、市職員には賠償の専門の知識がございま

せんので、その都度疑問が生じてくれば保険会社に相談をかけ、また状況によっては、交渉の場に

保険会社の同席を依頼して交渉を行っております。

しかしながら、今後は示談交渉が難航した場合など、損害賠償問題に精通した弁護士の派遣が必

要だと判断されるときには、保険会社に相談して弁護士の派遣要請をすることと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

ぜひ保険会社、そして弁護士さん、相談は必要だと思います。

資料でもいただいておりますけど、本当に今工事というか、何度何度舗装しても、どうしてもも

ともとが農免道路であり、薄い状態であり、今のところ死亡事故とか、とても重大な大きな事故と

いうわけではございませんけれども、パンクで終わっていますけれども、いつこういうものが大き

な事故になるかわかりませんし、それを市職員の方で示談交渉するというのは大変なことだと思っ

ておりますので、ぜひその辺は今のうちにしっかりしていただきたいと思います。

そして次の質問に移りたいといいますか、そのまま質問が続くのですが、この道路、もともと県

が施行した道路であり、市に移管されたものでございます。これほど頻繁に道路に陥没ができるの

は、先ほども少しお話がございましたけれども、アスファルトがまず薄いこと、農免道路としてま

ずつくられたということ。そして２番目に東名阪の渋滞を避けて、この道路に迂回してくる車が多

くなっていること。また、新名神の工事車両が頻繁に往来することも原因であると聞いております。

このような理由からもわかるように、亀山市の負担としては重過ぎるのではないでしょうか。先ほ

ども３億円も必要になるというお話がございましたけれども、国の責任で何とかできないものか。

また、あるいは県に返すことはできないのか、そういったお考えがあるのかどうか、そういう相談

をしたかどうか、そういったことについてお聞きしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

ことし、中日本高速道路株式会社には、弥牟居神社から川崎方面に向かって片側車線の約１キロ
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の舗装を行っていただきました。また国に対しましては、川崎白木線の現状を説明し、社会資本総

合交付金事業の予算配分の配慮をお願いしてまいりたいというふうにも考えております。

また、県のほうへ移管できないかというお話でございますが、ちょうど去る先週の金曜日、９月

４日に県内２９市町の連絡協議会が開催をされました。その中で、県内で整備されました農免道路

の状況や、県に移管をする条件についても提案をさせていただきましたが、今後県への移管につい

て、どのような条件が整えば移管できるかということも含めまして協議してまいりたいというふう

には考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

ぜひ早急に対応をしていただきたいと思います。

続きまして、次の平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定についてに移りたいと思いま

す。

午前中から、この決算の認定につきましては何名かの議員の方々が質問をされておりますので、

重なる部分が多いので、その部分については逐次削除していきたいと思います。

問い１としまして、平成２６年度の決算の評価につきましては、今、午前中からずうっとお話が

ございましたので、省かせていただきます。

そして、次のプライマリーバランスについて、これも上田部長の答弁により、今後の考え方、方

向性もわかりましたので、こちらも削除させていただきます。

その次の基金につきまして、こちらは本日午前中に尾崎議員の質疑の中で、市長答弁で今後の財

政運営においては基金の取り崩しをしながらという言葉がございました。そのうちの基金について、

個別に数点お尋ねしたいと思います。

私のほうでお尋ねいたしますのは、市民まちづくり基金、そして関宿にぎわいづくり基金につい

て、これ取り崩しがされておりますが、特に関宿にぎわいづくり基金におきましては、その活用に

も内部からも外部からもさまざまな指摘がなされております。また、１２月議会では、新市まちづ

くり計画の中で、残りわずかな合併特例債も使うというお話も出てございました。しかしながら、

この合併特例債につきましては、駅前開発にもこの合併特例債を使うというお話も出ております。

こういった中で、今後、山車会館をつくるというお話もございますが、一体この関宿にぎわいづく

り基金等、この基金はどうなっていくのか、この基金をどのように運用していくお考えがあるのか

についてお聞きしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

関宿にぎわいづくり基金は、基金活用の方向性を示した基金活用指針では、関宿にぎわいづくり

基本方針に沿った事業を行う団体を支援するための財源として活用するとしておりまして、平成２

６年度は、関宿周辺地域にぎわいづくり推進事業への充当や、関宿重伝建選定３０周年記念事業と

しての東海道関宿街道まつり実行委員会への補助などの財源として２０２万円を繰り入れており、
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２６年度末残高は３億６,８６０万円となったところでございます。

また、今後の活用につきましては、当基金は合併特例債を活用して進めていたものでございます

ので、取り崩しが可能とされる償還済み元金相当額については、関宿での既存事業や新たな事業へ

の活用を検討することといたしているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

ただいまの合併特例債の活用と関の山車会館の事業についてもお触れいただきましたもので、少

しこれについてご答弁をさせていただきます。

まず関の山車会館につきましては、現在まだ事業化をさせていただいておりません。ただ財源に

つきましては、議員おっしゃられますように、関のにぎわいづくりということを考えましたときに、

基金の活用も十分考えられるということでございまして、これにつきましては、事業を計画する段

階において有利な財源を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

続きまして、先ほど取り崩しのお話でしたけれども、次は庁舎の建設基金について、こちらは積

み立てのほうですけれども、現在、平成２６年度の決算で出されました資料では９億５,０００万

円の積み立てとなっております。市では、最終的に１５億まで積み立てるということで聞いており

ますけれども、このままこれからも積み立てていくと、もう１０億になっていきますけれども、そ

ろそろ事業計画策定というのを考えていくお考えがあるのかどうかについてお聞きしたいと思いま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

庁舎建設基金は、目標額を１５億円と定めて取り組んでいるところでございます。庁舎の建設時

期、事業費は現時点では未定ではございますが、いずれ必要となる建設資金の確保の意味から、将

来に備えるため、また補助金もないことから、自主財源を積み上げておくことで建設時の起債額を

抑制し、後年度負担を軽減するという観点から積み上げていこうという方針でございます。

なお、庁舎も公共施設の一つでありますことから、今年度策定いたします固定資産台帳を基礎資

料として、将来にわたる公共施設の適正配置を検討する中で調査・研究してまいりたいと考えてお

るところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

限りある基金の有効活用ということで、生かしていく運用をしっかり考えていただきたいと思い

ます。

続きまして、４番に、税収と滞納額についてという質問をさせていただいております。
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決算報告によりますと、亀山市の税収は減少傾向にございます。そしてまた、全国的にも滞納は

増加傾向にありますが、亀山市ではどうなのか。資料を見せていただきますと、滞納はきっちり頑

張っていただいて減っているとありますけれども、収入未済額は平成２５年度と比べてふえており

ますが、これはどういうことなのかについてお聞きしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

一般会計の歳入全体の収入未済額は、平成２６年度が１０億５,８５５万２,６２１円で、前年度

１０億２,２２２万４８０円に比べまして３,６３３万２,１４１円増加いたしたところでございま

す。平成２６年度の収入未済額のうち約８０％は市税でございますが、前年度よりも市税の収入未

済額は減少いたしておるところでございます。市税以外のものといたしましては、保育所保護者負

担金、市営住宅使用料、繰越事業の財源である国・県支出金などがあり、それぞれに増減がありま

すが、平成２６年度は、特殊で金額が大きいものといたしまして、林業総合センター火災による賠

償金７,０５５万４,４４３円があったことから、収入未済額は前年度よりも増加いたしたところで

ございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

平成２６年度については、特例的といいますか、林業総合センター火災の分が多かったというこ

とでお聞きをさせていただきました。税収の件につきましては、ちょっと次の問い５番のことにつ

いても一緒にお聞きしたいと思います。

今後の財政運営についてとして質問をさせていただいております。

けさから、今回の平成２６年度の決算についてさまざまな質問、そして評価について当局側のほ

うからご意見、そしてご答弁いただいております。削減については本当に大変頑張っていらっしゃ

るなあというふうに私思っておりますけれども、しかし、いつも私も申し上げておりますけれども、

歳入、収入のほうです。こちら、生み出す努力や工夫、これがとても大事になってくると思うので

すが、削減には限界がございます。その中で、収入をどうやってふやしていくか。亀山市の今ある

資源を生かし、そして収入を生み出す工夫というのがとても大切になってくると思います。

中村議員の質疑の答弁の中で、今回平成２６年度１０９億３,０００万円の市税ということで、

平成２５年と比べて４億の減額だということでお聞きしております。その中でも３,８００万円が

新築などの増加、そして固定資産税、特に償却資産が４億４,０００万円減少しているということ

で、市税が減少だと聞いております。その中で、市長の答弁の中で決算の評価について増収をどう

お考えなのかということで、企業誘致で頑張っていきたいという答弁が本日ございました。１社が

操業開始、そして３社の協定を締結したというふうなお話を聞きましたけれども、前回の一般質問

の中でも少しお話をさせていただきました。コンパクトシティー・アンド・ネットワークの立地適

性化計画の話でもお話をさせていただきましたが、この企業誘致で頑張っていく。確かに企業誘致

はとても大事だと思いますけれども、そのコンパクトシティーというお考え、こちらはきちんと対

応されているのかどうか、そこについてお答えをください。
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○副議長（鈴木達夫君）

答弁をお願いします。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

豊田議員のご質問にお答えをいたします。

当然亀山市としては、マスタープランでもコンパクトシティーの概念を入れながらバランスのい

いまちづくりをしていこうという考え方を基本にいたしております。一方で、企業立地を強調して

おるだけではだめでございまして、ある意味今日まで、例えば働き盛り、若者定住化のためにさま

ざまな施策を本市として重点展開をいたしてまいりました。そのことだけではないと思いますが、

例えば本市におけるここ数年の若い皆さんの転入によります新規住宅着工件数は二百数十件レベル

を維持いたしております。数年前には、一戸建ての新規住宅というのは非常に少ない状況でござい

ましたので、そういう意味では、やっぱり定住化していくと。これによって、市税等々の収入にも

反映をしていくという考え方もあわせ、大事なことではないかと思いますが、コンパクトシティー

の概念を持ってバランスいいまちづくりを進めていくと、これが基本でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

市長の答弁の中で、亀山市というのは、今までも民間の、特に償却資産が主に大きく市を動かし

てきた部分もあるというふうな感じのお話だったと私は思ったんですけれども、先ほどの答弁にも

ございましたが、確かに定住促進、そういう集まった若者だけでなくいろいろな雇用促進、そうい

った面もとても大事になってきます。その収入というのは、企業誘致だけでなく、例えば亀山市の

資源、自然豊かな土地であったりとか、定住促進もあり、空き家の活用、ふるさと納税、さまざま

私も今まで言ってきました。建物だけじゃなく人の誘致というのも、とても大事になってきます。

そういったことについても、しっかり今後の総合計画に向けて考えていっていただきたいと思いま

したので、質問させていただきました。

最後に、水道事業会計の関係について質問をさせていただきたいと思います。

議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、お聞きし

たいと思います。

これも、朝から何人かの議員がもう既に質問をされておられます。亀山市の水道事業報告書にお

いて、２６年度決算のキャッシュ・フローがついておりました。この当年度純利益は９,８７７万

１,７０１円、しかしながら、キャッシュ・フローは１億２,５１９万１,９７２円の減少とありま

すが、まずこのキャッシュ・フロー計算書の内容について、ご説明をお願いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

草川上下水道局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

平成２６年度亀山市水道事業会計決算書のキャッシュ・フロー計算書につきましては、平成２６

年度の地方公営企業会計制度の見直しにおいて、国が現行の民間企業会計原則の考え方や地方公営

企業の採算性と公共性の確保等、適切に勘案することを基本的な考え方として見直しされ、平成２
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６年度からキャッシュ・フロー計算書を新たに決算資料として提出させていただいているところで

ございます。

企業会計におきましては、収益、費用の発生と現金収入、支出の間にずれが生じるため、損益計

算書や貸借対照表でわからない資金繰りの状況等を明らかにするためのものでございます。

まず１番目の業務活動によるキャッシュ・フローは、通常業務の実施による資金の増減をあらわ

しており、２億９,８５９万５,９６１円の増となっております。

２番目の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に建設改良工事に係る収支をあらわしており、

２億４,５８６万８,７４２円の減少となっております。

次に、３番目の財務活動によるキャッシュ・フローは、企業債や借入金に係る収支をあらわして

おり、１億７,７９１万９,１９１円の減となっております。

合計いたしますと、１億２,５１９万１,９７２円資金減少となっており、投資活動や財務活動に

対して、業務活動によるキャッシュ・フローが大きく不足していることが明らかとなります。これ

は、平成２６年度水道１立方メートル当たりの給水原価１３４.２円に対して、供給単価１１５.７

円となっており、給水業務に関して採算割れの状況となっていること、また老朽施設を計画的に更

新するために、どうしても年間３億円から４億円程度の建設改良費が必要となっていることが主な

要因でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

ありがとうございます。

採算割れをまずしていること、それからこれからの、先ほど午前中にも尾崎議員の質問に対する

答弁でいただいているんですけれども、その中で、あと数年で現金預金がもう枯渇するというふう

におっしゃっておりました。具体的にどのぐらいで枯渇すると見込んでおり、そして今後どのよう

な方向をとっていくおつもりかをお答えください。

○副議長（鈴木達夫君）

草川局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

資金の減少につきましては、水道使用量の減少に伴い給水収益が減少している中で、建設改良費

の大幅な削減をしない限り資金の減少をとめることはできません。平成２６年度末では７億８,２

６９万円の資金残高でございますが、老朽化による施設の故障や災害等による断水を防ぐため、適

切な規模の建設改良、また電力料や施設の補修・修繕に係る経費を継続していくためには、年間の

運転資金として少なくとも３億円程度は必要となりますので、その結果、年間１億円以上の資金が

減少するような状況が続きますと、あと数年で資金が底をつき、水道事業の運営が困難となること

が見込まれますので、危機感を持って事業経営を行っていく必要があるものと考えております。

それから、今後の方向性というふうなことでございますけれども、尾崎議員にもご答弁申し上げ

ておりますが、今後におきましても、水の安定供給を図る上で定期的な修繕や改良工事が必要不可

欠でございます。そのような中で、決算状況から会計処理上は黒字決算となっておりますが、現金

預金につきましては、あと数年で底をつき、経営が困難になるということが見込まれておりますこ
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とから、今後、財政状況と照らし合わせてアセットマネジメントの手法により、水道ビジョンを見

直していくとともに、水道料金の見直しについて検討する時期に来ているものと考えております。

○７番（豊田恵理君登壇）

ありがとうございました。以上で終わります。

○副議長（鈴木達夫君）

７番 豊田恵理議員の質疑は終わりました。

質疑の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ３時１０分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ３時２０分 再開）

○副議長（鈴木達夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１番 今岡翔平議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

それでは、通告に従い、質疑をさせていただきます。

今回は、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、第１０款教育

費、第５項社会教育費、第７目文化振興費、かめやま文化年事業についての１点に絞らせていただ

きました。

実は、文化年事業について、私は２７年度の予算編成にも、続いて半年前の３月議会の予算決算

委員会でも聞かせていただきました。主にそのときのポイントが２つ。１つが、これ、市長がおっ

しゃられたことなんですが、２６年度の結果を検証して次回の方針を出すということ。もう１点が、

亀山市独自で行われているもので、櫻井市長が力を入れている政策のうちの一つであるということ

が確認できました。この決算というタイミングで、この事業に使った費用というのが確定できたの

で、この費用についてどういった評価をしているのかということを中心に質疑を進めていきます。

まず、このかめやま文化年事業全体の決算についてですが、この事業の検証、振り返りの方法と

いうのはどのように行っているのでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

１番 今岡翔平議員の質疑に対する答弁を求めます。

広森文化振興局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

かめやま文化年事業の検証ということでございますが、当時、基本構想のほうでもお示しをして

おりますけれども、当事業の外部評価機関とも言えます、かめやま文化年プロジェクト推進委員会

において検証を行っております。ただいま第１回目の開催をいたしましたところで、当初推進委員

会が懸念されておりましたように、事業計画、決定が遅過ぎて準備不足であったことや事業全体の

コーディネートをするプロデューサーが必要との意見が出されております。また、時間の使い方に

課題があったにもかかわらず、これだけ数多くのメニューをこなしたということは、運営委員の皆

さんが頑張って取り組んでいただいた努力の成果と思うとの意見も頂戴しております。また、推進

委員会は運営に携われないなど、運営委員会との二層構造は余り機能するとは言えないため、組織
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の見直しが必要との意見もいただいております。

次回に向けましては、課題を整理した上で、次回実施に向けての準備を早期に行ってまいりたい

と考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

先ほどの答弁で、まず検証しているのが推進委員会と運営委員会とあるうちの推進委員会で、推

進委員会というのが外部評価委員で、運営委員会というのが亀山市民の方を中心とする実動部隊と

いうふうに理解していますが、その推進委員会の中で評価をされていて、事業推進の内容としては

準備不足だったりメニューが多かったけれども、よくこなしたというような評価があるという答弁

でした。

この事業自体の、主に市民の方向けに行われている事業なんですが、この事業自体の効果ですと

か、満足度というのはどんなものだったんでしょうか。それについてお答えをお願いします。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

事業自体の効果ということでございますので、かめやま文化年プロジェクトのスタート年としま

して、「みつめる」をキーワードに３つのリーディング事業、５つのメーン事業、１６３の関連事

業が１年間を通じて開催されたことによりまして、多くの市民や市民活動団体などが積極的に文化

活動にかかわる機会が創出されました。このことは、多くの市民が本市の潜在的な文化を見詰め直

し、受け継いできた暮らしの中の文化を再発見・再認識するとともに、文化の魅力や価値観を共有

し、自分たちの文化や地域に愛着と誇りを持つ契機となったものと考えております。

また、リーディング事業である関宿重伝建選定３０周年記念事業では、歴史・文化の確かな継承

を確認することができ、現代アートイベントの亀山トリエンナーレや、市民参加型の「古代浪漫ミ

ュージカル」では、当市から発信する新しい文化の創造を図ることができたことは大きな成果であ

ったと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

多くの市民の方や市民活動団体の皆さんが積極的にかかわって、大きな成果があったというよう

な答弁でした。この答弁をいただいているんですけれども、あくまでこれは主催側の主観というよ

うな見方ができるかなと思うんですが、これ何か事業に対する参加人数ですとかデータのようなも

ので、効果というのははかれないでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まずメーン事業では、暮らしの中の身近な食とか産業、スポーツ・健康をテーマとした事業を実

施したところでございますが、特に産業の事業で取り組みましたあんどんづくりでは、小さなお子
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さんから高齢の方まで延べ１,９００人余りの方に参加いただき、その手づくりあんどんを展示し

た事業「ＫＡＭＥＹＡＭＡ Ｐｕｒｅ ｉｌｌｕｓｉｏｎ～粉ちょう城のあかり化粧～」では、２,

０００人を上回る来場につなげることができました。

また、夏期巡回ラジオ体操では、早朝にもかかわらず約１,５００人の方にご参加いただくなど

関心の高さが伺え、これを契機にラジオ体操に取り組まれている方も見えるとお聞きしております。

このほか、メーン事業のお茶であるとか、フィナーレ、オープニング、リーディング事業の亀山

トリエンナーレ、市民ミュージカル、関宿重伝建３０周年事業と、それぞれ実人数であったりとか、

延べの参加人数というのはございますけれども、そのほか文化年の応援団の活動もございますので、

延べと実人数がまじっておりますけれども、約１万９,０００人ほどの方に参加いただいたり、お

手伝いをいただいております。

また、これとは別途、お木曳きのほうは今年度になってからやっておりますので、人数には含め

ておりません。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

催しによっては１,９００人の方が準備に携わってくれて、２,０００人が参加したですとか、ラ

ジオ体操であったら約１,５００人が、私も行ったんですが、朝５時とか、そういう早い時間に参

加してもらったと。延べ人数でいくと、大体１万９,０００人ぐらいの方が携わったんではないか

と。ここでポイントになってくるのが、亀山市が人口５万人弱という中で１万９,０００人がかか

わった事業であったというのがまずポイントとなるかなと。これについては、また後で確認をして

いきます。

それでは２つ目。今までは、かめやま文化年事業全体の決算について聞いていましたが、次に細

かい項目ですが、まず報償費についてです。

この報償費の内訳なんですが、これは主に何に使われたものなのか教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

報償費でございますが、かめやま文化大使とかめやま文化年２０１４運営委員会委員等に対して

支給した報償費が主なものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

内訳ですが、市民の方を中心とする実動部隊の運営委員会と、かめやま文化大使に報償費を出し

ているということがわかりました。

推進委員会自体は、そもそも文化年のぴったりの年ではなくて、前年であるとか、その間の年に

今まで動いていたようで、決算としてはここには上がっていないということは伺っています。なの

で、運営委員会と文化大使に報償費が出ているということなんですが、これ文化大使のほうなんで

すが、文化大使をかめやま文化年事業で呼んだ機会であるとか、あるいは文化大使さんというのは、
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文化年事業の中でどういう事業にかかわってもらったかというのを、実績を教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず亀山文化大使でございますけれども、本市の魅力やよさを広く国内外に発信し、イメージア

ップを図り、文化の振興に資することを目的に設置したもので、任期は３年ということで、大使と

しての報酬はございません。かめやま文化年事業におきましては、オープニングセレモニーでのト

ークセッションやフィナーレなどに出演していただいており、謝礼として報償費から支出をしてお

ります。オープニングセレモニーには、全部で８名の大使の方がいらっしゃいますが、６名、フィ

ナーレイベントには２名の大使の方に出席をいただいております。そのほか２名の大使に特別講演

を依頼しておりまして、この報償費から謝礼を支給しております。

また、文化年事業以外での文化大使ということでございますけれども、納涼大会に来ていただい

たり、また市制施行１０周年記念事業の式典など多くの事業において、文化大使に出演であったり

とか、講演、またご出席をいただいているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

この文化大使の報償費は、文化大使になったから何かお金が出るというわけではなくて、文化年

事業に文化大使が来ますよと。実際に参加した場合に報償費が発生しているということで、文化大

使自体は、特にコストとしてはかかっていないと。それから、文化年事業以外への大使のかかわり

として講演をやったりしていますよというような答弁がありました。

ちなみに、文化大使に払った報償費の総額というのは幾らになりますでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

文化年事業のこの報償費から支出をしておりますのは、１０３万７,２５０円でございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

それでは、次の下から２つ目の項目なんですけれども、地域の文化・芸術活動補助金という項目

ですが、この補助金については何に使われたお金なんでしょうか、教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

地域の文化・芸術活動補助金５００万円でございますが、市民ミュージカル劇団設立運営補助金

として地域社会振興会に支出しておりまして、このうち３６０万円は一般財団法人地域創造からの

補助金でございます。これは、ご承知のように「古代浪漫ミュージカル～ＴＡＫＥＲＵ～」の事業

に支出いたしております。



－９１－

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

それでは、この地域の文化・芸術活動補助金を市民ミュージカルに出しましたということに対し

て、こちらの効果であったり成果というのは、どういうふうに評価されていますでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

リーディング事業にありました「古代浪漫ミュージカル～ＴＡＫＥＲＵ～」の実施、またこのミ

ュージカルに出演いただきました市民を中心とした市民ミュージカル劇団の設立につながりまして、

新しい文化の創造や発信を図ることができたことが大きな成果であったというふうに考えておりま

す。また、この「古代浪漫ミュージカル～ＴＡＫＥＲＵ～」につきましては、３市交流事業とも一

緒に実施をさせていただきまして、また新たな広がりが生まれたのかなあというふうに思っており

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

効果としては、市民劇団が立ち上がり、また新たな広がりを見せていると。リーディング事業の

ＴＡＫＥＲＵのほうも、集客としては、たしか文化会館がいっぱいになっていたぐらいだったかな

あと。ですので、先ほどご答弁にはなかったんですけれども、これも文化会館いっぱいになれば、

９００人ほどの集客を持つ事業につながっているとみなせるんじゃないかと思います。

次なんですが、その下の項目ですね。補助金の部分なんですが、この補助金について６８９万５,

３３９円なんですが、これ、どんな使われ方をしたのか。項目が大きく分けて２つあると聞いてい

るんですけれども、教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

補助金につきましての前に、確かにそのミュージカルにつきましては、当日の参加者はもちろん

あるんですけれども、それまでの長くミュージカルをつくり上げるまでの過程で、多くの市民の皆

様に、例えば衣装づくりであったりとか、いろんなことにお手伝いをいただいておりますので、そ

れ以上の効果はあったものと、人数にあらわれない効果もあったのかなあというふうに考えており

ます。

補助金でございますけれども、６８９万５,３３９円という決算額でございますが、一つはメー

ン事業の実施主体でございます、かめやま文化年２０１４運営委員会に対しまして支出しました６

０６万７,５９１円と、アート亀山２０１４実行委員会に支出しました補助金８２万７,７４８円で

ございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。
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○１番（今岡翔平君登壇）

補助金の内容ですが、メーン事業とリーディング事業にかかわる団体に補助をしたというような

答弁がありました。これ当初予算より額が減額されているんですけれども、この減額の理由につい

て理由があれば教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず、かめやま文化年２０１４の運営委員会の補助金でございますけれども、当初の予算額は６

９２万５,０００円に対しまして、決算額が先ほど申し上げましたように６０６万７,５９０円でご

ざいますので、８５万７,４０９円が予算残額となっております。これは５つのメーン事業につい

て支出しておりますが、おおむね計画どおりに実施いたしておりますけれども、予定しておりまし

た企画が一部できなかったこともあり、そのための予算残額となっております。アート亀山実行委

員会補助金は、予算額１００万円に対し、執行額は８２万７,７４８円で、予算残額は１７万２,２

５２円となりましたが、これは事業費の精算によるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

この２つの使い道、メーン事業とアート亀山の補助金ということなんですが、まずアート亀山の

ほうは実費精算ということで、これはこのやり方でいいんじゃないかなと思うんですけれども、メ

ーン事業が一部未実施になってしまったために予算が減額されたというようなことでしたが、この

メーン事業の中身が一部未実施になってしまったという理由は一体どんなものなんでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

先ほど申し上げましたように５つの事業がございまして、５つの事業自体はできておるんですけ

れども、委員会の中でいろんな意見が出まして、その中のことがなかなか要望にお応えできないと

いうことがございました。事業が集中したことによりまして、企画とか準備、運営、実施などの業

務が各事業間でふくそうしまして、準備不足のために、ラジオ体操の映像制作もやりたかったんで

すけれども、ＰＲ用にしたかったんですけれども、そういったことができなかったり、食文化では、

お茶の苗木を配布しようというような予定もしておったんですけれども、そういったことが実施で

きなかったなどの理由によるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

推進委員会から指摘をされているとおり、事業の数が多くて準備が間に合わなかった部分があっ

たせいで、未実施の事業が出てきたというような話でした。ここでちょっと一つの催しを取り上げ

たいなと思うんですが、１１月２２日にありました「ＫＡＭＥＹＡＭＡ Ｐｕｒｅ ｉｌｌｕｓｉ

ｏｎ」、亀山城の壁に映像を映し出して、市民が手づくりでつくったあんどんを並べるというよう
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なイベントが行われましたが、このメーン事業の中で、このピュアイリュージョンに対してどれぐ

らい費用がかかったのかというのを教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

メーン事業、補助金全体で先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、それぞれ共通す

る経費もございますので、明確には区分できないところもあるんですけれども、例えば申し上げま

した、あかりの文化に関する事業につきましては、約２２４万円ほどでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

このあかりの事業ですが、先ほど来場者数の答弁もあったように、この１１月２２日の夜に、２,

０００人が亀山城の近くに集まって、このイベントに参加すると。このイベント、催しなんですが、

大きく分けると内容が２つあったかなと。１つが市民の手づくりあんどん、もう１つがプロジェク

ションマッピングというものだと思うんですが、この準備に至るまでにたくさんの市民、延べ１,

９００人に参加して協力してつくってもらったということなんですが、ペットボトルの中にろうそ

くを入れて、その周りにプラスチックでラミネートした絵を巻くんですけれども、その中に入れる

絵を描くのを、さまざまな文化年事業の合間にブースに来てもらって描いてもらって、それを集め

て、それが１,９００人の方が協力してくれたと。それを運動場に並べて光を出すと。これが１つ

目の内容で、もう１点がプロジェクションマッピング。

このプロジェクションマッピングという言葉なんですけれども、ここに私、当日のチラシを持っ

ているんですが、ここにプロジェクションマッピングという言葉が書いてあるんですけれども、こ

の２,０００人を集客できた理由というのが、このプロジェクションマッピングという内容かなと

私は推察しています。このプロジェクションマッピングという言葉がどういうことかというと、映

像を建物に映し出すことを全部ひっくるめてプロジェクションマッピングということらしいんです

が、よくいわゆるプロジェクションマッピングと聞いて人が想像するのって、大阪城だとか、金沢

城とか、東京駅とか、ディズニーランドでやっているような３Ｄで浮かび上がったり、複数台のプ

ロジェクターを使った演出というのを想定するかなあと。実際、一部の市民の方からもそういうよ

うな声を聞いています。ほかの議員も、以前議会ではっきり言って余り評判がよくなかったという

ような表現をされたんですけれども、ここの文化年事業のこの事業に見られるようなポイントとし

て、推進委員会があって、運営委員会がアイデアを出して、それで、これ休みの日なんですけれど

も、職員さんが動いて準備をして、一応予算も２２４万円。事業全体、ほかの催しもあるけれども、

２２４万円の予算をかけてやっているものが市民のニーズに合わないというか、満足してもらえな

いと。このピュアイリュージョンに見られるように、せっかく文化年事業を見に来る一般市民の

方々がいるんですけれども、ここについて、主催側である市と市民の求めているものという感覚に

少し差があったんじゃないかなあと。少しと思うんですが、その感覚の差については、どのように

考えていらっしゃるか、お答えをお願いします。

○副議長（鈴木達夫君）
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広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず来場者２,０００人は、プロジェクションマッピングのみを見に来たわけではないというふ

うに考えております。後で感想をいただいた中には、あんどんをつくったので、やっぱりそこのあ

んどんの場所で子供と一緒に写真を撮りたいというようなお声もたくさんいただいておりますし、

この催し物の前に、坂本の棚田でも、このあんどんをつくっていただいておりましたので、経費は

ほとんどかかっておりませんけれども、坂本の棚田で実施をするということによって、地域の方が

これを継続して取り組むという機運も生まれておりますので、それはすごく大きな成果であったと

思います。

プロジェクションマッピングは、例えばおっしゃられるように、東京駅とか大阪城で行われるよ

うな億がつくような感じの大規模なものは到底かないませんけれども、多くの人の協力を得ながら

市内で初めて試みた企画でございまして、本市を象徴する旧亀山城の多門櫓と、プロジェクション

マッピングと、会場に設置しました無数のあんどんの明かりが相まって幻想的な空間を醸し出しま

して、明かりが持つ新たな表現ができたというふうに考えております。

例えばプロジェクションマッピングも、ただ映すというだけではなくて、子供たちに現在・過

去・未来という、これはもともと明かりというのは、亀山の地場産業でありますろうそくというの

にまず焦点を当ててやっておりますけれども、それと明かりといいます視点が、古くからの培われ

てきた文化と新しい明かりの表現方法であるプロジェクションマッピングを融合させるというよう

な形で考えておりまして、子供たちにもたくさん未来を描いていただきましたので、その絵を見に

来ていただいたということもございますので、というふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

そうなんです。これ文化年の話をすると、いつもこうなってしまうのが、答弁ではなくて、いつ

も答弁として返していただくのが、協力してもらった市民の方々がたくさん来場してもらったとい

うような話なんですけれども、恐らくこの文化年事業って、一生懸命準備をして一生懸命出したも

のが市民に受けていないというのが問題だと思うんですね。これ、今まで答弁をいただきましたけ

れども、推進委員会が評価をしているというのは、文化スポーツ室で恐らくまとめていただいた報

告書を市のほうで、文化振興局のほうで選んだ推進委員会の方々がそれを評価すると。そして、今

まで返ってきたお答えというのも、全て市民団体目線、つまり主催側の目線なんですよね。文化年

というものを提供する側の評価しか、どうしてもまだしていないというふうに感じられるんです。

最後に、市長にお尋ねをしたいんですけれども、この決算を踏まえての市長の今後の文化年事業

に対する思いですとか、方針を教えてください。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今岡議員のご質問にお答えをいたします。
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文化年事業の総括をというような趣旨であろうかと思いますが、まず亀山市文化振興ビジョンに

掲げました、文化の見える化プロジェクトの一つでありますけれども、その初年度となりますかめ

やま文化年２０１４は、１年間を通じまして、世代を超えた市民や多くの活動団体の参加と協力を

得て展開することができました。ご尽力いただきました推進委員会、運営委員会並びに文化年応援

団、協力団体の皆様、それぞれ事業主体の皆様方、関係各位に改めて敬意と感謝を申し上げたいと

思います。

さまざまな角度から、今ご指摘もいただきましたが、１年間のタイトなスケジュールの中で、試

行錯誤の中でございましたけれども、暮らしの中にあります文化を見詰める機会となったものとい

うふうに感じております。また、地域内外への情報発信にもつながったというふうに考えておりま

す。とりわけ関宿の重伝建選定３０周年記念事業を初めとする３つのリーディング事業、それから

亀山茶学校、ＮＨＫの夏期巡回ラジオ体操など、５つのメーン事業におきましても本市の歴史とか

伝統とか芸術とか生活などの文化的資質を再発見する視点から、市民の皆さんの愛着とか誇り、あ

るいは地域の文化力向上へのきっかけとして一定の成果が図られたものというふうに思っておりま

す。ご指摘のように、個々の課題は当然ありましたけれども、この１年間の総締めくくりでありま

したフィナーレの一番最後で、文化年の応援団の代表を務めていただきました高校生の皆さんのメ

ッセージというのは、本当に未来へつながる、本当にそのような思いを込めたメッセージであった

というふうに感銘をいたしたところであります。

これらを踏まえまして、今後でありますけれども、現在、推進委員会において文化年２０１４の

検証作業を進めていただいておるところでございますけれども、私自身も推進体制とか、あるいは

事業全体のコーディネートでありますとか、いわゆる各団体間の連携、この広がりでありますとか、

そういう問題意識を持っておるところでございますが、これらを踏まえた上で今後に生かすことが

肝心だと思いますので、次のステップであります「つながる」に向けた取り組みを段階的に進めて

まいりたいと現時点で考えておるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

市長からお答えをいただきましたけれども、もっとさっきの文化年応援団にしても、やはり主催

側に当たるかなあというふうに思っていまして、もっとせっかく亀山市に興味を持とうと思ってや

ってくる一般市民の方のニーズが酌み取られる文化年にしていただきたいなと。せっかく決算の話

で進めさせていただいているんですけれども、多くの人がかかわるし、多くの人に無理や負担をし

てもらってもやっていこうというふうに方針としては決まっているので、せっかくやるんであれば

いいものにしてもらいたいなと。実行委員会も精いっぱいやったし、市民もうれしいものができた

というふうな文化年になってほしいなと思って、こういう質疑をさせていただきました。

以上で私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○副議長（鈴木達夫君）

１番 今岡翔平議員の質疑は終わりました。

次に、１２番 宮崎勝郎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）
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緑風会の宮崎でございます。

このたび、また緑風会に戻りました。また活動してまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、通告してございます議案が３点ございます。

まず、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定について、それから議案第５８号亀山市個人

情報保護条例の一部改正についてと、それから議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補正予算

（第２号）についてと、３つの議案について質疑をさせていただきます。

それでは、まず議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定についてお尋ねするわけでございま

すが、亀山市子ども・子育て支援事業の計画の中に、認定こども園の導入を位置づけたということ

で、この条例が出されたと思います。我々、議員生活の中で過去１０年ぐらい、もっと前かもなと

いうふうに思っておるんですが、幼保一体化、幼稚園と保育園の一体化の合築も含めて、いろいろ

研究もさせていただきました。その中でなかなか具現化してこなかったというので、我々いろいろ

な場所も先進地を視察させていただいたり研究したりして、提案もし、やってきたわけでございま

すが、やっとここに今なったかなというふうに思っております。

一時、東幼稚園の建築のときにはその話も大分協議され、できなかったのが事実でございますが、

最近、旧関町においては、今回認定こども園になりますアスレの、今までは関乳幼児センターアス

レというふうな施設でございましたが、これをここに位置づけたということですが、まずこの条例

制定がされるわけでございますが、この意義について、また目的についてお尋ねしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

１２番 宮崎勝郎議員の質疑に対する答弁を求めます。

若林子ども総合センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

今年度から始まりました子ども・子育て支援新制度におきまして、国は幼稚園と保育所の長所を

あわせ持つ認定こども園の普及を推進しています。この認定こども園は、質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供や、保育所及び幼稚園等における小学校就学前の子供に対する教育・保育、

並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行うことのできる施設です。

市におきましては、現在、幼稚園、保育所ともに一定水準以上の幼児期の学校教育・保育を提供

しているところではございますが、より質の高い教育・保育を総合的に提供するために、亀山市子

ども・子育て支援事業計画に、この認定こども園の導入を位置づけ、設置を推進することとしてお

りますことから、関幼稚園と関保育園を新たに認定こども園とするため本条例を制定するものでご

ざいます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

目的、意義については今答弁いただきました。

まずこの関のアスレについて、この認定こども園を設置したということでございますが、私は一

遍に同時にするというわけにはいかないと思うんですが、これらを試行的にするのか、これから順

次、あとするのか、ちょっとまず一般質問的になりますけれども、そこだけ確認させてください。
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○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

先ほど申し上げましたが、亀山市子ども・子育て支援事業計画に、平成２７年から平成３１年ま

での５カ年の計画としているところでございますが、この中で認定こども園を位置づけているもの

でございます。まずは、関乳幼児センターアスレを手始めに、モデルケースということで始めさせ

ていただきたいと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

ありがとうございました。

それでは次に、今、関認定こども園アスレに変えるのか、先ほど目的というか意義の中でも聞か

せていただきましたが、このたび推進していくという答えもいただきました。モデル事業というこ

とで、初めて亀山にこの施設ができるわけでございますので、まず制定かなというふうに思ってお

りますが、それでよろしいでございますか。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

市の計画に沿いまして認めていただきますと大変うれしく思っております。よろしくお願いしま

す。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

それじゃあ、これからもますますの推進をお願いしておきたいなあというふうに思っております。

それでは次に、幼稚園児と保育園児と一緒に教育と保育ができるのかということでお尋ねいたし

ますが、実は私、岡山県のちょっと市町忘れたんですが、先進地を見に行ったときに、同じ合築の

中で幼稚園児と保育園児がおりました。園児さんがしゃべっているのを聞いたら、何であの子は昼

過ぎで帰るんやろう。私ら何で夕方までおらんならんのやろうと。子供の素朴な感情を耳にいたし

ました。合築していいのかなというふうにそのときは思ったんですが、実際、今度これを設置して

進めていきますが、そこらがまずできるのか、一遍お尋ねしたいなあと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

幼稚園児と保育園児を一緒に教育・保育ができるのかというようなご質問かと思いますが、認定

こども園になりますと、議員がおっしゃいますとおり、３歳以上の幼稚園児と保育園児が同じクラ

スで過ごすことになります。午前９時から午後２時までの間、子供たちは同じ教育・保育を受ける

ことになります。また、それぞれの教育・保育時間は、幼稚園のお子さんは午前９時から午後２時
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ということで、２時で降園ということになりますが、ほかの保育園のお子さん、２号・３号認定の

お子さんは朝の７時半から夕方６時半までの１１時間ということになって、保育時間そのものに変

更はございませんが、その９時から２時までの間、ともに過ごしていただくということが起こりま

す。幼稚園のお子さんと保育園のお子さんが同じクラスで過ごしますので、１号のお子さんが帰ら

れる前にはクラス全体で帰りの会を行いまして、園に残るお子さんが、帰っていくお子さんの姿を

見ることのないように別の教室に移動しまして、引き続き教育・保育を受けることになります。

このように、１号認定のお子さんと２号認定のお子さんの帰る時間が異なるということによって、

子供や保護者に影響が出ないように配慮をしてまいりたいというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

方法、やることについてはよくわかりましたが、先ほども私もよその例を挙げまして感じたこと

をお話しさせていただきましたが、やはり子供はそういう部分でも感じ取るんじゃないかなという

ふうに私は思っております。同じ幼稚園児、また保育園児、別のクラスにはできないのか。やはり

教育・保育の中での一貫というのか、その中での同じクラスにしてやらなければならないのか、そ

れが大事なのか、もう一度確認したいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

別々のクラスで、それぞれのお子さんをこれまでと同様にしたらいいのではないかというご質問

かと思いますが、認定こども園では、保育時間の違うお子さんをともに教育・保育をすることによ

って、同じ教育・保育を受けて小学校に進学していただくということが大変メリットというふうに

考えております。

また、ちょっと長くなって申しわけないんですが、認定こども園とする理由ということで、平成

２５年９月に実施しましたアンケート調査によりますと、関中学校区では、３歳以上のお子さんに

ついて、幼稚園に該当するお子さん、１号認定に該当するお子さんが３５.８％、２号認定に、保

育所に該当するお子さんが５５.７％となっておりまして、幼稚園よりも保育所を必要とされる家

庭が多くなっております。保護者の就労等により、保育所に対するニーズが高まっているという状

況が見受けられ、今後もこの傾向が高まることが予想されております。

しかしながら、一方で幼稚園での幼児教育も受けたいという保護者の願いがありますことから、

幼稚園と保育所を一元化し、ゼロ歳から就学までの一貫した教育・保育を提供するため、認定こど

も園を設置するものです。この定員の中で、幼稚園の希望者が少ない場合は、保育園のお子さんが

より多く入所するという柔軟な定員設定ができるようになりますので、ともに生活することによっ

て、柔軟な定員設定が有効に使われるものということで、ともに同じクラスにすることが必要であ

るというふうに思っております。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）
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センター長の思いはよく伝わりました。

やはり運営は最初のころは大変だと思いますので、そこらは気を配りながらよろしくお願いした

いなと、かように思っております。

それでは次に、利用者負担額について。

先ほど幼稚園児、１号ですか。そのあと２号、３号の利用者負担額は違うと思います。ここで、

規則で定められるということになっておりますが、規則の用意はできておるのかなという聞き取り

の中でお話しさせていただいたら、資料が出ておりましたので、この資料どおりになるのかなとい

うふうに私は思っておりますが、やはり同じ施設で同じ保育を受ける、教育を受ける中でのこの金

額の差の違いが私は逆に苦になるんです。今現在は幼稚園、施設も違います。やはり保育園、施設

も違います。やはり保育・教育の内容は違うと思いますので、そこらの利用者負担額がかなりの幅

があると思いますが、これが正規の国からの指導を受けておる金額であるのか、確認したいと思い

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

亀山市認定こども園条例案の第４条に、認定こども園の利用者負担額は政令で定める額を限度と

して規則で定める額とすると規定しておりますことから、認定こども園の利用者負担額については

市の規則で定めることとしております。本条例が可決されましたら、規則を作成することになるた

め、現在準備を行っているところでございます。現在の利用者負担額の額でございますが、２８年

度は、現在の利用者負担額と同様の設定となっておりますことから、教育民生委員会資料にご提出

をさせていただいたとおりでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

ありがとうございました。

新しくできる認定こども園でございますので、今から来年の４月に向けて、やはり開園に向けて

慎重に取り扱っていただきたいなというふうに要望しておきます。

それじゃあ次に、議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正についてでございますが、こ

れにつきましては、社会保障、税、災害対策分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって

利便性の高い社会を実現するための基盤として、行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律、これは平成２５年に施行されておりますが、これは通常いわゆる番号法

と言われる法律でございまして、これが個人情報保護条例の一部を改正する中に入れられておりま

す。これにつきましても、内容が非常にわかりにくいということでございますが、先ほど来、新議

員の中である程度は聞かせていただいたんですが、８項目か９項目の中での変更があるということ

でございます。それはそれで私はある程度聞かせていただいたんでわかりますが、この条例、いわ

ゆる個人情報保護条例の一部改正になぜするのやと。私は、法律で新しく番号法というのができた

のに、今回改正やなしに、新たな条例が制定できなかったのかと思います。それについては十分研

究されたのかということでお尋ねしたいと思います。
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○副議長（鈴木達夫君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

番号法を受けまして、地方公共団体が条例整備を行う場合、特定個人情報の保護についても既存

の個人情報保護条例を改正するか、今議員がご提案ありました既存の個人情報保護条例とは別に新

たな条例を制定するか、いずれかの方法によることとなります。

議員ご指摘のとおり、今回の個人情報保護条例の改正では、従来の個人情報保護の規定に、新た

に番号法による特定個人情報保護の規定を加えるということから、少し複雑な改正となっておりま

す。一方、新たな条例の制定を行うと、個人情報の取り扱いについて、既存の個人情報保護条例と

新しく制定する条例の双方の条例を参照しなければならず、また個人情報保護条例に基づく自己開

示の請求を行う場合に、当該自己情報の中に個人情報が含まれているときは、２つの条例で請求す

る必要が生じまして、かえって手続が煩雑になることも想定されます。これらのことから、今回は

新たに条例を制定する方法ではなく、既存の個人情報保護条例の改正による条例整備を行ったもの

でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

この個人情報保護条例、この現在の条例については、いろいろな分野での保護条例と私は思って

おります。この番号法は、また別に私はつくるべきではないかと逆に思うわけでございますけれど

も、やはりそこらは時間的にも非常に余裕もなかっただろうと思いますが、今後そういうようなの

もさらに研究をして、この一本の条例にするんではないのかなというふうに私は思います。そこら

の考えはまだ持っておるのか、それとも、いやいや今のこの条例の中でもう縛っていくんやという

のか、再度確認したいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

議員ご指摘のように、今回の条例は、やはり番号法を制定したことに伴って、特に特定個人情報

の保護に関して新たな規定を加えるという意味でございまして、先ほど申し上げましたように複雑

な改正となっております。ただ、さまざまな請求の煩雑とか、そういったことを考えましたとき、

今回は一部改正という方法をとらせていただきましたが、今後このような形の条例制定がありまし

たら、また方法につきましてはしっかり研究してまいりたいというふうに思います。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

よくわかりました。よろしくお願いしたいなと。

しかし、この保護条例については、さっき新議員も言われていましたように、私はやはりこの情

報時代の中でのセキュリティーが非常に問題になろうかと思っております。国の年金機構でさえ盗

まれたというのか、情報漏れか何かわかりませんけれども、やはりああいうふうな事故もある。こ
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ういう管理はセキュリティーをしっかりしていただかないと、私はこの危機管理の中で、以前もこ

の情報化の中でのことをお願いしておきましたが、亀山市としてしっかりとそこらをやっていただ

きたいなと、かように思っております。

それじゃあ次に、議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について、３点

ほどお尋ねいたします。

まず１点目でございますが、第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目道路維持修繕費５００万

の増額についてお尋ねいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

道路維持修繕費５００万の増額については、先ほど豊田議員にもご答弁させていただいたとおり、

市道川崎白木線に対する道路パトロール及び緊急の舗装修繕費を補正要求させていただいたもので

ございます。修繕方法といたしましては、簡易補修材による緊急的な修繕となります。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

先ほどの豊田議員の質疑の中にもございましたが、５００万の補正を今して、今からするやなし

に先食いでしょう。既決の予算を先食いして、それを補填するための補正でしょう。それをやはり

説明の中で欲しかったなあと。そうすると一遍にわかると思いますんやけど、私はそう思っていま

すが、確認したいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

議員申されましたとおり、４月５日に最初の車両事故がございましたもんで、それから補修等を

かなりの数やったことによりまして、当初予算が不足してきたというところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

それでは次に、第８款土木費、第２項道路橋梁費、第４目道路舗装費２,５００万の増額につい

てお尋ねしたいと思いますが、これも川崎白木線の事案だと思います。やはり６月議会にも専決で

報告はありまして、今回も６件でしたか、事故報告がございました。やはりこの間に３件起こって、

その後また６件出てきたと。私は何をしておるのやなあというふうに思いますが、やはりこの２,

５００万で逆にそれができるのかどうか、確認したいと思います。舗装ができるのかどうか。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

２,５００万で舗装ができるのかといったところでございますが、今現在としましては、交付金

事業で舗装工事を進めております。この２,５００万につきましては、先ほど申し上げました修繕
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箇所のところをオーバーレイしたり、表層を打ちかえるといったことでございまして、おおむね２,

５００万円で整備できるものというふうには考えております。ただ、全体的にはまだ路盤工のやり

直しとかいうのがございますので、豊田議員にも申し上げましたが、約３億程度必要かというふう

には考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

全般すると３億かかるということでございますが、そうすると２,５００万では微々たるもので

ございますね。私思いますが、せめて１億でもかけて、その部分、きちっと本舗装するなりしたほ

うが二度手間せんでもいいんじゃないかというふうに思いますが、そういう考えは全くなかったの

か。ただその部分の補修的な２,５００万で補修するというのをやるのかどうか。

前も私、偶然、野村楠平尾線の農免道路ですが、あそこの道路補修をしておったときに、私が通

らせていただいたときに、かなりの構造改善的な舗装をされておると。やはりやり直しはあれぐら

いやらなければ、二度、三度の手間がかかるだろう、無駄な投資になるだろうというふうに思いま

すが、そこはやはり今回は提案されておりますので、やはり次の議会にでももう一度見直して、や

っていくべき。やはりこの事故が再発するのでは全くだめですよ。これ乗用車が穴ぼこへはまって、

タイヤが曲がった、ホイールが飛んだというのでは大したことなかったというふうに思っておりま

すけれども、これがバイクやったら命取りになると私は思います。やはりそういうような部分も、

通行の安全を守るためには道路管理者がしなければ誰がするんですか。地元の人にお願いして、こ

こは気をつけてくれという道ならよろしいです。公益的な、場合によっては県道なり国道なりの位

置づけぐらいの道路環境になってくると思いますので、そこらはもう一度、そこらの考えをもう一

歩お願いしたいなと。今後の考えを聞かせてください。

○副議長（鈴木達夫君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

今後の考え方といったところでございますが、先ほど答弁させていただいた舗装の修繕は、あく

までも暫定的なものであるというふうに考えております。議員ご質問の根本的な解消としては、平

成２３年度から社会資本総合交付金の活用により実施しております現状の交通量に見合った舗装構

成で舗装の改良を行うことを考えておりまして、来年度から社会資本整備交付金を優先的に枠づけ

して整備を進めてまいりたいというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

社会資本整備事業の活用もよろしいですけども、やはり市費を投資してでも安全を守るべきとい

う考えを持っていただきたいなと、かように思っております。時間も余りございませんので、今後、

道路管理に努めるようよろしくお願い申し上げたいと思います。

それから次に、第９款消防費、第１項消防費、第３目消防施設費３,４２２万６,０００円の事業

名及び財源内訳の変更についてお尋ねしたいと思います。これは、消防車を買う備品費だと思いま
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すが、これは事業が変更になったというふうな。その変更はやはり有利な事業を採用できるのかな

と、私も過去消防職員でございましたので、そのことかなというふうに思っておりますが、確認し

たいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

服部消防次長。

○消防次長（服部和也君登壇）

消防債の変更について、理由はというご質問かと思います。今議会で財産の取得について提案を

させていただいております小型動力ポンプ付水槽車につきまして、当初の計画では、防災対策事業

債を活用し購入する予定でありましたが、県担当部局と詳細について協議した結果、緊急消防援助

隊として同車両を登録することによって、より有利な緊急防災事業債が活用できることが判明いた

しましたので、防災対策事業債から緊急防災事業債へ変更することといたしたものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

この事業については、有利なものだったやろうと思うんです。というのは、例えば起債の額が１

００％でも貸したるとか、それからこれにかわる交付金が何％来るのか。やはり多分有利というこ

とやで、今までが３０やったら、７０か８０になるんだろうというふうに私は思いますが、やはり

世の中が最近複雑になってきて、またいろいろな災害が発生し、消防の職員も非常に大変だと思い

ますので、このような事業、有能な機械を入れて対応していただきたいなあと、かように思ってお

ります。

最後になりましたが、その交付割合を聞かせていただきたいなと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

服部次長。

○消防次長（服部和也君登壇）

消防本部に対する応援もいただきまして、まことにありがとうございます。

緊急防災事業債と防災対策事業債との比較についてのお尋ねでございます。

当初予算の防災対策事業債につきましては、充当率７５％、交付税参入率３０％となっており、

仮契約額から算出しますと、交付税として算入されますのは約７６０万円となります。一方、緊急

防災対策事業債は充当率１００％、交付税算入率７０％となっており、交付税として算入される額

は約２,３６０万円となることから、有利な条件となっているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

ありがとうございました。終わります。

○副議長（鈴木達夫君）

１２番 宮崎勝郎議員の質疑は終わりました。

質疑の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ４時３０分 休憩）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ４時４０分 再開）

○副議長（鈴木達夫君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

なお、本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。

次に、１１番 岡本公秀議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

それでは、通告に従い、議案第７１号工事請負契約の締結についてということで質問をさせてい

ただきます。ということは、工事請負契約というのは、要するに、和賀町にある亀山市の衛生公苑

の長寿命化改良工事のことであります。

私は、平成２４年の６月議会において、亀山市の衛生公苑のことにちょっと触れたことがあるん

ですけれども、今回はそれに基づいて質疑をさせていただきます。

和賀町にある衛生公苑は、昭和６２年に当時９億５,０００万円の事業費をかけて竣工し、以降

２８年間にわたって稼働しておるという設備であります。最初の設計仕様は、処理対象人口が４万

１,３５６人、１日処理能力は生し尿が４万６,０００リッター、浄化槽汚泥が１万４,０００リッ

ターとなっており、当時の状況を反映して、生し尿と浄化槽汚泥の比率が７７対２３というふうに

設定されております。しかるに、この２８年間の間に我々の生活環境も大きく変化をいたしまして、

個人住宅への合併浄化槽の普及や農業集落排水の整備、公共下水道の整備等、浄化槽汚泥が増加す

る一方で生し尿はどんどん減少し、当初の比率は７７対２３でしたが、今はかなり実際の比率は異

なっておるはずであります。

そこで、現在処理をしている生し尿と浄化槽汚泥のそれぞれの量の分量とその比率をお示しいた

だきたいと思います。なお、平成２４年に質問をいたしましたときは、生し尿は年間３,０２７キ

ロリッター、浄化槽汚泥は年間１万５,１８５キロリッターで、その比率は既に１７対８３となっ

ておったということを申し添えます。

○副議長（鈴木達夫君）

１１番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。

西口環境産業部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

亀山市衛生公苑の建設当初からの経緯、それと当初の処理能力は議員がおっしゃったとおりでご

ざいます。２３年度の比率も今おっしゃったとおりで、し尿対汚泥の割合が１７対８３ということ

でございましたが、最近の一番最新の数字を申し上げますと、平成２６年度の年間搬入量は、し尿

が２,７１２キロリットル、浄化槽汚泥が１万５,４１５キロリットルとなっておりまして、搬入比

率は、し尿が１５％、浄化槽汚泥が８５％となっているところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

先ほど答弁にもありましたように、この３年間で比率が１７対８３が１５対８５と、これだけも

う既に変わっておるわけですね。
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そこで前回、私の質問からもう既に３年間経過しておるわけですが、この３年の間の運転状況と、

また鈴鹿川への放流水の水質はきちっと水質基準を守っていただけたか、この３年間ね。お尋ねを

いたします。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

この３年間のし尿及び浄化槽汚泥の比率は、今、議員がおっしゃったようにさらに大きくなって

きております。引き続き搬入量の変化を踏まえた運転調整を行うことで、放流水の水質等に何ら問

題なく適正な維持管理を維持しております、現在も。

具体的に申し上げますと、微生物活性化促進剤とか、メタノールの投入量及び投入回数を調整い

たしまして、安定処理に努めているところでございます。また、処理後の放流水の水質につきまし

ては、水質汚濁防止法あるいは県条例及び県水質総量規制のほか、鈴鹿川浄化対策促進協議会との

覚書で取り交わした水質に関する基準値を遵守することが求められておりますことから、し尿等の

投入時から処理水の放流に至るまで、運転委託先の従事職員が定期的に処理過程における水質分析

を行い、水質管理に努めております。さらに、第三者機関に委託し、水質検査を月１回実施し、放

流水の水質検査を行っております。このような放流水の水質管理を行うことで、測定値は全て基準

値を十分満足しておりまして、放流水の水質も安全で安定した数値を維持しているところでござい

ます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

いろんな薬剤とか、そういったものを投入して、安定した運転をやっていただいて、放流水の水

質がきちっと守られておるということは結構なことであります。それで、今回の設備改良工事にお

きまして、二酸化炭素排出量削減対象機器というのが今回導入されるわけですが、そういう対象機

器には交付金がいただけるというふうに明示してありますが、この交付金はどこからいただいて、

今回の工事に関する交付金の金額は幾らかということをまたお尋ねします。

また、当該の設備による二酸化炭素の排出量の削減もどの程度になるのか、お示しを願いたいと

思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

本工事は施設の長寿命化とともに、今、議員もおっしゃいましたように、地球温暖化防止に寄与

するし尿処理施設として、二酸化炭素排出量の削減率を１２％以上とすることを目的に、平成２７

年及び２８年度の２カ年で施行いたすもので、契約金額は７億９５６万円となっております。

本工事は、環境省が所管する循環型社会形成推進交付金を活用して実施するもので、当交付金は

廃棄物処理施設の改良に係る事業で、施設の稼働に必要なエネルギーの消費に伴い排出される二酸

化炭素の排出量が３％以上削減されるものが交付対象となり、交付率は３分の１となっております。

本工事の交付金額は、契約金額のうち、二酸化炭素の排出削減に資する設備の改良に係る対象事業
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費約５億３,５００万円に対して、交付金は約１億８,０００万円を見込んでいるところでございま

す。また、衛生公苑における二酸化炭素の排出は電力使用に起因するものが主なものでございまし

て、平成２６年度における総排出量は約８７２トンとなっております。施行後の年間排出量は約７

５２トンとなりますことから、１３.７％の削減を見込んでいるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

新しい設備を導入することによって１億８,０００万円の交付金もいただけ、かつ二酸化炭素の

排出量の削減が１３.７％、これだけの効果があるということは非常に結構なことでございますが、

二酸化炭素の削減は主に電力量の削減と連動するということですけれども、電力量の削減も今回の

改良工事の結果、どのぐらいになるのか、お示しを願いたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

衛生公苑におきます平成２６年度１年間の電気使用量は１００万キロワット強でございまして、

電気料金は１,９００万円程度となっております。今回の改良工事において、主要な設備機器等の

老朽更新を実施することによりまして省エネルギー化が図られ、改良後の電気使用量は年間約２

１％削減の約８０万キロワットアワーを見込んでおります。電気料金を現行単価で換算いたします

と、約４００万円の削減ができるものと試算をいたしておるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

電力量の削減も年間４００万円近くの削減になると。こういう衛生公苑のような施設はなかなか

一般の人は行ったこともないし、和賀町にあるということもご存じない人が多いんですが、だけど、

亀山市にとっては非常に基幹的な施設でありまして、鈴鹿川の環境を守るためにも重要なものであ

りますし、また市民生活を陰で支える縁の下の力持ち的な設備でありまして、こういう施設にこう

いうふうな改良を施すことは、私は非常に大事なことであると考えております。

それで今回の設備改良によって、二酸化炭素の放出量の削減、電力量の削減、そういったことは

かなり達成されるで非常に有意義なことですが、鈴鹿川へ放流する放流水の水質は、先ほどいろい

ろ検査をして、現在でも水質基準は守っておられるとおっしゃったわけですが、設備改良その他に

よって、さらに一層いろいろな運転に手を加えなくても水質が向上するのか、それとも、放流水の

水質はきちっと水質を守っているけれども、それほど目立った水質改善というのは余りないのか、

そこをお尋ねしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

先ほども申し上げましたが、衛生公苑から排出される放流水の水質につきましては、現状の処理

においても法令等で定める基準値は十分満足しております。また、本工事においては、浄化槽汚泥
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の増加にも対応した処理機能の改善を進めることといたしておりまして、そのようなことから、将

来の処理量や処理比率の変化に対しても、これまでと同様に適切な水質管理を行うことで、引き続

き法令等の基準値を満足できる水質を維持できるものでございます。

鈴鹿川浄化対策促進協議会の基準値につきましては非常に厳しいものでございますので、その基

準を満足し続けるということで、極端な水質の改善にはつながらないものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

鈴鹿川の水質の維持も問題ないということですね。

それで最初、生し尿と浄化槽汚泥の比率がどんどん最初の設定から変わってきて、この３年間の

間でもかなり変わっておると。そういう状況で、これから先、生し尿というものはほとんどなくな

るに近い。ほとんどゼロにはならんかしらんけれども、ゼロに近い。ほとんど処理するのはもう浄

化槽汚泥ばかりやとか、そういうふうに将来なる可能性が高いわけですね。そういった場合でも、

要は有機物を分解するバクテリアですね、そういった活動なんかに十分エネルギーを与えられると

いいますか、エネルギーは有機物ですからね。そういうふうなことを考えますと、生し尿の量がど

んどん減っていくことによって、また何年か先、プラントの運転が非常にやりにくくなるとか、そ

ういうことはありませんか。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

農業集落排水施設の整備とか下水道合併処理浄化槽の普及に伴いまして、し尿の搬入量の減少と

か、し尿及び浄化槽汚泥の搬入比率が、今議員もおっしゃったように、より大きな差がついていく

ことが見込まれます。そして、今後の安定処理にも影響を及ぼすことが懸念されるわけでございま

す。これらのことから、本工事の施行に当たり、平成２３年度に衛生公苑の長寿命化計画を策定い

たしまして、その中で１５年後の処理量及び処理比率を推計いたしまして、将来の運転管理を見据

えた整備計画を定めたところでございます。本工事では、今後のさらなる浄化槽汚泥の増加にも対

応できるよう、設備機器等の老朽化に伴う更新とともに対策を講じておるところでございます。

そのようなことから、引き続き搬入量、搬入割合に応じた運転調整等を行っていくことで、今後

もし尿の搬入量が大幅に減少することとなっても、設備機器に支障を及ぼすことなく、これまでど

おり安定処理を維持できるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

将来のことを考えて、新しくいろいろ設備更新をされるということで、それは安心しております。

そこで、現在亀山市におきましては、公共下水道の整備が着々と進んでおるわけですね。将来、

今以上に公共下水道が亀山市をカバーすると。そうなってくると、個人の家庭、また企業なんかも

公共下水道へ皆流してしまうと、あれは鈴鹿川の下流で一括処理するわけですので、亀山市の衛生

公苑で処理する対象物がどんどん少なくなっていくというおそれがあるわけですが、その結果、現
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在はこういう設備が必要であろうと想定しておるわけですが、その先のことを考えると、衛生公苑

の設備が対象物に比べて過大設備となってしまって手に余るようなものになるというか、今さら途

中で小さくもできやんし、維持費には金がかかるしということで、そういった過大設備を将来抱え

るという心配はありませんか。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

本工事は、現状の衛生公苑の処理能力１日当たり６０キロリットルの変更を行わず実施するもの

でございますが、一方で、今、議員もおっしゃいましたように、公共下水道の普及等によりまして、

今後も地域で発生するし尿及び浄化槽汚泥の量は、より一層減少することが見込まれます。そのよ

うなことも踏まえまして、現在、関衛生センターし尿処理場において、１日当たり約１３キロリッ

トルの処理を行っているところでございますが、本工事完了後の平成２９年度以降は、関衛生セン

ターを閉鎖し、衛生公苑での処理の一元化を行うことで施設の効率化が図られるとともに、大幅な

処理場の減少には至らないものでございます。

また、本工事では、処理に支障を及ぼさない範囲で、将来の搬入量や汚泥等の性状変化も見据え、

生物処理槽の容量削減や散気装置の高効率化、高度処理設備や脱臭設備の能力の適正化等の対策も

講じまして、適切な設備管理を行ってまいりたいというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

将来、そういうふうな関センターを廃止して統合すると、経費の削減にもなるし、一定の量の処

理量は維持できるということで、それを聞いて安心しております。

それで、今回の設備改良の結果、先ほど説明があったように、電力料金とか、そういった経費は

削減をできると思いますが、今現在、委託管理を行ってもらっておりますが、委託管理費用の減少、

例えば人員が要らないようになって、その結果、委託管理費用が削減できるとか、そういったこと

につながるようなことはあるのかないのか、教えていただきたい。

○副議長（鈴木達夫君）

西口部長。

○環境産業部長（西口昌利君登壇）

現在、衛生公苑の運転管理は、今、議員もおっしゃいまいしたように、民間事業者に全面委託を

しております。委託業者の６名が現在従事しているところでございます。今般の改良工事では、浄

化槽汚泥の増加に対応した処理機能の改善と、先ほども申し上げました環境省の交付事業の目的で

ある、施設の長寿命化並びに設備機器等の省エネルギー化による二酸化炭素排出量削減に主眼を置

いた工事となっておりまして、人的削減にはほとんどつながらないものでございます。

さらに今後は、一層のし尿の減少に伴いまして、搬入量、搬入割合に応じたより細やかな運転調

整が要求されますことから、現状人員は必要というふうに考えております。しかしながら、先ほど

も申し上げましたが、改良工事の実施に伴いまして、電気使用量の削減に加えて、処理機能を改善

することによる薬品使用料の削減も見込んでおりまして、必要経費の削減が図られるものというふ
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うに考えております。

一方、これも先ほど申し上げました改良工事完了後の平成２９年度以降は、関衛生センターの閉

鎖を予定しており、衛生公苑での処理の一元化をすることによりまして、関衛生センターの処理経

費は不要となります。この結果、平成２６年度決算ベースで申し上げますと年間約２,９００万円、

２５年度決算ベースで申し上げますと約３,５００万円の経費削減が図れるところでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

岡本議員。

○１１番（岡本公秀君登壇）

今るる説明を受けて、よく理解できたところでございます。

これから、ああいう衛生公苑というのは、亀山市の環境センターなんかは皆さんがようけ自分で

ごみを持ち込んで、そこでいろんなやつを見て、非常に一般市民の目に触れる施設ですけれども、

衛生公苑なんかはもう本当にごく限られた人が出入りするだけで、前を通っても気がつかない人も

たくさんおる、そういう類いの施設ですけれども、非常に縁の下の力持ち的な重要な施設でありま

す。これからも鈴鹿川の環境を守り、また市民の生活環境を守っていくためにも、適切な運転管理

等をお願いいたしまして私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○副議長（鈴木達夫君）

１１番 岡本公秀議員の質疑は終わりました。

次に、８番 福沢美由紀議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

本日、最後の質疑になりました。日本共産党の福沢美由紀です。よろしくお願いいたします。

きょうは、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定について、お伺いをいたします。

まず１点目、認定こども園の移行を国は強制していないのでありますが、関乳幼児センターアス

レから認定こども園へ変えるという条例なんですけれども、何か不都合があったのか、どうして変

えなければならないのか、理由をお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

８番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。

若林子ども総合センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

認定こども園につきましては、亀山市子ども・子育て支援事業計画に導入を位置づけ、設置を推

進することとしております。これは、計画策定の際に実施いたしました子ども・子育てのアンケー

ト調査の結果によるもので、保護者の就労等により、幼稚園よりも保育所を必要とされる家庭が大

変多くなってきており、この傾向は今後も高まっていくことが予想されております。

また一方で、幼稚園での幼児教育も受けたいという保護者の願いがあることから、幼稚園と保育

所を一元化し、ゼロ歳から就学までの一貫した教育・保育を提供することが可能である認定こども

園の設置を進めるものでございます。

何か不都合があるのかというご質問でございましたが、幼稚園のまま、保育園のまま運営をいた

しますと、例えば幼稚園に入りたいお子さんが減少傾向にあった場合、定員を大きく割れたまま運

営をすることが起こり、保育園のニーズに応えられないことが起こります。そこで、幼稚園・保育
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所を一元化することにより保育所のニーズにも応えられる、定員の範囲の中で柔軟な対応ができる

ということで、非常に効果のあるものというふうに考え、導入を位置づけたものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

亀山市の保育の問題は、待機児童はゼロ、１、２歳が多いということだと思うんですね。あと問

題だなと思うのは、施設が老朽化しているということなのかなと私は捉えているんですが、この認

定こども園を制定することによって待機児童の対策ができるのかどうかということを考えますと、

今はそんなにいっぱいなのかどうか、ちょっとあれですけれども、この認定こども園という建物は、

ゼロ、１、２歳を入れなくてもできる、認定こども園法では「乳幼児」という言葉は入っていませ

ん。３号がいなくても認定こども園はできるんですね。そういう建物にするということで、私は保

育園がふえて幼稚園が減ってという中で、そんなに解決策になるのかということが疑問ですし、認

定こども園にしたところで、例えば国からの補助金がふえるとか、誘導施策があるとか、そういう

ことでもない。特にお得感も余りないのかなあというふうに思うんですが、今のままで幼稚園があ

いてくる可能性があるということなんですけれども、ほかの幼稚園もそういう傾向なんですか。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

待機児童の課題につきましては、認定こども園にすることで全てが解決するというふうには思っ

ておりませんので、待機児童については、小規模保育等さまざまな事業も活用しながら、その解決

に当たっていきたいというふうに思っております。認定こども園によって、若干その課題が縮小さ

れるということはもちろん想定をしておりますが、さまざまなことを考えて待機児童には対応して

まいりたいというふうに思っております。

それから、他の地区での幼稚園・保育所の入所希望される割合についてでございますが、例えば

亀山中学校区で申し上げますと、幼稚園を希望する該当の方は２９.８％、保育所での時間を希望

される方が６６.７％ということで、非常に保育所へのニーズが高まっているというふうに考えて

おります。市内平均をいたしましても、１０人お子さんがいらっしゃいますと、３.３人が幼稚園

の時間を希望、６.２人の方が保育所を希望されるというような平均値となっておりますので、今

後もこの傾向は高まっていくというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

関だけの傾向ではないということを確認いたしました。

次の質問に移っていきたいと思います。

この認定こども園ですけれども、市町村が児童福祉法の第２４条の１項の規定で、保育の実施責

任を負うとうたっているのは、さまざまな保育施設の中で保育所だけなんですね。今のアスレの中

に保育所はあるわけなんですが、保育所じゃなくて、これを一括して認定こども園ということにし

ますと、そこは保育所じゃなくなります。そうすると、第２４条第２項の規定でやっていくという
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ことになるわけなんですが、市が一体どのように、これ２項になっていても、実施責任は今までと

同じように、１項のときと同じように責任を負っていくのかどうかということを１点確認したいと

思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

児童福祉法第２４条第１項におきまして、保育を必要とする場合において、児童を保育所におい

て保育しなければならないとの規定がございます。一方、子ども・子育て支援法第３条には、子供

及び子供を養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子供が健やかに成長することが

できる社会の実現に寄与することを目的とすることと市町村等の責務が規定をされております。こ

のことから、認定こども園におきましても市が責任を持って運営をするものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

この第１項と２項の違いが、保育所については、保育に欠けるとは今言わないんですね、保育を

必要とする場合において市町村が保育しなければならないということになっているので、その子が

保育所に入るまで責任を持つことになるんですが、２項は、その措置を講じなければならないとい

うことで、少し緩い表現になっているんですね。

今、センター長がしっかりと、前の質問のときもそうでしたけれども、保育の質も落とさず、亀

山の子はどの子もしっかり保育されるように見ますということを何度も答弁はいただいているわけ

なんですけれども、人がかわったらどうなるのかとか、あと当面、今は市町村が全ての施設の事業

の申し込みも受け付けて、入所先も振り分けるという利用調整というんですか、それを今していた

だいているので、同じようにしますということが言えると思うんですけれども、そこに当面と書い

てありますもんで、その当面がいつまでなのかわからないという中で、１項と２項の書き込みが少

し違ってくる中で、公設で市が責任を持ってやるということでしたので、例えば民営化してしまっ

たりすると、ますます手が遠のいて、直接契約になってしまいますので、入れない子がいたりする

可能性が出てくるわけなんですけれども、今の保育の制度と同じように、認定こども園になっても

市が責任を持っていくという、民営化を進めていくということではないというご答弁だと今認識し

たんですけれど、それでよろしいですか。

○副議長（鈴木達夫君）

答弁を求めます。

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

先ほども申し上げましたが、関認定こども園については市が責任を持って運営をするということ

でございます。それから、民間になりましたら、市は利用調整をするということで先ほどおっしゃ

ったわけですけれども、それにつきましては、今後も引き続き調整をしていくものというふうに考

えております。

○副議長（鈴木達夫君）
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福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

利用調整については、公設だろうが民間であろうが、今全ての施設をやっていただいているんで

すね。私が、この民間にするのか公でやるのかということをこだわるのは、保育に使うお金を、こ

れ１０分の１０で市が今全部やっていただいていますんで、どういうふうにそのお金を使っていた

だいたかというのは私たちもチェックできますし、市の担当もチェックできるわけですよね。でも、

民間になってしまいますと、それはもう今給付制度になっているので、必ずしも保育に使わなくて

もいいことになっているんですね。親に保育のお金を渡すかわりに代理受納するだけですので、そ

れが例えば民間であれば株の配当とかに使っても構わないし、それのなくなった分をコストダウン

して、保育の質が下がるという可能性が必ず出てくるわけです。ですから、私はこのアスレ、ちゃ

んと市がやるんですねと、民間に売り渡すんじゃないんですねということを確認したかったんです

けど、もう一度お伺いいたします。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

先ほどは失礼いたしました。

今回設置しようとしております関認定こども園アスレにつきましては、市が運営をしてまいりま

す。なお、今後、認定こども園の設置の際には、その設置主体が市町村であるか民間であるかとい

うことを両方問わず、認定こども園と申しますのは県の認可を受けて設置され、その運営内容につ

いては、亀山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に基づ

き、市が確認を行ってまいりますので、保育の質は十分に担保できるものと考えております。

また、現在の民間保育所と同様に監査も実施されるものでございます。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

アスレについては市が運営していく。民間になったらということを、含みを持たせたご答弁だっ

たんですけれども、今、民間の保育所も監査が入っているからというご答弁でしたけれども、民間

の保育所は、運営費は給付ではなくて、委託費としてきちんと保育に使わなければならないお金と

して入ってくるわけですね。ですから、保育に使ったかどうかが問われる報告義務もあるものなん

ですよね。これは全然、認定こども園になってくると違ってくるから、私、こうやってこだわって

申し上げているんです。ですから、今この条例はアスレのことですので、アスレが市で必ずやると

おっしゃるので、それについては納得をいたしましたが、今後についても、ここはとっても大事な

ので、ぜひともしっかりと考えていただきたいと思います。

次の質問ですけれども、次の質問の３番の民間かどうかというところに行ってしまいましたので、

これを飛ばしまして、次の質問に行きます。

生活リズムの異なる子供たちが同じクラスになることによる支障はないのか。先ほど宮崎議員も

聞いておられました。お迎えのことは特にわかりやすいことです。先ほどの答弁では、保育園の子

は帰らないけど帰りの会をするということでしたけれども、お昼寝のリズムであるとか、あと夏休
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みですね。幼稚園の子はどんと夏休みがあって、保育園の子は夏休みというものは本当にほとんど

なくて、急に幼稚園の子がすこーんといなくなる寂しさもありますし、保護者の行事も幼稚園は平

日にしていたり、保育園だと土・日にということが考えられたり、また子育て支援行事はどうする

のか、相談業務どうするのか。やはりリズムが異なる子供たち、幼稚園と保育園という違いのある

子供たちを一緒にするということによる支障が心配されるわけですが、これについてお答えを願い

たいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

１号認定のお子さんと、２号・３号認定のお子さんが関認定こども園アスレで生活をしていただ

くという中で、お昼寝であるとか、給食の時間であるとか、行事であるとか、さまざまなこれまで

とは違ったことが起こるのではないかというようなご心配をいただいたかと思うんですが、お昼寝

等につきましては、できる限り現在の状況に変化がないように、子供たちに負担がかからないよう

な方法で時間設定を行ってまいりたいというふうに考えております。

また、行事等につきましては、この後、詳細は詰めていかなければならないものはあるわけです

けれども、幼稚園の保護者、保育園の保護者と話し合いを進めながら、１年目、２年目ということ

で、よりよい、皆さんに納得をしていただけるような形で行事についても話し合いを進めていきた

いというふうに思っております。夏休み等、それは現在も幼稚園の子は夏休みがありますので、そ

れにつきましては、保育園・幼稚園ともに合築園舎ということで、さほど大きな支障はないという

ふうに思いますが、夏休み前等には、やはり一定の式みたいなものは必要であろうというふうに思

っております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

今までのリズムを変えずにやっていくということは、やはりばらばらやということなんですよね。

幼稚園は幼稚園のリズム、保育園は保育園のリズムでやっていますので、それを一緒にしようとす

ると、どっちかが何か無理をせないかんということなんで、それを変えずにやっていくということ

は、やっぱりばらばらのまま、それが見えないようにか、自然になるように工夫するという言い方

なのかなと思いますが、やりながら考えていくということも一つかと思いますけれども、目の前に

子供がおりますし、何歳の何月何日のその日というのは、その子にとっては１回しかない日で、や

っぱり十分に周到な準備をして臨んでいただきたいと思います。

現場で、やはりそこら辺の話がされているのかどうか。去年から園長先生をそれぞれお１人やっ

たのが１人にまとめられたので、そういう話が進んでいるのかどうかわかりませんけれども、きち

んと現場サイドで子供たちが困らないようにということをしっかりやっていただいて、また報告も

いただきたいと思います。

それから、定員について次にお伺いしたいんですけれども、保育園の定員と幼稚園の定員は全然

違いますし、亀山の保育園の場合は国の基準を上回って定員設定をしている、保育園の一部ではや

っているという状況ですが、これが一体どういうふうになるのかということをお伺いしたいと思い
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ます。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

園児の定員につきましては、特定教育・保育施設等の定員ということで、子ども・子育て会議の

重要な審議事項となっておりますことから、本日夜開催予定の子ども・子育て会議において、市が

考えております定員案を議題とし、定員案に対するご意見等を参考にしながら、定員について決定

をしてまいりたいというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

子ども・子育て会議で決めてもらうのは結構ですけれども、担当としての思いがあると思うんで

すね。きょう、提案されるのに準備をされていると思うので。１点お聞きしたいのは、要は幼稚園

だと３５人で１クラス、先生がお１人。保育園では、例えば四、五歳児だと３０人。５人の開きが

ありますし、３歳児だと２０人。こういう中で、どっちに合わすんですかということですわ。これ

がもし３０人にしましょうとか、２８人にしましょうとか、そういうことになってしまうと、それ

は保育の質が下がることにつながるのではないですかということを問いたいわけです。その点をお

伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

認定こども園の定員の設定につきましては、幼稚園と保育所の水準のより高いほうの水準をとる

ようにという指摘がございますので、今現段階では、保育所の設定の定員を考えているところでご

ざいます。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

一つ安心いたしました。幼稚園の子がまざっていて、この子は保育は要らんから人手が要らんと

いうことにはどうしてもなっていかないと思いますし、一緒のクラスになったら、先ほどありまし

たけれども、幼稚園の子は先に帰るのを見ていてなれているとか、お昼寝するのになれているとか、

夏休みがあるのがなれているとかありますけれども、やはり別々のクラスでそれを見ているのと、

一緒のクラスで一緒に遊んできた仲間がそうなるのと全然違いますので、クラス編成というのは非

常に大事だと思います。よろしくお願いしたいと思います。

それから、定員の数字だけでなくて、職員の配置についても、定員ということは職員の配置イコ

ールで考えさせていただいていいのか、そこについて、亀山の先生たちは幼稚園と保育園とどちら

も免許を持っておられる方がほとんどだと伺いますんですけれども、職員の配置基準としても特に

下がることはないかどうかだけ、１点お伺いします。

○副議長（鈴木達夫君）
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若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

亀山市の職員につきましては、保育士免許と幼稚園教諭の免許の両方を持っている職員が全部で

ございます。ですので、今後も職員の配置につきましては、教育・保育の質が低下することのない

ようにいたしたいというふうに考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

質が低下しないようにやっていただくということで安心いたしました。

次の質問に移ります。

関幼稚園は、ほかの幼稚園と違って、預かり保育というのを幼稚園でありながらやっておられた

と聞きますが、これについては、認定こども園になってからどうなるのかということをお伺いした

いと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

現在、関幼稚園で実施しております預かり保育についてでございますが、認定こども園への移行

後は、これまでの保護者の就労による預かり保育につきましては、２号認定の児童の扱いというふ

うにさせていただきます。したがいまして、就労によって１カ月間継続して利用する場合の月額３,

５００円の部分は廃止をいたしたいと考えております。

また、一時的な預かりについては、これまでどおり日額３００円で延長保育として継続し、子育

て支援ということで今後も実施をしたいと考えております。なお、現在の預かり保育の時間は１４

時から１６時まででございますが、認定こども園へ移行後は、保育短時間の児童と同様に終了時間

を現行より１５分長くし、１６時１５分とすることを考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

関幼稚園だけなんですけれども、今までやっていたサービスがなくなるということになると、ま

たお母さん方が困ると思うので、続けていただくということですね。

次ですけれども、このアスレをモデルケースにしてということなんですね。この子ども・子育て

支援事業計画でも、モデルケースとして先行実施・検証しました。モデル園の検証を踏まえた上で、

園や地域の実情等を考慮し、必要に応じて認定こども園に計画的に移行しますと、ほかのことも、

こういうふうに単位についても書いてあるわけなんですけれども、この検証をいつどのようにされ

るのか。そして、どのように知らされるのかということをお伺いしたいと思います。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

関認定こども園アスレの検証につきましては、設置から１年後、２年後をめどに検証を行い、そ
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の検証結果を子ども・子育て会議において協議、検討いただくものと考えております。この結果を、

その後の関認定こども園アスレの運営に反映させるとともに今後設置を計画しております認定こど

も園の運営等に生かしてまいりたいと考えております。

また、検証の結果につきましては、議会にも報告させていただくものと考えております。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

まとまった検証結果というのが１年後、２年後というところで出てきて、日常的にきっといろん

な問題が出てきたり、そういう議論がなされると思うんですけど、そういうものは子ども・子育て

会議の中でも出されて、私たちも知ることができるということでしょうかね。１年ずうっと何もし

ないで待っているというのが不安なんですけれども、日常的にそういうことを私たちも知れる、例

えば子育て会議の議事録を見たり、そこを傍聴することによって、新しく始まった認定こども園と

いうものがどういうふうになっているかというのは、知ることができるんでしょうか。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

日常的にと言われますと、なかなか難しいことかと思いますが、１年後、２年後を目途にという

ことですので、その間に必要があれば子ども・子育て会議に諮らせていただき、傍聴していただく

というのはもちろんありがたいというふうに思います。

○副議長（鈴木達夫君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

必要があればということではなく、積極的にぜひ出していただきたいなあと思います。

それで、１点ちょっと言ってなかったんですけれども、お聞きしたいんですけど、今まで幼稚園

と保育園だったので、幼稚園については直接幼稚園に申し込むという形だったんですよね。それが

認定こども園になったら、もう教育委員会の関与からは外れるということと認識していていいです

か。

○副議長（鈴木達夫君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

議員のおっしゃるとおりだというふうに思っております。

○副議長（鈴木達夫君）

８番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。

以上で、本日予定しておりました通告による議員の質疑は終了しました。

続いて、お諮りをします。

質疑はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あしたにお願いしたいと思

います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○副議長（鈴木達夫君）

異議なしと認めます。

そのように決定いたします。

あす８日は午前１０時から会議を開き、引き続き上程各案に対する質疑と、午後からは市政に関

する一般質問を行います。

本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。

（午後 ５時３２分 散会）



平成２７年９月８日

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ３ 号 ）
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●議事日程（第３号）

平成２７年９月８日（火）午前１０時 開議

第 １ 上程各案に対する質疑

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

議案第７１号 工事請負契約の締結について

議案第７２号 財産の取得について

議案第７３号 市道路線の認定について

議案第７４号 市道路線の認定について

議案第７５号 市道路線の認定について

議案第７６号 市道路線の認定について

報告第１４号 決算に関する附属書類の提出について

報告第１５号 健全化判断比率の報告について

報告第１６号 亀山市水道事業会計資金不足比率の報告について

報告第１７号 亀山市工業用水道事業会計資金不足比率の報告について

報告第１８号 亀山市病院事業会計資金不足比率の報告について

報告第１９号 亀山市農業集落排水事業特別会計資金不足比率の報告について

報告第２０号 亀山市公共下水道事業特別会計資金不足比率の報告について

報告第２１号 平成２６年度亀山市一般会計継続費精算報告について

報告第２２号 専決処分の報告について

報告第２３号 専決処分の報告について
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報告第２４号 専決処分の報告について

報告第２５号 専決処分の報告について

報告第２６号 専決処分の報告について

報告第２７号 専決処分の報告について

報告第２８号 専決処分の報告について

報告第２９号 専決処分の報告について

報告第３０号 専決処分の報告について

報告第３１号 専決処分の報告について

報告第３２号 専決処分の報告について

報告第３３号 専決処分の報告について

第 ２ 請願第 ２号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書

第 ３ 請願第 ３号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書

第 ４ 請願第 ４号 防災対策の充実を求める請願書

第 ５ 請願第 ５号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書

第 ６ 市政に関する一般質問

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●出席議員（１８名）

１番 今 岡 翔 平 君 ２番 西 川 憲 行 君

３番 髙 島 真 君 ４番 新 秀 隆 君

５番 尾 崎 邦 洋 君 ６番 中 﨑 孝 彦 君

７番 豊 田 恵 理 君 ８番 福 沢 美由紀 君

９番 森 美和子 君 １０番 鈴 木 達 夫 君

１１番 岡 本 公 秀 君 １２番 宮 崎 勝 郎 君

１３番 前 田 耕 一 君 １４番 中 村 嘉 孝 君

１５番 前 田 稔 君 １６番 服 部 孝 規 君

１７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●欠席議員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議に出席した説明員職氏名

市 長 櫻 井 義 之 君 副 市 長 広 森 繁 君

企 画 総 務 部 長 山 本 伸 治 君 財 務 部 長 上 田 寿 男 君
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健康福祉部長（兼）
市 民 文 化 部 長 石 井 敏 行 君 伊 藤 誠 一 君

医療センター理事

環 境 産 業 部 長 西 口 昌 利 君 建 設 部 長 高 士 和 也 君

医 療 セ ン タ ー
落 合 浩 君 危 機 管 理 局 長 井 分 信 次 君

事 務 局 長

文 化 振 興 局 長 広 森 洋 子 君 関 支 所 長 坂 口 一 郎 君

子 ど も 総 合
若 林 喜美代 君 上 下 水 道 局 長 草 川 博 昭 君

セ ン タ ー 長

財 務 部 参 事 松 本 昭 一 君 市民文化部参事 深 水 隆 司 君

健康福祉部参事 水 谷 和 久 君 会 計 管 理 者 西 口 美由紀 君

消 防 長 中 根 英 二 君 消 防 次 長 服 部 和 也 君

消 防 署 参 事 平 松 敏 幸 君 教育委員会委員長 肥 田 岩 男 君

教 育 長 伊 藤 ふじ子 君 教 育 次 長 佐久間 利 夫 君

監 査 委 員 渡 部 満 君 監査委員事務局長 宮 﨑 吉 男 君

選挙管理委員会
松 村 大 君

事 務 局 長

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●事務局職員

事 務 局 長 松 井 元 郎 議 事 調 査 室 長 渡 邉 靖 文

書 記 山 川 美 香

─────────────────────────────────────

●会議の次第

（午前１０時００分 開議）

○議長（前田 稔君）

おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。

これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

１８番 櫻井清蔵議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

おはようございます。

それでは質疑をさせていただきたいと思います。

質疑をさせていただく前に、きょう玄関から入らせてもらって、雨が降らんところに雨が降って

おると。一体どないなっておるのかな、市長。私も二月ばかり前に、あの雨漏り何とかならんやろ

かということを言うておいたんですけれども、きょうも来させてもらったら、見事に漏っておりま

した。庁舎が古いなりに、やっぱり表玄関ですから雨漏りぐらいは、市長もどこから入ってごさる

のか知らんけれども、気がついてみえなかったら、雨漏りはきちんと直してもらわんと、仮にも亀
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山市の顔ですから、庁舎は。ああいうのは早急に直してもらうのが。気がついて早急に手を打つの

は行政の職務であると。そこら辺、頼みますわ。余分なことを言いましたけれども、朝からえらい

小言で申しわけないけれども、あえてこんなところで言う必要ないのかもわかりませんけれどもお

願いします。

それでは、質疑に入りたいと思いますけれども、各皆様方が同じようなかぶりで質問を行ってお

りますので、特に認定こども園の制定、条例制定についてお聞かせ願いたいんですけれども、大体

聞かせてもらったと。認定こども園に対する、それにかかわる保護者、特に関のアスレが認定こど

も園に選定されたんですけれども、保護者でもいろいろ戸惑いもあると。他の幼稚園、保育園でも

いろいろな戸惑いがあると思うんですけれども、そこら辺ちゃんと整理されておるのかどうか。そ

こら辺ちょっと聞かせていただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。

若林子どもセンター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

認定こども園について、保護者に対してきちんと説明がされているのかというご質問かと思いま

すが、平成２６年の夏、それから本年の夏、ことし第２回目の認定こども園のシンポジウムを開催

させていただき、本年は１５１名、昨年でも同様の数の保護者の方々、また教職員、保育士さんに

集まっていただき説明会を開催したところでございます。

中にはたくさんさまざまな質問をいただきましたので、現時点で答えられることについてはお答

えをし、また、お答えできない部分、わからない部分につきましては、１０月７日を予定しており

ますが、関乳幼児センターアスレにおきまして保護者説明会の第１回目をさせていただくというこ

とで進めさせていただいております。また、第２回目も開催の予定をしております。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

やっぱり保護者にはきちっと説明していただいた中での条例制定に入っていかなあかんと思うん

ですけれども、３点目に上げさせてもらったことについてお伺いしたいと思います。

今回、認定こども園の選定をやられたと。各質疑において、子ども・子育て支援法第６０条第２

項による基本方針、平成２６年７月２日告示の子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項に

基づいて、目標設定をされております。市長にお伺いしたい。目標では平成３１年までに３カ所予

定されておると。今既存の施設で、アスレは今回１カ所目だと。３１年までにこの法に基づいて、

第６１条の法に基づいてやられるんですけれども、市内のどこら辺をどのように、３カ所、市長の

首長としての方針、見解をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。

櫻井議員のご質問にお答えをさせていただきます。
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認定こども園につきましては、今回議会へ本市としては初めての認定こども園の設立に向けた条

例を提案させていただいておりますが、認定こども園につきましては、亀山市子ども・子育て支援

事業計画において、平成２７年度から平成３１年度までの５年間に３つの認定こども園を設置を計

画いたしておるところでございます。

現在の就学前の教育、保育においては、保護者の就労等により保育所ニーズが高まる一方で、幼

稚園での就学前教育を求める保護者の願いがある中で、幼稚園と保育所の教育、保育を一元化して、

一体的、総合的に提供することが可能な施設としてこの設置を進めていこうとするものでございま

す。

議員のご質問は、その３つの、今後それはどの場所へ設置するのかという今ご質問でございます

けれども、まずは、今回新たに設置をいたします関乳幼児センターアスレを活用いたしまして、関

幼稚園と関保育園を認定こども園として、これはモデルケースとして先行実施をさせていただくも

のでございますので、この運用上の検証をしっかり行った上で、その検証結果を今後の本市の認定

こども園の設置に向けて生かしていく必要があるというふうに考えるものでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

よく市長は、モデル事業、検証というようなことをよくやられておる。検証の結果どうやという

ことですけれども、ちなみに過去に南小学校の芝生化をやったと。これも恐らくモデルケースでや

って、検証をやってというふうになりました。これも検証結果は何も出ていませんし、その後に児

童数の少ない小学校に芝生化ができたかと言えばできていませんわな。あれはそんなら何やと、単

発のようなもんかと。これも認定こども園も、今の答弁やとモデルケースとしてやるけれども、検

証はなされなかったときは、そうするとアスレ１カ所のみになるのかと。

私は心配しておるのは、幼保合築の件ですけれども、児童数の少ない保育園、幼稚園はある程度

の定数を持っていますけれども、だけど先ほどの答弁、きのうからの答弁からいきますと、だんだ

ん幼稚園よりも保育園のニーズが高くなってきておると。親の就労につれてね。統廃合を考えた中

での認定こども園の新規２カ所、そういうようなことも念頭に入れた中の検証をやられるのか。

アスレについては、旧関町時代にかなり合築問題でそのときの議会のほうでそのときの町長がい

ろいろ考えられて、議会としても現場の先進地の視察も行ってきました。そしてあのアスレができ

たと。

これも問題がありまして、保育園については厚生労働省、幼稚園については文部科学省と、どっ

ちで建てようかと。そのときに、教育委員会が主体になって、文部科学省の補助金でアスレという

のができたと。玄関を振り分けて、右と左に、右側には幼稚園、左側には保育園と。幼稚園の定員

増のときに、保育園の施設を使ったらどうやと。これは合併後ですけれども、そのときに、いや、

これは所管の省庁が違うので併用ができないと、補助金の関係で使用ができないというようなこと

で、幼稚園の入所のときに、幼稚園の入所を希望される父兄が抽せんで負けて保育園に行かざるを

得なかったと。当然これは料金が違いますから、保育料と幼稚園の料金が。

そうすると、検証されると言うけれども、やはり大体ここら辺も想定した中で今回のアスレを認

定していくんやと。３１年にはもう３カ所という目標も設けてみえるんやから、当然行政というの



－１２４－

は将来を見据えた政治をしていかないかん。条例も制定していかならんと思いますけれども、そこ

ら辺をもう一度お聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

議員ご案内のように、今も少し触れていただきましたが、幼保一体、幼保一元というこの課題と

言いますのは、この４０年、半世紀近いような議論の中で今日に至っております。そういう中で、

今日的な教育・保育の状況変化の中で、新しい子ども・子育て新制度が本年度からスタートいたし

ました。その中に、やはり就学前の保育と幼児教育をあわせ持つ、双方の長所をあわせ持つ、議員

のお言葉をおかりすれば、従来の文科省と厚労省の縦割りの弊害を一体化させていく認定こども園

の取り組みというのは、本市におきましても今後もしっかり計画をし、これを整備していく、この

基本方向をお示しをさせていただいておりますし、そういう意味でアスレ当時の政策判断として、

あの時点で、これはハード的な面からのアプローチでありましたが、幼保合築をあの時点で決断さ

れた。これは本当に、一定の先見の明があったというふうに私どもも今感じておるところでありま

すけれども、まずは今回のアスレの中でさまざまな、万全の準備をしてまいっておるところでござ

いますけれども、実際この運用をしていく過程で、さまざまな検証がなされる必要があろうかと思

っておりますので、きのうも申し上げたんですが、設置から１年後、２年後をめどに検証を行いま

して、その検証結果を子ども・子育て会議におきまして協議検討をいただくものと考えております。

この結果を、その後の関認定こども園アスレの運営に反映させるとともに、その後の本市が考え

ております認定こども園の新たな整備、運営に生かしたいというふうに現時点で考えておるところ

でございまして、その点は議員のご趣旨も踏まえ、将来を見据えながら現実の中で確実に前進をさ

せていく。そういう基本方針で臨んでまいりたいというふうに考えるものでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

物事を進めるには、１年も２年も検証をするのと違う。やはり、こういうのはアスレを認定こど

も園にした段階で、結局東幼稚園がいい例やないですか。幼保合築を目指しておったけれども、用

地の問題で合築ができなかったもんで、前市長のときにその計画がなされて、今の櫻井市長のとき

に、その幼稚園だけにしたと。用地ができないから幼保合築はできないということをあなたは決断

して、東幼稚園が単独になったと、それが経緯やと思う。そんなんやったら、なぜその立地的なも

ので、結局用地を買うのに１年、建設に１年、こんなことをやったら２年検討をしたら４年後とい

うたら、３１年に間に合いませんで。だから、できない目標は立てるなと私は言うんですよ。でき

るんやったら、やはり関のアスレを認定こども園へ、こういうのは条例制定をするときにおいては、

次はこことここと、この地域とこの地域に認定こども園のことをやっていきますというのが、この

あれやと思いますもんで、そこら辺を、やっぱりそれが計画ですよ、目標ですよ。そういうふうに

上げていくのが、そして今回の条例制定に対する、アスレに対する条例制定は、やっぱり提出して

いただかんことには僕はあかんと思っておる。それが政治やと私は思っておりますよ。

やっぱり市長が主体になって物事を進めていかんと、これはあなたの仕事やというもんではあか
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んのですよ。担当部の仕事ではあかんと。やっぱり政治家としての、職員は、あなたの指示によっ

て物事は動いていくわけですよ。私はこうしたい。だからこのことで考えよと。こことここの地区

は認定こども園の設置を考えよと。用地も確保せえと。そういうような形で目標の一つに上げてい

くというのは、一つの政治家としての、また首長、市長としての役目やと私は思っています。これ

ばっかやっておれませんので、次へ行きます。

順番に聞きますけれども、報告第２３号から第２８号、専決処分の報告について。

今回この６件、また報告が出てきたと。さきの方々もいろいろ質問された。その事案の件数をま

ず知りたいと。私の記憶するところによると、今から２、３年前からで、１５、６件やと、こうい

う案件が。あっちこっち、市内各所で。その数は間違いないですか、私の記憶だと１５、６件やと

思っておるんですけれども。年度別にお教え願いたい。

○議長（前田 稔君）

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

おはようございます。

今回、同様の道路の陥没により起こりました車両物損事故の件数についてのご質問ですが、過去

５年間の事故件数についてご答弁をさせていただきます。

タイヤのパンク事故におきましては、平成２２年度、２３年度、２４年度には起こっておりませ

ん。２５年度は４件、平成２６年度は３件、今年度６件といったところでございます。

なお、市道川崎白木線におけるパンク等の物損事故につきましては、平成２６年度の３件でござ

います。平成２７年度は本議会で報告させていただいておりますが、全て川崎白木線で、３カ所の

陥没箇所において６件の物損事故が起こっております。７月以降につきましては、舗装の修繕を広

範囲で行っておりますことから、物損事故は起こっておりませんことをご報告させていただきます。

（「トータル何件や」の声あり）

○建設部長（高士和也君登壇）

パンク事故におきましては、７件の６件ですので１３件。２７年度も含めまして。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

これ、たびたび起こっておるわけですわ。専決処分で報告されておるんですけれども、市長も県

議会のときからフラワー道路の経緯はよくご存じだと思うんです。これは県に移管できやんのもよ

くご存じやと思う。当然、私が過去に鈴鹿市の市長に、加藤栄さんという人やったけどね、話を聞

いたことがあるんですよ。「櫻井君、年間フラワーに３,０００万ずつ金を放り込まならん」と。

鈴鹿市は、加藤さんが市長をやめてからもう十何年ですよ、ずうっと継続的に年次計画で補修事業

をやっておるんですよ。亀山市は今回補正で２,５００万の補正が出ていますけれども、今までそ

のような手だては何もせんだと。きのうの答弁でも、国交省に頼んでやってもらっておると。他人

任せ行政やと私は思っております。

市長もよくご存じやと思っております、そのフラワーの経緯は。こういうような物損事件が起こ

った当初から考えると、担当室に市長の指示はどんな指示を出されたのか。ただ、ぐるぐる見回り
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行きなさいよと言うだけの指示やったんか、抜本的にこのフラワーはどのようにしたらいいかと。

フラワーが現鈴鹿市、旧亀山市、旧関町と３地域にまたがっています。それぞれの地域によって、

鈴鹿市は年次計画で路盤改修をやっています。亀山市は初めてですよ、２,５００万って大きな金

をつぎ込むのは。単年度でちょこちょこの修繕は、道路維持というのはやっておったかわかりませ

んけれども、これに初めて２,５００万の金が出てきたと。それまで市長は何をしておったんです

か。一遍市長の姿勢を聞きたい。そんな指示を出していたのか。どういうふうに担当室に指示を出

したのか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

議員ご案内のように、フラワー道路、昭和５５年、たしか昭和５５年の事業着手であったという

ふうに思いますけれども、四日市、鈴鹿、亀山、関、これを貫く広域農道として事業化がなされた

ところであります。

ちょうど平成１５年に、野登弥牟居神社から川崎区間の未整備区間が解消されて、そしてあの時

点で一部県から亀山市にフラワーが移管されたというふうに理解をいたしておるところでございま

すけれども、きのうもご質問の中で、今日に至るフラワーを取り巻く環境、当時の道路の設計の容

量の台数とか、あるいは農道として設置されておりまして、そういう背景があるのは承知をしてお

るところでございますけれども、今も部長がご答弁させていただきましたが、昨年度も市道川崎白

木線におきましては、道路の陥没が原因で車両物損事故が起こっておりますことから、最初の物損

事故が起こりました翌日に当たります４月６日であったかと思いますが、建設部長からの報告を受

けまして、事故の原因である陥没箇所を早期に発見することが重要であろうと。その中で、道路パ

トロールを一層強化して、陥没箇所を早期に発見して迅速な修繕に努めることが、そして特に損傷

の激しい箇所につきましては、早急に修繕を行いまして、事故の再発防止に努めるよう私のほうか

ら指示をいたしたところでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

そういうような認識やからあかんのやさ。道路構造上どうなっておるのかというのは、ようわか

っておるはずでしょう、あれは農免道路というのやな。フラワーというのは、あれは農林省や、亀

山地内では。関町地内は、そのときの建設省の道路なん。だけど、当然農林省がつくったから農道

扱いの道路、路盤の構造も恐らく、２０トン、１０トン以上の車通ったときは耐えられやん構造に

なっておるわけ。あなたも県会議員やっておったらよう知っておると思う。だから、そういうのは

２４年度に事故の賠償が出てきた段階で、あなたが原課に指示を出さなあかん。鈴鹿市はどんなん

でやっておるかと。鈴鹿市は毎年３,０００万出しておると。恐らく３億以上出しておると思う、

もう既に。鈴鹿へ行ってもそんなへこんだところは何もない。きれいに整備をやられておる。だけ

ども、亀山市はこんな状況やと。

組織というのは、それぞれの地区で分担しておるのかわからん、担当室で。これはあんたの仕事

やで私は関係ないと。だけどそれをまとめるのが市長の仕事だと。指示を出したと言うけど、それ
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は指示では私はないと思いますもんで、やっぱりもっとこれからいろんな質問があったように、的

確に宮崎議員は１億入れてやったらどうやと、１億というのは年間無理やでね、せめて鈴鹿市並み

に、鈴鹿市並みやで２,０００万ぐらい年次計画で区間的な路盤工事をしていくというのが一つの

今後の対策だと私は思いますので、これからどんどん補正やなしに、２８年度には、もう少しきち

っと予算を組んでフラワーをやっていただきたい。フラワーも、全線開通するのが責務ですよ、あ

なたの。１４年間県議会やっておって、首長を６年やって、２０年近くやっておって、フラワーは

どんなもんやということをよくわかっておるはずや。それはきちっとあなたの時代にそういうよう

なことがないように、今後このような報告案件がないようにしていただきたいと思います。

最後になりますけれども、議案第６３号の平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてですけれども、あなたはプレス発表、記者にも言ったんですけど、２６年度は７億２,５４５

万円の黒字決算になっているという市長の見解をお示し願いたい。どういうように考えて７億２,

５４５万黒字やと発表されたのか、これは真実かどうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

その前に先ほどの今のフラワーにつきましても、きのう申し上げましたが、こういう状況であり

ますので、平成２３年度から国の社会資本整備総合交付金を受けながらこの事業を進めております

ので、今後につきましてもしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。

そして、ただいまの決算の実質収支の７億２,５４５万の見解を知りたいということでございま

した。平成２６年度におきましては、北東分署の建設事業でありますとか、神辺地区のコミュニテ

ィセンター、あるいは白川小学校の耐震化並びに東小学校の運動場の整備などハード事業、それか

ら市制施行１０周年の記念事業や亀山の文化年事業、それから放課後児童クラブの設置支援などの

ソフト事業を着実に実施をいたしまして、さまざまな施策の展開を図ってまいりました。また、市

民の皆様の要望にもお応えをすることができたというふうにも考えてございます。

こうした事業を実施いたしました結果として、決算におきまして実質収支が約７億２,５４５万

円の黒字となったと認識をいたしております。

なお、この実質収支額約７億２,５４５万円のうち、地方自治法第２３３条の２の規定によりま

して、３億７,０００万円を財政調整基金に繰り入れ、残余の約３億５,５４５万円は繰り越して、

本年度の事業の補正予算の財源としたところでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

７億残ったで、私はうまいことしたというようなことですな。確かに実質収支というのは、その

２１０億から２０２億引いたお金が７億２,０００万と。だけど単年度収支は、２億６,７０２万５,

０００円の赤字ですわな。そうですな、確認、間違いないか。本当かどうか。一言。

○議長（前田 稔君）

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）
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平成２６年度の単年度収支は、２億６,７０２万５,０００円の赤字でございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

単年度は赤字やったということや。単年度収支からいくとな。実質単年度収支はどうですかな。

単年度収支と財政調整基金の積立金と、任意に行った地方債の繰り上げ償還金から財政調整基金の

取り崩し額を引いて、２億６,７０２万５,０００円の赤字、プラス財調４７４万２,０００円、ゼ

ロで、財政調整基金の取り崩し額５億２,７３５万円を引くと、実質単年度収支は赤の７億８,９６

３万７,０００円やな、間違いないな。

○議長（前田 稔君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

平成２６年度の実質単年度収支は、７億８,９６３万７,０００円の赤字でございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

最後に、基礎的財政収支、プライマリーバランスというかな、これは去年は９億７,６７０万３,

０００円やったと。今年度は２,２３３万円だと。これはどういうふうに解釈したらよろしいかな。

○議長（前田 稔君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

平成２６年度の基礎的財政収支、プライマリーバランスでございますが、議員おっしゃるように、

２,２３３万１,０００円となったところでございまして、前年度の９億７,６７０万３,０００円か

らこれだけ減収したのは、財政調整基金から５億３,０００万繰り入れを行った結果、基礎的財政

収支が下がってきたものでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

もう１つ、比較対照したいと思います。

２５年度不用額８億８,２１８万６,０００円。だけどこの中には、野村布気線の６億１,０００

万と民生費の法定外繰出金の１億１,０００万を抜いたら、大体１億５,０００万、２６年度の不用

額は、総額１億６,８７２万１,１００円、こういうのになっていくわけやな。変わらへんのさな、

６億と１億引いたら、去年は１億５,０００万。ことしは１億６,０００万。

そういうような中で、実際に私らは市長のプレス発表の、ことしは７億円の黒字やったというの

を信頼するのか、実質単年度収支の赤の７億８,０００万を信頼するのか、プライマリーバランス

の２,２３３万をどのように私らは見たらよろしいかな。プレスでは、去年は９億でしたけどこと

しは７億で、２億ばかりは減少しましたけれども。７億の黒字を出しましたと言ったけれども、今

上げた数字、市民の立場で亀山市の財政状況はどれやと。ただ単に、歳入歳出で引いた残りのお金
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を信頼するのか。それを信頼して市長は言っておるわな、記者に。議会が審議する中で、市民が亀

山市の財政状況を信頼するときに、何を、どの数字が本来なら市民に報告せんならん数字なのか、

市長、ちょっと聞かせて。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

決算の説明、あるいは皆さん議会、市民の皆さんに公表させていただくあり方、実質収支も単年

度収支も、実質単年度収支も、従来からの考え方で全てお示しをさせていただいておるものでござ

います。どれをどうということよりも、これは全体の中で、単年度だけではなくてこの変化をどの

ように理解をしてどう考えて対策を打っていくかということが、より重要であろうというふうに思

っております。

実質収支につきましては、ご案内のように、平成２１年度は１４億８,０００万が実質収支でご

ざいました。今回７億３,０００万の約倍額でございます。実質単年度収支につきましては、実は

平成２１年度から以降、昨年はちょっと１,０００万の黒字でございましたが、それ以外は全てマ

イナス、赤字の９億とか１０億とか、こういう流れの基調の中にございますことは、既にご案内の

とおりであろうというふうに思ってございます。

要するに、基金、財調を突っ込みながら、今の本市の事業のさまざまな施策が回っておるという

ような構造を示しておるというふうに理解もいただけたらと思っておりますが、いずれにいたしま

しても、この３つの収支は、従来からもこのような公表をさせていただいておりますので、ご理解

いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

どれを私らは亀山市のほんまの収支かと聞きたいだけのことや、それを答えてくれと言うておる

の。入りと出で聞いたやつがほんまのあれなんかと。きのう西川議員の答弁に、金は天から降って

来いへんのやでというような話をしておった。えらいことを言うなと思ったんやけども、どれを信

頼したらええ、上田部長。私らは市民としてどれを、どの数字がこの２６年度の決算における亀山

市の財政状況の数字か。今いろいろ数字を言われたな、どれを信頼したらいいか。市長に聞いても

わからん、もう。それだけ教えて、もう時間ないで、長々とやっとったで。

○議長（前田 稔君）

上田部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

どの数字を一番信じたらいいのかというようなご質問だというふうに思いますけれども、そのも

のを見るときに、単年度収支を見るのか、実質単年度収支を見るのか、実質収支を見るのか、プラ

イマリーバランスを見るのかによって、この全体の指標で亀山を見るべきなんだろうと思っていま

す。特に財政力指数も一つでありますし、公債費負担比率もそうであります。いろんな指標が財政

指標はございますので、これを総合的に見ていただいて判断すべきなんだろうというふうに私は思

っていますけれども、議員がおっしゃるように、実質単年度収支は前年度へ繰り越した分とか、そ
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れも入れたときにどうなんだということは見ることができます。ですから、どういうものを見ると

きに判断をするんだということが少し、それによって見方が違うんだろうというふうに私は考えて

おるところでございます。

平成２６年度を見ますと、税収が４億円落ちました。落ちていろんな事業をして、翌年度への繰

り越しのお金も計算をせなあきませんけれども、財調の積み立ては、先ほど市長が申し上げたよう

にほぼニアリーイコールで推移をすることができた。しかし、５億４,０００万の財政調整基金を

取り崩さなやれやんだのも事実であります。そんな意味では、今までから見ますと、少し悪化をし

てきておるという要因があるんだろうと。やはり、うちが財政力もよかった時期を見ますと、市税

収入の影響が一番うちの財政に与えておる影響だろうというふうに思いますので、大きな見方です

ると、市税収入の動向も重要であると。しかし、議員がおっしゃるように、年度ごとで事業のばら

つきが出てまいりますので、単年度だけで見るのは少し危険な要素があるのかなというふうに考え

るところでございます。

○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。

次に、１６番 服部孝規議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

通告に従い質疑をします。

まず、議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正について、関連する議案第５９号亀山市

手数料条例の一部改正について、及び議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２

号）について質疑をいたします。

説明によると、マイナンバー法の導入に伴い、市も特定個人情報の適正な取り扱いを確保するな

どの必要があって今回の条例を一部改正したということであります。このマイナンバー制度ですけ

れども、これまで何度も質疑でやってきましたが、情報流出などのおそれが１００％ないというこ

とでない限り、やっぱりやるべきではないというのがずうっと言ってきたことであります。

ところが、政府の対応を見てみますと、このマイナンバー法の利用開始が来年１月ということで

あるにもかかわらず、施行もされていません。この段階で、今回国会で法律をさらに改悪をすると

いう、こういうことを自民党、公明党、民主党の賛成下で可決をしました。これ、どんな内容かと

いうと、プライバシー性の高い個人の預貯金、それから特定健診情報なども利用対象に拡大をした

ということですね。だから従来よりも広げたという、非常に私からすれば改悪の法案だというふう

に思っております。

この問題は、日本年金機構の年金情報の大量流出という事態が生じたということがあって、年金

の基礎番号との連結だけは最長１年５カ月ほど延期をするという修正も入れられました。何度も言

っていますけれども、やっぱり情報というのは、蓄積が大量になればなるほど攻撃をされやすい、

そして、範囲を広げれば広げるほどそれにかかわる人がふえるので、情報の流出の危険が高まると

いう、これはもう自明の理だと思います。

市民の個人情報が一たび流出すれば、たとえ罰則規定をつくったところで、もとに戻すことはで

きないというのがこの情報の危険なところであります。

そこでまず、今回の個人情報保護条例の一部改正でもって、個人情報の流出やとか、なりすまし
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犯罪を完全に防ぐものにできるのか、この点をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、今回の改正において、完全に個人情報の流出でありますとか、なりすましの犯罪が防げる

のかというご質問でございますが、先ほど議員からも日本年金機構の問題を例にとって挙げていた

だきましたが、日本年金機構の問題にいたしましても、インターネットと接続しておったことがま

ず１つ大きな問題ということになりまして、今回のマイナンバー制度もそうでございますが、シス

テムの中できちっと整備をいたしましても、対応する、例えば職員でありますとか、そういったセ

キュリティーの考え方をしっかりしないと完全に防げるということにはなりません。そういった意

味でしっかりと職員の意識づけをもって対応していきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

職員の意識づけと言われましたけれども、やっぱり前提として考えるのは、人間というのは間違

いをするという、このことは防ぎようがない、このことをまず前提に物事を組み立てるべきだろう

というふうに思います。どれだけ研修をして意識づけをしようが、やっぱり誤り、それから意図的

にする、こういうことを防ぎようがない部分がどうしても出てきます。やっぱりこれは、完全に情

報を保護するということは私は不可能だということだろうというふうに思います。

この個人情報の保護条例とは関係ありませんけれども、今源泉徴収などでマイナンバーを使用す

る企業、特に中小企業なんか大変だと思うんですけれども、この情報保護に大きな費用負担や事務

負担があるということで非常に困ってみえるという声があります。中には、マイナンバー不況とい

うようなことを言う人もおるぐらいであります。

これは私、去年６月と９月、そしてことしの６月でも質疑をしてまいりました。特にことしの６

月に、日本年金機構の問題を受けて、ああいうことが起こる心配はないのかということをお聞きし

ました。そうしたら部長の答弁は、マイナンバーで利用する住民情報系システムとインターネット

による外部との接続が行われないため、そういうことは起こり得ないんだというふうに言われまし

た。

ところが、日本年金機構、なぜああいうことが起こったかということを調べてみますと、年金の

個人情報を保管している基幹系のネットワーク、これはインターネットに接続されていない、そう

いうものとインターネットにつながっている情報系のネットワーク、そこへインターネットにつな

がっているところに個人情報を移して作業をしたという。こういうことをしたために、そこへ不正

プログラムというような攻撃を受けて流出をするということが起こったわけですね。

だから、そういうようなやり方を職務上していると、分けていても起こるということですね。亀

山市の場合をお聞きしたいんですけれども、そういうような年金機構でやっているような基幹系の

個人情報をインターネットのつながっている情報系のところで作業をする、こういうことはないの

かどうか、これをお聞きしたいと思います。
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○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

６月議会におきまして、議員からシステムの安全性についてお尋ねがございまして、確かに私イ

ンターネットと外部の接続が行われていないことから、高いセキュリティー性を維持しているとい

うご答弁をさせていただいたところでございます。

しかしながら、議員ご指摘のとおり、日本年金機構におきまして、当市と同様に基幹システムは

ネットワークと遮断された環境でありながら、基幹システムからインターネットにつながったパソ

コンに情報を移動させ、パスワードもかけずに保存し作業を行っていたため、あのような標的型の

メール攻撃を受けて、１２５万という情報漏えいが行われたということでございます。当市におき

ましても、一部の部署で事務を効率的に行うため、日本年金機構と同様に、基幹システムからイン

ターネット接続が可能な環境にあるシステムに情報を移動し、作業を行っている場合がございまし

た。

こうしたことから、その対応といたしまして、当市の基幹システムであります住民情報系システ

ムから個人情報を移動させることを原則禁止といたしまして、住民情報系システム内に新たに作業

用のフォルダを設けて作業をすることといたしました。これによりまして、日本年金機構で発生い

たしました標的型メールによる情報漏えいは防げるということを考えております。

これにつきましては、素早く総務省の指示も出ておりまして、対応いたしたところでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

今回の日本年金機構の情報流出というのが、いわゆるマイナンバーを付番、番号をつける以前に

起こったということで、その番号自体は流出しなかったわけですね。これがもし番号をつけた後で

起こったら大変なことですよ。そういう年金機構で起こったようなことを亀山市でもやっていたわ

けです、現実に。こういう問題というのは、また新たな問題が私は起こっていくと思うんですよ。

そうすると、そのときに対応をまたやるというような、こういうことの繰り返しになるのではない

かというふうに思います。

だから、対応として、私は１つは既存の住基のシステムに保存されている個人情報は基幹系ネッ

トワークでのみ使用する、または情報系ネットワーク、遮断された環境で使用するという、このこ

とを徹底するということですね。これ、確かに大変なんですよ。なぜ日本年金機構がああいうこと

をやったかというと、そのほうが手っ取り早いんですよね、事務的な処理に追われると。そうする

とついついこれは危ないかもわからんけれどもそうしてしまうというような、こういう問題は生じ

てくるということがあるので、これは人の問題やらいろんなことを考えてやらないと大変ですけれ

ども、やっぱり何よりも漏れたら本当に取り返しがつかないということを考えると、やってもらわ

なきゃならんというふうに思います。

今回は、その条例の一部改正ということなので、そこに入っていきたいと思うんですけれども、

用語が非常に幾つかあって、わかりにくいですね。１つずつ聞いていきたいんですけれども、まず

第２条の第１号に、氏名、生年月日、その他の記述等という、等というのがあります。これは一体
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等は何が含まれるのか。これが１つです。それからもう１つ、同じくその括弧書きの中に、他の情

報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含むと

いう、含むというのは一体どんなものをいうのか、この２点お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、条例第２条第１号の個人情報におけるその他の記述等につきましては、氏名、生年月日と

あわせて基本４情報と言われております住所、性別、このほかに電話番号、勤務先、職業、職種、

国籍、人種、本籍、家族構成、学歴、職歴、結婚歴、離婚歴、賞罰、収入、財産の状況など個人に

関する情報でございまして、広く条例による個人保護条例の対象としているものでございます。

もう１点、特定の個人を識別することができることとなるものを含むにつきましては、ある情報

を他の情報と組み合わせることによって個人を特定できる情報のことでございまして、例えば名字

だけでは個人を特定することはできませんが、その名字に、例えば勤務先といったプロフィール情

報が加われば、これで個人を特定することができるため個人情報になると、こういったものも含む

ということでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

聞いて驚きましたけれども、書かれているものよりも等のほうが多いんですね。圧倒的に多い。

まあこんなにもあるのかというふうに思いましたけれども。こういう等という書き方が妥当なのか

どうかというものも感じます。

それから、次に行きますけれども、同じく改正前の第２条第１号、これで個人情報という書き方

がされております。その中の第３号で個人情報ファイルというのが、これが改正後の条例案でいき

ますと、第５号の保有個人情報から第１０号の情報提供等記録まで細分化されています。非常に細

かく書かれているんですけれども、これはなぜなのかをお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

ただいま第２条第１号から第５号の保有個人情報などの用語の定義を新たに加えたこと、また、

再分化されていることにつきましては、番号法による条例改正に伴い、個人情報の用語の意義につ

きまして国の法律と整合をとる必要があったこと、これが１点でございます。また、新たに特定個

人情報、個人番号をその内容に含む個人情報でございますが、この用語の意義を規定するに当たり、

従来の個人情報とより明確に区分する必要がございますことから、保有個人情報、特定個人情報、

保有特定個人情報の用語について定義を行うものでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

より詳しくということで規定がされているということであります。
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もう１つ、私はこの中で、用語以外に取り上げたいのは、第１１条のいわゆる目的外利用の制限

というところが、私は一つ大きな問題だろうというふうに思っています。目的外利用の制限という

のは、要するに税であれば税に関することにしか使えませんよというのが、いわゆる目的外利用の

制限だというふうに理解しております。それで、この改正前と改正後、現行と改正案というんです

かね、比べると、特定個人情報以外の個人情報というふうに個人情報のところが書かれておりまし

て、特定個人情報だけが外されて新たに第１１条の２として規定されている。この理由についてお

聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

特定個人情報につきましては、一般の個人情報よりもさらに厳格に目的外利用を制限しておりま

して、目的外利用ができる場合につきましては、人の生命、身体、または財産の保護のために必要

がある場合に限定しております。この場合におきまして、本人の同意があり、または本人の同意を

得ることが困難であると認めるときにのみ、目的外利用ができるものでございまして、従来の個人

情報よりもさらに厳格に目的外利用の制限を定めるということのために、今回分けたものでござい

ます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

従来よりも厳格にと言われましたけれども、そこで、第１１条の２の第２項に、今答弁でもあり

ました人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合というのが出てきます。これは一

体具体的にどんなことを指しているのか、まずお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合の例といたしましては、大規模災害や

事故等の緊急時に負傷者情報を利用する場合などがございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

要するに本当に限られたごくわずかな場合だろうというふうに思います。

そこで、一つ問題だと思うのは、現行の条例には、個人情報の目的外利用の制限というところの

第１１条の（１）ですね、この中には、こういう場合以外は提供してはならないということで、た

だし書きがあって、６つの項目があって、それに該当する場合はその限りではないという、こうい

う規定なんですね。その中に、１で本人の同意があるとき、または本人に提供するとき、こういう

ときはこの限りではないとこういう書き方をしてある。

ところが、今度の改正案の中には、今言われた本当にごくわずかな、あるかないかわからないよ

うな、そういうケースの場合にだけ本人の同意が要るということですよね。そうすると、本人の同
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意が後退したのではないか、現行よりも。つまり、行政側がマイナンバーをより利用しやすくする

ために、こういうことで本人同意を省いたのではないか、そんなふうにとれるんですが、その点に

ついての見解をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今おっしゃった考え方というのは、いろいろな解釈があると思いますが、今回本人の同意を得る

ことが困難であると認められるときというものを入れた理由につきましては、先ほど私ご答弁申し

上げた、人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合の、例えば災害、事故等で負傷者が

出て、本人が意識がなくて、そういう同意が得ることが物理的に困難なときもございますもので、

そういうときを想定して加えられたと、そういうふうな解釈でございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

ちょっと部長が勘違いしておるのかわからないけど、この改正案のほうは、人の生命、身体、ま

たは財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意がある。こういう場合で本人の同意が

ない場合は利用してはならないと、こうなっておる。だから、あくまでも前提として今言われた災

害であるとか事故であるとかという場合に限って本人の同意という言葉が出てくるんですよ。

ところが、現行の個人情報保護条例、これの第１１条には、１号として１つの号として本人の同

意があるとき、または本人に提供するときと明確にうたってある。これがないんですよ。これは無

条件なんですよ、こういう場合というのはないんですよ。個人情報を取り扱う場合の、こういう場

合は例外でよろしいよと、利用してもよろしいよというのに本人の同意がある。それは当然やわね。

本人がええと言うのやからええということですわ。そういう項目がちゃんとうたってある。ところ

が、今回のほうは本当に災害とか事故とか、そういうことでない限り、本人の同意を必要としない

という。

だから、そういう意味でいくと本人の同意がなしで、どんどんどんどん情報が活用されていく、

こういうことになっていくのではないか。この点を私は危惧しているわけですけれども、本人の同

意なしでやっていいということになるのか、その点の確認をしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

確かに改正前の個人情報の保護条例につきましては、本人の同意というものをうたってありまし

て、今回の改正につきましては議員おっしゃるような形でなっておりますが、先ほども申し上げま

した、一つの前提として緊急時負傷者、これを一つ前提としておりますもので、それ以外の部分に

広がっていくということについては、現在のところないというふうに私は考えております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）
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やっぱりこの点は、行政側が自由にばっと利活用できるようにということで、あえて本人の同意

はとっておったんでは、とてもやないけどできないというのが私は見え隠れするんです。

もう１つ、最後に第１９条の２の開示請求に対して、当該開示請求に係る自己情報が存在してい

るか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は当該自己情報の存否

を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると、こうあるんです。これわかりにくい

ですよ。ちょっと具体的な例を挙げて説明してください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

第１９条の２に、自己情報の存否に関する情報、自己情報があるかないかということでございま

すが、開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで非開示

情報を開示することになると。この解釈につきましては、開示請求があったとき、自己情報の有無

を答えるだけで開示してはならない情報が相手方に伝わってしまうケースがございます。例えばＤ

Ｖ加害者が子どもを連れてＤＶ被害者を探すため、子どもの法定代理人の立場で開示請求を行った

場合について、開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、ＤＶ被害者が亀山

市に在住しているかどうか、ＤＶ加害者に知られてしまうようなケースがございます。このような

ときは、自己情報の存否を明らかにしないで、請求を拒否することができるといたしたところでご

ざいます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

そういう説明を聞くとわかるんですけど、この条文を読んだだけではとてもわかりません。

それから、いろいろ聞いてきましたけれども、やっぱり個人情報保護条例ではなしに、マイナン

バー法利活用条例やと。つまり、いかにマイナンバー法を利活用できるようにするかということが、

今回のこの内容だろうと思います。その中で個人情報をどうするかという話が出ているだけであっ

て、前に出ているのは、やっぱりマイナンバーをどういうふうに活用するか。だから、本人同意も

なくしましたし、目的外利用も広げているという、こういうような問題はやっぱりあるかと思いま

す。

私はこのマイナンバー制度というのは、新議員も言われましたけれども、内閣府が世論調査をし

たんですね。このときの結果というのは、制度の内容を知らなかった人というのは５６.６％とい

うことです。導入への懸念で一番多かったのは、個人情報の不正利用ということが一番多かったと

いうことです。それから、この制度への期待というのは、特にないが３１.２％ということで、こ

れは前回やった調査よりも１０％ほど増加しているということです。

だから、少なくとも今の時点で国民の支持や理解が広がっていない、こういうマイナンバー制度、

急ぐ必要は私はないんやないかなというふうに思います。もしこれが延期をされたとして、国民に

不利益が及ぶのかといったら、不利益はありません。だから、そういうマイナンバー制度はやっぱ

りこれはもう実施を延期をする、中止をするということを求めてこの質疑は終わります。

次に、議案第６３号の一般会計の歳入歳出決算の認定のうちから、リニア基金の問題をお聞きし
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たいと思います。

１つは、２６年度の決算で１５億円の積立額になっております。主要施策の成果報告書を読むと、

取り組みと成果というところに目標額２０億円の約７５％を確保することができたと書いてありま

す。そこで、この目標額２０億円というのは、二十数年前に決められたものだと思うんですが、こ

れはもう現時点で目標額自体が現実的な額ではないんではないか、設定がもう変わってきているん

ではないかというように思うんですが、この目標額で積み立てを進めるのかお聞きしたいと思いま

す。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

リニア基金につきましては、議員ご指摘のとおり、平成８年度に北陸新幹線の長野県佐久市の新

駅周辺の整備費用を参考に目標額を設定いたしました。したがいまして、当時と比較いたしますと、

建設資材でありますとか人件費等の高騰によりまして、駅周辺の整備費に不足が生じることも十分

考えられるところではございますが、まずは目標額の達成に向け鋭意取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

私が言うのは、新幹線という乗り物とリニアというのは全く別物だということですよ。だから、

新幹線の駅ができて、その駅周辺にいろんなものができるというようなことで佐久は進めてきたわ

けですけれども、今進められているこのリニアというのは、本当に中間駅というのはもう何もない

んですよ。いわゆる、よく言われる空港みたいなものだというふうによく言われる。だから、本当

にそういう意味では全く違ったものになってくる。だから、そういう意味で果たして二十数年前の

佐久駅を前提にして２０億必要だというこの目標額自体が、私はもう現実的でない額になっている

ということをまず言いたいと思う。だから、そのために今１５億、あと５億必要やと、この議論自

体が意味がないというふうに私は思います。

もう１つ、私は個人的にもリニアの亀山駅が来ることが亀山の発展につながるというのは思って

おりませんのですけれども、少なくとも３０年先にはなる事業なんですね。事業費が今言われたよ

うにどれだけになるかわかりません。もっと多くなるかもわかりません。そういうようなことを考

えた場合に、今こういう、きのうずうっと聞いていましたら、もう水道も上げなきゃならないかも

わからないし、財政状況はいろんな意味で厳しいんや、これからどんどん財調が減っていくんやと、

こういうことを盛んに言われる中で、この１５億だけは手がつけられないお金として縛っておくと

いうことが、これは全く私は理解ができないです。まずやっぱり苦しかったら、こういうところか

ら手をつけるということを考えるべきやと思うんですけれども、これはもう聖域のごとく手をつけ

ないですよね。いらわないんです。

私はそこで、これは以前にも言いましたけれども、リニア基金の名称を変更してはどうかという

ことを言いました。例えば、バス等の生活交通初め、ＪＲ亀山駅の整備ということも今後出てきま

す。そういうような公共交通の整備充実にも使えるような基金に名前を変えると。その中から取り
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崩しをしていくと。つまり、今のリニア基金という名称では、リニアが来たときにしか使えないん

ですよ。ところが、そういう名称にすれば、リニアも含めてということでもいいですよ、含めてそ

ういう名称に変えれば、取り崩しはできるんですよ。そうしたら、今苦しい財政状況の中で、この

基金を活用して一部バスに充てよう、駅前の開発に充てようということができる。その分、一般財

源がほかに回せるわけですよね。そういうことが十分できる、こういうことを考えると、やっぱり

名称を変えるということも今の時点で考える必要があるのではないかと思うんですが、市長どうで

すか。名称を変えるということについて、そういう使えるような基金にするということについて、

お考えを聞きたい。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。

従来からも議員のご所見をお伺いさせていただいておりますが、地域公共交通とか、例えば駅周

辺の整備、こういうものに活用ができるように、この基金を名称とか適用を広げよと、こういうご

趣旨であろうかと思います。

しかしながら、重要なリニアの誘致、これは将来のまちづくりに大変重要な政策だというふうに

判断いたしておりますことから、それぞれの地域公共交通等への財源は、従来もそうでありますよ

うにさまざまな別の財源で手当てをしていくということが大事であろうかと思います。今回も、下

庄駅の駅前の従来の課題でありました駐輪場の整備でありますとか舗装につきましても、これも当

然別財源で手当てをさせていただいて実現ができたものでございますし、リニアにつきましては特

定目的基金として、これを議会の皆様のご理解をいただきながら運用をこれからもしていきたいと

思いますし、必要であれば、そういうものにつきましては適切に手当てをしていきたいというふう

に考えてございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

こういう質問をすると、お金はほかにあると言うんですよ。こういうことをできないかと言うと、

予算がないと言うんですよ。こんな使いわけは市民は理解しません。私が言うのは、今さっきも言

ったように２０億自体がもう現実性のない数字だから、今１５億積み立てておることがどれだけの

意味を持つのかといったら意味を持たないんですよ。要は、見せ金なんですよ。亀山市はリニアを

誘致するために基金を積み立てていますよということだけがわかればいいんですよ。だから、これ

は基金が３億でも私はいいと思うんですよ。そういう意思があるんだということを示すんですから。

だからそういう意味で言うたら、今１５億のうち３億だけ残して１２億を活用するということをす

ればいいやないですか。財政が厳しい、財政が厳しいという中で、なぜこういうところへ手をつけ

ないのか。やっぱりこのことを真剣に考えていただきたいということを申し上げて終わりたいと思

います。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質疑は終わりました。
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以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。

続いて、ただいま議題となっております議案第５７号から議案第７６号までの２０件につきまし

ては、お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審

査を付託します。

なお、報告第１４号から報告第３３号までの２０件については、関係法令の規定に基づく報告で

ありますので、ご了承願います。

付 託 議 案 一 覧 表

総務委員会

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

議案第７２号 財産の取得について

教育民生委員会

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

産業建設委員会

議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

議案第７１号 工事請負契約の締結について

議案第７３号 市道路線の認定について

議案第７４号 市道路線の認定について

議案第７５号 市道路線の認定について

議案第７６号 市道路線の認定について

予算決算委員会

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
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議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

○議長（前田 稔君）

次に、日程第２、請願第２号から日程第５、請願第５号までの４件を一括議題とします。

請願第２号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書、請願第３号教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書、請願第４号防災対策の充実を求める請願書、

請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書の審査に

ついては、お手元に配付しております請願文書表のとおり、所管の教育民生委員会に付託します。

請願文書表

受 理 番 号 請 ２

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川竜司 他２名

要 旨

義務教育費国庫負担制度が存続、充実され、国の責務として必要な財

源が確保されるよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出願い

たい。

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

付 託 委 員 会 教育民生委員会

受 理 番 号 請 ３

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書

請願者の住所・氏名
亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会
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会長 小川竜司 他２名

要 旨

子どもたちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員定数改善計画の策

定・実施と教育予算の拡充を行うよう決議いただき、国の関係機関に

意見書を提出願いたい。

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

付 託 委 員 会 教育民生委員会

受 理 番 号 請 ４

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 防災対策の充実を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川竜司 他２名

要 旨

子どもたちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定し

た防災対策の充実を図るよう決議いただき、国の関係機関に意見書を

提出願いたい。

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

付 託 委 員 会 教育民生委員会

受 理 番 号 請 ５

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川竜司 他２名
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要 旨
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が拡充するよ

う決議いただき、国の関係機関に意見書を提出願いたい。

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

付 託 委 員 会 教育民生委員会

○議長（前田 稔君）

会議の途中ですが、予算決算委員会の開催のため、午後１時まで休憩します。

（午前１１時１６分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 １時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に日程第６、市政に関する一般質問を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

８番 福沢美由紀議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

日本共産党、福沢でございます。

一般質問、きょうは学童保育、放課後児童クラブについて、そして認定こども園について、２点

でお伺いをいたします。

学童保育、放課後児童クラブともいいますが、について、改正児童福祉法、子ども・子育て支援

法により認定こども園やらいろんな保育園のことも大きく変わったんですが、学童保育についても

大きな変化がありました。地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられ、市町村が実施主体

であると。公的責任の明確化という意味では、まだまだ課題があるんですが、市町村が実施主体で

あるとされました。そして、主な変更点としては、今までおおむね小学校４年生までと言っていた

のが、６年生まで対象が拡大されたこと、そして基準がつくられたこと、放課後児童支援員といっ

て今まで指導員という通称呼び方をされていたのですが、認定資格が、研修が要件となってきたと

いうことが大きい変化であります。

今回、１番目として上げております昼生小学校区放課後児童クラブの移転改築についてでありま

すが、亀山市は各放課後児童クラブ、学童保育が集まって亀山市の連絡協議会というのをつくって

おります。自分のところの学童保育さえよくなればいいというのではなくて、みんなが手をつない

で学童保育全体の質を上げていくということを、ないところにはつくっていくということを目的で

皆さん頑張っているわけですけれども、毎年毎年、ことしの課題はどこだろうかと出し合うわけで

すが、ことしにつきましては、昼生小学校区の学童保育の建物が、基準ができてきた中、一番劣悪

であろうと。これは建てかえ、移転、改築というのを要求していくべきだろうということになりま
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して、もちろん当事者であります昼生小学校区の学童保育の指導員も親もその気持ちでありました。

以前から要望書を上げたり、市の連絡協議会の中でご要望をしたりということもあったわけです

けれども、特にことしは昼生小学校区の学童保育を重点項目として、何とかよくしたいという思い

で、担当の室長さんたちともお話をしました。今まで要望も上がっていたであろうけれども、ここ

でもう１回きちんと整理をして、要望書も上げてくださいということで、この夏に要望書を市長さ

んに向けて上げさせていただきました。

そんな中ではあるのですが、いつも思うんですけれども、学童保育をよくしてほしいということ

になりますと、いろいろほかにも子育て支援のやることがたくさんあって、なかなか大変だという

お話をたくさん聞かされたり、もちろんどんな要望でもそうですけど、なるほどというふうに言っ

ていただけない状況であります。

それで、特にいつも聞く答弁は、亀山市の学童保育に対する補助金は県下でも非常に高いもので

あると、そういうふうにおっしゃいます。私、ちょっと調べさせていただきました。一体、県下の

学童保育はどのようになっているんだろうかと、みんなどうやって建ててみえるんだろうかと。

国のほうにいろんな研修で出かけますと、私たちは、まだそんなんで建てているのと、自分たち

で建てているのと。じゃあ保育料も高くて大変でしょうと、かわいそうがられて帰ってくるわけな

んですけれども、三重県、給食と一緒で設置率も四十何位で低いですので、非常におくれてはいる

んですけれども、今回、三重県の１４市町を調べてみましたんで、一度ちょっとデータを出してい

ただきたいと思います。

三重県内の学童保育所、公設を基本とする市というのを調べてみました。１４市あるんですけれ

ども、これは８市上げられています。

実は、お話を１件１件担当に電話をして聞いたんですけれども、話の内容では、それ公設やろう

というような市もありましたけれども、担当の意見としては一応民設を基本としているんですと言

いながらも、どんどん公設を進めているところがありましたので、この８市にまとめさせていただ

きました。民設の補助金としては、うちよりも高いところはありました。

そういう中で、昼生小学校区の建てかえについて、どういうお考えであるのかをまず１点、お伺

いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

８番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。

若林子ども総合センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

子ども・子育て支援事業計画には、放課後児童クラブに係る施策の方向性を次のとおりとしてい

ます。

昼間、家庭に保護者がいない小学生が安心して過ごせる居場所として、放課後児童クラブを計画

的に整備、充実させます。施設の設置に当たっては、地域の実情や特性等を勘案し、公共施設の利

用など公的関与を行うとともに、必要に応じて民間力を活用しますとしています。

昼生小学校区における放課後児童クラブの施設の課題につきましては、本計画に従い、地域の実

情や特性等を勘案し、公共施設の利用など公的関与を行うとともに、必要に応じて民間力を活用す

ることを基本とし、地元クラブの運営委員会と協議をさせていただき、当該地区の放課後の居場所
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が必要な児童にとって、よりよい方向に向かうよう努力してまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

民間力の活用や、公的な施設も、それは学校ですとか、そういうことを活用していただくと、私

たちも敷地内とかも活用していただくとありがたいんで、それはいいんですけれども、そういう答

弁をずうっと聞いているだけでは、子供たちはどんどん大きくなっていきます。

何でこれ、せっかく要望書も出しているのに、こうやって議会でも言わなくちゃいけないかとい

うことなんですけれども、今の施設なんですが、本当に雨漏りが、雨漏りといったら普通ぽったん、

ぽったんと落ちてくるもんなんですけど、壁一面だだ漏れの雨漏りで、台風や大雨の後には部屋の

中に水たまりができているという状況で、電話の子機の中もお水がいっぱいたまっていたような感

じで、この前、獣害の柵で漏電のことで事故もあったりしたんで心配だったんで、電気屋さんに、

もしかしてどこかでお水が悪さして、漏電とかそういう危険がないかと思って、見ていただこうと

思ったんですけれども、ちょっとのぞいたら、この建物は隠蔽配線ということになっていて、漏電

しているかどうかを調べることもできない。長く人が住むようにはできていない建物なんで調べら

れませんというお答えでした。危険かどうかもわからない、そしてもう今床が抜けそうになってい

るんで、こうやって要望もしながらですけれども、ただ待っているわけにいかないので、地元の大

工さんに床が抜けそうなのを直してもらったり、雨漏りについても、もう一度また見てもらったり、

鍵もあけ閉めが難しくなってきているので、それもサッシ屋さんに来てもらったり、トイレも日に

よってあいたりあかんだりするもんですから、子供たちはトイレに入るときには、今からトイレに

入りますと皆さんに宣言をして入って、もしかしたら中から出てこれないかもわからんという危険

があるような建物になってきて、本当に私、この昼生の学童保育をつくるときに、借地ですんで、

一生ここにこの学童保育を建てておくわけにいかないから、将来的には移転など考えていただきた

いということを含んだ上での学童保育だったんで、すぐにどこかに移転するに当たって、壊れてし

まうものを、補助金を全部使い切ってしまうのは申しわけないと運営委員会のお母さん方とも話し

合った中で、半額以下に抑える形で中古のプレハブで頑張っていこうとしたところが、その後、ど

んどんとほかにも各学校、学童保育のニーズが出てきたり、人数がふえてもう１つふやさないとい

けないところが出てきたりする中で後回しにされてきた実情があります。

学童保育の施設は、子供たちが学校にいる時間よりも長い時間を過ごす生活の場です。本当に先

ほどのリニアの議論でもありませんが、あるときにはあるというご答弁が出るんであれば、子供た

ちの生活の場であります。そして、国で基準ができてきて、静養室をつくりなさいとか、子供たち

がご飯を食べられるように、おやつなんかが準備できるような、そういうところもというようなこ

とを求められる中で、ああいう劣悪な環境を何とか改善していただきたい。

それについては、各市町、私もこれ公設ですか、民設どうしていますかということを聞くときに

お聞きしたら、国の補助金を使ってつくりますというところが多かった。私は国の補助金を使うと

いうことは、公設でないと使えないのかな、だからつくってくれないのかなと思っていましたけど、

民設のところでも国の補助金を使ってつくっているところがありました。

国の補助金を使って、今まで民設の学童保育、公設としてこれから建てていくということは十分
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に可能だと思うんですけれども、そこについてのお考えがあるのかどうか、これちょっと市長にお

伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

福沢美由紀議員のご質問にお答えをさせていただきます。

私どもも放課後の子供対策として、児童クラブについては今後５年間におきましてもきっちり整

備をしていこうということで、子ども・子育て支援事業計画の中で明記をさせていただいておりま

す。

今後も計画的に進めていきたいと思っておりますが、国の制度、従来からも公設であれ民設であ

れ、運営につきましても、市単独のいろんな事業もその中には入っておりますが、国制度も一部活

用してのさまざまな支援体制を組んで展開しておると、そこに亀山市独自のものも乗せて展開をし

てきておるということでございます。

今ご質問の、国制度を活用しないのかということでありますが、例えばこれは運営面にもなろう

かと思いますが、放課後児童支援員等の処遇改善等の事業につきまして、児童福祉法第６条の３、

第２項及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、ここは厚労省が出しております

が、これに基づきまして放課後児童健全育成事業を行う者において、放課後児童支援員等の処遇の

改善に取り組むとともに、時間を超えた賃金の改善等につきましても必要な経費の補助を行うよう

な事業がございますので、こういう制度につきましてもしっかり私どもも活用してまいりたいとい

うふうに考えておりますが、そういう検討は進めてまいりたいと考えてございます。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

処遇改善については後でお伺いしますので、今は建物を、きちんと子供たちの環境を整えていた

だくということに関して、国の補助金を使ってでも、使わなくてもいいですけれども、使ってでも

きちんと保障していただきたい。

といいますのは、支援計画や事業計画を見ますと、あのふやしていきますというのは、多分子供

がたくさんふえる地区について、多分あふれてくるだろうということで、そういうところにつくっ

ていかなくちゃいけないということで書いてあるんじゃないでしょうか。

昼生の場合は、どんどん子供がふえて、あふれて整備してもらわないといけないということでは

なくて、ただこの環境が子供たちが過ごすのに不十分、非常に劣悪でよくないから整えてください

という意味なんですけれどね。その意味でどうですか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

昼生の学童についてのご要望を頂戴しておりますが、今日に至るまでに、本当にそれぞれの学童

のニーズが非常にふえていく中で、この待機をどうするのか、小学校区において非常に厳しい状況
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がございましたので、それを最優先しながら進めてきたところでありますし、個々の学童が持って

おります課題につきましては、個々に私どもは協議をさせていただいて対応させていただいたとい

うことは、議員十分ご承知いただいておると思うんですが、その点はご理解いただきたいと思いま

す。

その上で、昼生小学校の今の劣悪な環境の中で、この改善についてどう考えておるのかというこ

とでございますけれども、ちょうど平成２０年度、平成２１年２月の開所であったと記憶をしてお

りますが、私就任して本当にもうその１週間内にスタートしていただいたんだろうと思います。

ああいう形のいろんなご配慮の中で、ご努力の中であれがスタートして、ちょうど６年を経過し

たところでございますので、その環境整備につきましては、当然またいろいろご相談やご協議をさ

せていただく中で前へ進めていくということは基本的な姿勢でございます。

ただ、今の亀山市全体の放課後児童クラブのニーズといたしまして、本年度の待機にあわせて３

つの開設をいたしました。来年度以降につきましても、待機が予想される小学校区が存在をしてお

りますので、そういうことにつきましてもしっかり対応していく必要があるということの中での事

業計画をお示しさせていただいておるところでございます。

昼生小学校につきましては、個々の課題につきましては協議をさせていただくところで、先般、

昼生の学童の皆さんが要望書をお持ちいただいたところでございますので、個々の課題につきまし

ては今後の議論をさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

待機児童のことは後で伺いますんでいいんです、今言っていただかなくても。

どうして私がわざわざ、またしつこく、この前要望書を出したのにこうやって出ているかという

ことは、やはりそのときに皆さんが心配された。待機児童のことばかり言って、また児童虐待があ

るとか、いろんなことをせなあかんから後回しやという印象を受けたと皆さんが心配しています。

そういうことではないだろうと。きちんと聞いておかなければならないという思いで、ここに立っ

ております。

待機児童も大事です。でも、本当に今、子供たちが通っているこの状況が本当に深刻なんです。

そのことについては、別に後回しにしなくても、一緒に考えていただくことを、緊急性があると判

断していただければできると思うんですけど、いかがですか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

当然、そういう個々の施設が持っております課題につきましては、緊急性を問うものも含めて相

談、協議をさせていただくということで、これは今までもそうですし、今後もそうであります。

ただ、先般のご要望の中身は、趣旨は１点、昼生の学童を公設に変えてほしいと、こういうご趣

旨でございますので、それはそれで頂戴をいたしましたが、今の課題の解消に向けては当然また相

談をさせていただくということでご理解いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）
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福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

今の課題というのは、雨漏りがしたりとかトイレがあかんとか、そういうことについては私たち

は昼生学童保育のお金の中で、今既に修理をやっておるんです。だから、それはいいんです。それ

は建てかえてもらうまで、私たちはしのぐためにやっておるんです。

ですから、公設でといいますのは、もうそんな１つ建物を建てるお金は親や先生や地域がやって

おる運営委員会では、何ももうける施設ではありませんのでお金がありませんので、建てよといっ

たって建てられないので、それは市で建ててくださいという意味で、公設で整備をしてくださいと

いう思いで出していると思います。

細々とした修理は自分たちでしますんで、建物自体がもう限界なんです。あれをどうか修理して

５年、１０年住んでいけるようなところではありませんので、ぜひそのことを理解していただきた

いと思います。

次の問題に移ります。

ひとり親家庭の助成についてです。

県が今回初めて、ひとり親家庭について助成をする、児童クラブについて助成をする。１児童当

たり月３,０００円の助成をしていくという事業を立ち上げられました。

以前から、これもちょっと要望を上げてきたことがあるんですけれども、私も実際そういう助成

をしてほしいということを、もう今はいらっしゃらない部長さんですけれども、お願いしたら、あ

んたら自分で助成したらいいんやにと言われたのをよく覚えていますけれども、今回、こうやって

県がするということで県下を調べてみましたら、ほとんどの市町が何らかの助成をしておりました。

パネルを出していただきたいと思います。

既に、この県の助成制度を待つまでもなく助成しているというところがあれだけあります。桑名、

伊賀、松阪、名張、伊勢、尾鷲、熊野、志摩、いなべ、鳥羽、四日市、そして私この問題について

は前議会の教育民生委員会でも申し上げた。そのときには、やってないのは津と鈴鹿と亀山市だけ

ですよと、だからやってくださいという申し上げ方をしたんですが、あの後、また論議されて、津

市についてはやりますと。鈴鹿ももう粛々と準備をされていて、今年度もう補正でやりますという

ことでした。

助成していない、そして今後どうするかという予定もまだ立てていないという状況なのが亀山市

だけということなんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

これまでも市内各放課後児童クラブに対しましては、国・県の補助基準に基づき、利用児童数や

開設日数、障がい児の受け入れ等の状況に応じて運営費の補助を行っております。また、障がい児

の受け入れや家賃補助など、市単独の補助も行っているところでございます。

ひとり親家庭への助成は、今年度から三重県が新たに取り組む制度で、ひとり親家庭の経済的負

担を軽減するため、児童扶養手当を受給している該当児童の利用料を減免する放課後児童クラブに

対し補助を行う事業で、補助基準額は１児童当たり月額３,０００円を上限とするものでございま
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す。既に、ひとり親家庭に対する減免を行っている市内の放課後児童クラブは、１５クラブのうち

１１クラブになっていると聞いているところでございます。ひとり親家庭への事業への助成につき

ましては、検討してまいりたいと思います。

また、当該減免を行っていることが事業の対象となるかどうかは、児童扶養手当を受給している

ことの確認を要件とするため、利用者、運営事業者、市の３者での確認の手法や根拠書類の保管方

法等の検討もあわせて行ってまいりたいというふうに思っております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

今のご答弁は、検討しますというのは、前向きに助成をしていくというふうに受け取っていいの

かどうか。最初は検討するだけかなと思ったんですけれども、後半で確認方法まで言及しておられ

ましたんで、ちょっとわかりにくかったんで、もう一度はっきりとご答弁願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

さまざまな書類等の保管方法の検討もあわせて、検討をさせていただくという意味でございます。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

なぜひとり親家庭に助成が必要かというお話をさせていただきたいと思います。

例えば、ひとり親で小さなお子さんを育てている方は、フルタイムでなかなか働けない。だから

非課税の方もおられますね。保育園ですと、ひとり親で非課税の方、保育料は無料ですね。でも

月々主食代とかいろんな料金が１,０００円ぐらいはかかってくるらしいです。月々１,０００円出

して、一生懸命働いておったら何とか暮らしていけても、小学校に行くや否や、物すごい出費にな

るんです。今までは保育園だけにかかっていたらよかったのが、学童保育という保育園のかわりと、

小学校というところにもお金を納めなくちゃいけないことが出てきます。

小学校は、給食費やＰＴＡ会費、学級費など毎月毎月の校納金があります。それを例えば１年生、

６万何がしかあります、１年間で。体操服とかいろんなものを最初に買わなくちゃいけない、最低

限２枚ずつ全部そろえたとしても１万二、三千円、学用品も学用品買いといって小学校に買いに行

きますけど、それで１万何がしかあります。どうしても最初にそろえなくちゃいけないものやら、

そして１年間の払っていかなくちゃいけない学級費などを合わせると年間に８万円以上になります。

それで学童保育費についても、例えば井田川のほうですと、日の本さんがやっているところと公

設のくれよんがありますけれども、それによって値段も違ってくるんですけれども、今はくれよん

はもう人数が多くて募集をしていないので、日の本しか行くところがありませんので、これは年間

計算すると１２万５,５００円かかってきます。くれよんさんやと九万何がしでいいんですけれど

も、それにプラス実費が、食費なんかがまたかかってきます。それだけで１年間に出るお金が１３

万何がしかになってきます。これはひとり親家庭の助成をした上での計算です、各学童がしていま

すからね。
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それプラス、リコーダーを買ったりピアニカを買ったり、水着を買ったり、絵の具を買ったり、

書道セットを買ったり、裁縫道具を買ったり、大きくなったら体操服を買いかえたりしていかなく

ちゃいけない。就学援助制度というのがあるので、多分それを使うと思います。先ほどちょっと計

算を間違えましたけれども、出さなくちゃいけないのを全部トータルすると２１万円になりますわ。

出さなくちゃいけないのを全部トータルすると２１万１６０円、そして就学援助を多分受けられる

でしょうから、それを引きます。就学援助を１年間トータルすると、１年生の段階ですと７万８,

１２０円プラス校外活動費です。それを差し引きしても１３万何がしかの出費になります。今まで

月１,０００円でよかったのが、要するに年間１万二、三千円でよかったのが１３万２,０４０円払

わなくちゃいけないという生活に大きく変わっていくんですね。

そんな中で、こんなに大きく変わるけど収入が大きくふえるかというと、そういうことではない。

そんな中で本当に大変な暮らしを強いられるわけです。だから、学童保育の皆さんはその生活を知

っているから、今まで自分たちで助成をしてきたんです。

今、どんどんひとり親家庭がふえています。検討している暇はないと思うんですけれども、前向

きにこれを取り組むというお考えはないでしょうか、市長。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

先ほどもセンター長が答弁いたしましたが、ひとり親家庭の支援のあり方、例えば亀山でいくと

乳幼児の医療費助成、これも障がい者とあわせて、ひとり親家庭は県の制度より市がその適用範囲

を拡大させて、市単で広げて対応させていただいたり、いろんなサポートをさせていただいており

ます。

学童のひとり親家庭を対象の支援のあり方、あるいはトータルのひとり親家庭のサポートのあり

方、これは総合的にしっかりまた検討もしていかなくてはならんと思いますし、それは今後の課題

として対応させていただきたいというふうに考えておるものであります。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

もう一度、今のパネルを出していただきたいんですけれども、既に助成している市があんだけあ

って、今後助成する市が２つあって、しかも今まで助成していても県の助成よりも少ないところは、

さらにこの県の助成制度を使ってふやしていこうという市がほとんどですよ。

そういう中で、いつまで亀山市は検討するんですか。私は乳幼児のことなんか聞いていませんよ。

ぜひ本当に一人一人の親のことを考えていただきたいと思います。

次の質問に移ります。

放課後児童支援員等処遇改善等事業について。

これについては、国が出された事業です。支援員については、今までは何も資格がなかったのが、

きちんと資格が要る。指導員の仕事が固有の専門性が求められていると位置づけられた。それなの

に処遇がひどい状況であるということを改善するために出されたんだと思います。
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先ほど、少し市長からこれについて前向きに検討していくというふうなご答弁がありましたので、

この事業についての亀山市の取り組みの状況をお聞かせください。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

放課後児童支援員等処遇改善等事業でございますが、これは放課後児童健全育成事業を行う者に

おいて、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組むとともに、１８時３０分を超えて事業を行う

者に対して職員の賃金改善等に必要な経費の補助を行う事業のことでございます。

この制度につきましても、先ほどと同様、検討してまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

先ほどと同様の検討ということは、どちらを先に、例えば優先度としてこっちを先にしようかな

とか、そういう優先順位はありますか。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

優先順位ということではございませんけれども、かねてからひとり親家庭に対する支援というこ

とはたくさんの方からご要望いただいておりますので、まずは考えてまいりたいというふうに思っ

ております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

各市に電話して聞いたときも、まだ出してなくて１２月の補正に出す予定というところもありま

したんで、ぜひ２つあわせて、この処遇改善もいろんなパターンがありますんで全部はとれないと

思いますけれども、今まで市がつくってこなかった分を本当に民間の運営委員会が頑張ってきたと

ころもちゃんと酌んでいただいて、ぜひ市として責任を持っていただく。それがうたわれたのが今

度の法律の改正でないかなと思うんですね。市がきちんと主体者として責任をとるということを求

められてきているんだと思いますんで、ぜひお願いしたいと思います。

待機児童についてお伺いしたいと思います。

昨年度、来年度は待機児童を出しませんということで、民間の学童保育を誘致していただいたよ

うなんですけれども、来年度、再来年度と子供の数のピークを迎えるということの中で、待機児童

についてどのように計画しておられるのか、対処されるのか、数など学校別にお伺いしたいと思い

ます。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

放課後児童クラブにつきましては、本年６月に幼稚園及び保育所の３歳児、４歳児、５歳児の保
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護者を対象に、ニーズ調査を実施いたしました。平成２８年度及び平成２９年度の利用見込みにつ

いて、担当部として把握したところでございます。

ニーズ調査の結果から、平成２８年度については、亀山東、亀山西小学校区以外は、既存の施設

に手を入れることで待機児童は発生しないものと考えております。また、亀山東、亀山西小学校区

につきましては、さまざまな角度から検討し、待機児童が発生しないよう努めてまいりたいと存じ

ます。

また、平成２９年度につきましては、亀山西小学校区、井田川小学校区、川崎小学校区において

待機児童の発生が見込まれるところですので、新たな放課後児童クラブの設置も含め、それ以外の

手法も視野に幅広く検討し、待機児童が発生しないよう対応してまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

私、学校別に人数をと申し上げたんですけれども、待機児童の人数をお聞かせ願いたいのと、さ

まざまな方法というのがちょっとよくわかりませんので、具体的にお伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

平成２８年度の待機が出そうな見込み数の全部の合計でございますが……。

（「学校別で」の声あり）

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

学校別で、西小学校区２４、東小学校区９、関小学校区１７というような予想が出ております。

また平成２９年度でございますが、西小学校区６２、東小学校区２０、井田川小学校区１３、川

崎小学校区３５、関小学校区２５というような数となっております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

それをさまざまな方法で解決するという、そのさまざまについてお聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

失礼いたしました。

新たな放課後児童クラブの設置も含めまして、それ以外の方法ということですけれども、ただい

ま検討中でございますので、こういうものとしたはっきりしたことに決定はいたしておりませんが、

中心となりますのはやはり高学年の児童、特に５年生、６年生の児童がなかなか放課後、特に夏休

みですね、どのように過ごすかということで、非常に苦労していらっしゃる保護者が多いというこ

とで、何かよい方法はないものかと今検討をしているところでございます。そういうことを含めて、

さまざまな手法をと考えさせていただきました。

○議長（前田 稔君）
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福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

結局、何も対策はないということですね。今の時点でね。来年度、１７人、９人、２４人という

待機児童が、例えば１年生が入学してきて入れるかどうか、今の時点でまだわかっていないという

ことですか。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

決定をしていないということで申し上げたということで、さまざまな方法を今模索、考えている

ところで、待機児童が発生をしないように努めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

学童保育に入るか入らないかで、仕事をやめるかやめないか、パートにするか、時間をどうする

かということをたちまち考えなくちゃいけない、そういう状況なんですけれども、今の時点で入れ

るかどうかがわかってないということであることは確かなんですね。来年の１年生たちが、この３

つの小学校については、まだ身の行き方がまだ全然わかっていないという状況なんですね。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

どのような方法で入っていただくかという手法について決定していないということであって、待

機が発生するのを放置すると、放っておいて保護者の方々が困るようなことになるということは避

けたいと思っておりますので、そういうことのない方向性をはっきりさせたいというふうに思って

おります。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

ちょっと何遍聞いても、要するに今、来年１年生を持っているお母さんがどういう気持ちでいる

のか、来年行けるわと思って安心して仕事をしておられるのかどうか、よくわからないんですけれ

ども、先ほどの市長の答弁で、昼生小学校が出した要望書について、さまざまな要望には聞くけれ

ども、公設と書いてあったからというおっしゃりようをなさったわけなんですけれども、まるで公

設はないよという意味なのか、ちょっと私、事業計画のときにも質問をさせていただいたことがあ

るんですけれども、いろいろ公的な関与もいいですけれども、それらいろいろ列挙した中に公的な

関与等と、などという言葉が１つありました。

学童保育というのは、いろんな建物の古ばかりですかと。新しく建てるという考え方はないんで

すかとお聞きしましたら、その「等」の中に新設も入っておるんやというご答弁をいただきました。

それは本会議ではないですけどね。

今のおっしゃり方ですと、こんだけ待機が出るということが、何回も何回も聞いてもあるわけな
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んですけれども、新設する、亀山市が建てるという考え方はないですか、どうですか。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

私が申し上げたのは、まさに待機児童の解消を優先して、亀山の子ども・子育て支援事業計画と

して放課後児童クラブを整備していきますということであります。

したがいまして、これはご要望としてはしっかり受けとめさせていただくわけでありますが、待

機児童の対応をどうしていくのか、そのことを優先しながら、既に、これは大変恐縮でございます

けれども、昼生の学童の施設が少し環境的に課題があるということは承知をさせていただいており

ますけれども、それよりも待機児童の解消を優先して、放課後児童クラブの体制をつくっていこう

ということの考え方を申し上げたところであります。

今後につきまして、当然さまざまなやり方とか手法とか、これは先ほどのセンター長の答弁も含

めて検討させていただくという考えでございます。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

待機児童を優先するんであれば、待機児童については公設をしていくということですか。

それで、私はこの優先ということが、どうして学童保育になると順番にちょっとずつしかやって

くれないんですか。学校は大きな学校を２つ一緒にやったこともありましたし、市民に大事な溶融

炉、あれについても大きなお金で手だてしています。

どうしてこの学童保育、一つ一つ、来年、再来年、その次まで待たなくちゃいけないんでしょう

か。どうして一度に子供たちの整備をしてくださらないんでしょうか。それについては非常に心外

です。何度お聞きしても同じような答弁しか返ってこないので、これについて一旦終えておきます。

認定こども園について、１点確認をさせていただきたいと思います。

きのう、議案質疑をさせていただきました。結局、この認定こども園という建物になることによ

って、非常に大きく変化してくる、将来的に不安なこともあるということを申し上げたわけですが、

そもそも建てたときに、このアスレを建てたときの幼保合築、そして園長を１人にしていくという

いろんな流れの中で、このメリット・デメリットがきっとあったんだと思うんですけれども、将来

的に例えば幼保一体化ということを目指して建てられたのか。そういうことも含めて、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

関乳幼児センターアスレの建設の目的と、建設当時のメリット・デメリットはどうだったのかと

いうご質問かと思います。

関乳幼児センターアスレの建設の目的等につきましては、建設当時の担当者から聞き取りを行い

ましたところ、その当時は国や県から、将来は幼稚園と保育所が一体となっていく方向にあるとい
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うことで、合築施設を推奨されたということを聞いております。そこで、関乳幼児センターアスレ

につきましては、幼稚園と保育所の合築施設としたところであると確認をしたところでございます。

しかしながら、当時は所管する省庁が異なることから、運営が大変複雑であるというようなこと

をお聞きになったということで、こども園を想定はせず、保育所と幼稚園として別々の施設を設置

するに至ったと聞いているところでございます。

○議長（前田 稔君）

福沢議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

結局、それできのうの質疑で、そういう流れの中で建てられて、どうしても今のままではだめで、

認定こども園にしなくちゃいけないという理由が私としては納得できるものがなかった。幼稚園が

少なくなっていく、保育園が多くなっていく、その建物をコストパフォーマンスといいますか、も

ったいないからみたいなことで子供たちの生活が犠牲になるのは、私はそれは間違っていると思い

ます。

例えば、これはもう国も強制をしていませんので、こども園にしなくてもいい。だからそんなに

優遇措置もしていない中で、市町が勝手に統廃合のためとか、民営化を進めるためとかでこういう

ものを進めていくということが保育者の中でも危惧されているところです。

公立である限り、保育の質はある程度担保されると思うんですが、これを民営に変えていくとい

うことは非常に問題が大きいことになると思うんですけれども、そこに対するお考えを最後に１点

お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

設置した認定こども園や保育所等の設置主体が市町村であろうと民間であろうと、認定こども園

は県の許可を受けて設置され、その運営内容については亀山市の条例に基づいて市が確認を行って

いきますので、保育の質は十分に担保できるものと考えております。

現在の民間保育所も、市が保護者から利用者負担額を徴収し、委託費として施設型給付を支出し

ているところであるわけで、これが新制度に移行しましても、市が施設型給付を施設にお渡しする

ということで、議員の心配しておられるようなことはないというふうに思っております。

○議長（前田 稔君）

８番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 １時５１分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ２時０２分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、４番 新 秀隆議員。

○４番（新 秀隆君登壇）



－１５５－

それでは、４番、公明党、新でございます。通告に従いまして、一般質問に入らせていただきま

す。

まず初めに、今回は大きく亀山市の安心・安全の対策、そしてＩＣＴ環境の充実についての２点

に絞らせていただきます。

まず第１番目のところでございますが、先月８月のことでございますが、大阪寝屋川市の中学生

のお子様２人が大変痛ましい事件に巻き込まれるという事件がございました。

現在、当市といたしましては全１３部局が職員延べ人数２４０人が交代で子供たちを見守ると。

夜間防犯パトロールとか、そのような体制づくりもしておるんです。

そういう中におきまして、ちょっと振り返りますと、昨年も一般でも話させていただいたんです

けど、三重県の三重郡朝日町でも、中学校の３年生の女子が非常に痛ましい事件に巻き込まれると。

非常に近いところでも起こっておるというふうな、昨今非常に危機感を覚えるものでございます。

そういう中におきまして、今安心めーるで市内で防犯情報ということで、いろいろ皆さん登録さ

れている方はお手元のほうにも流れてきていると思うんですけど、振り返ってみましても、ことし

の２０１５年につきましても１月からで既に１１件、中には劇場型詐欺的なものもあるんですけど、

そして２０１４年の昨年１月から１２月ですけど、３１件ほど流れてきております。

こういう中におきまして、ちょっと思うのは、流れてくるのが大体１日ぐらいたっておる。それ

がいろいろ大人の事情か何かであるわけでございますが、やはり何か起こったときにすぐ把握する

のと把握しないというのは、非常にその辺の危機感もまた変わってくると思います。

そういう中におきまして、今回、括弧書きで区分させていただきましたが、その中でまず児童の

学校の登下校時点につきまして、安全対策について伺います。

現状の見守り体制と申しますか、地域、ＰＴＡ、教職員の組織ぐるみでお子様を見守る。そして

また青パトの巡回等も伺っております。何度となく青パトも活動を伺わせていただきまして、非常

に車を実際にとめて、駅なんかでもトイレの中まで見に行っていただいたりとか、すごく献身的に

さまざまなご配慮をしていただいておるようでございますが、こういう中におきまして、今回のい

ろいろな非常に残酷きわまりないような事件を受けて、今現在、亀山市といたしまして、児童の登

下校時の安全対策についてどのような対応をされているのか、お伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

４番 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。

佐久間教育次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

登下校時の児童・生徒の安全対策につきましては、近年、議員おっしゃったとおり全国的にさま

ざまな事案が発生しておる状況からも、私どもといたしましても決して軽視できない問題と認識し

てございます。

同時に、この問題は行政だけで担えるものではなくて、家庭、地域、学校など子供たちを取り巻

く全ての大人がそれぞれの立場で何ができるかという認識で、連携を深めて取り組んでいくべきも

のと考えております。

現在、市内におきましては「愛の運動」や「子どもＳＯＳの家」、自主防犯パトロールを初め、

学校職員、ＰＴＡや地域の民生委員児童委員などによる安全指導や見守りなど、各地域におきまし
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て多くの市民の方々が登下校時の子供たちの安心・安全のためにご尽力いただいているところでご

ざいます。

また、青少年総合支援センターでは、下校時間のパトロール業務にあわせて地域の方々や関係機

関との情報共有や連携を図ることも重点的な取り組みと位置づけておりまして、地域一体でより強

固な見守り体制の構築を進めてまいりたいと存じております。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

今次長のほうにご説明いただきましたが、確かにその辺ですと今まで伺った内容と、どこが強化

されていった点があるのかなというふうな思いでございます。

さまざまな団体の方にご協力いただいて、いろいろな仕組みができ上がっていると思うんですけ

ど、そういう方々との教育委員会、学校との意見交換的なものも含めて、２つ目の括弧のところで

すけど、児童の市内での安全対策ということで、学校からちょっと離れて、通学を離れて、お祭り

とかイベント時とか、こういうのも非常に気持ちもハイになってくるわけでございますんですけ

ど、そういう中におきまして、お子様のちょっとハイになってくるような環境、まち全体がお祭り

雰囲気とか、どうしてもちょっと気が緩んできて時間も夜遅くなってしまったりとか、そういうこ

ともあると思うんですけど、そういう面に対しましてどのような形で対応して、その情報を集約し

て次に生かせるか、そこも含めてこの２点お伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

夏休み期間中には、納涼大会や花火大会などの大きな行事、また各地域でのイベントも開催され

まして、多くの子供たちが参加したところでございます。

これらの多くが暗くなってからの開催ということもあり、行事の終了時には地域の方々と青パト

による会場周辺の巡回や青少年育成市民会議非行防止部会、補導委員、青少年総合支援センターと

の合同パトロールなど、地域と行政が連携して子供たちの安全に努めているところでございます。

また、その関係の機関の方々からは、定期的に報告をいただいておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

そういう形で、大人といいますか地域の方と一体になって、そして意見も交換されて、それでさ

らなる安心・安全で子供を見守れるような体制、こちらについては非常に高く評価させていただ

き、また願うものでございます。

さて、一応今までのそういう組織団体の方に見守っていただいているお子様が見えるのが大半な

んですけど、最後のここの部分の（３）のところで、児童の安全指導対策ということで、やはり学

校から目が離れていきますと、家庭に入ってしまうとなかなかわからないと。実際、帰宅後の家庭

に問題があるかないか、ちょっといろいろ余り申し上げにくいところもあるんですけど、なかなか

家にいづらいから外へ出ちゃうとか、友達と誘われて出ていっちゃうとか、いじめではないんです
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けど、そういうふうな断り切れないから外へ出ちゃうとか、そして夜の時間帯でも余り親が気にし

ない。

実際、冒頭に申しましたあの事件につきましても、時間帯は日が変わる前後の時間帯で、なかな

かパトロールの時間帯から目が離れていく。こうなりますと、やっぱり家庭、そして子供さん自身

の思いが非常に重視されてくるところでございます。

メンタル面も含め、子供への意識改革といいますか、そういう面につきましてどのような形でご

指導されているのか、また県とかほかの近隣の市とか、そういうところの協議とか指導要綱的な何

か配布物があるかとか、その面いろんな対応が出ていると思うんですけど、その点についてお伺い

いたします。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

学校におきましては、学校安全計画を定めておりまして、安全教育と安全管理を中心に学校教育

活動全体を通じましてその実践を進めております。

そのうち、児童・生徒の犯罪等から守るための防犯教育の主なものといたしましては、登下校時

の安全確保、不審者と遭遇したときの対応、インターネット犯罪などへの注意がございます。また

その指導方法といたしましては、保健体育、道徳、学級活動の時間や集会等の機会を通して安全に

関する意識の向上を図ったり、危険を回避するための対応についての指導を行ったりしておるとこ

ろでございます。

そのほかにも、地区児童会や地区生徒会といった場で、保護者や地域の方々からのご意見や情報

を交えながら、危険箇所の確認や危険回避のための安全指導を行ったり、関係機関との連携による

救急救命教室とか防犯教室などを実施したりしておるところでございます。

今後も、児童・生徒みずからがそれぞれの場面に応じて発生し得る危険を予測して、未然に回避

できる知識と能力を高めてもらいまして、的確な判断による安全な行動選択ができる対応力を身に

つけて、犯罪に巻き込まれることのないように、安全に関する取り組みの充実に努めてまいりたい

と存じております。

また、いろんな生徒の指導に対する県との協議とか、そういうのといたしましては、児童・生徒

の情報交換とか生徒指導上の諸問題に関する協議、研究を亀山市においては行っておりまして、市

内の学校が連携、協力して生徒指導の充実を図るとともに、教員の指導力向上を図ることを目的と

して、生徒指導担当者による協議会を行っております。

また、三重県教育委員会が主催いたしまして、各学校の生徒指導の中心的な役割を担う教員が生

徒指導の意義や課題を十分理解し、生徒指導に必要な知識や技能を身につけて、児童・生徒理解に

基づいた生徒指導のあり方について研修することを目的とした講習会を実施されておりますので、

そちらのほうに出席しておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

ありがとうございます。
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以前、私もＰＴＡで役員をさせていただいた折に、先生方と一緒にパトロールをしたりとか、ま

た地域の親、まさにＰＴＡ、親と学校と、そういう中でさまざまな問題点をみんなで語り合った思

いがございます。

先ほど佐久間次長もおっしゃっていただいたように、根本的には個人の子供さん自身の知識、技

能を高めていただいて、危険なことに巻き込まれないような大人的な判断ができるような子供に育

っていくためにも、ぜひともしっかりとご指導いただいて、子供を守っていきたいという思いでご

ざいますので、またよろしくお願いいたします。

それでは、次の２番目のところでございますが、災害時の安全対策についてでございますが、ま

ずここでは避難所運営についてということが初めになってきておりますんですけど、今台風１８号

も近づいてきて、非常に今回は雨の多い台風ということらしいです。

こういうことになってきますと、やはり地域によって温度差はございますが、避難勧告が出る場

所とか地域とか、そういうのもあると思うんですけど、その中で避難所運営について、さまざまな

方からちょっとお声をいただいた件もございまして、それを踏まえて今回避難所の開設のプロセス

についてから、備品とか地域の連携、伝達、どのようにして避難所を開設して、そこへどうやって

人が集まってくるとか、この辺につきまして、どのように運営をされているのかお伺いいたしま

す。

○議長（前田 稔君）

井分危機管理局長。

○危機管理局長（井分信次君登壇）

議員お尋ねの避難所の開設のプロセスにつきましては、亀山市地域防災計画にのっとり、それぞ

れの災害状況を踏まえ、その範囲、規模等、また特に風水害においては今後の雨量、土壌雨量指

数、河川水位など、最も想定、心配されるケースを判断し、基本的には災害対策本部に諮り避難所

の開設の意思決定を行っています。

先ほど申されましたように、その開設時におきましては地域防災計画にのっとりと先ほど申し上

げましたとおり、市民対策部という職員が担当しておりまして、避難所に向かうときのバッグが事

前に用意してあるわけでございますけれども、その中にはヘルメット、懐中電灯、拡声器、避難所

の鍵に加え、各種名簿等の諸様式も備えた形で参らせております。

それから、昨年の経験値でございますけれども、８月の大雨特別警報の発令時には、議員ご承知

のように、市内指定避難所１５カ所全て開設をいたしました。その折には、地域の指定避難所の代

表者、地域の方、自治会長さんであったり支部長さんであったりするわけでございますけれども、

そういった皆様にも事前に避難所の運営マニュアルというものをお渡ししてございまして、自主防

災会、自治会ともどもその運営にお力をおかしいただいた次第でございます。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

マニュアルによって、先ほど井分局長の説明のような形で行っておると思うんですけど、やはり

その中でも、こういういただいた中にはあれがないんや、これがないんや、避難してきた方の名簿

がどこに書くんかあらへんがというふうなこともあって、それはちょっとマニュアルを読み足らん
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だこともあるかわかりませんけど、そういうふうなところでも事前のレクチャーといいますか、そ

ういうものも必要ではないかなと思います。

そういう中で、今回は避難所、私も去年のこの避難所を幾つかお邪魔させていただいたんですけ

ど、あるところに行くと何かノートに道路状況とか、天候状況とか、そして公共交通機関の運行状

況とか、ノートに書いている。あるところへ来ると、ホワイトボードに書いてあったりとか、さま

ざまな形ではあったんですけど、実際あのときは電気も水も通っておりましたんで問題はないんで

すけど、通常ありましたらファクス的なものとか、情報的なツールで各避難所への伝達的なものが

共通といいますか、共有化できないかというふうなことを考えておった次第でございます。

この点につきまして、各避難所との情報共有、この辺を対策本部からはなかなか出ないもんなん

でしょうか。その点についてお伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

井分局長。

○危機管理局長（井分信次君登壇）

避難所におきましては、避難をされた方々と、また私ども市役所職員との情報をできる限り共有

しつつ、意思疎通並びに協力体制が大変重要となってまいります。

非常時であるがゆえに不安が先立ち、夜間ともなりますと情報が少ない中でのいら立ちにもつな

がります。そういった中で、避難所派遣職員は災害対策本部との情報共有を図りつつ、冷静な対応

を行い、道路、河川、公共交通など小まめな情報発信に努めますが、避難者のニーズとの整合とい

うのは、やはり災害のケースもありますけれども、限界があるものだと思っております。限られた

条件の中での取り組みになることになりますけれども、最大限努力するということでご理解をいた

だきたいと思います。

なお、現在緊急速報メールや安心めーる、市ホームページ、行政情報番組や市の広報車など、で

きるだけ多くの媒体を用いて情報提供に努め、情報の共有化を考えており、市民等の不安をできる

限り払拭できるような、そのような最大限の手だてを講じております。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

先ほど、井分局長が（２）のほうもちょっと先に話していただいたようなんですけど、実際にい

ろいろ情報というのが、今の世の中、飛び交う世の中、モバイル的なものを通して情報の伝達とい

うのも、かなり昨今では容易な形でなってきております。

その点につきまして、先ほどの情報共有で各拠点へ通知を送るという中のところで、１つ以前か

ら私ちょっと申しております、体育館とまた比較するのではないんですけど、東野公園、西野公園

の施設、そういうところでは空調もきくような形にはなっております。

はたまた、よくあるのが南鹿島の鈴鹿川が氾濫しそうだということで避難勧告が出たときには、

指定避難所である東小学校になるわけでございますんですけど、これは指定避難所になっておりま

すのでそこに行くとは思うんですけど、以前もお伺いしたんですけど、もう１つ、代表の前の第

１、第２というふうな形で避難所の中で東幼稚園が入っているわけなんですけど、皆さんも見に行

かれた方も見えると思うんだけど、環境的に空調とか床暖房があったんじゃないかなと。
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どうしても避難するというと、その時期というのは雨が降ったり、非常に湿気が多かったりと

か、環境的には非常に天候が悪いので当然ではございますんですけど、そういうものを利用する

と、停電さえなければいろんな情報も送れるし、またテレビとかそういう情報で、体育館とそうい

う施設では非常に温度差があるように思います。

その点につきまして、開設のプロセス的にどうしても体育館を開放して、東幼稚園のような、ま

たそれに見合うような施設も一応避難所にはなっておるんですけど、そちらを優先できないという

点につきましてお伺いしたいのが１つと、先ほどちょっと局長がおっしゃっていただきました避難

所への情報伝達についてでございますが、ここも一緒にお話ししかけていただきましたので、市内

の方への情報の伝達と、昨年もございましたんですけど、避難民といいますか、東京から大阪へ帰

る途中にたまたま三重県の亀山を通ったら通行どめになって、どこも行けなくなってしまったとか

いうような市外、県外の方、こういう方に対しての情報の発信、この点についてお伺いいたしま

す。

○議長（前田 稔君）

井分局長。

○危機管理局長（井分信次君登壇）

まず１点目の、東小学校体育館が今現在の指定避難所と指定されておりまして、亀山東幼稚園を

その他避難所ということで現在の亀山地域防災計画では位置づけております。

ちなみになんですけれども、市内には各地区に防災の拠点となる指定避難所が１５カ所ございま

す。また、指定避難所が使用できない場合やスペースが足りない場合に、補助的に開設することと

しておりますその他の避難所、先ほど申し上げましたこれは東幼稚園なんですが、４４カ所、それ

に災害発生直後にご家族や近所の方、自治会単位などで一時的に避難する一時避難場所が１８９カ

所ございます。

これらは先ほど申されましたように、いろんなケース・バイ・ケースの中でお話ししてまいるわ

けなんですけれども、停電等において東小学校よりも幼稚園がということですが、危機管理局とい

たしましては、地震、風水害とあらゆる災害を想定し整理させていただいているのが第１点でござ

います。当然、ケース・バイ・ケースのことも想定されるわけですけれども、現行どおりというこ

とでご理解をいただきたいと思います。

それから、２点目の避難所開設の案内というか、市民の方々にはどうなのだということでござい

ますけれども、先ほど先んじて申し上げましたが、災害対策本部におきまして避難所開設の意思決

定がなされた場合に、直ちに避難所担当職員を当該指定避難所へ向かわせると同時に、先ほど申し

上げました緊急速報メールや安心めーる、市のホームページ、行政情報番組や市広報など、できる

だけ多くの媒体を用いて情報提供に努めております。

それから、市外の市民の方々ですけれども、これも昨年の経験値でございますけれども、帰宅困

難者というような定義も出てきております。そういった中で、基本的には市民の方々中心の対応を

考えてまいります。大雨特別警報の経験値というのがございますので、それぞれ帰宅困難者の方か

らのご意見というか、お手紙等を拝見いたしますと、スマートフォンを使って地図検索、またそれ

からの亀山市のホームページ等々の情報を得られる中での避難所へお越しいただいたということも

わかっておりますので、特別な対応はいたさずとも、やはり災害に強いまちづくりということで、
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それらもトータルして減災に努めていきたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

さまざまな状況に対応できるよう、今後もますますのさまざまな対応ができますよう願うもので

ございます。

ここの部分で最後のところでございますんですけど、ＡＥＤの配備先の周知ということで、現在

ハザードマップ等にどこにＡＥＤがあるかという地図的なものはあるんですけど、大体建屋の中に

あるのが当たり前なんですけど、道端にポストのようにぽんと立っているというわけではないんで

すけど、県外でいろんな事例を見てみますと、中学校とか小学校の中にあるものを今回ちょっとご

紹介させていただきますと、茨城県ではございますんですけど、こちらは龍ケ崎市というて７万８,

０００人、亀山市よりはちょっと大きなところなんですけど、そういう中におきましても学校の屋

外にとか、そういうところにＡＥＤが設置をされていると。いろいろ機能的なものとか、またセキ

ュリティーの問題もあるとは思うんですけど、こういう中で学校の施錠を解くことなくＡＥＤを使

用できると。緊急の事態というのは、いつ起こってくるかわかりませんが、市内の小学校の公共施

設で大体５９カ所あるんですけど、そういう施設の中で、ＡＥＤが屋外から、中に入らずそういう

のが使えるというようなシステムづくりをされたという事例も出てきております。

さてそこで、亀山市の今の状況といたしまして、そのような屋内に入らず屋外から使用できると

か、またどこにあるとか、そういうような周知といいますか実施、この辺につきましての現状をお

伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

井分局長。

○危機管理局長（井分信次君登壇）

ＡＥＤでございますが、皆様ご承知のように、不整脈で心肺停止状態になった場合に電気ショッ

クが与えられることができ、生命の鍵というような言い方もされる機器でございます。

市内でのＡＥＤの設置状況、昨年６月には消防本部のほうからご答弁をさせていただいておるわ

けなんでございますけれども、昨年５月末には、公共施設においては市役所、コミュニティ、保育

園等で５４カ所、また幼稚園、小学校、中学校、高等学校、学校関係で２０カ所ということでござ

います。

現時点、確認もさせていただいたわけなんですけれども、やはり施錠等の問題もございまして、

休日等の対応というのは、先ほど議員もおっしゃられましたように、屋外対応のできるようなもの

の考え方で設置をしないと難しいということもございまして、現時点では現行運用ということでご

ざいます。

それから、学校でも同様のことを昨年の本会議でも、また教育委員会のほうからご答弁をさせて

いただいておったわけでございますけれども、こちらも先ほどの理由と同じような形で進められて

おるということでございます。

○議長（前田 稔君）

新議員。
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○４番（新 秀隆君登壇）

台数的には７４台ほど、市内には公共施設に設置と。先ほどの屋外への設置というところは、ご

理解はいただいておるというふうに私も理解させていただきましたんですけど、非常に大事なこと

だと思いますので、具現化できるよう今後この点につきましては提言させていただきたいと思いま

す。

それでは、大きく最後のＩＣＴ環境の充実についてでございますんですけど、こちらにつきまし

ては、まずこの中でも小学校、中学校のＩＣＴ環境の状況、そして市内の公衆無線ＬＡＮのＷｉ－

Ｆｉ設備ですね。この環境の整備促進についてと、そして最後に、テレワークス活用のワークスタ

イルについて、雇用促進につなげていく話でございます。

その中のまず小・中学校のＩＣＴの環境の今の現状についてお伺いいたします。ちょっと時間が

ないので、現状と、そして反響といいますか、その辺についてもお伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

小・中学校のＩＣＴの現状でございますが、亀山市の小・中学校におきましては、従前より各小

・中学校のパソコン教室に、１学級の児童・生徒が１人１台の使用可能とする台数の教育用パソコ

ンを整備しております。

平成２１年度以降、各教室にインターネットを使用するための校内ＬＡＮを敷設しまして、大型

デジタルテレビ、書画カメラを導入するとともに、各学校に１台ずつ電子黒板を配置いたしまし

た。さらには、教員には１人１台の校務用パソコンを導入して教育現場での活用が進められており

ます。

さらに、平成２６年度にはモデル的な試みといたしまして、関小学校、加太小学校の２校を実証

校として指定いたしまして、タブレット型パソコン２２台とＬＡＮ環境を整備いたしました。

それと、その活用状況につきましては、小・中学校におきましては、ＩＣＴを使うと授業づくり

がわかりやすいというふうに評判が出ております。

具体的な例を挙げますと、実物投影機や大型テレビ等の導入によって、教科書や資料集、子供た

ちのノート等を大きく拡大いたしましてテレビに映し出すことができて、子供たちの興味を引きつ

けてわかりやすく指導することができるようになりました。各学校のパソコン教室におきまして

は、発達段階に合わせた計画的な指導を進めておりまして、小学校低学年からパソコン操作を学ん

で、なれ親しんでインターネットを使った調べ学習などを行っております。

さらに、先ほど申しましたタブレット型パソコンを導入している学校におきましては、例えば体

育のマット運動の時間におきまして、子供たちの動きをタブレットの動画機能で録画した後、すぐ

に映像をスクリーンに映し出して全員で確認して、お互いの動きについてアドバイスを出し合うこ

とができるということになっております。そのことによって、自分たちの動きがすぐ見られること

ですから、短時間で効果的な練習が行えるようになって、何度も繰り返し映像を見て話し合うこと

で速やかな動きの改善が行われることとなりました。

このように、タブレット型パソコンにつきまして、まだほかにも特別支援学級の児童・生徒の学

習支援ツールとしての活用などさまざまな可能性がありまして、今後も研究を進めていく必要があ
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ろうかと考えております。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

非常に好評だというふうな報告をいただきました。

以前、私が佐賀県の武雄市というところ、ほぼ５万人程度で亀山市とよく似たまちだったんです

けど、ここらでは非常にタブレット端末の導入が盛んでございまして、昨年では小学校、中学校、

そして先生方もそうですけど、ほとんどタブレットが行き渡るような形になられまして、児童のア

ンケートの中でも、先ほど次長がおっしゃっておったように、とても楽しみとか、そして算数と理

科は毎回８０％を超えるぐらいの授業の内容がわかったとか、そして算数、よくわかる、大体の分

がよく理解できて合計で９０％を超える理解度を示していると。こういうことが、亀山市におきま

しても児童の学力アップにつながっていけばと思いますので、その点もこれからの拡大に期待する

ところでございます。

次に、そういうネット環境でございますが、今の亀山市におきまして、亀山市は観光を非常にや

っております。そういう中につきまして、ネットを駆使することによって、今海外からも旅行客も

来るんですけど、そういう中で言葉が通じないとか、そういうふうな問題もあるんですけど、そう

いうのがいろんなシステムができると。

そしてまたＩＣＴというのは、いろんな情報の通信機能が非常に拡充されてくると便利になって

きて、認知症の方の追跡とか、そしてまた獣害対策にもできるとか、そして一番初め今回冒頭で申

させていただいた、子供さんたちの行き先もそういう中でちゃんとどういう動きがとれるかとか、

そういうところにも反映できる非常にすぐれたものだと思います。

そういう中におきまして、亀山市内の公共施設のＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉの拡充の現状とか、そして

導入の計画とか、その点につきましてお伺いいたします。

○議長（前田 稔君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

本市における公衆無線ＬＡＮの環境でございますが、道の駅「関宿」や観光協会事務所に整備さ

れている状況でございます。また、本年３月には、本庁舎ロビーに設置いたしました広告つき地図

案内板に公衆無線ＬＡＮを搭載いたしまして、公共施設への拡大も図っているところでございま

す。

それと、今後の方向性ということでございますが、公衆無線ＬＡＮはＩＣＴインフラの中でも比

較的災害に強く、またスマートフォンなどの無線ＬＡＮの利用可能な端末が急速に普及しているこ

とから、地域活性化に有効なツールの一つと認識しておるところでございます。

今後の方向性でございますが、公衆無線ＬＡＮの整備は官民連携が有効に機能するモデルであ

り、交通拠点、コンビニエンスストア、飲食店、宿泊施設、自販機等での民主導の整備と連携しな

がら、防災拠点など民間のインセンティブが働きにくい部分では、住民ニーズ等を把握した上で一

定の補完を検討するなど、地域全体での整備を考えていくことが必要であると認識しております。

したがいまして、今後の公衆無線ＬＡＮ環境整備につきましては、民間による整備状況、行政が
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すべき部分の調査、万全なセキュリティー対策、他の自治体の状況、費用対効果などさまざまな要

素を熟考の上検討いたしてまいりたいと考えております。

また、これにつきまして必要と認めるものにつきましては、現在策定をいたしております新たな

情報化推進計画の中でお示しもさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

ありがとうございます。

私は思うんですけど、この辺が拡充されてくると非常にいろんな面で亀山市内、安心・安全にも

つながりますし、そしてところによりますと獣害対策によって非常に農作業に集中できるとか、そ

ういう意見も昨今、ウエブのほうでも上げられてきております。

それでは最後のところでございますが、テレワークスの活用のワークスタディについてお伺いし

たいと思います。

いろいろな条件でお仕事がなかなかできないとか、外に出れないとかそういう方も、心に重い傷

を持っていて外にちょっと出づらいとか、また人とのコミュニケーションがとりづらいとかいろい

ろありますが、そういう中においても非常にパソコンといいますか、こういうスキルが高い方も世

の中にはたくさん見えます。

その中で女性の活躍とか、マタニティーハラスメント対策とか、そういう面につきましても家に

いながらにしていろんなお仕事に携われると。そしてまた、引きこもっているだけではなく、そう

いうスキルを使って社会貢献もできる、そういうふうな事業というのが今世の中では出てきており

ます。

そういう中におきまして、三重県としては県内ではいろんな支援の状況というのが出ておりま

す。しかし、これらの三重県の労働基準部の支援の中で、いろんなランクづけの中で講習会をした

りとか、そしてサービス業に対する支援、いろいろ出てきておるんですけど、そのようになかなか

外に出れない、でも仕事をしっかりして亀山どころか世界にネットを使ってお仕事ができるという

ようなテレワークスのワークスタイルというのが世の中、今出てきておるんですけど、まだ亀山市

内におきましては、それをどのように、どこへつながったらいいのかというのは、案内はできるよ

うな状態ではないというのは存じ上げておるんですけど、今後につきまして、心の障がいとか、ま

た体の障がいもあると思うんですけど、なかなか外に出られない、車に乗って簡単に仕事に行けな

いとか、そういうのも含めてテレワークスのネットを使ってお仕事ができるというような、このよ

うな案内を亀山市としていろいろ提供できないかということにつきまして、今亀山市の取り組み、

何かあるものがあったらご説明いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

伊藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

議員がおっしゃいます他人とのコミュニケーションをとるのが難しい方であったりする方が、Ｉ

ＣＴの通信技術を使って在宅で仕事をする、こういうことは本当に有効な就労方法の一つであると

いうふうには私どもも考えております。
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県内でも余り実例がないということで、ＮＰＯが特にＩＴ支援プロジェクト、こういうふうなＮ

ＰＯがございまして、そこの働きかけによって企業が１０名ほど雇用された例があるというふうに

は聞いておりますが、それ以外はなかなかないと。まだまだこういう雇用形態が拡大していない

と、そんな状況でございます。

市としてはどうなのかということでございますが、私どもも具体的な業務形態ですね。どのよう

な形で働けるのか、あるいは業務方法、そんなものをさらに研究いたしまして、そういう情報を企

業に対して提供していく、こういう形で働きかけを行っていきたいと思っておるところでございま

す。

○議長（前田 稔君）

新議員。

○４番（新 秀隆君登壇）

確かに現在はございませんが、そういう中につきまして伊藤部長のおっしゃっていただいた、そ

ういうお仕事に携わっていただいて、そして働くことについて、世の中に貢献でき、そしてまた亀

山市の納税者として立派に社会貢献していただけるような人になっていただきたい。そのためにも

何かできないかということですが、なかなか今の現段階ではちょっと難しいようですが、その中に

おきましてそういう部署を一つ設けろとか、そういうわけではないんですけど、いろいろ悩んでい

る方に対して情報を提供できるような、そのためにもアンテナを高くして、亀山市はいろんなもの

に精通しているんだというふうなイメージアップで、ますます今のまち・ひと・しごと創生総合戦

略の一環としてそういうのもひとつ頭に置いていただいて、今後亀山の発展に寄与していただける

よう、皆さんのご協力をまたよろしくご提案させていただいて、私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

４番 新 秀隆議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ２時４９分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ３時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、７番 豊田恵理議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

では、通告に従いまして質問をさせていただきます。創政クラブの豊田でございます。

今回は、大きく２つに分けましてテーマが２つになっておりますが、それはどちらも相関したも

のでありますので、順次質問をさせていただきたいと思います。

まず１つ目の空き家に関することについてです。

たびたびこのテーマを上げておりますが、ここ数年、事あるごとにお聞きをさせていただいてお

ります。ご存じのとおり、ことしは既に国においても空き家等対策の推進に関する特別措置法も出

ており、全国各自治体が既に動き出している状態でございます。
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空き家対策の特別措置法が可決、成立をしましたすぐ後の昨年１２月定例会では、そのときにも

１点のみ質問をさせていただきました。市として、今後どう対応していくのかということについて

です。

そのときの当時の部長の答弁では、「市といたしましても、このような基本指針、ガイドライン

が定められました後、法で定められている協議会、これは市町が設置するということになっており

ます協議会を早期に組織し、空き家等対策計画の作成及び実施に関する協議を行い、今まで研究、

情報収集してまいりました空き家等に関する施策を、国及び県からの情報の提供、技術の助言など

をいただきながら財政上の措置も考えていただき、総合的に計画的に推進してまいりたいと考えて

いるところでございます」という答弁でございました。

また、市長からの答弁でも、「今般の特措法の成立は、非常に私どもにとりましても力強く思い

ます。この２年間、県と各市町村と本当に研究会で積み上げてきたものでございます。なかなか難

しい課題もたくさんございますが、今後の動きもしっかり把握させていただいて、本市として適切

な施策、あるいは制度が組み込めますように、さまざまな角度から検討していきたいというふうに

考えてございます」というお話がございました。

現在は、既に９月でございます。全国自治体で見ましても、例えば前橋市さんでは、空き家特別

措置法が一部施行されてすぐ、ことし４月にはパブリックコメントを募集し、平成２５年、既につ

くっていた空き家等の適正管理に関する条例、いわゆる空き家条例を国に合わせて改正しています。

どういうことかといいますと、従来、条例で規定していた空き家等の実態調査、管理不全な状態な

空き家に対する助言、指導及び勧告や命令、こういったものなどの事務は法に基づき行うことにな

るため、従来の条例からは削除するという、自治体がすべきことと国が法律ですることのすみ分け、

区別を行っているということです。

では、亀山市はどうなのか、そういった視点から質問をしていきたいと思います。

まず亀山市の空き家の現状はどうなっているのかについて、お答えください。

○議長（前田 稔君）

７番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

亀山市の空き家の現状についてでございますけれども、空き家等対策の推進に関する特別措置法、

先ほど議員が申されましたが、ことしの５月２６日に全面施行されましたが、県も県内各市町も対

応に現在のところ苦慮しているところでございます。

本年度は、まず特別措置法に基づき市内の空き家の現状把握を行うよう、自治会連合会に協力を

お願いし、空き家の数や位置を把握する準備をいたしております。

空き家対策には、住宅施策、景観行政、防犯対策、地域づくり等多岐にわたることから、関係部

署との連携が重要と考えておりますので、実態調査のための庁内情報の利用による空き家の地番や

所有者の把握を踏まえ、早期に庁内組織の設置を進めてまいりたいと考えておるところでございま

す。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。
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○７番（豊田恵理君登壇）

先ほどの答弁で、本年度からまず特別措置法に基づき空き家の現状把握を行うというご答弁でご

ざいました。

遅くはないかという意見でございます。確かに空き家の把握はとても大変であること、空き家と

認定するための法則なりルールもかなり必要ですから、困難な案件であるということは私も十分わ

かっております。しかしながら、私が見ていても亀山市の空き家に対する取り組みは遅過ぎないか

という思いでいつも質問をさせていただいております。

また、先ほど現状把握に対して、自治会連合会ですかね、自治会さんに協力依頼をするというお

話だったんですけれども、地域によって、空き家もそうですし地域の環境というのも違っておりま

す。地域のことは、もちろん自治会長さんが一番よくご存じだと思うんですけれども、また空き家

についてもきちんと把握するためには、かなりの労力なりマンパワーが必要でございますので、地

域の代表でもある自治会長さんにお願いすることになるのは当然のことだと思っております。

しかしながら、地域の事情もございまして、空き家の状態もさまざまでございます。お願いする

からには、こういった判断基準、またどういった家屋が空き家であるか、どのように調査するかな

どきめ細かな依頼が必要であると思いますが、そのあたりは実際どうなのか。きちんと市として、

基準にのっとって依頼がなされているのかどうかをお答えください。

○議長（前田 稔君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

空き家の実態調査でございますが、市の内部資料もございます。というのは、水道のメーター等、

これが１年間以上使われていないところが１つ、それから追求することも可能かというふうには考

えておりますし、先ほど申されますように、地域ではいろいろ事情が違いますので、なかなか協力

を得づらい地域もあろうかと思います。

そういったときには、市の職員が出向くといったところも考えておりますので、まずは実態調査、

それと地域の方々にお願いをするといったところを考えておるところでございます。

なお、空き家の現状は、一応空き家となったところの調査をして、また市の職員で外見調査等も

実施をしてまいりますので、その段階で特定空き家か、または単なる空き家かといった判断に基づ

くものと考えておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

まず自治会長さんにお聞きをして、その後で外見調査をして、その後特定空き家かどうかの判定

をするというお話を伺いました。

実は、私も空き家についてずうっと質問しておりますので、私自身も例えば市内あちこち、遊び

に行ったり、仕事で別件で行ったりすることもありますけれども、そういったときにその地域の空

き家はどうですかと、あえてその地域の方、また自治会長さんなんかにお聞きしながら調査をして

います。

その中で、何人かの自治会長さんにも今回の件でお聞きをさせていただきました。市から空き家
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調査に関する協力依頼が来ているかというお話自身は、実際伺いましたけれども、お話を聞く限り

では具体的なお話があったわけではなくて、聞く方が、ほとんどがどう対処していいかわからない

というふうなお話でした。

例えば、こういう場合があったんですけれども、敷地内に自分の家屋、そして物置があって、そ

の物置のほうが消防の方が来て、これは空き家ですよねというふうに尋ねられたと。しかしながら、

当に住んでいる方は、そうではない、これは倉庫として使っている。なぜ空き家と思ったのかと聞

くと、航空写真で見てそう思いましたと、こういうずれがあったりします。こういうときに、例え

ば自治会長さんが、このようなときに空き家と勝手に判定することによって、その地域の方とトラ

ブルが起こったりとか、そういうことになったら困るしなあというお話も伺ったことがございまし

た。

さまざまございますけれども、以前から申し上げておりますが、空き家に本当に真剣に取り組む

のでしたらば、もちろん地域の方、自治会長さん、いろいろ協力体制が必要になってくるんですけ

れども、その中でも調査する前に判断基準といいますか、ある一定の取り決めというのが必要にな

ってくると思います。それでも、市にはまだ条例もありませんし、どこまで市が空き家対策に取り

組んでいるかも、何度お尋ねしても見えてこないのが今の現状でございます。

しかしながら、冒頭にも述べましたように、ほかの自治体では既にさまざまな施策を立ち上げた

り、動いているところもございます。亀山市では、どのような情報を集めたり把握しているのか、

他市の動きについて知っていることをお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

他市の動きでございますが、既に空き家の適正管理に関する条例を制定のところは、特別措置法

に合わせるため現行条例を廃止し新たな条例をつくったり、現行条例の改正案をつくりパブリック

コメントを行っているところもありますが、多くのところが特別措置法で策定することができると

されている空き家等対策計画の策定に向けて準備をしているところが多く、県内では平成２８年度

からの策定を多くの市町村が予定しております。

本市は空き家の現状把握を行った後、地域別の問題等を整理したいと思っております。その後、

空き家等対策協議会を立ち上げ、特別措置法での特定空き家に関しては、空き家等対策計画の中で

条件や対応について市で決定し、特定空き家以外の空き家の対応については条例で定めていく予定

でございます。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

先ほどの答弁の中で、ほとんどが準備中で、平成２８年で多くが策定をする予定だというふうに

お話を伺いました。

県内で、今までも三重県と三重県内の市町村と足並みをそろえ連携してというお話を何回か伺っ

たことがありましたけれども、足並みをそろえるばかりでなく、亀山市に見合ったもの、亀山市独

自のものをつくっていくというのをそろそろ考えてはどうかなあと私は思いますし、待ったなしで
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どんどん空き家というのはふえておりますので、もう少しスピードを上げないといけないかなと思

って、また今回も質問させていただいております。

亀山市で、先ほども申しましたけれども、空き家はこれからもどんどんふえてございます。そう

いった中で、労力もそうですし、時間もそうですし、マンパワーも本当に足りない。そういった状

況の中で、やはり他団体の連携がとても大事かなと思っております。

今回、そこが亀山市の問題でもないかということで、２つ目の大きな質問に移らせていただきま

す。間違えました。まだ予防措置対策が残っていました。済みません。

次に、３番目の予防措置対策の必要性についてお聞きいたします。

何度も申し上げておりますが、空き家対策はまちづくりです。朽ちたり、危険で景観の悪い家屋

が一つでもあれば、その周囲の地域の価値は下がってしまいます。果物が一つ、例えば腐ってしま

えばその周りのものは全て腐ってしまうのと同じように、やはりきちんと空き家というのは管理を

して、そしてきれいに保つ、それがとても大事なことだと思います。

また、この空き家に関しては、持ち主は市民一人一人の方です。ここにいらっしゃる全ての人が

自分の家を持ちお住まいのはずですが、しかしながら、これだけ多くの空き地や空き家の問題、ニ

ュースや新聞でも騒がれていても、ほとんど多くの方、私も含めて自分事だと強く認識することは

余りございません。市民一人一人が、また地域が、そして市内の業者さん、行政だけでなく全ての

人がそういった意識を持たなければ、この空き家問題というのは解決しないでしょう。

亀山市は、もっと空き家に関する周知が必要ではないか、また周知のためにどのようなことをし

ているのかをお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

現在、市では空き家情報バンクについて出前トークをさせていただいており、８月には加太地区

の教養講座で空き家について話をさせていただいております。空き家の管理について、ご理解をお

願いしておりますが、また今回実態調査とあわせて空き家の所有者等に現在の空き家の今後の意向

調査を行う予定をしております。市が行っております空き家情報バンクへの登録や、民間の空き家

管理業者の紹介等を行ってまいりたいと考えておるところでもございます。

また、住生活基本計画にあります住みかえを円滑にする中古住宅取得支援や、町なか居住推進の

ための支援、農山村集落における活力向上のための支援や国の空き家再生等推進事業も必要と考え

ておるところでございます。

先ほど議員述べられましたように、やはり情報提供も必要かというふうには考えておりますが、

特に空き家につきましては予防、それと活用、さらには空き家の管理など、他の市町では多くの応

援メニューも掲げられておるところでございます。今後も、実態調査の結果を踏まえまして、そう

いった応援メニューがどのようなものがあるかということを含めて検討させていただきたいと思っ

ております。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）
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先ほど部長のほうから、予防、活用、空き家管理が大事だというお話をいただきました。私もそ

のとおりだと思いまして、ちょっと大量に資料をつくってしまったんですけれども、大量というか

裏表のものなんですけれども、まず資料１の予防についてを映していただけますか。

これ京都市さんの空き家の便利帳、ミニ版の空き家便利帳というものです。この内容を見ていた

だきますと、空き家の予防に関して、「空き家化の予防のススメ」についてが書いてございます。

空き家はどういうふうにして、放っておくとどうなるのか。また、空き家と相続の深い関係、空

き家はどうやったら予防できるのか、そういったことが、ちょっと細かくて見にくいんですけれど

も、書いてございます。昨年も、実はこの京都市さんの空き家の啓発資料というのを皆さんにお配

りさせていただきましたが、また新しく進化しておりまして、またわかりやすくなっていたので紹

介をさせていただきました。字が細かいんですけど、どういったことが書いてあるかというと、例

えば空き家と相続の深い関係のところなんかは、本当にそうなんだと私もびっくりしたところがあ

ったんですけれども、アンケートによると、相続をきっかけとして空き家の所有者になったと答え

た人が４４％に上っていると。つまり、相続によって空き家というのがどんどんふえていったりも

する、こういったことも書いてございます。こういった資料なんですが、京都市さんでは市を挙げ

て、特に市長さんが熱心に空き家対策に取り組んでございます。

次は活用編、こちら活用編のほうですけれども、こちらのほうではどういうことが書いてありま

すかといいますと、中身のほう、よろしいでしょうか。裏面になります。

空き家の管理の仕方、「管理のススメ」、そして「活用のススメ」。例えば、よくある活用です

けれども、賃貸に出したりとか売却したり、そして何かのアパートにしてしまおうとか、そういっ

たいろんな活用の仕方などが書いてあります。

そして表面、もう一度戻っていただきますと、これは京都市さんで実際に空き家活用の応援メニ

ューというのをコンパクトにまとめて書いてございます。こういった例えば助成金や補助金がある

よということがわかれば、これを活用してみようかなと思う方も結構いらっしゃるんじゃないかと

思います。こういった周知活動はとても大事なのではないかと思い、紹介をさせていただきました。

ここにさまざまメニューがあったりとか、あとはそこには空き家の相談員、相談専門員の派遣、

そして町の不動産業者との連携などもうたってございます。

先ほど、市の取り組みとしてどういうことをやっているかということで、出前トークがあります

よとおっしゃっておりましたけれども、例えば京都市さんでは、出前講座ではなくて「おしかけ講

座」というのを実施しております。つまり、まちの人々に本当に真剣に考えてもらうために、押し

かけてでも空き家のことを知ってもらおうとしている。こういった姿勢が大事じゃないかと思いま

した。

県内他市がまだしていないから、そんな場合ではないのではないか。空き家の質問をするたびに、

県とか県内各市町村との研究会をしていると言われるんですけれども、まず亀山市の独自性という

のを出すためにもしっかり頑張っていただきたいなあと思いまして、こういった資料を出させてい

ただきました。とはいえ、これぐらいの熱意を持ってやっていくというのは、相当なマンパワー、

労力が必要だと思います。

そこで２番目に移りたいと思います。

大きな質問としまして、ＮＰＯ等団体との連携についてというのを上げさせていただきました。
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ここでいうＮＰＯとは、法人格を持ったＮＰＯ法人のことを申し上げているんですけれども、現

在、全国的に地域における課題・問題点が多様化しており、どこの自治体でもマンパワーが不足状

態でございます。亀山市も同様ですが、行政では手が回らない。だけど企業が担うには難しい。こ

ういった地域の課題を解決するのがＮＰＯ法人の存在、それが不可欠ではないかと考えました。

しかしながら、ＮＰＯ法人との連携が亀山市ではとても少ないと私は感じております。亀山市は

市民団体が大変多く、さまざまな場面で大きく活躍されておりますけれども、ＮＰＯ法人の数自体

はどうなのか、また他市と比較して少ないのか、その数についてまずお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森文化振興局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

ＮＰＯ法人の現状ということでお答えさせていただきますと、ただいま認可を受けられておりま

すＮＰＯ法人は、本市で現在６団体でございます。ＮＰＯ法人格の取得につきましては、県のほう

が担当しておりますので、そちらのほうのホームページで確認をさせていただいております。他市

と比べて多いか少ないかということについては、若干わかりにくいと思いますけれど、今６団体ご

ざいます。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

他県に比べてなんですかね。済みません。

地域にかかわるコミュニティ活動、そしてボランティア活動は大変重要であり必要不可欠です

が、地域の重大な課題に途切れることなく継続して対応していくことや、専門的な能力を持って取

り組んでいくためには、ＮＰＯ法人のような団体との連携が必要ではないかと思いますが、今６団

体あるということですが、亀山市がＮＰＯ法人と連携している事業の例というものは、じゃあどの

ようなものがあるかというのをお答えください。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

それでは、６団体の中で例えば１つ、Ｌｅｔ’ｓスポーツわくわくらぶというのがございまし

て、こちらのほうは団体の自立を促すために活動資金を得るということでＮＰＯ法人格を平成２６

年の３月に取得されております。このわくわくらぶにつきましては、法人格取得までこちらのほう

で支援をさせていただきまして、取得後におきましても安定経営に向けまして助言とか指導を行っ

ているところでございます。

それと、もう１つ、平成２６年の９月に亀山文化資産研究会がＮＰＯ法人格を取得されておりま

すけれども、亀山文化資産研究会につきましては、こちらのほうも、まちなみ文化財室のほうで団

体の立ち上げからＮＰＯ法人格取得に至る経過の中で支援を行っておりますし、また、ただいま協

働事業ということで文化財建造物公開活用事業などの協働事業の実施であるとか、また法人が自主

事業を行っておりますので、そちらとの連携を図っております。

さらには、本年６月に総合保健福祉センターでぽっカフェを運営されておりますぽっかぽかの会
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がＮＰＯ法人格を取得されまして、障がい者雇用の創出につながったものと考えております。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

亀山市でも、今、まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定されておりますけれども、この骨子を

見ますと、テーマの一つにつながり、見守り、助け合える地域社会をつくるために、空き地空き家

の対策の促進などが例として挙げられておりました。

先ほども申し上げましたが、空き家対策には本年度、全国で条例等の制定を含めて議論がなされ

ているところです。亀山市では、空き家の予防、活用を重視しながら市民団体との協働による定住

促進、制度の確立をし、市と空き家の所有者と、そしてＮＰＯ法人等の団体の３者が役割分担し

て、協働することによって亀山市が空き家が廃屋となっていくのを予防していくというシステムを

つくってはどうかと思い、提案をさせていただきました。

こちらでまた資料をつくらせていただいたので、３番目の資料をお願いいたします。

ちょっと絵入りにしてみたんですけれども、空き家の問題といいますと、誰の責任なのか、誰が

責任者なのか。もちろん所有者の方が責任者なんですけれども、今の時代、どうしても所有者だけ

では何ともできないという場合があって、それで今こういう連携、これは亀山市で今私言っており

ますけれども、ほかの自治体でも結構こういう３者の、どういうふうにシステムをつくっていくか

というのをつくっている自治体さんがたくさんございます。

例として、先ほどこちらで挙げさせていただきましたが、先ほどのＮＰＯ法人等と団体との連携

についてということでお話をさせていただいております。参照にしながら、見ていただきながらお

聞きください。

ＮＰＯ法人等の市民活動では、地域の見守り体制を強化し、共助の地域社会を形成させると同時

に、ＮＰＯの団体構成員に若者を雇用するなどの雇用対策も促進させていくことができないかとい

うことで、こちらにも書かせていただいております。

なぜこうしましたかというと、今回、まち・ひと・しごとにも補助金がついてございますけれど

も、一過性の補助金に頼る計画ではなく、今後もその母体を生かして育てていく。そしてその効果

が１回のサイクルで終わるのではなくて、育っていくことで２回、３回、成長していくことによっ

てまちづくりがなされていく、それが一番大事なことだと思いますが、企画部のご意見を伺いたい

と思います。

○議長（前田 稔君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

議員ご提案の空き家対策とＮＰＯ法人の連携ということでご質問いただきました。

７月に議会にお示しをいたしました総合戦略の骨子におきまして、空き家対策につきましては取

り組み項目例にも挙げさせていただいておりまして、市といたしましても重要な要素になるものと

考えております。

現在、総合戦略につきましては、骨子から素案に向けた検討を行っているところでありまして、

どのような位置づけになるかも検討中でございますが、議員からのご意見も踏まえまして、定住対
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策につきましてはさらに議論を深めてまいりたいというふうに思います。

それとあわせまして、ＮＰＯの若者雇用の創出と空き家対策を連携させるということでございま

すが、これにつきましても総合戦略骨子の現状と課題として、市民活動などとあわせたボランティ

ア活動についても触れているところでございます。

こうした活動は、魅力的な地域づくり、地域社会の形成に欠かせないものであると考えておりま

すことから、議員からのご指摘も踏まえ、空き家対策も含めたＮＰＯの連携、こういったものにつ

きまして総合戦略策定において十分議論を深めてまいりたい、そのように考えているところでござ

います。

○議長（前田 稔君）

豊田議員。

○７番（豊田恵理君登壇）

前向きな答弁、ありがとうございます。

他団体との連携、今もＮＰＯ法人というふうに例も挙げましたけれども、人口が減少し、マンパ

ワーも不足し疲弊をしている亀山市にとって、ほかの全国の自治体もそうですけれども、これは大

変重要なことだと思っております。

それを、市全体で抱える問題を共有認識として考える、特に今回は空き家問題を、空き家につい

ては今後はコンパクトシティーという都市形成も重要性を増すことから、先ほども答弁ございまし

たけど、地域への定住促進の位置づけもしながら考えていくべきだと思っております。

空き家対策特別措置法は、市町が除却手続できることを制度化したものである一方で、予防措置

のほうのソフト事業は市町の独自性が求められております。しかし、この部分は市が考え行うべき

ものかという責務の点ではまだまだ不明の部分もございまして、先進地ではＮＰＯ法人などを活用

した取り組みが盛んに進んでいることから、ＮＰＯ法人等や市民団体の活用が望まれていると思い

ます。

これらのことを盛り込んだ政策を検討していくことで、亀山市の独自性を出していくべきではな

いか、最後に市長のご意見をお伺いして終わりたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

豊田議員のご質問にお答えをさせていただきます。

今ご答弁もさせていただきましたが、あるいはご指摘いただきましたように、本市といたしまし

ても、この空き家対策については大きな政策テーマの一つであるというふうに認識をいたしており

ます。確かに難しい部分やスピードが遅いのではないか、こういうご指摘を頂戴いたしております

が、それもしっかり受けとめながら、現在の総合戦略の策定の中で整理をさせていただいて、今後

の政策推進につなげてまいりたいと思っております。

その中で、ご指摘のような亀山らしさとか、亀山の特徴あるいは仕組み、こういうものにつきま

してもしっかりと検討して組み入れていきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

７番 豊田恵理議員の質問は終わりました。
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質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ３時３２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ３時４２分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１番 今岡翔平議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

今岡です。通告に従い、質問をさせていただきます。

まず、今回は若い世代の意見を市政に反映する仕組みづくりについてと、経営会議について、大

きく２点質問をさせていただきます。

１２月議会で初めて一般質問に立たせていただいたときに、自分は若い世代の意見を市政に伝え

るために議会へ送ってもらったんだというようなことを申し上げて質問いたしました。若い世代の

意見を反映させるための仕組みづくりについて質問した答弁で、山本部長にこういうふうな答弁を

いただいたんですけれども、「若い世代の方々の市政への参画というのは、仕事や子育てなどのさ

まざまな理由が考えられますが、一部低い状況にあるということは認識をしておるところでござい

ます」。ちょっと略しまして、「いずれにいたしましても、本市の将来を担う若者の意見を聞き、

市政に反映していくことは、大変意義あることと認識しておりますので、今後もさまざまな機会を

捉えて若者が市政に参画できるような仕組みづくりを進めてまいりたいと考えております」、こう

いうふうなご答弁をいただきました。

ここで、答弁の中でポイントは２つ、１つが若い世代の市政への参加が意義あること、重要であ

ると市のほうで考えていただいている点、もう１つが、若い世代の市政への参加状況が低いという

ことをこの時点で認識されているということですね。つまり、若者を集めるのが難しいということ

がこの時点でわかっているというのがポイントの２つ目だと思います。

それでは、質問に入っていきます。

まず、１２月議会で質問をしましたが、その後どういった取り組みが行われたのか、お答えをお

願いします。

○議長（前田 稔君）

１番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

現在、亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に取り組んでおります中、１２月に議員か

らもご指摘をいただいたご意見も踏まえまして、策定作業の一環としまして若い世代の結婚や仕事

に対する考え方を聞く機会としまして、去る８月９日に若者ワークショップ、「まち×デザｉｎか

めやま」を開催いたしたところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）
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自分がした質問に対して「まち×デザｉｎかめやま」、８月９日に行われているんですけれど

も、ただこれ質問したことに対して、やってもらった、それだけで喜んでいられないと。

私は市政へこの意見を反映するというところまでが使命だと思っていますので、ここで収集され

た意見が本当に市政に伝わる仕組みなのか、そういったことを追及していきたいと思います。ただ、

先ほど部長がまち×デザのことはおっしゃっていただいたんですが、それ以外にも若者の意見を聞

く機会というのは、これまでにあったのか。もしあったのであれば、実績を教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

若者ワークショップ「まち×デザｉｎかめやま」以外にも、今回の総合戦略の策定で申します

と、市内３中学の３年生、約４３０名及び亀山高校と徳風高校の３年生、約２８０名を対象にアン

ケート調査を実施し、定住や仕事、結婚などに関する希望について調査をいたしました。現在、調

査結果を整理しており、取りまとめ次第、議員各位にも結果報告書をお示しさせていただきたいと

思っております。

また、それ以外としましても、去る７月２２日には亀山青年会議所が主催する勉強会に市長が出

席させていただき、若い世代の方々と意見交換をさせていただいたところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

２つ大きくお答えいただきました。アンケートと青年会議所との意見交換ということなんです

が、アンケートについてはちょっと置いておきまして、青年会議所の意見交換は私もいたんですけ

れども、一応テーマとしてリニアを通したまちづくりというような内容になっていたので、なかな

か私が想定するような市政に反映させていくという形の機会ではちょっとなかったかなというよう

に思います。

では、２点目なんですが、「まち×デザｉｎかめやま」の実施について。

先ほどお答えいただいた８月９日に開催されたワークショップについて、具体的な内容について

お答えをお願いします。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

若者ワークショップにつきましては、８月９日の午前１０時から午後４時まで、あいあいの１階

ふれあいリビングで開催し、参加者は１９歳から３５歳までの２９名に参加いただいたところでご

ざいます。

内容といたしましては、午前中、亀山市の魅力やコミュニティビジネスの可能性など、主にまち

や仕事をテーマとするグループワークを行い、また午後には、自分たちが考える１０年後の幸せ

や、その幸せのために必要なことをテーマにグループワークに取り組んだところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。



－１７６－

○１番（今岡翔平君登壇）

参加の対象者の年齢が１９歳から３５歳までの未婚の方というふうに絞り込まれていますが、こ

の世代に絞られた意図というのを教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

現在、対象者を絞った意図でございますが、まず下限でいきますと１９歳からということになっ

ておりまして、これにつきましては、先ほど申し上げました中学生と高校生のアンケートは済ませ

ておりますので、まず１９歳以上と、あと３５歳と設定させていただきましたのは、若者の晩婚化

等が進んでおりますことから上限を３５歳といたしたところでございます。

（「未婚者」の声あり）

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

失礼しました。未婚者でございます。

（「その理由は」の声あり）

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

失礼しました。

結婚をしておっても今回の場合はよかったんですけれども、特に今回尋ねたかったことが若者の

定住ということとか、その辺が中心ということでございましたもので、未婚に限らせていただいた

ところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

では、若者の定住について聞きたかったのでこの年代に絞ったというようなご答弁でしたが、最

終的に、これどういうふうな意見が出たとか、そういう参加者の意見を集約した概要ですね、それ

を教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

最終的に出された主な意見としましては、本市の魅力として、遊び場所では石水渓やサンシャイ

ンパーク、食べ物ではみそ焼きうどんや亀山茶、自然景観等では鈴鹿川や関宿、亀山宿の町並み等

が上げられました。

また、１０年後の幸せのために必要なこととしまして、ストレスのない生き方、これをするため

に月１回趣味全開デーや家族づくりのサポートとしてママ友づくりカフェ、こういった施策、事業

などがアイデアとして出されました。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

意見について伺いましたが、２つ目、実は私、ちょっとだけなんですが現場に足を運びまして、
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どんな様子かというのを少し見させていただいたんですけれども、これが知りたかったんですね。

知りたかったのは、市役所の職員さんの割合ですね。よく何か会議があったりとか催しがあった

ときに、足りない分を市役所の職員さんで埋めるというようなことが行われたりするんですけれど

も、それがいいか悪いかは別にして、意図があると思うんですけれども、今回、そういうことがあ

るのかなと思って見に行ってみたら、２９名中約半数近くの方が市役所の職員の方じゃないかなと

いうふうに見えたんですが、この参加者の集まりぐあいというのが予定どおりだったのか、本当に

この半数が市の職員だったのかというのを教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

参加者２９名のうち、市職員は１６名でございまして、およそ全体の半数でございました。

参加者の目標につきましては、５０名を予定しておりまして、当初３５名の申し込みがありまし

たが、前日に３名、当日に３名の方が仕事の都合などでキャンセルとなりまして、当日は２９名の

参加となったところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

２９名中１６名が市の職員さんで、そこから意見を集約するというような催しだったんですけれ

ども、この２９名中１６名だったという割合に対する、主催者としてどういうふうに思っていらっ

しゃるのかというのを教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

市職員の割合に対する主催者としての所見でございますが、さまざまな立場から若い世代の意見

を聞くためにも、より多くの方に参加していただき、市職員の割合も低ければさらによかったので

はないかというふうに感じております。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

思ったとおりの答弁をいただいて、ちょっと安心していますが、ここでポイントの２つ目で申し

上げましたが、１２月の定例会の答弁の時点で、若い世代を集めるのは難しいというような答弁を

市のほうでされているんですね。とわかっていながら、集客が目標値にいかなかったと。

先ほどの答弁にあるように、不本意ながら半分を市職員の方々にするしかなかったというような

ことについて、こういうことが起こってしまった原因について、どう分析しているのか教えてくだ

さい。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）
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参加者の募集につきましては、広報かめやま、ホームページ、フェイスブックのほか、商工会議

所や市内事業所等へ直接依頼に参りまして、募集を行ってきたところでございます。

今回、５０名という形の中で２９名しか集まらなかったということと、半数以上が市職員であっ

たと。参加者の募集につきましては、広く募れたんだろうというふうには思っておりますが、やは

り直接依頼というところで事業所等へお伺いをしたところでございましたが、このあたりがちょっ

と期待以上に数字が出なかったということが反省点ではないかというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

私も伺ったんですけれども、広報に載せたりフェイスブックで告知をしたりしたんですけれど

も、公募から来た若者というのは正直いなかったというふうに伺っています。

私も実は１２月のときに非常に集めるのは難しいというようなことを言っていまして、なので１

回こういう催しをやってみて、やっぱり難しかったという意味で、もう１回やる際には集客の方法

を考えていただきたいと思います。

ただ、広報に載せても公募がゼロだったとかいう、やってもほぼ難しいなと思うところは逆に削

っていくことができると思うんで、その辺も踏まえて集客の戦略というのは立てられるんじゃない

かなというふうに思います。

では、３番目なんですけれども、このまち×デザで集約された若い世代の意見というのは、具体

的に市政のどの部分に反映されるのか。先ほど、亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略というふ

うに少しあったんですけれども、どの部分に反映されるのかを教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回、若者ワークショップでいただきました意見は、今後の総合戦略策定の中で、例えば若者の

定住策でありますとか、参加いただいた方が将来結婚して子供を産んでいただくときに、子供が安

心して産み育てられる子育て支援策、こういったものに生かしてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

それでは、この総合戦略を策定するまでに、まだこういった同じ若い世代の人たちの意見を反映

する機会というのはあるんでしょうか。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回の機会のみで若い世代の皆さんの意見全てを集約、反映できるというふうには思っておりま

せん。

先ほど私が申し上げました中学生のアンケートでありますとか、高校生のアンケート、あと企業
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等にもアンケート調査を行っております。それと総合戦略の地方創生会議等もございますので、そ

ういったところの意見も全体的に踏まえまして総合戦略の策定に当たってまいりたいというふうに

考えております。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

総合戦略に反映されるのはこれっきりと、また別の機会にというようなことは伺っています。

私も何人かの参加者に実は話を聞きまして、すごくいい機会であったという話は全体的に聞いて

います。ただ、この反映されるものが総合戦略という余り具体的なものではなくて、その前段階の

計画であったり戦略というところが少し物足りないというか、歯がゆいような話を聞きました。

そこで、市長にお伺いしたいんですけれども、この政策の前段階である計画とか戦略だけでなく

て、もう少し具体的な政策をつくり上げる場所にこういった世代の協力を仰ぐことは、これから可

能性としてあるのかないのか、お伺いをいたします。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今岡議員のご質問にお答えをいたします。

「まち×デザｉｎかめやま」の取り組みでの課題については、ご指摘のとおりとして受けとめて

まいりますけれども、確かに、例えばこれは若い皆さんというくくりだけでも、いろんな要素によ

って多分さまざまな意見や捉え方が違うんだろうと思います。

市全体でいけば、５万人の市民それぞれにさまざまな背景があったり、思いがあろうかと思いま

す。全てをお一人お一人お聞きして、行政計画等々に反映していくという思いではございますけれ

ども、それをいかに集約して形にしていくかというのが難しいところであり、そこに最大限の知恵

が要るんだろうと考えておるところでございます。

そういう意味で、そこは今後も永遠のテーマでありますが、どのように、若い人はもちろんであ

りますが、それを受けとめていくかというのは当然考えてまいりたいというふうに思っておりま

す。

さらに、前回もご答弁させていただきましたが、若い皆さんの持つ柔軟な可能性やその力という

ものをまちづくりに生かしていくということは大事なことでございますので、今回は本当に総合計

画をつくる前段階の非常に抽象的なそういう場面であった部分は確かにそうだろうと思いますが、

今後のまちづくりにおきまして、さまざまな若い世代の皆さんの声を具体的に形にしていくような

場面の仕組みというのは、今後の検討課題の一つであろうというふうに考えておるところでありま

す。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

ぜひ前向きに検討いただければと思います。私のほうも逐一申し上げていくようにはいたしま

す。
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次、４番目なんですが、参加者から柔軟な発想が出るように、主催者側はどのように工夫したの

か。

この催しなんですが、いつも何か市の会議とか、そういうところに集まる人たちではなくて、初

めてこういったことにかかわる人が多かった会議なんじゃないかなとも思います。それで、広報の

７月１６日号に募集要項が載っているんですけれども、その時点ではどういう内容を行うかという

のが書かれていなかったんですけれども、この実施内容というのはいつごろ決定されたんでしょう

か。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

広報の募集段階では、まずワークショップの目的でありますとか募集年齢など、基本的な内容で

の募集を行っておりまして、議員おっしゃられたように、具体的な内容というのは特に記述をさせ

ていただかなかったところでございます。

具体的な企画運営につきましては、どうやってワークショップを進めていけば意見が出しやすい

雰囲気づくりができるかということなど、今回のワークショップをより有意義なものとするために

専門的な立場からの支援が必要と考えておりまして、ＮＰＯ法人Ｍブリッジに開催支援を委託し、

７月２４日に実施内容を固めたものでございます。

なお、詳細な部分につきましては、開催日の前日まで委託者と協議しながら、よりよい内容とす

るよう調整を図ってきたところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

７月２４日だと、もう１カ月を切っているぐらいですかね。そんなときに外部講師を呼ぼうとい

うことが決まったと。

私、前回の６月議会でも質問したんですが、外部講師を呼んで今回ワークショップを行おうとい

うことなんですが、一部の職員さんは主催者側になると。で、主催者側になって会議を仕切ると

か、意見を出させるというようなことをしなきゃいけないと思うんですが、６月議会で研修につい

て質問をしたときに、おおむね業務に直接関係ない専門知識以外の研修というのはそんなに受けら

れていないということが確認できたんですが、外部講師ではなくて職員さんのほうでの準備という

のはどのようにされていたのか、教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回、若者ワークショップの各テーブルに庁内の若手職員６名を意見の引き出し役であるテーブ

ルファシリテーターとして配置し、意見が出やすいようなやわらかな雰囲気づくりに努めたところ

でございます。

それと、このファシリテートする能力というのは非常に特殊な能力でございまして、通常の研修

ではなかなか身につかないものだというふうに思っておりまして、ワークショップ形式の研修へ参
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加するように働きかけてまいりまして、企画担当者でございますが、２名をこういった研修に参加

させまして、ファシリテートの能力を身につけさせてもらったということでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

一部の職員さんが、本番までにそういう研修に参加をされて準備をしていたと。６月議会で聞い

たからかどうかわからないですけど、自主的にそういうふうな研修で準備をしていただいたという

ことがわかりました。

最後の５番目なんですけれども、今後、こういった取り組みを続ける必要性を感じているかにつ

いて、まず必要性を感じているかどうかについて、お答えをお願いします。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

先ほど市長からもご答弁がありましたように、この総合戦略の策定に限らず、今後、広い世代の、

将来若い世代のご意見を聞かせていただくということは非常に必要なことと考えております。今後

もさまざまな機会を捉えて、若者が市政に参画できるような仕組みづくりを進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

改めて必要性を感じていただいているというようなご答弁をいただきました。

この若い世代については、最初のほうに言ったように、非常に人数を集めるのが難しいと。なか

なか集まらない。

ここで、私のほうでこういうところがポイントなんじゃないかなと思っているのが、３つポイン

トがありまして、１つがおもしろそうである、あとおしゃれであるということが大事かなと。今

回、まち×デザワークショップということで、まちづくりについて考えようという極めてストレー

トに内容をぶつけているんですけれども、これでなかなか若い世代の人たちは参加しようというふ

うにはならないので、もう少し見せ方がおもしろくできたほうがよかったのかなあと。

おしゃれかどうかということについては、ビラと広報があるんですけれども、ビラのほうはちょ

っと凝ったおしゃれなデザインになっていたんですが、広報のほうは普通のモノクロというか、カ

ラーではないですね。その中に文字をそのまま連ねるというような表現になってしまっていたの

で、なかなか若者らしいとか、若いという雰囲気が伝わりにくかった部分はあったかなあと。た

だ、そういうビラができているんで、できればそのビラでイメージをつけていけるといいかなあと

いうふうに思いました。おもしろそうである、おしゃれであると。

それからもう１点が、ある程度、これほかの自治体の若者会議でもやっているんですけれども、

報酬が出ると。メリットがないとなかなか参加しづらいということで、もう決まったメンバーに時

給換算で報酬を支払うということをやっているところもあります。

それから３つ目が、先ほど市長にもお伺いしたんですが、具体的に自分の意見が形になるとか政
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策になるということがポイントになるかなというふうに分析をしています。

ずうっとこのワークショップの内容について伺ってきましたが、今回、若者のワークショップと

いうことで、意見を集約しますよということで行われた会議について、このように質問を展開して

きたんですけれども、実はこれ、若者に限らず、ほかのさまざまな区切りで市民の方が参加される

会議というのも開かれています。やっぱり集客ですとか、意見の集約の仕方であるとか募集の仕

方、あるいは市役所のほうの準備ですね。１回やるにはかなりコストも人もかかってくるというこ

とで、若者に限らず一つ一つこういう会議を開く場へ行って、今伺ってきたようなポイントがそれ

ぞれかかわってくるかなと。

私たち議員のほうも、市がせっかくやっている事業なんで、どんどん足を使って自分たちの目で

見ていこうというふうに思うんで、お互いそういうふうにチェックをして、いいものをつくってい

きたいなというふうに思います。

では、大きなテーマの２つ目ですね。

経営会議のことについてなんですが、よく櫻井市長が、二元代表制だから議会の意見や承認があ

ってというようなことを、議会のことを非常に重要視していただいたり、あるいは市民の意見を聞

いた上で政策判断をしたいというようなことを折に触れておっしゃられているんですけど、これは

これでありがたいことなんですが、そう言っていただく分、こちらとしては市役所組織、あるいは

内部からの意見集約であるとか意思決定というのはどうなっているのかと。外の我々議会であると

か、市民のことを気にしていただいている分、内部はどうなっているのかなということがちょっと

疑問になってきます。

前回質問した市役所組織についてなんですけれども、これは本来の市長がいて部長がいて、室長

がいて職員さんがいてというような過程を飛び越えて、若手職員の意見を聞いてくださいよと、そ

ういう仕組みはあるんですかというような質問をしましたが、本来の市役所の意思決定というのが

どのようにされているのかということでお尋ねをしたいと思います。

まず１つ目ですね。市長が決断、方針決定をする前に、恐らく副市長ですとか部長職クラスの幹

部職員さんと話し合いをするという場所があると思います。これが、ちょっと事前に伺ったんです

が、庁議と経営会議というものがあるらしいんですね。この２つ、条例で規定されているんですけ

れども、原則公開をしないということなんですが、この２つの会議、どんなものか、概要を教えて

ください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず経営会議につきましては、亀山市庁議規定において、庁議において決定した事項の推進及び

総合調整の徹底を図り、市政運営を効率的に行うために置くこととしておりまして、具体的には市

長から指示事項、行政課題の協議等でございます。

その構成員としましては、市長、副市長、教育長、消防長、医療センター院長及び部長職員でご

ざいまして、会議は原則として毎月１日に開催をしております。

続きまして、庁議につきましては、市政運営の基本方針、重要施策等の審議策定及び市政の総合

調整を行うために置くこととし、市長主催のもとに副市長及び教育長にて組織しております。
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庁議は必要に応じて開催することとしておりまして、おおむね年間１０回程度開催しているとこ

ろでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

庁議と経営会議について、ご説明をいただきました。

庁議のほうは、市長、副市長、教育長という３人で行われるということで、これは随時というこ

となんですが、経営会議はそれぞれ各部長クラスの職員さんも参加をしてもらうということなんで

すけれども、この経営会議の中で意見を主張したり、何か新しく提案をしたりということは可能な

んでしょうか、教えてください。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

経営会議におきまして、市政運営を効率的に行うことを目的に、行政課題の協議や施策、事務事

業の連携・調整を図りますことから、各部長は所管する施策や計画、事務事業を中心に、その進捗

や課題に関し発言をいたしております。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

意見を言うことは可能であるというような答弁だったと思うんですが、この経営会議、議長は副

市長が行われるということなんですけれども、それぞれ参加いただく部長クラスの職員さんは、自

分の専門分野があると思うんですけれども、議長である副市長というのは発言ができるのか。それ

から、もし発言をされる場合、副市長というのはどの分野に関して意見を言われるのか、教えてく

ださい。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

経営会議における副市長の役割といたしましては、亀山市庁議規定第３条第６項の規定によりま

して議長となっておりますことから、議事の進行などを行っていただいているところでございま

す。

また、副市長におきましては、市行政の基本方針の決定及びその推進につきまして市長を補佐す

ることなどが職務となっておりますことから、市長指示事項など市政全般について補足指示をいた

だいているところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

副市長の意見ですが、市政に対する基本方針であるとか全般のサポートというような答弁だった

と思うんですけれども、そもそも経営会議だけでなくて、亀山市における副市長に任された所管と
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いうのは同じようなものであると考えていいんでしょうか。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

平成１８年の地方自治法の改正によりまして、副市長は市長を補佐し、市長の命を受けて政策・

企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督することと改正されまして、助役

から新たに副市長に名称変更がなされ、新たな職務が規定されたところでございます。

このような中、本市におきましても事務分掌規則を改正し、副市長の新たな役割について明記い

たしたところでございます。先ほど私申し上げた、市長の命を受けて政策・企画をつかさどる、こ

れが副市長の所管、役割でございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

副市長の所管に関する条例なんですけれども、平成１８年に地方自治法が改正されて、各自治体

における副市長の、これまで助役であった方たちを副市長にして権限が移譲できるというような改

正になったと。

ただ、この副市長の所管に、さっきの条例なんですけれども、これは櫻井市長が市長に就任され

てから条例の改正というのはされてないんでしょうか。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

平成１８年の地方自治法の改正によりまして、市長の権限を副市長に一部委任するときにつきま

しては規則を改正するということになっておりまして、条例そのものではなくて、市長の権限に属

する事務を副市長に一部委任するという規則がございまして、これを改正することによって市長の

権限が一部副市長に委任されるということでございますが、市長就任以来というか、この自治法改

正以来、亀山市におきましては副市長への委任というものはまだないところでございます。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

副市長に関する条例、規則に関して説明をいただきましたが、いろんな自治体の運営体制という

のを見ていると、副市長という立場は実は条例を変えれば、その自治体ごとに色を出せるというよ

うなことがあると。

例えば、愛知県のあま市、人口が８万６,８７６人なんですけれども、２０１３年に副市長を２

人制に、しかも定員適正化計画で一般職の職員さんを減らしながら、副市長をふやしています。な

ぜかというと、市民病院を建て直したりですとか、新庁舎を建設するために、市長ではなくて副市

長に権限を移すことによって、私が調べた時点ではどちらにどういう権限になるかというのは書か

れていないんですけれども、副市長に権限をそれだけ移譲して任せていくというような例が出てき

ました。



－１８５－

もっと亀山より人口の少ないまちでも、鹿児島県の長島町という１万３９３人の人口の町がある

んですけれども、ここは町なんですが、もともと総務省に所属されていた２９歳の官僚だった方が

町長に直接口説き落とされて副町長になったと。この際も恐らく条例変更をしていると思います。

これは２人にふやせというわけではなくて、先ほど新議員のタブレットの例で出てきた佐賀県の

武雄市、人口が５万人ぐらいなんですが、ここの前の市長の樋渡啓祐さんですね。この方、週に市

役所に登庁するのが３日間で、あとの権限を全てたったお１人の副市長に任せていたというような

ことがあったりですとか、あるいは逆に市長のほうで権限を持って、副市長自体を置かないという

ような実例もあります。

ちなみに、あま市の場合は１人副市長が１,６９０万円人件費がかかるとかあるんですけど、亀

山市の場合は今副市長に大体１,２００万円ぐらい人件費がかかっていると。今の副市長がどうこ

うという話ではなくて、市長の戦略として副市長を置くということを考えたときに、年間１,２０

０万円をかけている政策とも考えられるかなあと。

恐らく、しばらく前から、市長のトップセールスが必要だというようなそれぞれ議員の質問もあ

ったと思います。きのうも、税収をふやすために企業誘致をするというような話もあったと思うん

ですが、副市長に権限を渡して市長がトップセールスに行く、外に出ると。伊勢志摩サミットがあ

るから、ジュニアサミットを開催してほしいということで、桑名の伊藤徳宇市長なんかも県庁に赴

いてお願いをしていたりしたんですけれども、これはトップセールスをやってくれとかいうことで

はなくて、副市長という政策を変えることによって、市長の動き方が自由になる可能性があるとい

うことを言いたいんですね。

副市長の置き方については、完全に市長の経営裁量に任されているんですけれども、今回、副市

長をやっていただいているのは、もともと市役所ご出身で、ずうっと市役所内部のことについてか

なり強い副市長がやっていただいていると。一方で、市長は県議会出身で、県とのパイプが強かっ

たりとか、外部の交渉に対して非常に強いというふうに仮定すれば、もう少し市長が外に赴いて、

副市長に権限をもっと移譲するというほうが考え方として、もともと市役所の内部に強かった方が

副市長をやっていただいて、市長は県議会の出身という偶然にも亀山市はそういう取り合わせなの

で、そういう役割分担みたいなことができるんじゃないかなと思うんですけれども、市長と副市長

の役割分担について、どのように市長は考えられているかについてお答えをお願いします。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

平成１８年の自治法改正は、まさにそういう地方分権の大きな流れの中で地方自治体のトップマ

ネジメントを強化しようと、こういうことであったというふうに考えてございます。

その意味では、より高次の政治的、外交的、渉外とか、そういう要素を市長が背負い、あるいは

シティーマネジャー的な日常的な執行権限を副市長が担うというようなイメージが多分組み込まれ

たんだろうと考えてございます。

そこで役割分担なんですが、確かに今おっしゃっていただくようなこの組み合わせの妙というの

は、私は大事であろうというふうに思っておりまして、二十数年ぶりに生え抜きの市職員が副市長

に就任をいただいて、財政初め企画政策を担っていただいておるということであります。
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今ご指摘いただきしまたトップマネジメントを強化していく過程で、今後さまざまな、市長と副

市長、副市長への権限委任だけではございませんでして、マネジメントの体制をいかに強化してい

くかというのは大きな大事なところであろうと思いますので、これはしっかり対応していきたいと

思います。

それから、確かに権限委任こそしておりませんけれども、例えば、既に一定範囲内におきまして

は専決権におけます移譲をしておりまして、例えば契約に関係します指名審査会の委員長を初め、

さまざまな委員会の座長とか委員長を担っていただいておる。契約につきましては、１,０００万

円までの契約につきましては副市長の権限の中で判断をいただくというような仕組みができ上がっ

ておるところであります。これは事務決裁規定によって、そうなされておるところであります。

いずれにいたしましても、市長、副市長、トップマネジメントがしっかり機能していく、これは

大事なことでございますので、情報共有をさせていただいて、役割分担を担いながら前へ進めてい

くということになろうかというふうに考えておるものであります。

○議長（前田 稔君）

今岡議員。

○１番（今岡翔平君登壇）

市長から、今がベストな体制であるというようなご答弁をいただいたと認識しております。

また、あしたかあさってか、西川議員から定員適正化計画とか市役所の仕事量について、私も質

問しているんですけれども、権限を移譲して決裁を早くすることによって仕事が進むスピードを上

げるとか、そういう考え方もできると思います。

人件費なんですけれども、コストと考えたときに年間１,２００万円、４年間で４,８００万円の

━━━━━━━━━━━━なので、これは今回そういうふうにお答えいただきましたけど、本当に

しっかり機能をこれからしていくのかということも含めて、また追っていきたいと思います。

以上で、質問を終わらせていただきます。

○議長（前田 稔君）

１番 今岡翔平議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ４時３２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ４時４２分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。

次に、３番 髙島 真議員。

○３番（髙島 真君登壇）

緑風会の髙島でございます。質問をさせていただきます。

今回は、市道川崎白木線、通称フラワーロードの道路改良についてと防犯カメラについて、防災

井戸についてを質問させていただきます。

今議会で、補正予算としてフラワーロードの予算がついてきました。改修とかいろいろな面でつ

※

※削除あり。※２６８ページに発言の取り消し許可あり
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いてきました。視点はその視点でよろしいんですけれども、私は今回、近隣住民の問題について取

り組んでいきたいと思います。

現在、通称ですけれどもフラワーロードというのが走っています。北は辺法寺の左カーブから南

は関工業団地のＳ字カーブを抜けてからその間、白木、小川、辺法寺を貫いていく線のことなんで

すけれども、そこについて今現状いろんな問題、パンクとかいろいろあると思うんですけれども、

私はそこの中で騒音と道路改良に向けてというようなことでお伺いをさせていただきます。

あの道路、辺法寺へ抜けたりとか、関工業団地を抜けていきますと、結構道があけてくる道でご

ざいまして、スピードも結構乗ってくる道でございます。そこの状況について、今その道路とかの

状況もそうなんですけれども、その現在の状況についていかが認識されておるのか、お聞かせ願い

たいと思います。

○議長（前田 稔君）

３番 髙島 真議員の質問に対する答弁を求めます。

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

市道川崎白木線は、東名阪自動車道の慢性的な渋滞を回避する車両など、大型車両の１日交通量

が増加しており、片車線で１日当たり約４００台の大型車両が走行しております。

お尋ねの速度規制につきましては、速度規制の指定がされていない区間になりますことから、政

令で定める速度、いわゆる法定速度である６０キロになります。

また、亀山警察に確認したところ、川崎白木線は道路幅員等の諸条件が整っており、速度規制を

かける必要はない区間と判断していると伺っております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

現在、フラワーロード、あの区間が６０キロということでございまして、６０キロであって６０

キロで走ってない人のほうが多いんじゃないかなあと。それと予想以上の交通量が発生したという

ことでございます。

そこの中で、私よく地域の人に言われるのですが、海上コンテナを輸送しておるトラック、荷が

効いておるとそんな大したことはないんですけれども、基本的に空やとはねる。昼間寝ている猿も

人間もイノシシも飛び起きるという状況になっております。

そこの中で、この騒音調査をまず一遍したら、どこがだめなのか、どこがいいのか、何が悪いの

かというのをあぶり出すというか、そこの中の検証において、６０キロというても、僕は６０キロ、

六十何キロで走っておって、それを抜かしていくトラック等がありますので、もっと出ておるのは

確実だと思うのですが、それについて騒音調査のほうを一度実施して、そこの改良点とか、ここな

んだなあというのをあぶり出してはいかがかということについてお伺いします。

○議長（前田 稔君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

ご質問のトレーラー等の車両が走行するときに発生します騒音につきましては、道路の路面状況
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も原因の一つと考えておりますが、県道等との交差点につきましても騒音が見受けられます。

ご提案の騒音調査についてでございますが、現状を把握するためにも環境産業部環境保全室と調

整して、舗装の整備前と舗装後に実施をさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

舗装って、ちょっと聞きたいんですけど、今わだちとかあるのを舗装するだけで終わるのか、そ

このところで県道四日市関線とフラワーの交差点ですね。あそこのジョイントとか、それと白川小

学校の交差点、基本的にあの辺で音が鳴っておるのかなあと僕もずうっとあの辺を歩いておって思

うんですけれども、それを改良する。舗装して改良になるのか、勾配と勾配をちゃんとしたりとか、

ジョイントをちゃんとするつもりはあるのか、お聞かせ願います。

○議長（前田 稔君）

高士部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

議員申されますように、県道との交差点、これはわだちができておりますことから、こういった

騒音が発生をしておる原因であるといったふうに考えております。

また、先ほど速度の件がございましたけれども、法定速度６０キロ以上で走っておるのが見受け

られることから、川崎白木線の先線に当たります鈴鹿市は５０キロの速度規制となっておりますこ

とから、速度規制の要請を警察のほうへもお願いしに上がりたいというふうに考えております。

抜本的な縦断修正等については、今現在のところ考えておりませんが、舗装等復旧しましたら、

先ほど申し上げましたように騒音調査を実施したいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

もう警察のほうにも速度減ということで、せめて１０キロぐらいをお願いに上がっていただける

ということですので、基本的にあの道路は確かに速度が出る道路ですので、何かあったときでもだ

めですし、穴があいてパンクしたりというのも基本的には速度超過も原因かなあと自分でも思うて

おるんですけれども、その辺のところをよく考えてやっていただきたいと思います。

もうこの件については、これでやっていただけるということで、それであかんだら次、その舗装

して騒音調査をしてあかんだら、徹底的に封じ込めるというところまでやっていただきたいと思い

ます。

次に、防犯カメラの必要性についてに移る前に、先般の土曜日、９月５日ですね。中日新聞に亀

山版事業仕分けというのが載っておりまして、そこの中で事業仕分けをされたのが、青少年総合支

援センターの補導員らがパトロールをするセンター運営事業が不要になったということで、１,３

９９万円、補導委員約５０人、駐輪場などの見回りが不要ということになりました。

自分から言えば、この事業仕分け自体一遍仕分けしたらどうやという感じでは思うておるんです

けれども、それはあす、宮崎議員のほうがやるということですのでそちらに任せるとして、基本的

にこの事業仕分けがあったと。これは不要ですよと言われたというところで、６月議会、私ここの
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中で質問をさせていただきました。

そこの中で、執行部からの回答は、不審者情報を受けたときは、私どもはすぐに青色パトロール

に巡回を要請して当該箇所を重点に見回っておりますと。いろんな人がおるで大丈夫やと言われた

んですけれども、この不要と言われて、市が今から将来に向けてこれは不要なのか必要なのかとい

うのは後々に回すとして、そこで聞いたこととの整合性がなくなってきたのかなあということに関

してお伺いをします。

亀山市には今現在約４２基ですかね、防犯カメラがあると聞き及んでいます。そこのところで、

基本的には不法投棄とかいろいろな監視目的、川の監視等も入っておると思います。

そこであるのが、基本的には児童とか通学路の安全も考えて、防犯カメラは抑止にもなるという

回答を得ておりますが、いま一度、その現状として防犯カメラについてどのようなお考えでおるの

か、お聞かせ願いたいと思います。市民部のほうでお願いいたします。

○議長（前田 稔君）

石井市民文化部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

現在、市民文化部で管理しております防犯カメラにつきましては、合計９台を設置してございま

す。

そんな中で、防犯カメラの設置目的につきましては、その設置場所や被写対象によりさまざまで

すが、犯罪の早期解決や発生の抑止につながっているものと考えております。

しかしながら、防犯カメラはあくまでも日ごろの防犯活動を補完するものと考えておりまして、

従来から地域で行っていただいております防犯活動によって地域の防犯力を高めることが重要と考

えております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

地域によっての防犯力を高めることが必要やと、それは一番に思うんですけれども、その地域に

よって防犯力を高めるという、いろんな見守り隊とかいろいろありますが、基本的にそこの中で青

色パトロールは不要やと言われた時点でがっくりくると思うんですよ。僕もがっくりきましたので。

その中で防犯力を高めると、そこなんかでも話はちょっと違ってくると思うんですよ。

この５日の新聞以降が変わったといえば変わったんですけれども、ここも不要と言われましたの

で、いま一度ちょっと市長にお伺いしたいんですけれども、この不要と言われたことは一体どう思

うておるのか。これは推定、役所の人から出てきたことを事業仕分けしたので、推定路線なのか。

やっぱりこれは必要なのかという観点から、一遍市長にまずこれを聞いてから、次の質問に行きた

いと思います。

市長、皆さんもご答弁するとき、この事業仕分けをされたということを念頭において答弁をいた

だきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）
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髙島議員のご質問にお答えをいたします。

青少年総合支援センターがやっていただく青パトの事業仕分けでの結果につきまして、ご指摘の

ような状況となりました。これは事業仕分けの過程で、この青パトの対応、それからもう１つは、

かねてから一つの大きな議論になっておりました防犯協会、防犯委員会、そういう防犯体制をいか

に再構築していくかという視点で、従来の事業、特に青パトのあり方について一定の見解を示して

いただいたものというふうに考えております。

いずれにいたしましても、防犯の体制をいかにより強固なものにしていくのかということについ

て、今後本当にこれは総合的にいかに対応するかということが重要かというふうに思っております

ので、今回の結果を受けまして、これは教育委員会の所管ではございますが、それぞれ全庁的にこ

れは検討していく必要があろうかというふうに考えておるものであります。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

基本的に、総合的に判断をしていくということなんですけれども、青少年総合支援センターが不

要と言われたらもうどうしようもないですので、あと補完をしていくというんですけれども、結構

この防犯カメラという必要性は皆さん認識してきたのかなあと、されてきたのかなあと思います。

大阪においては、寝屋川市で目を覆うような事件があり、いろんな事件があったり、そこでの防

犯カメラの能力、警察の捜査の力にもなるんですけれども、その抑止という面を考えていけばその

ようなことも、僕は防犯カメラ必要論者でございまして、そろそろその辺も動いていけばいいのか

なあと思っております。

６月議会で他市の動向を調査すると言われていましたけれども、県や他市の動向、四日市はもう

しておるようなことを聞きますけれども、そのような調査はされたのか、お伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

石井部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

県や他市の動向はということでございます。

先ほど議員申されたとおり、現在、県内自治体におきましては四日市市のみが防犯カメラ設置に

係る補助金制度を設けております。この制度は、通学路等の公共の場所に向けて自治会等が設置す

る防犯カメラに対して、それらの機器購入費及び賃貸借費の一部を助成する内容となっております。

また、三重県におきましては、仮称でございますが、三重県防犯カメラの設置及び運営に関する

ガイドラインの策定を進めております。このガイドラインは、防犯カメラの有効性とプライバシー

保護との調和を図り、防犯カメラに対する県民の不安を緩和し、その設置を促進することを目的に、

設置者が最低限配慮すべき事項をまとめたものを予定されております。

あわせて、カメラ設置に対する補助金制度の創設を検討していると伺っております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

三重県のほうもそういうのをつくって、四日市はもう現にそれで進んでいっておるということで
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すので、よく皆さんが言われる他市の動向を見てというのは、もう合致してきたかなあということ

になっております。

その防犯カメラの設置条項なんかは、三重県は今現在作成中やということを私も聞いております

けれども、亀山市防犯カメラ等録画情報の管理及び利用に関する要綱というのは亀山市にもう既に

あります。そこの中でもある程度網羅できておると思うんですけれども、これを使えばプライバシ

ーの問題、あとその情報の乱用の問題は、カメラの設置に当たっては、容貌に関しては適切かつ慎

重に行わなければならないということも書いてありますので、亀山市はもうこれできておるんです

ね。僕ずうっと見ておりましたが、もう後は市長の腹一つというところまで迫ってきておると思う

んですけれども、それに関して、市民部の防犯カメラの支援策について何か考えておることはある

のかないのかということをまず聞かせていただきます。

○議長（前田 稔君）

石井部長。

○市民文化部長（石井敏行君登壇）

支援策についてでございますが、今後、自治会等が設置する防犯カメラに対する亀山市の支援の

方向性につきましては、先ほどの県のガイドラインの進捗状況や先進市町の取り組み状況を参考に

いたしまして、市の防犯施策全体の中で検討を進めてまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

政策を検討していくということでございます。

ここまで煮詰まってきたら、もう市長が何を言わんやということはちょっと想像しますけれども、

市長に聞いておきます。

市長、この問題は黒か白かという問題でも、つけるつけやんという話でもないんですけれども、

この平成の世に、そういう方向性でこの世の中ちょっと回ってきて、防犯カメラの力もかりたいの

かなあというところもあろうかと思いますけれども、市長としての腹のうちというか、その考えと

してはどういう方向性で持っていきたいのかというのをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

既に今答弁させていただいたように、県も新制度の制定に向けて検討を進めていただいておりま

すし、先進自治体の状況等々、課題も当然あろうかと思いますが、しっかりそれを見きわめたいと

いうふうに考えております。

そして、防犯カメラもそうでありますが、防犯灯、防犯団体への支援、そういう防犯施策全体と

して、亀山市として本当に何がベストか、そういうことについてしっかり対応させていただくよう

検討していきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）
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防犯対策の支援と言われましたけれども、防犯対策の支援の一つとして青色パトロール、青パト、

これ不要と言われたんですよ。腹立ちますよね、これ。これは腹立つわと思って僕見ておったんで

すけど、まあそのことはいいんですけど、腹立つだけで。

だけどこれは続けるべきやと、僕は基本的に思います。この仕分け自体を仕分けたったらいいと

思うんですよ、逆にこんなことを言うんやったら。

それともう１つ、防犯対策事業費、防犯灯設置に係る２,１２７万円も要改善ということで、防

犯、防犯に重なることばかりお金を使わんようにしていくというのも、僕はおかしい話やなあと。

これは総合的に市長があと判断していくと思いますので、その辺の判断に委ねていきたいと思いま

すけれども、次に通学路に関する問題でございます。

先般は、ある程度の見守り隊とか青パトを重要視するという考えであったんですけれども、今こ

れだけの社会的事件が出てきて、そこの中で抑止とかいろんな面から考えて、やっぱりその辺も通

学路に要るのかなあと教育長も思うてきたと思うんですよ。

その辺のところを一度お聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

答弁願います。

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

議員が申されましたように、寝屋川市の本当に残念な事件につきまして、防犯カメラが有効利用

されたといいますか、結果的に非常に犯人逮捕につながったということで、この防犯カメラの持つ

意味合いというのも十分に感じさせていただいているところでございます。

それから、先ほどの青パトの件なんですけれども、その青パトが今非常に私も重要な役目を果た

していると思っておりまして、何かその機能のかわりになることができるという、全く将来的な、

何年先というわけではございませんで将来的な話ですけれども、そういうふうな体制ができれば青

パトについては順次事業仕分けの話の中に入っていく可能性もあるのかなあと思っておりますけど、

きょう、あすということでは決してございませんので、そのあたりはご理解をいただきたいという

ふうに思っております。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

何かすんなり行ったのでびっくりしましたけれども、確かに必要やと思います。

亀山市はそういう事件は起こさせないという気概のもとやってあれなんですけれども、それと今

青色パトロールと言いましたけれども、それの重要性も再度認識してもろうて、また一度ご議論願

えればなあと思っております。

そうしたら、次に行かせていただきます。

防災井戸設置について。

東北の震災から４年半もうたって、もはやではなくて、もうたっております。そこの中で、亀山

市はいろんな防災計画を立てて、いろんなものを一歩一歩進めてきておると思います。そこの中で、

今回は防災計画の中の一環としての防災井戸設置についてお伺いさせていただきます。
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四日市市とか鈴鹿市は、基本的に防災井戸というものを補助して、いろいろ何カ所かつくってき

ておるのが現状でございます。他市のことを言えば切りがないんですけれども、近くの市では四日

市市、鈴鹿市がもう始めております。東京のほうは、ようけしておるみたいな感じを聞き取ります

が、この亀山市においてそういう防災井戸をやっていこうかという意識はあるのかどうなのかを聞

きます。

○議長（前田 稔君）

井分危機管理局長。

○危機管理局長（井分信次君登壇）

大規模災害時におけるトイレの流し水や洗濯、清掃等の水、飲用水以外の水を総称しまして、す

なわち生活用水でございますけれども、議員提案していただいております生活用水を確保するため

に防災井戸、主に手動ポンプのようなものをイメージしておるわけなんですけれども、その設置に

つきましては、先ほどご紹介いただきましたように鈴鹿市、四日市市等で、主に都市部で制度設計

をされているものでございます。

本市におきましては、市全体の生活用水の現状から判断をいたしまして、亀山市の地域防災計画

の中では位置づけてはございません。

ただ、大規模災害時における飲料水であるとか生活水に対しての取り組みは大変重要、大切であ

るとの認識のもと、現在、応急給水マニュアルの作成などにも着手している現状でございます。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

そのマニュアルをつくっていくんだということなんですけれども、それは去年の議会ですか、こ

れ聞いたことがあるんですけれども、基本的にそれは入ってないといえどもペットボトルあたりじ

ゃなくて、体を拭いたりとかするのは基本的に必要だと思います。それについての補助も出してい

くべきと思っております。

それと、亀山は都市部じゃないと言われまして、田舎ですので、うちのところの井戸もあります。

井戸とかあるんです。そこの中で認定をしていくとか、そういう多種多様な運用の仕方もあるのか

なあと思います。

最後に１点、市長に聞きたいと思います。

この防災井戸は必要で、認定なり、その地域が必要とするならば、ある程度そういう方向で考え

ていく段階やと思いますよ。僕、４年半もたって何にもしてないというのはちょっと唖然としたん

ですけれども、そういうのが必要やなあと思うておると思いますけれども、いま一度ちょっと聞き

たいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

議員ご指摘のように、都市部で非常に先行してきておるということを承知しておりますことと、

我が家にも井戸が存在しておりますので、本市の場合、今少しご提案いただきましたようなその地

域における井戸の有無というか、それをうまく活用できるような仕組みというのも一つの考え方で
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あろうというふうに思っております。

各地域の自主防災の組織からのご意見とかご要望を踏まえて、その結果を踏まえて考えていきた

いというふうに思っておりますし、もし仮にその地域自主防災がそういうことを要望ということで

あれば、現在も自主防災組織に対する防災資機材購入等の補助金の交付要綱でいろいろ支援をして

おりますので、こういうものが適用できるか否かという議論も今後必要になってこようかというふ

うに考えておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

髙島議員。

○３番（髙島 真君登壇）

今後、議論が必要やと。僕は去年の段階で、いろいろそういう防災の方たちに聞いて、これは必

要じゃないかと、認定していかなあかんのじゃないか、掘るんやったら掘らなあかんと違うかと言

われたんですけれども、今後議論が必要やと。前から言うておるのに、議論してないだけの話であ

って、今後議論をしてテーブルの上にどうしていくのか、認定していくのか、掘っていくのかとい

うことを申し添えて、終わりたいと思います。

○議長（前田 稔君）

３番 髙島 真議員の質問は終わりました。

以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。

次にお諮りします。

質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。そのように決定しました。

あす９日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。

なお、現在台風１８号が接近しております。状況により、あす以降の会議の日程に変更が生じる

可能性がありますので、ご承知おきください。

本日はこれにて散会します。

（午後 ５時１２分 散会）
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●会議の次第

（午前１０時００分 開議）

○議長（前田 稔君）

皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

現在、警報が発令しておりますので、状況に応じて会議を閉じ、延会することもあり得ますので

申し上げておきます。

なお、災害対策本部設置により、消防長と危機管理局長はその任務に当たるため欠席しておりま

すので、ご了承願います。

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。

これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

６番 中﨑孝彦議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

新和会の中﨑でございます。

通告に従い、一般質問をさせていただきます。

きょうは、生活困窮者の自立支援についてと、そしてもう１点、子供の貧困対策について、２点

についてお聞きをしたいというふうに思います。

最初に、生活困窮者の自立支援についてでございますが、生活保護の受給世帯は、新聞でも報道

されておりましたが、２０１２年１１月から２年半で約５万５,０００世帯ふえております。そし

てまた、２０１５年３月現在で、全国で受給世帯というのが２１７万４,０００世帯で過去最高に

なったというようなことでございます。ちなみに、亀山市については２０３世帯とのことですが、

今後もこの生活困窮者は年々増加していく傾向にあるというふうに思っておるところでございます。

多重債務者や失業者など、生活が苦しい人の自立を自治体が支援し、生活保護を受ける状況にな

る前に困窮状態から脱してもらうことを目的とした生活困窮者自立支援法が本年４月１日から施行

され、新たに生活困窮者自立支援制度がスタートしたところでございます。

そこで、生活困窮状態の市民への対応について、きょうはお聞きしたいというふうに思います。

まず最初に、同法施行前から生活困窮状態の市民から市役所に対して相談は数々あったと思うん

ですが、その件数、過去３年間でどのぐらいあったのか。また、生活の相談のあった方に対する相

談の結果、どのような対応をして、どのような成果があったのかというようなことをお聞きしたい

と思います。
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○議長（前田 稔君）

６番 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。

水谷健康福祉部参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

おはようございます。

中﨑議員のほうから、過去３年間の相談件数及びその支援の対応、それから自立に結びついた方

はどの程度かというふうなご質問であろうかと思います。

１点目の過去３年間の生活保護に関する相談件数でございますけれども、平成２４年度は８５人、

平成２５年度は７８人、平成２６年度は１０３人でございました。

次に、自立に結びつけた支援の内容でございますけれども、生活保護の中でおおむね６５歳以下

で就労可能な方を対象として、毎月２回、鈴鹿公共職業安定所（ハローワーク鈴鹿）の職員の方に

亀山市に出向いていただいて、そこで直接就職の相談、あっせんを実施しております。

また、平成２３年度から非常勤職員１名、就労支援員を配置しまして、日常的に求職活動の把握

とか助言とか指導を実施しております。そのことから就労に結びつき、自立された方につきまして、

平成２４年度は１２名、平成２５年度は９名、平成２６年度は８名の方が自立に結びつき、就労さ

れたところでございます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

そういうふうに、法施行前からいろんな相談があったと。そしてまた、いろいろハローワークと

も連携して、自立に向けて非常に対応をしていただいたということはよくわかりました。

そして、同法が施行されてから、この法自体が非常に画期的な法だというようなことを世間で言

われておるわけでございますけれども、この制度をより積極的かつ有効に活用するためには、市民

が発するＳＯＳを見逃さないというようなことだと思うんですが、すなわち相談に呼び込むという

ことが重要と考えるわけですけれども、この市民のＳＯＳをどのように今後もっと充実させて把握

していくのかということについて、お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

制度について、庁内体制及び周知の方法についてのご質問であろうかと思います。

生活困窮者の自立に向けた支援を行うためには、まずはさまざまなその方の問題に対して、包括

的に対応しなければいけないと考えておりますことから、去る４月２６日に庁内関係の１４室と所

管室である私ども、それから自立相談支援機関の亀山市社会福祉協議会との間で制度の説明会を実

施したところでございます。また、広報「かめやま」４月１６日号に掲載し、市民の方々に制度の

周知に努めております。

一方で、自立相談支援機関であります亀山市社会福祉協議会におきましては、かめやま社協だよ

り７月１日号で掲載するとともに、先月末までに市内１６団体の制度の説明会を開催し、周知に努

めておるところでございます。
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○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今、参事から答弁をいただいたんですが、そのＳＯＳをどのようにして把握していくのかと私も

思うんですけれども、例えば一番ＳＯＳというのがよくわかるというのは、兆候というのは、住民

税とか国民健康保険税とか給食費とか、またほかのいろんな税があるわけですが、そういうふうな

滞納ですね、それが一番ＳＯＳを発しているんかなあというふうに思うわけですが、とにかく市の

組織が縦割り、横のつながりを、横軸をさすと市長もよく言われるんですが、そういうふうなこと

で、横断的な組織の連携、今、参事も言われましたが、税の関係とか、そういうところから連携を

していただいて、その辺のことを、プライバシーの問題とか、いろんな問題があるわけでございま

すけれども、そういう情報を共有して、組織の横断的なつながりを持って困窮者の対応に積極的に

取り組んでいただきたいというふうに思います。

そして、次は法の内容の中に入っていくわけでございますけれども、３番目としまして、従来か

ら生活困窮者への支援策として、国の全額負担で事業が実施されてきたわけですけれども、この同

法施行後は、国が全額負担していた事業費を自治体も一部負担することになり、この制度では、自

治体が必ず実施しなければならない事業と任意事業に分けられたというふうなことを聞いておりま

すが、この地方自治体で必須とされる事業は何なのか、そしてまた任意事業にはどのような事業が

あるのかというようなことをお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

今回の生活困窮者自立支援法につきましては、必須事業と任意事業の２種類ございます。必須事

業では、自立相談支援事業、それから住居確保給付金の支給という２事業でございます。それから、

任意事業につきましては、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習相談事

業という４事業がございます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今、そういう任意事業と必須の事業があるということをお聞きしましたが、ここでちょっとお聞

きするんですけど、９月議会の市長の現況報告の中で、生活困窮者自立支援事業について触れられ

ております。

その９月議会の中で、先月末までに目標や支援内容について４件のプランを決定したと。そして、

その中で４件の具体的なプランと目標というのを掲げられておりますが、それはどういうものかと

いうことについてお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

４件のプランの内容ということでご質問いただきました。
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相談支援員という専門員がおりまして、個々の生活困窮に陥っている状況を把握して、その中で

対応すべき課題とその背景や要因について分析し、解決の方向を見定め、その結果を踏まえてご本

人と相談の上、相談支援員との共同によって自立に向けたプランというものを作成するものでござ

います。

そのプラン案をもとにしまして、課題解決に向けた内容となっているかを、行政もその中に参画

して支援調整会議という会議を開催しております。その会議でプランを決定した件数が４件という

ことでございます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

私も勘違いというか、私の理解が進んでおらんということで、４件のプランと言うもんですから、

任意事業のプランを示したかなあと思ってお聞きしたわけですけれども、今、参事からそういう答

弁をいただきました。

そうしたら、自治体の任意で実施の是非を判断できる任意事業、これ全国的に言われておるわけ

ですが、財政難の自治体が事業を縮小したり、廃止するおそれも指摘されておるということで、任

意事業、今、参事の答弁の中で４つぐらいあったんですが、全部が全部なかなか任意事業を、財政

難の折、実施できないというようなことを聞いておるわけでございますが、４月から制度が始まっ

たばかりですが、本市が行う任意事業というのはどういうものを考えておるのかということを聞き

たいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

本市が行う任意事業の内容ということでございますけれども、先ほどご答弁させていただきまし

た任意事業４事業のうち、亀山市としては２事業に取り組んでいるところでございます。

１点目に、家計相談支援事業でございます。これにつきましては、家計の状況の見える化、それ

から抜本的な課題を把握して、相談者みずから家計が管理できるように支援する事業でございます。

もう１点、子供の学習支援事業につきましても亀山市は取り組んでおります。生活困窮の家庭の

子供に対して、学習を中心としまして、進学に関する支援等も行っております。教育委員会部局で

こちらは実施しているところでございます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今、任意事業の２事業を聞いたわけですけれども、その任意事業の中で２事業をやるということ

でお聞きしたんですが、あとの２つ、１つは就職に必要な訓練をする事業、それから住まいのない

人には、しばらくの間、宿泊とか衣食なんかの世話をするというような事業があと２つ残っておる

わけですが、こういう事業についてはどうですか。検討しているのか。将来的にはこういう事業も

やって、任意事業は４事業とも全部亀山市は実施していくんだという考えなのか。当面、今言われ

た２事業だけでやらないよというのか。
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私は、皆４事業は大事な事業だと思うんですが、住まいのない人の支援の事業とか、就職に必要

な訓練をする事業というのももちろん重要なことですが、あとの残りの２つ、これはどういう考え

に基づいて、今後これ、将来的には実施していくよというのか、全然検討もしないのか、２事業だ

けで任意事業は終わるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

亀山市が取り組んでいない就労準備支援事業、それから一時生活支援事業について、今後どうあ

るべきかという亀山市の姿勢を問われたわけでございますけれども、この法律ができたのが本年４

月１日でございます。まだ半年の期間しかたっておりませんので、今後の動向を見きわめながら、

まずは必須事業の２事業及び任意事業の２事業について、全力で取り組んでいきたいと思っており

ます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

そういう答弁をいただいたわけですけれども、この法の趣旨からいって生活困窮者の自立支援と

いうようなことで、やっぱり私は残りの２事業も検討していただいて、まだ制度が始まったばかり

ですのでどうこうというのはまだ決まらないと思うんですが、将来的にというか、近い将来は、ぜ

ひとも任意事業の残りの２事業も事業化をしていただきたいというふうにお願いを申し上げたいと

いうふうに思います。

次に、４番目に移らせていただきます。

相談窓口の運営事業ですね。これは、自治体が社会福祉協議会とか、社会福祉法人とか、ＮＰＯ

などに任せてもいいという、法の中でそういうふうになっておるわけでございますけれども、本市

は社会福祉協議会に任せると。支援に直接かかわるというようなことになっておるわけですが、ち

ょっと私もいろんな新聞とか雑誌とかいろいろ見ていますと、ちょっと人に聞いたりしますと、全

国の大半の自治体ではこの法への対応が、まだ始まったばかりでもちろんなんですが、手探り状態

というふうなことを聞いておるわけでございますけれども、相談窓口に対する社会福祉協議会の対

応とかが物すごく重要なことになってくるわけですが、対応する社会福祉協議会への支援といいま

すか、助言といいますか、そういうふうなことは今後どのように行っていくのかというようなこと

をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

水谷参事。

○健康福祉部参事（水谷和久君登壇）

生活困窮者自立支援法による必須事業の自立相談支援事業及び住居確保給付金の申請の受け付け、

並びに家計相談支援事業につきましては、議員おっしゃいましたとおり、亀山市におきましても、

社会福祉協議会のほうに委託しておるところでございます。

先ほど、私、プランの決定で答弁申し上げましたけれども、個別の支援プランの決定につきまし

ては、支援調整会議という会議を開催しております。月１回の割合で開催しております。この会議
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の構成員につきましては、社会福祉協議会職員及び行政の職員、健康福祉部高齢障がい支援室長、

子ども家庭室長、それから地域福祉室長で構成しておりまして、社協に全て事業を委託しているわ

けではございません。個々の方の、例えば国民健康保険税の滞納、それからいろんな市税の滞納等

がある方につきましてはそのほかにも会議に保険年金室長、それから納税室長も参画して、社会福

祉協議会と共同して取り組んでいるところでございます。幸い「あいあい」につきましては、社会

福祉協議会と健康福祉部が一体となった施設でございますので、今後も連携をとりながら進めてい

きたいと思っております。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今、答弁をいただきましたんですが、社会福祉協議会と市の健康福祉部、あらゆる部署との連携

を通じて、一人でも多くの方が法の趣旨にある生活保護を受ける前に困窮から脱せるようにいろい

ろと手を打っていただいて、事業の成果を上げていただきたいというふうに思います。

次に、子供の貧困対策についてお聞きをいたします。

日本は、総じて豊かな国であろうというふうに思っておるわけでございますけれども、その豊か

さが国の隅々まで行き渡っておらんと。そのことが格差社会を生む、貧困問題が生じる一つの原因

にもなっているというふうに思っておるわけでございますが、子供の貧困対策についてですけれど

も、親から子への貧困の連鎖を断ち切ることを目指す子供の貧困対策法というのが成立してから２

年経過しております。平均的な所得の半分を下回る世帯で暮らす１８歳未満の子供の割合、すなわ

ち貧困率というのは、１９８０年代以降右肩上がりで実に１６.３％、６人に１人が貧困状態にあ

ると言われております。

また、ひとり親世帯の貧困率というのは５割を超えておる。ひとり親世帯の５割を超えておる中

で、そのうち８割以上が母子家庭であり、平均年収は約１８０万円余りとのことであります。

きょうは、子供の貧困対策の取り組みの現状と今後の課題について、聞きたいというふうに思い

ます。

まず初めに、児童扶養手当についてでありますが、ここでちょっと訂正をさせていただきますが、

質問通告書を見てもらいますと、児童扶養手当の一番右、受給可能な世帯数とありますが、これは

ちょっと私のミスで、認定請求者数というふうに置きかえていただいて、この認定請求者数と受給

世帯数についてお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林子ども総合センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

児童扶養手当につきましては、１８歳までの児童を監護している母や父、または児童を養育して

いる人で、条件を満たしている方が受給できる制度でございます。

手当の月額は４万２,０００円から９,９１０円までとなっており、請求者の所得の額に応じて全

部支給、一部支給、全部停止の３つの区分となります。

平成２７年８月３１日現在の受給資格の状況につきましては、総受給資格者数３４３世帯、その

うち全部支給が１４６世帯、一部支給が１４４世帯、全部停止ということで、条件に合わなかった
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方の世帯が５３世帯となっております。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

もう一遍お聞きしますが、ちょっと計算をようしませんのであれですけど、そうすると、認定請

求をしてくるという認定請求者数というのがありますよね。今いろいろ区分けを言っていただいた

んですが、その中で受給世帯数ということで、受給世帯になった世帯というのをお聞きしたい。そ

の受給世帯数の合計は幾つになって、そして満額支給、次の質問があるんですが、請求を認定して

いただきたいという請求した人と、あなたは受給できますよというのはどれだけ、その世帯数を教

えていただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

児童扶養手当の認定請求者数、つまり受給できる資格のある方が、３４３世帯のうち、手当が満

額支給されます全部支給の受給資格者は１４６世帯であり、全体の４２.６％となっております。

参考までに、一部支給が１４４世帯で４２％、全部停止が５３世帯で１５.４％となっております。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今答弁いただきまして、受給世帯数が三百五十数世帯と。そして、満額の世帯数の割合が４２.

６％で５０％にいってないわけですね。

それで、これ満額で４万２,０００円ということになっておるわけでございますが、所得制限が

非常に厳しくなっておるというようなことで、満額を支給される世帯が非常に絞られているという

ふうなことで聞いておるわけですけれども、本市で三百五十数世帯の中で４２％、半分近くが満額

の支給をされておるわけでございますけれども、今、非常にこの児童扶養手当が新聞報道とかいろ

んなものでちょっと厳しいと、少ないというような意見もあるわけでございますけれども、２人目

は５,０００円、それから３人目以上は３,０００円ずつ１人につき増額をされるというようなこと

になっておるわけでございますけれども、満額をもらえるというのに所得制限で非常に範囲が絞ら

れておるというようなことでございまして、この児童扶養手当の拡充というのが非常に大きな問題

になっておるというようなことで、これ市長にもお願いしたいと思うんですけれども、全国市長会

とか、そういうところでまた提案をしていただいて、この児童手当の拡充については市長会でも提

案していただいて、政府のほうへ要望なり何なりというのを積極的に働きかけていただきたいとい

うようなことをお願いしたいというふうに思っております。

そして、２番目としまして、児童扶養手当以外のひとり親家庭に対する福祉制度の主な事業と現

状について、お聞きしたいというふうに思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）
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亀山市が実施しておりますひとり親家庭等に対する福祉施策につきましては、児童扶養手当のほ

かに幾つかございますが、主なものといたしましては、ひとり親家庭の高等学校等に通学する児童

の通学費用の一部を助成する一人親家庭児童高等学校等通学費援護金、ひとり親家庭の父、母が就

職の際に有利となる資格の取得を促進するための高等職業訓練促進給付金、この２つや、そのほか、

ひとり親家庭の父、母、児童の医療費を助成いたします一人親家庭等医療費助成などの制度がござ

います。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

児童扶養手当以外の主な事業というようなことでお聞きしましたが、これは私もよく思うんです

が、この児童扶養手当、いろんな事業を展開していただいておるわけでございますけれども、貧困

の実態を積極的に調べるといいますか、調査をするということで、そしてまたその当事者である子

供や支援者らの意見を聞く仕組みづくりというのが非常に大事じゃないかというふうに思っており

ます。

それはなぜかいうと、いろんなことを知ることによって、今事業を展開していただいておるんで

すが、実際にその事業でどういう事業が必要、今実施されておる事業にかわる事業は何かないのか

とかというようなことで、その事業のこれからの展開に今言ったようなことを、実態を積極的に把

握するということは非常に大事だと思うもんですから、そういう仕組みづくりも大切じゃないかな

あというふうに思うもんで、これはひとつ提案としてお話をさせていただきたいというふうに思い

ます。

次に３番目の問題ですが、前段でも述べましたんですが、ひとり親世帯の８割以上が母子家庭で

あるというようなことを申しました。そのうちの８割の世帯が働いているわけでございます。お母

さんが働いておるわけですが、パートなど非正規雇用が５割以上というようなことで、非常に所得

も少ない、給料も少ないというようなことがあるわけでございますが、ひとり親で子供がいること

が就労の条件など不利である。そういうことがあって、なかなかシングルマザーの働く場所という

のが非常に限られておるといいますか、給料も安いということで、私、思うんですけど、シングル

マザーの就労支援策として、優先的に企業が雇用するような助成金を出すなどして、市としてシン

グルマザーの就職支援、何らかの支援ができないかというようなことを思っておるわけですが、そ

の辺についての考え方をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

若林センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

議員がおっしゃいますひとり親家庭の母親を企業が優先的に雇用できるようにする補助金につき

ましては、市では実施しておりませんが、ハローワークにおきまして、特定就職困難者雇用開発助

成金という制度がございます。この制度は、高齢者やひとり親家庭の母などの就職困難者を、ハロ

ーワークの紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れてくれる事業主に対して助成金が支

給されるもので、その額は、中小企業には年間６０万円、中小企業以外は年間５０万円が支給され

るもので、助成対象期間は１年となっております。
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亀山市におきましては、現在のところ新たな補助金等の創設は考えておりませんが、既にひとり

親家庭の父、母の就労を支援する制度といたしまして、高等職業訓練促進給付金というものがござ

います。この制度は、ひとり親家庭の父、母が就職の際に有利となり、かつ生活の安定に資する資

格の取得を促進するため、２年以上養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減を図るため支給

するもので、市民税非課税世帯の場合、月額１０万円を上限に２年間支給するものでございます。

これまでに看護師、作業療法士、介護福祉士等の資格を取得されておりまして、県内で現在ご活躍

をされております。

亀山市としましても、各種施策を通じまして、ひとり親家庭の父、母に対する経済的な支援や就

労支援を行ってまいりたいと存じます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今のセンター長の答弁で、国のハローワークの制度、それから市ではこういうことをやっている

よということで、非常に今聞いた時点で、私も全然わからなかったわけでございますけれども、充

実した支援だなあというふうに思いますので、これをますます発展、展開といいますか、充実をさ

せて、そういう人のために支援をしていただきたいというふうに思います。

次に４番目の、社会全体で意欲と能力のある子供を支える。これは社会の常識ではないかという

ふうなことを思うわけでございますけれども、厚生労働省が調査したデータがあるんですけれども、

２０１３年３月に高校を卒業した生活保護世帯の子供のうち、大学や短大に進学したのは１９.

２％、同時期に卒業した全生徒の進学率が５３.２％、これを大きく下回っているわけでございま

す、生活保護世帯の子供については。ひとり親家庭の教育費の家計負担を軽減するために、また一

人でも多くの生徒さんが進学できるように、我が国ではいろんな奨学金制度があるわけですが、こ

れは貸し付け型なんですね。私が提案したいのは、市として新たな返済不要な給付型の奨学金制度、

こういうものが創設できないんだろうかというふうに思うわけですが、その辺はどのようなお考え

か、お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間教育次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

高等教育にかかわる経済的支援といたしまして、高等学校等へ進学する場合で申し上げますと、

各家庭の収入状況により国の高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金の制度のほか、三重県に

よります高等学校等修学奨学金制度がございます。さらに、三重県立高等学校の在学者には、各家

庭の収入状況により授業料の免除、減額の制度もございます。これらの制度の内容につきましては、

中学校を通して保護者に通知しているところでございます。

また、大学教育機関に関しましては、近年、学生確保のために給付型を含めた大学独自の奨学金

制度を持っているところがふえておりますし、企業や民間団体におきましても実施しているところ

がございます。

亀山市ではこれまでにも、将来を担う子供たちが健やかに成長できるよう、中学生までの医療費

無料化など市独自の手厚い子育て支援策を実施しているところでございまして、教育委員会といた
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しましては、現段階で独自の給付型奨学金制度の創設は予定してございませんので、それら各機関

の制度活用についてご検討いただきたいと存じます。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今答弁をいただいた中で、企業の給付型の奨学金制度があるとか、大学でも給付型の奨学金みた

いなものがあるというような答弁をいただいたわけですが、これもやっぱり市の行政も学校も含め

てＰＲといいますか、周知、こういうものがあるよ、こういうものがあるんだよと。市では奨学金

制度がないけど、こういうものがありますからというようなことを、やっぱり大学へ行きたい、行

きたくても家計の事情で行けないというような生徒に対して、しっかりとそういうふうな周知を今

後とも図っていただいて、一人でも多くの困窮世帯の学生が大学とか短大に進学できるように、自

分は弁護士になりたいんだとか、いろんなものになりたくても家計の事情で断念する。そんなかわ

いそうなことは本当にあってはならんというふうに思っておりますので、そういうふうなことの周

知をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。

次に、生活困窮者自立支援法の中でも水谷参事に質問して答えをいただいたんですが、経済的に

塾に通えない子供たちはたくさん見えると思うんですけれども、こういう子供たちに無料で勉強を

教える場を提供できないかというふうなことを思っておるんですが、教育委員会でそういうことに

取り組んでおるというようなことですが、その辺の現状、また取り組みの方法、いろんなことがあ

ると思うんですが、それについてお答えを願いたいというふうに思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

経済的な理由で不利な状況にある子供たちに対しましては、先ほどおっしゃいましたとおり、今

年度から無料で勉強を教える場といたしまして、教職員ＯＢの方々のご協力によりまして、生活困

窮者自立支援法に基づいた学習支援事業を実施しておりまして、学習教室という名称で中学生を対

象に開催しているところでございます。まずは、８月から亀山中学校の生徒を対象にスタートさせ

たところでございますが、今後、１１月ごろをめどに、市内のほかの中学校区でも開設できるよう

に準備を進めてまいります。

○議長（前田 稔君）

中﨑議員。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

今、教育次長から答弁をいただいたわけですが、そういう制度が始まるということで、充実した

学びの場というふうなことで、塾に行ける子も行けない子も勉強ができる場というのをしっかり充

実をさせて、今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。

そしてまた、余談でございますけれども、新聞報道でもありましたが、鈴鹿市役所ではひとり親

家庭の学習支援というようなことで、新聞記事を持ってきたんですけど、「まなびーの」というよ

うなものがスタートするということですので、亀山市もしっかり、塾に行きたい、勉強したいとい

う子供さんが家庭の事情で塾に行けないと、そんなことは本当にかわいそうなことで、子供に貧困
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の責任はないわけでございますので、しっかりと今の教育次長の学びの場の充実というものをお願

いしたいというふうに思います。

以上で、きょう質問させていただくことはみんな終わったわけでございますけれども、本当にプ

ライバシーの問題もあるんですけれども、実際に子供がどういう家庭でどういう生活をしているの

か。これ、プライバシーの問題にもかかわってくるわけですが、できるだけ実態把握に努める。そ

して実情をより反映した事業展開をしていく。これとこれの事業をやっておるからこれで十分なん

だということを思わずに、この事業はもう廃止してもいいんじゃないかと。いや、そうやけど実態

把握した結果、こういう事業のほうがええんじゃないというようなことも出てくるわけですから、

プライバシーの問題はそこには発生するわけですけど、それを乗り越えて、やっぱり実態把握、そ

してその実情を反映した事業展開というようなことも、今の事業に満足せずに展開をお願いしたい

ということをお願いして、きょうの質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

６番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午前１０時４３分 休憩）

─────────────────────────────────────

（午前１０時５３分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１６番 服部孝規議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

通告に従い、質問に入ります。

まず、デリバリー方式による中学校給食についてであります。

この中学校給食については、３月と６月に福沢議員が取り上げていますが、その答弁を聞いてい

ると、教育委員会がこれまでの方針や議論の積み重ねの上に立っていません。教育委員会として、

これまでの方針や議論の積み重ねの上に立たずに、白紙の状態で現在の学校給食検討委員会に結論

を委ねようとしているように私には思えます。

そこで、これまでの方針や議論の積み重ねの確認を含め、中学校の給食の方向性について質問す

ることにいたしました。

亀山中学校と中部中学校へのデリバリー方式の導入を決めた当時、平成１９年１２月議会の教育

民生委員会で当時の伊東靖男教育長の答弁は次のようなものでありました。とりあえず早期実施と

なりますと、本会議でも申し上げましたように、用地確保とか給食室を建てるというふうなことが

早急にできるものではございませんので、今回はデリバリー方式の学校給食を実施するということ

を考えたわけでございます。このことは、これをずうっと実施していくというものではなく、何年

か実施して見直すときが出てこようと思います。こういう答弁でありました。

そこで、まず確認ですが、この見解自体は変わっていない、この確認をしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。
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佐久間教育次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

教育委員会といたしましては、現在もその考えに変わりはございません。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

非常に簡潔な答弁ありがとうございました。

当時を振り返ると、平成１７年の合併後、関中学校は小学校と同じような一括調理による完全給

食をしていることもあって、亀山中学校と中部中学校でも完全給食による中学校給食を求める声が

大きくなりました。

そこで、教育委員会は学校給食検討委員会を設置して、旧関町、旧亀山市の不均衡を調整し、市

民サービスの均等性を確保というような目的で設置をされ、議論が始まりました。その後、この検

討委員会の意見を受けて、教育委員会では、亀山中学校と中部中学校についてはおいしく安全な中

学校給食を早期に実現するため、実施までの期間が短期間で初期投資の少ないデリバリー方式によ

り実施をいたします。関中学校については、現行を維持しますということを言われた。初期投資が

少なくて、早期にやれるからデリバリーだと、こういう結論を出されたわけです。伊東教育長の当

時の答弁というのは、こういう経過があってのことであります。

もう１つ確認をしたいんですけれども、平成２０年に小学校及び幼稚園の給食に関する意見書と

いうものを教育委員会が出されました。この中には、亀山市立幼稚園及び小学校における学校給食

の実施方針というものが決まっておりまして、この実施方針では、小学校給食について自校調理方

式で市が雇用する職員が調理する直営方式を継続していくと。つまり自校直営方式を継続していく

と、こういうことが決められました。

そして、さらにつけ加えて、給食による地域交流としての食の提供、それから災害時における避

難場所である学校での食の提供も進めていくためには、この方式が最適である。今回のような避難

というようなことが出てきた場合に、学校の給食調理室を使って避難者に食が提供できるという意

味でも自校方式というのはいいんだということを言われました。

これが平成２０年９月の方針でありますが、これも変わっていないかどうか確認したいと思いま

す。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

これにつきましても、教育委員会としては現在もこの方針に変わりございません。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

２つのことが確認できました。１つは、亀山中学校、中部中学校でやっているデリバリーはとり

あえず実施をする。今後見直しもする。スタートをしていく。小学校については、引き続き自校直

営を維持するということが現時点での教育委員会としての方針だということがこの間の積み上げで
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議論として確認をされておる。方針として確認されている。

そうすると、問題はいつまでこのデリバリーを続けるのかということになってくるわけです。デ

リバリーをどういう方針に変えるのやということになるんですけれども、今、学校給食検討委員会

で検討中ということではあるんですけれども、私は、もう既に結論がはっきり出ているんではない

かということを申し上げたいと思います。

それは、平成２４年７月に教育委員会が実施をしました中学校給食に関するアンケート調査結果

を見ますと、はっきりと答えが出ているんです。このアンケート調査は、現在の中学校給食の実施

検証並びに今後の中学校給食の運営の参考とするためという目的で行われております。

幾つかのアンケート調査結果の項目を取り上げますが、まず現在の方式に満足していますかとい

う問いに、完全給食をしている関中学校の保護者は、７３.６％が満足をしている。デリバリー方

式の亀山中学校では、保護者の１３.４％、中部中学校では保護者の１１.６％しか満足していると

答えていません。つまり完全給食とデリバリーの満足度の違いは歴然としているわけであります。

また、給食のあり方、提供方法ですね。例えばデリバリーでするのか、完全給食でするのかとい

うような、これについての保護者の問いに、小学校のようにみんなが同じものを食べる方法、これ

は関中でやっている方法ですけれども、これについて、関中学校では９１.１％がこの方法でいい

と。それから、亀山中学校では６６.２％、中部中学校でも６６.７％と圧倒的に完全給食がいいと

いうことを保護者が言っているわけですよ。デリバリーをやっているときにやったアンケート調査

です。だから、どう見ても完全給食に向かうということしか結論はないんではないかというふうに

思います。

それからもう１つ、このアンケートから見て非常に興味深かったのは、デリバリーの議論を市と

したときに、盛んに教育委員会が強調したのは、家庭からの弁当持参と業者のデリバリー弁当との

選択ができる、そういう食の選択をする能力がどうのこうのというような話を随分されました。

ところが、このアンケートで見ますと、学校給食に求めることは何ですかというところの問いで、

食を選択する能力の向上、こういう項目が入っています。これに対して、亀山中学校では９.１％、

中部中学校でも６.４％、つまりほとんどの保護者は学校給食にこういった食の選択ができる力な

ど求めていないということですよ。あなた方が盛んに、デリバリーは食の選択ができる、そういう

ことがメリットだと言われたんですが、保護者の中ではこんなことを求めていないんですよ。当た

り前ですよ。食べに行ったら誰でも選択するわけですから、食は。だから、そんなことをわざわざ

学校教育でやってもらう必要はないということですよね。当たり前のことです。

そこで、教育長に聞きたいんですが、このアンケート結果を見ると、やっぱり関中学校の保護者、

現在の完全給食を支持する人が圧倒的に多い。それから、亀中、中部中でもデリバリー方式の満足

度は低い。それから、７割近い保護者が小学校と同じ給食を希望している。こういうことから考え

たら、当然デリバリーをやめて、完全給食にするという方向しかないと思うんですが、その点、教

育長の見解をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

以前もたしか、予算決算委員会のときに服部議員のほうからご質問いただいたかと思うんですけ
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れども、まさに給食検討委員会でその件につきまして非常にたくさんのご意見をいただきつつ、検

討結果をまとめている段階でございますので、その結果を参考にして、また結論を教育委員会で提

案し、協議を進めてまいりたいと思っております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

何のために私が今まで言ってきたのか、１０分間。つまり、これまでのいろんな教育委員会とし

ての方針、それから保護者のアンケート、こういうものを踏まえたら、検討委員会の結論を待つま

でもなく、もう答えは出ているんではないですかということを聞いているんですよ。

じゃあ、あなたは、もし検討委員会でこういう積み重ねとか、今までの方針と違うような検討委

員会の案が出てきたら、それを受け入れるんですか。今までの方針、考え方、それから保護者のア

ンケート、これについてはどう受けとめるんですか。検討委員会よりもこれは重いと思うんですよ、

私は。いかがですか、教育長。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

２４年に保護者向けのアンケートをさせていただいておりますけれども、今年度、中学生に対し

て、つまり生徒自身に対してもアンケートをさせていただいております。

その中で、さまざまな興味深い結果も出ておりますし、その結果も参考にしていただきつつ、給

食検討委員会で本当に完全給食ということから、いろんなさまざまなことのご意見を頂戴しており

ますので、今その件について、こちらでも検討をさせていただいている段階でございます。よろし

くご理解賜りたいと思います。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

今、子供たちの意見を聞くと言われましたけど、それなら土曜授業をやるときに聞いてやってく

ださいよ。聞いてないやないですか。土曜授業を勝手に、一方的に子供らの意見も聞かんとやった

やないですか。こういうときになったら、子供たちのアンケート結果がどうのこうのと。自分たち

の都合のいいようなアンケート結果が出ればそれを使う。そうでないところは子供らの意見なんか

一切聞いていないですよ。こんな手前勝手な話は私はないと思います。

もう１つ、完全給食をやるしか私はないという根拠を示したいと思います。

皆さんに資料をお配りいたしました。これ文部科学省の平成２１年３月３１日の告示なんです。

この告示というのは、学校給食法で第８条に学校給食実施基準を定めることが規定されております。

その学校給食実施基準がこの告示で定められております。

１条を見ていただくとわかるんですけれども、「学校給食は、これを実施する学校においては、

当該学校に在学する全ての児童または生徒に対して実施されるものとする」というんです。「する

ことができる」でもないんです。「するものとする」ですよ。つまり、１つの学校に在学している

生徒・児童については、同じものを全てやりなさいよということなんですよ。弁当とデリバリーの
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選択性って、これに該当しますか。まずそれを聞きますわ。どうですか。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

先ほどおっしゃいました平成２１年４月の学校給食実施基準の改正につきましては存じ上げてお

ります。

亀山市は、関中学校がセンター方式の完全給食、亀山中学校と中部中学校は選択式デリバリー方

式のミルク給食ということで、いずれも学校給食法第３条第１項に基づく学校給食として、それら

の学校に在学する全ての生徒に対して実施しているものでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

そんなむちゃくちゃな解釈がありますか。これを読んだらわかるやないですか。全ての児童また

は生徒に対して実施されるものとする。だから、デリバリーならデリバリー、完全給食なら完全給

食ですよ、これは。違いますか。弁当を持ってこない子はどうなりますか。給食はなしですよ。現

実にいるやないですか、そういう子も。そういうことが起こらないように、学校給食は全ての児

童・生徒に対して実施されるものとするということがうたわれているんですよ。だから、当然デリ

バリー方式や弁当の選択性なんていうのはこれに該当しないんですよ。だから、文部科学省や県の

調査があったときに、亀山市の２校の給食については学校給食の中にカウントされないんですよ。

当たり前やないですか。こんな状態をいつまでほっておくつもりなのか。本当にこれは改めるべき

やと私は思いますよ。

それで、もう１点聞きたいことがあるんです。

合併から１０年が経過をいたしました。大々的に１０周年の記念事業も行われました。しかし、

いまだに中学校給食だけは統一をされておりません。合併後、苦労しながら同じような組織やとか、

例えば社会福祉協議会であるとか、それから江戸の道シティマラソン、こういうような行事を１つ

にしたり、それから保育料の住民負担の額の異なるものを統一したり、いろんな調整を合併の調整

としてやってまいりました。その中で、なぜこの中学校給食だけは１０年たってもいまだに別々な

のか。このことをお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

なぜ１０年たってもというご質問の答弁の前に、先ほど学校給食に入っていないというお話がご

ざいましたが……。

（「それはええわ。時間の無駄」と１６番議員の声あり）

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

１０年たってもなぜ別々かということなんですが、教育委員会といたしましては、中学校の給食

方式が異なることについては検討課題の一つであると捉えておりますので、現在、学校給食検討委

員会において、その課題も含めて議論を重ねているところでございます。
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会議では、全中学生を対象に実施したアンケート調査で子供たちの弁当を望む声が多かったこと

を受け、子供が弁当を望むならつくってあげたいという保護者もいるのではないかという意見もご

ざいましたし、現在の弁当とデリバリー給食の選択方式は、導入以降工夫や改善に努めており、各

家庭の事情や個人の希望に添えるものであるとの意見もございました。

その一方で、全国的にも完全給食の実施率が高まっていることや、心身の成長が著しく、また義

務教育期間だからこそ栄養バランスの考えられた給食をどの子もひとしく摂取することが大切であ

るとの意見もございます。このような委員からの意見をまた第２次意見書として取りまとめていた

だく予定としておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

まだ検討中って、関中の完全給食をやめるという選択肢もあるんですか。ないでしょう、これは。

統一するんだったら、関中学校でやっている完全給食を亀山中学校、中部中学校も完全給食をする

しか選択肢はないですよ。それとも何ですか、デリバリーにするんですか、関中を。できないでし

ょう、そんなことは。大変なことになりますよ、そんなことをやったら。

だから、どう考えたって、統一するということはどこかに合わせるということですよ。だったら、

今考えられるのは、完全給食がふえていると言われましたよ、今。全国的にそうですよ。県内でも

そうです。本当にデリバリーをやっているところ、四日市もこの２日前の議会でデリバリーの質問

が出て、喫食率は２０％です、四日市のデリバリー。いよいよ四日市もデリバリーを見直さなあか

んような時期に来ています。

だから、こういうふうに見ていくと、やっぱり完全給食に向かわざるを得んのですよ。そこの理

解が本当に教育委員会にあるのかということを私は問いたいんですよ。

それで、特に費用の問題が出てくると思います。例えば、亀山中学校と中部中学校にそれぞれ給

食室を２つつくればできるわけですから、何もたくさんのお金は要らないんですけど、まさに合併

特例債というのはこのためにあるようなお金なんですよね。いわゆる新市になって一体性をつくる

ために使うお金が合併特例債。和賀白川線なんか違いますよ。合併特例債の本来の趣旨とはね。だ

から、こういうのを使ったらいいんですよ。合併特例債というのは、例えば国庫補助が３割出る、

残りの７割は市が持たんならん。この７割の分を合併特例債ということは可能なんですよ。国庫補

助と併用が可能なんですよ。

だから、給食調理室をつくるのに確かに数億というお金がかかります。しかし、その財源として、

国庫補助が一部、それから残りは合併特例債、これでいったら十分できるんですよ。その合併特例

債も平成３１年まで使えるわけでしょう、延長されたので。だから、今残っているお金も、今使途

が決まっていない、使うことが可能なお金も１１億円あるんです。このうちのわずか数億を、合併

特例債を充てるだけで、補助金と合併特例債でほとんど市の持ち出しなしで２カ所給食調理室をつ

くれます。

この５月から鈴鹿市が、センター方式ですけれども中学校給食をスタートしました。これは、中

学校１０校の大きなセンターです。費用を聞きましたら、センターの建設費用とか、それから学校

での改修を合わせて２６億のお金を鈴鹿市は投入しています。それでもやっぱり完全給食をやろう
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という決断をされているわけですよ。だから、やっぱりこれは早期にやっていただきたい。最後に

市長の見解を求めておきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。

学校給食、特に中学校給食における取り組みについては、私も就任させていただいて、従来の方

向、方針の過程で、中部中学校の選択性デリバリーを２１年の秋からスタートさせていただいたと

ころでありまして、今、教育委員会が進めてくれておりますさまざまな検証の結果とか最新の動向

や、今議論がありましたような視点から、給食のあり方について検討委員会で積み上げていくとい

うことは大変大事な検証過程であろうというふうに思っておりますので、しっかり積み上げていた

だきたいというふうに思っております。

一方で、私個人の給食に対する考え方というのは、小学校の自校方式についてもさまざまな取り

組みをさせていただいてまいりました。

それから、今の議員のご指摘を聞いておりますと、中学校の３校を自校方式にするべきだという

ご持論であろうというふうに今聞かせいただいたところであります。

今の保護者の視点、あるいは子供の視点、あるいは今財源のことをおっしゃられましたが、お金

のこと以外のさまざまな要素が多分この学校給食にはあろうかと思いますし、１市１町の長い長い

歴史の中でこれをどのように考えていくのかということについては、また議論があるところであろ

うというふうに理解をいたしておるところであります。

いずれにいたしましても、今、教育委員会で進めてくれております検討委員会、さまざまな視点

から一定の考え方が示されることを期待いたしておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

１市１町の統一については、私も思いがあるんですよ。例えば、関が元旦マラソンをやっていま

した。ずうっと私も旧関町の時代から子供を連れて行っていました。１月１日の日にああやってや

るのは非常にいいんですよ。そういう思いはあります。

でも、これが１つの市になった。江戸の道が亀山市にはある。関は元旦マラソンがある。どうし

ても１つにせざるを得ないやないかということで、泣く泣く江戸の道一本にしたわけですよ。そう

でしょう。だから、そういうことを経過としてたどってきているんですよ。学校給食だけ何で１０

年たってもこのままなのか。おかしいでしょう。だから、これは早急にやるべきですよね。

それは、やっぱり関中の完全給食というのが全国的に見ても流れであるし、当然これは潰すこと

はできませんので、やっぱりそっちに広げていくという方向しかないということを申し上げて、次

に移りたいと思います。

次に、椋川流域での宅地開発の問題であります。

きのうから台風１８号の影響で雨が降っております。思ったよりも雨が少なくて安心はしたんで
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すけれども、台風でなくても、いわゆる前線の影響とか雨の降り方などで河川が増水をして、避難

勧告や避難指示が出されることはたびたびあります。

全国、最近１００ミリを超えるというのが非常に当たり前なことに我々の感覚としてなってまい

りました。非常にこの地域というのは、避難勧告だとか避難指示が出される。新椿世から川合町に

かけての地域が特にそういうことが起こります。

きょうも聞きましたら、９時過ぎに避難準備情報が出されたと。本当に雨としてはそんなに強い

雨は降っていないですよね。全部見ていませんけれども、それでもこの地域はやっぱり避難準備情

報が出されるという、こういう実態にあるわけです。確かに、河川の改修も行われています。しか

し、その一方で河川に負担をかけるような開発が進んで、排水する水がやっぱり椋川に流れ込んで

いる。

それからもう１つは、今回の質問には上げていませんけれども、上流ですよ。シャープ初めテク

ノヒルズ、あそこの土地が３３万ヘクタールでしたかね。あの土地が、一気に森からああいう工業

団地になったわけですよ。そこで受けておった雨が一気に椋川へ流れ込むと、こういうことを言わ

れる方も見えます。この辺は検証したわけでありませんのではっきりしませんけれども、やっぱり

原因の一つであろうと思います。だから、椋川流域の開発問題というのは、やっぱり私は大きな問

題だというふうに捉えております。

そこで、この１０年間の椋川流域での宅地開発の件数がどれぐらいあったのか、まずお聞きした

いと思います。

○議長（前田 稔君）

高士建設部長。

○建設部長（高士和也君登壇）

１５年間の宅地開発の状況についてご答弁させていただきます。

椋川流域の宅地開発の状況でございますが、平成１４年度から平成２７年現在までの約１５年間

で、現在工事中のものも含めまして、宅地開発件数２１件、現在工事中が４件ございます。それと、

宅地分譲戸数３０９戸、工事中が８４戸、開発面積は約１０ヘクタール、工事中が２.４ヘクター

ルとなっておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

今の答弁は数字だけなので、わかりにくいので、私、パネルを用意しました。皆さんにはお手元

に配付してあると思います。

まず、このパネルを見ていただきたいんですけれども、この青いのが椋川です。そして、この土

色の上のほうの椋川と並行に走っているのがいわゆる国道１号線、バイパスです。それから、もう

１本下に走っているのが、いわゆる旧国道１号線ということです。それから、縦に走っているのが

３０６です。あと、わかりやすいように、ここが市役所を意味する青なんです。その上の２つは、

あいあいと医療センター、こういう位置関係になります。

そして、宅地開発されたところを赤でずうっと記してあります。椋川よりもこの地図でいう上の

こういうところですね。それから、ここからこっちにもまだ開発は結構数があるんです。だから、
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件数としては非常に多いですね。いわゆるこういった開発されたものが流れ込むということになる

んですけれども、そこでこの宅地開発によって、どれぐらい椋川へ流れ込む排水がふえたのかとい

うのをお聞きしたいと思うんです。

○議長（前田 稔君）

草川上下水道局長。

○上下水道局長（草川博昭君登壇）

雨水排水対策を所管します上下水道局からご答弁申し上げます。

一般的には、雨水の流出量の算定につきましては、降雨が浸透せず、流出する度合いである流出

係数を用いて計算いたします。宅地造成等の開発行為によりふえた量につきましては、この流出係

数の差により求めることができます。間地、いわゆる手を加えていない土地を宅地造成した場合と

して、三重県が策定しています宅地等開発事業に関する技術マニュアルでは、流出係数は造成前が

０.３から造成後一般的には０.６となることが見込まれます。

先ほど建設部長がご答弁申し上げました開発面積１０ヘクタールの土地に総雨量１００ミリの降

雨があった場合、１万立方メートルの雨量になりますが、流出量は造成前の３,０００立方メート

ルから造成後６,０００立方メートルとなり、その差３,０００立方メートルふえることとなります。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

これもあくまで試算ということで、一つ一つのところをはかって、それがどれだけ流れ込んでい

くかというのは正確には出ないと思う。だから、１つの設定をしていただいてお聞きしたんですけ

れども、開発前であれば３,０００が開発後は６,０００で、３,０００が要するにあふれるという、

排水として３,０００立方メートルの水が出るということですね。幾つも団地がありますので、本

当にすごい量が椋川へ流れ込むというようなことが起こっているということだけはわかるんではな

いかなあというふうに思います。

今回、椋川の増水との関係で宅地開発の問題を取り上げたんですけれども、この宅地開発という

問題はこの流域だけの問題ではないんです。だから、椋川の増水と宅地開発ということも関係あり

ますけれども、亀山市全体でこの問題を考える必要があるんではないかというふうに思っています。

都市計画の問題、土地利用の問題、まちづくりをどうするかという、大きく言うとこういう問題が

亀山市にあるんです。その中の一つがここに縮図としてあらわれているということですね。

少し説明させていただきますと、亀山市の都市計画区域というのが６,４４７ヘクタール、大体

市の中の面積の３４％ぐらいが都市計画区域と言われる区域ですね。この都市計画区域の中で用途

が指定されている地域、用途地域という、例えば住居しかあきませんよ、商業しかあきませんよと

いうふうな用途が指定をされている用途地域というのが１,１４９ヘクタールで、この都市計画区

域の約６分の１ぐらいが用途指定をされているということですね。だから、そういうところについ

ては、建築基準法によって建蔽率、容積率が決められていますので、その範囲でしか建物が建てら

れない。例えば３階までしか建てられないとかいうような規制がおのずと変わってくるという、そ

ういう用途地域ですね。それが、いわゆる都市計画区域の６分の１のところに亀山市の場合は用途

地域があるということですね。
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都市計画区域というのは何かということなんですけれども、これ非常に法律の言葉なのでわかり

づらいかもわかりませんけれども、聞いてください。

自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の都

市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要のある区域として指定しているということな

んです。つまり簡単に言うと、ある程度総合的に整備をし、開発し、保全する必要がある地域とい

うのを亀山市の中でも都市計画区域だというふうにしているわけですね。

亀山市のような都市ではやっていませんけれども、鈴鹿市なんかを例にとりますと、市全体を市

街化区域と市街化調整区域という２つに分けているんですね。線引きとよく言うんですけど、境の

ところに線が引かれるので線引きというんですけれども、市街化区域というのはもう既に市街化を

形成している区域であるとか、おおむね１０年以内に優先的、計画的に市街化を図る地域だという

ふうに言われている。市街化調整区域というのは市街化を抑制するという、つまり片方で市街化を

つくっていく、片方で市街化を抑えるという、そういう線を引いているのがこの都市計画でいう線

引きなんですけれども、亀山市はこれはやっていません。都市計画区域だけが定められているとい

うことですね。線引きがされていないために、用途地域が全く指定されていないところは、いわゆ

る白地と呼ばれるところで、全然建築基準法でも規制がかからないというようなことで、建物につ

いてはかなり自由に建てられるという実態があります。

だから、亀山市自体の都市計画での規制とか誘導が本当に極めて緩いというのか、土地の持ち主

とさえ業者が話がつけば、そこに一定の条件さえクリアすれば宅地開発ができると、こういうこと

が可能なんですけれども、こんな形であらゆるところに開発が進むという実態が亀山市の都市計画

の問題として私はあるんやと思います。

こういうことがどういう問題を引き起こすかというと、きのうも質問で出ていましたけれども、

空き家の問題等の問題ですね。宅地開発で確かに若い人が家を求めてということでするわけですけ

れども、これを進めていきますと、今現時点でも世帯数よりも家の戸数は上回っているんですね。

そうすると、今後高齢化が進んで空き家がふえるということが言われている中でますます市内全体

で見ると、空き家をふやす要因になるんではないかな。こういう宅地開発を進めることが空き家を

ふやすことになるんではないかと。

市長に聞きたいんですけれども、宅地開発を進めて住宅戸数をふやして、空き家をふやす要因を

つくるという、先ほどからずうっと都市計画の問題の話をしましたけれども、現時点での都市計画

とか土地利用、まちづくり、これをどのように市長は認識してみえるのか。このままでいいと思わ

れているのか、やっぱり何らかの策を打たなきゃならないと思ってみえるのか、その点をお聞きし

たいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

この人口減少社会でありますとか、空き家の問題でありますとか、中心市街地の空洞化でありま

すとか、こういう問題を考えますときに、どのように都市計画を運用していくのか、これは大変重

要な政策課題であるというふうに認識をいたしております。

亀山市の場合は、民間の大規模な住宅団地開発というのは、昭和から平成、このあたりぐらいで
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とまってきておりますけれども、本当に今の線引きとか用途区域の問題とは別に、今、非常にこれ

は大変ありがたいことでありますけれども、ミニ開発であるとか、あるいは若い皆さんが定住化の

ために家を新築していただいておるという状況が続いておるということは、私は大変喜ばしいこと

であろうと思います。ただ、一方で、今ご指摘のような空洞化の問題とかございますので、これを

本当に適正に整備をしていく、誘導していく、このことは大変重要なことであろうと思います。

今、椋川流域の開発のお話がありましたが、雨の降り方も異常でありますけれども、やはり土地

利用のあり方によって、そしてまた私の感覚的には、平成７年５月に椋川は氾濫をいたしました。

ちょうどあの年の４月に１号バイパスが開通をいたしたところであり、さまざまな多分土地利用上

のいろんな計画が影響しておるということをしっかり認識させていただいて、今後の都市計画をし

っかり運用していくと。次期の総合計画等々に、あるいはマスタープランのあり方にどう生かして

いくかというのは大きな課題であるというふうに認識をいたしております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

市長も大きな課題だというふうに言われました。

例えば、立地適正化計画だとか、コンパクトシティというようなことを今国のほうが言っていま

す。これは、私はどうも見ておりますと、行政のサービスを中心地に集約して、国から地方への財

政支出を減らすということに目的があるような気がするんですね。だから、そうすることによって

何が起こるかというと、周辺部が本当に寂れてしまうということが起こってしまうことを非常に懸

念します。だから、これ本当に慎重にやらなきゃならんというふうに思っています。

やっぱり、今市として必要なことは、こういうまちをつくりたい、こういう土地利用をしたいん

だ、こういうところにはこういうことをしたいんだというビジョンをやっぱり明確に持って、それ

ができるように、開発やとか土地利用の規制、もしくは誘導というようなものをきちっと条例とか

そういうようなもので定めていくということが必要ではないでしょうか。

私は、すぐに鈴鹿市のような線引きができると思っていませんし、これはやっぱりやろうと思え

ば住民の合意も得なければなりませんので、そういうことは求めませんけれども、少なくとも、例

えば例として出すのは、伊勢市の特定用途制限地域ということができないかということなんですね。

特定用途制限地域というのはどういうことかというと、都市計画区域の中の用途地域が定められて

いない区域、先ほど言いましたように、亀山市の都市計画区域の中の用途地域は６分の１定められ

ております。６分の５は定められていない、こういう状態なんですね。だから、定められていない

区域において網をかける。要するに住居系であるとか商業系であるとかというような、非常に法的

にどれだけの効力があるのかという問題はあるんですけれども、やっぱり網かけをして、市として

は、まちとしてはこういうところにはこういうものをしたいんやと。例えば、ここは自然を残した

いんだというようなものを、いわゆる特定用途制限地域ということで、条例もちゃんと制定をして

伊勢市はやっているんですね。こういうことが亀山市はできないのかどうか、その点についてお聞

きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

高士部長。
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○建設部長（高士和也君登壇）

先ほど議員申されました特定用途制限地域、これは白地地域において特定の建築物の用途を制限

する手法でございます。県内では、伊勢市さんが平成２４年に、明和町が平成２７年に定めており

ます。

伊勢市の当時の背景としては、遷宮を控え、都市のありようが大きく変わる可能性があったこと

や、明和町では用途地域を初めから定めていなかったなど、それぞれ市町の特徴や実情があったも

のと思われます。

亀山市においても、コンパクトシティ、町なか居住、空き地・空き家、にぎわいづくり等、さま

ざまな都市課題に対し、総合的な観点から亀山市の実情に合った手法や施策を今後も考えていきた

いというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

市長がぼやっとした感じの答弁をされると、部長も皆それがうつるのか、何か曖昧模糊のような

言い方をされます。ぜひこれは検討していただきたい。

伊勢市を参考にさせてもらいましたけれども、やっぱり都市計画区域でありながら、全く何の規

制もかかっていないという、都市計画区域というもの自体が意味をなしていないんではないかとい

うふうな意味もありますので、これはぜひやっていただきたい。

それからもう１点、市長は、最近の宅地開発で若い人がというようなこと、喜ばしいと言われま

したけれども、先日の議案質疑のときも、３,８００万円の増収があったというような、あれは固

定資産税やと思うんですけれども、ただ市長がいつも言われるのは入ばかりを言われるんですよ。

ところが、例えば川崎地区なんかではこういう宅地開発は物すごくふえていますよ、ミニ開発が。

どういうことが起こっているかというと、１つは水道の問題。圧が非常に少ない、それから管が

細い。だから、従来のあれでは賄えたんですけれども、これだけふえてくると水の出が悪くなった、

圧が落ちたというようなことを言われてくる。そうすると、水道としてはそれに応えるために、水

道管の太いものを入れ直さなきゃならない。また新たな投資ですよ。投資すれば、当然水道料金の

値上げにかかってくるわけです。そういう支出が生まれてくる。

これははっきりしていると思うんですが、若い世代というのは子育て世代ですよね。そうすると、

子供が生まれれば保育園、幼稚園というところが、いわゆるたくさん入所者が出てくる。小学校へ

行けば学童保育、それから場合によっては小学校の教室の増設もしなきゃならんという、こういう

行政の需要ですね。行政支出も同時にふえるんだということですね。だから、３,８００万円入っ

てくるだけで、出ていく金はなしなんだということではないんですよ。３,８００万円入ってくる

けれども、ひょっとしたらそれ以上に行政支出があるかもわからない。だから、そういうこともや

っぱり考えていく必要がある。

ただ、若い人が住むこと自体を私は否定するわけではないので、若い人が亀山市に住もうという

のは私は歓迎したいと思いますけれども、ただ、どこでもいいから住んでくださいよという話では、

やっぱりこれは都市計画としてはまずいだろうということですね。

それからもう１つは、椋川の問題については、やっぱり本当に流域全体を一度見直してください。
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今回のような程度の雨でなぜ避難準備情報が出るような事態が起こるのか。これは、ほかの議員も

言っていますよ。今回はまさか出ないやろうと。この程度の雨やったらというふうに思っているん

ですよ。ところが、それが出るんですよね。だから、本当に上流から下流まで、きちっと椋川につ

いてはどこにどういう負担があるのか、どう手を打ったらいいのか。この点は河川の改修だけでは

なくして、見直していただく必要があるんだと思います。これから人口減少社会に合わせてまちづ

くりをしていくわけですけれども、やっぱり市長、こういうことも含めて、一度椋川流域について

検討していただくということについてはいかがですか。上流から下流までの全域を一遍見直すとい

うことについての見解をお聞きしたいと思います。突然で申しわけない。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

いずれにいたしましても、椋川の河川自体の構造は、県のほうで今改修をしていただいておりま

す。もうしばらくかかると思いますが、従来の状況であれば、多分今回の雨でもかなり危ないとこ

ろであったのかなと思います。それはそれで進めていただくように今後も申し上げていくんですが、

椋川流域全体の土地利用とか、あるいは多分今おっしゃられるような下水道とか学校施設とか、さ

まざまな総合的な判断といいますか、これはまさに都市計画制度の運用であります。今の亀山市の

人口重心は、今の北町とか椋川のちょうど南側ぐらいに多分くるんだろうというふうに想定をして

おりますが、そういう意味で、土地利用のあり方、都市計画のあり方、これは椋川流域だけに限り

ませんが、しっかり整理をして適切な対応をしていきたいというふうに考えておるものであります。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

最後に、今、市長が言われましたように、本当にこの問題って単に防災というのか、災害をどう

防ぐかという問題だけではなしに、やっぱり亀山のまちづくりをどうするか、都市計画をどうする

かという、やっぱりここにかかってくるんですね。

その中の一つとして、集中的にこういう場所が起こり得るということをきょうは取り上げたんで

すけれども、やっぱりぜひ都市計画についてもしっかりと議論をしていただいて、亀山市はこうい

うまちをつくります、そのためにこういう規制をします、こういう誘導をしますというものをやっ

ぱり出していただくことを求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、午後１時まで休憩します。

（午前１１時４２分 休憩）

─────────────────────────────────────

（午後 １時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

１２時３３分、警報が解除となり、災害対策本部は廃止となりましたのでご報告します。
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次に、２番 西川憲行議員。

○２番（西川憲行君登壇）

ぽぷらの西川でございます。

理事者の皆様には、昨夜からお泊まりでお疲れと思いますけれども、よろしくお願いいたします。

私、本日は、亀山市の将来像についてということで、文化振興ビジョン、亀山市定員適正化計画、

そして亀山市の広報のあり方、国民宿舎関ロッジについての４点を上げさせていただきます。

この文化振興ビジョンについてですが、こちらのほうは亀山市の大きな政策の中で、やっぱり市

長のマニフェストにもありますように、市長が一番に押している政策ではないのかなあと思ってお

ります。

この文化振興ビジョンの中身を読んでみますと、非常にすばらしい内容であって、まさに目指す

姿、伝統の文化と創造の文化の調和・発展を目指したいいビジョンになっているんだろうなあと思

います。その中で少しずつ確認をしつつ、この文化のあり方と、それから亀山市の将来像、今亀山

市が目指す政策の姿などをきょうは質問していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。

国の方針でこの文化振興ビジョンもできてきたということで、文化とは、人間の自然とのかかわ

りや風土の中に生まれ、育ち、身につけていく立ち居振る舞いや、衣食住を初めとする暮らしや生

活様式、価値観など、人間と人間の生活にかかわる総体を意味するというふうに言われています。

また、亀山市には３つの基本方針があって、文化による創造と交流のまち、個性を生かした魅力

あふれるまち、次世代を育み創造するまちというものを目指しているというふうにここに書かれて

おります。

その中で、まずは文化振興ビジョンの目指すものというのは今言ったところにもあるわけですけ

れども、その中で特に力を入れていくものは何か、そしてこの文化政策の活用によって見えてくる

将来の亀山市のあり方とは何なのかについてお伺いしたいと思いますので、お願いします。

○議長（前田 稔君）

２番 西川憲行議員の質問に対する答弁を求めます。

広森文化振興局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

文化振興ビジョンでございますけれども、本市の文化振興の基本的な考え方や文化政策を実施す

るための施策をまとめ、効果的に推進するために策定しております。

大きな、重点的なというところでございますけれども、先ほど議員申されましたように、基本方

針がございまして、それに基づきまして、重視すべき施策を３つの文化の見える化プロジェクトと

して重点的に取り組んでおります。

まず、かめやま文化年プロジェクトでは、昨年第１回目となるかめやま文化年事業を行ったとこ

ろであり、順調にスタートをいたしました。

また、歴史的風致のまちづくりプロジェクトにつきましては、亀山市歴史的風致維持向上計画に

基づき、国の支援を受けながら着実に進めております。

最後に、未来に羽ばたく人づくりプロジェクトでは、亀山市歴史博物館における郷土学習や文化

会館におけるアウトリーチ活動など、充実した取り組みを行っているところでございます。
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○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

先ほど、文化の見える化プロジェクトということで、この文化振興ビジョンの進捗を図っておら

れるというところでございました。

先ほど言っていただいたように、文化年というのを去年はやられました。こちらについては、今

岡議員のほうも質問されておりましたように、やっぱり亀山市の特徴として、３年に１度の大きな

プロジェクトということでやられていると。

そして、歴史的風致のまちづくりプロジェクトということで、亀山市歴史的風致維持向上計画と

いうものがご答弁の中で出てきました。こちらのほうも読ませていただいたんですけれども、すご

い分厚い資料でありまして、こちらのほうもやっぱりたくさんいいことが書いてあります。特に私

が感銘を受けたというのは、次世代を担う人づくりと歴史・文化の振興を行っていくんだと。それ

が、歴史的風致維持の向上のための施策として位置づけられているんだというようなことも書かれ

ておりました。

歴史的風致維持向上計画、ちょっと言いにくいんですけれども、この難しい計画のほうにも、文

化振興ビジョンと同じようなことが書かれています。わかりにくいのが、ビジョンと計画という日

本語と英語みたいな感じでわかりづらいんですけれども、どちらが上位計画というわけではないん

でしょうけれども、どちらのほうが主体的に動かれて、どちら付随的なのかはわかりませんけれど

も、この歴史的風致維持向上計画との整合性、それと同じようにしてどのように進捗されているの

かという点についてお伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず、歴史的風致維持向上計画でございますが、平成２０年に施行されました地域における歴史

的風致の維持及び向上に関する法律に位置づけられるもので、本法律は、文部科学省、農林水産省、

国土交通省の３省が所管をしております。

亀山市歴史的風致維持向上計画では、平成２０年１２月に策定し、平成２１年１月に法律施行後

初めてとなる国の認定を受けました。市におきましては、これと前後して、東海道歴史文化回廊保

存・整備基本計画、また観光振興ビジョン、都市マスタープラン、文化振興ビジョン、景観計画な

どが本計画との整合性を図りながら策定されてきており、相互の連携により歴史まちづくりを推進

しているところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今、説明されたとおり、この計画の中身にはいろいろな省庁からの部分と、それから市の庁内に

おいてもいろいろな部署が所管をしているということで、これ多分、まさに全庁一丸の取り組みの

モデルなのかなあと、そんなふうに感じます。これ、資料を請求したときも、僕、まちなみ文化財

室が持ってきてくれるのかなあと思っていたら、この資料は建設のほうから届いたというような感
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じがありまして、全庁一丸となって続けていくということでは、やはり亀山市を代表する施策なの

ではないかなあと思っております。

次に、この中でこの施策を振興していく上で、現在の振興についても今ご説明いただきまして、

今現在、亀山市には文化財の指定がたくさんあって、この歴史的風致維持向上計画の中には、文化

財指定を受けているものに対しては、保存のため、あるいは維持のために補助金が出たり、またそ

の団体に対しても支援をしているというようなことが書かれております。

ただ、その中で、今、県の指定文化財が１１件、亀山市指定文化財が１２６件ということで、ま

たその中に無形文化財として１１件あるということですけれども、民俗文化財ということです。こ

の辺については、指定を受けていないところに対する補助とか支援というものについては、やっぱ

り自治会、保存会にお任せしている部分があるということが書いてあるんですけれども、その点に

ついて、どのようなことを亀山市はしていかなあかんのかということを私は聞いていきたいと思い

ます。今、現にやられていることについてお伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず、先ほど議員申されましたように、市の文化財等に指定した伝統芸能につきましては、用具

の修理等に対する補助金の交付であったり、伝承活動に対する謝礼金の交付などの支援を行ってお

り、保存団体の皆様にも積極的な伝承活動等を進めていただいているところでございます。

また、そういった以外でも、地域に受け継がれるべき郷土芸能や伝統行事につきましては、理解

の浸透と後継者の育成が大切であり、伝統行事等の広報活動を初め、小学校や公民館における講座

や講演会の開催など、子供や若者を含む市民が伝統文化に触れ、親しみ、学ぶ機会の充実に向け取

り組んでいるところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

多くの活動をしていただいていると。補助もしていますよということなんですけれども、この文

化振興ビジョンの伝統芸能の継承と活用という部分を見ますと、活動が消滅、衰退している郷土芸

能や伝統行事の発掘と復興のための取り組みの促進をしていくんだと。子供や若者が地域の伝統文

化を学ぶ機会の充実をというふうに書かれております。また、学校における文化・芸術鑑賞機会の

充実ということでは、子供たちが本物の文化・芸術にじかに触れることのできる機会の提供という

ふうなことも書かれております。

ちょっと教育委員会のほうにお聞きしたいんですけれども、学校教育ビジョンの中には第４章で

亀山の文化・歴史や芸術・芸能を生かした教育、地域の宝を生かす教育というものが書かれており

ます。具体的にどのような活動をされているのかについて確認したいと思いますので、お願いいた

します。

○議長（前田 稔君）

佐久間教育次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）
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学校教育ビジョンにおきまして、亀山市の文化・歴史や芸術・芸能を生かした教育を基本方針と

位置づけまして、他の関係部署との連携のもと、さまざまな施策、取り組みを行っております。

具体例を申し上げますと、まず亀山の文化や歴史を生かした学習といたしまして、各小・中学校

が地域の史跡や伝統文化について調べたり、地域の方を講師としてお迎えして指導を受けたりする

などの地域学習に取り組んでおります。そのほかにも歴史博物館と連携し、子供たちが博物館を訪

れて学習したり、博物館の歴史的な資料を教材ユニットとして学校に貸し出しを受けたり、歴史博

物館の職員に出前授業を行ってもらったりする取り組みも行っております。

さらに、地域資源を生かした子供の芸術・芸能活動といたしまして、先ほどおっしゃいました亀

山市小・中学校音楽会の開催や、亀山市文化会館と連携いたしまして、小・中学校へのアウトリー

チ活動という授業を行っております。これは、文化会館の事業で招かれますプロの音楽家による出

張コンサートを小・中学校のほうへ出向いて行うものでございまして、本年度は、アルパやピアノ

などのミニコンサートやすぐれた指導者による合唱指導などを行っているところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今、教育委員会のほうからもご説明いただいたとおり、まさに全庁を挙げて取り組んで、この文

化の継承というものについて、亀山市は一生懸命やっているんだということがわかりました。

ただ、今度は、歴史的風致維持向上計画のほうの問題点も書かれているんですよ。少子・高齢化

や若者の地区外への流出による後継者不足といった問題から、空き家・空き地化が進んでおる、貴

重な歴史建造物が失われつつあるとか、それから後継者不足ということもここに書き込まれており

ます。熟練者の高齢化・減少化が進んできている。これからやっていくのには、旅人による活動の

取り組み、積極的に交流を果たしていくことが極めて重要である。まさに、亀山市の抱えている問

題、空き家の問題もあります。それから、観光で来訪者を呼ばなきゃいけないという問題もありま

す。そして、少子・高齢化の問題があって、地域に根差した文化伝承を守っていくことがどのよう

に大切なのかということが、この文化振興ビジョンと歴史的風致維持向上計画からはわかるんです。

ただ、これを現実にやっているのは、今も言われたように、小学校の教育であったり、保存会に

対する補助であったりということで、もう一歩前に進んだところというのがなかなか見えてこない。

特に文化振興ビジョンの最初のところで、文化力で地域をつくるということが書かれています。市

民力、地域力、そして文化力という言葉を使われております。まさに、市長がよく言われる市民力

で地域力を上げていくんだと。その根底には文化を持ってきているんだということがここではよく

わかります。

そこで、市長にお伺いしたいんですけれども、今現在全市的に取り組まれている中で、やっぱり

問題点が出てきています。後継者不足であったり、空き家の問題であったりとか、それから建物に

対してお金のかかる部分というものも出てきていると思います。これから市長はどのような文化を

目指していくのか。そして、今の問題点を文化の力でもってある程度解決していこうというビジョ

ンがここに書かれているんですけれども、具体的な政策として、私は保存会とか自治会にお任せす

るだけではなく、もっと市が積極的に関与していって、小学校区にある文化はその小学校だけでは

なくて、違う小学校の子たち、あるいは自治会の中にある文化を違う自治会の子たちに広めたり、
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若者が参加できる機会の創出なんかも必要ではないかと。地域にあるからこそ地域に任せるのでは

なくて、亀山市にある文化を包括して亀山市がバックアップしていくんだというようなお気持ちが

あるのかないのか、お伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

西川議員のご質問にお答えをいたします。

まさに、今ご指摘のようなことが大変重要だという認識を持って取り組んでいかなくてはならな

いというふうに思います。

少し触れていただいた、例えばこのまちにあるさまざまな歴史とか、あるいは伝統とか、暮らし

の中の生活文化であったり、食文化であったり、こういうものは本当になかなかわかりにくい、あ

るいは実感しにくい。こういうことを本当にしっかり再発見・再認識して、これを磨き上げていく。

また、それを次の世代へしっかり伝えていく。このことがまちの輝きとか持続的な発展にとっては

大変重要であろうというふうに考えておるものでございます。

まちをよくしようと思えば、やっぱり地域の文化力を高めなくてはならない。そのことは、本当

にそのように思って今現在取り組みを進めておるところでございますし、なかなか見えにくいから

こそ、この文化振興ビジョンで３つの見える化プロジェクトということで、歴史的風致維持向上や

文化年の事業を組み込みながら展開しておるところでございます。

なかなかこれは課題もございますし、難しい問題であろうと思いますが、今少し触れていただい

た、例えば関宿のお祭り等々、本当に次の世代へ伝えていくようなことを、保存会はもちろんであ

りますが、地域を挙げてこれを理解し、支えていくと。このことは、ご指摘のように大事な視点で

あろうというふうに思うところであります。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

市長も大事だという認識は当然この文化ビジョンをつくられたのであるということで確認いたし

ました。

私は、この中でやっぱり今保存会や自治会に負担を任せている部分をできる限り市がバックアッ

プしてあげて、より一層の力を入れていただきたいというお願いと、それから文化振興ビジョンに

もありますように、亀山市文化振興条例の制定を目指すとか、具体的な政策もありますので、やは

りもう１歩も２歩も前に進めていきながら、住民の方だけに頼るのではなく、住民の方々の自主性

をより一層引き上げるような政策をしていただきたい。それは、やっぱり市民協働参画とかいった

ところと市の目指すところと、市民がこれを残していきたいという思いと似たようなところに入っ

てくるのかなあと感じておりますので、よろしくお願いいたします。

そこから、こうやって言うと、また市職員の仕事量もふえるんじゃないかというところで、私は

市の定員適正化計画についてのご質問を次に用意させていただいているわけですけれども、今、国

は地方創生を掲げて、自治体の独自性のある政策、それから国の仕事を自治体にお任せするという

か、委託する形で地方自治を進めているということであります。
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今回、この定員適正化計画というのは、２２年度から２６年度まで１つ出てまいりました。そし

て、２７年４月から新しい適正化計画がスタートしております。２２年から２６年の適正化計画の

中身といいますか、目的は、確実に職員の定数削減を目指した計画であります。段階的に職員の数

を減らしていくのが第１次の計画。第２次の計画で私が思うのは、今も言いましたように、仕事量

はふえていくんじゃないのかなあと。適正化計画の中にも、多様化する行政需要に対応するため、

今後ますます業務量が増加することが見込まれますと書かれています。にもかかわらず、この計画

は、２７年度から５年間にわたって定員を一律に保つというための計画が書かれています。これ、

私考えるに、仕事量がふえていくとわかっているにもかかわらず、定員は変わらない。これはどう

いうことなのかなあと。この辺について、仕事量と職員が本当に今の数で適正だとお考えなのか。

今後の仕事量の傾向を見た上で、この適正化計画は妥当なのかということに疑問を感じましたので、

お伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

議員申されますように、本市の仕事量につきましては、地方分権の推進で継続的な推進による権

限移譲に伴う業務の増加でありますとか、先ほどご指摘いただきました地方創生による人口減少を

克服する総合戦略への取り組み、こういったことによりまして、仕事量というのはますます増加す

るものと認識しているところでございます。

このような中で、昨年度策定いたしました第３次の定員適正化計画は、中・長期的な視点に立ち、

今後の業務量の増加を踏まえた上で、まずは職員をふやすのではなくて、計画にお示しした最適な

定員配置、人材育成の充実、組織機構の見直しなど、こうしたことに取り組むことで、現状の職員

数を維持し、効果的・効率的な行政運営を目指すことといたしているところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

私の出した資料をちょっと見ていただけますでしょうか。

こちらのほうは、定員適正化計画から抜粋させていただいた数値でございます。定員適正化計画

に書かれている数字というのは何種類かありまして、医療部門を抜いた数字、教育、消防を抜いた

数字とかいろいろあるんですけれども、こちらは会計部門に限って、一般行政部門と教育部門、消

防部門、それのトータルである普通会計という意味での４５６名という数字で比較されていた表か

ら抜粋したものです。

比較対象となっている真ん中の数字は、指標と実数があるんですが、指標というのは、人口、面

積でその市の妥当な職員数はこれぐらいという数字で出したものです。４５５というのは、類似団

体との比較の実数であります。右側は、それの差を書いております。

これを見ると、普通会計分４５６人に対して、比較の指標では４６１人ですのでマイナス５人、

他の団体と比較すると４５５ですので、１人多いんだというふうになっている。でも、下を見てく

ださい。一般行政部門３０２人、教育７５、消防７９となっております。消防については、比較対

象の類似団体は３９ですので、４０名多いんですよね。一般行政部門については３０２人ですけれ
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ども、他団体との比較で３４１、指標でも３１７になっていますので、１５人少ない。あるいは３

９人少ないという、これは定員適正化計画に載っている数字ですので、市役所の理事者も当然ご承

知の数字だと思います。

これを見る限り、やっぱり一般行政部門、いわゆる事務職の方の数が他団体と比べて３９人、指

標で出しても１５人少ないと私は見ましたけれども、この表についていかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

今回、第３次の定員適正化計画でお示しをしております定員回帰指標、これ、議員が申された総

務省からの指標でございます。それと、類似団体の実数ということで、亀山市と同程度の自治体と

いうか、５万人規模の自治体の職員数ということで比較をいたしたものでございまして、この数字

というものは、一つの自治体の職員数をはかる上では適切な数字であるというふうな認識は持って

いるところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今、山本部長が言われたように、この表で見て適切な指標だというふうに言われたということは、

一般行政部門のマイナス３９人、あるいは指標だけ見てマイナス１５人少ない今の現実で、１５人

も少ない中で、１５人って３００人のうちの１５人ですから、５％ぐらい変わってくるわけですよ

ね。そうなると、やっぱり今言われたように、今後仕事量が増加していく中、職員の人材育成とか、

効率的な運用とか言われましたけれども、それだけで、今現にカバーしているだけで手いっぱいじ

ゃないのかなあと。やっぱりこれは、適正な数字、適正な比較対象をした上で見ているんであれば、

今後ふえていくのに対して、やっぱりある程度増加していくという部分を考えなあかんのかなあと

私は思うんですよ。

この間、私が議案質疑したときに上田部長は、市税が１４６億円あったときと比べて今は１０９

億円だから、そのときに膨らませた業務量を縮小し切れていないところが亀山市の歳出の問題点の

一つだというふうに答弁されたと思うんです。

そうすると、やっぱりこれも、今度は逆に予算がふえていた時期と予算が今減っている時期にお

いては、当然人員は減少させなきゃいけないと。この辺の矛盾点もあると思うんです。だけれども、

現実には仕事がふえているわけですから、たとえ予算が足りようが足らまいが、やっぱり仕事はし

てもらわなあかん。それで、仕事をするために当たっては、ある程度の人員を確保しないと職員に

は余裕が出てこない。そうなると、何が起こるかというと、ミスが起こったり、何らかのトラブル

が発生したりということになりかねないと思うんですよね。

先ほど文化のところで出ていましたね。クオリティー・オブ・ライフ、暮らしの質の向上という

意味で市長が目指しておる一つだと思うんです。市民の暮らしの質の向上を市長は目指していらっ

しゃるけど、職員の暮らしの質の向上というものをどのように考えてみえるのかなあと。やっぱり

職員とはいえ、市民であったり、また逆に言えば、市長の手足となって市民のために働いてくださ

る戦力ですので、特に私が思うのは、評価シートなんかを見ていますと、総事業費の中には職員の
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人件費も含まれています。ということは、やっぱり職員の働き方、職員一人一人のパフォーマンス

の向上性というものは、どうしたって総事業費の中に含まれる以上は、亀山市全体の予算の中にお

いても重要な部分を占めてくる、そういうふうに思いますので、やっぱりこの定員適正化計画をも

っと見直すべきじゃないのかなあ。

それから、ここには非常勤職員のことが数としては上がっておりません。ただ、正規職員をふや

さないから非常勤職員をどんどんふやしていくというのでは本末転倒になると思います。やっぱり

妥当な数字を出していただいて、また非常勤職員においても効率的な雇い方というか、働き方とい

うものに対してはどのようにお考えなのか。市長、お願いいたします。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

まずは、職員のクオリティー・オブ・ライフについての配慮はいかがかということでございまし

たが、今、議員ご指摘のように、本当に市民の満足度を上げるためにも、これはやっぱり全庁職員

が本当にやりがいと生きがいを持って頑張っていただいておるわけでありますが、当然公私にわた

るワーク・ライフ・バランスでありますとか、クオリティー・オブ・ライフについては、当然最大

限の配慮を今後もさせていただく必要があろうと思っております。

行政経営の、これは企業経営もそうでありますが、人、物、金というか、このバランスが大変重

要でありますので、いつも予算、財源の話になってしまいます。なぜこれができないのかできるの

か。これは予算だけの話ではなくて、やはり今ご指摘のように、マンパワー、体制の問題があり、

そして事業の中身があり、このバランスを適正に組み上げていくことがやはり経営であろうという

ふうに考えておりまして、そこのところは市長の責務としてしっかり全うさせていただきたいと思

います。

その意味で、人員の適正化につきまして、さまざまご提案をいただいておりますが、今後におき

ましても適正に管理をし、運用していく必要があろうと思っておりますし、非常勤職員につきまし

ても、今までも所属長からのヒアリング等、こういうものを通じまして毎年実施をいたしておりま

すが、必要な部署に適正に配置をしてまいったわけですが、今後も引き続いて適正配置に取り組ん

でまいりたいと思います。

また、非常勤職員の賃金とか、あるいは休暇制度等待遇面での見直しも実施をして、非常勤職員

が働きやすい職場環境に向けても、これは正規の職員はもちろんでありますが、あわせて考えてい

く必要があるというふうに捉えさせていただいております。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

前向きに考えていっていただくとご答弁いただきましたけれども、やっぱり大事なのは、どれだ

けの仕事を亀山市が全体としてこなしていくかだと。

そして、市長が、スピード、コミュニケーションと言われるように、職員間での余裕がなくなっ

てくるとスピード感もなくなってくるだろうし、職員同士でコミュニケーションをとり合う時間も

ない。残業で毎日帰るのが９時、１０時になってきたら、本当に生活の質の向上なんてあり得ない
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と私は思います。

市長が言われるように、経営者としても市長の責務があるということですので、ただ予算がない

から定員をふやすことができないではなくて、本当に適正な数というものを見きわめていただいて、

今後、亀山市の職員の数、それから職員の働き方、そういうものも考えていっていただきたいなあ

というふうに思います。

そういう意味では、次、亀山市の広報のあり方についてというところなんですけれども、亀山市

の広報という意味で、広報紙という冊子だけの話ではなくて、全体の広報という意味で私聞かせて

いただくんですけれども、その中の一つが広報紙です。ホームページの閲覧とか、それから今はフ

ェイスブックもされているということでございます。

市の広報については、どれぐらいの配付数なのか。それから、配付先によっては何か郵送してい

るということも聞いておりますので、その点、配付数、それから郵送数などを教えていただきたい

なあと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、広報「かめやま」の配付部数でございますが、１万６,６６６部でございます。それと、

郵送による配付数といたしましては８８７部ということで、合計いたしまして１万７,５５３部を

配付させていただいておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今、１万７,５５３部の広報の配付を行っていると。郵送が８８７であると。１万６,６６６につ

いては、自治会を通しての配付ということで確認をいたしました。

そうすると、郵送の８８７、どこへ郵送されているのか知らないですけれども、これは市外・市

内もあると思うんですけれども、この郵送の配付先、それから具体的に言いますと、封筒の中に入

れていると思うんですけど、そのやり方についてお願いします。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、広報の郵送の配付先につきましては、市議会だよりや外国語版広報紙「亀山ニュース」の

発行時にこれを含めて郵送を行っているところでございます。送付先といたしましては、多くの市

民の方の利用が見込めますスーパーマーケットでありますとか、コンビニエンスストア、また集合

住宅などの所有者や管理会社に送っているところでございます。

それと、送付方法でございますが、広報秘書室の職員２人でおよそ半日を費やして封入等の作業

を行っているというのが現状でございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）
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スーパー、コンビニ、集合住宅などに郵送しているということで、これは、自治会に入っていな

い方々に対してのケアの部分もあるんだろうというふうに理解しております。

この広報紙そのものは、市民の皆さんに対する連絡であったりとか、市からのお知らせというも

のが主体を占めるとは思うんですけれども、やっぱり亀山市全体のＰＲの意味合いもあるので、い

ろんなところに送られて、見ていただくということも大事だと思います。

問題なのは、先ほど言われました職員２人による封筒入れをしているということで、先ほども定

員適正化計画のところでも言いましたけど、適正な人員の配置であったりとか、仕事の中身の問題

もやっぱりこれからは問われていくんだろうと。細かいことなのかもしれないですけれども、郵送

するために封筒に入れるお仕事が市の職員の妥当なというか、正当なといいますか、給与に見合っ

たといいますか、本当にやっていただきたい仕事なのかなあと。市の職員の方を雇って働いていた

だくということは、市民サービスの、これも市民サービスの一環ではありますけれども、市の職員

がやらなければならない市民サービスの一環ではないと思います。アウトソーシング、外部発注し

て印刷をお願いする、郵送も一緒にお願いするというやり方もあると思う。まさに、こういうとこ

ろを１点１点見直していただくことが行革であったりとか、また人員の適正配置、あるいは先ほど

も言われましたように、効率的な運用につながるのではないかと思います。その点について聞くと

ちょっと時間がないので、まとめて聞きます。

それで、次にホームページですけど、どのような閲覧の工夫をされているのか。フェイスブック

も含めて、今度はインターネット、電子媒体における広報のあり方の工夫というものについてお伺

いしたいので、答弁をお願いします。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、封入作業につきまして、アウトソーシング、いわゆる業務委託等ができないのかというご

指摘でございます。

先ほども答弁申し上げましたとおり、月によっては広報「かめやま」とかめやま市議会だより、

亀山ニュースの３紙の封入を行っているところでございまして、全てが同じ発送先ではないという

ところもございます。

しかしながら、これらを調整しながら、封入作業を含めた郵送、宅配も含め、サービスの比較・

検討を行いまして、委託に向けた検討を行っていきたいというふうに考えております。

それともう１点、今度はホームページでございます。ホームページにつきましては、市制１０周

年でリニューアルをさせていただきましたが、これに対してどのような工夫を行っているかという

お尋ねでございます。

ホームページは、スマートフォンなどの携帯端末の閲覧に対応できるようになったことから、外

出先などといった場所にとらわれることなく閲覧いただけるようになりました。これによりホーム

ページの閲覧者数は、リニューアル前の４万５,０００件から先月には５万５,０００件ということ

で、リニューアルを通じまして１万件ほどアクセスがふえたところでございます。

しかしながら、より多くの方に閲覧いただくためには、掲載記事内容などが重要であると認識し

ております。そのことから、ホームページのリニューアルに合わせ、ユーチューブを活用した動画
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配信を初め、視覚的に市の魅力を発信するとともに、アンケート機能をつけ、閲覧者からいただい

た意見をページ更新に反映させるなど、ホームページの魅力更新に努めているところでございます。

続きまして、フェイスブックでございますが、亀山市公式フェイスブックは、市として初めて市

民等との双方向情報発信ツール、双方向で意見がとり合えるという初めてのツールとして開設をい

たしたところでございます。これ平成２５年６月でございます。本市の魅力や行政情報を発信する

シティープロモーションの機能とともに、市民が市の施策等についても意見を投稿できる場となる

よう取り組んでいるところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今ご説明いただいたように、やっぱり亀山市の広報として、ホームページ、それからフェイスブ

ックにいろいろ取り組んでみえます。

でも、今、さっき後ろで聞こえたように、フェイスブック、そんなんあるのという声が議員の中

からも聞こえるぐらい、まだ浸透が図られていないのではないかなあと私は感じています。

このフェイスブックの人気度というか、閲覧のあれをはかるのに、「いいね」の数というのがあ

るのは皆さんご存じだと思うんですけれども、これずうっと見ていますと、私がざあっと見ただけ

なんでこれが正確な数字とは言いません。最高が９５人だったんですよ。大体３０とか１５とか、

５０を超えたというのは本当に限られたところしかなかったんですわ。

やっぱり何でこれがこんな数字なのかなあというのを考えますと、まず１つ、先ほど言われまし

たように、ホームページのリニューアルをしたりということですけど、やっぱりこれはリアルタイ

ム性とか、そういうのが必要だと思うんですよ。その中でホームページを見ていても、市長のペー

ジとかはほとんど変わらないですね。変わっていくのは今月のお知らせとか、そういうところだけ

なんですけれども、そういう意味ではやっぱりもっと変更されるところを工夫しないと、１回見に

来ても、１カ月後に見て来ても変わっていないと次は来ないよという感じになっちゃうので、１週

間に１度、毎日変えていっていただきたいなあと思います。そういうところをもっと工夫していた

だいたらどうかなあというのがまず１点。

それから、フェイスブックについては、先ほど「いいね」がないねという話だったんですけれど

も、市の職員の数もいっていないんですよね。やっぱり市の職員が無関心なのかなあというのが非

常に気になるところです。市の職員全員が「いいね」を押せば、先ほども出ましたけど、４５０人

ぐらいはすっと押せるわけですから、やっぱりその辺も必要なんじゃないのかなあと。

それで、ついでに言えば、その人たちが今度はそれをシェアするということで拡散していただく

努力をしていただければ、より一層広報の媒体が広がって多くの人に見ていただけると。

そして、一番大事なところは、最初に部長が言われましたね。双方向でやるところに意味がある

んだと。ということは、フェイスブックで発信したものに対して、フェイスブックで市民の意見、

ないし何らかの回答、アクションが帰ってくるというところが大事なんだと私も思います。という

ことは、やっぱりそれだけ拡散していく必要性があると思うんですけれども、その点について、お

考えをお聞かせください。

○議長（前田 稔君）
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山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、ホームページに対するご提案でございましたが、まさにそのとおりでございまして、リア

ルタイムに情報を送っていくということが最大の優位性だと思っております。

その中で市としては、市のよさ、市をＰＲする。これは若者の定住、そういったものにもつなが

りますことから、シティープロモーション、こういったものを重視するような形で、今後ホームペ

ージについては取り組んでいきたいというふうに考えております。

それと、フェイスブックでございますが、いい記事が出ると「いいね」というのを押していただ

けるということで、最近ここ数カ月、その「いいね」の数が減っておるというご指摘でございまし

た。お木曳きでありますとか、ＮＨＫののど自慢、これをフェイスブックに掲載させていただいた

ときは１００を超える「いいね」をいただいておりまして、やはりフェイスブックに載せる記事、

内容によって皆さんの関心が違ってくるんだなあと強く思っておるところでございます。

その中で、双方向の意見交換につきましては、きのうもありましたが、若者の意見、こういった

ものをしっかり聞かせていただく場としてもこのフェイスブックというのは有用なものと考えてお

りまして、今後そういった施策も考えていきたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

確かに前向きに考えていただいて、シティープロモーションですか、亀山市を売り込んでいく、

それがやっぱり亀山市に移り住もうかなあという人をふやす、あるいは企業誘致にもつながると私

も思います。

この中で、もう１点市長にお伺いしたいんですけど、フェイスブックの記事とかを見ていて、あ

るいはホームページを見ていても、市長ページって余り更新されていない。フェイスブックに至っ

ては、市長が発信した記事というのはほとんどないと思うんですよね。市長のところへ表敬訪問に

来ましたという記事は秘書室あたりから出ているんですよ。

ということは、やっぱり市民との双方向ができるせっかくのツールでありますので、市長みずか

らが市民に発信するいいチャンスではないのかなあと思うんですけれども、ここに余り書かれない

のは、市長は興味がないのかなあというふうにもちょっと勘ぐってしまうんですけれども、市民と

の対話を重視される市長が興味がないということはないと思いますので、市長の見解をお聞きした

いと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

情報発信の重要性は承知をいたしておるところでございます。

市の公式ホームページに政治家としての市長の非常にタイムリーな情報を載せていくことがいい

のか悪いのか、ずうっと悩みながら今日に至っておるところであります。しっかりまた見きわめて

対応させていただきたいというふうに考えておりますが、ただ総論として、市長の今のページにつ

きましても、非常に記録として提供していこう、アカウンタビリティーとしてということを重視し
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ておりまして、なかなかおっしゃるようなタイムリーなものを発信していないというのはご指摘の

とおりでございますので、その点は今後の課題とさせていただきたいと考えるものであります。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

課題と考えるというよりも、これは市長がやろうと思えばすぐできることで、予算がついてくる

わけでもないし、庁議にかける必要もないことですので、ぜひやっていただきたい。

きょうの一般質問では西川議員にこんなことを言われたとちょっとぼやくぐらいでもいいと思う

んですよ。でも、それを市民の人が見て、どんなことを言われてこういうぼやきの声が出たんだろ

うということが、市議会の本会議で何をやっておるんだろうという興味につながったり、市議会の

中で市の予算はどうなんだとかいうところにまでつながっていくとは、そこまで行くとは思いませ

んけれども、でもそういう話題を市長が提供していくことは大事なのではないのかなあと私は思い

ます。

例に出していいのかどうかわかりませんけど、例えば三重県知事なんか毎日のようにフェイスブ

ックにアップして、知事本人が書いているかどうかは知りませんけれども、でも知事の名前でフェ

イスブックを上げることによって、多くの人がそこに「いいね」を押して、僕も見ているよという

アピールをしているということは、やっぱり今政治離れと言われていても、政治に興味がないので

はなくて、きのうの今岡議員の話ではないですけれども、若者を集めるために、おもしろさとか、

おしゃれさとかいうものが必要なんだということを言われておりました。やっぱり若い人の感性は

若い人の感性ではあると思いますけれども、そんな中に市長もやっぱり努力をしていただく、ある

いは協力をしていただく、市のＰＲに市長みずからが先頭を切ってやっていただくという姿勢を見

せていただくのが大事なのではないかと私は思いますので、課題として検討するではなく、ぜひ前

向きにやっていくという思いでやっていただきたいとお願いしておきます。

最後に、国民宿舎関ロッジについてという質問を残しております。こちらについては、関ロッジ

の第２回目の検討委員会のほうが行われたと聞いております。

それについて、今の段階でどこまでお話しできるのかわかりませんけれども、この前全協でお話

しいただいた以上のことが聞けるのかわかりませんけれども、やっぱりこちらもリアルタイムでス

ピード感を持ってお伺いしたいということで質問に上げさせていただきました。今の段階で関ロッ

ジがどのようになっていくのか、市民の関心も高いところでありますので、ご説明いただきたいと

思います。

○議長（前田 稔君）

坂口関支所長。

○関支所長（坂口一郎君登壇）

国民宿舎関ロッジの在り方検討委員会につきましては、現在休館中の国民宿舎関ロッジにつきま

して、状況が変化する中、今後のあり方を改めて決定するに当たりまして、有識者や市民代表など

の外部委員の方々による幅広い見地にてご検討いただくため、設置をさせていただいているもので

ございまして、去る８月１０日に第１回会議が開催されました。

第１回会議では、１０名の各委員から関ロッジの今後のあり方について自由闊達な意見交換が行
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われました。そして、一昨日、９月７日に第２回会議を開催いただき、第１回会議で出された意見

も踏まえ、今後のあり方についてさらにご議論いただいたところでございます。

検討委員会としましては、次回９月１８日に第３回会議が開催され、検討委員会としての意見の

取りまとめを行うことを目標に進めていただいているところでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

検討委員会ではまだ結論には至っていないけれども、９月１８日には結論を出す、取りまとめる

方向であるということですね。ぜひ出していただいて、しっかりとした今後の方向性を早く決めて

いただきたいと思います。

もう１点、庁内の中でもワークショップが開催されていると思うんですけど、こちらについての

報告は一度も聞いたことがないんですけも、庁内においては坂口支所長がリーダーとなって話し合

いをされていると思います。その点についてはどのような話し合いがなされているのか、お願いし

ます。

○議長（前田 稔君）

坂口関支所長。

○関支所長（坂口一郎君登壇）

このたびの国民宿舎関ロッジのあり方の検討に当たりましては、外部委員により組織する在り方

検討委員会とともに、庁内職員により組織するあり方検討の調査・研究グループを設置して検討を

行っているところでございます。

この調査・研究グループは、私関支所長と庁内関係室長９名の１０名で組織しておりまして、内

容としましては、関ロッジの現状と課題の整理、あるいは施設運営についての幅広い視点での可能

性の検討、また在り方検討委員会に提出する資料の作成、さらにあり方の方向についての検討など

を行っているところでございまして、これまでに４回会議を開催しているところでございます。

○議長（前田 稔君）

２番 西川憲行議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 １時５０分 休憩）

─────────────────────────────────────

（午後 ２時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、５番 尾崎邦洋議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

それでは、粛々と進めてまいりたいと思います。

まず、今回は主要事業の評価シートについてと全国学力・学習状況調査についての２件について

行いたいと思います。

まず、順序をちょっと逆にさせていただきまして、学力テストのほうを先にやらせていただきた
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いと思います。

昨年の９月議会でも全国学力テストについての質問をさせていただいております。今回も同様の

質問をさせていただくこととします。

本年８月２６日の新聞に、４月１日に行われました全国学力テストの三重県の結果が出ておりま

した。その中には、中学の理科を除く全てで全国の平均正答率との差が縮まったものの、４年連続

で全教科の平均正答率が全国平均を下回ったと新聞に記載されておりました。また、９月４日の新

聞には、お隣の鈴鹿市が全国学力テストの結果を公表しておりました。平均正答率は小・中学校と

もに全教科で全国や三重県の平均を下回ったというようなことが記事に載っておりました。そして

また、直近では９月５日に津市の全国学力テストの結果がまた新聞に出ておりました。

昨年も聞きましたんですけれども、亀山市の今回の結果についての質問に入りますが、全国学力

テストの亀山市の結果について、どのように受け取られたのか教えてください。お願いします。

○議長（前田 稔君）

５番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

４月２１日に実施されました平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果が８月２５日に公表さ

れました。調査結果における全国の傾向といたしまして、議員おっしゃられましたように、昨年度

よりもさらに平均正答率の差が縮まり、文部科学省は学力の底上げが図られているというふうに捉

えております。

亀山市の調査結果は、全国の平均正答率との比較において、昨年度よりも平均正答率の差が小学

校では全教科において縮まりました。中学校でも一部の教科でその差が縮まるなど、全国と同様の

結果というふうに捉えさせていただいております。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

昨年の結果よりはよくなったというふうにお聞きしました。

それでは、次の要旨２の結果から見た課題と問題点についてと要旨３の今後の取り組みについて

を一緒にやらせていただきたいと思います。

本年度の結果が出たばかりで課題や問題点についての細かな分析はできていないと思いますが、

昨年に伺いました課題と問題点、５つほど上げていただいております。その５つは、小・中学校と

も基礎的な知識の定着を確かにしながら活用力を高める指導方法の改善、２番目として、経験年数

の浅い教職員が多い、３つ目で、学校図書館の業務を担当する学校司書が少ない、４番目に、ゲー

ム・携帯電話・スマホ等にたくさんの時間を使っている、５番目に、学校の授業時間以外の学習時

間が短い子供が比較的多いなどということが前回の昨年度で伺いました課題と問題点だったと思い

ます。

また、その課題の改善に向けて強化していく点ということで、授業改善に取り組む、２つ目に読

書指導の充実、３つ目に総合的な学習時間のカリキュラムを精選し見直すとありました。

また、それに対する具体的な方策ということで４つの点を上げておられます。その内容は、キャ
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リア教育のより一層の充実を図る方策、２番目として、厳しい家庭環境の中で生活している子供た

ちへの支援の方策、３点目が、地域と学校とが目指したい子供の姿を共有し、連携した取り組みを

進め、特にコミュニティスクールという形態をとって進めたい、４点目として、家庭・地域への情

報発信や啓発を積極的に行い、学力向上も含め、子供たちの生きる力のための取り組みを推進して

いくというような点を上げられております。こういったことを踏まえながら、細かいことは分析が

できていないと思いますけど、前回こういった点を上げられたことを踏まえまして、今後について

の取り組みについて再度お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

本年度の調査結果につきましては、現在のところ詳細な分析を進めているところでございますの

で、現時点でお答えできる範囲でご説明をさせていただきたいと思います。少しお時間を頂戴いた

します。

本市の課題といたしまして、国語では、文章を書く力や自分の考えを具体的に表現する力に課題

があるということ。それから、算数・数学では、基礎的な計算は比較的できるものの、根拠を論理

的に考えて説明する力に課題があるということ。また、今回は理科が実施されましたけれども、理

科では、実験・観察の結果を踏まえた考察や説明の部分を苦手としているということなどが上げら

れます。全体を通じまして全国の傾向と同様かと思われますけれども、知識の活用力や記述問題に

課題があるというふうにして捉えさせていただいております。

それから、いわゆるテストと並行して学習状況調査がございますが、その結果からはっきりと出

てきたこともありますので、そのことについてお伝えさせていただきたいと思います。

今回の学習状況調査の結果から、授業の初めに目当て・狙い、つまり目標ですが、示されていた

か、それから授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたかのこの２つの項目につきま

して、「当てはまる」と答えた児童・生徒が昨年と比較して大幅に増加いたしました。これは、ま

た後ほどの件とも関係してくるわけですけれども、昨年の１１月に亀山市の学力向上推進計画を立

てさせていただいた中で、授業改善の一つに、目標を最初に示し、授業の最後に振り返る、そうい

う授業を徹底してやっていこうではないかと計画の中に打ち出したわけですけれども、その件につ

きまして、特に教職員を集めまして指導・講習もやらせていただきまして、その結果が明らかに今

回の学習状況調査の結果にあらわれているんだなということ感じさせていただいております。また、

こういう授業のやり方につきまして、亀山版の学習スタイルをもとにした授業改善が、このほかに

もいろいろと定着しつつあるのではないかなと感じさせていただいております。

また、顕著でございましたテレビの視聴時間や携帯・スマホの利用時間も減少しておりまして、

学校・家庭・地域が連携した取り組みの成果のあらわれが少しずつ出始めているのではないかなと

いうふうに、昨年度の結果から比較して、そういったところが特に顕著に改善をされつつあるかな

というふうにして考えております。

昨年度いろいろと課題として申し上げました点なんですけれども、まず学力向上推進計画をもと

にいたしまして、亀山版の、先ほど申し上げました学習スタイルというもの、それから算数・数学、

それから国語の学習の手引というものを作成させていただきました。それをもとに亀山市の小・中
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学校を挙げて、こういったことをもとに今現在授業改善に取り組んでもらっているわけですけれど

も、そういった対応が少しずつよい形であらわれてきているのではないかなというふうに感じさせ

ていただいております。

読書につきましても、今年度から各中学校に学校司書という形で、今まで図書館に配属されてお

りました職員を教育研究室の所属とさせていただきまして、各中学校に配置をさせていただきまし

たけれども、それも一つ昨年度と変わっていることで、これは今すぐに結果がどういう形であらわ

れるかということは難しいかと思いますけれども、これも変更させていただいた点です。

それから、やはり家庭の教育力の向上ということで、先ほどの子供たちの生活の実態から照らし

合わせまして、ゲームやスマートフォンを使用する時間帯が非常に多いということでありましたけ

れども、これはやはり家族や本人の自覚ということが必要でありますけれども、例えばある中学校

では、生徒会とＰＴＡと協力しまして、自分たち自身で家庭生活でそういったものを使う時間を減

らしていこうということで、実際にそういった結果が出てきつつあるということも感じさせていた

だいております。

それから、若手教員の指導ということで、やはり現実的に教員の配置から見まして若手の教員が

多いところがあるわけですけれども、そのあたりは教育研究室を中心にいたしまして、若手教職員

の指導ということでたくさん研修会・講習会等も持たせていただき、その力を高めていく、あるい

は学校の組織として若手教員の指導に当たっていくといった対応もとらせていただいております。

まだまだこれからというところではございますけれども、全体的に、各学校を訪問いたしまして

も、そういったことに向けて上向きといいますか、そういった状況にあるように感じさせていただ

いております。また、引き続きこういった実践を深めていきたく、このように考えております。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

昨年にお聞きした強化して取り組んでいきたいという点のまず１つ目に上げられていたのが、先

ほどお話もありましたように、１時間の授業の中で見通しと振り返り活動ということで、何を学ぶ

のか、また学んだ結果について生徒自身が考えて判断するといったようなことを中心に進めていた

だいたということと、学校司書を各中学校に配置していただくようになったというような点。

昨年聞いたのは家庭でのことなんですけれども、全国平均よりも１０％、亀山市の中学生とかそ

の辺のテレビを見る時間とか、休日の時間というのもそうなんですけれども、多い人は平日の１日

にビデオやテレビを見ている時間が４時間以上というのが２１％いたということで、３時間以上の

２０％を含めると、約四十何％の方がテレビやそういう時間に費やしていると。また、ゲームをし

ている時間はテレビとは関係ないとすると、１日に４時間以上が１７％、３時間以上が１４％とい

う数字が出ております。やっぱり学校だけの問題ではなくて、家庭でのこういった学力向上のため

のことも大事だと思います。

最後にお聞きしたいんですけれども、この全国学力テストの結果がよくなることはいいと思うん

ですけれども、この学力の平均正答率を上げるために、中学校３年生や小学校６年生になった新学

期の４月になっても新しい教育を行わずに、学力テストが終わるまでは前年度の復習をやって、新

しい教科書を使わずに、学力テストに向けての授業をやっているところがあると聞きます。確かに
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そういうところは学力テストは上がったんですけれども、決して学力テストだけが全てやないと思

いますので、私個人の意見としてはこういうようなことはやってほしくないと。通常の仕事でやっ

ていただきたいというふうに感じております。

また、この学力テストの結果を公立高校の入試の内申点をつけるときの基準に、学校ごとの学力

テストの校内平均を仕組みにするというところも出てきております。これは文科省は余り推薦して

いるようなことはないんですけれども、こういった学力テストは、その人個人の学力を見て、どの

ように勉強を進めていけばいいかという指針だと思いますので、これについては私は賛成はしてい

ないんですけれども。

それとまた、私の感想では、中学校の先生とか小学校の先生についても昔と違ってやることが非

常に多くなってきておるんではないかなあというふうに感じます。そういったことから、民間の企

業のほうではもう今定年が６５まで延長というところまで来ている中で、公務員の方というのは６

０歳が定年になっておりますし、私も６６歳になっておりますけれども、決して６０歳とは余り変

わらないという感覚も持っているんですけれども、そういう先生の負担を減らすためにも、退職さ

れた先生の活用ということをやっぱり進めていっていただきたいというふうに思います。これは、

現職の教員の方の負担を減らすためにも、ぜひそうしていただきたいという意味で申し上げており

ます。

以上で質問は全て終わったんですけれども、先ほど申し上げました定年退職した先生の活用とか、

内申書に使うとか、４月になっても新しい教科書の勉強をせずに復習をやるとか、こういったこと

についてのもしコメントがありましたら最後にお願いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

まず、前段のほうのお話、ご意見に関してお答えをさせていただきたいと思います。

今後も全国学力・学習状況調査などの結果向上を目指しては、当然先ほどの学力向上推進計画を

もとに進めさせていただくつもりでおります。

ある県では、４月に入ってからも学力調査の問題を徹底してやって、そして県の順位を高めたと

いうところもあるわけですけれども、全体的な教育課程の中で、やはりそれは取り入れるべき時間

帯とか、そういったものもございまして、私はそういう、いわゆる学力調査の過去問は、小学生で

すと１枚の単元テストをやって、それがテストと、ふだんはそういうふうな実態でございますけれ

ども、問題集を見ていただきますとご承知のように非常に分厚い、本当に最後まで頑張って解かな

くてはというふうな、ああいった問題になれることは必要だと思っておりますので、それは適宜、

学校のいろんなカリキュラムの中でやる必要はあるかと思っておりますが、そのことだけに終始す

るというのはやはりいかがなものかとは私自身は感じているところでございます。ただ、県によっ

てもさまざまな状況がございますので、それをこちらが批判するものではございませんが、亀山市

といたしましては、過去問も勉強しつつ、いわゆる日常のカリキュラムを大事にしていきたいとい

うふうに考えております。

それから、高校の入試に反映させるということにつきましては、これは県の県教委の段階の話で

はございますけれども、やはり文科省の学力調査の持つ意味合いというのを大切にしていきたいな
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というふうに考えております。

あと、退職された先生方の活用ということで、現在させていただいていることを少し申し上げた

いと思っております。

午前中の質問にもございましたけれども、学習教室を、中学生を対象にですが始めさせていただ

きました。これはまだ始まったばかりではございますけれども、生徒や保護者の反応を聞かせてい

ただきますと非常に喜んでいただいております。その子その子に合った、勉強はしっかりしたいけ

れどもやり方がわからない。基礎的なところから力がついていないという子供さんにとって、この

授業につきましては非常に関心を持っていただいておりますので、ほかの２中学校でも順番に進め

てまいりたいと思っております。

それから、放課後子ども教室というのを今までからずうっと実施させていただいておるわけです

けれども、最近、各学校で地域の方々が、この放課後子ども教室の時間を利用いたしまして学習指

導ということをしていただいている学校がふえてまいっております。これも非常にいい形で進んで

いるかと思っております。

それから、学力向上推進計画の中にもございますけれども、日常の授業の中で教職員のＯＢの方

に来ていただいて学習支援をしていただくということも計画の中にはございますが、これをもう先

取りして進めていただいている小学校もございまして、そこではかなり効果も上げているし、現職

の先生方も非常に助かっているというふうに聞かせてもらっておりますので、いろいろな取り組み

を合わせつつ、また頑張ってまいりたいと思います。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

ぜひ、積極的にやっていただきたいと思います。

それでは、主要事業評価シートについての質問に移ります。

今回、代表質疑ということで、どういったことを話そうかなあと思って、いろんな資料を初めて

徹底して読もうということで読ませていただきました。

それで、まずいろんな後期基本計画にのっておりますことを、具体的な施策で目指す姿に持って

いくというようになっているかと思います。それで、それぞれの施策評価シート、これはいろんな

評価をする対象があります。

それで、まず私が疑問に思ったことを納得できるような姿でお返事をいただきたいと思うんです

けれども、まず皆さん方がお持ちの主要施策の成果報告書の２６年度、この評価シートの見方とい

うところが、たまたま２６ページに快適な都市空間の創造（企業活動の促進・雇用の創出）という

のが書いてあるんですね。

それで、まずこの後期基本計画には企業活動の促進・雇用ということで、課題と基本施策が目指

す姿ということでいろんなことが書いてあります。その中で、まず基本施策が目指す姿、これは受

け取る方によって違ってもいいと思うんですね。だから、この一つのあれを捉えてみますと、多様

な企業が市内に立地し、それぞれが特色を生かして活発に事業活動を展開していますという、これ

が目指す姿になっているんですけど、恐らくここにおられる部長に、最終的な姿はどういう形だと

言ったときに、恐らくみんなばらばらの答えが出てくると思うんですよね。
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ところが、これに向けてというのは、それぞれがイメージした施策を打ち出したり、成果指標と

いうのを出してくるんですけど、このことについてちょっとお聞きしたいのは、この中の企業活動

の促進・雇用の創出の中には製造品出荷額等の額というのが目標になっております。それと、製造

業の従業者数、製造業の事業所数、これが２２年度では、細かく言いますと製造品の出荷額が１兆

８５０億円、そして製造業の従業者数が１万５２３人、現状値というので２２年、製造業の事業所

数が１３５と出ております。目標値はそれぞれこれを上回った数字が入っているんですけれども、

大体この亀山市が、亀山市内にある工場とか企業の出荷額等の額を目標にしたり、製造業の従業員

数及び製造業の事業所数というのをコントロールできる、市ができるというのはどういうことなん

だと、目標に上げても。これは各企業がそれぞれ努力して工場を広げたり、出荷額に応じて、また

少なくなれば縮小するというのは企業活動であって、亀山市がここのどこに絡んでいるんだと。大

体、コントロールできないような数字を目標に上げているというのは私は余り感心しないと思うん

ですね。

ですから、これでいけば、事業所数をふやすといえば、企業誘致をやればいいわけだし、現在あ

る数を減らさないようにというのであれば、倒産企業が出ないようにということは言えるんですけ

ど、ここにこういう目標が上がっていて、ちなみに製造業の従業員１万５２３人を５年間で１万６

００人にすると。それで現実には減ってきております、２５年度でいくと９,４９８名ということ

になっております。

それで、こういったものを数字に上げるというのは、もし上げるとすれば、年度別の、例えば５

２３名を６００にするには、７７名をこの５年間にどのようにふやしていくかとかいう、やっぱり

年度別の計画も必要だと思うんですけれども、こういった目標を上げたり、こういった現状値から

目標値に達するまでの５年間の間の数値目標を立てる以上は、その１年ごとの数値目標が必要だと

思うんですけれども、この辺についての考え方をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

山本企画総務部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

主要施策の評価シートの中で、まず成果指標についてお尋ねをいただきました。

まず、成果指標そのものがどのような位置づけであるかということをまずご答弁させていただき

たいと思います。

基本施策の成果指標につきましては、基本施策の推進の成果を定量的に、量的に把握するための

指標として設定しております。設定項目につきましては、基本施策全体の成果をあらわせる指標が

理想とは考えておりますが、定量的な数値の把握が可能なものでの設定は難しいものもありますこ

とから、基本施策の一側面をあらわす指標としての設定となっております。今回、尾崎議員が例で

挙げていただきました製造品出荷額でありますとか従業員数、これにつきましては、まさにおっし

ゃられるように、市が恣意的にコントロールが非常にできにくい目標であるというふうに認識をし

ておるところでございます。また、事業者数ということであれば、確かに企業誘致等の推進・促進

によりこういったものの数値が上がってくるということは考えられるところでございます。

しかしながら、成果指標そのものにつきましての考え方、先ほど申し上げましたように、市が全

てコントロールできるものが成果指標としてふさわしいというか、その施策の中でマッチングして
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おるのかというと、これはさまざまでございますもので、今回はこういう形で上げさせていただい

たところでございます。

それと、年度別に１年ごとの目標を設定してはどうかというご提言でございますが、確かに１年

ごとの目標を設定できる指標もございますし、５年後のトータルを見ての判断というものもござい

ますことから、今回の成果指標についてはそのような形で設定をいたしたところでございます。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

国であれば法人税を下げれば収益も上がるし、どうのということを言えるんですけど、亀山市自

体がこの数字はどうかなあと。従業者数とか出荷額等、こういったことはやっぱり管理できないと

思いますんで、もう少しこれにかわった数値をやっぱり立てるべきかと思います。

次に、市民アンケート関連というがあるんですけど、これをほとんどめくってみても、この欄で

はたまたま企業活動が活発に行われているというのが、満足度でいくと２０％とか十数％で、満足

度を見る限り、後ろまでめくっていってもほとんど満足するような数字が出ていない。だから、こ

れはひょっとして無作為にもしやったとしても、亀山市にどんな企業があり、そういったところが

活発という、またこれ自体が何を捉えて言うのかがわからず、わからんからこういう数値になって

いるのではないかなと思うんですね、重要度についてはかなり高いんですけれども、こういった点

ですね。それと、働く場が充実しているなんかを見れば７６.８とか７８.９％なんですけれども、

満足度は１１.１％とか、そういう１１％台の数字しかあらわれていないですね。だから、これも

やっぱりアンケートのやり方に問題があるのではないかなという気がします。

それと、飛ばすと、その次に取り組みと成果というのがあるんですけど、取り組みは、どういう

ような施策を行ったとか、どこどこに補助をやったとか、こういうことをやったというのが出てく

るんですけれども、ほとんど成果というのがないですね。例えば何かの人数をふやすということで

取り組みをやったんであれば、お金を出して終わり。そういう取り組みをやったという後に、例え

ば人数であれば、昨年は１００人だったのが、今回このようなことをやって１１０人になりました、

１５０人なったという成果を確認して初めてその施策の評価が出ると思うんですけれども、この取

り組みと成果の中はもうほとんど、寄附をしたとか、何かの講演会をやったとか、そういうことで

終わって、その辺のその後の効果というのが全然確認されていないんではないかと。やることが成

果になっているような気がするんですけど、その辺のところの考え方についてちょっとお聞きした

いと思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

２点ご質問をいただきまして、まず市民アンケート関連項目でございますが、今回市民アンケー

トとして対象といたしておりますのは、平成２３年２月に実施しました後期基本計画策定時のアン

ケートと、平成２６年２月に実施しました中間アンケート、この２つを記載させていただいており

ます。尾崎議員からは満足度が全体に低いというご指摘をいただきまして、この評価シートだけで

はなくて、他のシートにおきましても全体的に満足度が低いということについては私どもも認識を
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しておりまして、これらの分析をしますと、結果的には、例えばどちらでもないとか、わからない

とか、こういった項目が満足度のところにはたくさん付記されておりまして、こういったところが

アンケートのパーセントを下げておる原因なのかなというふうに認識をしておるところでございま

す。

アンケート方法につきましては、ご指摘のとおり無作為抽出でやらせていただいておりまして、

１,０００人単位で実施しているところでございますが、お話にもありましたように、興味を引け

る内容かどうかといった点もございますので、今回アンケートにつきましては第１次総合計画全体

の総括ということですもので、次のアンケート調査の内容を変えていくと、前２回やったアンケー

トが反映できなくなりますので、第２次総合計画で実施するアンケートにつきましてはそういった

点も勘案して進めていきたいなというふうに考えております。

それと、総合評価の中の成果と取り組みでございまして、ご指摘の中で、ほとんど成果の記述が

ないというようなことでございましたが、今回ちょっと取り組みと成果の中で、基本施策が目指す

姿に向けて施策を推進している観点から、評価要素を勘案して定性評価として整理するということ

が今回取り組みと成果の中のやり方でございまして、定性評価といいますのが、成果の数値化でき

ない評価でありますとか、さまざまな要素の内容を総合的に判断して行う評価ということでござい

まして、少し抽象的な表現になっておるかと思いますが、こういった点も次回の評価にはまた検証

してまいりたいというふうに考えております。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

総合評価の右側に括弧して総合判定というのがあるんですけど、これ議案の質疑でも話したんで

すけれども、３５の施策がありながら、３２が圧倒的多数でＢ、これは「まずまず進んでいる」な

んですけど、あと３つがＡであると。Ａも、ちょっと聞き取りのときにも話ししたんですけれども、

ここに上がっている成果指標にのる数字が上回っていても下回っていても余り関係なく答えがＡと

かいうふうになって出ているのもあれば、評点が割合いいかなと感じるような内容の文書を見ても

Ｂになっているというのはあるんですけど、これは、例えばこの判定する部長、例えばその前に室

長段階でやられて、部長が最終的に判断してＢとかその辺をつけて、またトップの方ともうこれは

報告した上で決まっていく、最終的なものは決まるんかがわからないんですけど、やっぱり通信簿

も一緒で、人事考課やあの辺をやりますけど、やっぱり部下になった人の上の人、上の方が、評点

の甘い方もおれば、評点の非常に辛い方もおると。そういうところで一般職員の方の評価が決まる

ということはおかしいことで、私らの企業では、例えば１等級から５等級までいても、１等級で１

００人いても、その１００人について全て管理職が持ち寄って、それでその中で協議して１番から

１００番まで決めるというような作業をやっているんですよね。そうすると、もう２日間ぐらい、

半日以上かかって２日、３日で決定していくんですけど、最後にこれをまた本社へ持っていって、

全員でその等級、工場から上がってきたのと全社的によその事業所から上がったのと、その中でも

順位づけの甘い辛いというのを見るようにして、そこまでやっているんですけど、ここについてい

るＢとかＡというのは、部長になったときとか管理職になったときに、この辺の評価づけのポイン

トとかそういう決めごとが全部あるのか、そういう指導をやったのか、その辺からまず聞きたいと
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思います。

○議長（前田 稔君）

山本部長。

○企画総務部長（山本伸治君登壇）

まず、総合判定の中で、議案質疑でもいただきましたが、基本施策の進捗状況、進みぐあいをＡ

からＤの４段階で表示しておりまして、今回、「進んでいる」というＡが３つで、「まずまず進ん

でいる」というＢが３２でございまして、これにつきましては、まずこの総合判定をするまでに、

主要事業と標準事業の事務事業評価をまず室長が評価いたしまして、その事務事業評価をもとに施

策評価を部長が評価すると、そういうような仕組みになっておるところでございます。

議員ご指摘の、この各部長の評価のばらつきでありますとか、評価の方法について、そういう指

導があったのか、統一的な見解を示したのかということでございますが、今回、総合評価、総合判

定をするに当たりましては、経営会議等でこうした施策評価のやり方につきましては意思統一を図

っておりまして、同じ考え方のもとで進めさせていただいておるという、そういう認識を持ってお

るところでございます。

○議長（前田 稔君）

尾崎議員。

○５番（尾崎邦洋君登壇）

あと１年半ぐらいで後期基本計画は終わると思うんですけど、やっぱり当初から「まずまず進ん

でいる」を目指しているのと、やっぱりＡ評価の「順調に進んでいる」、これ順調もまずまずもど

の辺で判断するのかわかりませんけど、こういう余りはっきりしない判定でやるのは、順調に進ん

でいる、まずまずの、このまずまずがどの辺のもんなんかというのは本当にその人の裁量にかかる

もんで、こういったことはやっぱりまずいんではないかなと。はっきり「いい」「中間」「悪い」

とか、その３つぐらいの判定なら答えははっきり出ると思うんです。さらにいいのは、「もっとい

い」とかいうので、大体３つに分けて評価するのが一番楽だと聞いているんですけど、それを下回

ったのが一番悪いと、通信簿で言えば５段階評価なら普通に２、３、４で判定するのが一番楽やと。

これは普通や、悪い、いい、さらにいいというのを５と、さらに悪いというのを１にするというの

が一番簡単な評価方式やと思うんです。

また、始まりますけれども、これも同じ事業を、何がというと亀山市をよくするためにとか、そ

ういうことでやる以上、やった施策が、例えば関宿に大勢の人が来てもらうと。いろんなことをや

るかもわかりませんけれども、昨年は１０万人やったやつが、ことしは１５万になったとか２０万

とか、やっぱりそういうきっちりした数字を市長、副市長のもとで正しい判断をしてもらおうと思

えば、やっぱり正しい結果を伝えるということが一番大切なことやと思いますんで、今後もこれを

利用していくんであれば、ぜひともそういったことも頭に入れて、そういうふうにやってはどうか

ということを申し上げているので、また自分の思ったことがありましたら話させていただきますけ

ど、今後ぜひともこの成果があと１年半後に全部Ａになるように、あと１年半頑張っていただきた

いということを申し上げて終わります。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

５番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。
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質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ２時４５分 休憩）

─────────────────────────────────────

（午後 ２時５５分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１８番 櫻井清蔵議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。ちょっと順番が変わりますけれども、そ

の点はご了解いただきたいと思います。

質問に入る前に、朝日新聞でちょっとおもしろいことがありました。サントリーの創業者がこう

いうようなことを言わはったと。「やってみなはれ、やらなわかりまへんで」ということで、これ

はずうっと代々使われたらしい。前向きな失敗は問わず、やらざることの罪を問えと。そういう心

構えで説いて、サントリーという会社はおおらかな気持ちが漂っていったと。リーダーの役割とは

何やと。リーダーとは、みんなを率いる人ではなく、部下らの背中を押して、そして支えていくの

がリーダーの役目であるとサントリーの創業者の方が言われて、それで今のサントリーができてき

たということです。

もう１点、藤さんという人が言わはったんだけど、「欲しいのは人だ。必死で探している」と、

こういうようなことを言わはった。注釈で、これはあなたの仕事やと。私の仕事ではないといって

はばからぬ組織はもろいと。他人任せ。誰の仕事でもないが、誰かがそっとやっておかなければな

らない仕事が実は全体を支えている。どこかに油断はないか。誰かにしわ寄せが行っていないか。

そんなふうに全体を案ずる人がいるかいないかでその組織は決まる。これは十和田市の現代美術館

の館長さんからふっと出た言葉らしい。そういうようなことに基づいて、亀山市でも運営していっ

てほしい、そうするとやっぱり市民も安心して市政に対して信頼して、いろんなことに協力してい

けると思います。

そのような中で、１点目に亀山市の行事について。

行政が関与する事業がたびたび重複することがあるんですわ。どのように調整されておるんか。

例えば２０年に１度のお木曳きのときに盛大にやったと。そこで、東小学校の運動会を同時開催し

たと。それで、私もお木曳きに消防団の警備で出させてもろうたんやけれども、一部の東小学校区

の方は、今から小学校の運動会やもんで、あっちも行かんならんもんでと、それで行かはった。

市長は、さきの６月の定例会にお木曳きのことをちょっと言わはった。これは２０年に１遍のえ

らいイベントやと。それはもう亀山市を挙げてというようなことを言わはった。何でほんなら小学

校の運動会をすんのやな。庁内の連携はどうなっておるか。

市長にやっぱり聞きたいんですわ。当然、市長に各種行事が逐次スケジュールに入ってくると思

う。重複した場合にはやっぱりちょっとその部局に言うて、こういうような事業のどちらが優先か

と。優先というよりも、やっぱりこんな日やで、これはちょっと後日に移したらどうやと言うて、

そういうのはやっぱり調整するのも配慮というか、そういうようなものがあると思う。市長、どう

ですかな、そんなことは今まで思いもよらんことでしたかな。一遍市長、どうやね。
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○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

櫻井議員のご質問にお答えをいたします。

１年間、さまざまなレベルのさまざまな行事が市内で動いておりますので、例年開催される行事

については重複をしないように担当部署間で連絡調整をしながら行事の開催を決定しておるもので

ございます。また、新規の行事や、今触れていただいたような複数年に１回開催されるような行事

につきましても同様に、例年の行事と重複がないかを意識しながら各担当部署で開催を決定してお

るものでございます。なかなかそれぞれ主体が民間であったり、さまざまなレベル、さまざまなも

のが動いておりますので、そこは重複しないように、おおらかな気持ちで調整をしておるというこ

とでご理解いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

おおらかな気持ちでやっていかれるのは結構なことですけど、ほんならちょっと例を挙げましょ

うか。私、議長をさせていただいたときに、平成２５年５月２７日月曜日、ホテルオークラ、リニ

ア中央新幹線建設促進期成同盟会総会が午後２時、会長は愛知県知事大村さん、市長はこのとき欠

席やった。リニアの誘致の先進地として基金まで積んで亀山市にリニアをといってやっておった。

その期成同盟会に市長が出やんと、私の記憶では担当の室長さんが出やはった。

そのときに、私よく覚えておるけれども、京都府がリニアの路線変更をＪＲ東海に申し込んだ。

そのときに奈良の知事が、こんなこと、京都府はけしからんことを言うておると。何とか三重県、

奈良県で共同体を組んで、何としてもこの路線変更はさせやんという大演説をやらはった。そうい

うような会合に、三重県で唯一リニアの基金を立てておる首長がその総会に、何の用事があって、

このリニアを優先せんのか。何でここへ出られへんのや。リニア誘致といって基金まで積んで、そ

れがおおらかにやっていった調整かな。リニアを一体何と思っておるのかな。リニア中央新幹線建

設促進期成同盟会、関連自治体の長が、名古屋まで決まった。名古屋から大阪までの沿線、それで

愛知県の知事が会長や。その席に市長が欠席しよった。私は行かせてもろうたよ、議長の職務とし

て。何で来れやんの。おおらかな気持ちで欠席なんかな。

やっぱり重要ものというのはきちっと選択せなあかん、あなたが。選択と集中というようなこと

言うておるけど、欠席しましたな、これ。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

リニア新幹線の全国の沿線の期成同盟会の総会、これは２５年５月２７日でございましたが、当

時、櫻井議員は議長としてご出席をいただいたもので、敬意を表したいと思います。

例年、市長就任以降も毎年４年間出席をさせていただいておりますが、ちょうどこの平成２５年

の当日、亀山市議会の議員年金受給者懇談会が早くから日程をロックオンしていただいておりまし
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たし、これはこれで大変重要な年間の行事でございますので、リニア案内以前に依頼を受けたほう

を優先させていただいたということでございます。

同時に、市長名代で副市長をということでございましたが、鈴鹿建設部との事業調整の重要な会

議がございましたので、そちらへ出席をしたということであります。あわせて、当時の企画総務部

長でありますが、まちづくり基本条例推進委員会の第１回目の会議が動いておりましたので、担当

部長として当然それに出席をいただいたということで、当日は企画政策室の室長が出席を東京のほ

うへ上京してさせていただいたということでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

通告もしていないのに、すらすらとやられて、どこかから漏れたと思うけれども、そうやけど、

年金受給者会とリニア建設の積立金をしておる会議とどっちが大事やと。僕はリニアやと思ってお

るよ。あなたが積み立てをやっているのやから、これは必要やと言って。リニアの歴史は長い。年

金受給者会はほかの部署の担当者でよろしいやないの。あなたが行かんならんことない。リニアは

行かなならん。これ、行く必要がないと思って、日程調整がと言うが、ほんならその日程調整やけ

ど、その年金受給者会に、リニアの総会があるもんで、ほかの者を代理に出させるでよろしく頼む

というふうなことが首長としての役割やと私は思う。あとの評価は市民の人に任せたいと思う。

次に移りたい。関ロッジについて。

いろいろ西川議員も聞いていただいて、会合の内容だけを聞いていただいたんですけれども、さ

きの定例会のときに、在り方検討委員会の非公開を公開にしたらどうやということを議会から要望

があったけれども、その結果、市長はどういうふうな形で、任命権者としてこの非公開・公開はど

うなったんか、その報告はないんですよ、これ。

市長、在り方検討委員会の座長にこれを公開したいということは申し出て、これ９月７日に協議

しておるけれども、どうなったんですかな、これ。市長。

○議長（前田 稔君）

広森副市長。

○副市長（広森 繁君登壇）

国民宿舎関ロッジの検討委員会、私、９月７日ですけれども、副委員長という立場で参画をさせ

ていただいております。

会議の冒頭に、高井委員長のほうから会の皆様方に公開・非公開ということでお諮りをいただき

ました。説明の中では、やはり裁判に影響するおそれということと、自由闊達な意見交換が行えな

くなるといった心配があるといったことや、顧問弁護士の意見もあるといったことを委員会のほう

で諮っていただきまして、非公開というふうにさせていただいたところでございます。このことに

つきましては、本日、議長のほうにお答えをさせていただいたところでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

議長に報告して、私は聞かせてもろうていないけれども、別に冒頭に市長が議長に発言を求めて、



－２４５－

その旨、本会議の議場で、こういうような申し出があったけれども、こうこうこうやといって、市

長なり副市長が冒頭にやったらいいんですよ。

それで、裁判に影響するって、何も裁判はしてませんやんか。しておるんですか、裁判。それで、

公開して何があかんのですか。ただ、あなたの理由は、裁判に影響するからといって、裁判はして

ないがな。訴えはないんでしょう。裁判が既に起こっておるんやったら、その理由もつくけれども、

裁判がないのに、それで自由な意見が言えやん。自由な意見が言えやん会議をしておるんですか、

この会議は。人に聞かれて悪い会議をしておるんですか。どうですの。議員とか市民の人に聞かれ

て悪い会議をしておるんかな。都合の悪い会議をしておるんで聞かれたくないんかな。僕は、裁判

をやっておるということは、これは絶対認められん、非公開も。

どうですか、副市長。副市長より市長、まあ副市長、出てくんなはれ。久しぶりやでのう。

○議長（前田 稔君）

広森副市長。

○副市長（広森 繁君登壇）

私がちょっと申し上げましたのは、簡略をして申し上げましたけれども、既に９月４日付で高井

委員長のほうから議長宛てに回答はさせていただいておるとおりでございます。現実にはまだまだ

裁判にはなってございませんが、亀山市と元指定管理者との間で訴訟となる可能性が非常に高いと

いったところでもございます。

それと、審議途中において各委員が発言をされたことに対しまして、傍聴されている皆さんから

批判を受けるといったことも考えられますので、そういったことから非公開というような形にさせ

ていただいたところでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

いや、そんなんおかしいやないかな、批判を受けるとかさ。そうすると、批判を受けたら困る、

発言をするのを怖がってござるメンバーを選んだということやな。いろんな部内調整で、４回の庁

内調整をやって、資料を出した。その資料を求めても、その資料すらも出てこん、いまだに。資料

に基づいて協議したと。さきの議会で私が直営ありきかと言うたら、直営は絶対ないと市長が明言

した。直営はない。そうすると何を議論するんやな。わからん。それを私らは公開してくれと言う

た。それを公開するのには、批判を受けるから公開してもろうたら困ると高井さんが言うたと。裁

判は何もまだ起こっていない。要素がだんだん消えていきますやんか。

議長に報告したと。議長の責任になるのかな、私らに言わんのは。それはないよ。議長は私ら議

員側の執行権に対するチェック機能の長やで、議長が報告を怠ったということで、そんな逃げても

ろうたら困る、あなたらの報告義務をここでしなかったことを私は問うておるのや。議長の責任に

してもろうたら困る。

だから、やっぱり最終日の前の９月２４日に全員協議会ではっきりその検討結果を、１８日にま

とめられますで、２４日にその結論を明確にしていただくということで、再度、議会運営委員会等

で緊急質問等も認めていただきましたので、決めましたので、そこで２５日にもう一遍議論したい

と思います。
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ほかにもまだ２人の方が質問されますので、２人の方にお任せして、時間の都合上、次に移りた

いと思います。

そうしたら、次に、次世代の子供たちに市長はどのような方針で臨むのかと。まあびっくりこい

て、今回の教育委員会委員長の現況報告で、川崎小学校の新築において空調設備を判断しましたと

いう現況報告がありました。現況報告の中に、いろいろ言われたけど、設計業務の中でさまざまな

設備の導入による効果を検討するとともに、学校環境のあり方、気候状況などを総合的に勘案した

結果、全ての普通教室に設置するとして設計を進めてまいりました。

まず教育長に聞きたい。今まで環境、自然エネルギー、うんちく言うてですな、風はちゃんと通

るとか、うんちく言うておって、そもそもこれがなったんは、しつこく質問したからか、ほかの議

員の人らも質問をしていかれた。その中で根負けしたんかどうか知りまへんけれども、川崎小学校

は新築やよと。そうすると、まだ未整備の幼稚園・小学校・中学校も学校環境のあり方からいうと、

気候状況などを総合的に勘案した中でやっぱりやっていかんならんと思うけれども、教育長に聞き

たい。ここではっきり言うてほしい。教育委員会の今後の方針、この川崎小学校の空調化というこ

とが実施設計に導入された中で、教育委員会の報告をこの壇上で明確にしてください。再度、この

教育委員会委員長さんの現況報告に基づいて、教育委員会の今後の、未整備についての幼・小・中

の普通教室の空調導入について、教育委員会の方針をここではっきり言うてください。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

これまでの市議会でご説明申し上げておりますとおり、各学校の普通教室の空調に関しましては、

平成２４年度までにサマースクール対応教室と特別支援教室への設置を基本としてまいりました。

今回、現況報告の中で、川崎小学校の改築校舎の全ての普通教室に空調機を設置することをご報告

申し上げましたとおりでございます。このことは、川崎小学校だけでなく、亀山市の学校施設全体

に共通した整備内容と考えております。教育委員会で検討いたしまして、そのように考え方を決定

させていただいております。

川崎小学校改築におけます空調機に関しましては、私は、これまで市議会におきまして、近年の

気候状況を注視しながら、空調機に限らず、さまざまな設備による手法を検討いたしたい、こうい

う旨でご説明をさせていただいております。

この今回の改築事業に当たりまして、改めて学校環境について鑑みてみましたときに、これは服

部議員のかつてのご質問にございましたけれども、近年の夏季におきます気候状況は、過去と比較

いたしますと上昇傾向にあるというのはもう皆様方ご承知のとおりであります。それに伴いまして、

教室の室温も高くなってきております。今後もさらに上昇する可能性があるということも想像され

ます。

現在の子供たちの状況ということを考えてみましたときに、やはり家庭など、学校外における子

供たちの生活環境というのは、空調機、エアコンのある生活が日常的になってきておりますという

ことも現実でございます。そのほかさまざまな面から検討いたしまして、その結果、教育委員会と

いたしまして、学校の普通教室に空調機を設置するということが適当であるというふうに判断をさ

せていただいたところでございます。
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議員お尋ねの、他の学校施設はどうであるかということでございますけれども、教育費全体の予

算や市の財政状況、さらには個々の学校の環境条件も違いますので、そういったことも考慮しつつ

今後検討いたしてまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

終わりまではいい答弁やけど、最後に「検討」という言葉が出てきたもんで、ちょっとあれやけ

れども、どうですか、市長。教育委員会はそういうような考えを持っておると。市長として、確か

に教育長の任命権者、今は旧の制度を使うてやっておるんですけれども、これから教育長等は市長

が任命権者になる。

それで、予算関係で教育委員会はお金を持ってない。やっぱり金の決裁権は市長にあると。財政

的な見地から見てというような答弁であった。やっぱり財政的に一番、その財政のやりくりができ

やんので、やってやりたくてもやれやんという考え方と私は理解してますのや、さっきの答弁でね。

基本的に市内の子供たちは、あなたがよく言う平等であらなあかんと。市民は一人一人平等でなき

ゃならんとよう言わはるのやんかな。一気にやるのは無理やと前も市長が答弁しておる。それやっ

たら、年間大体８,０００万ぐらいをめどに３カ年計画で、順序はいろいろありますよ、今、教育

長が言うたように。その学校の環境によって、涼しいところは後回しにしようと。それで余りにも

暑いところは早うしようと。その順番はあなたが決めたらいい。大体年間８,０００万でやってい

くようにするのは、やっぱり市長の裁量権やと思うておる。いかがですかな。今、教育委員会は、

家庭はクーラーがついておるけど学校はついていない。暑い思いをして子供たちがやっておると。

そういうような中で、市長、どう思いますか。年間８,０００万やったら十分、総会も行かんリニ

アに５,０００万も積むんやったら、それをやめておいて、建てもせん庁舎に５,０００万も積むん

やったら、それをやめておいて、それで１億ですやん。その１億に８,０００万を３年間リニアと

庁舎に積んだつもりで、次世代を担う子供たちのための空調の設備に回すという気持ちを持ってく

れんかな。一遍市長、お答えください。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今回、川崎小学校の改築事業において全ての普通教室へ空調機を設置すると決定をいたしました

ところでございますが、これは私自身といたしましても、この川崎小学校だけに整備するものとい

うふうに考えておるわけではございません。当然でありますけれども市内の学校施設全体のバラン

スもございますし、あるいはそれぞれの学校におけるハード的な整備のニーズの優先度も全部違う

わけでございますので、これについては今後検討いたしてまいりたいと考えておるものであります。

当然これはもう議会と執行部との関係も踏まえ、他の学校につきましても、市の財政状況を的確に

見きわめた上で、どのように中期的な計画へ組み込んでいくのか、どういうふうに位置づけていく

のかにつきましては、今後の検討とさせていただきたいと考えるものであります。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。
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○１８番（櫻井清蔵君登壇）

いつまでも検討をやっておりなされ、本当に。検討検討って、拳闘はリングの上だけでいいのや。

検討する余地がないと私は思うておるの。前回も、地球温暖化、熱中症、ＰＭ２.５、そういうこ

とにつきましては、その認識中やと。ＰＭ２.５、この間、北京で陸上大会があった。空、きれい

やったわ。何したんやというたら、生産規制をやったと、政府が。だから、空、きれいやった。マ

ラソンを走っておっても、ＰＭ２.５、スモッグもなかった。それで終わったらばあっとまた来る

やろう。

その前に、川崎小学校ですな。検討というけど、もう検討の余地はない。本当にリニアの５,０

００万と庁舎の５,０００万足したら１億あるのやで、３年間、それこそ凍結して、その分を空調

機に回したら、恐らく今おる子供たちは、今の市長はいい市長やのうと言うてくれると思うけどな、

私も孫に恨まれんしな。

それで、一言ちょっと言いたい。この間、川崎小学校の学校運営協議会から一つの文書をもろう

た。あんた、一体何言うてんのやいうて。私ら、いろんなワークショップでいろんな質問やったと。

昇降機とプールの位置のことについても言うた。私らが一生懸命教職員と汗かいてでき上がった過

程を理解してくださいという文書が来たん、６月２９日に。一言だけ私は言わせてもらいたい。小

学校の学校運営協議会、ワークショップ、地域の声を聞く、意見を聞くことは私はこれはいいと思

う。決して否定せん。だけど、地域の声を聞くのに、８,５００万も出しておる委託業者、設計業

者、これ専門家ですよ。地域の声を聞いて、その専門業者である連中が何をしておったんかという

ことに対することですよ。それを誤解してもろうておる、この人ら。私は再三、川崎小学校に対し

て、仕様書を出してくれと、議会に。何遍言うても仕様書が出てこんのだ、議会に対して。どうい

うふうなものを建てるか。最初に出てきたときは基本設計書や。それで、意見を言うて、いろんな

こと言うたら、こういうような文書が議長宛てに来た、６月２９日。

執行者として、それで教育委員会の職務として、やっぱりきちっと果たしてほしい。果たしてい

ない。地域に丸投げでやるから、あなた一つも意見言うていないでしょう。だから、こういうよう

な文書が議会に対して、また私に対して来るんや。私も長いこと議員をさせてもろうて、こういう

ような抗議文は二、三十年やっていてもろうたことない。あなたがぐだぐだぐだぐだやっていて、

空調のことをぐだぐだぐだぐだと、検討するとか、ほかの学校、総合的な判断、ばかなことばかり

言うておるから、こういうような抗議文が来るわけや。地域の声を聞くというのは大事や。大事や

けれども、もう一遍言う。８,５００万も出した設計業者は地域の声を聞いただけで何をしておっ

たんやというの。その８,５００万を地域に出しなはれ。そして、あんたらの好きなように設計を

つくりなさいと。だけど、やはり地域の人も設計の素人ですから、専門的な耐震、構造計算、いろ

んなレイアウト、デザイン、そのことについてはやっぱり専門家がそれなりの知識を地域に与えて、

そして図面というのが出てくるもんや。それをみんな、あなたは任せ、地域任せ、そういうような

ことやっておるんで、市長も意見もなかったし、別に、私自身が自分の身を守るために、私はここ

で立たせてもろうて物は言うてまへんで。あくまでも市民の１人が不満を抱いたら、きょうも玄関

で大きな声を出してやっていた市民の人がおる。隣におった人が、おっちゃん、あんたやかましい、

黙っておれと、こういうようなことがあったんや。そういうような行政ではあかんのや。行政とい

うのは、やはり一人一人大事に育んでいくのが行政の仕事なんや。それの先頭に立つのはあなたな
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んや。だから、あえて冒頭に、リーダーというのは後ろから支えるものやねんと。それがリーダー

の職務やと思うておる。それをあなたがしないもんで、私がこういうような文書をもらうのや。

だから、やっぱり前向きに検討するとか、そんなもんやない。やっぱり川崎小学校の空調化を決

めたら、順次未整備の施設には年次計画でやっていきますというような答弁をここでできやんのか

ね、君は。どうなんや、もう一遍言うてくれ。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

川崎小学校について、空調につきましても、これはもう一貫して総合的に判断をさせていただく

ということで今日に至ったところでございます。これはもう一貫して申し上げてきたことでござい

ますが、先ほど申し上げたのは、いずれにいたしましても、今後、普通教室までこの空調を考えて

いこうと。そのためには市の財政状況やバランスや、そういうこともひっくるめて、中期の次期の

計画の中へ年次計画として検討していきますということを申し上げたところでございますので、そ

こはそのようにご理解をいただく必要があろうかと思います。

また、学校の配置、教室の配置とかレイアウト等につきまして、議員のご所見というのは伺って

おるところでございますけれども、これは私ども教育委員会としても地域に丸投げとかという考え

方ではなくて、丁寧に、専門家、それからワークショップ、学校関係者、保護者、そういう中で計

画を練り上げて今日に至っておるところでございますので、そこのところはおおらかな気持ちでご

理解をいただく必要があろうかと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

そんな、私ほどおおらかな人間はおらんけどのう。やっぱり物事というのは右か左、イエスかノ

ー、真ん中はないというのが私の生き方や。いいことはいい、悪いことは悪い。中途半端な総合的

なというようなことをやっておっては行政は前へ進んでいかん。職員もあんたの下についていかん。

いつ落とし穴があるかわからんで。それで、これも一つの課題として、また詰めます。全教室の空

調ができるまで、私が議員をさせてもろうておる間、追うていきますもんで、検討結果をね。

ちょっと通告が多くて申しわけないけど、開発事業をやりたかったけど、ちょっと開発事業はで

きやんかわからんで、そこら辺だけご了承いただきたいと思う。

「ザ・点検～亀山モデル～」、これは検証ですけれども、いろんな形で勉強もさせてもらいまし

た。聞き取りのときにいろんなことを言うてくれというけれども、もう時間がないもんで単刀直入

に入らせてもらいますけれども、平成２６年１１月２３日、亀山市事務事業の仕分け、「ザ・点検

～亀山モデル～」において、団体支援事業、観光振興事業に対しての意見、亀山市の補助金の適正

化に関する改正方針を踏まえてやると。その点検業務の内容、市民の方々もどこまでご存じかわか

りませんもんで、あえて言いますけれども、当日は、事務事業の１事業当たり５０分、担当者から

の説明５分、質疑が３０分、評価シートの記入が５分、評価理由の取りまとめが１０分で５０分、

この内容でやられた。

そこで、１点聞かせてほしいんですけれども、観光振興事業の中で対象イベント補助金の中にど
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れとどれとどれが入っておったか教えてください。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

坂口関支所長。

○関支所長（坂口一郎君登壇）

ザ・点検の対象としましては、観光協会の補助金のうちの亀山市桜まつり開催費、関宿祇園夏ま

つりの開催費、それから関宿納涼花火大会開催費、そして亀山市納涼事業補助金、もう１つ、東海

道関宿街道まつり実行委員会補助金、以上でございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

今、５事業を上げてもろうたけれども、桜まつり、祇園まつり、納涼花火大会、納涼会。私も関

の納涼花火大会には２０年ぐらい携わったことがあります。下働きですね。これはそれぞれ内容は

違うんですけど、パネルはあるかいな。関宿街道まつり、これ今出してもろうておるのやけど、も

う１つ出して。あれ、みんな寄っておるんだ、あれだけの人がね。ああやって買い物をやったりね。

これ商店。ああやって大名行列やっておるの。こうやって、みんなが盛大にやっておる。市長も県

議会議員のときにあそこで仮装行列に出てもろうたと思うけど、私の記憶が間違うておったらあか

んけれども、あめ売りの格好をしたいろんな衣装を着て、関の町民の人と街道まつりをやったと思

う。

街道まつりは、これ祭りと書いてあるけれども、確かに実行委員会から出ておるけれども、これ

聞くところによると、平成２５年、去年は街道まつりに事業費が６００万ぐらいあって、わけのわ

からん補助金というか、定額で４９０万出て、それで協賛金は９４万。平成２５年以前は旧関町の

ときも、旧関町の街道のイベントではない。東海道関宿で７月には祇園まつりがある。だけど、１

１月には文化の日に挟まれて、何もイベントがないので、何か考えなあかんというて街道まつりを

行ったと。それを関町のときは全額町費でやっておった。２５年までは合併後も市費でやっておっ

た。たまたま去年は規模が大きくなって、金がなかって、資金が足らずで、協賛金は後から寄せら

れたという経緯があったけれども。市長、街道まつりはどういうふうに思うておるの。これ、ザ・

点検にかかって見直しになっていますな。財務部長、これどうなっておるの、点検内容、街道まつ

りの。それで、これ関町から、二十何年だったと思うな、二十何回。点検って、どういうふうなこ

とになったんかな。

この納涼大会、花火とか、祇園まつり、それで亀山の納涼大会と。亀山納涼大会、それから関の

納涼花火大会、これは商業者が日ごろのご愛顧に対してお礼の意味で地域の人のそういうようなイ

ベントに協賛をしておると。街道まつりは協賛事業でやる事業ではないと私は思うておる。それに、

これ市長のチェックが入っていますやろう。どういうふうなチェック表を出したんか、一遍教えて。

○議長（前田 稔君）

答弁を求めます。

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）
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亀山市事務事業点検制度で街道まつり等について、どんな経緯で今に来ておるのかというお話だ

というふうに思いますけれども、昨年の秋、中堅どころの職員で、その観光イベント等、団体支援

事業、観光振興事業について議論をしていただきました。

班としての統一見解は、要改善という形の中でどんな意見が出たかといいますと、観光協会につ

いては平成２２年度の事業仕分けの結果から進展が見られると。今後はより多くの自主財源の確保

に努めるとともに、近い将来には市と一緒に亀山市全体の観光をコーディネートできるようにも促

してほしいと。それとか、過去からの経緯もあり、イベントの実施主体や市のかかわり方、補助率

が異なっているため、各イベントの継続的な実施を可能にするためにもイベントの内容とあわせて

見直しが必要である。また、実施主体については、将来的には観光協会へ移行していくことも観光

協会と協議していってほしい。イベントの企画・実施にできるだけ多くの市民の協力を得ることが

まちづくり観光を活性化させることにつながると考える。観光協会及び実行委員会の工夫を期待し

たい。最後に、来場者にアンケートをとる、観光関連施設の売り上げを調査するなどにより、イベ

ント開催による地元への経済効果を初めとした観光振興事業の効果を確認する必要があるというよ

うな意見が職員から出てまいりました。

この意見をまず各担当部に、こういう意見が出たので各部署で考えてほしいと。どうやっていく

んですかというような意見をまず各部へ投げかけることになっています。

うちの市民文化部関支所観光振興室のほうからは、亀山市観光協会については、自主財源の確保、

コーディネート、コーディネーター力強化に向けて、組織体制の強化、職員のレベルアップが図ら

れるよう促し、支援していく。各イベントについては、伝統文化の継承や市の魅力の対外的な発信、

市民の娯楽の場の提供といった市の事業を代替・補完する事業であることから、ほとんどが１０

０％補助で実施してきた。今後は市民主体の持続的なイベントとしていくことが望ましいが、実施

団体は母体組織を持たないイベント開催のための実行委員会であるなど自主財源に乏しいため、ま

ずは団体の育成や事業を奨励する目的から、納涼会と同様、補助率５分の４で補助率を交付するよ

うな制度に変更していきたい。また、見直し時期としては、平成２６年度中に補助率５分の４とな

るように関係団体と協議し、補助率交付基準等を改定し、平成２７年度から適用していきたい。ま

た、イベントの内容や規模の見直しについてもあわせて協議をしたい。

市が事務局を担っているイベントがあることについては、観光協会を中心に、移行する団体を検

討するが、相当の事務量、多数のスタッフ確保が必要であり、この支援方法について検討をあわせ

て行う。イベントの企画実施は、より市民参画が進むよう実行委員会を促す。イベントの効果の検

証については、イベントごとの開催目的、目指す効果を明確にして、その目的・効果の達成成果が

示せるような指標を検討し、結果の確認により、平成２７年度の実績報告に反映できるようにする

というような提案が関支所のほうから出されました。

これを内部で議論した結果、これでいったらどうやという形でこのように決まったことでござい

ます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

関支所の者が決めていったということやな、観光室の。そうすると、その関支所の担当者が決め
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たことに、市長は、はいそうですねと言うたんかな。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

この事業仕分けにおきましては、当然まず担当室の議論、それから仕分けによります各メンバー

の議論を経て、要改善という結果になったところであります。その心は、先ほどもありましたが、

過去からの経緯もありまして、イベントの実施主体や市のかかわり方、補助率が異なっておると。

各イベントの継続的な実施を可能とするために、イベントの内容とあわせて、補助と支援のあり方

を考えていく必要があるという結論になりました。

これを受けて、最終的には平成２７年、本年の２月の行財政改革推進本部会議におきまして、私

が本部長をさせていただいておりますが、市の考え方として決定をさせていただいて、議会の皆様、

市民の皆様にその考え方をお示しさせていただいたところでございます。それは平成２７年度から

取り組んでいくということでございまして、当然、事業仕分けのプロセス、それから推進本部会議

を経て、市としての考え方を整理させていただいたという流れでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

市長は、昔、あめ売りをして仮装行列やあそこを歩いたときに、にこにこ笑うて歩いておったと

思うけどな。そうすると、あの街道まつりは、たかが関の一地域の行事やという認識を持ってみえ

るのか。

思い起こしたら、街道まつりの起因は、先ほども申し上げたように、関宿の一つの夏まつりと、

７月と１１月に何かのことをやって関宿を全国に知らしめようという一つの行為なんですよ。ハー

ド的なもんやなしに、ソフト的な事業としてやっていこうというて関宿を売り出しておるんですわ。

だから、さっきパネルを出してもろうたように、あのように、にぎわうんですよ。納涼大会とこの

街道まつりは全然違うんですよ。それを理解してほしい。

なぜこんな質問をさせていただくかというと、あるコミュニティの総会へ行った。清ちゃんこれ

はえらいこっちゃと。寄附をせな街道まつりはできやんが、どないすんのやという声があった。金

や寄附、協賛金をせんことには街道まつりはできへんと。それで、今のその事業仕分けの中に、不

可能であった場合は廃止したほうがよいのではないかという意見も出ておるな、判定理由の提言書

の詳細の中に。不可能やったら廃止せいと。僕も言うた。そんな協賛金まで寄せたら各企業が困る

やないかと。やっぱり協賛金というのは、協賛金を申し出る人が顔を見て協賛金を出すもんなんや、

協賛金というのは。大きな声で言えんけど、私も過去に百七、八十万の金を寄せたことがある。お

まえやで出したるわ言うて、それで納涼大会をやりましたわ。そうすると、協賛金を、ほら街道ま

つりや、納涼大会や、亀山の納涼大会や、ほら何やかんやと言って、それで地区のイベント、盆踊

りやと、あっちこっちから一企業にどんどこどんどこ来たら、ええころにしてくれんかと、こうな

ってくる。

あなたは５分の４を補助金に出すということを決めてますな、この中で。街道まつりというのは、

絶対に、亀山納涼大会、関の関宿花火大会とは性質が違うということをあなたは認識してもろうて
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おるのかな。もし認識しておったら、これはやはり市の事業として予算も限度額があると思う。そ

んな未曽有に出せとは言うてへん、そこら辺の判定は市長としてのやっぱり決断をせなあかん、あ

なたが言う総合的な判断で。違いますか。

もし協賛金を寄せられやんだら街道まつりはなくなるということでいいのやな、市長。今、確か

に百数十万円の協賛金をあの手この手を使うて寄せてもろうてます、既に。だけど、この協賛金を

寄せられる者がおらんようになったら、この街道まつりは廃止でいいのやな、市長。それだけ一遍、

そうなってもいいのやな。櫻井義之市長のときに、この街道まつりはなくなったというふうに後世

に伝えたい、私は。それも、市の事業として街道まつりを、協賛金はあくまでも足らず前を協力し

てもらうという方向で、やはり定期的な予算というのを組んだ中での街道まつりの継承をしていっ

てもらわんことには、私は死んでも死に切れんわ。返事をくれ。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

本市の秋の風物詩として、この街道まつりが果たしてきた役割や今後についても全く同感でござ

いますし、ぜひ継続をしていくことを考えていく必要があろうと思います。その意味で、実行委員

長、実行委員会の皆さんが、今おっしゃるように、従来は１００％補助金でありましたが、そうい

う協賛金を求めながら、協働の中で進めていこうということについては、市としてもしっかり今後

も応援をしていくということでございまして、そういう基本的な立ち位置で答弁させていただいて

おるということでご理解いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ３時４９分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ３時５９分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１２番 宮崎勝郎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

緑風会の宮崎でございます。

昨夜の災害対策に続いてのお疲れのところ、最後になりましたが、もう少しおつき合いをお願い

したいなと思っております。

昨今、子供を取り巻く環境が非常に難しい、犯罪に巻き込まれるという事案がございます。ここ

に上げております大阪の寝屋川市での中学生の誘拐事件、それから岩手県の中学生の自殺問題とい

うこと等で亡くなられたお子様に対しての弔意をあらわしたいと思います。

それでは、まず１番目ですが、教育行政についてということのタイトルで８項目にわたって質問

させていただきます。その後、時間が許されれば、高齢者生活支援についてお聞かせ願いたいなと

思っております。



－２５４－

まず、教育行政についてでございますが、先般、大阪の寝屋川市で中学生の誘拐事件、また死体

遺棄事件という事件がございましたが、この事件に対して、子供さんが夜の徘回等のときに誘拐さ

れたんだろうというふうに報道もされております。そういうふうなものをどのようにして教育委員

会は受けとめておるのか。また、同じく見解でございますので、岩手県の中学生の自殺問題、これ

についてもあわせてどのように受けとめられておるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１２番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

寝屋川市の事件、それから岩手県の事件、それぞれ結果は違いますけれども、非常に極めて厳し

い思いで受けとめております。

まず、寝屋川の件でございますが、中学１年生の女子生徒が先に１３日に遺体で発見されました。

そして、同じく行動をともにしておりました男子中学生も２１日に遺体で発見されるという事件が

発生いたしまして、容疑者が逮捕されまして、事件の詳細については今捜査中ということではござ

いますけれども、本当にとうとい命がなくなったということにつきまして、本当に痛恨のきわみに

感じておるところでございます。

今回の事件は、殺人ということですけれども、夏季休業中の深夜徘回行為が容疑者との遭遇場面

である可能性が、今、議員おっしゃいましたように高いという報道がなされておりまして、家庭や

学校、地域の大人たちがもう一歩踏み込んで対応していれば、ひょっとして事件を未然に防ぐこと

ができたのではないだろうか、子供たちの命を守ることができたのではないだろうか、そういう思

いを持っております。

教育委員会といたしましては、子供たちが犯罪に遭わないために、深夜の徘回や無断外泊の危険

性についてさらなる啓発を行うとともに、危険を予測し、回避できる判断力や行動選択ができる能

力を身につける重要性を感じているところでございます。

また、岩手県の、みずからの命を絶つということにつきまして申し上げたいと思いますけれども、

いじめの実態が明らかにされる中で、幾度となく子供からのサインが送られていたということが新

聞報道等でわかってきております。いじめを生まない学校づくりが第一であるということはもちろ

んではございますけれども、いじめの早期発見、早期対応の視点から、特定の教員のみではなく、

学校全体でチームとして対応する体制の必要性を改めて感じさせていただいているところでござい

ます。

教育委員会といたしまして、今回の事案を受けまして、児童・生徒及び保護者に対してのいじめ

の相談窓口の周知や、これは今までもやっているところではございますけれども、さらにというこ

とと、それから、子供からのサインを学校全体で見落とすことがなく、早期につかんで対応するこ

とを徹底するように、２学期が始まりまして、そのように指示をしておるところでございます。

また、いじめを生まない学校を実現していくためには、一人一人の児童・生徒の居場所づくりや

人との触れ合い、協力の大切さを感じることができる学校行事、体験活動の実施、人権教育や道徳

教育の充実などにより、自己肯定感を高めていくことも大切であるというふうに、そのように考え

ておるところでございます。
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○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

当然、国民の皆さん方も、また我々もそうですが、このような事件は、いつもいつも耳にする、

新聞で見ると胸を痛めるところでございます。特に教育関係者の方々については、これからどのよ

うに対応していこうかなというような考えを持たれておると思っております。

特にこの寝屋川での中学生の誘拐事件で、私がこれを通告した後の新聞によりますと、亀山市が

やっておる青パトのパトロールが事業仕分けでなくなったと。事業仕分けによって不要と判定され

たということでございます。資料が今出ておりますけれども、新聞では、この間の土曜日の中日新

聞の記事でございますが、外部点検の判定結果ということで出ておりましたが、私はちょっとショ

ックを受けました。なぜならば、このような青パトを亀山市が事業として入れて、やはり今、いま

だかつてこうような犯罪がないということが非常に私はありがたいと思っておりますし、また民間

にもそういうようなものをお世話になって、また子供の見守り隊とか、各地域でそれぞれ組織化さ

れて子供を見守っていただいております。

特にこの青パトについては、南部地区の、私どもの地区でございますが、コミュニティで青パト

で特にお世話になっておる方が巡回していただきまして、年齢も重ねておりますので、現在は登下

校なり、放課後の時間帯を利用して地域をパトロールしていただいております。和田もあったかな

と私は記憶にございますが、その後、亀山市が青パトを立ち上げて、補導の中で夜の徘回なりも見

守っていただいておる、また非行防止にも力を入れていただいておるこのような事業がザ・点検で

不要になった。このようなことが私はどうも合点がいきません。やはり子供たちを守ってあげる、

また非行防止にもやはり力を注ぐということが教育委員会としては非常に大事だと思って立ち上げ

たと思うんですが、これについて教育委員会としてどのように受けとめられておるのか、お願いし

たいと思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間教育次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

今回のザ・点検、外部点検での青少年総合支援センターの補導業務につきまして示された結果に

つきましては厳粛に受けとめておるところでございます。まだ結果が出たばかりで、市としての正

式な方向性が出ておりませんので、あくまでも現段階での教育委員会の私どもの考えとして申し上

げます。

お示しいただいた不要というご判断につきましては、これからの青少年総合支援センターが青少

年の居場所づくりにより重点的に取り組むこと、地域の子供たちは地域みんなで守るという意識の

もとで、見守り活動は地域に担っていただくべきとの道筋を示していただいたものと考えておりま

す。この方向性につきましては、教育委員会でも昨年度の内部点検後に課題としてきたものであり、

既に青少年総合支援センターのあり方の検討に向けて、情報収集や地域との関係構築のための連携

強化に着手しておるところでございます。

ただ、お示しいただいたのはあくまでも最終的な形であり、この形になるには、青少年総合支援

センターのあり方はもちろんのこと、地域の皆様とか団体の合意形成、制度設計など数多くの課題
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があると存じております。この課題の克服に向けて、いつまでに何をどのように進めていくかの課

題検討を早急に着手したところでございます。このため、教育委員会といたしましては、直ちに廃

止に向けてパトロールを停止するということではなく、先ほど申し述べました地域を主体とした体

制確立ができて、初めて青少年総合支援センターによるパトロールが移行できるものと考えており

ます。

なお、青少年総合支援センターのあり方にかかわらず、現行の見守り体制が後退することがあっ

てはならないものと考えておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

教育委員会の受けとめは当然そういうような考えになろうと思います。

地域にという話は出ておるんですが、地域には今までからもう既にお世話になっておると思いま

す。それぞれの地域で子供見守り隊的なものが登下校でもお世話になっておりますが、その地域で

も、そういう青パトは現在多分２カ所やと思うんですけれども、やはりその見守り隊でも限界がご

ざいます。夜中までは無理だろうと私は思っておりますが、その中で、やはり行政がある程度かか

わらなければならないだろうと私は思っております。

先般、テレビでちょっと見ておったんですが、一般の方が、ある公園で女子生徒が１２時ごろベ

ンチに座っておったら、早く帰りなというような声かけをしたら、声かけ事案として、その子供さ

んは警察を呼ぶぞというようなことを言われたというようなこともやっておりました。そうやで、

一般の方がそういう声をかけての補導的な、指導的なものをやろうと思ってもなかなか難しゅうご

ざいます。そういうような中で、このザ・点検～亀山モデル～でなぜこのような形になったのか、

行革の担当の部としてはどのように考えておるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

上田財務部長。

○財務部長（上田寿男君登壇）

青少年総合センター運営事業につきましては、まずは昨年度の中堅職員による内部点検において、

要改善と判断をされたところでございます。内容につきましては、主に補導員による巡回パトロー

ルを行政主導から、愛の運動や地域の自主防犯組織等を活用した地域主導のパトロールに順次移行

し、現在の体制を見直すべきという意見でございました。

これに対しまして、教育委員会の担当部署では、補導業務を地域の関係団体へ移行するには相当

な時間を要するということから、まずはパトロールデータの数値化と地域関係者との情報交換を行

いながら今後の方向性を位置づけるとしたところでございました。この方向性につきましては、補

導に関するパトロールを地域へ移行することで地域の負担がふえることも想定されることから、市

民や学識経験者等による外部点検において再度意見を聞いたほうがいいんだろうという形で、この

外部点検にかけたところでございます。

しかし、この本事業につきましては外部点検において不要と判断をされておりますけれども、そ

の中身は、少し「不要」という言葉が先行したように私は考えていますけれども、班としての意見

は、パトロール事業の重要性に対しては誰も異論がないものの、当該事業を生涯学習室が主体とし
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て行うべき事業かといった点に多くの疑問があったことから、不要と判断をしたと。したがって、

今後は類似のパトロール事業を行っている機関と協議し、事業の統合化等を進めるべきである。具

体的には、地域まちづくり協議会等が行っている防犯パトロールの中に位置づけられることなどが

想定される。その際、留意すべきは、例えば地域まちづくり協議会に移管するにしても、地域には

体制整備に差もあることが想定されることから、地域の負担をいかに軽減するかといった点も考慮

されたい。また、教育委員会等、関係機関との連携はこれまで同様に確保されたいという班の意見

で、不要と。ただ、やめろというような不要の意見ではございませんでした。

少し私がさっき申し上げましたとおり、「不要」という言葉が少し先行したのはどうだったのか

なあという点はあろうかというふうに思いますけれども、この事業そのものは誰も異論がない重要

な事業というふうな認識は変わりないものというふうに理解をしておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

今、ここまでに至った経過を聞かせていただきました。

しかし、教育委員会としては必要があるだろうというような意見だったと思うんですが、そう理

解させていただきますが、違いましたら答えてくださいよ。私はそう思いますけれども、やはり市

長もどんなように考えておるのか私も聞きたいんですが、この制度については、私も総務委員会に

所属していますので、委員会あたりでもっと詰めていきたいなと、かように思っております。

とにかく、市長の考えがありましたら聞かせてください。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今、部長が答弁させていただいたことに尽きようかと思っておりまして、例えばその重要性は当

然私どももこれは変わらず大切であるというふうに思っております。例えば南部地区と和田、この

地区で今展開をしていただいております。地域の住民の皆さんの、これは自主的な展開、まち協で

はございませんが、こういうその地域の中でのいろんな人的なネットワーク、これを統合させて、

いい形で地域を主体としたものが展開できないかということについて改善をしていこうという趣旨

でございます。

青少年総合支援センターのあり方自体をどのようにしていくか、本来の生涯学習室が担っておる、

例えばひきこもりであるとか、あるいはさまざまな問題を抱える２０歳を超えた青少年たちのサポ

ートのあり方については、これはこれでしっかり整理をしていく必要があろうと思いますが、青パ

トの運営につきましては、先ほど答弁させていただいたような方向で展開をしていくということで

私自身も認識をさせていただいておるものでございます。防犯全体の取り組みについても、総合的

に判断をさせていただく必要があろうと考えております。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

この問題については、私だけやなくして、ほかの議員も同じような考えを持たれておると思いま
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す。また、聞いていただいている市民の方々もそのような方向がいいやないかというような考えを

持たれておると思いますが、何しろ点検でそのような結果が出たというのは、私、非常に残念でご

ざいますが、いずれにしましても、子供を守る、地域でお世話になる、行政でお世話になる、寝屋

川とか岩手県のような事件・事故が起こらないように、また頑張っていただきたいというふうにお

願いしておきます。

それじゃあ、次に３番目の児童・生徒の通学路整備の進捗状況でございますが、これもどことい

うことじゃなしに、通学路においての整備はＰＴＡ連合会なり、また教育懇談会等でいろいろ出て

くるだろうと思っておりますが、その中での進捗、例えば髙島議員が前回でしたか、中部中学校の

通学路の歩道の問題等が出ておりましたが、そのような一つの例をとって一遍進捗状況を聞かせて

いただきたいなと。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

通学路の安全確保につきましては、地域・ＰＴＡ・学校が協議により取りまとめていただいたも

のを、市ＰＴＡ連合会を通じて、要望として教育委員会にいただいております。これをもとに、県

及び市の道路管理者、警察、学校、ＰＴＡ、教育委員会による合同現地確認を実施し、要望の箇所

がどのような状況であるのかをそれぞれが十分掌握して、その上で県、警察、市などの担当部署が

それぞれ対策を講じているところでございます。

具体的な例を申し上げますと、先ほども議員がおっしゃいました中部中学校区の歩道の件で申し

上げますと、市と教育委員会、道路管理者、県でございますが、連携して関係地権者に協力依頼を

行っておりまして、今月、先月と２回に分けて関係地権者のところへ連携してお願いに上がったと

いうところでございます。要望の早期実現に今取り組んでいるところでございます。

また、これらの要望等の進捗のために、昨年１２月に通学路の安全確保に関する取り組み方針と

して策定いたしました亀山市通学路交通安全プログラムに基づきまして、関係部局、機関による通

学路安全対策関係者連絡会議を開催いたしまして、安全確保の早期実現に向けての情報の共有と意

思疎通も図っているところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

今、るる聞かせていただきましたが、いずれにしましても、教育委員会では工事を施工するとか、

そんなわけにはいきませんので、関係機関へ要望等、強くお願いして、この項は終わりたいと思い

ます。

続きまして、４番目に、学校施設整備についてでございますが、先ほども櫻井議員が川崎小学校

への空調の導入ということで質問されております。また、他の学校はどうなるのかということを尋

ねられました。大体聞かせていただきましたが、今まで我々議員が質問の中でいろいろ聞かせてい

ただいたり、要望をさせていただいたり、その中で、時にはだめよだめよで、検討の検討という言

葉さえ聞かなかったと思うんですが、このたび急遽導入された。これは私は喜ばしいことだと思う

んですけれども、今後は、川崎小学校は新築ですが、他の学校については、やはり一遍にというわ
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けにはいきませんやろうけれども、計画を立てられてやっていくのか確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

先ほども教育長のほうから答弁申し上げましたとおり、教育委員会といたしましては、ほかの学

校のほうにも計画的に進めてまいりたいと考えておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

空調については計画的にされていくという答弁をいただきましたんで、これはこれで期待をした

いと思います。

それから２つ目に、学校グラウンドの芝生化について、これはもう数年前、もっと前になります

か、もう八、九年前ですかね、亀山市が学校グラウンドの芝生化ということで事業を立ち上げて、

まず南小学校に初めて芝生化ができた。そのときの校長に今の伊藤教育長が校長で見えまして、こ

れを南小学校でやってもらうというふうに手を挙げたんやということを聞きまして、私もそれまで

に教育民生委員会のほうでいろいろ研究もしておった中で導入を要望してきたもんでございます。

その後の経過については、管理の問題、また校舎の気温がたとえ一、二度でも落ちるだろうとい

う想定の中でこれは来たわけでございますが、今後、他の学校にもどのようにやっていくのか、計

画があるのか、お聞かせ願いたいなと思います。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

亀山南小学校のグラウンドの芝生化につきましては、平成２２年度当時、市内の小・中学校のグ

ラウンドで問題となっておりましたでこぼこや排水不良、雑草の繁茂、砂の飛散などを解決すると

ともに、児童の屋外活動促進を目的にモデル的に実施したものでございます。その後、５年が経過

しようとしているところでございますが、効果といたしましては、砂の飛散防止ができたこと、児

童の屋外活動の促進につながったことなどが上げられ、児童や保護者にも大変喜ばれているところ

でございます。

その一方で、芝の管理につきましては、当初、芝刈りやエアレーション、施肥などの管理の大部

分を業者に委託しておりましたが、芝の生育状況等を見ながら、草取りなどではＰＴＡや地域の方

のご協力をいただいて、徐々に学校による管理に移行してきたところでございます。現在は芝刈り

機を購入いたしまして、教職員が芝刈りを行うとともに、芝を最適な状態で維持していくために、

施肥については業者に委託しているところでございます。

グラウンドの芝生化につきましては一定の効果があるとは考えておりますが、芝生の維持管理面

を考えますと、日常の管理が大切になることですから、これを今後他校に広げていくためには各学

校の実態、そして学校長の経営の考え方、そして何よりも保護者や地域の方の理解を含めて、それ

らの方々のご意向を尊重して検討していく必要があるものと存じております。

○議長（前田 稔君）
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宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

この芝生については、私も、学校開放の中でナイターでグラウンドをお借りしてソフトボールを

やっております。その中で、使わせてもらっておる中では非常に私も感じがいいわけなんです。他

の学校でも開放とかやっておられるし、そういうような中で、学校と地域とやはり力を合わせて管

理をしていけば何とかなるだろうと。私も１３日にそこの草取りかと思うんですが、ソフトボール

クラブとして出合いの要請が来ていますので出ていきますけれども、やはりこういうような感じ、

また地域のＰＴＡ・学校とやはり手を取り合って、先ほど言いました地域の子供たちの見守りも含

めて、またスポーツを通じて道徳的な行儀作法とか、そういうのも教えるというのもやっておりま

すので、非常にいいかと私は思っております。

特に私が教育長の名前を最初に出したのは、当初、実践されようという意欲を持たれた方で、今、

教育長という立場に見えますので、私はその感想が伺えるかなというふうに思っておりますので、

よろしく。

○議長（前田 稔君）

伊藤教育長。

○教育長（伊藤ふじ子君登壇）

私は、かつて亀山南小学校、最終年度の務めのときでございますけれども、このことを、本来で

すと時間的なスパンで非常に短い時間で決定し、実践に移させていただいたわけですが、亀山南小

学校の運動場の現状は、当時本当にちょっと風が吹くと砂ぼこりが舞う。なかなか運動場が使えな

い。それから、子供たちが外で遊ぶということが少ないなといった亀山南小学校の実態を鑑みて、

芝生ということに決断させていただいたわけです。ですから、後の管理のことも含めて、いろいろ

その当時話し合いもさせていただきましたし、結果的に芝生の運動場ということが子供たちによい

結果、本当にけがもしませんし、はだしで走ることとか、そういったことも含めて、それなりの一

定の効果を持っていると思います。

同時に、そのときに亀山東幼稚園も運動場を芝生化していただいておりまして、やはり東幼稚園

を訪れましても、その芝生の子供たちにもたらす効果というのは非常にいいものがあるなと思って

おります。

ただ、私が思いますのは、そのときの学校の担当者、教職員、それから子供たちの願い、地域・

保護者の願いが本当に一つにならないと、いいものをずうっと継続してつくり上げていくには、そ

のあたりが非常に大事かと思っております。ですから、私といたしましては、こちらからトップダ

ウンでやりなさいというよりも、やはり地域や保護者の方の声、それから、例えばある小学校の運

動場はよく駐車場がわりに使われるとか、そういったことがありますと、やはり芝の生育とかにも

影響してくると思いますし、だから、そういった運動場の使い方も地域全体がご理解いただけなけ

ればならないこともございますので、そのあたりしっかりとした合意形成のもとに、ぜひ芝生の運

動場にしたいというご要望がありましたら、当然こちらとして強く推進していくものではあります

けれども、そのあたりが今後進めていく上では非常に大事かと思っております。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。



－２６１－

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

ありがとうございました。

それじゃあ次に、５番目に、家族交換日記、家庭約束手帳の取り扱いということで、教育現況報

告でこの間報告を受けた中で、生涯学習の中で、夏休み前に要望者に渡したということも報告を受

けていますが、これについて一遍お聞かせ願いたいなと思っております。

○議長（前田 稔君）

佐久間次長。

○教育次長（佐久間利夫君登壇）

家族交換日記、家庭約束手帳につきましては、学力向上推進計画の取り組みの一環として、子供

たちの基本的生活習慣確立のための家庭への働きかけとして実施したものでございます。また同時

に、家庭約束手帳に伴う家庭内でのルールづくりのための話し合いや、家族交換日記に伴います家

庭内でのコミュニケーションづくりによって子供の自己肯定感を育み、家庭が子供にとって一番の

居場所となるようとの願いを込めたものでございます。このような取り組みにつきましては三重県

下では初めてで、全国的にも数少ない家庭教育に対する一歩踏み込んだ取り組みであろうと自負し

ておるところでございます。

この夏休み前に、保育所、幼稚園、小・中学校に通う子供さんと、そのご家族を対象に募集を行

いまして、家族交換日記は６７件、家庭約束手帳は６１件のお申し込みをいただきました。年度末

には取り組みいただいたご家庭にアンケートをお願いいたしまして、その成果につきましてフィー

ドバックをしていただく予定としておるところでございます。

今回のこの取り組み数自体は決して多いものではございませんが、基本的生活習慣の確立と子供

の居場所づくりのための方策の一つとして、今後も少しでも多くのご家庭で取り組んでいただける

よう継続してまいりたいと考えております。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

ありがとうございました。

県下初めて、前向きな形で発案され取り組まれておること、敬意を表したいと思います。

次に、６番目の全国学力テストの結果ということで、先ほど我が会派の尾崎議員が事細かに聞か

れたんで、私はここでは省略させていただきたいなと思っております。新聞によりますと、鈴鹿が

ちゃんと公表されておるというのもございますが、その点はまた今後よろしくお願いしたいなと。

次に、７番目でございますが、歴史博物館での夏休み企画の成果について。

ケーブルテレビを見せてもらっておった中で、夏休みの中で企画展というのか、中学生を対象に、

小学生も含めておるのかちょっとわかりませんが、企画をやられておったんですが、その成果を聞

かせていただきたいなと。

○議長（前田 稔君）

広森文化振興局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

歴史博物館におきましては、学校の夏休み期間は、子供たちに郷土の歴史を学んだり、知ってい
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ただくチャンスと捉え、さまざまな工夫をしながら来館を促しております。その一つとして、本年

度で５年目を迎えます夏休み博物館学校では、授業形式で国語、理科、社会などの科目ごとに歴史

を学べる工夫を凝らしており、参加者は２日間で延べ２９７人でございました。また、昨年から開

始しました亀博ナイトミュージアムでは、暗くした常設展示室の中を懐中電灯を頼りに展示物を探

すという企画で、参加者からは大変好評を得ており、２日間で１７４人の参加がございました。こ

のほか、身近な歴史テーマを掲げ開催しております亀博自由研究のひろばでは、本年は災害をテー

マにしておりますが、夏休みの自由研究としても取り組めるように研究ノートを設置し、会期中に

は延べ１,２１２人の来場がございました。

このように、夏休み期間に博物館への来館を促すことで、子供たちに自分の住むまちの歴史に興

味を持っていただく機会となったものと考えております。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

今、報告を受けたところで、かなりの人数の生徒さん、子供さんがこれに参加されたと。成果は

非常に上がったんじゃないかというふうに私は思っております。今度もいいことはどんどん発案し

て、企画して、このように子供さんに夢を与えてやっていただきたいなと、かように思います。

教育問題の最後でございますが、亀山市子ども条例の制定の考えはないのかということで、次世

代を担う亀山の子供たちが健やかに育つことができるように、地域社会づくりの中での子ども条例

をつくったらどうやという私の考えでございますが、三重県にも子ども条例はございます。県下を

調べますと名張市がつくっておるということでございますが、当市としまして今後どのように、考

えはあるのか。私は、前に人権条例的なものの中にも一部入っておると思うんですが、その部分と

ちょっと違うと思いますので、一遍考えを聞かせてください。

○議長（前田 稔君）

若林子ども総合センター長。

○子ども総合センター長（若林喜美代君登壇）

子ども条例につきましては、子育ち応援プラン後期計画におきまして、その制定に向けた取り組

みについて検討するというふうにしておりました。その後、検討をいたしました結果、個別の事項

としては条例を制定せずに、平成２５年に制定されました一人ひとりの人権が尊重される亀山市を

つくる条例に含めることとしたものでございます。

しかしながら、本年３月に策定いたしました子ども・子育て支援事業計画には、三重県の子ども

条例や亀山市の一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例に基づき、基本理念を定めてお

ります。１つには、子供が地域の宝であることから、子供の健やかな育ちを支えることが重要であ

るということについて、また次に、子供の目線に立ち、子供にとって最善の利益が実現・保障され

るよう目指して基本理念に記載をしております。このように、市全体の条例に子供のことを含んで

いることや子ども条例の考え方を計画に落とし込んでいることから、新たに条例を制定するという

方向には至らないものと考えております。このような考え方でおりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

○議長（前田 稔君）
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宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

今、るる聞かせていただきましたが、やはり形としては条例化して、市民全体だけやなしに、や

はり関係者なり、全体で取り組んでいくべき時期かなというふうに私は思っておりますので。その

基本理念の中身はよくわかります、子育ち応援プランの中での基本理念の中でうたわれておるのは

よくわかりますけれども、今後さらなる研究をしていただいて、時期がまだちょっと早いのかなと

いうふうに私は今の答弁の中から受けとめるんですけれども、今後よろしくお願いしたいなと、こ

のように思っております。

教育について８項目にわたりましていろいろお聞かせ願ったり、要望をさせていただいたり、や

はりこの教育問題、子供を守る中、また育てる中での教育問題については教育委員会だけに任せる

んじゃなくして、やはり行政、市長の考えを出していただいて、執行については教育委員会にお世

話になるんですが、やはり金銭的にも伴っていく、財源的にも伴っていくものもございます。そこ

らはやはり市長の考えも出していただいて、今後よりよい教育行政をつくっていただきたいなと、

かように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、高齢者生活支援、何とか聞くことができました。

市政の現況報告の中で、高齢者の生活支援の中で亀山ＱＯＬ支援モデル事業についてというのが

出ておりますが、この事業とはどのような事業なのかお聞かせ願いたいなと、かように思います。

○議長（前田 稔君）

伊藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

亀山ＱＯＬ支援モデル事業は、ＱＯＬ、クオリティー・オブ・ライフ、つまり生活の質を維持す

るために高齢者の健康管理と日常生活の支援に取り組む事業でございます。今年度、シャープ株式

会社を代表団体とする共同事業体である亀山ＱＯＬコンソーシアムが、コンソーシアムといいます

のは共同事業体でございますが、経済産業省の平成２７年度健康寿命延伸産業創出推進事業という

のがございまして、それに応募し採択されました民間主導の実証実験でございます。

もう少し具体的に申し上げますと、シャープや亀山市シルバー人材センターなどの民間企業や団

体が連携し、タブレット端末を介しまして、自身の健康管理や健康相談、認知症予防など介護予防

やシルバー人材センターの会員によるタブレット活用に関するサポート、あるいは買い物などの生

活支援サービスを一定の利用していただく方の負担をいただきながら提供するヘルスケアビジネス

モデル、健康に関する事業を実施するものでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

今、聞かせていただいたら、やはりそれぞれの企業にも協力を求める、またシルバー人材センタ

ーとかいろいろとお互いに協力してやっていく事業やというふうに理解しました。高齢者の健康な

り生活支援の中での事業かなというふうに思いましたが、今後、手がけるんですか。

○議長（前田 稔君）

伊藤部長。
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○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

現在でございますが、既に動き出しておりまして、この事業に参加していただける市内の６５歳

以上の高齢者、今年度につきましては２００人を募るため利用者募集説明会が開催されるところで

ございます。この実証実験につきましては９月もしくは１０月ぐらいから始めさせていただきまし

て、来年１月までということで今進めておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

２００人を１月までという話ですが、これ事業がよかったら延長するんですか、それとももうこ

こで一遍やって、打ち切るんですか。

○議長（前田 稔君）

伊藤部長。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

この事業の実施に当たりましては、これまでからずうっとシャープと私ども、一緒に研究してま

いりまして、いろんな手法がタブレットを活用してできるんじゃないかということで研究してまい

りました。

議員がおっしゃるように、この実証実験は１月までとなっておりますが、実証実験が終了後も継

続して取り組んでまいりたいと思っておりますし、さらにはこれに地域の見守りや在宅医療、そう

いうものも組み合わせることができないかということも含めて研究してまいりたいと思っておると

ころでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

よろしくお願いしたいなと思っております。

最後になりましたが、高齢者敬老手帳というのは、テレビを見ておりましたら、名古屋市だと思

うんですけれども、高齢者敬老手帳をお渡しして、高齢者の生活の中へ取り入れてよかったなとい

う声を聞かせていただいた。それをどのような、これは名古屋市だけかもちょっとわかりませんけ

れども、そこら、何か思いがありましたらお聞かせ願いたい。

○議長（前田 稔君）

伊藤部長。

○健康福祉部長（兼）医療センター理事（伊藤誠一君登壇）

議員が言われておりますのは、先般テレビで紹介された名古屋市における事業でございまして、

高齢者敬老手帳の交付、この中にさまざまな高齢者に対する制度などが記載されておりまして、さ

らに敬老優待券をその手帳の中に挟み込んでお使いいただくと。割引等で入場できるような、そん

なものでございます。私どもでちょっと調べさせてもらったところ、全国では、私どもが調べさせ

ていただいた限りでは名古屋市だけで、以前に札幌のほうでもやってみえたんですが、現在はもう

やられていないということでございます。

市の思いということもあわせて、私どもにつきましては、高齢者を対象にした福祉施策や手続を
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行う窓口など、いろんな制度についてを記載させてもらった暮らしのガイドブックというものを１

月に全戸配付させていただきました。さらに、議員が言われているようないろんなものにつきまし

ては、割引制度なんかは白鳥の湯でやったり、歴史博物館でやったり、それぞれさせていただいて

おりますので、こういうさまざまな制度、全国でやられておるもの、これについてはさらに研究は

してまいりたいとは思っておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

１２番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。

以上で、予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。

次に、お諮りします。

質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

そのように決定しました。

あす１０日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。

本日はこれにて散会します。

（午後 ４時５０分 散会）
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●事務局職員

事 務 局 長 松 井 元 郎 議 事 調 査 室 長 渡 邉 靖 文

書 記 髙 野 利 人

─────────────────────────────────────

●会議の次第

（午前１０時００分 開議）

○議長（前田 稔君）

おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。

日程に先立ち、お諮りします。

１番 今岡翔平議員から、８日の一般質問において、副市長に関する質問のところで不適切な発

言があったとの理由により、その一部を取り消したいとの申し出がありましたので、会議規則第６

３条の規定により取り消しの申し出を許可することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

今岡翔平議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定しました。

これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

１７番 小坂直親議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

おはようございます。

台風１８号がきのうこの辺、東海を過ぎて、今、関東で茨城・栃木に特別警報が出ておるという

ことで、大変今、猛威を振るっておるわけでございますが、何とか災害が少なければというふうに

願っておるところでございます。また、災害等につきましては、私のきょうの通告の中に一部入っ

ておりますので、関連につきましては、そのときに質問させていただきたいなあというふうに思っ

ております。

それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

一般質問は、基本的に市長の市政に関する考え方を問うのが本来の一般質問であって、見解の相

違もあろうかと思います。質疑とは違いまして、一般質問の場合はあくまでも市長の姿勢、市長の

考え方をお聞きする場であろうかと思いますので、できる限り市長の判断でご答弁をお願いしたい

というふうに思っております。

まず最初に、関ロッジの問題につきましては、るる、この３月議会までの経過についてはいろい

ろ物議を醸し出して、いろいろ議論はあったと思います。それからまた６月議会でも、引き続きそ
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の後の経過、取り組みについての予算化についても議論をされたと思いますけど、３月議会で決議

を出し、そしてからまた６月議会では予算決算委員会でロッジについての意見書も申し上げており

ます。その中で、当然今日に至ったことに関する検証は何にもしてないやないか、報告がないとい

うことから、今日までの経過、３月議会以降、エムアンドエムから請求書も出されて、それに対し

て裁判をする用意もしておるというようなことも報告は受けておりますけど、その３月の決議に対

する見解、それから６月議会の予算決算委員会での意見書に対して、何ら具体的な方向性なりが聞

かせていただけない。今回も２名の方が質問されておりますけど、より具体的なロッジの方向性に

ついて、何ら検証についても報告がなされていないので、その６月議会から以降の今日までの経過

と、今後の、今の現状について、どのように検証されて今に至っておるのかということを、まずお

聞かせ願います。

○議長（前田 稔君）

１７番 小坂直親議員の質問に対する答弁を求めます。

坂口関支所長。

○関支所長（坂口一郎君登壇）

おはようございます。

関ロッジにつきまして、６月議会のほうでも在り方検討委員会の予算と、また休館中の管理費に

ついての予算についてお認めをいただきました。その中で、在り方検討委員会につきましては、議

会のほうからご意見もいただいたところでございます。

その後につきましては、在り方検討委員会、また庁内の検討組織のほうを設置して、現在検討を

行っているところでございます。在り方検討委員会につきましては、これまで２回の会議を開催し、

第３回目を９月１８日に開催して、そこで何とか在り方検討委員会としての結論を出していただく

ということを目標に進めさせていただいておりまして、そこで提言が出ましたら、市として早急に

判断をし、議会のほうへ速やかに市としての考え方をお示しをさせていただきたいと考えていると

ころでございます。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

私はそんなこと聞いておらへんのや。どのように閉館に至ったことについての検証をしたんかと

言うておるんですわ。どのような検証をして、このように至ったのかということを聞いておるんで

すよ。

今まで再三、議会のほうから、どのように検証したというのは、３月議会も６月議会も出たと思

うんですよ。それでも出なかったから決議を出させていただいた。議会の検証してくれという決議

に対して、また予算決算委員会での附帯意見についてをどのように受けとめて、議会に対して答弁

されるのかということをお聞きしたいのであって、在り方検討委員会にどうこう言うつもりはない

んです。それは執行部の判断だろうと思うんです。

だから、そのことについてどのように検証されたのかということと、それから私は３月議会で、

今日に至った１億５,０００万の損失をこうむったことについての行政責任と、市長としての責任

はどうとるんだという質問に対しても、何ら答弁はもらわんだ。遺憾に思ったということだけであ
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って、市長の答弁は。これは合理性はあったんだと、要するに議会でいろいろ審議された中で、現

時点では合理性があったけど、経過に至ったことは遺憾であったというだけであって、行政責任、

市長の責任には、何らこの議会で、私への答弁に対しても、また議会に対しても、何ら説明責任も

何もしないということに対して、市長としてはどのように考えておるんかということを私は聞いて

おるんであって、今、その在り方検討委員会の中身を聞いておるわけじゃない。市長にその辺のと

ころを先にお聞きしたいと。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。

小坂議員のご質問にお答えをさせていただきます。

まず、検証結果についてどうだということで、今日に至るまでにもう考え方はお伝えをさせてい

ただいてきておるところでございますけれども、いわゆる釈迦に説法でございますけれども、例え

ば交渉事、あるいは裁判が始まる以前にその手のうちを明らかにすること、あるいはそこに至るさ

まざまな、これは公の議論も含めてでございますが、先方がこれを利用するということにつきまし

ては、慎重であるべきだという考え方を申し上げてきたところでございます。本市の利益が損なわ

れるおそれがあることに対する、そこは慎重に対応させていただく必要があるということを議会に

もお願いをいたしてまいったところでございまして、その点には深いご理解をいただきたいという

ふうに考えるものでございます。

また、今、例えば６月の議会のご意見もいただいて、私どもは関ロッジの方向性について、一つ

は幅広い検討を行うこと、もう一つは９月議会の閉会日までにその結論を出すようにと、附帯意見

を６月議会で頂戴をいたしておるところでございまして、この議会の意見を最大限尊重いたしまし

て、タイトなスケジュールではございますが、現在、真摯な検討を進めておる段階にございますの

で、この点もご理解いただきたいと存じます。

それから、１億４,０００万円のこの支出、指定管理を決定いたしてからのこの支出の責任は誰

がとるのかということで、議員からも、これは３月の議会でございましたか、ご質問いただきまし

た。そのときにも考え方を申し上げたところでございますが、改めて申し上げたいというふうに思

います。

平成２４年度に、開業後４５年の関ロッジを市直営から民営に移行させるに当たっては、本議会

におけるさまざまな議論と提言を経て、私自身もその政策判断を行い、また真摯なご審議をいただ

き、実行いたしてまいりました。その際、関ロッジの長年にわたる利益等の蓄積であります内部留

保資金約１億５,０００万円を原資として、関ロッジの民営による継続を決定いたしたものでござ

います。また、民間の指定管理者に運営を委ねるに当たっては、当然の行政責任として、未実施で

ございました耐震化を施すことが不可欠でございましたので、平成２４年、２５年度に耐震補強工

事などを実施いたしました。この設計・工事が約１億４００万円でございます。その後、６月末を

もちまして国民宿舎事業会計の打ち切り決算を行い、残りの内部留保資金を一般会計に移行させた

ことはご案内のとおりでございます。ちなみに、企業会計から一般会計へ引き継がれました実質的

な額は約１,９００万円でございまして、こちらもご案内のとおりでございます。
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以降、５年間の協定締結をいたしました指定管理者への指定管理料は約７００万円でございまし

て、再オープン前後に想定外の施設修繕、備品買いかえなども含め約３,０００万円を支出いたし

ました。これら合計約１億４,１００万円のうち、内部留保資金分から１億２,３００万円、税金で

あります一般会計負担額が約１,８００万円でございます。つまりは、この２年間で内部留保資金

を全額使い切る形となり、以降においては全額市費の投入が必要となっているというのが現状でご

ざいます。

誰の責任かというお尋ねでございますが、今日に至る過程におきまして、それぞれの時点におい

てオープンな議論を経て、合理的な判断を実行したものというふうに考えておるところであります。

一方で、まずはこの現在の局面におきまして、今後に向けた責任ある政策判断を行うことが最も

肝心であるというふうに認識をいたしておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

今、合理的な判断をしたということで、合理的ではなかったんです、結果的には。その合理的な

判断を誤ったがためにこうなったわけであって、私が検証するのは、やっぱりその、向こうがやめ

るという申し出がある前に、企業努力についても、それから行政努力についても、どのように努力

はしたけどできなかったという、その辺の検証は全然してない。

それは指定管理したときに、７月にして、その１２月には大変評判は悪かったです。料理は悪い、

サービスは悪い、非常に評判は落ちた。それで客は、リピーター客はどんどん減っていったという、

その１２月に既にもう客はかなり離れておった。それに対する行政の指導なり、それから企業努力

も全然なしにほったらかしておったがために、結果的に利益が上がらなかったから損害賠償という

形に出てきておると。

そういうところを検証した上で、在り方検討委員会に出しておるのか。ただ、今の状況だけを、

在り方検討委員会にしておるのでは、ちょっといろんな意味で検証をした上、議会に報告して、そ

れから今後の方向を考えるというふうに答弁されておるんです。だから、検証したというのは、今

のは経過だけであって、検証をしてないんです。指定管理者の営業努力、それから行政指導をしな

かったことが、結果的に今日に至ったということに対する検証はしていない。だから、今、検討委

員会としても結論は出てこないと思うんです。

であるならば、３月に市長は、いずれにしても関ロッジは存続をさせ、市長の責任において、行

政の責任において、公の施設として今後維持していくという考えであると、このように答弁されて

おるんですよ。この言われた言葉、今、在り方検討委員会ではどういう結論が出るのか、これも秘

密会議で出てこないということは、この市長の答弁に反する結果は出てこないと、この範疇の範囲

内で在り方検討委員会はしておるのか。

その辺について、今の在り方検討委員会で市長のこの答弁、今後も維持していくと、公の施設と

して維持していくんだと、存続させるという市長の答弁はあったわけで、それに対する今の在り方

検討委員会の、どういう結果かわからんけど、相反する結果になることはないということですか、

その辺をお伺いします。

○議長（前田 稔君）
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櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今、いずれにせよ、関ロッジは存続をさせ、市長の責任において、行政の責任において、公の施

設として今後維持していくという考え方を３月に市長は言うたけれどということを前提でおっしゃ

られましたが、この発言は、平成２４年の６月の定例議会で、私が質問にお答えをさせていただい

た答弁の発言でございます。それも仮に、当時、指定管理が撤退をするようなことになった場合ど

うだというご質問でございましたので、私は、そこの状況とか情勢によっては、その時点で判断さ

せていただく必要があろうと思いますがという前提のもとに、今の発言を申し上げたところでござ

います。

いずれにいたしましても、現時点に向かって今検討委員会、本当にこの議会からもご意見をいた

だいております。この９月定例会の閉会に向けて、委員会はもちろんでありますし、内部で積み上

げていることを総合的に、これは市行政として判断をさせていただいて、議会にお示しをさせてい

ただくということで、今、建設的に積み上げてきておる段階にございますので、今後に向かって責

任ある判断をさせていただきたいと、このように考えております。

現段階で、本当に熱心に検討委員会のほうもご議論いただいておりますし、私どもも精いっぱい

の努力をさせていただいて、最終的に市の方針を決定させていただきたいと考えておるものでござ

います。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

今そうやって言われたが、その気持ちを、意見がそのとおりになったら、そのつもりでロッジを

運営していくんだという市長の考え方は、それは結果的に変わったと。状況の変化で、もう指定管

理は解除されたら変わったというのであれば、市長はその都度その都度、その状況によって変わっ

ていくんだと、考え方は。それでは、なかなか公の施設を管理するということは難しいと思います

よ。

それで今回も、在り方検討委員会でということなんですけど、在り方検討委員会もそうですけど、

きのうのザ・点検でも、全てが行政がつくったことを、都合が悪くなったら、ザ・点検だとか、そ

れからまた今度は在り方検討委員会だとか、第三者に全て丸投げですよ。そしてその結果を尊重し

て、議会の意見を聞くんやなしに、要するに諮問委員会だとか、それからいろんな在り方検討委員

会とか、いろんなことを言うて、今回は秘密ですよ、それから。何が議論されているか、わからへ

んです。その在り方検討委員会、市長はどういう方向で検討してくれという、その何もそれもない

です。丸投げしたわけです。どうしたらいいかということを。それも、我々から見れば肩書きは立

派やけど、ロッジに関する素人ばっかりですよ、寄っておるのは。経験年数も何もない人ばっかり

が１０人も寄って検討しておると。過去の経緯とか、あと中身も知らない者ばかりでやっておって

は、それも秘密ですよ。言うたらあかん、裁判のためて、裁判もまだやってないんですよ。相手が、

エムアンドエムから請求書が出てきたと。応じなければ裁判すると、あくまでも受け身でという、

これも６月に私は質問させていただいたんです。

市として損害をこうむったわけですよ。１億５,０００万かけたやつが、今塩漬けになっておる
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んですよ。５カ月間、何ら利益もなしに、利用もされていない公の施設が塩漬けになっておる。管

理費に、カメラを設置したり、見回りしたりするのに約１００万円以上の経費をかけて維持管理す

る、これも税金ですよ。何ら生かされていない。塩漬けになっておる土地を、何ら放置して、そし

て全ては、どういう方向で検討してくれということも言うてない。丸投げしたような格好で、それ

も傍聴すると思ったら、今度の傍聴させてくれと言うたら、できないと、裁判に影響すると。

どう裁判に影響するのや。裁判する意思があるんやったら、どのような裁判を起こす、損害賠償

を起こす予定があるのか。それについて、まずお伺いします。

○議長（前田 稔君）

答弁願います。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

まず、検討委員会に丸投げをしておるではないかということでございますが、議会の意見を尊重

せずにということでございますけれども、先ほど申し上げたように、議会でのこのご議論も含め尊

重する中で、現在どうするべきかという作業努力をいたしておるところでございまして、その点は

ご理解いただきたいですし、当然、自由闊達な検討委員会におけるご議論、これは議会としても幅

広い検討をするようにというご意見も頂戴をしておるわけでございまして、そういう意味で自由闊

達な議論ができる環境を当然整えていくというのは、重要であろうかというふうに思っております。

その意味で先ほどの、公開等させていただいていない部分につきましては、最終的にその方向・

方針の決定を市の責任においてしてまいりますので、その過程で、当然そのプロセスについても市

民の皆様に説明をする責任があろうかというふうに思っておりますので、現在、９月のこの定例会

の最終日に向けて、私どもも最大限の努力をしてまいっておる最中でございますので、その点は深

いご理解をいただきたいというふうに考えるものでございます。

また裁判は、まだ訴えられていないではないかというようなご質問でございましたけれども、既

にご案内のように、これはご報告もさせていただいておりますし、本年度になりましてからも、元

指定管理者の代理人弁護士から、元指定管理者が約２年間の関ロッジ運営においてこうむった損失

について市に支払うようにという請求書が送付されておるわけでございまして、そういう意味で法

的な、そういう裁判の可能性が高いというふうに考えておるところでございます。

いずれにいたしましても、この公の議会の場でさまざまなご議論をさせていただく部分は、当然

お答えさせていただく部分はさせていただくんですが、ある意味その交渉事が始まる前に、全て私

ども、当亀山市としての考え方やそこを全部この場で全てお出しすることは、先方を利することに

もなる、本市の利益を損なうおそれにもつながる可能性がありますので、慎重であるべきであると

いう考え方につきましては、これは本当に釈迦に説法で恐縮でございますけれども、深いご理解を

いただきたいと思うところであります。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

今の段階で公にすると市政の利益を損なうと今言われましたけれども、利益を損なうか損なわん

かというのは、市長の判断かもわかりませんけど、やはり損害をこうむって、今塩漬け状態になっ
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ておる、投資したことが塩漬けになっておることに対して、多大な損害は市にあるわけですよ、業

者やなしに。業者は業者の言い分ですよ。業者の営業努力が足らなかったことが大きく左右してお

る。しかし、市は多大な資金をかけて、そして契約を破棄されておることについては、市が多大な

損害をこうむっておるんですよ。相手によって訴えられたら訴えるというようなスタンスでは、こ

れは市としての主体性は全然ないと思うんですよ。市としての、今日までの損害は今あるわけです

よ、６月から。

６月１６日に言われたときからあるんやったら、やっぱり市は先に損害賠償を当然申し出すべき

であって、そこらの判断については、二言目には弁護士って、弁護士には相談せん、弁護士には訴

訟を起こすからよろしくというのであって、どうしたらよろしいと聞くんやなしに、市長が裁判を

起こすべきと判断したらば、弁護士はそれについて弁護するんであって、弁護士に言われるままの

この成り行きを見守っているようでは、物の解決にならん。やはり市長が、この辺を判断して、こ

れは危機管理ですよ、一つの危機的状態にあるんですよ。やっぱりそれには、人物と情報と決断が

危機管理を打開する一つの三要素なんですよ。最終的にはやはり決断なんですよ、市長の決断。そ

れが危機を回避するという大きな問題であろうかと思う。

やはり、このままでは全然解決はしないだろうと思うんです。在り方検討委員会も秘密にして、

何にも情報は出てこない。３回したらそれで結論が出ると、その結論を尊重して、今度の来る２４

日に議会へ報告すると。それを了としてもらえるか、もらえんか、これもわからんです。どのよう

に生かされておるんか。だから私は、その答えが、市長の思っておった存続という、公の施設とし

て存続するという思いは変わっておるのかという話なんですよ。

であるから、今回また別件で、先月ですか、今月初めですか、ロッジの解体をするという見積も

りを市内業者に出した。これはどういうことなんですか。今、在り方検討委員会で、今検討してお

ると、前向きな存続をしようという段階で、あのロッジを取り壊すための見積もりを市内業者から

とっておると。これはどういう判断で、誰が、どういう内容で解体するという方向性の中で見積書

をとったんか。これについてお伺いします。

○議長（前田 稔君）

坂口関支所長。

○関支所長（坂口一郎君登壇）

関ロッジの解体見積もりをどういう判断でとったのかというご質問でございますが、関ロッジの

今後のあり方につきましては、幅広い視点で検討を行ってまいりたいと考えております。

そのような中、先月開催いたしました第１回在り方検討委員会におきましては、建築後約５０年

が経過し、老朽化が進み、設備更新も必要である現建物を、前向きな意味で取り壊して、民間によ

る新しい宿泊施設、あるいはレストラン等の建設を誘致してはどうかというようなご意見もいただ

いたところでございます。

また、今後どのように活用を行っていっても、いずれ近い将来には取り壊すことが必要となりま

すので、参考として、事務レベルである私の判断におきまして、取り壊す場合必要な費用というの

を把握するため、見積もりをとらせていただいたものでございます。

決して取り壊しを前提に今後のあり方について検討しているものではございませんので、ご理解

をいただきますようお願い申し上げます。
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○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

取り壊す前提がないのに、あるかもわからんでとったんだと。そうしたらこれは公の公文書でと

ったんか、個人的な書類なのか、それは一担当がとったんだということで、市長は知らんというこ

とですか。そのことが私にとって、ロッジは取り壊すんだと見積もりを出したと。これは一担当者

でできることなのか、それはあくまでも取り壊すという前提が仮定の中にあるのか、ないのか。そ

れは一職員の判断で、市長、よろしいんですか、これは。そんなことが、今やっぱり世間に、見積

もりをとること自体が、今まさに非常に議論しておる中、在り方検討委員会をしておる中で、方向

性も決まっておらん、そういう意見が出たからとったんだというだけで、これどういう、公文書で

とったのかどうか知りませんに。これは一職員の判断で済まされることなのか、市民にとっては大

きな問題だと思います。それについて市長はどう思いますか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今回の検討委員会においては、議会のご意思も含めて幅広い検討を行うように、その中で本当に

今までの経過もございます。先ほど１億５,０００万の考え方を申し上げましたが、長年に本当に

蓄積された原資を活用して、これを直営から民営に転換をしてきた。しかし、その後さまざまな残

念な状況に至ったところであります。こういう経過も含め、今の局面でどのようにあるべきなのか、

このことを今、英知を結集したいというふうに作業をしておるところでございます。その中の一環

として、これは今の、支所長も申し上げましたが、検討の過程での材料として見積もりをとったと

いうことでございまして、幅広い可能性の検討の過程の一つというふうに考えております。

これを前提に全てが動いておるということではございませんので、その点はご理解いただきたい

と思いますし、あくまでも今後、この関ロッジの現状をどのように将来にわたって考えていくのか

という、本当に整理をする中でのことであったということは理解をいただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

あくまでも選択の判断の一つであったというにしては、慎重さを欠いておるのやないかと。やは

りこれは、取り組んでおる担当部はいろんな意味で、職員が率先して動くんやなしに、やっぱり市

長の指示、市長の部下として、市長の方向性の中でそれぞれの組織が動いておる。部下が勝手にし

たということだけでは市民に説明できない。やっぱり混乱を招くだけであって、不安要素を募った

だけであって、決してええ方向ではないと思う。

やはり在り方検討委員会が秘密であるということになっておる、公開していないと。その中から

出てきたことの手段が公に出てくるということはおかしいでしょう。傍聴はさせませんよ、秘密で

すよと言うておることが、秘密会で出たことに基づいて見積もりを出すということは、どこが秘密

会なんか我々はわからんですよ。だから、秘密会にしておること自体がわからん。秘密会でしてお

ることが公になっておるのや、これ。
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今言われたように、秘密会で選択の中の一つとして参考としてとったと。何のために秘密会をや

ったんですか。秘密会であったことを現実に見積もりをとって、業者が見積もりを出したというこ

とを私は聞いておるんですよ。それしたら、秘密会じゃないじゃないですか。都合のいいことだけ

をですな、出してきたんでは秘密会にならん。片やこっちは会議は秘密会ですよと言って、秘密会

で言われたことをより具体的に市民から見積もりをとるということ自体が、つじつまが合わないで

しょう。それは担当者も困るやろうし、市民はもっと困惑すると思う。

だから、市長はそれは関知しておったことで、了解したことなのかということは、もっと暗黙の

うち、それなら全て秘密にしておいてもらったらよかったですよ。だけど、明らかに見積もりは、

依頼されたから出したということを聞いた以上、何ら秘密会でもないやないかと公にしないと。裁

判もしないのに裁判に影響するという話も、全然我々は理解できんのですよ。だから公にしたらえ

えやないかということで、今度１８日ですか。当然、公にするべきだと思うんですよ、私は。

きのうは副市長が今そのように答弁されました。それは同じ答弁だと。やっぱりそんな隠す必要

はないんですよ、もう。秘密にする必要は何もないと思うんです。それでも秘密にしなきゃならん

という理由は何ですか。秘密にしたことを公に漏れてくるということ自体がおかしい。そのことに

ついてどう思いますか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今、ご発言がございましたけれども、解体の業者さんに、今、私どもが見積もりを依頼したと。

その業者さんから議員はお聞きになられたことだろうというふうに思いますけれども、いずれにせ

よ、今少しその前段で触れられましたさまざまな幅広い検討をするに当たって、自由闊達な議論、

このことが必要であろうと思いますし、その過程ではそれぞれの考え方や利害やいろんな思いがあ

る中で、これをより複雑にさせて、それこそ今後のあるべき姿がきっちり導き出せない、あるいは

市民の混乱を招くということがあってはならないという考え方のもとに、今日まで取り組んできて

おるところでございます。

したがいまして、今、議員の幅広いおつき合いの中でのそういう情報をもとにされてご質問いた

だいておるところでございますけれども、本当にもう今月の月内に、議会の閉会日までに当然、検

討委員会としてもさまざまな自由闊達な議論を経て、考え方を当然積み上げていただくように努力

いただいておりますし、市としても内部の検討、それから最終的に市の考え方として、これは議会

並びに市民の皆様にお示しをさせていただくということで、現時点で今努力をさせていただいてお

る最中でございますので、何度も繰り返しになって恐縮でございますけれども、この点につきまし

ては深いご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

いずれにしても、ロッジの問題については不透明、明快な市長としての方向性というのはなかな

か聞き取れない。我々が聞き取れなければ、市民はもっと聞き取れない。だから、ロッジはどうな

るんだと、きのうも聞かれた。２４日には方向性が決まるらしいというだけで、我々は市民に対し
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て、地域の人に対して、明快な回答は出ない。ということは、我々の役目はなおさら果たすことは

できないということで、改めてきょう聞かせていただいておりますけど、十分とは言いませんけど、

２４日には方向性が決まると。

それが是か非かというのはまた議会で議論するとして、いずれにしても、いい方向で今の公の施

設として活用することが、やはり１億４,０００万投入したことに対する公の施設としての運営を

維持することが、最ものベターであるだろうというふうに私も思いますので、その辺のことを申し

上げて、ロッジの件については終わらせていただきます。

それから次に、公共関連事業について、主要幹線道路の整備ということで出させていただいてお

ります。

合併して１０年がたちまして、文化事業だとか、それから合併１０周年記念事業だとか、確かに

市長はそういうところに一生懸命力を入れて、何ら住民の生活基盤、生活環境の基幹をなす主要幹

線道路の整備が、市道も含めて一向に進んでいないというのが現状ではなかろうかなあというふう

に思っています。

私も、合併して１０年、再三申し上げております。２５号の問題、フラワーの問題、１号線バイ

パスの問題、それからそれにかわる市場阪東線、それから亀山関線についても申し上げたけど、１

０年間、１メートルも、測量も一切なし、何ら進んでいないということについて、どのようにこの

主要幹線道路を整備していくお考えなのかを聞く前にですけど、今、まち・ひと・しごと創生事業

で進められております。その将来人口ビジョンを立てるにおいても、今の生活基盤をより維持、向

上させなければ、定住、また住み続けたいという意欲は湧いてこない。まず定住する、亀山市に住

みたいと、また住み続けたいという居住地、自分が住もうとする、その選択する条件は、まず第１

に言われておるのが交通の利便性のよさというのは第１番なんですよ。その次は自然環境のよさ、

３番目に医療・福祉環境の充実した、４番目に商業施設の充実などのよさが上げられておる。その

中でトップにやっぱり利便性、住むには利便性と自然環境のよさというのは、やっぱりどうしても

１番、２番に入って、行政サービスの水準の高いところがいいんだというふうなことは言っていな

いんですよ。それはついてくるものであって、やはり住もうとするためには、交通の利便性をまず

第１に上げておるというのは大きな、この間聞いた講演の中でも言われておりました。

そのためにも主要幹線道路、特にフラワーについても今、川崎白木線についてはいろいろ事故も

あって、これを県道へもう一遍戻したらどうやと話もありますけど、そこへつなぐ関工区のフラワ

ーは、住友商事がしたところから今のわかば整体の交差点のところまで約３００メートル。これも

再三私は言いましたですが、この土地がなかなか解決しなかったのが、先ほど解決したということ

を聞いております。しかし、あのフラワーは今の住友商事が通ったところは、工事は住友が施工し

て、オーバーレイは県がするということになっておるんですけど、土地が解決したらすぐにするの

かと思って県会議員に言いましたけど、これは住友さんの話であるということやけど、これは住友

さんなのか県なのかわからんでは、あれは３００メーターするとシャープからすぐにまっすぐ行っ

て、あのカーブが全部解消されるわけです。これについても、何ら解決の方法を聞いても担当のほ

うも全然進んでいない。

それと１号線からセメダインまで来るそれらについても、１号線のバイパスに９００メートル供

用するから、その１号線バイパスができればということで、これも１メートルも進んでいない。
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それから災害についても、２５号がとまることについては、２５号そのものの災害を解消しなき

ゃならんけど、バイパスとして加太が孤立するから、市場阪東線についてもあと２００メートルか

３００メートル、これも諸戸林業が土地を提供するから、バイパスとしてもらっても結構ですとい

う話を私も再三質問させて具体的な案も出していたけど、何ら解決しない。

それから支所から、シャープへ抜ける関亀山線についても、これは田中亮太氏のときから地元説

明まで行ってルートを決めた。しかし、そこに家があったりなんかすると立ち退きがあるからとい

うことだったんですけど、いつまでたっても話が来ないから、もう新築の家が建ってしまった。こ

れは元職員ですよ。こんなことをしておったんじゃ、何ら主要幹線道路の整備はできないと思うん

ですよ。

これらについて、市だけでは和賀白川線はできたとしても、これもまだ完成ではない。野村布気

線はまだ１０年かかっても、やっと解決のめどがついたというだけで、市長になってこの１０年間

で、何ら市長らしい主要幹線道路の整備は一向にできていない。このことについてどのように、市

長は県会議員を通じて、市を挙げて、地域の声をどのように反映して物の解決に当たろうとしてお

るのか。何らその辺については働きかけもしない、結果も出ていない、今後も出ないという可能性

が大いにある。それについて、市長の考え方をお聞かせください。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

まず、主要幹線道路の整備に当たって、全く進んでいないではないかという議員のご所見でござ

いますけれども、当然本市といたしましても、交通施策や基幹となる道路整備については最大限の

努力をいたしてまいってきておるところでございます。

先ほど触れられました、例えばフラワー、あるいは野村布気線の整備、あるいは国・県でいきま

すと新名神に始まり、あるいは今、鈴鹿亀山道路の整備、今後のこれは将来的な展開でございます

けれども、それと連動する地方道の整備につきましても、さまざまな機会を通じながら、市として

の考え方を要請を関係機関にいたして、今日に至っておるところでございますし、全てが全てしっ

かり前へ進んでおりませんが、一定の前進を見ておるものというふうに考えております。

関バイパスの進展につきましても、これは国の直轄事業でございますが、亀山市としても期成同

盟会を通じましてもしっかり申し上げてきておるところでございまして、この点につきましても最

大限の努力を、これは国において、あるいはいただかなくてはならないことがありますので、引き

続いてお願いをしていくことになろうかと思っております。

いずれにいたしましても、市長は文化とか子育てとか健康・医療とか、こういうことを重視して、

なかなか道路整備に力を入れていないではないかと、こういうことをおっしゃっておられるんだろ

うと思いますが、市道や関係する生活道路につきましても、さまざまな工夫を凝らして展開をして

きておるところでございますし、市のマスタープランや後期基本計画や、こういう年次計画にしっ

かり組み込んで、どの路線を進めていくのか、これについてもお示しをさせていただきながら、今

日全力で取り組んできておるものでございます。財政面とかさまざまな要因もあろうかと思います

けれども、今後においても道路整備につきましては引き続いて努力をしていくという、そういう基

本的な考え方でございます。
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○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

私は、新名神とか鈴鹿亀山道路のことを言うておるわけではないですよ。私は、フラワーと２５

号と市場阪東線、それから関亀山線についても何ら、私は何遍も議会に出させてもらってやってお

るんやけど、何らペーロケもなければ、何にもしてない。だから、何にもしないというのは、私の

実感なんですよ、合併後１０年にして。たとえ和賀白川線ができただけでも、これは完成してない

ですよ、まだ。そういった意味で、確かに国管事業もあれば、県事業もあると思うんです。そこを

やはり市長としては、きのうも副市長と役割分担をして、やはりもう少し責任のある見込みの立つ

ような行政手腕を出していただかなければ、何年たっても開通しないだろうと思うんです。

きのうも災害でいろいろ出まして、椋川は、きのう服部議員が言われたんやけど、あんな状態で

避難準備が出ると。これは、災害が出るたびに２５号はとまる、椋川は避難指示が出る、それから

関西線はとまると。ここらは長年抱えた亀山市の一番災害に弱いところを何ら解決しようとしてい

ない。砂を上げたとか、ちょっとしたとか言っておるけど、結果的に抜本的な解決になっていない。

だから今回も、椋川についても、長期的な判断でやるんだと言うものの、今度、椋川の上流には豊

田織機が約４０ヘクタールの土地を造成するんですよ。そうすると、これは椋川の最上流で、それ

から前田川の最上流なんですよ。明らかにそこからまた水は出てくるはずです。だから、それに対

応する、市でできなければ、県で、やはり抜本的に災害をこうむらない方策を講じなければ、毎回

毎回、大雨が出たら必ず椋川と鹿島、加太は孤立する。それに対する解決策は何らとっていない。

であるならば、災害に弱いところを、やはり重点的に国・県と災害の危険箇所を、おたくら視察を

しておるだけで、それに対する対応を何もしていない。国と県と国交省が来て、危険区域を回って

おって、その解決策は何もできていない。この結果が何も報告されていない。だから、物の解決を

していないから、雨が降れば孤立する、床下浸水になるという災害に対する事前の、やっぱりそれ

に対する対応をする防災工事は当然するべきやと思います。

その災害の原因が、やっぱり流域河川の砂防堰堤の土砂排土、これができていない。特に、鈴鹿

川の最上流の大滝林道沿いの十何カ所の砂防堰堤は全て詰まっています。だから砂は全部出てくる。

水も出てくる。それから加太川についても、大山田加太停車場線についてのあれも、県が２年前に

３００万かけて排土処理もしました、やりましたと県は言うてましたけど、一遍大雨が降ったら一

遍で詰まってしまったと。だから、抜本的に砂防堰堤の排土をしていただかなければ河川は荒れる、

かんがい用水も潰れる、そういったことに、担当者、市長を含めて、本当の現場を見て、防災に対

する意識。だから山も荒れる、田畑も荒れる。県がつくった砂防堰堤全てが機能を果たしていない。

そのことについて、やっぱり抜本的な防災工事を率先してやる。市でできないときは県、県でやれ

なければ国ということでやらなければ、抜本的な解決をしなければ、何ぼ下流で避難するにしても

解決しないと思う。そこらについて、市長は根本的な防災に対しての考え方、今後どうしていこう

という考えがあるのか、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）
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防災を重要施策として後期基本計画に組み込んで展開をいたしておるのはご承知のとおりであろ

うと思いますし、今ご指摘のように全く何もしてこなかったということではなくて、鈴鹿川の南鹿

島の、ああいう毎回浸水、あるいは越水するようなエリアに対して、これは国が大変ご努力いただ

いて、河川改修や現在の鹿島橋との連携の中で国・県・市がそれぞれの役割の中で、今努力をして

きておるということでございます。そういうことは、ぜひ実態としてご理解をいただきたいという

ふうに思いますし、椋川の改修につきましても、これは県において１５年かかっておりますが、現

在も拡張事業等々ご努力いただいておることはご案内のとおりでございますので、市としてもしっ

かり関係機関に申し上げていくし、市としてやるべきことは当然対応させていただきたいと思いま

す。

砂防堰堤の土砂排出につきましてお話がございましたので、考え方を申し上げたいと思いますが、

県が管理しております加太、坂下、市瀬地区の砂防堰堤が５２カ所ございますけれども、議員ご質

問いただくその砂防ダムの土砂の除去でございますが、土砂を堆積させることで渓流の勾配を緩や

かにして、危険な土砂の流出を防いでいるものでございます。また、この土砂災害が懸念される場

合におきましても、堆積土砂を撤去いただいておるというふうに伺っております。これらは刻々と

変化をいたしてまいりますので、適切な管理がいただけるよう引き続いてお願いを県のほうへ、パ

トロール等状況把握をして、必要に応じて堆積土砂の撤去を行って、適正な砂防ダムの管理を努め

ていただくということをお願いしてまいりたいと思っておりますし、多分地元のご要望もたくさん

頂戴をいたしておるところでございまして、これらもあわせて、随時要望をしてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。

いずれにいたしましても、今後におきましても、この砂防堰堤の土砂排土なり防災対策につきま

しては、亀山市として可能な限りの努力をいたしてまいりたいと思っておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

小坂議員。

○１７番（小坂直親君登壇）

いずれにしても、市長はもうちょっと現場を見て、市長みずから危機感を持って国・県等へ働き

かけて、具体的な結果が出ることを望みますので、要望して終わります。

○議長（前田 稔君）

１７番 小坂直親議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午前１０時５１分 休憩）

─────────────────────────────────────

（午前１１時００分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１３番 前田耕一議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

前田耕一でございます。

９月議会、一般質問最後のバッターになりました。
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大きな問題でもないんですけれども、今回は私が常に申し上げておりますスポーツ施設の充実に

ついての１件のテーマのみで質問したいと思いますので、明快な答弁のほうをよろしくお願いいた

します。

今回、スポーツ施設の充実についてを質問項目に上げさせてもらっております。

その中身につきましては、あす９月１１日から、天皇賜杯第７０回全日本軟式野球大会というの

が、三重県内の会場を使って開催することが決定されておって、もうあしたからスタートするわけ

でございますけれども、この大会の内容、中身、具体的にどんなものなのか。恐らくご存じない市

民の方もたくさん見えると思います。亀山も会場の一つとして決定されておりまして、試合そのも

のはあさってからスタートするんですけれども、この大会の内容についてご説明よろしくお願いし

ます。

○議長（前田 稔君）

１３番 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。

広森文化振興局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

議員おっしゃられますように、あす開会式となります、天皇賜杯第７０回全日本軟式野球大会で

ございますが、土曜日の１２日から水曜日の１６日の６日間におきまして、全国から５７チームの

参加により、本市のほか四日市市、鈴鹿市、津市、伊勢市、松阪市、伊賀市の県下７市、全８球場

を会場として開催されます。

本市会場となります西野公園野球場におきましては、１２日、１３日の両日、全７チームによる

１回戦から３回戦の６試合がとり行われる予定でございます。

大会の主催は、公益財団法人全日本軟式野球連盟及びスポーツニッポン新聞社、主管は三重県軟

式野球連盟、後援団体として三重県を初め会場を担う各市及び各教育委員会、体育協会や新聞社等

となっております。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

ありがとうございます。

今の説明によりますと、私も多少は情報は得ているんですけど、県内７市の８会場で、全国から

５７チームが参戦しまして大会が行われると。

各県の代表チームと地元開催地としてのチームを入れて５７チームということで、ほとんど各県

の代表チームが県予選を勝ち抜いて来ている大会というようにお聞きしております。亀山では、７

チームが１、２、３回戦を行うと。来亀されるチームは、三重県地元開催チームが、地元というよ

り三重県という意味の地元開催チームが１チームと、そして広島県、熊本県、そして神奈川県、岩

手県、石川県、兵庫県からの県代表チームがこちらへお越しいただいて大会を行われるということ

で、大会としては非常に大きな大会だと私は理解しておりますし、主催者としても全国ナンバーワ

ンのチームを決定する軟式野球の大会だというように位置づけている大会とお聞きしております。

それで中身を見ますと、現在の軟式野球界において最もレベルの高い権威がある大会と、天皇賜

杯の争奪戦ですから当然最も権威ある大会やと思うんですけれども、参加チームはほとんど企業と
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か団体チーム、クラブチームですね。で、社会人軟式野球の日本一を争う大会と。硬式野球の場合

にはプロ野球等のプロもありますけれども、大きい大会というと都市対抗野球とか、東京ドームで

行っているのがありますけれども、軟式野球ではこの大会が日本一の大会というようにお聞きして

いるんですけれども、亀山市としてこの大会をどのように認識して大会運営に携わっていくかとい

うことで、認識をどのように持っているかどうかというのをまず確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

本大会の認識についてでございますが、先ほど議員からありましたように、全国から多数の選手

や関係者の方々も参加される、軟式野球の全国大会の中でも天皇賜杯が下賜される最もレベルの高

い、歴史と伝統ある大会であると認識しているところでございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

本当にレベルの高い、日本一を争う大会ということを認識していただいておるようでございます

けれども、そういうことで、三重県で開催される会場を見ましても、先ほど７市８会場と申し上げ

ましたが、県内の会場を見てみますと、例えば四日市でありましたら霞ヶ浦の第一野球場、それか

ら松阪は県営野球場、それから鈴鹿市は石垣池の野球場、あと津は津球場、それから伊賀は上野運

動公園の野球場、それから伊勢は倉田山の公園の野球場と、そして津でもう１カ所、安濃の中央公

園の野球場と、非常に施設の整った立派な競技場で行われるわけでございますけれども、唯一、亀

山につきましては、多分ほとんどの方がご承知かと思いますけれども、野球なのか何かわからない、

外野の芝生が撤去してあって、ソフトボール場と言っていいような球場ですけれども、そこが入っ

ていると。

その中で、ほかの競技場とレベルを合わせて大会開催をしていくのが本来であると思うんですけ

れども、非常にちょっと寂しいなという感じがしております。その球場を使って大会をすること、

一応亀山市としては後援もされて受け入れをされたわけですね。当然そうすれば、ほかの球場とレ

ベルを合わすということも考えていくのが当然のことだと思うんですけれども、その辺のところの

認識はどのような認識で、この開催を受け入れたかということをお伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

本大会に当たりましては、平成２５年度に連盟の方から大会開催に当たりまして要望をいただい

ておりまして、従前からの西野公園野球場の課題でもあったことも踏まえ、その要望に沿って平成

２６年度の予算を立て、準備を行っておりました。決算では、今回決算を出しておりますけれど

も、設計監理、工事、備品、合わせて約２,７００万円でございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）
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私、野球は全然やっていませんから、野球のグラウンドはちょっとプレーしたことないですから、

これがいいか悪いかということは十分理解しておりません。しかし、プロ野球を見たりとか、ある

いは高校野球を見たりというようなことで、球場へ足を運ぶことは当然のことあるんですね。その

中で過去に私が見てきた球場と比較して、明らかに見劣りするというよりも、それ以前の問題と私

は理解しています。

それを当然受け入れた以上は、ほかの球場とある程度はレベルを合わせた施設に改修していく、

改善していくというのは当たり前のことかと思うんですけれども、受け入れた以上は当然その辺の

ところの心づもり、対応は検討されてみえると思います。

今、２,７００万の予算を組んで対応されたということでございますけれども、具体的にどうい

うところに対応したか、細かくご説明願いたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

平成２６年度におきましては、西野公園野球場整備工事として本部席及びダッグアウトの改修、

ファールポールの移設、スコアボードの改造修繕工事を実施いたしたところでございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

今、四、五カ所の改善といいますか、改修といいますか、対応されたということは今お伺いしま

したけれども、この辺のところについて、当然のことながら開催主管団体、全日本軟式野球連盟三

重県支部ですか、それから主催の全日本軟式野球連盟、公益財団法人でございますけれども、この

辺との調整もされているんじゃないかと思うんですけれども、その辺のところの改修・改善でオー

ケーという了解というか、それはいただいているんでしょうか。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

先ほどご答弁させていただきましたけれども、まず平成２５年度に連盟のほうから要望をいただ

いておった事項については、２６年度に予算を立てて準備を行っております。

２６年度に入りましてから、６月に中央競技団体の視察がございまして、外野に芝生がないこと

を指摘されました。指摘の事項をクリアするためには、芝生の全面改修か芝生を剥いで土のグラウ

ンドにするか、いずれの場合でもグラウンドの全面改修になるわけですので、開会まで１年間の期

間の中で、平成２６年度の、先ほどご要望いただいた工事を行った上で、さらに全面改修を行うに

は、たとえ９月または１２月の補正を行ったとしても期間が足りません、できないので、できない

旨をお伝えし、選手の安全面の配慮から、内野グラウンド等の一部改修を平成２６年度の工事改修

後、平成２７年度の大会開始まで行うことで了承をいただき、改修を行ったものでございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）
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今のお話ですと、外野のライト側、それからレフト側に芝生がないということで指摘も受けられ

たということでございます。改修を考えるにしても、時間的な余裕がないから無理であったという

ことらしいんですけれども、この大会を受け入れるということを決定した時点、２５年ですわね、

その時点で判断できませんでしたか、あのグラウンドが、球場が、野球をするにふさわしい球場か

どうかということを。

文化振興局長であれば、ほかの施設もいろいろ見ているんじゃないですか、野球場がどんなもん

なのかということは。日本中探しても、あんなグラウンドないんですよ。私、過去に申し上げまし

た。

だから、２５年の時点で検討すれば２年間で十分間に合いますよ。２６年であっても、年度当初

に計画していけば、例えば私は過去には、方法としては、倉田山の野球場が人工芝に変わっている

と、それも一つの方法よということもお話しさせてもらったことがあります。３カ月、４カ月あれ

ば十分対応できますよ。

それを、きょう８月末、先月末に一遍見せてもらったら、非常にみっともない。かえってみっと

もなくなってしまった状況に今なっております。あれを見て、日本一を争うチームがゲームをする

ような施設として出せるかどうかということを考えたことは、局長、ございますか。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

先ほどからご答弁させていただいておりますように、現時点で対応できる改修を行ったところで

ございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

対応できる精いっぱいというような、今答弁でしたね。ほかの方法はなかったですか。対応しな

ければならないんじゃないですか、無理をしてでも、大会に合わせて、本来であればね。それを何

もやってないじゃないですか。

それで、とりあえず応急的な処置かどうかわかりませんけれども、議員の皆さん、それから理事

者側の方は見てもらったらわかると思いますけれども、外野の芝のないところへグリーンサンド、

西小学校にもグリーンサンドをまきましたね、ほこり抑えも兼ねるということで。あのちくちくす

る、はだしで走り回れないというか遊べないようなグリーンサンドが外野の芝生にまいてございま

す。深さ５ミリやったかな、１センチやったかな、まいた砂の厚さ。それで理由を聞きましたら、

外野の芝と似た色の砂であれば、何とかごまかしはきくからということで、グリーンサンドは多少

緑っぽいからグリーンサンドをまいたらしいんですけれども、あそこで日本一の野球をするんです

よ。

それで、昨年度予算編成のときにいろいろ確認したら、本格的にやるには予算的な措置もしても

らえないというようなことだったらしいんですけれども、とりあえずグリーンサンドをまくだけの

予算は財務のほうでも認めてもらったらしいんですが。

例えば財務部長は、グリーンサンドをまいて、天皇杯の野球大会をするにこれで十分かというよ
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うなことを、判断を当然されたと思うんですよね、要求があったときに。こんなもんでいいか悪い

かという判断は、することは不可能だったんですか、可能じゃなかったんですか。その辺のところ。

今の現状を見てもらったかどうかわかりませんけれども、ご所見がありましたら。ああ、立派な

グラウンドになったと、これやったら全国からどこから来てもらっても恥ずかしくないというよう

なグラウンドになったかどうか。ご所見あれば、ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず、そのグリーンサンドをなぜ敷設したかということについてお答えをさせていただきます。

先ほど来申し上げておりますように、ソフトボール場の内野の問題につきましては、昨年６月に

実施されました中央競技団体視察において芝生がないことを指摘されておりましたが、大会までの

１年間の期間の中で芝生グラウンドに変更することは困難なことから、対策案として、緑色の着色

であるとかグリーンサンドを敷設する方法を検討いたしました。その上で連盟とも協議を行い、大

会後の運用にも支障が生じないグリーンサンドの敷設を決めたものでございます。グリーンサンド

は、広く一般的にスポーツ用グラウンド等に用いられているものであり、軟式野球を行う上で支障

はないであろうというふうな判断のもとでございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

支障はないというのは誰が判断したんですか。野球連盟ですか。

野球連盟は、これだけしか予算もないし、これしか方法がないからということで、しようがない

ということで了解したと。してもらえやんだらしようがないわなというようなことを、私は確認し

ました。

それで、結果としてまかれて、今の状態ですわ。

財務部長、それから市長もあのグラウンドを見て、どうお感じになられるか、ありましたらご答

弁をお願いしたいと思いますが。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

前田議員のご質問にお答えをいたします。

私も軟式野球に携わってきた一人でございますけれども、この天皇賜杯を本市で受けるというこ

とについては、本当に大変光栄に感じておるところでございますし、ご案内のように、今平成２５

年度のお話がございましたが、これを決定する前段階で、私どもとしてのご案内の平成３３年度開

催予定の三重国体における本市としての何を誘致するか、競技種目を受け入れるかということで、

ご案内のウエイトリフティングと軟式野球の受け入れを、方向づけをいたして進めておったところ

であります。

それの過程の中で、この平成２７年度開催の天皇賜杯の最終的な、これを受け入れるということ

は、その後に決定をいたしたところでございますが、先ほど局長が申しました去年の６月に中央競
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技団体のほうの視察を受けまして、この中で先ほど昭和５０年代にあそこのグラウンドが多目的グ

ラウンドとして整備されたことによりまして、野球専用球場でないと、ソフトボールが２面使える、

そういう外野の芝生のああいう整備について、これは全国でこういう形態が珍しいというご指摘の

中で、これを解消してほしいということでございました。

これを芝生に変えるということにつきましては、時間的なもの、それから数千万の予算がかかり

ますので、そういうことも含めて少し難しいという中で、全国軟式野球連盟並びに三重県支部のほ

うからご提案がございました。それは、グリーンサンドを活用するような形態のご提案でございま

したので、私どもとしてもそれを導入したところでございます。

結果としては、少し人工的なこの今の状態、こういう竣工状況というのは少し違和感がございま

すけれども、いずれにせよ、あした開会式で、あさってから試合が開催される過程で、本当に気持

ちよくチームの皆さんがプレーできますように、これは環境を整えてきたところでございまして、

そういう経過につきましてもご案内いただきたいと思いますし、バックネット裏の整備であります

とか、ダッグアウトの整備でありますとか、さまざまな連盟のほうからも指示をいただいておった

ものにつきましては、その運用も含めて協議をしながら準備をしてきたということでございまして、

その点はご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

今、市長から説明がございましたけれども、いずれにしましても、大会はもうあしたから始まり

ますから、今から改修してとかやり直してとかいうことは、これは不可能な問題ですけれども、私

が今回申し上げているのは、理事者側のスタンスの問題ですわ。今、局長もおっしゃいました、要

望があってグリーンサンドがいいということでこれにして、今の答弁ですと、とりあえずは十分な

施設だというような答弁に私は受け取りました。

どこが十分なのか理解できません。

確かに、ダッグアウトとか、それから本部席とか改修もされました。

しかし、あそこでプレーするのは選手なんですよ。本来であれば、まず最初に手をつけるのはグ

ラウンドだったんだと違いますか。芝のかたさとか、水はけとか、フラットかどうかとか、みんな

選手が試合するんですよ。本部席を幾ら立派にしても、役員は試合しません。その辺の認識が本当

にあるのかどうかというのは、私は疑問に感じます。

今の室長が非常に苦慮してみえるようですけれども、局長は当初からその辺のところに絡んでき

たわけですから、話があったときから十分その辺のところを認識してもらわなくては困るんだと思

います。

例えば今回７会場が、８会場か、亀山を外すと７会場ですね。どこかのグラウンドを見にいった

ことがございますか、局長。そして実際に球場内へ入って、芝生の上を歩くとか、内野を歩くとか、

そういうことをされたことがありますか。何もしていないでしょう、恐らく。しておるんであれば、

どこの施設を見て、どう感じたか、ご答弁願いますわ。

○議長（前田 稔君）

広森局長。
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○文化振興局長（広森洋子君登壇）

今回の軟式野球の開始に当たって視察をしたということではございませんけれども、議員のほう

から、前々からさまざまな施設について現場を見てくるようにということもご案内いただいており

ますので、例えば、このために行ったということではございませんけれども、鈴鹿市の石垣池の陸

上競技場であったり、野球場であったり、また東員町の運動広場等々に見せていただいたことが、

このためにということではございませんけれど、見せていただいたことはございます。石垣池のと

きは、野球場は野球はきょうやっておりませんので入れませんでしたけれども、グラウンドのほう

はあいておりましたので、了解を得て陸上競技場のほうは入らせていただきました。そのときの芝

生の状態というのは、余り所見として言わせていただくのはどうかと思いますけれども、冬の芝生

でございましたので、そのような状況の芝生でございました。芝生そのものについては、以前に鳥

取のほうで芝生の関係でさまざまな施設は見学してございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

石垣池のほうをグラウンドを見に行ったと。ゲームをやっていなかったからしまっていたと。あ

けてもらって野球場へ入ったらよろしいやないか。それから、行く時期にもよりますね。天然芝で

すから、１２月に行くのと３月に行くのと８月に行くのと１０月に行くのと、全然芝の状況は違い

ます。行くのであれば、この９月の大会に合わせて、例えば去年の９月の時点で、芝の状況とかそ

ういうのを見るのが当然のことやないですか、施設管理の所管の立場とすれば。そういうことをや

ってないですね。野球場、それから石垣池の競技場のほう、芝は全然違います、芝の種類も。そん

なん見ても何の参考にもなりませんよな。

その意識を、認識をもっと持ってください。実際に動いてもらえなかったら、そういうことが理

解できないと思うんですよ。そんなことやから、例えば野球場が５１年の８月にできて、いつのこ

ろからか芝を剥いでソフトボール仕様に変わって、もう多分、これ２０年以上、もっとたつんか

な、今の状態になってから、疑問も感じずに多分来られたと思うんですよ、行政としては。

確かに、昔はソフトボール場はなかったです。ですから、ソフトボール仕様で、ある程度は大会

をすることもあって、ああいうことが必要やった時期があったかもしれません。しかし、平成６年

に東野のほうへ専用のソフトボール場ができました。そして、その隣の多目的運動広場かな、あそ

こへも、あそこも全面芝やったのを内野の部分を芝を剥いでソフトボール仕様に変えました。バッ

クネットもつくりました。いっとき、私も相当かりかり来て質問したことがあるんですけれども、

あそこはサッカーはしたらだめですと、ゴールは出さないでください、危険ですからという時期も

あったんですけれども、ちゃんとソフトボールできる施設があるんですね。であれば、今の野球

場、早急に本来の野球場の姿に戻すのは当たり前じゃないですか。

確かに、国体を云々申されました。国体のときには当然もっと状況が変わるかと思いますけれど

も、今回の大会は国体よりも大きな大会ですよ、国体以上の大会としては。そういう認識が本当に

あるんかどうかということは、非常に私は疑問に感じます。多分、国体の時期になったら少しは変

わると思いますけれども。

いずれにしても今回、全国から多くのチームがこちらへ見えられて、あそこで２日間にわたり試
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合をされます。恐らく７チームですと選手は３０人ぐらいの登録ですね。それでチームの関係者も

含めれば、２５０人から３００人の方が県外から亀山へお越しになります。恐らく、その人たちは

亀山だけじゃなしに、開会式はあしたかな、四日市であります。四日市の霞ヶ浦の球場であると思

うんですけど、そこで開会式をされて、亀山の会場で試合をされるチームはこちらへお越しになり

ます。何じゃこれはと恐らくなるんじゃないかと。ひょっとしたら、きょうぐらいに施設の下見に

チームが入ってくるかもわかりませんけれども、そういう方らが本当に幻滅して、あさっての大会

に臨むんじゃないかと思うんですけれども、非常に恥ずかしいと思います。

その辺のところの認識が本当にあるんかどうか。多分持っていないでしょう、今の局長の答弁で

あれば。やっぱりその辺の認識ね。

だから、それを今さら言ってもしようがありませんから、もう言いませんけれども、であれば三

重県へ、あるいは亀山へお越しになったチームの皆さんが、亀山はグラウンドは悪かったけれど

も、いろいろな心遣いというんですか、接待とかおもてなしは結構あったなあと、あるいはええま

ちやったなあというような評価を得て、そういうイメージで帰ってもらわなければ、何のために亀

山で開催したか、亀山市は受け入れたか意味ないですよ。確かに一昨年３月の議会なんかで局長な

んかは、私は同じような質問をさせてもらったときに、過去の大会も含めて、亀山市が誘致・招致

した大会やないから、余り積極的には動かないというような答弁があったと私は理解しているんで

すけれども、やっぱりどの種目団体が受け入れ、あるいは開催を招致しようが、亀山でやる以上は

亀山としてのプライドを持って、やっぱりいい気分で帰ってもらう、いいまちやったということを

理解してもらわなかったら寂しいですよ。

ですから、ほかの議員さんも私もよく言うんですが、トップセールスといいますけど、わざわざ

セールスに行かなかっても向こうから来てくれるんですよ、企業の方が。多分、企業の代表者の方

も結構来てくれると思います。市長等がトップセールスをするのも非常に大事なことですけれど

も、こういうのも、行政としてのトップセールスの大きな手法の一つじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺も含めて、局長、再度、この大会についての認識度、本当にどこまで理解して、本当

に重要な大会やと理解しているかどうか確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

まず、施設の改修について、なかなか期間がないということでお答えをさせていただいておりま

すけれども、例えば現在の芝生を、２つの方法があるということは、天皇賜杯の場合は２つの方法

があって、全面芝でもよろしいし、全面グラウンドでもいいということでございますので、例えば

今の芝生を全部剥いでグラウンドにした場合には、大体７,２００万ほどかかるというふうにお聞

きしております。それと期間が１２０日程度でございます。全面、例えば人工芝のことと、人工芝

もティフトンの芝も両方ともあるということで、議員のほうのご提案がございましたけれども、そ

れでは全部ティフトン芝に改修する場合は、これも７,８００万程度かかって、期間は１２０日程

度で養生期間が１００日程度かかるということでございます。人工芝の場合はまたさらに経費とし

てはかかるというふうにお聞きしております。

それと、ソフトボール場、東野公園のソフトボール場が整備されたので、そちらでいいではない
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かというふうなご質問だったと思いますけれども、従来から、よく見ていただくと、夏休み期間中

に開催されるソフトボール大会などにおきまして、東野公園のソフトボール場と併用して、西野公

園の野球場も利用されている状況等がありますので、現在の運用を継続してきた経緯がございま

す。

大会の重要性ということについては、先ほど来議員が申されているとおりでございますけれども、

なかなか翌年の６月ということは当然予算も当初予算しかございませんし、当然全面改修となると

やっぱり十分な計画もした上で工事にかかっていく必要がありますので、現状で対応できる範囲で

ということでさせていただいたところでございます。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

私、先ほどから言うてましたけど、もう改修の面については、もうあしたから大会が始まるんや

から、今さら言ってもしようがないと申し上げましたわね。で、今のお話の説明を聞くと、またし

ゃべってしまいたくなるんやけど、２５年の段階で即、今の状況では無理やなということは判断す

れば、２年間あったんですよ、時期は。そんな理由になりませんよ。

それから９,０００万かかろうが、８,０００万かかろうが、１億かかろうが、おたくが、局長が

判断する立場じゃないでしょう。全庁的に相談されましたか。していないでしょう。所管部で判断

して、これは高いからだめ、安いからいいというような判断では、施設改修はできないですよ。

恐らく国体に入ったら、また改修されると思います。これを今から確認したいと思っていたんで

すけれども、これについては、これも局長の立場で、どういうような対応をするかということを判

断されるんですか。ちょっとその辺、確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

平成３３年度に開催されます三重とこわか国体におきましては、西野公園野球場が軟式野球競技

の１会場として予定されておるところでございます。

施設の改修につきましては、現段階におきまして、先ほど来問題になっております球場内の芝生

の整備であるとか、バックネットの改修などが必要と考えておりますが、これもまた来年１月に中

央競技団体の正規視察がございますので、そこでの指摘事項や各関係機関との協議を踏まえて、ま

ず早急に具体的な改修計画を立て、国体の開催に向け計画的に改修を進める予定でございますの

で、現段階で決めているということではございません。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

計画、検討されるのは、どなたがされるんですかと聞いておるんですよ。時期のことを聞いてい

ません。再度答弁をお願いします。

○議長（前田 稔君）

広森局長。
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○文化振興局長（広森洋子君登壇）

いずれにしても、どのような事業でも同じでございますけれども、所管の所属のところで案を立

てまして、庁内の協議ということになると思います。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

当然そうやと思いますけれども、それには十分に所管局で、その競技用施設はどんなのかという

ことは十分検証して、研究して対応していかな、できないと思うんですよ。中途半端な企画立案で

はね。そういう意味で、こういう大会があったら、いろいろな施設を見てきて、実際にグラウンド

へ入って、足で上がってみて、あるいは手でさわってみて、こんなもんかなという対応しなければ

いけないと思うんですよ。

それから、時間もありますので最後になりますけれども、改修計画は今のところまだできていな

いわね、これからのことについては。国体に備えて対応していくということでございますけれども、

これから、来年ぐらいから、いろいろと調査・研究して進めるという話です。

しかし、先ほど言いましたグラウンドの面につきましては、ほかの競技場、多分この中の、今回

利用する競技場の幾つかが国体会場になると思います。全部施設は整っておるんですね、現在のと

ころ。芝の植えかえまでいくようなところはないですわ、見ておりましたら。だから、そういうと

ころへ中途半端な労力をほかの施設は使う必要がないんですね。ソフト面とかいうところは、いろ

いろとこれから対応していかないかんと思います。

ですから、亀山は来年とか再来年と言わずに、早速企画して、それから工事に入って、３年前、

４年前でもよろしいやないか、完成するのは。そして、それでほかのある程度レベルの高い大会と

いうのをまた招致して、種目団体に依頼するんじゃなしに、行政として。そしてそこで大会を、あ

るいは試合をしていただいて、その中で、ふぐあいが多分出ると思います。完全に一発で１００％

満足いく施設というのはできないと思いますので、それで１年、２年かけて改修・改善をしていく

のが普通のパターンですよ。まだ５年先、６年先に大会があるから悠長に構えるというようなこと

では、絶対追いつかないと思います。

ですから、今回なんかでも、そんな８月末に一応完成という形にしてしまうから、１０日やそこ

らで施設の見直しはできません。もし、これが４月、５月にグリーンサンドが入って引き渡しを受

けて、種目団体が見たら、こんなもんあかん、やり直しせえと多分言われると思うんですよ。今回

の場合は、もうできませんわな、期日がないですから。ですから、やむを得ずスタートすると思う

んですけれども。余裕を持ってやってもらわないと、絶対に、この施設だけじゃないですけれども、

ほかのところもそうですけれども、やっぱり問題が起こったときに対応できないということを肝に

銘じてほしいと思います。

いずれにしましても、対応は遅いと思いました。それから実際に、無理もないですけれども、厳

しい財政事情とおっしゃいますから、財務のほうへ遠慮しい、遠慮しいの施設の計画とか、それか

ら予算要求をされているようですけれども、やっぱりどんな施設でも、中身だろうと要るものは要

ると。やっぱり対応できるところは思い切って予算をかけて、利用してもらう人によかったなあと

いうようなことを、ええ評価を得られるような施設にしないと、特に、どこへ顔を向けてやってお
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るんやとおっしゃられるかわかりませんけれども、せっかく県外から、本当にたくさんの県から、

たくさんの選手や関係者にお越しいただいてということは、亀山をアピールする絶好の機会じゃな

いですか。そこで、何か評判を落として帰ってもらったんでは寂しいですよ。

最後に、約２００から３００人が三重県へお越しになりますけれども、その選手の皆さんへの対

応なんか、ハード面は、これはもう遅いです。ソフト面でも、大会運営は競技団体がしますから、

行政としては余り関係ないですわ。しかし、ソフト面でも選手に対するおもてなしとか対応につい

て、何か考えているものがあれば、亀山をアピールする絶好の機会ですから、ありましたらお答え

ください。

○議長（前田 稔君）

広森局長。

○文化振興局長（広森洋子君登壇）

おもてなしの件でございますけれども、そちらのほうは私のほうもすごく気になっておりました

ので、当市以外の会場を受け持つ四日市、鈴鹿市、津市、伊勢市、松阪市、伊賀市にも対応につい

て聞き取りを行っておりますが、主催及び大会運営が軟式野球連盟等であるから特に対応しないと

のことでございました。また、連盟の亀山支部にも相談させていただきましたが、特に必要はない

とのお返事をいただいております。しかしながら、先ほど議員もおっしゃられましたように、全国

から当市にお越しいただく選手、監督、関係者に対して、当市のＰＲを行う機会でもありますので、

市内観光を案内したパンフレット等４００部を連盟を経由して配付いただくことになっております。

○議長（前田 稔君）

前田議員。

○１３番（前田耕一君登壇）

亀山市としては、観光パンフ等の案内パンフを選手の皆さんに配付してということで、私はまた、

希望するチームには行政のバスか何か利用するか、あるいは何らかの方法で関宿なんかの観光に案

内していくんかなと思ったら、パンフを配付ということですね。

しかし、よその会場は余りそういうおもてなしはしないというらしいんですけれども、今のお話

ですとね。亀山はグラウンドでマイナスの部分と、何らかの形でプラスにせんとだめな状態なんで

すね。ですから、地元の軟式野球連盟の亀山支部なんかが、もうええよと言うても、いや、こうい

うことだけはさせてくれと、あるいは、したいんやというような強い要望を連盟に出して対応して

いくぐらいの意気込みが欲しいです。もう、せんでもいいからと言われたから、もうせんとこうか

ぐらいでは、余りにも施設不備な市としては寂しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ今からで

もまだ対応できますから、あさって来るわけですから、一丸となって選手に対しての対応をしてい

ただいて、少しでも亀山市がイメージアップになるような大会にしてほしいと思いますので、それ

を強く要望して質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

１３番 前田耕一議員の質問は終わりました。

以上で、予定しておりました通告による質問は終了しました。

これより、一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので関連質問を終わります。

以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。
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次にお諮りします。

あす１１日から２４日までの１４日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため休会した

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

あす１１日から２４日までの１４日間は休会とすることに決定しました。

続いてお諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

休会明けの２５日は午後２時から会議を開き、付託議案の審議を行います。

本日はこれにて散会します。

（午前１１時４４分 散会）



平成２７年９月２５日

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ６ 号 ）
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●議事日程（第６号）

平成２７年９月２５日（金）午後２時 開議

第 １ 議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について

第 ２ 議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について

第 ３ 議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について

第 ４ 議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

第 ５ 議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

第 ６ 議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

第 ７ 議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について

第 ８ 議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

第 ９ 議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

第 １０ 議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

第 １１ 議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

第 １２ 議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

第 １３ 議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて

第 １４ 議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

第 １５ 議案第７１号 工事請負契約の締結について

第 １６ 議案第７２号 財産の取得について

第 １７ 議案第７３号 市道路線の認定について

第 １８ 議案第７４号 市道路線の認定について

第 １９ 議案第７５号 市道路線の認定について

第 ２０ 議案第７６号 市道路線の認定について

第 ２１ 請願第 ２号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書

第 ２２ 請願第 ３号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書

第 ２３ 請願第 ４号 防災対策の充実を求める請願書

第 ２４ 請願第 ５号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願書

第 ２５ 議案第７７号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について

第 ２６ 委員会提出議案第５号 市長専決処分事項の指定についての一部改正について

第 ２７ 委員会提出議案第６号 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書の

提出について

第 ２８ 委員会提出議案第７号 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見

書の提出について
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第 ２９ 委員会提出議案第８号 防災対策の充実を求める意見書の提出について

第 ３０ 委員会提出議案第９号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める意見書の提出について

第 ３１ 常任委員会の所管事務調査の報告について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●追加日程

第 １ 緊急質問

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●出席議員（１８名）

１番 今 岡 翔 平 君 ２番 西 川 憲 行 君

３番 髙 島 真 君 ４番 新 秀 隆 君

５番 尾 崎 邦 洋 君 ６番 中 﨑 孝 彦 君

７番 豊 田 恵 理 君 ８番 福 沢 美由紀 君

９番 森 美和子 君 １０番 鈴 木 達 夫 君

１１番 岡 本 公 秀 君 １２番 宮 崎 勝 郎 君

１３番 前 田 耕 一 君 １４番 中 村 嘉 孝 君

１５番 前 田 稔 君 １６番 服 部 孝 規 君

１７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●欠席議員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議に出席した説明員職氏名

市 長 櫻 井 義 之 君 副 市 長 広 森 繁 君

企 画 総 務 部 長 山 本 伸 治 君 財 務 部 長 上 田 寿 男 君

健康福祉部長（兼）
市 民 文 化 部 長 石 井 敏 行 君 伊 藤 誠 一 君

医療センター理事

環 境 産 業 部 長 西 口 昌 利 君 建 設 部 長 高 士 和 也 君

医 療 セ ン タ ー
落 合 浩 君 危 機 管 理 局 長 井 分 信 次 君

事 務 局 長

文 化 振 興 局 長 広 森 洋 子 君 関 支 所 長 坂 口 一 郎 君

子 ど も 総 合
若 林 喜美代 君 上 下 水 道 局 長 草 川 博 昭 君

セ ン タ ー 長

市民文化部参事 深 水 隆 司 君 健康福祉部参事 水 谷 和 久 君

会 計 管 理 者 西 口 美由紀 君 消 防 長 中 根 英 二 君
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消 防 次 長 服 部 和 也 君 消 防 署 参 事 平 松 敏 幸 君

教育委員会委員長 肥 田 岩 男 君 教 育 長 伊 藤 ふじ子 君

教 育 次 長 佐久間 利 夫 君 監 査 委 員 渡 部 満 君

選挙管理委員会
監査委員事務局長 宮 﨑 吉 男 君 松 村 大 君

事 務 局 長

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●事務局職員

事 務 局 長 松 井 元 郎 議 事 調 査 室 長 渡 邉 靖 文

書 記 村 主 健太郎

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●会議の次第

（午後 ２時００分 開議）

○議長（前田 稔君）

皆さん、こんにちは。

これより本日の会議を開きます。

なお、松本財務部参事は、都合により、本日は欠席する旨の通知に接しておりますので、ご了承

願います。

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第６号により取り進めます。

初めにお諮りします。

亀山市国民宿舎関ロッジについての今後の方針について、西川憲行議員、宮崎勝郎議員、服部孝

規議員、櫻井清蔵議員の４名から緊急質問の通告があります。西川憲行議員、宮崎勝郎議員、服部

孝規議員、櫻井清蔵議員の緊急質問に同意の上、日程に追加し、発言を許可することに賛成の議員

の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

お座りください。

起立多数です。

したがって、西川憲行議員、宮崎勝郎議員、服部孝規議員、櫻井清蔵議員の緊急質問に同意の上、

日程に追加し、発言を許可することに決定しました。

会議の途中ですが、暫時休憩します。

（午後 ２時０２分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ２時１８分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

なお、発言を許可することになりました緊急質問は、本日の議事の最後に日程を追加し、行うこ

ととします。

それでは、去る８日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日程
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第１、議案第５７号から日程第２０、議案第７６号までの２０件を一括議題とします。

各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。

総務委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。

記

議案第５８号 亀山市個人情報保護条例の一部改正について 原案可決

議案第７２号 財産の取得について 原案可決

平成２７年９月１５日

総務委員会委員長 中 村 嘉 孝

亀山市議会議長 前 田 稔 様

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

教育民生委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。

記

議案第５７号 亀山市認定こども園条例の制定について 原案可決

議案第５９号 亀山市手数料条例の一部改正について 原案可決

平成２７年９月１４日

教育民生委員会委員長 岡 本 公 秀

亀山市議会議長 前 田 稔 様

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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産業建設委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。

記

議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第７１号 工事請負契約の締結について 原案可決

議案第７３号 市道路線の認定について 原案可決

議案第７４号 市道路線の認定について 原案可決

議案第７５号 市道路線の認定について 原案可決

議案第７６号 市道路線の認定について 原案可決

平成２７年９月１１日

教育民生委員会委員長 新 秀 隆

亀山市議会議長 前 田 稔 様

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

予算決算委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。

記

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について 原案可決

議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 原案可決

議案第６３号 平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について 認 定

議案第６４号 平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 認 定

議案第６５号 平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 認 定

議案第６６号 平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 認 定

議案第６７号 平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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認 定

議案第６８号 平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

原案可決及び認定

議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 原案可決及び認定

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について 認 定

平成２７年９月１８日

予算決算委員会委員長 前 田 耕 一

亀山市議会議長 前 田 稔 様

○議長（前田 稔君）

初めに、豊田恵理総務委員会副委員長。

○７番（豊田恵理君登壇）

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

委員長の都合により、副委員長の私のほうから報告をいたします。

去る８日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１５日に委員会を開

催いたしました。

まず、各議案ごとに担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。

初めに、議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正について、個人番号カードの発行の際

のセキュリティーについての質疑があり、これについては、カード発行は本人が申請し、番号照合

や本人確認をしっかり行って交付するので、セキュリティーは守られているとの答弁でありまし

た。

次に、カードの再交付や５年、１０年後の本人確認には、指紋照合が確実でよいと思うが導入の

考えについて質疑があり、これについては、国は顔認証システムの活用も検討しているが、市とし

ては、家族への確認や指紋認証についても考えていきたいとの答弁でありました。

次に、社会保障・税番号制度の利便性について質疑があり、これについては、現在制度を活用す

るのは税、社会保障、災害の３分野で、２０１８年には口座にリンクさせるという改正法も通って

いる。利便性の具体例としては、児童手当申請時に所得証明が不要になることや、個人番号カード

が免許証等にかわる身分証明書になることなどが上げられるとの答弁でありました。

また、条例改正後、逐条解説を提出してほしいとの意見が出されました。

以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定いたしまし

た。

次に、議案第７２号財産の取得について、入札において、８者中４者が辞退した理由について質
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疑があり、これについては、辞退届には仕様書を満たさないためとの記載があり、具体的には１１

トン未満の車両に４.５立米以上の水槽を設置することは、技術的に難易度が高いことが理由であ

るとの答弁でありました。

以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定いたしまし

た。

以上、総務委員会の審査報告といたします。

○議長（前田 稔君）

次に、西川憲行教育民生委員会副委員長。

○２番（西川憲行君登壇）

ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

委員長の都合により、副委員長の私から報告をさせていただきます。

去る８日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１４日に委員会を開

催いたしました。

まず、各議案ごとに担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。

初めに、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定について、関認定こども園アスレの園児の

募集について質疑があり、これについては、認定区分に関係なく一次募集より全市域からの申し込

みを受ける方向で検討しているが、関小学校区の子供たちを優先的に受け入れることとしている。

また、十分に関小学校区の子供たちには入園いただける見通しであるとの答弁でありました。

次に、アスレを認定こども園に変更しなくてはならない理由について質疑があり、これについて

は、保育園、幼稚園の子供が新しい制度の中でともに学び、定員の範囲内であれば１号、２号の異

動等があっても対応が可能で、引き続きともに園生活を送れるという利点があるとの答弁でありま

した。

次に、アスレには保育園も幼稚園もあり、認定こども園に移行しやすいが、今後市内の認定こど

も園は、保育園、幼稚園のいずれを主体に考えていくのかとの質疑があり、これについては、認定

こども園には４つのタイプがあり、今回の幼保連携型認定こども園を基本とするが、他の類型も可

能性としてはあるとの答弁でありました。

次に、市内の保育所を認定こども園に変更していくことは、施設の規模や老朽化等物理的な問題

があるが、これからの方向性について質疑があり、これについては、この５年間では新たな設置を

考えているとの答弁でありました。

次に、アスレの中にある子育て支援センターについて質疑があり、これについては、これまでと

同様に運営していきたいとの答弁でありました。

また、討論では、今アスレをどうしても認定こども園にしなければならない必要性が感じられな

い、ほかのやり方があるのではないかとの理由から反対討論があり、採決の結果、原案のとおり賛

成多数で可決することに決定しました。

次に、議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正について、通知カード及び個人番号カードの再

交付手数料の根拠について質疑があり、これについては、総務省からの事務連絡において、それぞ

れのＩＣカード等の購入原価を考慮され示されたとの答弁でありました。

次に、総務省の取り扱いでは手数料を徴収しないことも可能となっているが、市として無料とす
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る議論はなかったのかとの質疑があり、これについては、県内の各市町担当者によるワーキンググ

ループにおいて徴収する方向で検討がなされたものであるとの答弁でありました。

次に、個人番号カード紛失時の対応について質疑があり、これについては、本人がコールセンタ

ーに連絡するか、市町村の窓口に届け出ることで一時停止の措置を行い、なりすましやカードの不

正利用を防ぐことができるとの答弁でありました。

また、討論では、マイナンバー制度自体に反対であり、国民が心配している情報漏えいの危険性

についても心配が払拭できるものではないとの理由から反対討論が、また地方分権が進んでいく中

で市の特色を出していくことに関しては、これからは議論の対象にしてほしいとの意見をつけて、

この条例には賛成するとの賛成討論があり、採決の結果、原案のとおり賛成多数で可決することに

決定しました。

以上、教育民生委員会の審査報告とします。

○議長（前田 稔君）

次に、中﨑孝彦産業建設委員会副委員長。

○６番（中﨑孝彦君登壇）

ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

委員長の都合により、副委員長の私から報告をさせていただきます。

去る８日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１１日に委員会を開

催いたしました。

まず、各議案ごとに担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。

初めに、議案第６０号亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、受益

者負担金の額を定める際に材料費等が上がっているが、単価を上げる議論はあったのかとの質疑が

あり、これについては、下水道使用料等検討委員会で検討していただき、第５負担区までの単価基

準を基本とするが、消費税の引き上げや工事費等の増加も見込まれるため、建設工事費デフレータ

ーを用いて今後の景気の動向や物価上昇を見きわめ、慎重に決定されたいとの意見書が提出されて

いることから、それらの試算も行った上で判断したとの答弁でありました。

以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。

次に、議案第７１号工事請負契約の締結について、一般競争入札ではあるが、入札が１者だけで

競争があったと言えるのかとの質疑があり、これについては、亀山市競争入札参加資格登録をして

いる業者は１１者あり、競争がない中での入札ではなく、結果として１者のみの参加となったもの

であるとの答弁でありました。

次に、入札のあり方について質疑があり、これについては、一般的に広く参加者を求めて競争を

促すという意味では、一般競争入札が一番最適な入札方法だと考えているとの答弁でありました。

次に、工事実施業者が設計するということだが、チェック機能はどうするのかとの質疑があり、

これについては、担当部署で行うが、し尿処理場専門のコンサルタントにチェックを含め委託する

ことになっているとの答弁でありました。

また、結果として競争になっていないことについて、一般競争入札の論理とはかけ離れているの

ではないかとの意見がありました。

以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。
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次に、議案第７３号市道路線の認定について、議案第７４号市道路線の認定について、議案第７

５号市道路線の認定について、議案第７６号市道路線の認定について、審査の前に現場確認を行い、

審査の過程では質疑なく、採決の結果、原案のとおり全会一致で可決することに決定しました。

以上、産業建設委員会の審査報告といたします。

○議長（前田 稔君）

次に、前田耕一予算決算委員会委員長。

○１３番（前田耕一君登壇）

ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

去る８日の本会議で付託のありました議案第６１号及び議案第６２号の平成２７年度各会計補正

予算２議案、並びに議案第６３号から議案第７０号までの平成２６年度各会計決算の８議案の審査

に当たるため、１７日、１８日の２日間にわたり委員会を開催しました。

まず、議案第６３号から議案第７０号までの平成２６年度各会計決算について審査を行いました。

初めに、代表監査委員から各会計決算についての審査の経過並びに審査の所見報告を受け、続い

て財務部長から報告第１５号健全化判断比率の報告について、報告第１６号から報告第２０号まで

の各会計資金不足比率の報告について、そして環境産業部長から報告第２１号亀山市一般会計継続

費精算報告についての説明を受けた後、質疑に入り、慎重なる審議を尽くしました結果、議案第６

３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第６４号平成２６年度亀山市

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６５号平成２６年度亀山市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６６号平成２６年度亀山市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６７号平成２６年度亀山市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について及び議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処

分及び決算の認定についての６議案については反対討論があり、採決の結果、いずれも賛成多数で

原案のとおり可決及び認定することに決定しました。

次に、議案第６９号平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て及び議案第７０号平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定については、いずれも原案のとお

り全会一致で可決及び認定することに決定しました。

なお、委員会として、１つ、審査の過程において指摘のあった事項及び意見を真摯に受けとめ、

次年度の予算編成とその執行に反映されたい。また、事業完了後に不用額が生じた場合は、速やか

に減額補正等の措置を講じられたい。

２つ、市税、国保税、使用料及び負担金等については、公共性の観点より一層の徴収努力を行い、

収納率の向上に努められたい。なお、徴収に当たっては、生活困窮者など滞納者の個別の状況に応

じて慎重な対応に努められたい。

３つ、財政運営の基本である歳入に見合った歳出の実現に向け、的確な事業の選択と集中を行う

とともに、経費の削減や基金の有効活用を図り、持続可能な健全財政に取り組まれたい。特に特定

目的基金については、積み立て、取り崩しについて一貫性のある基準を定め、安全かつ効率的な運

用に努められたい。

また、国民健康保険給付費等支払準備基金については、基金残高がわずかであることから、国民

健康保険事業が安定的かつ継続的に運営できるように予算措置されたい。
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４つ、委託料については委託の効果を見きわめるとともに、各種計画等の策定については、可能

な限り職員で行うなど経費の削減に努められたい。

以上、４点の意見を申し添えたところであります。

次に、議案第６１号及び議案第６２号の平成２７年度各会計補正予算２議案については、総務分

科会、教育民生分科会、産業建設分科会にそれぞれ審査を分担したことから、審査の経過内容につ

いて各分科会長から報告を受け、その結果、議案第６１号平成２７年度亀山市一般会計補正予算

（第２号）について、議案第６２号平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついては、いずれもやむを得ない補正と認め、原案のとおり全会一致で可決することに決定しまし

た。

以上、予算決算委員会の審査報告といたします。ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

各常任委員会委員長の報告は終わりました。

これより委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。

会議の途中ですが、暫時休憩します。

（午後 ２時３７分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ２時３９分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、議案第５７号から議案第７６号までの２０件について討論を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

８番 福沢美由紀議員。

○８番（福沢美由紀君登壇）

日本共産党議員団を代表して、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定、議案第５８号亀山

市個人情報保護条例の一部改正、議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正について、反対の立場

で討論いたします。

まず、認定こども園条例です。本条例は、亀山市関乳幼児センターアスレを市内初めての認定こ

ども園とする設置条例です。亀山市の子ども・子育て支援事業計画では、平成３１年までの５年間

に全部で３つの認定こども園の設置を目標としていることから、民間のこども園の突破口ともなり

得る重要な条例であると認識しなければなりません。民間による設置の場合は、設置条例は上がっ

てきません。

国は、保育所を認定こども園へ移行することについて、推奨はするが強制はしていません。本議

会での議案質疑でもただしましたが、認定こども園となるデメリットを一言で言うならば、保育に

対する自治体の公的責任が後退し、保育の格差が拡大し、保育の質の低下が心配されることです。
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児童福祉法第２４条１項には、保育しなければならないと公的責任がしっかり明記されているのは

保育所のみであり、認定こども園などその他の保育事業については、２項にまとめられ、措置を講

じるという表現の後退した形での責任のとり方となります。

契約の仕方も保護者にとっては一見何も変わらないように見えますが、保育所以外は施設との直

接契約となるため、法律上は園の都合で入所できない、退所を迫られるなどの可能性が出てきます。

支援制度のスタート時期に当たって、国は当面市が全ての施設、事業の申し込みを受け付け、入所

先を振り分ける、これを利用調整といいますが、このように言っていますが、しかし、この利用調

整はいつまでも続くのかわかりません。

また、認定こども園になり、公費の支出が給付金に変わるということは問題です。保育所の委託

費のように、保育事業以外には使えないという使途規制がかけられなくなります。

また、認定こども園は、民営になりますと公定価格から保護者負担金を差し引かれたものしか代

理受領できず、保護者負担金については園で集金することとなるので、事務量の拡大と経営の不安

定を生み出すおそれがあります。これらは、まさに保育の格差拡大、質の低下につながるのではな

いでしょうか。

どんな状況であろうと、監査もあり、保育の質を下げるようなことはしないとの答弁でしたが、

法律の文言がそうは読み取れない以上、拙速に認定こども園への移行を進めるべきではないと考え、

この条例には反対するものです。

次に、個人情報保護条例、手数料条例です。

今回の条例改正は、マイナンバー制度導入に伴い、特定個人情報等にかかわる規定や通知カード、

個人番号カードの再交付の手数料を新たに設けるものです。このマイナンバー制度は、これまでも

質疑などで取り上げ、情報流出などのおそれが１００％ないということでない限り、導入すべきで

はないと求めてきました。

ところが、政府の対応は、このマイナンバー法の利用開始が来年１月からであり、施行もされて

いないのに法律の改悪案を提案し、自民、公明、民主などの賛成多数で可決してしまいました。こ

の改悪案では、さらにプライバシー性の高い個人の預貯金や特定健診情報なども利用対象に拡大し

てしまいました。ただ、日本年金機構の年金情報が大量に流出するという事態が生じたため、年金

の基礎年金番号との連結は最長１年５カ月延期しました。情報は蓄積が大量になるほど攻撃されや

すくなり、範囲を広げるほど情報流出の危険は高まります。市民の個人情報が一たび流出すればも

とに戻すことはできず、取り返しのつかない事態になります。マイナンバー制度は実施すべきでは

ありません。

今回の条例改正は、これほど多くの問題を抱えたマイナンバー制度導入のためであり、この制度

を利活用しやすくするためのものであり、到底認められません。

議員各位のご賛同を求め、討論といたします。

○議長（前田 稔君）

８番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。

次に、１６番 服部孝規議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

日本共産党議員団を代表して、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定、
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議案第６４号平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定、議案第６５号平

成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定、議案第６６号平成２６年度亀

山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定、議案第６７号平成２６年度亀山市公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算の認定、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及

び決算の認定についての６議案に反対の立場で討論します。

平成２６年４月から消費税が８％に増税されました。この増税の影響は、一般会計だけでも１億

４,０００万円ほど歳入より歳出が上回り、財政が苦しくなったとのことであります。特別会計や

企業会計については、具体的な数字は示されませんでしたが、やはり歳出が上回り、財政に負担を

かけたと思われます。

これらの議案に共通するのは、この決算には昨年４月からの消費税の増税が含まれ、市や市民の

負担増となるのに何らかの手だてがされていないため、認められないということであります。この

点が６議案の決算の認定に反対する理由の第１です。

次に、一般会計など３議案について具体的に述べます。

まず、一般会計決算です。

消費税増税に加えて、年金、介護、生活保護などの改悪で市民生活が大変苦しくなるのに、櫻井

市長は、消費税の増税に対して、負担増に対する対応は基本的に国が考えるべきだと述べ、市民生

活を守る市としての手だてをしませんでした。これは、市民生活を守る防波堤となるべき市のとる

べき対応ではありません。

格差社会の拡大の中で、この２年間だけでも市民生活はますます苦しくなっています。例えば、

生活保護受給者は、平成２５年度の１７７人から２６年度には２０６人へとふえ、また就学援助を

受ける児童・生徒は、２５１人から２７７人に大幅に増加しています。このように、市民生活を守

る決算とは言えない点が反対の第２の理由です。

また、亀山市の職員体制も異常です。

予算決算委員会で県内１４市の正規職員と非正規職員の割合を示しましたが、亀山市は正規職員

の割合が県内で最低の５１％でしかありません。他市は、四日市市の７割を初め多くの市が６割台

であるのに余りにも異常な職員体制です。これは、本来正規職員を配置すべき事務職、保育士、看

護師、給食調理員などが非正規職員とされ、図書館司書や学芸員などの専門職も含め、非正規職員

化を進めてきた結果です。これでは市が責任を持って市民サービスを行うことになりません。これ

が反対の第３の理由です。

さらに、個別の事業では、リニア基金のさらなる積み立て、保護者の願いである完全給食に背く

デリバリー、検証もなく進められる地域コミュニティの仕組みづくりなど問題のある決算がありま

す。

以上の理由により、平成２６年度の決算の認定には反対するものです。

次に、国民健康保険事業特別会計決算です。

国民健康保険の現状は、国保税を滞納している世帯の８割以上が２００万円以下の所得しかあり

ません。こうした所得水準では、国保税は払いたくても高くて払えません。保険税を高いままにし

ておけば滞納者がふえるのは当然です。国保税を１世帯１万円引き下げるのに必要な予算は、わず

か６,４００万円です。こうしたわずかな引き下げすら実施しませんでした。
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その上、国保の支払準備基金の残高が６４万円しかなく、いよいよ底がつく状態となっているの

に何らの手だても示されませんでした。市民生活を守り、社会保障としての国民健康保険制度を維

持するためには、高過ぎる国保税を引き下げ、払える額にするしかありません。こうした国保世帯

の命と暮らしを守るための国保税の引き下げが行われなかった決算の認定には反対するものです。

最後に、後期高齢者医療事業特別会計決算です。

私たちは、後期高齢者医療制度そのものの廃止を求めることから、この決算の認定には反対する

ものです。

議員各位のご賛同を求め、討論といたします。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の討論は終わりました。

以上で、通告による討論を終結し、ただいま討論のありました議案について、起立により採決を

行います。

採決に先立って、この際お諮りします。

起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。

それでは、討論のありました議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定について、起立により

採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第５７号亀山市認定こども園条例の制定については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正について、起立

により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第５８号亀山市個人情報保護条例の一部改正については、原案のとおり可決す
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ることに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正について、起立により

採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第５９号亀山市手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決すること

に決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第６３号平成２６年度亀山市一般会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６４号平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第６４号平成２６年度亀山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６５号平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。
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起立多数であります。

したがって、議案第６５号平成２６年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、原案のとおり認定することに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６６号平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第６６号平成２６年度亀山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、原案のとおり認定することに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６７号平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第６７号平成２６年度亀山市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、原案のとおり認定することに決定しました。

次に、同じく討論のありました議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び

決算の認定について、起立により採決を行います。

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決及び認定すべきものとしております。

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立多数であります。

したがって、議案第６８号平成２６年度亀山市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

ては、原案のとおり可決及び認定することに決定しました。

次に、討論のありました議案以外の議案第６０号から議案第６２号まで及び議案第６９号から議

案第７６号までの１１件について、一括して起立により採決を行います。

本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び認定すべきものとしており

ます。

本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
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（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、

議案第６０号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

議案第６１号 平成２７年度亀山市一般会計補正予算（第２号）について

議案第６２号 平成２７年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

議案第６９号 平成２６年度亀山市工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

議案第７０号 平成２６年度亀山市病院事業会計決算の認定について

議案第７１号 工事請負契約の締結について

議案第７２号 財産の取得について

議案第７３号 市道路線の認定について

議案第７４号 市道路線の認定について

議案第７５号 市道路線の認定について

議案第７６号 市道路線の認定について

は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決定しました。

次に、日程第２１、請願第２号から日程第２４、請願第５号までの４件を一括議題といたします。

請願４件についての教育民生委員会における審査の結果は、お手元に配付の請願審査報告書のと

おりであります。

請願審査報告書

本委員会に付託の請願を審査の結果、別表のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１３５

条の規定により報告します。

平成２７年９月１４日

教育民生委員会委員長 岡 本 公 秀

亀山市議会議長 前 田 稔 様

別表

受 理 番 号 請 ２
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受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川 竜司 他２名

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

委 員 会 の 意 見 願意妥当

審 査 の 結 果 採 択

措 置 関係機関に対し意見書を送付する

受 理 番 号 請 ３

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川 竜司 他２名

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

委 員 会 の 意 見 願意妥当

審 査 の 結 果 採 択

措 置 関係機関に対し意見書を送付する
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受 理 番 号 請 ４

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名 防災対策の充実を求める請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川 竜司 他２名

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

委 員 会 の 意 見 願意妥当

審 査 の 結 果 採 択

措 置 関係機関に対し意見書を送付する

受 理 番 号 請 ５

受 理 年 月 日 平成２７年８月２７日

件 名
子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書

請願者の住所・氏名

亀山市みどり町５２

亀山市ＰＴＡ連合会

会長 小川 竜司 他２名

紹 介 議 員 氏 名 尾崎邦洋、櫻井清蔵、中村嘉孝、服部孝規、前田耕一

委 員 会 の 意 見 願意妥当

審 査 の 結 果 採 択
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措 置 関係機関に対し意見書を送付する

○議長（前田 稔君）

これより請願の審査報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ないようですので、質疑を終結します。

次に、請願４件に対する討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、請願第２号か

ら請願第５号までの４件について、起立により採決を行います。

まず、請願第２号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書について、起立に

より採決を行います。

本請願についての委員長の報告は、採択となっております。

本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、請願第２号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める請願書については、

採択することに決定しました。

次に、請願第３号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書について、起

立により採決を行います。

本請願についての委員長の報告は、採択となっております。

本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、請願第３号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書につい

ては、採択することに決定しました。

次に、請願第４号防災対策の充実を求める請願書について、起立により採決を行います。

本請願についての委員長の報告は、採択となっております。

本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）
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ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、請願第４号防災対策の充実を求める請願書については、採択することに決定しまし

た。

次に、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請願書

について、起立により採決を行います。

本請願についての委員長の報告は、採択となっております。

本請願を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、請願第５号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める

請願については、採択することに決定しました。

会議の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ３時０３分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ３時１２分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、日程第２５、議案第７７号を議題とします。

市長に提案理由の説明を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。

議案第７７号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の宮﨑み

つ子氏は、平成２７年１２月３１日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として推薦

いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。

なお、任期は、平成２８年１月１日から３年間でございます。

以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。追加

の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

市長の提案理由の説明は終わりました。

これより本案について質疑を行いますが、通告はありませんので質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第７７号については、会議規則第３６条第３項の規定により

常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

議案第７７号については、常任委員会への付託を省略することに決定しました。

次に、議案第７７号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、議案第７

７号について起立により採決を行います。

議案第７７号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、原案のとおり同意することに賛成の議

員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、議案第７７号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。

次に、日程第２６、委員会提出議案第５号から日程第３０、委員会提出議案第９号までの５件を

一括議題とします。

提出者に提案理由の説明を求めます。

まず、櫻井清蔵議会運営委員会委員長。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

ただいま上程をいただきました委員会提出議案第５号については、議会運営委員会からの委員会

提出議案でございますので、委員長の私のほうから提案理由の説明をいたします。

亀山市の私債権の管理に関する条例が施行されたことを受け、市議会では、平成２４年６月定例

会において、市の私債権の回収のための有効な手段となる裁判所からの支払い督促に対する異議申

し立てによる訴訟の提起に関する事項について、議会の権限に属する軽易な事項として、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき市長が専決できるように指定しました。

この指定に基づき、市が平成２７年４月８日に津簡易裁判所に申し立てた、亀山市林業総合セン

ター火災被害による損害賠償請求に係る支払い督促に対する異議申し立てによる訴訟の提起が専決

処分されました。

このことを踏まえ、あくまで市長専決処分事項の指定については、議会の権限に属する軽易な事

項であることから、改めてその範囲をより明確にするため、平成２４年６月２９日の議決による指

定事項を改正するものです。

改正内容といたしましては、支払い督促に対する異議申し立てによる訴訟の提起に関することは、

水道料金並びに医療センターの使用料及び手数料について、裁判所法第３３条第１項第１号の規定

により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額以下の履行を請求するものに限ることとしま

す。

以上、委員会提出議案の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いしま

す。

○議長（前田 稔君）
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次に、岡本公秀教育民生委員会委員長。

○１１番（岡本公秀君登壇）

ただいま上程をいただきました委員会提出議案第６号から委員会提出議案第９号までの４件につ

いては、教育民生委員会の委員会提出議案でございますので、委員長の私のほうから提案理由の説

明をいたします。

まず初めに、委員会提出議案第６号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書

の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。

義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書。

義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹である「無償制」「教育の機会均等」「教育水準の

維持向上」を保障するため、国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立されたものであり、子ども

たちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが制度の趣旨です。

１９８５年以降、義務教育費国庫負担金の一般財源化が推し進められ、２００６年からは、国庫

負担率が２分の１から３分の１に引き下げられました。

現在、義務教育費国庫負担金の対象外である教材費、旅費、高校教職員の給与費は、地方交付税

として一般財源の中に組み込まれています。しかし、地方財政が厳しくなり、１９８５年に一般財

源化された教材費は、国が定めた基準に対して実際に各地方で予算措置された比率（措置率）が

年々低下しています。２００７年度における措置率の全国平均は６５.３％（三重県４９.０％、東

京都１６４.８％、秋田県２６.９％）となっており、地域間格差も広がっています。２０１４年度

三重県内小・中学校においては総額で約７億円が教材費として措置されましたが、これは地方交付

税上の予算措置額の５８.５％（各市町調べ）にとどまっており、まだまだ低い状況です。

未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重

要なことであり、その時々の地方財政状況に影響されることのないよう、義務教育費国庫負担制度

の存続とさらなる充実が求められます。

よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

１．国の責務として「無償制」「教育の機会均等」「教育水準の維持向上」に必要な財源が確保

されるよう、義務教育費国庫負担制度を存続し、更なる充実を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

続きまして、委員会提出議案第７号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意

見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。

教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書。

三重県では、２００３年度から小学校１年生の３０人学級（下限２５人）が実施されており、そ

の後も小学校２年生の３０人学級（下限２５人）、中学校１年生の３５人学級（下限２５人）と他

学年への弾力的運用等、拡充しています。少人数学級が実施されている学校では、「個の学習状況

を把握しやすい」「実技教科での安全面への配慮が細やかになる」等の教職員や保護者の声があり、

大きな成果を上げています。

一方、国においては、２０１１年４月の「義務標準法」改正により、小学校１年生の３５人以下

学級が実現し、２０１２年には、法改正による引き下げではないものの、小学校２年生への実質的

な拡大が実現しました。
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２０１５年度については３５人以下学級の拡充が措置されず、教育課題に対応するための定数改

善も十分とは言えない状況です。国際的に見ても、日本の１クラス当たりの児童・生徒数は小学校

で２８人（ＯＥＣＤ平均２１人）、中学校で３３人（同２４人）と、平均を大きく上回っているの

が現状です。

自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏づけされ

た定数改善計画の策定が必要です。一人一人の子どもたちへのきめ細かな対応や学びの質を高める

ための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠です。

また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導などを必

要とする子どもたちや「障がい」のある子どもたちへの対応、いじめ・不登校などの課題もありま

す。こうしたことの解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要です。

６月２日の参議院文教科学委員会、３日の衆議院文部科学委員会においては、教育現場の実態に

即した教職員定数の充実を求める決議が与野党全会一致で採択されています。

また、２０１１年における日本の教育機関への公財政支出の対ＧＤＰ比は３.６％で、経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国中、データ比較が可能な３０カ国において５年連続で最下位で、加盟

国平均の５.３％に遠く及びません。教育予算を拡充し、教職員配置の拡充も含めた教育条件の整

備を進めていくことが、山積する教育課題の解決を図り、子どもたち一人一人を大切にし、子ども

たちの豊かな学びを保障することにつながります。

よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたします。

１．子どもたちの「豊かな学び」の保障に向け、教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の

拡充を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

続きまして、委員会提出議案第８号防災対策の充実を求める意見書の提出について、意見書の朗

読をもって提案理由の説明といたします。

防災対策の充実を求める意見書。

三重県では学校構造部材の耐震化が着実に進められており、小学校・中学校の一部を残すのみと

なりました。

一方、２０１２年９月４日、文科省は「学校施設における天井等落下防止対策の推進に向けて

（中間まとめ）」を受け、国公立学校施設の屋内運動場等の天井等の落下防止対策については２０

１５年度までの速やかな完了を目指して取り組むよう、各教育委員会等に要請しています。しかし、

２０１５年４月現在、屋内運動場等の天井等の落下防止対策については県内小中学校で１００棟中

８棟、県立学校１３２棟中１棟にとどまっていますし、２０１５年度中の計画においても全棟の完

了はできない見込みです。またそれ以外の非構造部材の耐震対策も、県内で２０１４年度末におい

て、幼稚園で３３.３％、小・中学校で３６.９％、高等学校で１７.２％、特別支援学校で１８.

８％にとどまっています。

さらに、三重県教育委員会の調査によると、２０１５年２月現在、公立小・中学校と県立学校の

うち、校内の備品等転倒落下防止対策が「全てできている」は４０.５％（前年度比１６.３％増）、

次、校内のガラス飛散防止対策が「全てできている」は２２.８％（同６.６％増）となっています。

子どもたちの安心・安全の確保を迅速に進めるために、国としての財政措置が求められます。
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２０１２年８月２９日、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」は、第２次

報告として、南海トラフで発生する巨大地震による津波高及び浸水域等の推計結果を公表しました。

これによると、三重県鳥羽市では津波が最大２７メーター、尾鷲・熊野市では最短４分で第一波が

到達などとなっています。また、最大の死者数は約４万３,０００人とされ、三重県が２００５年

に取りまとめた想定約４,８００人を大きく上回るものとなりました。２０１３年５月２８日に国

の中央防災会議の作業部会が発表した南海トラフ巨大地震対策の最終報告では、ハード面の整備に

加え、防災教育を初めとする「事前防災」等の対策を具体的に実施すべきとしています。

学校は、子どもたちを初め多くの地域住民が活動する場であり、地域の拠点です。災害時には県

内の公立学校の９１.３％が避難場所となる等、重要な役割を担っています。その安全確保は極め

て重要であり、非構造部材への対策が急がれます。また、学校・家庭・地域が連携して災害から子

どもを守る必要があり、巨大地震等の災害を想定した防災対策の見直しや充実が急務です。

よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

１つ、子どもたちの安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を

図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

続きまして、委員会提出議案第９号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明といたします。

子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める意見書。

近年の厳しい経済・雇用情勢は、子どもたちの暮らしや学びに大きな影響を与えています。

２０１１年度における、一般政府総支出に占める公財政教育支出の割合は９.１％であり、経済

協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国でデータのある３１カ国中、３０位となっています（ＯＥＣＤ平

均１２.９％）。他方、日本の全ての教育支出に占める私費負担の割合は３０.５％で、ＯＥＣＤ平

均の１６.１％を大きく上回っています。

全国で１６.３％、６人に１人の子どもが貧困状態にあり（２０１２年度厚労省）、三重県にお

いても８.９人に１人の子どもが就学援助を受けています（２０１２年度三重県）。厳しい状況に

おかれた子どもたちに寄りそう教育や、一人一人の人権・学習権を保障する支援策が喫緊の課題と

なっています。

このような中、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が２０１４年１月に施行され、８月に

は「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されました。今後、スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカー等の配置拡充等、国による支援策が必要です。

高等学校段階においては、入学料・教材費・部活動のための経費等の保護者負担は重く、「学び

たくても学べない」という状況は依然大きな課題です。

昨年度から高等学校等就学支援金制度が導入されました。また、三重県内においては高校生等奨

学給付金制度が導入されました。その一方で、貸与型の奨学金については、卒業後にその返還が大

きな負担になっているという課題も出てきています。

高等学校等就学支援金制度の充実、奨学金制度の改善などのより一層の支援策が必要です。

家庭での経済格差を教育の格差につなげないよう、制度・施策のより一層の充実が求められてい

ます。
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よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

１つ、全ての子どもたちの学ぶ機会を保障するため、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援

に関わる制度を拡充すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

以上、委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきました。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（前田 稔君）

以上で、提案理由の説明は終わりました。

これより本各案について質疑を行いますが、通告はありませんので質疑を終結します。

なお、委員会提出議案第５号から委員会提出議案第９号までの５件については、会議規則第３６

条第２項の規定により常任委員会への付託はしないこととします。

次に、委員会提出議案第５号から委員会提出議案第９号までの５件について討論を行いますが、

通告はありませんので討論を終結し、委員会提出議案第５号から委員会提出議案第９号までの５件

について、起立により採決を行います。

まず、委員会提出議案第５号市長専決処分事項の指定についての一部改正について、起立により

採決を行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、委員会提出議案第５号市長専決処分事項の指定についての一部改正については、原

案のとおり可決することに決定しました。

次に、委員会提出議案第６号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書の提出

について、起立により採決を行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、委員会提出議案第６号義務教育費国庫負担制度の存続と更なる充実を求める意見書

の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。

次に、委員会提出議案第７号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意見書の

提出について、起立により採決を行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。
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起立全員であります。

したがって、委員会提出議案第７号教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める意

見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。

次に、委員会提出議案第８号防災対策の充実を求める意見書の提出について、起立により採決を

行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、委員会提出議案第８号防災対策の充実を求める意見書の提出については、原案のと

おり可決することに決定しました。

次に、委員会提出議案第９号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求

める意見書の提出について、起立により採決を行います。

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（前田 稔君）

ご着席願います。

起立全員であります。

したがって、委員会提出議案第９号子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡

充を求める意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。

次に、日程第３１、常任委員会の所管事務調査の報告についてを議題とします。

各常任委員会委員長から各委員会における所管事務調査の結果報告を行いたいとの申し出があり

ましたので、これを許可します。

初めに、中村嘉孝総務委員会委員長。

○１４番（中村嘉孝君登壇）

ただいまから、総務委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。

昨今の厳しい財政状況の中、行政サービスの原資となる財源確保のためには、市税を初めとする

各債権の確実な回収と適正な管理が求められ、市では、新たに策定した第２次亀山市行財政改革大

綱において、財政運営の改革として収納率の向上を掲げたところです。

そこで、総務委員会では、その所管に属する歳入に関し、収納率向上対策をテーマとして、市税

を初めとする市の債権の徴収等に係る事務の現状を把握し、その課題解消に向け、調査・研究を行

ってきました。

まず、市税を初めとする各債権の収納事務の現状について、関係室から聞き取り調査を行い、現

状把握に努めました。

特に強制徴収公債権、非強制徴収公債権及び私債権の区分ごとに事務の流れや体制を確認すると

ともに、滞納整理等に係る庁内の連携体制や市の方針の有無についても現状把握を行いました。

８月には、生活に困窮する滞納者を債権管理の側面から支援する体制を整備した滋賀県野洲市を
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視察しました。この視察からは、債権管理の一元化による効果や、債権管理の事務における生活困

窮者支援の庁内連携体制のあり方について知ることができました。

このように総務委員会として、収納率向上対策についてさまざまな議論を重ね、意見等を集約し、

検討した結果、行政サービスを提供する室では、サービスに伴う債権の回収が２次的業務になりが

ちで、滞納整理が進んでいない債権が存在するとともに、庁内で債権の回収、管理事務について、

情報やノウハウの共有が十分に図れていないことなど、６つの課題・問題点を抽出しました。

このことから、総務委員会として、亀山市における税を初めとする市の債権に係る収納率の向上

に向けて、下記のとおり市長に対して提言を求めるものです。

１つ、市税の滞納解消のため、地方税管理回収機構に積極的に困難事案を移管して滞納整理を進

めるとともに、法的に可能な範囲で関係室間の情報共有と徴収事務に関する連携、協力が図られる

ようさらなる体制整備に努めること。

また、生活困窮状態にある滞納者に対しては、自立支援の重要性から滞納整理マニュアル等に生

活困窮者の情報把握等を追加するとともに、滞納処分等の判定時には、生活困窮者支援の観点から

の意見も反映できる体制について検討すること。

２つ、帰国者や行方不明者に係る債権で、現実的に回収不可能なものを精査し、適宜執行停止や

徴収停止、債権放棄、不納欠損を行い、債権の整理を図るように努めること。

３つ、収納率向上、滞納防止のための市の基本的な方針や各債権の回収計画等を定めたアクショ

ンプランを策定し、効率的・効果的な徴収事務に努めること。

４つ、市税の使途について、より市民生活に密着した視点から市民に説明していくとともに、滞

納の増加が市全体に与える影響を伝えることで、納税に対する意識を向上させるための取り組みに

努めること。

以上、総務委員会の所管事務調査の結果報告といたします。

○議長（前田 稔君）

次に、岡本公秀教育民生委員会委員長。

○１１番（岡本公秀君登壇）

ただいまから、教育民生委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。

国では、力強い日本経済を立て直すための成長戦略の柱として、世界に誇る魅力あふれる観光立

国の実現に向け施策を推進し、観光にかかわるさまざまな産業が日本経済の成長の重要な一翼を担

っていかなければならないとしています。観光ニーズの社会的変化により個人旅行が主流になり、

ツアー形式から着地型観光として地域の観光資源に触れ、そこでしか味わえない体験を求める傾向

になってきています。

亀山市では、亀山市観光振興ビジョンを平成２１年度から２８年度までの計画期間で策定し、観

光誘致と住民生活の調和を目指したまちづくり観光を掲げて今日まで観光政策を進めてきました。

平成２９年度の観光振興ビジョンの更新を見据え、市内の観光資源を発掘、有効活用し、観光が人

を育て、交流を育み、まちの発展につながる仕組みづくりを進める必要があります。

そこで、教育民生委員会では、こうした背景を踏まえ、まちづくり観光についてをテーマに設定

し、計１０回の委員会を開催し、調査・研究を行ってまいりました。

まず、市民文化部から当市の観光資源と情報発信の状況、観光への取り組み状況について聞き取
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りを行い、現状把握に努めました。

また、７月には重伝建選定地区を初め、まちの観光資源を活用してまちづくりを推進している自

治体として、福井県小浜市、若狭町、京都府南丹市を訪問し、官民一体での観光施策の取り組みや

情報発信の手法などを視察しました。

次に、社団法人亀山市観光協会、亀山商工会議所、ＮＰＯ東海道関宿、関宿案内ボランティアの

会、石水渓観光協会、亀山宿語り部の会の代表と当市の観光の課題・問題点について、観光関係団

体と行政の役割と連携について、まちづくり観光をビジネスにつなげるための取り組みと情報発信

について意見交換会を行いました。

このように、教育民生委員会として、まちづくり観光についてさまざまな議論を重ね、意見等を

集約し、検討した結果、市内には貴重な多くの観光資源があるが、新たな資源の発掘と観光プラン

の作成の取り組みが不十分なため、関宿以外は余り観光に結びついていないことなど、４つの課

題・問題点を抽出しました。

このことから、教育民生委員会として、亀山市の観光政策の基本であるまちづくり観光をさらに

推進するため、下記のとおり市長に対し提言を求めるものであります。

１つ、市長のリーダーシップのもと、観光関係団体と積極的に連携を図り、まちづくり観光を市

民に浸透させて、市を挙げて観光振興に取り組む機運の醸成に努めること。

２つ、観光振興ビジョンの推進のために各部室が連携を強化し、観光関係団体とのコーディネー

ター機能を高め、さまざまな観光資源や団体を結びつけ、多様な人材や専門家を登用して、新たな

視点による観光資源の発掘や観光プランの作成に努めること。

３つ、国・県の制度や補助金を積極的に活用し、観光駐車場、公共トイレ、歩道、案内看板、公

共交通、Ｗｉ－Ｆｉ環境等の整備を行い、観光客の受け入れ体制の強化に努めること。

４つ、近年の情報化のニーズに合わせ、ホームページによる情報発信の手法を検討するとともに

情報量を充実させること。

また、訪れてみたい、暮らしてみたいまちと想像をかき立てる魅力ある総合的な観光パンフレッ

トを各関係団体と連携して作成し、積極的な情報発信に努めること。

以上、教育民生委員会の所管事務調査の結果報告といたします。

○議長（前田 稔君）

次に、新 秀隆産業建設委員会委員長。

○４番（新 秀隆君登壇）

それでは、ただいまから産業建設委員会における所管事務調査の結果について報告いたします。

下水道事業は、安全で快適な市民生活と環境の保全を目的として整備されていますが、施設整備

には多額の建設投資が必要であり、今後公費負担する一般会計からの繰り入れが市の財政を圧迫す

ることが危惧される中、いかに持続可能な下水道経営を行っていくかが非常に重要な課題となって

おります。

亀山市では、公共下水道事業については、平成２７年４月１日から地方公営企業法の財務規定を

適用し、企業会計へと移行いたしました。また、将来的には農業集落排水事業への導入の方向性も

示されております。

そこで、産業建設委員会では、下水道事業の公営企業会計をテーマに設定し、亀山市の下水道事
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業の現状を把握し、公営企業会計化により見えてくる課題の解消に向けて調査・研究を行ってまい

りました。

建設部上下水道局からは、公共下水道事業の地方公営企業会計の適用について、生活排水処理ア

クションプログラムの見直しについて、中期財政見通しについて、流域内の他市の下水道事業の現

状について、さらに環境産業部からは市町村設置型合併浄化槽の現状について聞き取りを行い、現

状把握に努めました。

次に、７月には、下水道事業において公営企業会計を適用している岐阜県美濃加茂市と長野県伊

那市を訪問し、経営健全化への取り組みや市町村設置型合併浄化槽等の整備手法について視察いた

しました。

また、同じく７月には、三重県と「亀山市の下水道行政について」をテーマに勉強会を実施いた

しました。

このように産業建設委員会として、下水道事業の公営企業会計についてさまざまな議論を重ね、

意見等を集約し、検討した結果、平成２７年度から公共下水道事業を公営企業会計化し、経営健全

化に向けて取り組むこととしている。しかし、独立採算が前提の中、当初予算は立てられているも

のの、経営方針や計画、財政見通しが明確でないことなど４つの課題・問題点を抽出いたしました。

このことから、産業建設委員会として、亀山市の下水道事業について健全で持続可能な経営を行

うため、次のとおり市長に対し提言を求めるものであります。

１つ、独立採算を前提とした安定的かつ継続的な下水道経営を目指すため、経営基盤強化に向け

た取り組みの一つとして、公営企業会計化したメリットを最大限に生かし、早急に経営健全化計画

を策定すること。

２つ、今後、一般会計から公共下水道事業会計への繰出金の増加が一般会計を圧迫することが見

込まれることから、基準外の繰り出しについては基準を明確にして健全財政に努めること。

３つ、生活排水処理アクションプログラムの見直しに合わせ、公共下水道事業の整備区域につい

て費用対効果を十分見きわめて見直すとともに、整備手法についても市町村設置型合併浄化槽の活

用等も視野に入れ再検討を行うこと。

４つ、公共下水道の使用料については、経費の削減や収入の確保など最大限の経営努力を行い、

現在の使用料の維持に努めるとともに、将来の下水道使用料のあり方については今後も分析し、慎

重に検討すること。

５つ、安定した経営基盤の構築のため、下水道使用料は下水道に接続して初めて徴収できること

から、接続率のさらなる向上に努めるとともに、受益者負担金についても収納率の向上に努めるな

ど収入確保を図ること。

以上、産業建設委員会の所管事務調査の結果報告といたします。

○議長（前田 稔君）

各常任委員会委員長からの所管事務調査の報告は終わりました。

会議の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ３時５７分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ４時０７分 再開）
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○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、緊急質問を行います。

通告に従い、順次発言を許します。

１６番 服部孝規議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

通告に従い、質問をいたします。

まず、３月議会で関ロッジの指定管理取り消しに至った経緯を全て明らかにするとともに、その

原因を十分に検証することという内容を含む決議をいたしました。

まず、市長にお聞きしたい。

この決議の中にある検証はいまだ議会に示されておりませんが、されたのかされていないのか、

お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

緊急質問、服部議員のご質問にお答えをさせていただきます。

３月議会で市議会の皆さんから意見をいただいておりますが、それらも踏まえて対応させていた

だいてまいりました。今、その原因を十分に検証することという趣旨と、もう１つは、指定管理者

制度を導入しております施設に対する協定や仕様書の見直しを求められてまいったところでござい

ます。

この件につきましては、さきの６月の議会で見直しをさせていただいて、改正をさせていただい

たところでご理解のとおりでございますが、前段のその原因の十分な検証ということにつきまして、

このたびの方針の決定に当たりましては、外部委員による幅広い見地からご検討いただいた在り方

検討委員会からの提言、並びに庁内検討結果を総合的に勘案いたしまして政策判断をさせていただ

いたものでございます。

これにつきましては、当然この約２年間の指定管理者による運営によって、撤退に至った状況に

ついても検証を行いまして、当然これも踏まえて今回の判断につながっているものでございます。

そういう中で、議会による決議についても本当に真摯に受けとめさせていただいて、今日まで私

どもとしても対応させていただいてまいりましたが、従来から少し触れさせていただいております

けれども、相手方との問題もございますことから、そのご報告について控えさせていただいている

ところでございます。

この方向につきましては、昨日も福沢議員でしたか、少し触れさせていただきましたが、また議

会に相談をさせていただいた上で、しかるべきときに対応させていただきたいというふうに考えて

おるものでございまして、この点はご理解を賜りたいと存じます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）
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私が聞いたのは、検証をしたのかしていないのか、これをまず聞いているんです。検証はしたけ

れども議会には出していないのか、検証がしていないから議会に出せていないのか、どちらなのか

お聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

当然、この２年間に至る内容につきまして、私どもとしても検証をさせていただいたということ

でございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

検証したのであれば、先ほども市長は決議の重みということを言われましたけれども、私たちは

決議でもって原因を十分に検証しなさいよと、議会にも報告をしなさいよということを決議させて

もらった。全会一致です。検証はしてあるのにもかかわらず、議会には出さない。相手方があるか

らとよく言われますけれども、３月からずうっと相手方があるからと言われますけれども、いまだ

にまだ裁判というような事態にはなっていない。亀山市側も訴えを起こすこともなければ、相手側

から訴えを起こすということにもなっていない。もう半年たつけれども、ずうっとそういう答弁で

す。これで議会の理解が得られるとお考えですか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

３月の議会の提言に対して、私どもが真摯に対応させていただいてまいりました。

今、十分な検証が、先ほど申し上げましたように、今回の政策判断に至ります総合的な検討する

過程で、これは十分検証の上、今回の判断に至ったところでございます。この点については繰り返

しになりますが、ご理解いただきたいと思います。

さらに、６月の附帯意見も含めまして、議会の意向を踏まえて進めてまいってきておるところで

ございます。この点についてもご理解いただきたいと思いますが、議会のご理解が得られないとい

うことでありますが、ご案内のように、６月に先方、事業者、代理人弁護士のほうから請求書が届

いておるところはご承知のとおりでございまして、私どもとしましては、亀山として今後の先方と

の関係に影響を及ぼすようなことがあってはならないという中で、少しその内容につきましては控

えさせていただいてまいりました。

先ほど、そして昨日も少し触れさせていただきましたが、今後その検証の内容について、議会と

も相談させていただく場面があろうかと思っておりますけれども、その点については、私どもとし

てもそのような対応をさせていただきたいというように考えておるものでございます。

いずれにいたしましても、今回に至りますさまざまな過程がございましたけれども、これらも踏

まえて総合的に判断をさせていただいて、関ロッジのあり方につきまして、一定の方向性を昨日お

示しさせていただいたということでございます。その中にはそういう検証も当然組み込ませていた

だいての判断ということは、ぜひご理解いただきたいと存じます。
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○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

納得できませんね。

なぜこれをくどく言うかというと、何事もそうですけれども、何かをやって、その結果として今

回の場合はいわば失敗をしてしまった。だからこそ、なおのこと、この原因がどこにあるのか、そ

のことの教訓はやっぱりきちっと明らかにするということが次へつなげていくことになるんですよ。

どんな事業でもそうですよ。そのこと抜きに、そのことは議会にも示さずに私たちは検証しました

というだけで済ましてしまって、新たに検討委員会が示してくれた提言書に基づいて進めていきま

すではやっぱり通らないですよ、何事でも。やっぱりまず、なぜそうなったのかということがあっ

て、そのことを二度と繰り返さないということがあって次の問題が出てくるんだと思います。

で、もうこれを繰り返していても時間がたっていくだけなので、具体的に聞きたいと思いますけ

れども、この提言書の中の９ページに施設の状況というのがあります。それから、１０ページには

その他の状況というのがありますね。施設の状況の中には、利用者のニーズに十分適合していない

施設であるとか、和室が中心であるとか、バス・トイレつきになっていないとか、こういうような

問題。それから、施設の老朽化の問題。それから、その他の状況の中では、市内のビジネスホテル

が数多く立地した。つまり、当時から比べれば本当に今７件ですか、客室数にすると約１,０００

室あるんですね。こういう状況というのは本当に変わってきているわけですね。

こういうことがあったんですけれども、ただ、これは平成２４年に指定管理者制度を導入すると

いうことを決めたということですけれども、平成２４年の時点で、これらのことはもう既に明らか

であったわけですよ。だから、指定管理する前の段階でこういう状況があったということですね。

にもかかわらず指定管理をされたわけですから、やっぱりそこのところを市長にお聞きしたいんで

すけれども、指定管理者制度へ移行したことに問題はなかったのかどうか、判断に誤りがなかった

のかどうか、この点をお聞きしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

当然、これは触れられませんでしたが、平成２０年度にあり方検討としての提言がなされており

ます。その時点でも大変環境が変わってきておる。それから、施設の状況について廃止も含めてと

いう検討がなされておるところであります。

それから、２２年の７月に、これは議員も当時メンバーであったかどうかちょっと定かではあり

ませんが、議会としての公営企業経営問題の特別委員会を設置されて、この中で特別委員会のみな

らず、議会としての総意として提言をいただきました。これは、当時直営から公設民営化に向けた

検討をされるようにと、するようにと、こういう提言でございました。これは、その当時も当然置

かれた状況というのは厳しい認識を示された上で、なおかつその関ロッジの営業の継続をやっぱり

重視しようというご意向であったと受けとめております。

その後、２０年でそれこそ耐震化ができていないという中において、当時としてはこの耐震補強

のために約２億円ぐらいコストがかかるという中で、これをどのように対応してさまざまな提言や
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検討を具現化していくかということが当時としての、本当にこの議会でもいろんな議論がありまし

たが、私どもも精いっぱい調査・研究をさせていただいて、平成２４年の３月議会でいわゆる直営

から指定管理者制度の導入をお示しさせていただきました。

そういう経過の中で、今指定管理者制度の導入が間違っていたのではないかというご指摘でござ

いますが、当時としては民間の活力を導入して関ロッジを継続させていこうという判断の中で、指

定管理者制度以外の選択肢が当時あったかというと、それはなかったんではないかというふうに、

こう考えておるものでございます。

例えば、民営化と言うても民間移譲とか、あるいは民間委託とか、当時、既に１,５００万円程

度の単年度損失が出ておりましたので、これを内部留保金で埋めるというような状況の中での、当

時しては、この選択肢というのは最善の選択肢であったというふうに考えておるものでございます。

結果として、現在の状況については大変遺憾に思うところでございますけれども、当時の判断と

して民間活力の導入という観点で判断をしたことについて、これは一定の合理性があったというふ

うに考えておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

やっぱり反省の上に立って物事を次組み立てないと、やっぱり私は過ちを犯すと思うんですよね。

その点でこの指定管理にこだわるのは、１点、まず先に聞いておきますけれども、今回の今後の

方針の中に、民間業者による現在の施設の活用というようなことが書かれていますけれども、この

方針の中に指定管理者制度が含まれているのかいないのか、この点だけお答えいただきたいと思い

ます。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今回の方針の中で、国民宿舎関ロッジについては、運営を継続しないものという決定をさせてい

ただきました。

その運営を継続しないという意味合いでございますが、市によります関ロッジの運営を継続しな

いということでありますので、指定管理者制度による運営も含めてその運営を行わないと。したが

いまして、指定管理者制度は入っていないということでご理解いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

そうすると、民間に現施設を活用してもらうというような方向は入っているけれども、そのやり

方として指定管理者制度は考えていないと。どんな内容になるかわかりませんけれども、指定管理

者制度は入っていない。つまり、これは指定管理者制度がやっぱり間違いだったということの裏返

しですよ、これ。もしこれが、指定管理者制度がよかったんなら今度もやればええやないですか。

現に、３月の議会で今後の予定というところで議会に示された文書には、指定管理者の再公募も

含めた今後の検討を行うと書いてあるんですよ。このときには、指定管理者の再公募ということも
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言っているんですよ。ところがこの段階で、この提言書の中で出てきた方向としては、指定管理は

ないんだと言われる。というのは、結局、指定管理をやったけれどもやっぱりまずかったという判

断に立っているんじゃないんですか。

私は、この指定管理者制度というのは全て否定するわけではありません。業種によっては、どう

しても市がやらなきゃならないものは指定管理すべきでないという考え方を持っていますけれども、

例えば宿泊とか、それから交流施設であるとかいうようなものは必ずしも市がやらなきゃならない

ものではないという意味では、そういうものも指定管理が全てだめだという立場はとっていません。

だから、そういう意味では、指定管理もあるのかもわかりませんけれども、ただ、今言われたよ

うに、やっぱりきちっと指定管理者制度を入れてやったことの検証もやって、その結果として今回

はしないんだという方向が出されたということははっきり示していただかないとやっぱりまずいん

じゃないかというふうに思います。

もう１点、この指定管理者制度、制度という問題が一つあります。それから、もう１つは、じゃ

あ業者はどうだったのかという問題なんですね。この点についても、業者のことについては余り多

くこの中では触れられていません。制度に問題があって、今回の事態が生まれたのかというとそう

ではないんだとおっしゃる。制度に問題がないんだとすれば、今度は業者の経営、運営に問題があ

ったと、こういうふうに理解するんですが、そういうことでよろしいでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

例えば、この在り方検討委員会におきましても、今後の運営の課題の整理がなされておるところ

でございます。それは、６点ほどこの中にも示されて整理がなされておるところでございますけれ

ども、当然社会、経済環境の変化とか、あるいは指定管理者による経営力の不足でありますとか、

経営の不振の問題、施設自体の老朽化の問題、あるいはそれ以外のさまざまな問題が整理されてお

りますけれども、何かこれ１点ということではなかろうかと思います。さまざまな要素が重なって

おるというふうに理解をさせていただいておりますし、先ほどの指定管理者制度の、さっきくしく

もおっしゃられたような公共サービスを、あるいは公共施設を民間の活力によって、例えば民間で

担えるような公共事業について、指定管理者制度が一定の役目を果たすということについても評価

いただける場面もあるということをおっしゃられましたが、まさにこういう関ロッジのような、本

来民間事業として成り立つような施設の運営に指定管理者制度が導入されるということについては、

当時の判断もそうなんですが、一定の私は合理性やコンセンサスが当然あったというふうに考えて

おるものでございまして、ただこれだけではなくて、さまざまな要素が重なっておるということに

ついては、我々も検証させていただいてきたことでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

私が言ったのは、要するにこの提言書にあるような状況ですね。老朽化であるとか、市内のビジ

ネスホテルはたくさんできたとか、それからニーズに合わないような施設になっているという、こ

のこと自体は指定管理をする前も後も変わっていないですよね、状況としては。だから、そういう
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意味では、指定管理以外の方法ということが選択肢としてとり得たんではないかというふうに思う

んですよ。指定管理者以外の方法というのはとれたんじゃないか。現に、この提言書の中には指定

管理が外されているわけですよ。それ以外のことをいろいろ出しているわけですよ、更地化すると

かいろんなことをね。だから、そういうことができたんではないか。そういう意味で、その当時の

判断に問題がなかったのかということという。

やっぱりこれ、どうも大もとのところで指定管理すれば、公がやっていることも指定管理して民

間に任せれば何とかうまいこといくんやないかと。民間に任せれば何とかうまくやっていけるんや

ないかというような甘い期待が、私は理事者の中にあるんではないかと。だから、本当にこういう

状況というのはわかっておりながら、指定管理で民間に任せれば何とかなるんじゃないかという甘

さがあって、こういうような事態を招いたんではないかなというふうに私は思います。

それからもう１つ、今、指定管理者制度の問題、それから業者の問題も一部市長はお認めになり

ましたけれども、もう１つ問題は、やっぱり市の対応がどうだったのかということも私は検証すべ

きだろうというように思います。

指定管理の取り消しの後に、基本協定書ですね。市と指定管理者が結んだ、これを一部見直しし

ましたね。あれは、通告をすれば取り消しを認めていくというような、その通告の時期については

うたっていない、決めがない。だから、それこそ３月になって来年度からやめますというようなこ

ともできるような基本協定書になっていたと、そういうことを見直しされたわけですけれども、や

っぱりそういう意味でも、基本協定書の中身が指定管理をできるだけ引き受けていただきたいがた

めに、業者に有利なような内容になっていたのではないか、そういうものが今でもほかの施設でも

あるんではないやろうかというふうに思うんですが、そういう点はどういうふうにお考えでしょう

か。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

３月議会のご提言を受けて、私どもは６月議会におきまして、先ほど触れていただきました、い

わゆる指定管理者制度を導入しておる公共施設等々の運用における協定書や仕様書の見直しを行わ

せていただきました。これは、当時としては一定のスピードをもって対応させていただいたと理解

をいたしておりますが、今、後段で触れられた指定管理の仕組みや対応によって、民間企業サイド

に有利な項目になっておるのではないかというようなことが往々にしてあるんではないかという見

解を問われておるわけでございますが、指定管理者制度そのものは、いわゆる公共サービスを民間

の活力をもってより効率化したり、民間のノウハウを持ってサービスを向上させたり、民間企業の

特性を生かそうという意図を持った制度でございます。

特に、こういう公営の宿泊施設については、当時でも全国で公営の宿泊施設が１２０ほどありま

したが、既にもう８割程度は、いわゆる指定管理者制度の導入をされておったと。それ以外は、選

択肢としては直営ということでございました。なかなか直営はやっぱり厳しい、そういう社会環境

の中でさてどうするのかというのはございましたので、指定管理者制度を導入して、この継続を私

どもは図ったということでありますが、先ほど民間と行政との役割分担、あるいはリスク分担とい

うものを協定書の中でしっかり整理させていただいて、スタートをさせていただいておるものでご
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ざいますので、今回につきましては、そういう民主的なプロセスも経て、そしてそこのところは官

民の役割分担・リスク分担を明確にさせていただいて、ご案内のように、当時としてはスタートを

させていただいたということで、少しご指摘の部分は当てはまらないのではないかというふうに考

えるものでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

いや、全く理解できないですけど、じゃあ、なぜ５年の契約のところを２年で撤退して、今なお

別に市は損害賠償請求を起こすわけでもないわけですよ。こういう実態が現実に起こっているわけ

ですよ。これは、基本協定書に基づいて相手はやっているわけですね、これ。違いますか。だから

問題があるんではないかということを言っておるんです。こういうことが許されるわけですよ、今

の基本協定書は。５年の契約をしていたけれども、２年で撤退してもね。で、その後、今２７年度

維持している予算は市が負担しているんですよ。全く道理に合いませんよ、これ。そういうことが

まかり通っている。それは何かといったら、基本協定書にそういうことをしても、別に訴えられな

いような状況になっているんじゃないですか、これ。そこの問題点を私は言っているわけですよ。

だから、そこのところをきちんとやらないと、指定管理者制度でいけば何でもうまくいきますよと

いう話にならないということを私は申し上げている。

時間がないので最後に、今後の方向性を出されました。きのうのきょうなんで何ですけれども、

具体化をいつまでにどんな手順でされる予定なのか、お聞きしたいと思います。それとあわせて、

２８年度の予算がどういうふうになっていくのか、このことも含めて時間がないのでお聞きしたい

と思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後の具体的な対応でございますけれども、これはきのうも申し上げましたが、今回方向性、基

本方針をお示しさせていただきました。これにつきまして、これを具現化していく過程で具体的な

スケジュール等々、今後の進め方についても今後さらに検討の上、これはできるだけ早く方針をお

示しさせていただきたいというふうに考えておるものでございます。

２８年度の予算への反映につきましても、何らかの形で反映させるべく検討をしてまいりたいと

いうふうに考えておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

服部議員。

○１６番（服部孝規君登壇）

今後の方針のところで、民間に募集をかけるというようなことが書かれています。

そんな中できのうも聞きましたけれども、じゃあ今亀山市が負担をして維持管理している部分が

２８年度以降も続くのかどうかということをお伺いしました。やっぱりこれが決まるまでは負担を

し続けるということですよね。

そうすると、本来５年という契約でもって指定管理を受けた業者が２年で撤退した。そのことに
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よって生じた問題を亀山市が予算として負担をしている。亀山市が予算として負担しているという

ことは、市民が負担しているということなんです。こういうことが２８年度以降も続くということ

になったら、やっぱりこれは問題だと私は思います。だから、やっぱりそこのところは大変でしょ

うけれども早く結論を出して、２８年度の予算でそういうような事態ですね。要するに、まだ検討

中だから引き続き維持管理費を持たなきゃならん、結論がまだ出ていないので維持管理を持たなき

ゃならん、それが２９年も続くとか、そんなことのないように、やっぱりこういう対応については、

本当に１億５,０００万かけて耐震をやってこういう事態になっているわけですから、なおのこと、

これ以上予算をかけない、そういうことを早くスピード感を持ってやるということをやっぱり求め

たいと思いますが、最後、市長の決意を聞きたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

既に内部留保金を消化して、既に１,８００万円の一般会計からの税金が投入されておるところ

でございます。

したがいまして、こういう状況の中で本当に一定のスピードを持って、そしてこれは本当に未来

志向で問題解決をしていく必要があるということで、今回方針をお示しさせていただきました。

今後につきましては、私どももその方針の具現化のために最大限の最善を尽くしてまいりたいと

思いますので、議員各位のまたご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げる次第でございます。

○議長（前田 稔君）

１６番 服部孝規議員の質問は終わりました。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。

次に、２番 西川憲行議員。

○２番（西川憲行君登壇）

お願いします。

それでは、この関ロッジの問題、あり方というものが、方向性が出たということがきのう報告さ

れました。今、先ほど服部議員の質疑の中でいろいろな答えが返ってまいりました。

私、まず最初に聞きたいのは、この在り方検討委員会が報告、提言を出されました。それを受け

て市長が新たに方針を決定したと。それについては先ほどの議論の中でもありましたように、いろ

いろな総合的な判断をされたというふうにお伺いしました。

その中で、まず市長がもともと考えていた関ロッジのあり方、今後関ロッジをどうしていこうと

いうプランがあったと思うんですけど、そのプランとこの在り方検討委員会の提言との中身につい

ては同じだったのか。違いがあったのならどの辺があったのかということについて確認させてくだ

さい。

○議長（前田 稔君）

２番 西川憲行議員の質問に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今回の在り方検討委員会は、委員長を先頭に１０名の皆さんが非常にそれぞれの立場から建設的
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な意見を活発に展開いただきました。敬意を表したいというふうに思いますし、一定の提言をいた

だいて、これをしっかり真摯に受けとめて対応させていただきたいと思ってまいりました。

この提言の内容と市長が思っておることとどうだったのかというご質問でございますが、当然検

討委員会を尊重することではございますが、おおむねあるべき姿の方向については一定の共通のも

のがあるんだろうという、そういう感じを持たせていただいておるものであります。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

私どもぽぷらのほうは、前にこの補正予算が出てきて、在り方検討委員会を立ち上げたいという

予算に対して反対意見を出しました。そこにおいては、やっぱり市長が決めればいいじゃないかと

いう思いがあったんです。

で、今確認させてもろうたように、内容が結果提言も同じであるならば、やっぱり市長が前もっ

てこういうふうに関ロッジのあり方を持っていきたいというのを先に出されて、それから委員会の

中でそれらをもむというのが今までのスタンスだったと思うんですよ。今回に限って変わってきた

んじゃないかなあと私は思うんです。

今まで、平成２０年も在り方検討委員会がなされたという話が先ほども出ていました。で、庁議

を積み重ねてきたと。その中の経緯を尊重していくんだということも言われています。ただ、先ほ

どの話の中では矛盾点がたくさん出てきていますよね。前のときは、指定管理というのを一つの方

向性だと。先ほど市長が答弁された中には、全国を見渡したところ、８割のところが指定管理をし

ていると。残りは直営だと。指定管理か直営かしか選択肢はなかったんだとたった今答弁されまし

た。でも、今回は指定管理でも直営でもなく、民間に委託する、あるいは移譲する、民間からの公

募による今後のあり方をという方向性を出されました。

これ、平成２０年の在り方検討委員会から積み上げてきた協議とは全く矛盾すると思うんです。

その点について矛盾はないのか。あるいは、市長が今までやってきたことに対して、あるいは答弁

されてきたことに対して、何らかの反省があって今回考え方を変えられたのか。在り方検討委員会

の意見を受けて変えられたのでないということを先ほど確認しました。市長の考え方とおおむね変

わっていないということですので、その点についてはいかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

在り方検討委員会と市長の考え方が、当然おおむね独立した組織として頑張って検討いただいた

その結果として、私どもも内部での調査・検討を重ねてきておりますので、そういう意味ではおお

むねそこは共通の認識に近いということを申し上げたので、その点は誤解のないようにお願いをし

たいと思います。

それから、今、平成２０年の関ロッジ在り方検討委員会の提言にも触れていただきましたが、そ

の間の検討や今まで発言をさせていただいておるものにそごがあるのではないかと、こういうご指

摘を今頂戴いたしました。

平成２０年３月当時、これ私の就任の１年前でございますが、この当時行われました亀山市国民
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宿舎関ロッジ在り方検討委員会より提言として、耐震性のある新館部分の機能を生かして存続の方

向性を探るという提言がなされております。その際、今後に向けてという項目の中で、今後市は提

言を踏まえ、実現可能性を検証するための調査・検討を加えていくと、こういうことが付言されて

おるものでございました。その後、市としてその提言の可能性を調査するため、平成２２年、これ

は私が就任をさせていただいた翌年でございましたが、株式会社百五経済研究所に対しまして、国

民宿舎関ロッジの運営手法検討調査業務の委託を行いました。

調査結果といたしましては、条件つきで指定管理者制度への参入の可能性があるというものでご

ざいましたので、ただし、この折には前提となる耐震工事が未実施でございましたので、耐震工事

をやる必要があると。そのためには、相当のコストがかかるということが明らかとなり、当時約２

億円ぐらいのコストがかかるということでございます。その後、平成２２年７月に議会からのご提

言をいただき、さまざまな検討の過程で民間活力によって関ロッジを継続させていく方向を模索し

ております中で、非常に安価なコストでもって耐震工事がなされる工法をこの議会からも提言いた

だいて、それを採用することで当時約１億５,０００万の内部留保資金の範囲内でこれをなし得る

ことができると。これによって、指定管理による運営の可能性があることが明確になりましたので、

平成２４年３月の議会で直営から指定管理者制度への移行の考え方をお示しさせていただいて、そ

の後、具体的な作業に入ってきたということでございまして、その間に申し上げてきたことと、当

時の提言とか報告とのそごということについては、一定のリンクをさせながら前へ進めてきたとい

うふうに考えておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

ご丁寧に過去の経緯をいただきました。

確かに言われるように、２０年の提言の中には調査・検討を行っていけというふうに書かれてお

ります。で、それもやられてきたということは、平成２４年に市の亀山市行政改革統括管理委員会

というところの資料、きのうの資料の中に入っていますけれども、その中では計画的な事業の廃止

に向けて進めていくべきであるとの考え方もあるというふうに書かれています。これは多分、今市

長が言われた平成２０年からの調査・検討を続けていった中での一つの方向性だと思うんですけれ

ども、この点については、市長はもともと関ロッジの廃止というものは頭の中に考えてみえたんじ

ゃないのかなあと私は思うんです。３月と６月の質疑の中でも幾つかの質問の中で、市長は廃止も

含めた幅広い検討を在り方検討委員会に求めていくと言われています。この廃止ということが市長

の頭の中にあったのは、平成２４年当時からあったんじゃないのかと私は思うんですけど、その点

はいかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

この２４年の行政改革統括管理委員会の国民宿舎事業の方向性についてという、これは当時とし

て内部での整理をさせていただいたものでございますが、決して関ロッジを廃止という方向へ向か

わせると、こういう方向で全てを動かしてきたわけではございません。
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ちょうど今触れておられるのは、この国民宿舎事業の方向性についての中で、廃止に向けて計画

的に進めていくべきとなって記載がなされておりますので、このようなことをおっしゃっておられ

るんだろうと思いますが、これは、実は平成２４年３月に指定管理者制度へ移行させる、これと同

時に行政改革の視点で、その後５年間進めるわけでございますが、民間活力の導入により存続を図

っていくこの方向は、もう既に、同時に同時進行しておるわけでございますけれども、おおむね１

０年の事業展開を想定して全てが動いておるところでございますし、あの中にも明記されておりま

すが、内部留保資金１億５,０００万をその財源としてこれをなし遂げようということを方向性の

中で示しておるところでございます。それは、既に今から指定管理へ移行させる、いろんな検討を

しながら前へ進める、それと同時にその事業の展開について一定の方向性を明記したものでござい

ました。

当時、私自身に対してこの議会の議論もございましたが、地域振興の視点ではなくて、行政改革

の視点でこの指定管理者制度の導入を進めるのかという厳しいご指摘をされた議員さんもお見えで

ございました。当然、行政改革の視点は持ちつつ、地域振興や観光振興の拠点としてこれを継続さ

せようという考え方の中で当時動かしたものでございまして、廃止をどうこうということでこれが

進んできたことではないということはぜひご理解をいただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

市長の考え方の中に廃止はなかったということでございますが、ただ１０年をスパンとして今後

この事業を終息に向かわせていくための計画は、同時進行で進めていたというふうに言われました。

ということは、関ロッジの寿命といったら変ですけれども、施設の老朽化も含めて、１０年後に

はいずれ何らかの結論を、今の継続が無理になるということも考えてみえたと思うんですよ。それ

から、提言書の中にも建てかえの経費や、これからの施設の管理にかかる経費を長期的に見ていか

なければいけないというようなことも書かれています。

ということは、今から逆に今後民間に委託するといっても、やっぱり今の現建物を使うんではな

くて、やっぱり一旦更地にするという部分がまず第一の方向性になってくるのかなあというふうに

考えているんですけれども、ただ私が思うのは、今までも調査・検討はしてきたんだと今言われま

した。この２０年のときに調査・検討を行わなければならないと提言書にあって、その調査・検討

も行ってきたと。そうして、２４年には庁内会議の中である一定の方向性として、事業の廃止も含

めて民間の指定管理に移すことで１０年先を展望していこうというふうに考えていたんだと言われ

ました。そのときはまだ廃止はなかったと言われていますけれども、でも今回、この指定管理が突

発的に事業の廃止を求めることになりました。

で、今、先ほどの服部議員の話で、今後どのように具体化していくんだということも、今後計画

をしていくというような答弁をされました、先ほどね。ということは、調査・検討はしてきたけど

プランは何もなかったんだと。関ロッジの今後について、未来のビジョンを市長は描いていなかっ

たのかということに私は疑問を抱くんですけれども、同時進行で関ロッジがあと５０年も６０年も

もつものではないということはわかっているわけですから、その中でどういうふうな結末を迎える

べきなのかということは今まで考えていなかったのか。



－３３３－

そして、もし考えているんであれば、なぜ今回このように３月の時点から今まで半年間結論を先

送りしてきたのかということが疑問なんです。市長が言われるように、スピードのある市政という

のであれば、すぐさま手を打つべきではなかったのか。もし、今結論が出たように、建物をそのま

ま使うにしても更地にして使うにしても公募するんであれば、３月の時点から公募の準備にかかれ

ば４月以降公募ができていたんじゃないかと思うんです。その点、市長は何も考えていなかったの

か、無策だったのかという点はいかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

議員が議員にご就任いただく平成２５年２月以前の当時のそれぞれの議会での、あるいは地域社

会における、あるいは内部のさまざまな検討や議論の過程の積み重ねの中で、この関ロッジに向き

合い、これを前へ進めてきたというふうに考えておるところでございまして、その点については、

先ほどの２４年の方向性は、まさにさまざまなことを考えながら、そしてここでの議会の議論や地

域振興や行政改革や、そういうことを本当に総合的に考えながら、将来に向けて内部の中で整理を

されたものでございます。

そういうことも着実に前へ進めてきたわけでございますが、結果として今の現状の中で、私ども

遺憾に思うところはございますけれども、これを、本当に今の問題を未来志向で問題解決して前へ

動かしていくと、このことがより重要であるという認識のもとに現在その努力をしておるところで

ございます。

その意味で、少し議員の勘違いとかいろいろあろうかと思いますけれども、そういう経過の中で

今日を迎え、そしてなおかつ、この関ロッジの今後のありようについて今方向を示しましたので、

さらなる検討の中でこれを具現化させていくということについては、今後の対応をしっかりさせて

いただきたいと思います。

これ、スピードが遅かったんではないかということでございますが、当然民主的な手続やさまざ

まな専門家のご意向、英知を入れてこの問題をやっぱり前へ進めていこうという中で取り組ませて

いただいてきたことでございますので、その点もあわせてご理解をいただきたいと存じます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

今言われたように、市長、２４年の意見・提言、庁内で検討を重ねてつくられてきたものでござ

いますという言い方をされましたけど、まさに人ごとのような答え方はやめていただきたいなあと

僕は非常に思うんですよ。それが残念です。市長が就任されてから出てきた検討の方向性でありま

すので、やっぱりこの言いようには市長の意向というものが少なからず入っていたと私は思うんで

す。

そこにいろんな議論を、市民の意見、議会の意見を積み重ねながら結論を出してきたと言われま

すけれども、結局誰の意見を聞いたんですかという話になると思うんです。でも、変な言い方です

けど、市長の役職というのは多くの人の意見を聞いて、その中から１つの意見を選択して決めてい

くことが一つの仕事だと思うんですね。決断をするということだと思います。そのために選挙とい
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う中で選ばれて、皆さんから委託を受けている、委任されている仕事だと思うんですよ。その中で、

この３月から今に至るまで時間がかかったんじゃないかと。それもいろいろなプロセスが、手続が

あってと言われるとそうじゃないですよね。こうしようと決める権限を市長はお持ちなんですよね。

ということは、市長が言われるように、スピード、コミュニケーションというのは、確かにいろ

んな人の意見を聞いてとられています。だけど、先ほど服部議員の中でもあったように、検証はや

ったけど検証の中身については報告できないと。これ、コミュニケーションなのかな、オープンな

のかなあとその辺も疑問に思うところですよ。やっぱり市長の言われていることには、何か言動不

一致というか、乖離があると思うんですよね。やっぱりそこが我々の不信感を招いていて、そこで

理解してくれと言われても説明が十分に果たされていない中で本当に理解ができますかということ

なんです。

これからの関ロッジを未来志向で考えていこうと言われますけど、でもずうっと未来志向で考え

られていたわけですよね、２１年に就任されてから。その中でやっぱり一つの通過点として、指定

管理者は間違いだった、あるいは指定管理者の業者の選定が間違いだった、その点について、先ほ

どの服部議員も何度も聞かれていましたけど、そこのところを明らかにされていない以上、未来志

向に進むことはできないのじゃないかと私も思います。指定管理を今回は、まず選択肢から外され

たと。そして、民間に委託する分については変わらないんだと。そして、民間に委託して、民間の

活力で行政の力を補っていくんだというような答弁もされておりましたので、ちょっと別の角度か

ら聞かせていただきます。

市長の考える民間活力の活用については、市の行政の中でどのようなものはできて、どのような

ものはできないのかという判断があると思うんですけれども、市の行政の中で民間活力にこれだけ

は任せないよというものは逆にあるんでしょうか。ある意味、市の行政機関の中でほとんどのもの

を民間に指定管理なり、委託なり、移譲なりすることでできるのか、そういうふうに私は思うんで

すけど、例えば病院も今赤字で問題が出ていますけど、そういうものも民間移譲しているところも

あります。ごみの収集や焼却についてもやっているところもありますので、逆に市の中で本当に行

政がやらなければいけない、そういうものはあるんですか。市長、その辺のお考えを聞かせてくだ

さい。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

ちょっとご質問の趣旨がわかりませんので、反問権でもう一度かみ砕いてご質問いただけたらと

思います。

○議長（前田 稔君）

ただいま市長より反問権の申し出がありましたので、議長においてこれを許可します。

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

行政が行っている市民サービスの中で、民間に任せてはいけないものというのを市長はあるとお

考えなのか。あるいは、全ての事業を民間に任せて民間活力を活用することで、市の行政は効率よ

く、あるいは経費が少なく、人的な労力も少なくできるとお考えなのかです。それによって、今の
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直営がだめで、民間に委託することがいかにメリットがあるのかということについて私は聞きたい

んです。市長の考えがわかりませんけれども、民間に委託はできないというものが市の中にあるの

かないのか、その点についてお考えをお聞かせください。

○議長（前田 稔君）

ただいまの反問に対する答弁を願います。

○市長（櫻井義之君登壇）

当然、民間にアウトソーシングするようなことができない業務というのは、行政のサービスの中

に、行政事務の中には当然あるというふうに理解をいたすものであります。

○議長（前田 稔君）

西川議員に伝えますけれども、緊急質問ですので、ロッジの今回のあり方についての内容に要旨

をまとめて質問をしてください。

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

言われましたように、アウトソーシングできないものもあると。そんな中で、やっぱり関ロッジ

のことを考えてもアウトソーシングすべきなのかすべきでないのかということが、結局２４年のと

きに出したお答えにつながってくるのかなあと思うんですよ。これは、アウトソーシングできなか

ったものなのではないのか。

先ほど服部議員も言われましたけど、２４年の段階でビジネスホテルも７棟、１,３００人から

の宿泊客を収容できるものが亀山市にあって、関ロッジのある一定の売り上げが落ちてきたという

事実は変わっていないです。平成２０年に全てのホテルができ上がっていますのでね。で、老朽化

の問題も年々古くなることは当たり前であって、新しくなることはありません。

それから、耐震の問題もありました。市長は、内部留保金、内部留保金と言われますけれども、

逆に言えば、あのときにアウトソーシングせずに内部留保金で今の建てかえとか更地にする云々と

いう議論がなされていれば変わっていたのかなあというふうにも思います。でも、市長はあのとき

は適切な判断だったと言われていますので、反省がない。私は、そこが非常に残念であります、残

念です。

で、今後の話ということで、先ほど聞かれましたけど、計画をつくっていく上でタイムスケジュ

ール的なものは示していかれると言われました。では、そのタイムスケジュールをいつ示すんです

かということになると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今、その前段で、議員がアウトソーシングできたものではなかったのではないかということ、２

４年の判断について触れられました。同時に、今も触れられた建てかえとか更地化する選択をしな

かったことは、あのときにしなかったことはどうだったのかと、こういうことも触れられました。

しかし、議員は２５年ご就任でございますので、当時のああいう中でのいわゆる公設民営化への

展開というのは、さまざまな議論やさまざまな状況を踏まえて、みんなの英知の中で判断をさせて

いただいたものでございまして、じゃあ、指定管理者以外に民営化の選択肢がほかにあったのかど
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うか、そこのところは、今議員は別の意味でおっしゃられましたが、かといって、じゃあ直営がそ

の選択肢であったかというと、そういうことではなかったというふうに私どもは考えております。

そういう決断、あるいは判断の積み重ねの中で今日を迎えております中で、一定の今後の展開に

ついて方針をお示しさせていただきました。今、そのスケジュールをどうするんやということをお

っしゃられました。今回、この９月議会の最終日に間に合うようにさまざまな検討を重ねて、方向

性、方針を示させていただきました。この具体策に、具現化に向けてはさらなる検討をさせていた

だいて、可能な限り早い段階で議会並びに市民の皆様にお示しをさせていただくと、これはきのう

から申し上げておることでございます。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

私が議員になる前の話だから私もわからないところはありますが、ただ、その場その場、そのと

きそのときで適切な判断をされて、そのときに必要な議論の中で積み上げてこられて今の結果があ

るということですね。

そのときに十分な議論はなされていますけれども、１０年先のことを話して、１０年先どうする

んだという話の中での決定ではなかったと今の答弁からは伺えるんですよ。ということは、今の段

階でこの議論をして方向性を示されても、今後の未来志向の話をしようと言われましても、本当に

じゃあ、今から５年先、１０年先どうしていくんだという議論の中身は伝わってこないですよね。

やっぱり過去の経緯、歴史から学ぶことがなければ未来志向はできないと私は思います。未来志向

の話をするということであれば、今後、民間にお任せして関ロッジの跡地利用、建物、もしくは更

地にして利用していただくということですけれども、それについての市長のお覚悟というか、どこ

までの本気度というのかをお伺いしたい。

例えば、シャープを誘致したときには、亀山市は４０億円というお金を出して誘致しました。市

長は、そういうようなお金を出してまで誘致して、あそこの観音山公園の関ロッジというものを再

生しようと思われているのか。あるいは、うちは全くお金は出さないよと、税制優遇とかも考えて

ないよということなのか。

さらに言えば、今現にある観光振興ビジョンとか、後期基本計画の中にも関ロッジの位置づけと

いうものがあると思うんです。これらは、今後年数が来れば変更もありますけれども、関ロッジの

計画とあわせて早期にこの辺も変更しながらやっていくのか。これは膨大な事務的仕事が残ってい

ますけれども、その点はどのように考えてみえるんでしょうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

観音山公園のあり方とか、それから地域振興・観光振興の視点から基本的な本市としての考え方

を整理して、その上でこれをどうしていくのかということは、きのうの方針の中でお示し、考え方

を申し上げたところでございます。

ただ、具体的にどこまでそれにお金をつぎ込むのか、あるいはどういう形で進めていくのか、そ

ういうお問いかけでございますが、先ほど申し上げましたように、今後具体的などういう検討をし
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ていくかというのは、次の段階で検討してまいりたいというふうに思いますので、きょうの時点で

それが定まっておるものではございません。

しかし、その決意を問われておるところでございますが、私どもとしては、この関ロッジのあり

方の方針をお示しさせていただいて、これは責任を持って具現化に向けた最善の努力をさせていた

だくということを従前から申し上げてまいっておるところでございますので、それはご理解いただ

きたいと思います。

○議長（前田 稔君）

西川議員。

○２番（西川憲行君登壇）

責任を持ってこれからのあり方を検討していくと言われましたけど、結局、指定管理にしたこと、

それから指定管理の業者が５年契約を２年で打ち切られたこと、この点についての責任をとってな

いじゃないですか。とっているんだったら、今現にこの後どうするんだということを示して、早急

に対応することが私は責任のとり方だと思うんですよ。そのことをされていなくて、今後は責任を

とっていくと言われても、余り信憑性がないのかなあというふうに感じます。

で、予算決算委員会のときに、私、まちなみの歳入が少ないんじゃないかという指摘をしました。

そのときに答弁では、観光客が伊勢神宮の遷宮でふえるだろうという見込みで歳入を大幅に見積も

ったけれども少なかったと。これ、結局、三重県は観光客が倍増して、よそはたくさんの観光客が

来ている中で、亀山市だけが少なかったのかなあというふうに感じます。

これ、今市長が言われた観光政策とかも含めて亀山市が失敗をしているんじゃないのかなあとい

うふうに、私は２６年度の決算を見て感じたところで質問させていただきました。やっぱり、今市

長は責任ある対応をとっていくと言われますけれども、決算の数字にもあらわれているじゃないで

すか、観光政策の失敗がね。８００万円ぐらい入ってくるだろうと思っていたのが五百何十万しか

入ってこなかったよというのは、これは明らかに見積もり違い、見込み違い、今の関ロッジと全く

一緒ですよ。民間の活力を導入すれば、関ロッジが再生すると見込んだところが見込み違いだった。

経営力があって、集客ができるだろうという業者を選定したけれどもそうじゃなかった。まさに、

これどうなんですか、無責任なんじゃないですか、逆に。それは私のせいじゃないよと。社会情勢

の変化だよと。業者が悪いんだよと。でも、あの当時は指定管理以外に方法はなかったんだよと。

それは余りにも納得できないと私は思うんです。だから、今言われたように、観光政策全てから見

直して関ロッジのあり方を検討していくんではなくて、関ロッジだけを検討しています。その中で

関ロッジだけが再生できると私は到底思えない。

それで、今聞いても、今後検討していく、これから示していく、責任を持ってやっていくという

ことしか言われていないので、本当に不安に感じるのは私だけなのでしょうか。これからの市長の

政治姿勢そのものが私はここにあらわれてくるのではないかなあと思うのでこの質問をしているの

です。関ロッジだけはなく、亀山市全体の政策にも市長のあり方が余りにも無責任に映ると見える

のは私だけでしょうか。責任ある答弁をしていただきたいと思います。本当に２８年度の予算で維

持管理だけなのか、公募する予算も多分含んでくるだろうと思うんですよ。でも、それをいつの時

点で示すのか。トータルのタイムスケジュールはまだ検討していくというお答えはわかります。た

だ、早急にではなく、いつまでに今後の再生プランを出されるのか、その点について、最後お聞か
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せください。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

責任を持って対応をさせていただいてまいりましたし、今後もその思いでございます。観光政策

を見直すとか、地域振興のあり方とか、ご指摘の部分は真摯に受けとめさせていただきたいと思い

ます。

ただ、今後具体的にどうしていくのか、あるいはそういう見直しの作業、いついつまでにどうな

のか、このことについては、今後の検討の中でしっかり対応させていただきたいと思います。これ

をきょう発言できないという中で、無責任だというご指摘については大変遺憾でございますけれど

も、ぜひこれに対して議会と本当に情報を共有しながらよくしていきたいという思いでみんな努力

しておるわけでございますので、その点についてはご理解・ご協力をよろしくお願いいたしたいと

思います。建設的な議論をしていきたいというふうに考えておる中で努力を、最善を尽くしてまい

りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（前田 稔君）

２番 西川憲行議員の質問は終わりました。

質問の途中ですが、１０分間休憩します。

（午後 ５時１０分 休憩）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（午後 ５時１９分 再開）

○議長（前田 稔君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、１２番 宮崎勝郎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

通告に従いまして、質問をさせていただきます。

この国民宿舎関ロッジを取り巻く環境は、昭和４２年に建てられて、営業をやられて、関町の時

代であったんですが、合併後、市営ということでやられたと。その中には、今日に至るまでにいろ

いろな経過はあろうと思います。今も２名の方が質問された中でも、在り方検討委員会とか、議会

からの提言とかいろいろあったわけでございます。特に議会の提言の中でも、やはりそのときには、

まだこの宿舎は必要やと。それで、民活を入れてでもやったらどうやという提言はしております。

その中で、今回、１回この指定管理の中でエムアンドエムがやめられたということは、向こうの

都合によってやめたわけですね。我々は、議会としては、民活を入れてやりなさいという提言をし

ておる中で、１回やられてもうやめようと。向こうがやめてきたので、もう一遍在り方検討委員会

にかけるんやという話はいかがかなというふうに思っておりますし、その中でも、いわゆる今回の

在り方検討委員会の提言の中でもいろいろ述べられております。この提言を市長としてはどのよう

に受けとめられておるのか、再度確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

１２番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。
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櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

先般も少し触れさせていただきましたが、高井委員長を初め今回１０人のそれぞれの専門性を持

たれた地域の皆さんも入っておられますが、委員の皆さんが本当に建設的に、真摯に限られた時間

でありましたが活発なご議論をいただいて、提言としてまとめていただきました。このことについ

て、本当に敬意を表したいというふうに思っておるところでございます。

当然、この検討、先ほどもお話がありましたが、私どもの内部でもさまざまな検討を重ねてまい

ったところでございますけれども、これらを尊重して次の具現化に向けた取り組みを進めさせてい

ただきたいと、このように強く考えさせていただいておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

そこの在り方検討委員会の方は有識者の方々でございますので、専門家の方も見えます。そのよ

うな中でこの提言が出てきております。

しかし、我々議会としても、２２年でしたかな、提言させていただいておる。そういうのはそう

すると軽く見られておるのか、確認したいと思います。我々の提言はどう受けとめておるのか、今

の中で。いや、今回の在り方検討委員会に敬意を表されるぐらいなら、我々の議会の思いはどうで

あったのかというのを確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

平成２２年７月であったと思います。改選の直前であったと思いますが、あのときにいただいた、

これは特別委員会の調査・研究事項でございましたが、当時としては、特別委員会として全員協議

会でお諮りをいただいて、全員協議会の総意として、議会の意思として議長から頂戴をした記憶が

ございます。あそこに書かれた内容、私どもも二元代表制の尊重というか、重要視を認識して今日

に至っておりますが、当然十分認識をさせていただいて、特に３点目に記載されておったと思うん

ですが、公設公営から公設民営を視野に入れた民営化を早急に検討するようにというご提言をいた

だいておりました。そういう中で、それも踏まえて耐震の問題とか、財源の問題とかさまざまな課

題がありましたけれども、そういうものを整理しながら平成２４年３月の直営から指定管理者制度

の導入へと至ったということで、これは当然十分尊重させていただいて進めさせていただいてまい

ったというふうに考えておるものでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

私も特別委員会の委員の一人であったんですが、いろいろな角度からも議論して提言したという

記憶がございます。

そういう中でやはり指定管理を導入され、エムアンドエムが辞退したので、そうするともう指定

管理はノーやというような考えになったのか、そこらだけ確認したいと思います。
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○議長（前田 稔君）

答弁願います。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

その後の今日に至るさまざまな状況の検証とか、それから検討委員会の検討とか、これは本当に

総合的に勘案をさせていただく中で、私どもとしては先ほど申し上げたように、今後休館中の国民

宿舎関ロッジについては運営を継続しないという決定をさせていただいたものでございまして、そ

の意味は、指定管理者制度による運営も含めて市による運営を行わないということで考えておるも

のでございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

在り方検討委員会の提言の中にも、亀山市の観光振興、地域振興に寄与する交流施設として関ロ

ッジに期待される役割は残っておるという中でも、赤字とかいろいろな収支の中で見て、また老朽

化が進んでおると。老朽化にしても、我々が提言してからまだ１０年もたっていませんし、そんな

老朽化と言われるあれもないと私は思うんですけれども、しかし、専門家が見たら老朽化しとるの

やというふうにここに掲げられております。

そういう中で、やはりこのような最終的な提言は、今後については、まずは亀山市、特に関宿の

観光振興、まちづくりの戦略としての観音山公園の位置づけについて検討すべきである。その上で、

現施設の民間事業者による活用の誘致、現施設の取り壊し、更地化することによって生まれる空間

への民間事業者による施設建設の誘致、あるいは市による跡地整備などにより、関宿と一体化した

観音山公園の活性化を目指していくべきであるという提言をいただいておる中で、これを真摯に受

けとめられて、今度亀山市の方針が出されておったのか、まず確認します。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今回の検討委員会の提言、それから内部でさまざまな調査・検証もやってまいりました。議会で

のさまざまな議論もありました。こういうことを本当に総合的に勘案をして、今回の方針の決定に

至ったものでございます。

昭和４２年開業の関ロッジ自体は、本当に多くの皆様に、市内外の皆さんに愛されて今日に至っ

ておるところでございますが、経営環境の変化でありますとか、施設の老朽化等によってなかなか

赤字運営の解消は困難な状況にあると理解をいたしております。

今後、この同施設を継続的に運営していくということについては、赤字収支に対する補填であり

ますとか、施設老朽化に伴い必要となってくるような設備更新費等に対して、もう既に内部留保金

を消化しておりますので、１,８００万円ほど税金が一部もう入っておりますので、今後これらの

対応に多額の市税の投入が必要になってくるという局面が見込まれておるというのが現在の状況で

ございます。

こういう中におきまして、非常に国民宿舎関ロッジの持つ宿泊とか食事とか、会議の機能等につ
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いては、民間事業者とも競合する領域でもございますので、こういった施設の運営を進めていくた

め、しかも老朽化した施設に対して継続的な公費の投入は非常に現状においては困難であると。こ

ういうことも踏まえ、検討会やさまざまな内部の検証を総合的に判断させていただいたということ

でございます。その点はご理解いただきたいと存じます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

市の方針が出されております。今後は亀山市に、特に関宿の観光振興やまちづくりにおける観音

山公園の位置づけを検討した上、市により更地化する土地への民間事業者による新たな施設建設の

誘致を行うとともに、あわせて民間事業者による現施設の活用について募集を行うと、このような

ことが書かれており、方針として出されておりますが、やはり市により更地化するということは非

常に金もかかるだろうと。きのうの全協の中でも、私らはそこはわかりませんけれども、７,００

０万とかいう数字が出ておりましたが、そういうものも市費でやらなければならないだろうと。今、

先ほど来の質問の中にも、今後予算的にどうやっていくのやということで、私は明快な答弁が出て

いなかったなあと思うんですが、これぐらい方針に掲げておるのに、やはり予算的な措置はしてい

かんならんだろうというふうに私は思いますが、考えをもう一度確認したいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後のことにつきましても、先ほどもスケジュールとか、その内容につきましても、今後の検討

の中で整理をさせていただいて、できるだけ早くお示しをさせていただきたいと考えてございます。

当然その中で新年度の予算でありますとか、対応につきましても、何とか反映したいという思いで

検討してまいりたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、この９月の定例会末までに一定の方針をお示しさせていただくという、

議会の附帯決議も含めてタイトなスケジュールではございましたけれども、積み上げてまいったと

ころでございますが、これを受けて、その具現化のために次の段階へ進めてまいりたいと思います

ので、議員各位におかれてはご理解を頂戴したいというふうに思います。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

新聞にもこのように出されております。きのう、取材に記者が来てみえたと思うんですが、きょ

うの新聞にこうやって出ています。やはり市民は新聞を頼りにしますね。民間が入ってこなければ、

参入がなければ解体しますよ、壊しますというタイトルですね。

そうなると、市長、もうはっきりここで答えを出しておかないとだめですよ。私思いますけれど

も、解体するには何千万かかるかわからんけれども、やはり解体して、新たな施設を民間を使って

でもやってもらうという考えだと思います。きのうの全協の説明の中でも、私はそう解釈したんで

すけれども、今の施設を使うということは全く考えていないのか。私が質問を出しておるのは、関

ロッジの再生についてというものを出させてもろうてますので、再生はできないのかどうか、確認
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したいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後については、亀山市、特に関宿の観光振興やまちづくりにおける観音山公園の位置づけを検

討した上で、市により更地化する土地への民間事業者による新たな施設建設の誘致を行うとともに、

あわせて民間事業者による現施設の活用についての募集を行いたいと考えておるものでございます。

再生とおっしゃられました。当然、今日に至るさまざまな過程での現状も踏まえて、このような

方向性をお示しさせていただきました。まずは、運営を継続しない中で今申し上げたような、これ

をどのように進めていくのか。具体的なことを検討の上、それを前に進めていきたいと、現在はそ

ういう考え方でございます。

○議長（前田 稔君）

宮崎議員。

○１２番（宮崎勝郎君登壇）

私はもうこれで最後にさせていただきますが、やはりこういう事業、再生的なものをやるにはス

ピード感が必要やと私は思います、特に。民間を募集するのにも、やはり解体するのも早く検討し

て答えを出して、スピード感を求めていってほしいなという苦言を呈して私の質問を終わります。

ありがとうございました。

○議長（前田 稔君）

１２番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。

次に、１８番 櫻井清蔵議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

緊急質問という、亀山市議会例にない議会としての機能を果たす機会を得たことは、私、３０年

議員をやっておって喜ばしいことやと思うて、精いっぱい市長にお尋ねしたい。

昭和４２年（１９６７年）、ちょうど私が１８歳のときでしたわ。１８歳のときに観音山に国民

宿舎関ロッジができて、わしは関ロッジのネオンサインを見て６６まで大きくなってきたんやけれ

ども、たまたま１９８６年ぐらい、昭和６２年ぐらいに関の町会議員にならせてもらいまして、３

０年、ずうっと関ロッジについていろいろ注視させてもうた。

今、我が会派の西川君からいろいろ質問してもろうて、いろんなことを言わはったけれども、五、

六年やった市長に、３０年、わしも見ておって、指定管理というものを選んで、議会の提言とか、

平成１９年から始まって平成２４年までの検討委員会、議会でも検討委員会をやったと。その中で、

議会の意見も尊重してというようなことを言わはったけれども、服部議員の質問の中で、今後の運

営について、指定管理について考えておらんと。ほかのことでちょっと確認していきたいんですわ。

これは、きのう出してもろうた市長の方針、きのうの全協でも、この四角で囲んだ文章は市長の

方針かどうかということを、市民文化、関支所、観光振興室の全協資料というようなことをかたく

なにやらはった。答えてもらわんだ。きょう、たまさか議長宛てに市長からの議会への回答やとい

う形で、そういうような文書が市長の名前で議会のほうに報告された。

ちょっと聞かせください。
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この四角囲みの中の、現在休館中にある亀山市国民宿舎関ロッジ、運営について継続しないもの

とする。これは一つの判断やな、市長の。で、一番下に、また劣化が著しいブルートレインについ

ては早期に売却等の処分を進めると。これも一つの方針ですな、市長の。これは一つの市長の考え

方やで、あり方検討、この間３７万８,０００円を使こうていろんな、わずか８時間で１０人があ

あでもない、こうでもないと言うてしてもうた結論が出てきた話。

ちょっと確認させていただきたいんですが、今後はというところの部分で、１行目はともかく、

市により更地化する土地への民間事業者による新たな施設建設の誘致を行いと、これはどういうふ

うに市長は方針を決められた。その内容を教えてください。ここにあなたの考え方が書いてある。

これ一遍、わしの頭じゃわからへん。ちょっとかみ砕いて教えてもらわんと、わし頭が悪いもんで、

総合的な判断とかそんなんじゃわからんのやわ。

きょう緊急質問をやるよというときに、関の方ですけれども、どないなるんやろうと。今、宮崎

さんが示したこの新聞、関ロッジ。何とかせなあかんぞ、清蔵よという話やったんやわ。私も亀山

市議会議員の一員ですから、そういうような方のお声も当然市長さんにお伝えせんならんで、今指

摘させてもろうた部分、どういうふうに市長は方向性を判断されたか、一遍聞かせてくんなはれ。

頼みますわ。

○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今の今回の方針の、市により更地化する土地への民間事業者による新たな施設建設の誘致を行う

という意味を教えてほしいということでございますが、先ほど来より申し上げてまいりました、約

半世紀近く、開業後４８年になります関ロッジの老朽化の問題とか、それから今の施設自体の機能

の問題とか、この検討委員会等々のご提言でも、これに対して継続的な公費の投入によってこれを

維持していくということは適当ではないという方向、結論を出されておるところでございまして、

これらも踏まえ、あるいは内部の検討も踏まえ、私どもとしては、現在休館中のロッジについては

運営を継続しないものと決定いたしました。

そういう意味では、民間のノウハウをぜひ導入したいということでありますが、現在の施設を前

提に考えるということになりますと、当然制約があろうかというふうに思います。そういう意味で、

更地化をした上に民間としてのご提案を公募したいという意味でございますので、そこはそのよう

にご理解いただきたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

この検討委員会で更地化にするというのも、公費の投入はだめだよという議論は出たわけやな。

そうすると、更地化するのは行政がするのかな、市がするのかな。新たな施設建設の誘致を行う中

で、民間業者が更地化にしてもうてやるんかな。公費は投入したらだめだよとこの１０人の人に言

われたわけやろう。そうすると、公費は投入したらだめやということは、更地化するためには、新

たに施設を誘致する人が更地化するんかな。それはどうやな。これは市でつくるのかな。新たに誘
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致した人らがするのかな。どっちだと思とる、その判断。簡単に言うて。頼みますわ。まだ聞きた

いことようけあるで。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

現状の施設に継続的に公費を投入していくということについては、困難であると。したがいまし

て、民間の公募をかけますけれども、当然なかなか民間として解体をしてまでやっていただくとこ

ろがあれば、それにこしたことはありませんが、現状はなかなか難しいと思います。そういう中で

は、当然行政として更地化するという中でのその後の提案を求めていきたいというふうに考えてお

るものであります。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

そうすると、更地化するのは公費を投入するということやな、一つ確認。それでよろしいな。公

費によって更地化すると。これで一つ。

あわせてて書いてある、これ並行したことや。どっちかわからん。民間事業者による現施設の活

用について公募を行う。公募を行う期間を教えて。何カ月をもって公募するのか。当然方針を決め

たら、スケジュール、コミュニケーション、オープン、スピード、行財政改革でもスピードを重視

すると言うとるんやから、どんだけの期間を考えておるのか。総合的な判断でもう期間を決めてご

ざるやろうね。あなたの任期は２９年２月までしかないのや、市長の任期は。２９年の２月やに。

あと１年半なんや。公募期間はいつまでやな。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

先ほど来から申し上げておりますが、具体的なスケジュールにつきましては、今後さらに検討の

上、できるだけ早く方針をお示しさせていただきたいと思いますし、平成２８年度の予算編成や次

の段階へ展開できるよう早急に検討し、お示しをさせていただきたいと、このように申し上げてま

いっておるところであります。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

いや、僕が聞いているのは無理か。募集を行うやで。行うつもりですと言うてない。行うや。行

うというのは、今から何日まで、何カ月というので行うのや。行うつもりですといったら今の答弁

でいい。行うと言うて限定しておるんや。わしは国語の先生とちゃうでわからんけれども、よう字

も読まん、字もあるか、募集を行うというのは、期間はどんだけやと考えておるはずですよ。それ

を聞かせくださいと言うておるんや、２８年度の予算て。

大体、皆さん質問で聞かれた、２８年度予算は維持管理費は計上する。これは一つやと思う。当

然維持管理費がなければ、電気がとまったら浄化槽が動かんな、掃除をせんことには。そして、防
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犯カメラの作動ができやん。だから、維持管理費が要るもんで、公募を、募集を行うと決めつけて

おるの、これ。そして、そういうような方針を出したんでしょう。それを聞きたいんや。２８年度

の予算て関係ないがな。それを聞いておるの、私は。言えやんのかな、これ。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

方針でもお示しをさせていただきましたが、まずやっぱり観音山公園の位置づけをしっかりもう

一回検討させていただくと。この上で、今申し上げております更地化後の民間事業者の誘致であり

ますとか、現施設の民間からの提案を受けていきたいというふうに考えておりまして、きのう発表

させていただいた私どもの見解、考え方につきましては、方向性をお示しさせていただいたと考え

ております。この具体的な中身につきましては、次の段階で早急に対応させていただいて、議会並

びに市民の皆さんにお示しをさせていただくということで、これはご理解・ご協力をいただきたい

と思いますが、まずは次の段階の検討をし、同時に今後の募集にしてもどういう募集の方式がいい

のか、あるいはさまざまな今の土地の。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

はっきり言うてくれさ。

○市長（櫻井義之君登壇）

ですから、今方向を示させていただきましたが、具体的なスケジュールや中身については、今後

の検討とさせていただくとはっきり申し上げておるところでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

あなたが市長やなかったら、わしこんなことを言わへん。亀山市民５万人の首長でいろんな予算

もやるんやから、方針を決めるんやから、何事をするにもあなたの判断、決断、選択と集中のもと

によって判断していくのやで、募集を行うというのやったらいつまでに募集を行う。

そんなんやったら、更地化をするのが先か、募集をするのが先かどっちやね、それを聞かせて。

指定管理はしない、そのかわり更地にして民間に移譲すると。あわせて、募集をかけて民間に委託

みたいにすると、貸すと。借家みたいな借地にすると。その公募を行うと。これはいつまでやとい

うのは、ここでやっておる議員各位もわしは知りたいと思うがな。それで、市民の人も知りたいと

思っておる。それわからんかなあ、わしの言うておること。２８年度の予算編成とかそんなのは関

係ないの。募集をかけるのはいつからいつまでやと。例えば、２８年３月３１日までを期限として

募集をかけるのかどうかということを聞いておるの、私は。そこを聞きたいの。時間がないで頼む

わ。ぐにゃぐにゃ言うとらんと。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

前提として、これは今方針を示しましたけれども、観音山公園の中の位置づけを本当に整理しな

がら、その上で今後の民間の活力の提案を考えていきたいと思っております。
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きのうも少しご質問ありましたが、土砂災害防止法の絡みがどうなるのかとか、さまざまな課題

もあります。こういう中で、私どもとしてはどうするのが、どういう募集の形態、あるいはどうい

うことをどういう時期に対応するのがベストかということについて、きのう、きょう、方向、方針

をお示しさせていただきましたが、次の段階で早急にその議論、検討を進めさせていただいて、お

示しを早い時点でさせていただきたいと、前へ進めていきたいというふうに考えておるものでござ

います。具体的に何月何日からこの募集をさせていただくということ、それからその募集の内容は、

中身はどうだということについては、今後の検討の中で整理をさせていただきたいというふうに考

えております。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

そんないい加減なことばっかり言うておっては、亀山市はどこを向いているかわからん。頼むわ。

やっぱりあなたが首長になって、１９年から２４年までいろんな議論をやった。で、指定管理と

して選んだ。これは、あなたがまいた種やな。直営を指定管理にした。そういうふうに仕向けた。

確かに議会からもいろんな提言があった。こういうようなことも、指定管理も考えた中で市長は検

討すべき、選択すべきやという提言はしてある。その提言の結果、指定管理ということで指定管理

を選定してやったと。１億４,０００万の金が投入されたと。内部留保金を使うたな。それで、指

定管理が、途中で業者が逃げていったな。そうすると、あなたがまいた種を誰が刈るんや。あなた

がまいた種を誰に刈らせるつもりやな。その金は、市長みずから手を汚してでも刈らなあかんやな

いかな、その問題を。それが首長の仕事と違うんかな、あなたの。その認識はないのかな。私のま

いた施策が、指定管理者制度というのは議会の提言もあったけれども、最終決断をしたのは私、櫻

井義之、亀山市長が決断した。だけど、２年足らずで指定管理者である業者が撤退をしたと、赤字

を理由に。その結果、今日に至っておるわけ。

前も言うたように、各市内に関ロッジの休館の看板をかけよと言うても、いまだに看板はかかっ

ておらん。一部はかかっておるけれども。看板をとりはったんや。休館の「館」もない。そういう

中で、あなたのまいた種を誰が刈るつもりや、誰に刈らせるんや。私はあなたが刈らなあかんと思

うておるがな。そういうような思いはないんかな。刈るつもりがあるのかないのか、それを聞かせ

て。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

市長の責任はどうだということをおっしゃっておられるんだろうと思います。

今日に至る過程でのそれぞれの時点において、オープンな議論を経て合理的な判断を実行してき

たというふうに思っておりますし、当然行政責任として、私どもはその責任の中で最善の努力をし

てきたというふうに考えてございます。

一方、現在のこの局面において、これを問題解決していくという１点については、当然責任ある

政策判断をさせていただいて、これを実行していこうということで、昨日その方向をお示しさせて

いただいたということでございますので、そういう思いで臨ませていただくということで私どもも
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努力をいたしますが、ぜひ議員各位におかれては、ご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

それなら、この文章の確認をしましょう。おさらいします、私なりに。

関ロッジは継続しない、指定管理も導入せん、募集もする、募集期間はわからん、何やら観音山

の公園整備について検討すると。民間参入、更地にして山の中へ公園をつくるらしいけどなあ、あ

なたの考え方は。もう結構やわ、地域の人間として。更地にしてもうて何を植えるんやな。

もう１つ確認したい。

この事業計画の中に、昭和４２年に本館ができた。昭和６０年にブルートレインを設置した。平

成９年にエレベーターを新設したんですよ。このエレベーターを新設するときに、関町議会のとき

に、かなりけんけんがくがくの議論があった。必要・不必要で。そのときの首長のときに、エレベ

ーターを設置したらどうやというときにできなかったの。町長がかわって、新しい町長になったと

きに、エレベーターを設置して３階中広間の活用を図るべきやということで、５,０００万をかけ

てエレベーターをつくった。そのときは、首長の判断やった。そのときに皆さんが、ええもんをつ

くってもろうたと。これで関ロッジの３階も楽に行けると。今までは３階を利用せんならんときは、

高齢者の人らはみんながおんで運んだんや。活用もできやんだ。ええのができたのうという話で、

そのときは町長ようやったなあという話やった。

それで、ブルートレインに戻りたい。劣化が著しいブルートレインというのは、早期に売却等の

処分を進めると書いてあるけど、このブルートレインの処分、売却等の「等」とは何ぞやな。市長、

どういう意味ですか、売却等の処分を進めて。意見の中で、まあこれに興味のある人らがおるで、

その人らが買いますやろうという話や。ばかなことを言わんといてよ。

きのうも小坂議員が言われたけれども、８００万円で買うて、クレーンであそこへつり上げて、

わしが関町議会議員に選出してもらう前の年やったんや。関町の町民は大騒ぎやった。このブルー

トレインは、この間、最後に全国で走っておった寝台車というのかな、最終ってさな、走ったわな。

そのときに、鉄道ファンやとか旅行ファンがこれは乗らなあかんというて、ようけ列車に乗ってニ

ュースにもなったんや。そのブルートレインが関にあるのや、関ロッジの下に。あれを売って鉄く

ずにしてええもんかとわしは思う。やっぱり先人がしたことは、私らが守っていかなあかん。守る

努力をせなあかん。

たまたま観音山公園の横にはＳＬの機関車があります。その横に倉庫があるんやわ。その横にト

イレがあるんやわ。小坂さんもちょっと話をしておったけど、あの倉庫を壊してブルートレインを

下まで持っていって、そして機関車とブルートレイン、これは昔の寝台車やったんやぞと。わしは

後世の子供らに伝えたい。それは関にあるのやと。そういうような考え方はないかな、市長。売っ

たらええのやと、鉄くずにして。あれ、何ぼで売れるんやな。わしはよう女房に怒られるけれども、

あんた、何でもかんでも倉庫に入れて、ほるのは嫌い。今の若い連中はほるのが好きや。新しいも

んがどんどん出てくるからな。だけど、古いものは残していく。ちょっと話は違うけれども、ブル

ートレインをそういうふうに活用するという気持ちは起こらんだんかな、市長、ちょっと聞かせて

くれ。
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○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

私も大の鉄道ファンでございますので、思い入れは当然人一倍ございます。

今回のブルートレインにつきましては、昭和４３年の製造の非常に貴重なものでございますが、

ご案内のように、施設の老朽化が著しくなっておるということ、それからこれもご案内のように、

ブルートレインの地盤が傾いておるということの危険性、これも従来からの課題でございますが、

こういうものもひっくるめてこの車両自体は、鉄道ファンにとっては大変貴重な車両であることも

考慮いたしまして、早期に必要とされる方への売却等の処分を進めるのがベストというふうに考え

たものでございます。

売却等の「等」というのはどうやということでございましたが、おっしゃるように、これは必ず

しも全てを売却できるとは限らないというふうにも思います。いろんな譲渡でありますとか、解

体・撤去等も含めて、そこには「等」ということで記載をさせていただいたものでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

がっかりしたわな。あんた、亀山市議会議員を４年やって、１４年間県会議員をやって、市長も

五、六年やっておるのかな。観音山の位置図もわからんのか。私が置けばええやないかという場所

は、今のところと違うんやで。今関ロッジの前に置いてあるけれども。私が置いたらええがて、ど

こってわからんのかな。二十四、五年、あなたも関・亀山地区をずうっと歩いてみえるけど、わか

らんのかなあ、私が言うた位置。思い浮かばんかなあ。もう一遍確認したいわ、私が言うたところ。

反問権を使うて、絵を描いたろうか。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

当然場所は理解をさせていただいておりますが、議員のご所見はよくわかりますが、最終的に私

どもとしては総合的に判断をさせていただいて、先ほど申し上げましたようなことを考えますとき

に、売却等の処分をさせていただくという方針として確立をさせていただいたものでございます。

当然、議員の考え方とは違うかわかりませんけれども、市としての方針として整理させていただい

たものでございます。

○議長（前田 稔君）

櫻井議員。

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

櫻井市長の、私も同じ櫻井やけど、あんたの一番悪いところは、一部ではこうちくなんや。一部

ではね。で、一部では総合的な判断とぼかして政治をやろうと思うとるの。売却等という中で一つ

の指定管理になったときに、エムアンドエムにもう休館してもよろしいよと言うたときに、わしは

関ロッジの存続は危ういと思うた、あんたに任しておったら。

だけど、せめて関ロッジがあったというあかしのものはわしは残しておきたいねん。それがブル
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ートレインねん。だから、下の相撲広場の上に機関車広場があって、そこの横に倉庫があるので、

その倉庫をぶっ潰して、せめてブルートレインだけでも残して、昔、平成２７年当時の市長櫻井義

之という人が関ロッジを潰してしもうたと。だけど、あの山の上には、このブルートレインという、

四十何年前に買うた町長が、関ロッジの繁栄のために寝台車の客車部分をあそこへ設置したという

あかしを私は残しておきたいのや。今の状況やったら、あなたの方針やったら、この関ロッジの存

続、建物の存続というのは危うい。

そして、更地化にするというのは公費でやると今明言した。募集もいい加減なことを言うておる。

そんな中で、せめてあかしだけは残しておきたいと思っておるの。そのあかしがブルートレインや

と私は思っておる。違うかな。あなたに任しておいたら、この亀山市どこ向いていくかわからんわ、

わしはもう。中途半端なことばっかり言うなよ。あるところでは売却を決めたとかたくなに言い続

ける。売って、その収益はどこに入れるのやな、一体。何ぼで売れるんやな、こんなもの。まだ売

るのに金がかかると思う。

何はともあれ、時間もないので、経営会議もやるし、優秀な部下もお見えになるやろうで、精い

っぱい皆が理解できて、さすがに市長やなという判断を下した中での返答をせめて２８年３月定例

会の開会日には示していただきたいと思うがいかがですかな。

○議長（前田 稔君）

櫻井市長。

○市長（櫻井義之君登壇）

今後の具体的な進め方についても早急に整理をさせていただいて、議員、市民の皆さんにお示し

をさせていただくという考えで進めさせていただきたいと思います。

３月の定例会の開会までにということで、当然それまでに整理をさせていただきたいというふう

に考えております。

○議長（前田 稔君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。

以上で緊急質問は終了しました。

次にお諮りします。

以上で今期定例会の議事を全て議了しました。

議事を閉じ、閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（前田 稔君）

ご異議なしと認めます。

したがって、平成２７年９月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。

（午後 ６時１０分 閉会）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

平成２７年９月２５日



－３５０－

議 長 前 田 稔

副 議 長 鈴 木 達 夫

３ 番 髙 島 真

１２ 番 宮 崎 勝 郎
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